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序 章 社会教育施設史研究の課題 

 

 

 

はじめに 

 

公民館は日本のユニークな社会教育施設として注目されてきた。職員、事業、独自の物

的施設を兼ね備えた公民館は、海外の関係者が「驚いたり羨ましがったり」し、近年では、

「アジア地域を中心に展開されているコミュニティ学習センター（Community Learning 

Centre:CLC ）のモデルとして世界の注目を集めてい」る1。その背景のひとつには、中学

校数に匹敵する、15,000 を超す固有の公立営造物施設の量的存在がある。戦後日本の「社

会教育施設としての公民館の固有性は、はじめから施設と機能とが一体2」で、職員配置の

性格も伴っている。 

また、施設は建設に相当の資力を必要とし、半恒久的な建築によって社会教育観が一定

程度形となり固定化する。施設空間は動かし難い前提となり、時として思想や構想と同等

の現実的意味を持つ。逆に施設自体が空間的制約などによって社会教育のあり方や活動の

質や規模を規定することもある3。 

 だが、近年は公民館の数が減少し、地域の身近な社会教育施設が姿を消しつつある。施

設は絶対条件、必要条件ではない、とされつつも、社会教育の事業･活動の場が失われるこ

とは由々しき問題である。戦後建設された公民館が耐用年数を超え、現場では自治体財政

窮乏下で老朽化への対応に苦慮しており、公民館は予算の「選択と集中」の中で優先され

ない状況にある4。少子化をも背景として校舎への施設複合化が学校開放の建築的側面から

提案され、窮乏財政下の公共事業のあり方として描かれている。実践面でも社会教育学で

は新潟県聖籠町の中学校などが注目されてきたし、建築･都市計画領域では埼玉県鶴ヶ島市

における藤村龍至などの取り組みがある。 

学校教育と社会教育、社会福祉を、施設的に複合化すると相互にメリットがある、とい

う主張は財政面以外でも魅力的な提案である。しかし、例えば上野淳による複合施設化さ

                                                 
1 碓井正久「根の文化としての公民館の国際比較」小林文人･佐藤一子編著『世界の社会教育施

設と公民館』エイデル研究所、2001、p.234、『公民館』文部科学省生涯学習政策局社会教育課･

財団法人ユネスコ･アジア文化センター、2009、p.2。 

なお、本論では史料の引用に際し、原則として旧字体は新字体に改め、句読点に限り適宜付

した。また、改行を省略し、必要に応じて亀甲括弧〔 〕で補い、判読不能の文字は□で示し

た。傍点は原史料の通りである。また、複数の章に登場する引用･典拠の文献･史料は、章ごと

の最初･初出の注に改めて示した。敬称は全て略した。 
2 上田幸夫「地域社会教育の核としての公民館」日本社会教育学会編『成人の学習と生涯学習

の組織化』東洋館出版社、2004、pp.195-197 
3 小林文人「社会教育の施設･職員の理論」同編『公民館･図書館･博物館』亜紀書房、1977、

p.42 
4 井口啓太郎「新たな『社会教育施設不要論』との対話」『月刊社会教育』2013.5、根本祐二『朽

ちるインフラ』日本経済新聞出版社、2011 
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れた学校の分析内容をみると、学校教育、社会教育、社会福祉の各エリアが、階やシャッ

ター扉で閉ざされており、相互に「騒音」や安全管理･対策等の管理運営での問題点も挙げ

られている。併設･複合形態の合理的な思考･計画の積極面･可能性と、教育･福祉それぞれ

の実践の現場での実態･反応は、精査が必要だと思われる5。 

戦後、社会教育と学校教育は別個の施設を有してきた。社会教育と社会福祉についても

同様である。そこには、縦割り行政の弊害しかないのだろうか。日本の社会教育が公民館

という独自固有の施設を有している背景には、建造物で固定化したがための弊害だけでな

く、歴史的な経緯もあるはずである。 

営造物としての公共施設は“ハコモノ”と称されるように、容れ物に過ぎない側面があ

る。しかし、社会教育の歴史を実践レベルでみると、会場確保に多大の労苦を官民ともに

味わってきた。戦前の社会教育施設は建設困難で「非施設」形態だった6。都市労働者が労

働者教育の施設を必要としても、農民が農村隣保事業の施設を必要としても、徒手空拳で

得なければならなかったのである。戦後日本で公民館が独自･固有の独立施設を有する形態

となった歴史的事実は何を語るのだろうか。 

 社会教育施設は「ハコ」、「ヒト」、「コト」で構成される。物的施設と職員と事業を構成

要素とする社会教育施設であるが、第一義的には教育機関である。博物館や図書館は、資

料や書籍をはじめとするモノを保管し、展示･閲覧するためのハコとヒトを必要とするため、

一要素たる物的施設面は一定程度自明の前提となっている。また、社会教育概念生成以前

から博物館や図書館は存在しており、自ら教育「機関」に位置づけて自認し、社会教育「施

設」と位置づけることは少ない。 

 一方の公民館は、社会教育機関でありながら、一般に社会教育施設として位置づけられ

る。学校を教育機関と呼び、病院を医療機関と呼ぶ、という実態に比して、公民館は施設

の呼称が一般的で、機関として有する組織性や動態のイメージが乏しい。このことは、公

民館が集会や交流の場となる空間を提供する施設性が意識されてきたことによるところが

大きいのではなかろうか。教育機関としての性格への自覚が希薄であったり、事業･実践、

職員の内実が貧しかったりすると、「貸し部屋」の管理に矮小化された公民館像となり、「機

関」よりも「施設」が実態に合うとみられてしまうのである。 

社会教育学では、職員論や事業論と並んで施設論があるが、この場合の「施設」は、も

ちろん「貸し部屋」像にとどまるものではない。しかし、施設論といってもその内容は事

業や職員について論ずることが多く、博物館･美術館建築、図書館建築、学校建築などと比

べると、公民館建築を正面から取り上げることはまれであった。教育機関が機能する際の

「ハコ」の存在意義や役割を歴史に確認し、現在をつかみ、将来を展望することも重要で

ある。古代からの歴史を持つ図書館や博物館と異なり、公民館は 70 年弱の短い歴史しか

ない。だが、人々が集い、学びあう場が独自の建物、固有の建築として成立した背景には、

前史となるさまざまな模索があったに違いない。その諸形態の帰着点は量的規模からいえ

ば結果として公民館であるが、必ずしも公民館だけに限らず、公民館に継承され収斂して

いった流れとともに、未発･未完の可能性としていまに課題を投げかける動きもあったはず

                                                 
5 上野淳『学校建築ルネサンス』鹿島出版会、2008、pp.170-182 
6 碓井正久「社会教育の概念」長田新『社会教育』お茶の水書房、1961 
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である。 

本論では、社会教育を営造物施設によって施策･運動を展開する発想――独自の社会教育

施設概念は、いかにして構想として生まれ、どのように実際に展開したのか、を明らかに

することを課題とする。地域社会教育施設の一つである公民館を念頭に、戦前から戦後に

かけての施設希求、施設構想、施設設置の動きをとらえて、継承と断絶を検討する。 

 公民館は戦後生まれの社会教育施設である。寺中作雄の公民館構想（寺中構想）を起点

とし、多くの場面で、『公民館の建設』の「この有様を荒涼と言うのであろうか。この心持

を索漠と言うのであろうか。〔中略〕家を焼かれ、食に餓える人びとの気力は萎え疲れてい

る」に始まる文章を引用しながら、焼け跡からの民主主義の創造を公民館に描いた。しか

し、公民館は戦前的性格を持ちながら誕生した経緯もある。その検討は、戦前との接続･

非接続からもなされるべきで、社会教育施設がなぜ公民館という形態をとったのかが明ら

かにされねばならない。 

 この作業は、上田幸夫が「そもそも『社会教育施設』という概念は、しばしば使用され

ているにもかかわらず、その概念を公民館概念によって構成する習性に流れ、社会教育施

設概念の一般化は容易に獲得できていないように思われる7」と述べているように、簡単な

ことではない。1948 年に、「社会教育の用語はきわめて漠然としている。この直訳は外国

には通用しないらしい〔中略〕その範囲は広くぼうばくとしている8」と評された。 

本来、社会教育概念自体の画定がされないところに、施設を規定することは無理である。

しかし、公民館は敗戦直後に提唱され、それを多くの地域、多くの人々が受容し、公民館

設置が広範にみられたことは、構想意図との一致、ズレを持ちながらも期待や必要に応じ

るものがあったに違いない。現象から施設概念を措定することにもなるが、歴史から社会

教育施設をとらえる際にも、多くの施設構想や展開から帰納的に社会教育施設なるものが

「歴史的イメージ」として姿を現わす側面に着目し、序章では戦前と戦後の社会教育施設

なるものの実態を概観し、本研究の対象を浮き上がらせたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 上田幸夫「解説」『社会･生涯教育文献集 V 別冊』日本図書センター、2001、p.17 
8 郷土教育協会編『日本教育年鑑』1948 年版、日本書籍、pp.172-173  
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第１節  

戦前の行政社会教育の場 

 

戦前、公式の用法として施設は事業を

指していたことを三井為友が明らかにし

ている9。 

遠藤知恵子は、川本宇之介の『社会教

育の体系と施設経営』（1934 年）分析の

中で、彼が「『物的設備すなわち設営』を

伴うもの、例えば図書館や博物館を『機

関』と言い、物的設備を必ずしも伴わな

いもの、例えば、指導促進、または修養

団体などを『施設』というふうに用いて

いる」ことを指摘している10。 

『都市教育の研究』（1926 年）におけ

る川本の叙述では、逆に「物的設備すな

わち設営」を伴うものを「施設」に含め

て呼んでおり、施設概念が定着していな

いことが伺える。例えば、他の論文にお

いても東京市自治会館、日比谷図書館、

大阪市の市民博物館などをして「最も必

要適切なる公民教育の社会教育的機関施

設」と表現しており11、「機関」と「施設」

の厳密な使い分けは確認できない。 

戦前、行政社会教育の場としてどこが

利用されていたかを、三井為友が析出し

た 1927 年度の「全国四七道府県で文部

省の指示に従って実施した講座、講演会

等の会場」でみてみよう。 

全体の 58％を学校施設、9.4％を寺院

等の宗教施設が占め、学校のうち 81％が

小学校（全体では 47％）であった【表 序

－１】12。これは、社会教育の場として学校、とりわけ小学校が利用されていたことがあ

                                                 
9 三井為友「社会教育の施設」長田新監修『社会教育』お茶の水書房、1961、p.155-157 
10 遠藤知恵子「川本宇之介における『社会教育施設』観の再検討」『社会教育研究』第 10 号、

北海道大学、1990.2 
11 川本宇之介「公民教育の前提条件と学校及社会教育の改善整備策」『都市問題』1933.3、p.60 
12 三井前掲 pp.160-161 

【表 序－１】 1927 年度 文部省の指示に従っ

て実施した講座･講演会等の場 

会   場 施設数 ％ 小計 ％ 

幼 稚 園 7 0.2 

1723 58.0 
小 学 校 1396 47.0 

中等学校 314 10.6 

専門学校以上 6 0.2 

神   社 35 1.2 

278 9.4 寺   院 231 7.8 

教   会 12 0.4 

公 会 堂 105 3.5 

277 9.3 倶 楽 部 97 3.3 

男女青年団会場 75 2.5 

道府県庁 13 0.4 

168 5.7 
市 役 所 23 0.8 

町 役 場 43 1.5 

村 役 場 89 3.0 

試 験 場 19 0.6 
159 5.3 

農会事務所 140 4.7 

会社・工場 120 4.0 
133 4.5 

商   店 13 0.4 

私   宅 55 1.9 55 1.8 

図 書 館 22 0.7 22 0.7 

戸   外 21 0.7 

158 5.3 
見学・視察 10 0.3 

雑 74 2.5 

不   明 53 1.8 

合    計 2973 100.0 2973 100.0 

  （件） （％）     

三井為友『社会教育の施設』（長田新監修『社会教育』お

茶の水書房、1961 pp.160-161 の表（『昭和三年度成人教

育実施概要』文部省）をもとに作成 
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まりにも明白･顕著にあらわれたデータであり、碓井正久は「非施設･団体中心」という戦

前社会教育の性格付けの根拠として重引し13、小川利夫は「歴史的イメージとしての公民

館」を論じる際に重引している14。 

 都市社会教育行政の事業の場を、東京市を例にみると、小学校の多さが目立つ【表 序

－２】。 

【表 序－２】 東京市社会教育課の事業の場（1934 年度） 

区分 名 称 ・ 内 容 

会        場 
定員・ 

参加規模 
小学

校 

日比谷 

公会堂 

その他の

公会堂 

東京自 

治会館 

その他 

の会場 

青年修養 商工青年修養会 4 0 0 1   不明 

市民講座 
市民講座・男子部 0 0 0 1   100 

市民講座・女子部 0 0 0 1   100 

労務者 

輔導学級 

輔導学級 6 0 0 0   各 50 

同（高等学級） 0 0 0 0 神田区西小川町 約 40 

同（月例研究会） 0 0 0 1   不明 

同（合唱団） 0 0 0 1   不明 

労務者講座 工場労務者短期成人講座 1 0 0 0 日本体育会体操学校 100、60 

教化 

講演 

明治節・紀元節奉祝講演会など

（衛生、歴史、明治天皇、建国

の精神、国際関係、軍縮、国民

精神等） 

53 0 23 0 区議事堂、区役所 100～2000 

教化 

講習 

料理、作法、裁縫・編物、

家庭教育、衛生など 
50 0 3 0   40～210 

講演会 

自治記念日記念、皇太子殿下御

誕生記念、紀元節奉祝会、陸軍

記念日の夕など 

0 6 1 1 軍人会館 100～3000 

映画教育 児童映画会、児童映画日 0 0 0 1 市内各所の映画館多数   

合    計 114 6 27 7 5～   

東京市役所 『昭和九年度 東京市教育局 社会教育課事業概況』 1935、pp.23-68 より作成 

 

学校をとらえる際に、建築学からの次の指摘は重要である。穂積信夫は、「学校教育は、

このように住居機能の延長というよりは、近代社会組織の一部として、住居地域よりは数

段広範囲な、国家を単位としてかけられた社会組織網である。その経営体も、住居地域と

いう共同体ではなく、民間のものを除けば、国家であり、その行政区域としての都道府県

および市町村の責任となっている。このように組織経営主体が地域共同体ではなく、また、

地域の主役である大人たちのための施設でもないのに、小･中学校は地域共同施設の最も重

                                                 
13 碓井前掲 
14 小川利夫「歴史的イメージとしての公民館」同編『現代公民館論』東洋館出版社、1965 
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要なひとつにあげられている15」と、学校施設の性格の複雑さを指摘している。近代公共

施設で最も早く、最も広く地域に建設されたのが小学校校舎であった。唯一のものであっ

たがために、学校校舎は多様な用途が期待されたのである。 

同時に、唯一であったがために「近代的学校制度に相対するものとして」社会教育が生

まれる動きをもたらした。宮原誠一は社会教育を「学校教育の補足」、「学校教育の拡張」、

「学校教育以外の教育的要求」の 3 つの意味において理解すべき、として学校教育との関

連で社会教育を位置づけた16。社会教育施設をみる上でも、学校教育の施設、校舎は社会

教育の場としても、社会教育施設概念生成の背景としても不可欠の検討要素である。上杉

孝實は社会教育と学校の関係を論じ17、大阪で戦前から盛んであった学校中心社会教育を

取り上げている18。 

これら先行研究が指摘する通り、実態として学校借用形態が多数を占めた事実からすれ

ば、学校は社会教育施設史考察に欠かせない対象である19。 

 

 

第２節 初期公民館の施設形態 

 

一方、戦後の社会教育施設形態の代表格は、量的規模、地域性からいえば公民館である。

公民館は初めから独自の施設を完備していたわけではない。1947 年 8 月末日現在で学校

等の施設に併設が約 40%、既存建物転用が約 55%、新築 5%であった20。 

上田幸夫の研究によると、1948 年度調査で独立施設の形態を持っていたのは、全体の 1

割程度だった。それが 1949 年度末には転用･改造ながらも独立施設は 41.2%になる。初期

公民館の設置場所は「学校や役場との併設、転用傾向が強」かったという。「しだいに独立

館へとむかうのは、社会教育法の成立によって公民館が法的根拠を持つようになり、社会

教育を推進していく中核的な施設として形成していく 1950 年代に入るころからと思われ

る」とされている21。 

上田が分析した 1947 年から 1949 年にかけての、石川、福井、長野（下伊那郡）、山口

ほかの公民館設置場所は、役場、学校への併設傾向がみられ、地域によっては図書館や青

年学校などの特徴もみられる。 

併設先の僅少例では、寺院、乾繭倉庫や農協･農業会等の農業関係施設、村の家、更生社

                                                 
15 穂積信夫『改訂増補 建築学体系 34 コミュニティーセンター･図書館･博物館･美術館』建

築学体系編集委員会編、彰国社、1970（新訂第 1 版）p.36（第 1 版は 1961） 
16 宮原誠一「社会教育の本質」（同編『社会教育』光文社、1950。初出は「社会教育本質論」

『教育と社会』1949.10、12）宮原誠一『社会教育論』国土社、1990、p.15 
17 上杉孝實「社会教育と学校」『社会教育と学校の関係構造に関する実証的研究』京都大学教

育学部、1987（『地域社会教育の展開』松籟社、1993 所収） 
18 上杉孝實「学校開放と社会教育施設」『生涯学習･社会教育の歴史的展開』松籟社、2011、p.88 
19 復興小学校計画･建設における社会教育との関係について、小林正泰が言及･指摘している

（小林正泰『関東大震災と「復興小学校」』勁草書房、2012） 
20 西崎恵『新社会教育委行政』良書普及会、1950、p.50 
21 上田幸夫「初期公民館における『併設』配置の特性」『東洋大学文学部紀要』第 36 集、教育

学科・教職課程編Ⅷ、（1982 年度）1983 



   

15 

 

会館、青年道場、修練場、村塾、元軍関係施設、公会堂、隣保館、農民道場、青年集会所

などがみられる。 

これら併設先例は、地域に利用可能な施設として何があったかをも表わしている。群馬

県では 1948 年 5 月 1 日現在の公民館設置場所の半数が「既設の建物」であり、内訳は「旧

役場、公会堂、集会所を転用」となっている22。寺中作雄の言によると、山形県知事が彼

に対し「郷倉を利用したり、工場の宿舎、寺院などを活用して、こゝへ公民館を建てたい

のだが何とか許可してくれといふやうな話があつた、それは大いに結構だといふわけで許

可した」と同県の様子を話している23。 

寺院、郷倉は前近代からある村落の施設であり、役場や学校、公会堂や隣保館、農民道

場、青年集会所などは近代に入ってからできた施設である。農村で転用･併設可能な既存施

設は、それぞれの時期に当然ながら必要があって建設された。そうした既存施設の由来と

転用等の背景･実態を今後考究していく必要がある。 

 例えば、東京市が 1932 年に市域拡張（「大東京」）する際、旧町村役場の転用が大規模

に行われている。 

 

「大東京が出来ると府下八十二ヶ町村の役場中区役所になるもの十五出張所となるもの三

つを除き残る六十四役場は失業する事になるので、市では各局課でそれぞれ利用法を講

究中である。役場とはいへピンからキリまであつてせいぜい三十坪位の小さなものもあ

れば大きいのになると四百五十坪にも達するのがあるので、その利用法もいろいろと分

れてゐるが、まづ教育局では小規模の図書館、社会局では市民館や託児所、職業紹介所、

保健局で消毒所、出張所、健康相談所等にするべく、すぐにそれぞれ準備を進めており、

役場建物だけは失業を免れさうである。24」 

 

 合併前の狭小なエリアにあった施設は、地域の窓口、拠点として、あるいは機能別の支

所的施設として再活用された。こうした施設の来歴は、建物の絶対数が僅少な状況下、さ

まざまなものがあったと考えられる。 

改めて、公民館の設置場所を検討すると、調査によって、分類（独立･併置･併設･転用･

新築など）や数え方（分館を含むか否かなど）は異なるため、単純に推移として分析する

ことはできないが、【表 序－３】に示したような傾向が確認できる。 

公民館が独立の建物をもつのは、1950 年で 50%、1954 年で 38%、1955 年で 39%、1958

年で 47%を占め、増加の一途をたどっているわけではない。これは 1953 年以降の町村合

併に伴う、旧村の役場併設などの要因が影響していると思われる。 

 社会教育法制定から 10 年近く経ち、町村合併も一段落した 1958 年の施設形態を詳しく

みたのが【表 序－４、５】である。初期公民館の時代を経て、公民館がどのような施設形

態に落ち着いたかを、この 2 つの表からみると、全体的には独立館が約半数、うち新築は

2 割である。分館が全公民館の 76%を占め、町村に多く設置され、独立館 54.4%（うち新

築 15.1%）、併置館 45.6%となっている。また、転用と併置が既存施設の性格を直接間接 

                                                 
22 『群馬県教育史戦後編』上巻、群馬県教育委員会、1966、p.408 
23 寺中作雄発言「公民館の造り方在り方」座談会（1946.8.27）、『生活科学』1946.10、p.4 
24 「役場の空家は託児所その他に」『東京朝日新聞』1932.8.5 
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【表 序－３】全国公民館の施設形態 

1947年 

12月 

1950年 4月 

及び 11月 

1954年 

5月 

1955 年 

3月 

1958年 

4月 

学校に併設 約 40%   併 置 50% 62% 61% 53.2% 

既存建物 

   を転用 
約 55% 

例；青年会館、農業

会、役場、郷倉、隣

保館、健民館 

独

立 

転用 40% 23% 24% 25.7% 

新築 10% 15% 15% 21.1% 

計 50% 38% 39% 47.0% 

＊ 独立施設を持つ市町村 32% 13% 

 新    築 約  5%   ＊新築の建物を持つ市町村 34% 14% 

公民館数に占める各施設形態の割合を示す（＊は市町村の割合）。文部省社会教育課「県外公民館の実情について」 『埼玉

県公民館』 創刊号、埼玉県教育部社会教育課、1948.7、p.25 （『憲法と公民館』 第 22回社会教育研究全国集会埼玉県実

行委員会集会推進部 1982 所収）、 『社会教育の現状』 昭和 27年度、文部省社会教育局、1952、p.117、 『社会教育 10

年の歩み』 文部省社会教育局、1959、p.180 

 

【表 序－４】全国の公民館本館の施設形態 （1958 年 4 月 1 日現在） 

併 

置 

館 

併置館 
市 町 村 計 % 

1470 1888 954 
4312 53.2 

併置本館のみ (内数) 619 

独 

立 

館 

新築館 
木造 鉄筋造 小  計 

3787 
21.1 

46.8 1623 83 1706 45.0% 

転用館 ？ ？ 2081 55.0% 25.7 

総  計 
市 町 村 

8099 100.0 
2588 3842 1669 

『社会教育 10 年の歩み』 文部省社会教育局、1959、p.181 

【表 序－５】 公立公民館の設置状況 （1958 年 4 月 1 日現在） 

本  館 7902 23.3 分 館 26057 76.7 本館 + 分館  計 ① 33959 館 

市立 2588 32.8 市立 6212 23.8 全市町村数 ② 3701 市町村 

町立 3716 47.0 町立 10597 40.7 設置市町村数 ③ 3251 市町村 

村立 1598 20.2 村立 9248 35.5 設 置 率 ③÷② 87.8% 

独 立 館 3620 45.8 独 立 館 館 

数 

記 

載 

な 

し 

54.4 1 市町村当り館数 ①÷③ 10.4 館 

新築 1673 21.2 新築 15.1 （参考）  公立図書館 593 館 

転用 1947 24.6 転用 33.0 （参考）  公立博物館 186 館 

      その他 6.3 

 図書館は分館を含む。博物館は登録博物館、相当施設、

その他類似施設の計 
併 置 館 4282 54.2 併 置 館 45.6 

 
(館) (%) 

 
(館) (%) 

『第三十回国会（臨時会）「社会教育法等の一部を改正する法律案」に関する答弁資料』 文部省社会教育局、1958.9 （文部省指定

統計 1958.4.1 現在） より筆者作成 
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に引き継ぐ可能性を考えると、本館、分館ともに転用と併置の合計が約 78%を占めている

ことにも着目したい。1958 年段階の公民館は、施設面からみると、戦前からの施設の延長

線上にあるといえ、次第に、公民館として新築された建築が増えつつあったといえよう。 

 以上のように、戦前における学校、戦後における公民館をとってみても、さまざまな地

域の戦前の施設の実態を把握する必要がみえてくる。先行研究が示した公民館の前史の系

譜を、【図 序－１】に示した。戦前の都市と農村の施設で、公民館に関わる教育機能を有

するものの系譜である。広範多岐な施設が公民館とその周辺･類似施設に連なっていること

が分かるだろう。 

 

 

第３節 法律上の施設 

 

施設と関わって、戦後、教育基本法と社会教育法は基本的な考え方を示してきた。1947

年 3 月 31 日公布･施行の教育基本法第 10 条は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と謳い、60 年近く教育行政のあり方を規定してきた。その精神は、第一に教育の目的を「人

格の完成」においたこと、第二に「あらゆる機会にあらゆる場所」において平等に教育を

保障し、第三に「不当な支配」を禁止し、教育行政は教育の内容に介入することなく「教

育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」を目標とすべきであるとして、「任務の本

質と限界」を明らかにしたことにある25。 

しかし、2006 年 12 月 22 日に同法は「全部改正」のうえ公布･施行された。本「改正」

において、第 10 条は傍線部が削除され、18 条として 4 項からなる位置づけがなされた。

理念の変更･削除により、必要な諸条件の整備確立をこえて、教育行政の名において国家権

力が教育内容に介入することも可能になる26。 

社会教育法第 7 条は、国及び地方公共団体の奨励責務の具体的方法を、「図書館、博物

館、公民館等の施設の設置」、「学校の施設の利用」、「その他適当な方法」という形で、限

定的に明示した。戦前社会教育の団体中心性に対し、「施設の設置」を第一に掲げたことの

                                                 
25 三上昭彦「教育基本法『改正』小史」明治大学軍縮平和研究所編『軍縮地球市民･臨時増刊 

教育基本法改正案を問う』2006、pp.137-138 
26 石井山竜平「06 年教育基本法をどう読むか（逐条解説）第 16 条（教育行政）」社全協ブック

レット No.2『学習の自由と教育の権利を発展させるために』社会教育推進全国協議会、2007.7  

1947 年 教育基本法 第 10 条（教育行政） 

 

教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われ

るべきものである。 

２ 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立

を目標として行わなければならない。 
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意味は大きく、いわゆる団体主義から施設主義への転換がなされた、と位置づけられてい

る27。社会教育法制定に携わった社会教育局長･寺中作雄は、法制化には「国民の自由を保

障せんがために、自由を妨げる方面への拘束を加え、自由なる部分の発展と奨励を策する

28」意義がある、としている。 

特に 1947 年の教育基本法第 10 条をめぐっては、宗像誠也が内外事項区分論でとらえた

学説をはじめとして、教育の自由を保障する条件の観点から、教科書検定問題など教育行

政の制限的側面を中心として論じられてきた29。社会教育学においても社会教育の自由の

保障の観点から論じられ、住民の学習権確立の理論的支柱となってきたが、外的事項とさ

れる教育行政の環境醸成･条件整備の施設整備面の実際については十分論じられてこなか

った。 

 

 

第４節 先行研究の検討 

１．社会教育学 

 

そもそも、社会教育学全体では営造物施設への関心は低く、事業･実践や職員などに関心

が向けられてきた。歴史をとらえる際に「いつ、どこで、だれが、なにを、どのように」

を「なぜ」とともに問うことが必要だが、このうち「どこで」という社会教育が行われる

空間への問いも、社会教育が人々が一ヶ所に集合してともに学び合う形態をとり、地域と

いう地理的広がりと限定を持つ場で展開される以上、重要な要素である。 

しかし、公民館をはじめとする社会教育施設空間の歴史への研究関心は高いとはいえな

い30。先行研究は、戦前の公民館前史における諸相を史料紹介し、系譜的に総覧するスタ

イルで公民館の歴史的性格を明らかにする枠組みを示したが、個々の詳細は未解明のもの

が多い。社会教育施設史は公民館の源流とされる諸施設の構想と展開の個別研究の幅と厚

みが求められている。 

事業や職員など他の領域に比べれば研究関心は高くないものの、重要な先行研究が蓄積

されてきた。碓井正久は戦前社会教育（民衆教育）の特徴の一つに「非施設･団体中心性」

を挙げ31、施設の設置･建設よりも団体の組織･動員中心の形態が主流であったことを明ら

かにした。この位置づけは、碓井の意図と離れて戦前社会教育研究における施設への着眼

を疎遠にしたかもしれない32。 

                                                 
27 長澤成次『現代生涯学習と社会教育の自由』学文社、2006、pp.112-113 
28 寺中作雄「社会教育の前進」『教育行政』1954.3（寺中作雄『公日閑日』日本教育新聞社、

1956、p.298） 
29 内外事項区分論については、黒崎勲の学説分析がある（黒崎勲『教育行政学』岩波書店、1999、

pp.93-112） 
30 末本誠「社会教育施設研究の展開」日本社会教育学会編『現代社会教育の創造』東洋館出版

社、1988、小林文人「公民館研究の潮流と課題」日本社会教育学会編『現代公民館の創造』東

洋館出版社、1999 
31 碓井前掲「社会教育の概念」 
32 碓井正久「根の文化としての公民館の国際比較」小林文人･佐藤一子編著『世界の社会教育
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しかし、戦後公民館の展開は歴史的関心を喚起し、宮坂広作による施設のオリジンを探

る研究などを生んだ33。 

小川利夫は、社会教育施設の系譜を明らかにする際の分析枠組みを示した。小川は公民

館の源流をたどり、戦前の農村公会堂、都市セツルメント、全村学校が「イメージとして

の公民館」を形成し、地域の政治的囲い込みの性格を持ちつつ初期公民館構想につながる

ことを明らかにした34。 

小川によると、「原型としての農村公会堂構想」は「一種の政治的･イデオロギー的

囲い込み
エ ン ク ロ ジ ヤ ー

運動
･ムーブメント

の役割を果たしてきたといわれる日本の地方自治政策」＝地方改良運動の所

産で、「都会の愉快を田舎に輸入」して離村防止を図るもので、運動･組織論たる全村学校

構想と関係していった。ただ、その構想はそのまま現実ではなく、「『上から』画かれた一

つのイメージにすぎなかった」という。農村公会堂構想の再編成をめぐり菅原亀五郎らを

取り上げ、都市公営セツルメントとの接近･交錯を指摘したが、1930 年代中葉以降を扱わ

ず、戦後へと考察を進めている。 

末本誠･上野景三は、小川が示した枠組みに準拠して、さらに深く掘り下げた戦前の施設

研究を行った35。都市における庶民偕楽場、隣保館･市民館、労働者厚生施設、農村におけ

る農村公会堂、隣保館、全村学校、青年教育施設の戦前的系譜を公民館前史に位置付けて

整理した。 

上田幸夫は初期公民館の併設形態を検討した。その研究によると、公民館本館は、必ず

しも農村公会堂が主要な転用･併設先になったわけではなかった36。石川県では学校併設の

割合が高く、「地域施設との併設は少なく、公会堂とか隣保館といった類の全国的にみられ

る地域施設との併設は、めだたなかった」し、長野県下伊那郡でも公会堂併設形態は僅か

である。初期公民館の「事〔実〕態は『自治』組織のもつ施設への併設は必ずしも多くは

なかった」という。「戦後の公民館の出発が、『歴史的イメージとしての公民館』（小川利夫）

のコロラリーのなかでとらえられるため、地域『自治』組織のはたした役割を大きくみて

きたとおもわれるが、事〔実〕態は、学校や役場との併設、転用傾向が強く、そのなかに

あって地域『自治』組織からなる公会堂、集会所などの初期公民館との結びつきは、分館

でこそめざましいものがあったにせよ、特に大きな比重を占めたわけではなかった」とい

う。ただし、上田が分析対象としたのは「本館」であり、「分館のなかには、地域集会所と

の併設、転用の例はきわめて多かったと思われる」としている。 

 とすれば、社会教育施設の系譜としての農村公会堂は、公民館構想の歴史的イメージの

提供と、実際の公民館普及における分館施設提供の位置を占めることになる。分館を意識

して戦前農村公会堂をみる必要がある。 

 農村村落の施設で広範にみられたのが青年会館･倶楽部である。上野景三は、これらが「実

態としては若者宿を継承する場合もあれば、若者宿や村の集会所とは区別され独自の施設

                                                                                                                                               
施設と公民館』エイデル研究所、2001 
33 宮坂広作『近代日本社会教育史の研究』法政大学出版局、1968 
34 小川利夫「イメージとしての公民館」小川利夫編『現代公民館論』東洋館出版社、1965 
35 末本誠･上野景三「戦前における公民館構想の系譜」横山宏･小林文人編著『公民館史資料集

成』エイデル研究所、1986 
36 上田幸夫「初期公民館における『併設』配置の特性」『東洋大学文学部紀要』第 36 集 教育
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を有する場合、村の集会所と兼ねる場合、小学校教員住宅や小学校、青年学校に附設させ

る場合など、様々であった37」としている。 

そして、戦後「公民館のうち一定数は、戦前の小型の青年倶楽部を改廃し、公民館とし

て再編されたものが含まれている〔中略〕戦前の青年会館･倶楽部を地区の公民館として再

編し、公民館と青年会館ないし青年倶楽部の二枚の看板を掲げているところがある。これ

らの公民館は、町村合併をへて、現在は自治会館として利用されているところも少なくな

い。戦前の青年会館･倶楽部は、戦後の公民館の基盤となり、公民館の登場によって青年会

館･倶楽部は公民館に統合されていった38」ととらえている。 

 ところで、教育福祉を念頭に公民館の性格や役割を考える際、社会事業･隣保事業～社会

福祉と社会教育の関係や、戦前との接続の可能性を歴史的にとらえねばならない。小川利

夫が公民館の源流に都市セツルメントや農村隣保事業を取り上げたことからいっても黙過

できない。現在、教育福祉の観点から社会教育がとらえ直されようとしている39。社会教

育と社会福祉の関係を把握･展望する際、現在を相対化するために歴史的考察も必要である。

公民館事業でも、地域福祉との関連で理論化と実践が模索されているが、歴史的にも両者

の関係をとらえねばならない。 

 辻浩は、「教育福祉論やノーマライゼーション論によって、教育と福祉が連携する必要が

自覚されることになったが、そこには注意すべきこともある。このことは古くから指摘さ

れているが、今日的に考えた場合でも、教育福祉によって教育と福祉の実践の固有性が見

えなくなることやノーマライゼーションによって階層的視点が欠落する可能性があること

が大きな課題となる40」と指摘している。「固有性」を施設面からも歴史を通じて確認する

ことが必要であろう。 

ほかに、施設をめぐる先行研究では、都市を対象として東京自治会館を取り上げた関直

規41、都市公会堂を扱った新藤浩伸の研究は42、施設史研究の蓄積の上で貴重である。 

 

２．建築学 

 

建築学でも社会教育施設やそれに類する施設の考察がなされている。川添智利の議論は、

社会教育学における施設把握アプローチにとって示唆に富む。ここではその施設の類型的

把握を紹介しながら考察したい。 

                                                                                                                                               
学科･教職課程篇Ⅷ、1983、pp.58-59、61-62、66 の(53) 
37 上野景三「青少年教育施設の変遷と課題」『子ども･若者と社会教育』日本の社会教育第 46

集、東洋館出版社、2002、p.40 
38 同 p.41 
39 辻浩『住民参加型福祉と生涯学習』ミネルヴァ書房、2003、大串隆吉『社会教育入門』有信

堂高文社、2008、上田幸夫･辻浩編著『現代の貧困と社会教育』国土社、2009、小林繁編著『地

域福祉と生涯学習』現代書館、2012、高橋満『コミュニティワークの教育的実践』東信堂、2013、

松田武雄編著『現代の社会教育と生涯学習』九州大学出版会、2013 など 
40 日本社会教育学会 60 周年記念出版部会編『希望への社会教育』東洋館出版社、2013、p.71 
41 関直規「戦前大都市社会教育施設に関する一考察」『日本公民館学会年報』第 5 号、2008 
42 新藤浩伸「都市部における公会堂の設立経緯および事業内容に関する考察」『日本社会教育

学会紀要』No.43、2007、『大正期～占領期における公会堂の設立経緯、事業内容および機能に

関する研究』（東京大学･博士論文）2010 
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川添は、「集会･レクリエーション施設」の機能をめぐって、集団に対する問題と、教育

的な環境としての問題を挙げている43。そして「この両者、集団と教育の間には相互作用

がある。つまり集まるということから起きる教育的機能、そして教育を目的としての組織

化である。それは広い意味では道徳であり、もっとせまい意味でわが国の今日の教育のあ

り方としてたびたび議論の対象となっている『社会教育』の問題と関連する」と指摘して

いる。 

そもそも施設には「複数の人が集合する」という特徴がある。施設によって集合する人々

の属性・関係性や利用形態、集合形態は当然異なる。異なるところに相互作用･刺激があり、

相互に変容、発達が生まれる。教育は一人では成り立たず、影響し合う関係性の上に成り

立つのであって、複数の人間が集合できる施設空間があることによって生じる集団の組織

化と、教育的機能が働くところに社会教育施設の特徴がある。逆にいえば、教育的機能を

有する集団の組織化には、複数の人々が集合できる施設空間が必要なのである。 

川添はコミュニティーセンターを、①コミュニティファシリティーズ、②アソシエーシ

ョンセンターの 2 つに分けて考察している。前者は共同浴場や洗濯施設など「土地に密着

する生活利便のための諸施設」を指し、後者は「人間関係のつながりを地域という枠から

切り離し、任意集団の集まりの場」を指す。 

コミュニティファシリティーズは、各家庭の住居に浴室や洗濯設備が備えられるととも

に縮小･消滅するが、災害の際には施設が共同利用の場となることもある。また、「土地に

密着する生活利便のための諸施設」を広義にとらえれば、地域社会の構成員が集合･共同形

態を伴う行為（集会･会議、社会教育）のために空間的機能を必要するときに好適な場にな

る。 

現代の現象形態はアソシエーションセンターとしての場面が多いかもしれない。学習、

福祉、趣味などさまざまな目的ごとの任意のグループ･組織が、ときには「地域という枠」

から離れて存在する。川添も、「現代的な集団は、さまざまな任意集団、つまりアソシエー

ショングループが大部分であって、地縁集団は、その中の一種類にすぎない」現状を踏ま

え、日本の諸施設について「形式的にはコミュニティーセンターであるが、内容的にはア

ソシエーションのセンターだ」としている。 

歴史研究の立場からみれば、逆に、交通機関が未発達の時代は人の移動は容易ではなか

ったことから、「地域という枠」から離れて施設を考えることは困難である。コミュニティ

ファシリティーズの要素を抜きにして地域社会教育施設を考察することはできない。その

歴史的性格の中で教育機能を持つ施設成立をとらえることになる。 

また、身近な地域の施設は、交通通信手段が発達した現代も必要とされている。本論で

は、アソシエーションセンターをも視野に、コミュニティで教育機能をもって成立する施

設を「地域社会教育施設」としてとらえ、その施設概念が歴史的にどのように生成するか

を探りたい。 

 

                                                 
43 川添智利「集会施設（アソシエーションセンター）」建築学体系編集委員会編『改訂増補 建築

学体系 34 コミュニティーセンター･図書館･博物館･美術館』彰国社、1970（新訂第 1 版）、

pp.44-45 
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第５節 研究の観点と構成 

 

本研究では、4 つの観点から地域社会教育施設の歴史に迫る。焦点が絞れていないきら

いがあるが、社会教育施設概念と展開を歴史的に把握するには、対象とする施設と期間が

広範･長期にわたるため、大きい視野でとらえようとするものである。 

第 1 点は、社会教育施設を構想･展開する主体について、二つのベクトルを用いる。即

ち、施設をめぐって「上から」「下から」の両方に目配りする。 

堀尾輝久は、イギリス労働者教育について両者の関係を次のように述べている。「社会教

育の全領域、とりわけ労働者クラブや成人学校、セツルメント運動等の中で支配階級や、

旧支配階級のヘゲモニーのもとで、秩序と安寧の維持に役立たせるか、労働者自身のヘゲ

モニーのもとで、新しい世界と秩序をつくり出すための自己教育の組織にするかをめぐっ

ての、あるときはあからさまの、あるときは秘かな、しかし激しい闘いが続いていたので

ある。44」 

本論では、行政施策に象徴される地域支配を企図する側にとっての施設、自らの生活･

社会を切り拓く民衆にとっての施設はいかなるものであったのかを明らかにしたい。実現

する施設は限られるため、ときには同一施設を舞台にせめぎ合いや協調が生じる。単純な

二項対立とは限らず、さまざまなアクターが登場することになるが、本来ならばさらに加

えてそこに介在する施設職員も視点にすえるべきだが、本論では職員については都市公営

セツルメント職員にとどめる。 

また、施設は多額の建設資金を必要とする性格上、どうしても行政施策側の構想や展開

の例と史料が多く、取り上げる量的偏差が生じてしまうことは否めない。本研究ではアソ

シエーショナルな形態を持つ労働者教育の場について取り上げることをはじめ、出来る限

り運動側も視野に入れたい。 

 第 2 点は、社会教育施設がどのような関係性の中で生起･成立したかを、学校と社会教

育、社会事業と社会教育の関係を取り上げることでみようとするものである。 

社会教育施設は最初から独自固有のものとして成立していたわけではない。図式的にい

えば、学校教育における校舎、社会事業におけるセツルメントの両者との間にあって、重

なり合いや反作用を経ながら、学校でもなくセツルメントでもない「何か」に施設像を結

ぼうとしてきた。 

近代社会において分立する機能別の諸施設･機関が建築として成立するが、社会教育は事

業や活動のための専用の独立した場･営造物を長らく持たなかった。社会教育施設は地域に

あること、総合的であることを特徴としながら、何をするための常設施設なのかが問われ

る。その際、同じ教育施設たる学校との差異化、地域の問題･課題に総合的にアプローチす

るセツルメントの参照や、社会事業との関係のあり方を通じて、社会教育施設概念が生成

されたのではないか。この仮説を歴史的に検討してみたい。 

第 3 点は、対象とする地理的側面に関わる。即ち、都市と農村の両側面にアプローチす

る観点である。近代日本のあゆみは、農村社会が都市化していく過程でもあった。急激な

                                                 
44 堀尾輝久『現代教育の思想と構造』岩波書店、1971（同時代ライブラリー123、1992、p.124） 
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都市化は日露戦後から戦間期、戦時期と間断なく続き、農村人口の都市流入、都市社会問

題の発生を生んだ。一方の農村も窮乏にあえぎ、農村問題の深刻化が叫ばれ、都市への怨

嗟さえも唱えられた。おのおのの抱える問題を社会問題としてとらえ、支配･政策側も、民

衆･運動側もさまざまな社会構想や政策･運動を展開した。 

その手段として施設は魅力ある構想の一つであった。施設構想と展開が、都市と農村そ

れぞれでどのようになされたか、また、どのような影響関係にあったか、という観点で検

討することは、公民館が農村（町村）の施設として構想･立案･展開する戦後の動きの前段

の動きとして施設史をとらえる際に必要なことである。 

第 4 点は、対象とする時期に関わる。本研究では戦間期と占領期を中心に、広くは、都

市農村ともに施設構想が登場する 20 世紀初頭･日露戦後から、初期公民館の「行きづまり」

が指摘され、そのあり方が問われる 1950 年代まで、半世紀にわたる長い時期を対象に設

定する。戦前と戦後の接続、連続、継承の有無を検討するためである。 

森武麿は「戦前（＝非合理･前近代）と戦後（合理･近代）を一面的に断絶ととらえる」

と「近代主義化論に容易に転化する可能性がある」と指摘している45。戦後民主主義の構

築は、戦前の反省･否定、克服に格闘する営みであったが、既に戦間期から戦時中の社会経

済体制が、戦後を準備した面もある。日本における総力戦体制の要請に基いて、福祉国家

の骨格･枠組み形成が進められていた、とする研究も 1990 年代以降、総力戦体制論や福祉

国家論として登場している46。生活改善などにみられるように、行政介入や自発性喚起の

官製運動を以て、総力戦遂行のための「合理性」「近代」を地域に浸透させようとする試み

は、戦前から行なわれていた。施設設置という方法もその一つであろう。戦前にどのよう

な施設設置構想と展開があり、戦後にいかに継承･断絶したかを明らかにする必要がある。 

末本誠と上野景三は公民館の普及について、「通牒後十年で三万を越
こ

えるに至った公民館

が、一片の文書によって、いわば、一から出来上ってきたと考える方が無理というべきで

はなかろうか。通牒を受けて各地に公民館が設置されていったのは、そこに何らかの素地

が存在していたからと考える必要があるのではないか47」と問題提起している。公民館の

歴史は往々にして寺中作雄の公民館構想を起点にする場合が多いが、戦前からのスパンで

でみないと、公民館の性格はつかめない。 

 戦前からの歴史の上に公民館をとらえることは、公民館が戦前的性格の影響から抜け切

れない特質を明らかにして、その克服を展望する問題意識にこたえるためだけでなく、施

設史の観点から、そもそも、なぜ、日本で営造物施設を公的に整備する特徴を伴う社会教

育の展開をみたのか、という問題関心にこたえるためにも必要であろう。 

 

以上の 4 つの観点から地域社会教育施設の歴史的研究を進めたい。まず第 1 章では社会

                                                 
45 森武麿「日本ファシズムの形成と農村経済更生運動」『歴史学研究』別冊特集、1971.10（大

門正克･小野沢あかね編『展望日本歴史 21 民衆世界への問いかけ』東京堂出版、2001 所収、

p.67） 
46 山之内靖/ヴィクター･コシュマン/成田龍一『総力戦と現代化』柏書房、1995、雨宮昭一『戦

時戦後体制論』岩波書店、1997、広井良典『日本の社会保障』岩波書店、1999 など。1990 年

代以降の総力戦体制論と福祉国家論研究については、高岡裕之『総力戦体制と「福祉国家」』岩

波書店、2011、序章 
47 末本･上野前掲「戦前における公民館構想の系譜」p.721 
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教育の会場としての学校施設を検討する。「学校中心社会教育」が構想されつつも、現実の

形態としては行政社会教育の会場提供の位置を占めた地域の小学校が、戦前の歴史の中で

どのように開放され、問題点を抱えていたかを施設面を中心に明らかにする。 

学校借用形態の社会教育の問題点の克服が叫ばれると同時に、社会教育独自の施設を希

求する動きがみられ、戦間期には社会教育施設概念生成の萌芽がみられる。第 2 章では、

官僚ら社会教育関係者が、学校校舎とは別個の社会教育固有の施設をどのように描いたか

を分析する。 

第 3 章から第 6 章まで、都市における社会教育施設に関わる動きを扱う。 

独自施設希求の議論で参照されたセツルメントは、農村公会堂の隣保館化とあわせて、

公民館前史の分析枠組みで示されたものである。第 3 章から第 5 章で、1920 年代から相

当の量的規模をもって「上から」計画的に設置された都市公営セツルメントの展開、行政

側の設置意図、施設要求、及び当時の議論をやや詳しく検討する。 

同じく都市では、同時期に社会労働運動側の労働者教育が「下から」勃興する。第 6 章

では、自ら学ぶ場を施設的にどのように確保しようとしたのか、労働学校の場と労働会館

の展開から明らかにする。 

第 7 章から第 9 章までは、農村における施設をめぐる政策を中心に扱う。 

都市にやや遅れて 1930 年代以降、農村では隣保事業が都市公営セツルメントを参照し

ながら施設像を伴って提唱され、一部に普及をみる。その際、20 世紀初頭から構想･普及

し始めていた農村公会堂の隣保館化がみられるわけであるが、農村における施設の構想内

容と展開の実態を、第 7 章で農村公会堂の検討を通じて行う。 

第 8 章ではその一例として、長野長広によってなされた、農村の部落単位に施設を設置

して、社会教育や隣保事業を行う独自の場とした施設建設実践と施設構想を取り上げる。 

 第 9 章では、恐慌下、窮乏に苦しむ農村問題に対し、総力戦体制をにらみながら農林省、

文部省、厚生省が農村施策をどのように立案、展開しようとしたか、施設との関係を中心

に分析する。 

施設による施策、施設を通じた行政意図の浸透姿勢が 1930 年代中葉からみられ、施設

設置の発想の戦後への継承が展望できる。また、戦前の学校、図書館、セツルメント、農

村公会堂、労働者教育施設の経験が、敗戦直後から占領期にかけて、どのように継承、断

絶したのか、「未発の可能性」を第 10 章で探りたい。 

 結果として、実際の社会教育施設の歴史の展開は、公民館の普及をみた。第 9 章までの

戦前の検討をもとに、公民館構想への継承と断絶を第 11 章以降で検討する。第 11 章で公

民館構想の特徴を、公民館併設先となった学校等の既存施設から独立した物的施設指向の

観点から再検討し、農村の部落単位に農村公会堂を転用して公民館分館を設置する動きも

みる。 

 小川利夫が示したように、戦前の社会教育施設観･概念の生成が、都市公営セツルメント

と農村公会堂の隣保館化の交錯する位置にあるならば、学校教育と社会教育との関係とと

もに、社会事業と社会教育の関係も戦後どのようになったかを考察しなければならない。

第 12 章では、「万能」「よろず屋」と称された初期公民館の「総合的」事業の中で、社会

事業がどのように位置づけられたか、授産事業を中心に検討する。 

公民館において社会事業との関係が戦後にいかに継承されたか／されなかったかを明ら
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かにするだけでなく、その関係が施設としての公民館の成立にどのように作用したか、文

部省の施策方針の検討を通じて終章で考察する。 

地域で独自の営造物施設＝公民館を通じて社会教育を行う形態は、ユニークなものであ

るが、公民館だけが完成形の施設形態とは限らない。戦前の施設史や「未発の可能性」を

広くみて、公民館という社会教育施設がいかなる可能性と課題を抱えるのか、公民館のあ

り方や、社会福祉、学校との関係構築を展望するための検討材料を、歴史的考察から提供

することになるだろう。 
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第１章 学校施設借用による社会教育 

 

 

 

はじめに 

 

地域社会と学校の関係について、1913 年生まれの建築家･松村正恒は次のように回想し

ている。 

 

「日暮れになりますと農閑期の青年たちが三々五々とやってくるわけでございます。遠

くの者は自転車で。何しにくるか。遊びにくるわけではございません。夜学校が開かれ

ます。しかもその先生が、小学校の先生なんでございます。民法とか農業の理論と実際

を教えるんでございますけど、今考えても本当に、あの先生達は偉かったなと思います。

それともう一つ、今から考えると嘘のようでございますけど、鍵がかかっていないので

す、教室に。夏休みになると〔中略〕理科室の実験室へ入り戸棚から塩酸を取り出して

銅貨にメッキをいたしました。しばらくするとはげました。やっぱり人間も、メッキは

だめだなあ（笑）、とその頃覚えたわけでございます。裁縫室の畳の上では中学生が夜

を徹して人生を語り明かしておりました。このように学校が完全に活用されておる、利

用されておる、これが学校の真の姿である、子供心に村の学校から、教育の原点と学校

の在り方を教わったわけでございます。つまり学校は、子供を教える所であると同時に、

最近文部省のいうところの生涯教育の場に、活用すべきであるとおもっておるわけでご

ざいます。48」 

 

ここに描かれる「地域の学校」のイメージは、一定の世代以上の人々の原風景となって

いるだろう。学校が、学校教育だけの場でなく、地域社会の娯楽や社会教育の場となり、

紐帯の要として機能していた、ということが、実体験やノスタルジーを含めて語られてい

る。上野淳はそうした学校像を次のように記している。 

 

「明治期からかなり長い間、学校は町や村の‘文化センター’としての存在であったと

思われる。村で新聞が届く数少ない施設の一つが学校であったし、図書室は街の図書

館の機能を果たしていた。駐在所や行政機能が学校と同居していたケースもあったと

聞く。当時、学校の教師は知識人であり、社会教育にも重要な役割を果たしていたの

である。時代がかなり下がった戦後でも、学校の運動会は地域の運動会を兼ね、それ

こそ幼児から高齢者まで街の様々な階層の人々が秋の 1日を愉しむお祭りでもあった。

〔中略〕街の誰もがコミュニティーの中心に学校があることを意識し、親しみと畏怖

                                                 
48 松村正恒「木霊の宿る校舎」『季刊 木の建築』第 30 号、木造建築フォーラム、1986.12（『素

描･松村正恒』建築家会館叢書、建築家会館刊、1992、pp.117-118） 
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の念で学校をみていたのである。49」 

 

公立小学校の数は、1896 年 26,247 校、1900 年 26,436 校、1903 年 26,782 校、1905

年 27,081 校（2013 年現在の国公私立小学校数は 21,132 校50）で、2 万以上の小学校区ご

とに校舎があり、小学校児童が毎日徒歩通学できる距離は、大人にとっての徒歩生活圏と

重なっている。交通機関や各家庭の交通手段が限られていた戦前の状況とあわせてみれば、

小学校通学エリアという圏域は、常会町内会エリアと並んで地域規模のひとつのイメージ

を与え続けてきた。「学校の運動会は地域の運動会を兼ね」る、といった行事の蓄積、卒業

生の増加なども、学区を地域としてとらえる作用となったろう。 

戦前の社会教育の場の主流は、論においても実態においても学校であった。にもかかわ

らず、戦後、学校とは別に公民館という独自の施設が構想され展開したのが歴史的事実で

ある。コミュニティ･スクールが戦前戦後を通じて叫ばれ、現在も提唱されているが、定着

の度合いは高いとはいえない。 

学校教育の施設＝学校は国家を頂点として地方におりてきた、「上から」設置されたもの

で、近代社会の一機能を期待されていた。学校が地域に開かれる形態は、学校施設の「開

放」、例えばスポーツ団体への体育館貸与に留まるものであることが多い。穂積信夫は、「学

校施設がなんらかの意味で地域社会に影響をおよぼすとすれば、それは講堂の転用などと

いう物質的なものでなく、学校に配置された教育専門家たちの活動をあげなければならな

い。従来の〔学校利用の〕失敗をかえりみると、学校施設を単なる建築物としてしか考え

ず、たまたまあいている大部屋を集会に提供するというような物質的便益によって、地域

の関心をつなぎとめようとしたところに原因があるように思われる。そのような利用が実

は公民館の代用であったり、教育施設とはなんの関係もない映画鑑賞会であったりしたこ

とが、ますますその意義を弱めていった」と指摘している51。 

第 2 章以降で検討する独自の社会教育施設希求の前提には、小学校施設を地域の拠点と

して活用する際の限界･問題点が、歴史的経験として存在していると思われる。本章では、

校舎利用･借用による学校中心の社会教育の主張と実態、指摘された問題点を確認する。 

 

 

第１節 小学校校舎借用の制限と緩和 

１．日露戦後・地方改良運動期までの学校開放制限 

 

日本の近代的学校制度は 1872 年に文部省布達「学制」によって生まれた。全国を 8 大

学区に分け、大学区ごとに 32 中学区を配し、1 中学区を 210 の小学区に分ける構想で、

構想通りに小学校が建設されると 53,760 校にのぼることになる。構想された小学区の規

                                                 
49 上野淳『学校建築ルネサンス』鹿島出版会、2008.1、p.161 
50 文部科学省「学校基本調査」平成 25 年度（速報） 
51 穂積信夫「共同施設（コミュニティファシリティーズ）」建築学体系編集委員会編『改訂増補 建

築学体系 34 コミュニティーセンター･図書館･博物館･美術館』彰国社、1970（新訂第 1 版）、

p.38 
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模は相当小さいことが分かるが、実際の建設は構想どおりに進まなかった。 

 5 万以上にわたる地域ごとに児童を集められる施設を新築する財源はなかったし、転用

できる既存施設も十分なかった。学制発布の 3 年後、1875 年段階の小学校施設は、寺院

40.0%、民家 32.4%、新築 18.0%、官庁 1.6%、神社 0.8%、郷倉 0.7%であり、8 割前後が

転用だった。寺院はその「広間が教室として利用可能であり、その位置が通学上容易であ

る」ため、校舎に転用されたと考えられる。最も比率の高い寺院のうち約 12%が廃寺など

旧寺院であり、廃仏毀釈（1870 年）の影響も指摘されている52。このデータは、地域社会

にどのような施設があったかの一端をも表している。寺院、神社、郷倉などは、前近代か

ら地域社会にあったが、近代に入り、次第に新築される小学校が新たな施設として存在感

を示した。 

学校校舎建築が町村に任されていたことから、1880 年代ごろから地域住民による学校建

設もみられ、「地域の共有物としての学校」の意識が芽生えたことが指摘されている53。洋

風校舎の建築もみられ、1876 年には長野県松本市の開智学校校舎が竣工している。 

1882 年ごろから文部省の方針として校舎の独自性が意識され始め、「素朴堅牢と衛生を

中心理念として、一般の地域施設とは別の歩みを始めることになった」が、「土地ノ情況ニ

依リ戸長役場或ハ町村会議場ヲ校舎内ニ設クル」場合が想定されるなど、現実には役場等

との併用等もみられた54。1891 年に文部省は「小学校設備準則」を定め、学校建築に「質

朴堅牢」「虚飾を廃す」方針を立てた。 

こうして次第に建設された学校校舎を地域社会が使用するには、長らく制限があった。

自由民権運動期に学校施設は政談演説会の会場として利用されたが、運動弾圧の一環とし

て、1881 年 12 月に学校施設の集会目的使用が禁止された。この禁令は 1903 年まで続い

た。1882 年には「政談演説等に学校を充用せしめざるは勿論、教育上不都合を生ずる恐れ

あるものは総て其充用を禁止すべき旨」を府県に内達した55。 

1900 年の小学校令（勅令第 344 号）第 30 条では、「校舎、校地、校具及体操場ハ非常

変災ノ場合ヲ除クノ外小学校ノ目的以外ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ已ムヲ得サル事情

ニ依リ監督官庁ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス」と定められ、引き続き目的外使

用は困難であった。 

1903 年 11 月には、「小学校ノ校舎校地等ノ使用ニ関シテハ小学校令第三十条ノ規定有

之候處公衆体育ノ為体操場ヲ公開シ又ハ公ノ集会ニ校舎ヲ使用スル等ノ場合ニ於テ教育上

障害ヲ来スノ虞ナキトキハ相当取締ノ下ニ便宜認可ヲ与フルノ方針ヲ執ラレ可然又小学校

以外ノ学校ニ就キテモ教育上障害ナキ限リハ便宜公衆ノ利用ニ供セラレ可然候依命此段及

通牒候也」と通牒され、校舎使用が一定条件のもと緩和された56。 

日露戦後、地方改良運動や通俗教育施策のもと「中等諸学校及小学校其他適当ノ場所ニ

於テ、右通俗講談会等ヲ開催候様尚御奨励相成度」と通牒され（1906 年 3 月）57、社会教

                                                 
52 井上久雄『学制論考』風間書房、1963、pp.207-209 
53 佐藤広美編『21 世紀の教育をひらく』緑蔭書房、2003、pp.21-23 
54 喜多明人『学校施設の歴史と法制』エイデル研究所、1986、p.113 
55 川本宇之介『社会教育の体系と施設経営 体系篇』最新教育研究会、1931、p.124 
56 片岡重助『社会教化を中心としての学校経営方針』日比書院、1923、p.267 
57 川本前掲 p.138 
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育に関わる学校の利用が謳われるようになる。 

学校施設の利用は、都市、農村を問わず官民双方から提唱され、実践の展開もみられた。

内務省地方局有志による『田園都市』（1907 年）では、海外事例を挙げながら学校施設を

利用した各種事業を紹介しているし58、初期社会主義者たちも社会教育目的で校舎を活用

することを唱えている。 

例えば都市では、東京市教育課長･戸野周次郎が 1908 年に小学校について「宏壮なる建

物を築き上げ、之を昼間僅に五六時間の授業のみに使用して、生徒の退校後は門戸を鎖し

て了ふとは、事物応用の道を知らず不経済の甚しきもの」と指摘し、「特殊教育の方面」や

「学校以外社会教育等の方面」にも活用せよと説いた59。1908 年に安部磯雄は、都市政策

を論じる際、補習学校、夜学校、職業学校や行政目的にまで及ぶベルリンの小学校校舎活

用を紹介している60。 

農村では学校が中心となる実践が展開された。1908～1917 年の大阪府生野村での「学

校中心自治民育」（村田宇一郎）が有名である61。ほかにも、例えば千葉県川間村では、1908

年に本多静六監修で小学校新築を計画する際、社会教育的使用を目して施設計画に反映し

ている62。2 教室が「補習教育ノ目的ヲ以テ講堂陳列室及公会堂ニ近カラシメ漸次社会ニ

密接セシムルノ方針」で計画され、講堂は「本校教育ノ用ハ勿論村会議場或ハ農談会場等

本村ノ公会ニ利用セシムヘク、然ル場合ニハ裁縫室ヲ調査室又ハ講師室等ニ利用スヘク、

陳列室ハ本校生徒ノ製作品及本村重要ノ物産等ヲ陳列シ所謂本村ノ陳列館タラシメ、教育

上各種ノ方面ヨリ互ニ連関シテ効果アラシメン」と計画された。 

人的面でも、「校舎殊ニ講堂ヲ本村教育館トシ、学園ヲ学校教授材料園且ツ本村公園タラ

シムルニハ、公会堂ハ農会、組合等各種公会ノ事務所タルト同時ニ之レカ案内者タラシメ

ントス、即参観人アレハ受付スヘク案内スヘク説明指導スヘシ、恰カモ学校内部ニ教務主

任ノアルカ如ク公会堂ニ学園担任ノ訓導宿直アレバ、昼トナク夜トナク、所謂社会教育ノ

教頭タラシムルヲ得ヘシ」と、社会教育に当たる常駐職員の必要も唱えられていた。 

1913 年 7 月には小学校令第 30 条が「校舎、校地、校具及体操場ハ非常変災ノ場合ヲ除

クノ外小学校ノ目的以外ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ教育兵事産業衛生慈善等ノ目的ノ

為特別ノ必要アル場合ハ此ノ限ニ在ラス」と改正された（「小学校ノ校舎等ノ使用ニ関スル

件」勅令 258 号）。それまで必要だった監督官庁の認可が不要となり、学校目的外使用の

例に、教育、兵事、産業、衛生、慈善が明記され、「事務簡捷ノ旨趣」で小学校校舎の使用

制限が緩和された63。 

ただし、同時に発せられた文部省訓令号外では、「教育上ノ影響如何ヲ顧ミス何事ニモ之

                                                 
58 内務省地方局有志『田園都市』博文館、1907（復刻『田園都市と日本人』講談社、1980、

pp.295-297） 
59 戸野周次郎「今後十年間に於ける東京市の教育」『東京市教育会雑誌』1908.12、p.40 
60 安部磯雄『応用市政論』日高有倫堂、1908、pp.348-375。なお、平塚健太郎は官僚と初期

社会主義者の政策的近似と関係を論じている（平塚健太郎「初期社会主義と地方改良運動」メ

トロポリタン史学会編『いま社会主義を考える』櫻井書店、2010）。 
61 村田のほかに、田子一民『小学校を中心とする地方改良』白水社、1916 など。 
62 染谷亮作（本多静六校閲）「川間小学校舎及学園設計概説」1908（『野田市史』資料編 近現

代 1、2012、pp.641-642） 
63 『明治以降教育制度発達史』第 5 巻、教育史編纂会、1939、pp.77-78 
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ヲ使用シ得ルコトヲ認メラレタルモノニアラス〔中略〕将来之カ為ニ毫モ弊害ヲ惹起スル

コトナキ様厳重監督セラルヘシ64」と、釘を刺すことを忘れなかった。 

 

２．戦間期の学校開放進展 

 

戦間期に至り、「大衆社会化と男子普通選挙の導入という社会的文脈の中で、社会教育

が重視されることになり65」、校舎を社会教育等に活用するための制限緩和が進む。東京市

では関東大震災（1923 年）後、復興小学校などに学校開放の考え方が反映される動きがみ

られる。 

1925 年に東京市立小学校長 12 名を調査委員としてまとめられた「東京市立小学校復興

建設ニ関スル調査報告」は、「小学校ヲ社会教化事業ニ利用スルコト等ニヨリ教育ノ徹底ヲ

期セントスル傾向ハ近来ニ至リ著シク重セラルルトコロニシテ将来益々其必要ヲ主張セラ

ルヘキハ明ナル事実66」の認識を示した。 

1927 年 7 月 16 日の文部省訓令号外で「小学校令中校舎使用ニ関スル件ハ之ヲ廃止ス」

とされ、小学校校舎の利用に道が開かれた。この廃止措置で、「政治即ち衆議院議員選挙運

動の為学校、校具を使用することが許さるることとなつた67」。男子普通選挙に加えて、1926

年の青年訓練所令で、小学校に訓練所が併設され、校舎が利用されたことも背景のひとつ

であろう。 

ただ、同年 9 月 5 日の文部次官通牒は、小学校校舎を「無制限ニ之ヲ使用シ得ルコトヲ

認メラレタルモノニアラスシテ公益上ノ必要ニ基キ止ムヲ得サル場合ニ於テハ広ク諸種ノ

会合ニ使用シ得ルノ途ヲ開カントスルモノニ付此ノ趣旨ニ依リ学校管理者ハ学校長ノ意見

ヲ徴シ常ニ教育上ノ影響ヲ考慮シ風紀ヲ紊ササル限度ニ於テ各地方ノ事情ニ応シ適当ニ措

置スル様68」と指示し、学校教育目的以外の施設活用は無制限ではない、と、1913 年と同

様に釘を刺していた。 

東京市では訓令を受けて小学校校舎の一般開放を研究し、1928 年 6 月に区長会議に付

して詳細な使用規定を付議することを協議決定した。これを報じる記事は69、東京市では

小学校を「政治および宗教団体の会合等には原則として多くは貸与せず、これ等の関係運

動者は手も足も出ぬ有様」であったが、「東京市の現在の市立小学校は二百一校あり、復興

計画で完成した新校舎は三十七、建築中のものは七十六校で、各校とも定員千人から千五

百人の聴衆を楽々と収容できる堂々たる大講堂を持つてゐるにも拘らず、年数回の小学校

年中行事にだけ使用してゐる有様で、これでは惜しいものであるといふところから、一般

に開放してはといふことになつた」と伝えている。同記事は「東京市の如き公会堂の少な

いところでは市民文化の向上に重要な役割を果すであらうと期待されてゐる」とも伝え、

学校開放が公会堂の機能を担うとの見通しが示されている。ただ、東京市教育局長･藤井利
と し

                                                 
64 同上 1939、p.83 
65 小林正泰『関東大震災と「復興小学校」』勁草書房、2012、p.10 
66『東京市教育復興誌』東京市役所、1930、pp.388-389 
67 前掲『明治以降教育制度発達史』第 7 巻、p.76 
68 文部次官粟屋謙発「小学校校舎使用ニ関スル件依命通牒」発文 39 号、1927.9.5 
69 「こどもの学校をおとな達に開放」『東京朝日新聞』1928.6.19 
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誉
た か

が「区長会議では教育上の立場から議論もありました」とコメントしたように、依然と

して学校開放への反対･慎重論があった。 

関屋龍吉は「何処へ行つても村で一番の建物は小学校であり、教員も亦平均して都会と

村落に分配されてゐる」点を強調し、「普通選挙の実施と共に、選挙演説の会場に校舎を使

用することを許すこととなつた。思ふに学校教育と相並んで社会教育が益々盛になりつゝ

ある今日、其の中心機関となつてゆくのは矢張学校で、農村等にあつては殊にさうである

から、将来学校の校地校舎等の利用は益々多くなることであらう70」と展望している。 

 

 

第２節 社会教育の中心としての学校 

 

大正デモクラシー思潮の進展～民衆勢力の政治的社会的進出が集合･集会行動形態をも

伴って現出し、学校の開放もまた議論の俎上に載った71。ここでは施設論の観点から 1927

年の文部省訓令前に論じられた 2 人の学校開放の議論をみてみよう。 

 

１．藤井利
とし

誉
たか

 

 

 東京女子高等師範学校教授･藤井利
と し

誉
た か

（後に東京市視学課長、学務課長、1926～35 年に

東京市教育局長）は、1921 年に社会教育と学校の関係を施設設備を中心に論じている72。 

藤井は、「学校がどうしても、此の社会教化の中心となつて、さうして社会教育の為めに、

社会教化の為めに、学校を利用せねばならぬ」と主張した。過去の学校利用は「他に適当

なる所の場所がない為めに、往々便宜上学校が使はれて居つた云ふに過ぎない」が、現在

は宗教、経済、政治等それぞれの分野で相違、対立、競争が生じる社会であり、個人主義

が「極端に現れつゝある」社会である。そこで「社会の総べての要求を一層緊密に結合せ

しむる為め確に此の社会の中に一つの中心を設けると云ふ、意識的努力がなければならぬ」

ゆえに、労働者の「慰安」、階級間の「社交」、「成人の教育」「青年の教育」を行える設備

を持った「社会教化の中心」が必要となる。 

 しかし、「大いに聞いて貰ひたい、大いに聞かせなければならぬこと〔講演会等の開催〕

を望みましても〔中略〕一つの場所に於て思ふ通りに表しまして、之を自由に表しまして、

之を社会に訴へ各個人に訴へたいと云ふ考へを有つて居りましても、訴ふる所の途が十分

にない」のが現状である。そこで、どこが適しているかというと、例えば寺院、神社、教

会が候補に挙がるが、それらは「社会教化の中心となるべき所の組織を有つて居ない」上

                                                 
70 関屋龍吉『教育読本』日本評論社、1927、p.25、pp.48-49 
71 例えば、田中七三郎『学校中心社会教育の実際』明治図書、1925 など。また、社会事業と

学校を連繋させ、積極的に学校を地域中心と位置づける構想もあった（小川實也『地域中心と

しての学校施設』扶桑閣、1935）。 
72 藤井利誉「社会教育上学校設備の利用」文部省普通学務局編『社会教育講演集』帝国地方行

政学会、1921、pp.2-24 
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に、「宗教的儀式、或は御詣りとか礼拝とかと云ふやうなことを喜ばない」民衆の「宗教的

の反感」傾向を考えれば、最適とはいえない。 

そこで浮上するのが「学校を措いて外にないじやないかと思ふ」という主張である。学

校は、「児童の教育を通じて間接に家庭の教育の改良を図」る効果が期待できるが、既卒者

たる「成人の社会教化の中心」としても適している。学校には「設備が完備されて」おり、

この「公共の建物」を、児童の教育以外の「成人の為めに使ふことに依つて、社会上に於

ける学校の必要が、深く意識的に社会から考へられることになり」、「学校教育の価値」を

成人一般に認識させ、「社会と学校と連繋を一層密接ならしむる」のである。 

 藤井はこのように論を進め、「学校は社会の共有する設備であつて最も適当なる社会中心

である、社会教育の中心として使用することが学校教育の上から考へても有利なるもので

ある」と主張した。そして、アメリカの学校利用形態を紹介しながら、「社会教化の中心と

しての学校」は 3 つの機能を有するとした。即ち、①夜学校、通俗講演、労働者教育など

「成人の教育」、②遊戯室、読書室、「倶楽部として集会等に使用出来る室は、教室なり或

は図書館なり、幼稚園なりを利用致す」娯楽の設備を設けてレクリエーションを図る、③

「共同的の精神を発達させて行く為め」に社交の機会を提供する、というものである。 

 さらに、適否の議論の余地はあると保留しつつ、「公民的活動」として政治的会合に学校

を利用することも挙げている。また、管理運営の主体として、①「地方に於ける有志者」

が「学校の教員と協同」、②「市民と学校の当局者、学務委員」との「協同」、③「御役人

以外の他の機関」、④「市町村に於ける教育関係の官憲」を例示した上で、「須らく市民の

自発的の活動に俟たなければならぬ」、「規則を設けて、喧つ
マ マ

しい監督を、之をやるよりも、

下から自然に発達して行けることを図らねばならぬ」との見解を示した。 

 以上のような学校利用は「従来の伝来的の学校の設備では決して十分ではない」ため、

机･腰掛の設備に加え、「夜間に於て使ふ体操場」、「室内遊泳所」、食堂、図書館（室）など

を、社会教化用として学校の施設に整備することが必要だとした。こうした施設設備整備

が困難な地方では、「教員住宅を特に奨励して設けて、此の住宅を社会教化の中心とする」

方法を採るよう提示している。 

 

２．片岡重助 

 

1923 年に文部省嘱託･片岡重助は、社会教育の中心として学校を位置付け、「学校設備の

開放利用」を唱え、あわせて問題点や障害も指摘した73。 

彼は「農村に於て最も完備せる所の建築物は小学校の校舎である。また都市と雖其の地

区の中心に存在して居つて而して最も民衆化したる所のものは、小学校または中等学校等

の校舎である。その他の公会堂とか或は各種の営造物は皆特別の目的を有して居る。而し

て之は広く求める事が出来ない」ので、校舎を社会教育に開放し利用せよ、と主張した。

想定した用途は幅広く、「1.補習学校、2.講習会、講演会、3.各種の品評会、展覧会、4.協

議会其の他の公衆的集会、5.公衆娯楽、6.各種団体の集合、総会其の他各種の催し、7.宗教

其の他体育等の団体の集会、8.各種団体の事務所、9.図書館及び博物館、読書会、10.選挙

                                                 
73 片岡重助『社会教化を中心としての学校経営方針』日比書院、1923、pp.264-276 
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の目的」に及んだ。 

現状は、「単に教授の為に一日多くとも七時間、少き場合は（夏季の如き）僅に二三時間

使ふ丈で、日曜、祭日、休暇等に於ては之を放置して利用しないと云ふことは経済上の立

場から見ても甚だ不合理」であり、コスト面からの施設空間活用を論じた。 

 片岡は、学校利用に際して「夜間これを利用し、或は一般民衆の為に開放するとしては、

その設備が余りに不便に出来て居る」、「余りに今日の学校の校地は学校教育の目的のみに

供されるやうになつて居つて、所謂実用には適しないものが多い」と、学校建築の問題点

も挙げた。 

また、それだけでなく、「有利に開放利用する上に於ては矢張其の設備を改善しなければ

ならぬ」、と、施設配置、施設空間、設備備品にわたる改善方策も示した。具体的には、「講

堂の如きものも多くは校舎の中央にあつて、七曲り八屈りして而して漸く入口に達するよ

うに出来て居る仕末」なので、「講堂を学校の正面而かも公道に接近して建築」することを

提唱した。また、入口は「狭くして一時に多数の人間を出入りせしめることが出来ない」

上に、「冬季に於ては暖房の設備もこれを欠いて」おり、照明は、日中仕様の教室では夜学

に必要な照度は得られず、教育環境として十分とはいえなかった。 

下足の履き替えも集会施設として適していなかった。「靴を穿いて居らぬ者も下駄、草履

を穿いて居る者も、多くの学校に於ては、これを脱いで昇らなければならぬ。これがすで

に一般民衆をして学校に集まると云ふことを不便がらしめて居る原因の一である」と、出

入りしやすい土間を推奨している。 

現場の教員からも、「東京市の某小学校が其復興建築に当つて講堂兼運動場を市民の体育

場として又、公衆の集会場として解
マ マ

放すべきを企画したが、市当局の建築課の既定方針に

よつて床を他と同じく板張りとし、土足のまゝ出入するの案は葬られたときいてゐる。又

選挙の演説会場としての使用にも随分無理解な学校側の頑迷な態度に逢つた例などは、挙

ぐるいとまがない74」と、開放を可能にする空間仕様の実現が阻まれた例が挙げられてお

り、学校開放が一筋縄ではいかなかったことがうかがえる。 

机・椅子について片岡は、「机、腰掛の高さと云ふことを考へなければならない。尋常一

学年の教室を利用して補習学校を開校したと云ふ様な場合に於ては、其の補習学校生徒の

学習の態度と云ふものを甚だ不真面目ならしめて居る」とし、小学校児童用のそれでは青

年や成人向の教育に適していなかったため、「伸縮自在なる机、腰掛を作る」よう提案した。 

校庭（運動場）についても、学校教育で「数時間位しか使用せられない。学校の授業が

終ればそれと同時に校門は鎖されて、一般民衆とは何等関係がなくなり、あたら広い空地

が利用されずして放置されるのである。宜しく都市にあつては児童の為に開放し、更に進

んで民衆の為に開放し、而してその体育上に資すると云うことでなければ非常なる損失で

ある」と、社会体育での活用や、「活動写真の野外」上映、納涼会、盆踊りなどの娯楽での

活用が「現代学校の任務」であるとし、夜間照明を設置すること、成人や幼児用の「運動

機械」を備えること等に加え、「運動場の入口を別に設け、開放の時間に及んだならば之を

開いて、一定の時間が来れば之を閉鎖する、或は大人と児童とを区分する為に之に仕切り

を設ける、或は学校園と運動場との分界を瞭かにして学校園を損傷しないと云ふ様な設備

                                                 
74 中村昇「児童教育の要諦と校舎の解放」『都市問題』1930.7、pp.79-80 
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をなす」改善方策を挙げた。 

また、「校舎を開放利用する上に於ては、監督または指導の教員を定むることが必要であ

る。〔中略〕学校設備利用委員等の設けがあつた場合に於ては、教員ばかりでなく、その自

治体の吏員とか、または公立学校にあつては監督官庁の官吏、吏員等がその任に当たるべ

き」として、校舎開放のみならず、職員配置の必要も唱えていた点も注目される。 

 

 

第３節 小学校借用形態の問題点 

１．学校開放の問題点 

 

 学校中心社会教育の議論と小学校校舎使用制限の緩和により、学校開放は一定程度進ん

だ。1934 年度の東京市社会教育課の事業の場を【表 序－２】にみると、小学校が大きな

割合を占めていることが分かる。 

そもそも小学校は、青年訓練所、実業補習学校をはじめとして各種の機関が併設されて

いた【表１－１】。 

小学校校舎の借用利用形態は、社会教育以外でも多岐にわたっており、学校中心社会教

育の議論で描かれたようには実態はなかなか進まなかった。 

1929 年には「学校中心の社会教育、所謂スクール･センターが唱へられる割に、その発

達を見ないのは、現在の学校其者が頗る非家庭的であつて、軍隊さへこれを厭ふが如き四

角四面の無趣味、殺風景な感じを与へるために、人を惹きつける力がない75」と評されて

いる。依然として小学校校舎利用が困難な背景には、施設を塀で囲んで地域住民や社会と

隔絶した、権威的な学校教育のあり方に対する市民感情もあった。 

1930 年に至っても、東京市立神田尋常小学校訓導がさらなる学校開放を唱えている。 

 

「私は文化設備の完備したる学校を断然、社会に解
マ マ

放すべしと主張する一人である。単

に政治運動に学校々舎を利用せしむるが如きを以て満足すべきでは決してない。この

広い東京において、公会堂の少い東京市において、劇場以外衆人を容るゝ処は学校の

外何物もないではないか。先づ市民の体育運動の為めに運動場及用具を提供すべし。

学校図書を適当に利用せしむべし。教室講堂を市民の諸団体並に個人の適当と認むる

集会に利用せしむべし〔中略〕この立派なる校舎をわづか一日数時間の使用に満足し

て堅く門戸を閉づるが如きは、共有物の社会性を没却したる精神による処といはざる

をえない76」 

 

児童の学校教育を目的に建てられた小学校を借用しての行政社会教育の実施は、ハード

面に困難を伴っていた。講演開催に学校の教室が構造的に適していないことは、次のよう

に指摘されている。 

                                                 
75 大阪セツルメント協会（賀川豊彦･志賀支那人ほか執筆）「セツルメントの建物と設備」『社会事

業研究』1929.5、p.18-21 
76 中村前掲 p.79 
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【表１－１】東京市立小学校への併設・附設状況（1930 年） 

 
区 

尋常 

小学校 

尋常 

高等 

小 

高等 

小学校 

青年訓練所 実業補習学校 図 

書 

館 

幼 

稚 

園 

その他 
名  称 

学級

数 

名   称 

（○市直営、他は区営） 

学級

数 

1 
麹 

 

町 

麹町             麹町 ○   

2 富士見     麹町 4 商業専修学校 3   ○   

3 番町         実科女学校 4   ○   

4 上六               ○   

5 

神 

 

田 

錦華     神田第一 4 錦華商工専修学校 5       

6 千桜     神田第二 6         商工青年修養会 

7 神田         神田商工専修学校 4       

8 芳林         第五実業学校○ 8 外神田     

9 佐久間         佐久間商工専修学校 7       

10 練成         練成商工専修学校 5       

11 橋本         橋本商工専修学校 5       

12 今川         今川専修女学校 3       

13     一ツ橋     神田実科女学校○ 7     商工青年修養会 

14 

日 

 

本 

 

橋 

久松     日本橋第一 8 久松商業補習学校 4       

15 城東     日本橋第二 7 城東商業補習学校 2 日本橋     

16 坂本         坂本商業補習学校 2   ○   

17 常盤         常盤商業補習学校 2   ○   

18 濱町               ○   

19 十思               ○   

20 箱崎               ○   

21 千代田         千代田商業補習学校 2 両国 ○   

22 有馬         有馬商業補習学校 2       

23     日本橋女子     楓川専修女学校 4       

24     日本橋             商業学校 14学級 

25 

京 

 

橋 

    京橋 京橋第一 5 京橋専修女学校 6       

26   月島   京橋第二 4           

27 京橋昭和         京橋昭和商業専修学校 3       

28 泰明         泰明商業専修学校 3       

29 明正         明正商業専修学校 3       

30 月島第二         月島工業専修学校 2 月島     

31 京橋         京橋商業専修学校 5       

32 月島         月島専修女学校 3       

33 
芝 

赤羽     芝第一 5           

34 愛宕     芝第二 4           
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35       御田   第一実業学校○ 9 三田     

36 三光         三光商工学校 4       

37     愛宕     愛宕商業補習学校 4       

38 

麻 

 

布 

    麻布         麻布     

39 笄     麻布 5 笄実業学校 4       

40 南山         麻布商工実務学校○ 7       

41 東町         東町実業学校 4       

42 三河台         三河台実業補習学校 4       

43 赤 

 

坂 

赤坂     赤坂 4           

44 中ノ町         赤坂実業学校 6   ○   

45 氷川             氷川     

46 

四 

 

谷 

四谷第一     四谷 4 第一実業学校 3       

47 四谷第二             四谷   商工青年修養会 

48 四谷第五         第五実業学校 2       

49 四谷第六         
四谷商業実務学校○ 

実科女学校 

6 

3 
      

50 
牛

込 

津久戸     牛込 5 牛込商業実務学校○ 7       

51 市ヶ谷         牛込実務女学校○ 7 市ヶ谷     

52 赤城         実業学校 6       

53 
小

石

川 

    小石川 小石川 5 第四実業学校○ 13       

54 礫川         礫川実業専修学校 7       

55 大塚         大塚実業専修学校 6       

56 窪町             小石川     

57 

本

 

 

郷 

追分     本郷 4     本郷     

58 本郷         第一実業学校 2       

59 駒本         第二実業学校 2       

60 富士前         第一実業女学校 6       

61   汐見       第二実業女学校 2       

62 真砂         第三実業女学校 2       

63     本郷     第三実業学校○ 5       

64 

下

 

 

谷 

    下谷 下谷第一 4 商工専修学校 8       

65 御徒町     下谷第二 4     下谷     

66 根岸               ○   

67 竹町               ○   

68 下谷         第一実務学校 6       

69 台東         第二実務学校 7       

70 浅

 

富士     浅草第一 5 浅草工業専修学校○ 8       

71 柳北     浅草第二 5           
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72  

草 

田原         浅草実務女学校○ 7       

73 新堀         新堀実業補習学校 3       

74 山谷堀         山谷堀実業補習学校 3       

75 千束         千束実業補習学校 3       

76 育英         育英実業補習学校 3       

77 本

 

所 

    本所 本所第一 7 本所商工学校 11       

78 業平     本所第二 5 業平商工学校 9       

79 中和                 商工青年修養会 

80 

深

 

 

川 

深川     深川 8 深川商工実務学校 6   ○   

81 猿江         第二実業学校○ 12       

82 明治               ○   

83 臨海         臨海商業実務学校 6       

84 数矢         数矢商工実務学校 8       

85     明川     第六実業学校○ ＊       

小学校総計 

180 校中 

85 校（47.2%）に併設あり 

1926.7.1 設立 

修業年限 4 年 

授業 18 時～ 

計 

市立 14 校、区立 31 校 

計 

20 館 

計

2

5 

商業学校は総

計 2 校、商工青

年修養会は月 2

回開催 

東京市役所 『東京市教育要覧』昭和五年度、1931 より作成 （図書館の附設状況は、東京市役所『昭和四年 東京市政概要』

1929 も参考にした） 単独・独立施設を持っているものを除いたので、総計数と表掲載数は合致しない （例；麹町区の日

比谷図書館、東京自治会館で行う商工青年修養会などは表に不掲載） 

＊ 深川区の明川高等小学校内の第六実業学校学級数は、「△」と記載されている 

 

「最も不完全なのは、小学校の三教室四教室打通しと云ふやうなもので、それに音声を

さへ
マ

切る
マ

壁が上から下つて居つて、僅に六尺位の境戸を立てるだけのものになつて居

る所は、音声がさへ切られて、話す人も非常に苦しみ、聴く人にも非常に聴き悪しく

なります。77」 

 

小学校借用形態に困難が内包していることは、講演会だけでなく、毎日のように校舎を

利用する実業補習学校等の青年教育の場で日常的に経験･実感されていた。次に都市部の青

年教育施設の実態を例に、小学校借用形態の問題点をみてみよう。 

 

２．青年教育施設からみた問題点 

 

 上野景三は、「学校と社会教育との関係は、青年期教育の二重構造として特徴づけられる」

                                                 
77 佐々木吉三郎「講習会講演会の経営」文部省普通学務局編『社会教育講演集』帝国地方行政

学会、1921、p.17。逆に、講演に適している既存施設として劇場が挙げられている「劇場は、

案外話を仕易いもので、流石は昔からの建築法で、可成考へられたものと見えて、下手な講堂

よりも劇場の方が、夏は涼しくもあり、音声の方から言つても、大変楽に話が出来ることが多

い様に思ひます。」（同 p.17） 
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としている。中等教育機会拡大要求に対して、文部省は「代位」としての青年学校創設で

応えた78。実業補習学校、青年訓練所、及び両者を統合した青年学校の青年教育施設の多

くは小学校を会場とし、小学校借用形態の問題点や限界が多くの当事者から指摘された。 

 実業補習学校が教育法規に登場したのは、1890 年の小学校令が最初である。その第 2

条第 3 項で「徒弟学校及実業補習学校モ亦小学校ノ種類トス」と規定された。1893 年の

文部省令「実業補習学校規程」第 3 条は、実業補習学校が尋常小学校または高等小学校に

附設することができるとした。その後、1899 年の勅令「実業学校令」で実業学校として規

定され、1902 年の文部省令「実業補習学校規程」で実業補習教育振興を図り、全国の学校

数は、1900 年 151 校、1910 年 6,111 校、1920 年 14,232 校、1930 年 15,248 校と増加し

た79。 

しかし、1902 年の同規程第 6 条にも引き続き「実業補習学校ハ小学校実業学校又ハ其

ノ他ノ学校ニ附設スル事ヲ得」と規定されたように、独立校舎を持つことは稀であった80。

例えば、1919 年の埼玉県内の補習教育の教場は、学校 312（90.7%）、寺院 14（4.1%）、

神社 7、民家 3、団体所有の建物 2、その他 3 となっていた81。 

東京市政調査会の調査『東京市の実業補習教育』（1928 年）は、同会の審
マ

事
マ

委員補助員･

川本宇之介と川添誠一担当でなされたもので、都市における校舎借用の実態が明らかにさ

れている82。 

東京市内で独立校舎を有する実業補習学校は、協調会経営の蔵前工業専修学校のみで、

府立実業補習学校 3 校はいずれも府立中等学校校舎を、市立実業補習学校 61 校もすべて

市立小学校校舎を使用している。私立では誠和女学校が電話交換局を、精美堂印刷学校が

共同印刷株式会社建物の一部を使用している。東京市が小学校校舎を借用していることに

ついて、同調査は「当然で寧ろ名誉とすべきである」と位置づけているものの、同時にそ

の問題点や改善策にページを割いている。小学校舎を利用した補習学校には、「一、夜間授

業の補習学校用として充分なる照明法を講ずべきこと 一、勤先より直に登校する生徒の

便を図り食堂の設をなすべきこと 一、年長者の使用に適する机、腰掛を整備すべきこと 

一、補習学校用図書、機械を備ふべきこと 一、実験･実習用の特別教室を附設すべきこと 

一、同一校舎を共用する学校間の連絡を完全にして、相互の授業に障碍なき様管理上周密

なる考慮をなすべきこと」以上 6 条件が必要だと主張している83。そのほとんどが施設･

設備の充実である。 

 ここでは照明を例にみてみよう。当時の社団法人照明学会の報告による学校の推奨標準

照度と実際の照度は、【表１－２】の通りである。 

                                                 
78 上野景三「学校教育と社会教育の連携･協同」末本誠･松田武雄『生涯学習と地域社会教育』

春風社、2004、p.135 
79 文部省編『学制百年史』資料編、ぎょうせい、1975、pp.478-479 
80 板橋文夫･板橋孝幸『勤労青少年教育の終焉』随想舎、2007、pp.26-31 
81 大平滋「戦前の青年教育」大槻宏樹編著『社会教育史と主体形成』成文堂、1982、p.89 
82 『東京市の実業補習教育』（川本宇之介、川添誠一執筆）東京市政調査会、1928 
83 前掲『東京市の実業補習教育』pp.133-134 
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上野淳によると、昼間の晴天

時、全天空の照度が 10,000

ルクスの場合、現在の一般的

な構造（特に窓面積）の教室

内で、窓側が 1,000 ルクス程

度、廊下側が 100 ルクス程度

の自然採光が得られるという。

100 ルクスとは「やっと本を

読める程度の明るさ」である。

教室の構造（間口 5 間・奥行

4 間）は、このような昼光率

から原型ができてきた歴史が

ある84。 

夜間の利用のためには人工

照明で対処するわけだが、戦

間期の照明学会の調査をみる

と、夜間の教室内の照度は、

昼間の廊下側の照度 100ルク

スに満たないし、学会推奨の

（低い）標準にもほとんどが

達していない。 

 照明以外の設備では、同調

査は次のように記述している。

「尋常小学校に併設されたる

学校では生徒は皆背を屈し腰

を斜にして居る。図書・機械

の如きも実に貧弱で、ミシン･タイプライターの如き日用の機械すら、充分使用させること

は出来ない。学則に掲げながら設備を欠くために開講することの出来ない学科目も少なく

ない、殊に工業科に至りては一層甚しく、必要なる実験・実習などは殆どこれを欠いて居

る。午後早く始業する学校の如きは、生徒が小学校児童の在校中に登校するのでその混雑

は一通りでない、一方では補習学校の授業が始まる、隣室では小学校の児童が掃除の真最

中であるといふ次第で、雨天の日などの雑沓は又格別である85」 

 当時の青年たちは、小学校児童用の机・椅子にかがみ込みながら、充分な照明や空調を

欠く暗く寒い（暑い）空間で、設備や静粛さ等の条件を得られない中、実業補習教育を受

けていたのである。 

生徒自身の声を市政調査会の意向調査にみてみると、「学校に対する希望」の質問に対し

て「設備の充実を希望する」と回答したのは、調査対象 4 校全体の 5.5％で、ほかの回答、

                                                 
84 上野淳『学校建築ルネサンス』鹿島出版会、2008、pp.61-62 
85 前掲『東京市の実業補習教育』pp.136-137 

【表１－２】小学校校舎の推奨標準照度と実際 

学

校

名 

実業補習教

育分野・内

容 

製図室･裁

縫室等 

教室･実験

室･図書館

等 

黒板･掛

図等の垂

直面 

講堂･集会

場 

牛

込 

実

務 

女

学

校 

理科   32～43 

東京市立市

ヶ谷尋常小

学校を借用 

裁縫 16～27     

普通学科   16～27 

タイプライ 

タチング 
16～32 

刺繍 16～27     

製図 7.5～32     

第

四 

実

業 

学

校 

活版実習 22～32   

東京市立小

石川高等小

学校を借用 

活字整理 16～75   

数学   16～75 

英語   16～28 

製図 18～30     

建築 13～29 

照明学会推 

奨標準照度 
90 60 35 20 

    
単位；米燭（ルクス） 

社団法人照明学会 学校照明調査委員視察による学校照明概況報告（東

京市政調査会『東京市の実業補習教育』1928、pp.135-136 より作成） 

教室等の種類や内容名（タイプライタチング）等の表記は原文のまま。 
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「学科目の改廃を希望する」（24.0%）、「現行のまゝにて他に希望なし」（18.1%）の方が

多かった。しかし、4 校それぞれに施設条件が異なるため、各校ごとの回答を精査してみ

たい。A 実業補習学校は復興建築の鉄筋コンクリート 3 階建高等小学校、B は旧式の木造 

造 2 階建尋常小学校（「第三学年用の机腰掛まで補習学校に使用」）、C はバラックの平屋

建の尋常小学校にそれぞれ併設されている【表１－３】。ここから条件の悪い C に設備充

実の具体的要望が強いことが分かる。その内容は、施設環境の改善乃至施設の独立･新設で

あり、切実なものであった。 

 

 

1932 年に小尾範治は、イギリスの成人教育では「総て独立の設備を有し86」ていること

を紹介しながら、日本の青年訓練所が「設備不十分であり、即ち独立の校舎は愚か、教室、

校具さへ自分のものをもたぬ所が多く、青年教育の実績を収めんが為には人的並に物的設

備について完備を期することが喫切の要務である87」と指摘している。 

1938 年度に行われた文部省社会局の青年学校視学委員視察報告のうち、六大都市を有す

る府県の施設設備に関する記述のみをまとめたものが【表１－４】である。「机、腰掛」が

青年の体格に合致していないこと、照明が不十分であることなどが 1938 年段階になって

も指摘されていることが分かる。また、「独立校舎」、「専用教室」が複数の府県で求めら 

                                                 
86 小尾範治『社会教育の展望』青年教育普及会、1932、p.118 
87 同 p.325 

【表１－３】  実業補習学校生徒対象の調査中「設備の充実を希望する者」の回答 

Ａ   校  

（鉄筋コンクリート 3 階建復興建築・高等小学校使用） 

Ｃ   校  

（バラック平屋建・尋常小学校使用） 

学校の位置を表通りに移したし 1 
校舎を小学校と別にしたし（止を得ざれば児童を早く帰へし

たしといふものあり） 
12 

電燈の反射で黒板が見へない 2 校舎を新築したし 14 

図書室を設けたし 1 校舎を移転したし 2 

水飲場が不足なり 1 設備を充実したし 5 

Ｂ  校 （旧式木造 2 階建・尋常小学校使用） 専用教室に改めたし 2 

教練には銃を使用したし 5 実習教室を設けたし 1 

扇風機を取付けたし 1 机腰掛を改造し、運動用具を備へたし 2 

図書室を設けたし 1 出入口其の他暗き場所には電燈を点じたし 1 

電燈の改良を望む 1 （回答数･人） 

机腰掛の相当なものを新調したし 2 東京市政調査会調査 『東京市の実業補習教育』 1928 

pp.184-186  理科実験の設備をしたし 2 

水飲場にはコツプを出したし 1 
 

運動場を拡張したし 1 
  

貸傘を備へたし 1 
  

校舎を改築したし 1 
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れている。 

こうした実業補習学校～青年

学校の実態を憂えて、施設設備

を有する独立校舎を求める具体

的な運動･実践を展開した長野

長広の例もある（第 8章参照）。 

東京市の小学校で小石川青年

訓練所（1926 年～）や四谷実業

補習学校（1931 年～）、四谷青

年学校（1936 年～）の指導員等

を経て青年学校長を務めた牛山

栄治は、1942 年の国民教育振興

議員連盟（永井柳太郎理事長）

第 2 回定例総会で、青年学校の

「振興十策」を提案し、その第

一策に独立校舎建設を掲げ次の

ように現状を訴えている88。 

 

「青年学校令が施行されて既に

八年、未だに青年学校は国民学

校への寄生的存在の域を脱して

はゐない。全国青年学校二万の

中、現に独立校舎を持つものは、

この一割にも満たぬ惨状である。

青年学校振興の前途に立塞がる

第一の巨厳はこれである。これ

を打破つて進まねば青年学校教育の真の進展は容易に期することは出来ぬ」 

 

 戦時期に至っても学校に「寄生」する借用形態は、学校社会教育で期待される相乗効果

よりも、施設設備面の困難･問題点があったのである。 

 

３．人的環境面からみた問題点 

 

物的施設の不十分さや借用制限のみならず、人的環境＝ソフト面でも困難があった。地

方農村では、講堂を新設した山梨県常氷村（1929 年）のように、「今まで雨天体操場もな

くて、ぬれてはだしで遊んでいた児童が地方病にかかりやすかったのが、これからは少く

なるだろうといわれているばかりでなく、この地方で名士の講演などが催される時は、常

にこの講堂を使用するために、村の成人教育の立場からもよき結果をもたらしている」と、

                                                 
88 牛山栄治『青年学校の一年間』福村書店、1943、pp.332-333 

【表 1－4】都市部青年学校の施設・設備に関する視察報告内容 

東京 照明は一般に暗く机、腰掛は生徒の身長と一致せざるもの多し 

神 

奈 

川 

独立校舎の設置を望む 

併設学校に在りては専用教室専用職員室を必ず設置すること 

机、腰掛等は身体の発育に適合したるものを用ふること、特に夜

間授業の場合に在りては照明設備を完備すること 

愛知 

専用教室、宿泊訓練場設備の完成を図ること 

照明設備に留意すること。都市に於ては生徒数の増加に拘らず学

級数の増加をせざる為、多数の生徒が照明の不備を嘆き、特に夜

間教練の場合教練場の照明悪き為各個教練等に不便を感ず 

名古屋市内に模範的独立青年学校を設くること 

京都 

綜合教育施設としての宿泊訓練所漸次多きを加へ尚各所に設置

計画を樹てつつあるは喜ばしき現象なり 

専用教室なき学校に於て小学校児童用の腰掛、机を利用せるは注

意を要す 

夜間教授及訓練を為す学校の照明設備概して不完全なり 

大阪 

教練科の設備は概して良好なれども一般設備は未だ充実せず 

独立校舎専用教室を設け殊に生徒の身体に応じた机、腰掛の設置

を望む 

兵庫 

生徒数多きものに対しては適当なる限度を設けて独立学校（校舎

は併用も可なり）とし専任の学校長をして学校経営に任じしめら

れたし 

文部省社会教育局 『青年学校視学委員視察報告概要（昭和十三年）』 

1940.3  
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小学校講堂の効用と一般開放の意義が評価されつつも、階層間で施設希求の温度差もあり、

予算措置や積立が進まない例もあった。新聞報道は「地主が何故に教育施設に冷淡である

のか。彼等は村の学校が悪ければ甲府の学校へだすし、その若旦那は貧農の子弟と共に青

年会等で学校の講堂を利用することが少ないから」だと分析している89。学校施設整備や

開放利用に対する理解･態度が、地域で一様ではなかったことがうかがえる。 

【表１－１】でみたように、小学校は多くの機関･機能を兼ね、校長はそれらの各施設長･

所属長を兼任していた。「小学校長は図書館長を兼ぬるのみならず、実業補習学校長でもあ

り、青年団長たることもある。一方学校教育家にして尚ほ社会教育指導者であり、その間

に矛盾を感じないのは、小学校長の人格に於て統制されてゐるからである90」といわれ、

学校長の人格･尽力への期待は大きかった。 

しかし、先述の牛山栄治によると91、「小学校はなかなか多忙で校長は寸暇もない実情で

ある。その校長に創業時代の青年学校の経営を負荷させる余地は全くないのだ。学校によ

つては一学期間殆ど顔を見せなかつた校長も事実一人二人ならずゐたのである。その校長

が人事を扱ひ、予算を運用し、校長会議に出席して重要行事を決定し、教育視察に出張す

る」など、実際の校長の負担は重く、小学校校務以外には手が回らなかったという。 

 一般教員においても、すべてが社会教育に理解や積極性を示したとはいえず、牛山によ

れば「〔青年〕学校経営の実際は、ほんの一人か二人しかゐない専任教員が死もの狂ひにな

つてその衝にあたつてゐたのである。兼任教員の選任についても、青年教育に熱意と理想

とをもつ人々が選ばれるのではなくて、小学校の上席教員から順々と生活の補助費を支給

してやるといつた小学校経営上の政策に利用されてゐるものが多かつた」状況であり、「小

使に用事を頼むことも遠慮がちで、小学校の応接室や、標本室の片隅に一、二脚の机を据

えて夜間だけ職員室に借り受け、生徒の膝しかない小学校の小さい机にかけさせて、児童

の大きな仮名文字の習字の一ぱいに掲示してある教室で授業が行はれるのだ。かうした教

育の成果がはたしてどんなものであらうか」と、人的･物的両面で「小学校の寄生的存在」

として貧弱な環境で教育がなされていると嘆いている。 

1936 年の中央教化団体連合会参与の次の講演からは、東京の学校教員の無関心ぶりの一

端がうかがえる。「学校に講演に行きますと、学校では教員が出ない。〔中略〕生徒と一緒

に並べて置いてこつぴどく教育してやらなければならぬ平教員が出て来ない、それでは教

育の効果は上らんと思ふ。〔中略〕講話を聴いて自分が伸びて行かうといふ誠心もない。臨

時の講演を聴いてもしようがないと言つて、控室に行つて碁を打つて居る教員がある92」。

「熱意と理想」を抱かない「上席教員」や「平教員」が生活補助費のために青年学校や講

演会を担い、管理人のような有様では学校開放が進まないだろう。 

これらの問題点を抱える学校借用形態では、社会教育は活性化しない。しかし、施設の

絶対数の不足から、学校が借用形態の筆頭に挙げられる対象であることはその後も変わら

なかった。戦時期には学校が国民錬成の場にもなり93、例えば、1938 年に通牒「学校体操

                                                 
89 「無産者村の実験」『東京朝日新聞』1929.9.29-10.5 
90 竹林熊彦「図書館社会教育管見」『図書館雑誌』1934.8 
91 牛山栄治『青年学校の一年間』福村書店、1943、pp.28-29 
92 高島米峰「都市商人と社会教化」『都市教化の諸問題 7』中央教化団体連合会、1936、pp.29-30 
93 寺崎昌男･戦時下教育研究会編『総力戦体制と教育』東京大学出版会、1987 
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場ノ使用ニ関スル件」が、文部次官名で地方長官と学校長宛に発せられ、「公立学校ノ屋外

体操場ハ男女青少年団体、在郷軍人会、体育団体、会社･銀行･工場等ノ職員･従業員ノ組織

スル倶楽部等ニシテ学校管理者ニ於テ適当ト認ムル団体ニ対シ之ヲ使用セシムルコト」と

されている94。 

 

以上みてきたように、1920 年代を中心に唱えられた学校中心社会教育の構想と展開は、

主として地域ごとに設置された小学校校舎という営造物借用の形で実現したもので、実際

の場面では、質の面、すなわち設備面で青年や成人対象の教育機能や集会機能に難点があ

り、また学校教員の意識や学校の閉鎖性などが障害となって、十分機能するに至らなかっ

たといえよう。学校開放が困難を伴った背景には、「軍隊さへこれを厭ふが如き95」とさえ

形容される学校現場の実情もあったのではなかろうか。また、それゆえに、校舎以外に社

会教育の場としての営造物を求めることになるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 『近代日本教育制度史料』第 7 巻、講談社、1964、pp.501-502 
95 前掲「セツルメントの建物と設備」 
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第２章 社会教育独自施設の希求 

 

 

 

はじめに 

 

学校中心社会教育の構想乃至学校借用形態の社会教育は、実際には現場で十分に展開･

機能し得なかった。学校教育との対比で社会教育の独自施設を希求する主張も現われた。 

望月彰は、「社会教育の施設に固有の実体があるとすれば、学校とは別途に設けられた教

育施設･機関というべきである96」との見解を示している。公民館を念頭に、日本の社会教

育施設がいかに形成されたかを考える際、対学校として位置づけられる社会教育施設像の

形成がまず考えられる。学校教育における校舎に対応する社会教育施設を構想する際、校

舎のカーボンコピーでよいのだろうか。 

戦間期の社会教育行政は、学校教育行政から独立して成立するだけでなく、権限論争

（1925 年～1927 年）に象徴的にみられるように、内務省の社会行政･社会事業からも独立

して成立しつつあった97。対学校と同時に、対社会事業乃至社会事業施設としていかに社

会教育施設概念が形成されたかも問われねばならない。 

本章では、戦間期を中心に、社会教育関係者が学校教育と社会事業との関係の中で何を

参照してどのような独自施設を希求したかを考察する。 

 

 

第１節 社会教育独自施設観の生成 

１．日露戦後期の独自施設論 

 

早い時期では、1908 年に東京市教育課長･戸野周次郎が、「社会教育の方面」で「今日は

系統なく組織亦定まらざるも、漸次系統あり組織ある所謂常設講筵
マ マ

場と化し、少なくも一

区に二ヶ所、即全市を通じて三十ヶ所位」を設けるよう、ニューヨーク市の取り組みを例

に提案しており、施設設置構想の萌芽として注目される98。 

松田武雄の研究によると、日露戦後期においては地方改良運動などの動きのもとで東京

府教育会が通俗講演会などを行っていた99。その会場は、郡部を中心に小学校が主だった

が、都心部では東京府教育会の会館施設、「和強楽堂」が神田区外神田（神田橋際）にあっ

                                                 
96 望月彰「社会教育の施設」小林文人･末本誠編『新版 社会教育基礎論』国土社、1995、p.57 
97 橋口菊「国民教育の再編成と社会教育行政確立に関する一考察」『教育学研究』1960.9 
98 戸野周次郎「今後十年間に於ける東京市の教育」『東京市教育会雑誌』第 51 号、1908.12、

p.41（松田武雄『近代日本社会教育の成立』九州大学出版会、2004、p.132） 
99 松田前掲『近代日本社会教育の成立』第 5 章、 同「制度化に至る地域通俗教育の多様性と

変容」『日本社会教育学会紀要』No.38、2002、p.115 
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て、これを利用し、1911 年には年 24 回の利用があった100。 

巡回の通俗講演会の実施にあたり、府･市ともに施設の必要性を感じることになったであ

ろう。東京府教育会は 1913 年の「通俗教育の施設方案」で、「通俗博物館」「通俗図書館」

「新聞縦覧所」「体育場」「模範的娯楽場」等の設置を謳い、バラック式会場など講演会の

方法について提案している。東京市教育会は 1911 年に、通俗教育実施方法に関しての市

長諮問に対し、「通俗講演場及び演芸場」「陸上運動場及び水泳所」の設置や小学校運動場

の開放を答申している101。 

 

２．戦間期の社会教育独自施設論 

 

非施設･団体中心の傾向下でも独自･固有の営造物施設の必要は唱えられていた。大槻宏

樹は「施設機関中心的社会教育論」を析出し、施設中心の社会教育論が「比較的盛んであ

ったとみてよい」としている102。ここでは戦間期に、学校との対比から独自･固有の施設

の必要性を唱え、営造物施設を希求し構想した 5 人の主張をみてみたい。 

 

（１）鈴木誠治 

1926 年に協調会や同潤会のセツルメント、善隣館（東京市深川区）の館長･鈴木誠治は、

社会教化のためのコミュニティセンターの小学校設置を提唱した際、阻害要因として施設

設備が青年･成人層に適していないことや、教員や一般の学校観を挙げた103。 

学校の施設設備については、「大人の立場よりすれば児童本位に建築せられ児童本位に

設備せられたるものが相当自己の要求気分に即せざるは明なこと」であり、「学校校舎等の

建築せらるゝに当つても、また設備せらるゝに当つても其の社会教育を考慮に置く点極め

て僅少」であると指摘した。また、学校観では「学校々舎に就いて一種伝統的感情の附随

するものがあり、之を学校授業以外に修学修養に充つるは兎も角とし、之を社交、娯楽の

中心機関となすは学校の神聖を瀆すものなりとして、容易に賛ぜざる向も未だに多き有様」

であると述べている。 

その上で、鈴木はコミュニティセンターの小学校設置を提唱したが、「必ずしも小学校を

中心とするものにあらず、否実は其の理想よりすれば、こは一個独立の公会堂を兼ねたる

営造物を要し、そこに中心機関としての凡ゆる設備を欲する」と、独自施設を求める主張

の核心にふれている。彼は、「近時成人教育が高唱さるゝに至り、益々中心機関の建築の必

要が力説」されているとして、C･A･ペリーなどの海外動向を紹介し、「（それが如何に小
マ

く
マ

も）コンミユーニ
マ マ

テイセンターの如き教化施設が欲しい」と独自の営造物施設を求めた。

彼は、「単に手取早く経済的政策だけする」のではなく、「もつと教育的なものと自然的な

歩みが欲しい」と、教育に期待し、イギリスの労働者大学やトインビーホール、日本の救

                                                 
100 松田前掲『近代日本社会教育の成立』p.185 
101 同 pp.204-208 1910 年には市議会で市民体育奨励のための施設設備整備の建議が可決さ

れている（同 p.208）。また、棚橋源太郎が「通俗教育館施設の現況及将来の計画」を論じて

いる（『帝国教育』第 371 号、1913.12） 
102 大槻宏樹「近代社会教育論の展開過程」『社会教育の群像』全日本社会教育連合会、1983、

pp.377-380 
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世軍大学殖民館、有隣園、三崎会館、マハヤナ学園、協調会善隣館、川崎社会館、横浜社

会館、大阪市市民館など、国内外の公私セツルメントをはじめとする事例を挙げた上で「隣

保事業館」建設により「社会生活の標準形式」を示すことができるとしている104。 

 

（２）池園哲太郎 

 第一次世界大戦後の都市社会問題や工場労働者増加に対応した都市官僚の構想と政策化

は、大阪市において早くからみられていたが、東京市でも 1921 年の後藤新平の市長就任

などを契機に、都市施策が社会教育分野でも展開しはじめる105。後藤は社会教育に取り組

み、自らの俸給を社会教育費に充てるなどして関心の高さを示した。1920 年代の東京市の

社会教育行政については、関直規らの研究に詳しい106。 

 都市官僚にも営造物施設を求める主張があった。東京市社会教育課長･池園哲太郎は

1930 年に「社会教育会館」設置を唱えた。 

池園は、「学校教育に相対して市民教育の責任を負担すべき使命をもつものは社会教育で

あるが、市の社会教育の内容は兎も角、その外観的設備は小学校舎のそれの如き威容もな

く、之等学校の設備を利用して寄生的役割を演じつゝあるの余儀なき事情にあるのである。

一体社会教育と学校教育とは車の両輪の如き関係を有し、形影相伴ふて発達すべき性質を

持つものであるが、前者は後者より発達の年所に於て新しきだけ継子扱ひにされてゐる」

と指摘し、学校との比較から「社会教育会館」の設置を提唱した107。 

彼が描く施設像は、「社会教育会館を各区に設置し、区内幾万の市民の教育の中心殿堂た

らしめ〔中略〕区民はその会館を社会生活の向上と慰安のオアシスとして、清らかな社交

高雅な娯楽のクラブに充て、管理者は之を労働者の社会教育、商工徒弟の教育、青少年大

人の教育施設を講じて、市民の高き常識の涵養と自主的修養の道場たらしめ輔導組織の学

園たらしめて、真に Social center としての実を挙げしむ」というものだった108。池園は、

社会的協同を説きながら英米のセツルメントを例示している109。 

着目すべき点は、学校教育の校舎に比して相当する施設を求めたこと、その施設を「各

区に設置」すると構想していること、「Social center」が意識されていることである。この

提言がなされた 1930 年には、既に市民館が社会局で設置され始めており、課長である池

                                                                                                                                               
103 鈴木誠治「社会教化事業」『社会政策体系』第 2 巻、大東出版社、1926、pp.58-59、p.116 
104 同 pp.39-44 
105 関直規「近代日本における＜市民＞の労働・余暇と娯楽の合理化過程」『東京大学大学院教

育学研究科紀要』第 37 巻、1997。もっとも、1910 年代から尾崎行雄市長時代に田川大吉郎

助役のもとで、都市社会教育政策推進がなされていた。（松田前掲『近代日本社会教育の成立』、

関直規「田川大吉郎の市民教育論とその実践」『文星紀要』文星芸術大学・宇都宮文星短期大

学、第 22 号、2000） 
106 関直規「『帝都復興』前後における東京市社会教育政策の生成と展開」東京大学大学院教育

学研究科生涯教育計画コース社会教育学研究室『生涯学習・社会教育学研究』第 22 号、1997、

同「1920 年代大都市社会教育行政組織化過程とその意味」、同「成人教育の世界都市的構想

と社会教育の改造」『弘前学院大学文学部紀要』第 44 号、2008、中島純「後藤新平東京市政

下における社会教育事業」『東京研究』4、2000 
107 池園哲太郎「社会教育の提唱」『都市問題』1930.8、p.30 
108 同 pp.30-31 
109 池園哲太郎『青年と語る』同文館、1926、pp.29-34、同「現代青年と協同精神」『政治教育
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園が知らないことはないのだが、社会教育課としてその専用独立の会館設置の必要を感じ

ていたことは、社会事業行政と社会教育行政の懸隔とあわせて興味深い事実である。 

池園の構想は東京市では実現せず、社会教育課所管では後藤新平市長の構想の具体化た

る東京自治会館（1923 年）にとどまった（同館については第 6 章第 1 節参照）。 

 

（３）小尾範治 

小尾範治（1924 年 12 月～1934 年 5 月の間、文部省に在職、社会教育課長、成人教育

課長、青年教育課長等を歴任）によって、施設の必要が断片的･部分的ではあるが語られて

いる。 

小尾は「学校教育は内容上改善を要する外組織並に形式に於ては大体完備してゐる。〔中

略〕が併し学校以外の教育に関しては甚だ不備不整」として、帝都復興事業で校舎新築が

進む学校教育と、社会教育を施設の有無に結び付けて対比した。その上で、「今後の教育的

努力は主力」を「一般社会教育施設」に注がねばならないと、社会教育施設整備の必要を

主張した110。 

彼は 1 回限りの講演会は学校施設に比して「纏つた内容を与へんとするのには余りに簡

単すぎる」ので、連続講座が可能な「特殊の常設機関」、「独立した施設」を求め、「常設的

施設」は「独立したところの施設方法としては甚だ少いのでありますから、是は将来の問

題として或は成人の為に、或は青年の為に、独立した施設が欲しい」と主張している111。 

彼が挙げた必要な施設例は、児童遊園･児童文庫･児童会館設置、実業補習学校･青年訓練

所増設、青年団体の会館、運動場、青年文庫、労働者の教養施設などで、児童から青年･

労働者までの対象ごとに多岐にわたった。例えば、青年団体には「中心機関が必要」であ

り、会館は「青年団事業の振興上非常に役立つものであるから」、集会室、読書室、娯楽室

等を備えた「青年の修養･社交並に娯楽の機関」、「単位青年団の中心機関としての会館」を

描いている112。 

また、小尾はセツルメントに着目し、「単に〔社会〕事業の方面だけでなく、教育的施設

としても」近隣住民に「教化を与へる事が出来る」として、「之を各地に普及させて一面に

は社会事業、反面には社会教育の設備と致し度い」との見解も示した113。 

 

（４）関屋龍吉 

文部省社会教育局長･関屋龍吉は「学校教育では学校といふ教育の機関があ」るが、「社

会教育には第一学校と云ふものがない」、「社会教育を施すのに学校の建物を使用すること

は常に行はれることであるが、之は唯一時的に建物を利用するだけのことで、之と学校教

                                                                                                                                               
講座』政治教育協会、1927、pp.329-331 
110 小尾範治「復興帝都の教育所見」『都市問題』1930.7 
111 小尾範治「社会教育要論」『成人教育』帝国書院、1926、pp.37-38 
112 小尾範治『社会教育概論』大日本図書、1936、pp.178-179。「児童会館」について、小尾は

1929 年にも「児童館の如きものを作り、映写の外講話、童話を聴かせたり、読書室、運動場を

附設したりするならば、その効果は大なるものがあるであらう」とも述べている（「社会教育」

『大思想エンサイクロペヂア 20』春秋社、1929、p.285）。 
113 小尾前掲「社会教育要論」p.41 
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育を混同してはならぬ」との認識があった114。 

1933 年には、セツルメントを社会教育機関として取り上げ、農村への普及を構想してい

る115。イギリスでは「会館を中心にして社会教育や社会事業が行はれ」、アメリカでは「セ

ツルメントはソーシャル･センター（社会的中心）となり、特に米国へ来る移民の教育機関」

となった。日本でも「セツルメントは最近十年間ばかりに著しく普及し、隣保館又は市民

館と訳されて、都会の社会教育及社会事業の綜合的な機関として大いに役立つて居る」と

都市公営セツルメントを紹介し、地方への波及例として、自由学園農村セツルメント（東

京府北多摩郡久留米村）や、「社会教育館とも称すべき」南岳荘（山梨県田之岡村）、鎌田

共済会の社会教育館（香川県坂出町、1922 年建設）などを挙げた。 

そして「農村の社会教育は都会に較べてその設備に欠けて居るために十分なる効果を挙

げ得ない現情にある」ため、「農村自身に於ても協力してかゝる機関を設置すべきである。

幸にして農村には前述の如く伝統的に共同社会的な気風が存するから、一つの綜合的な社

会教育機関を造ることは可能であらう。勿論豊富なる資金と完全なる設備とは今日の農村

に於ては到底望まれないとしても、小規模の社会教育館又は隣保館の如きものが農村に設

けられ、更に図書館、郷土博物館等も之に併設されて、修養及び娯楽の設備が整へられる

ならば、農村の社会教育は必ずや振興し、一村の文化は大いに向上することゝ思ふ」と主

張した。 

 

（５）吉田熊次 

吉田熊次は 1934 年に「綜合的社会教育機関」を唱えた116。「学校教育が今日の隆盛を見

たのは、学校といふ一つの営造物に於て教育が組織的に為されたところに負ふことが多い

のであるから、社会教育も之を徹底させるためには、一つの中心となる営造物を必要とす

ることは理の当然」なのに、学校教育の校舎にあたる営造物が社会教育にないことから、

都市農村双方に施設が必要だと説いている。 

学校借用の現状について、「小さな机と椅子をそのまま用ひ、照明設備も不十分」では効

果があがらない、とし、また、「町に一つしか無い図書館をいくら利用するやうに勧めても、

一日の労働に疲れた人々には其処まで行く気にもなれない」ので、「厳めしい建物でなく、

片苦しい場所でなく、人々が安易に集つて談笑の間に修養を積むことの出来る場所」が必

要だと主張している。 

彼が施設像を描くにあたってモデルにしたのは、都市公営セツルメントだった。 

 

「近時我が国に於ても、各都市に市民館、又は隣保館等の名に於て、主として社会教育

をなすために会館が建設せられ、一般市民に利用せられて好評を博して居る。是等を

見ると乳幼児のためには託児所を設け、児童のためにはお伽噺、復習、劇等の倶楽部

を作り、青年のためには夜学を行ひ、母親のためには母の会を設け、其の他図書室、

運動場、講堂等を設けて一般大衆の利用に供し、医療施設をも併置して市民の衛生に

                                                 
114 関屋龍吉「社会教育の話」『政治教育講座』第 3 巻、政治教育協会、1927、p.279 
115 以下の引用史料はすべて関屋龍吉『農村社会教育』農村更生叢書 8、日本評論社、1933、

pp.204-209 
116 以下の引用史料はすべて吉田熊次『社会教育原論』1934、同文書院、pp.312-315 
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注意する等、一つの綜合的な機関に於て社会教育のあらゆる仕事を網羅し、一般市民

の教育的水準を高めることに役立つて居るのである。農村に於ても青年会館等は近時

各地に設けられて来たが、将来は一村又は一部落を単位として社会教育のための会館

が設けられ、都市に於ける市民館、隣保館の如きものが農村に於ても設けられて、文

化の向上に役立つことが極めて望ましい〔中略〕我が国に於ける社会教育は未だその

緒についたのみであつて、是が発展は将来に俟たねばならぬ。社会教育を系統立てて

学校教育に劣らぬものとするためには、社会教育の綜合的の機関を設けることが急務

とせられて居る〔中略〕市民館や隣保館は今日充分に活動し、利用されて居るとは言

へぬとしても、将来社会教育の綜合的機関が生れるならば斯かる形態をとるであらう」 

 

そして、隣保館はセツルメントの訳であると述べ、一つの章を「綜合的社会教育機関」

即ちセツルメントの解説と海外紹介にあてている。 

 

３．戦間期の施設論の特徴 

 

これらの施設論に共通する特徴を、他の論者の所論もあわせてみてみたい。施設像イメ

ージを描く際に、学校との対比から導かれる常設施設の希求、海外施設の参照、モデルと

してのセツルメント、という 3 点の特徴がみられる。どのように独自施設が自覚されたの

か、この 3 点からみてみよう。 

第一は、学校教育における校舎との対比から社会教育における施設の必要を説く発想形

式である。社会教育事業の展開には学校借用、附設･併設形態では十分ではなく、独立独自

の固有営造物を求めた。 

 1929 年に東京市では教育事業を分類する際、「本市の常設と臨時本市の教育事業は、大

体校園教育と社会教育に区別する事が出来る。即ち前者の施設としては小学校、幼稚園、

尋常夜学校、実業補習学校、中学校、高等女学校、商業学校及聾学校で後者には、常設の

ものとして、図書館、青年訓練所、自治会館、號笛所、臨時的のものとして講習会、講演

会、展覧会、活動写真会等がある117」というように、「常設」と「臨時」に区分し、物的

施設を有するものを「常設」と表現した。1936 年にも都市教化の方法として、「社会教化

の常設的又は継続的施設」に「市民教化の常設的営造物、図書館、博物館、公会堂其他」

を挙げ、「これら公共的営造物に対し市民をして自己の書庫、自己の参考室、自己の集会所

として自由に利用せしむるを要す118」と、「常設」施設の機能･役割を念頭に置いている。 

 吉田熊次も「社会教育の機関は既に述べたるがごとく画然と定まつて居るものでなく、

或は実業補習学校、青年訓練所、図書館、博物館等の如き常置的な機関もあれば、或は講

演会、講習会、展覧会等の如き臨時的施設もあ」ると、「常置的」「臨時的」に区分してい

る119。 

 松村松盛は「社会教育の機関たる営造物」の必要性を指摘し、照明や「寒暑に対する」

                                                 
117 東京市役所『昭和四年 東京市政概要』1929、 p.121 
118 加藤咄堂『都市教化概論』都市教化の諸問題 2、中央教化団体連合会、1936、p.103 
119 吉田前掲 p.312 
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設備などとともに施設職員の必要も唱えている120。民衆娯楽の観点からは、権田保之助が

「活動写真映写施設又は所謂民衆娯楽館とも称すべき一般興業物的民衆娯楽施設を公営す

るの要がある」と公営施設設置を提唱し、既存施設活用とともに「市民映画館の公営」を

主張している121。また、この時期は社会教育に限らず、社会事業における社会教化でも「常

設」施設が求められていた。当初施設がなかった横浜第一隣保館では、社会教化講演会に

ついて「前後の連絡なく聴衆も亦一回々々と移動して、断片的に終るので其の効果の寡き

ことを感得させられた122」ととらえている。 

このように、「常設」というとらえ方から、学校教育における校舎に対応するものとして

の社会教育における施設概念が形成されつつあることが分かる。 

第二の特徴は、アメリカをはじめとする海外のソーシャルセンター、コミュニティセン

ターを範とする点である。 

当時参照された論者はアメリカの C･A･ペリーである123。ペリーが関わったコミュニテ

ィセンター運動は、イギリスのセツルメント運動に影響を受けたもので、1911 年にソーシ

ャルセンターの全国大会が開催され、1916 年には全国コミュニティセンター協会が設立さ

れた。彼は L･マンフォードから理論実践両面の支援を受け、1929 年には学校や公共施設

を集合的にコミュニティセンターとして配置する構想を含む「近隣住区」を提唱した124。

彼の理論は運動･実践に基く社会運動的側面があった125。 

近隣住区に配置された公園や教会、コミュニティ会館をグルーピングし、全体としてコ

ミュニティセンターと呼んだペリーの理論を、日本では学校の社会化と解して早期に影響

を受けている。川本宇之介は 1921 年、1926 年、1931 年に社会教化中心として学校活用

を説く際に、講堂･体育館･家事科教室など部屋ごとの事業を示しながらペリーを引用した

（次節参照）126。片岡重助は 1923 年に「ぺーリー氏の社会教化中心運動（同氏著社会教

化中心運動抄訳）」として紹介し127、鈴木誠治は 1926 年にペリーを引用紹介している128。 

第三の特徴は、総合性を施設の事業集約に求め、セツルメントを社会教育施設のイメー

ジ形成のモデルにする点である。 

都市社会問題の噴出は、社会教育行政の成立とともに各種の社会事業行政の進展をもた

らした。社会事業領域では官民問わず職業紹介所、託児所、授産場、母子寮など対象別、

                                                 
120 同 pp.341-342 
121 権田保之助「近代都市娯楽としての活動写真興行の展開と其社会対策」『都市問題』1928.5 
122 『事業概覧』隣保資料第一輯、横浜市第一隣保館、1928、p.26 
123 渡辺俊一「米国近代都市計画における近隣住区論」（上･下）『都市問題』1975.5-6 
124 C･A･ペリー『近隣住区論』（倉田和四生訳）鹿島出版会、1975、日笠端『都市計画』第 3 版、

共立出版、1997、pp.19-20、p.39、日端康雄『都市計画の世界史』講談社、2008、pp.230-251。

なお、社会教育学では近年、上野景三が日本の都市社会教育施設に関わってコミュニティセン

ターやペリーについて言及している（日本公民館学会編『公民館のデザイン』エイデル研究所、

2010、pp.13-14 など）。 
125 日笠端前掲 p.20 
126 川本宇之介『デモクラシーと新公民教育』中文館、1921、pp.624-628、東京市政調査会編

（川本宇之介執筆）『都市教育の研究』東京市政調査会、1926、pp.1036-1037、川本宇之介『社

会教育の体系と施設経営 経営篇』最新教育研究会、1931、pp.339-340、pp.348-351 
127 片岡重助『社会教化を中心としての学校経営指針』日比書院、1923、 pp.277-279 
128 鈴木前掲 p.54 



   

52 

 

事業別に多くの施設が設置された。これらの施設の展開は、都市社会問題のとらえ方と対

応の表れである。これらの事業をセツルメント･隣保館という一つの施設に集中･統合して、

一定範囲の比較的狭い地域を対象に、総合的に隣保事業を行った。 

社会教育関係者は、セツルメントの総合性に着目し、社会教育独自の施設をイメージす

る際に参照したのであった。 

吉田熊次は、多岐にわたる社会教育の事業を「各々個別的に行ふことは、人力の点に於

ても経費の点に於ても却々容易なことではないし、又社会教育を受ける側から言つても、

各々区々に為されるよりも一つの綜合的な機関に於て是が為されるならば、極めて便利」

と、一つの施設に事業を総合･集中することで利便性や能率性、経費軽減が図れると述べて

いる129。 

1930 年に春山作樹は、「大体の上より見て社会教育と、いわゆる社会事業と称するもの

とは区別出来る。しかしながら実際では、その区別も困難である。社会教育的事業が十分

なる効力を挙げるには、慈善救済を意味する社会事業をある程度まで兼ねなければならぬ。

また社会事業がその目的を達するためには社会教育的活動を兼行せねばならぬ。その最も

著しい例は University settlement であろう。ときにはこれを settlement work という。

130」とセツルメントを社会教育と重ねてとらえている。 

 次節で、まとまった代表的な施設論として、川本宇之介のそれを特に取り上げて検討し

たい。 

 

 

第２節 川本宇之介の施設論 

 

第 1 節で挙げた論者の施設論は断片的なものが多かったが、川本宇之介（1888～1960

年）は理論的体系的に提唱した131。川本の社会教育論は、教育の手段･方法からみれば施

設論といってもよいほど施設設置の主張が色濃い。 

彼の立論は、海外との比較を交えながら統計等によって実態分析を行い、実際の方法を

理想と現実の両面から提示する、という特徴がみられる。同時代の論者･研究者に比して、

その方法と論述は合理的･実証的である。 

川本については社会教育学の研究蓄積があり、研究者それぞれの関心や視角に付随する

形で施設論にもふれられてきた。 

大槻宏樹は、川本が自己教育と関わらせて施設論を論じたと指摘している132。柳沢昌一

                                                 
129 吉田前掲 p.312 
130 春山作樹「教育的社会事業通論」（春山作樹教授講義･聴講者ノート）1930（『社会教育基本文

献資料集成』大空社、1992、pp.69-70） 
131 川本宇之介の経歴については、久保義三･米田俊彦･駒込武･児美川孝一郎編著『現代教育史

事典』東京書籍、2001、p.491（高橋智）、日高幸男「川本宇之介」前掲『社会教育論者の群像』

pp.192-200。なお、川本についての先行研究整理は、松田前掲 pp.322-324、中山弘之「川本宇

之介における『都市教育』論･研究と社会教育」『社会教育研究年報』第 15 号、名古屋大学大

学院教育発達科学研究科 社会･生涯教育学研究室、2001 
132 大槻宏樹『自己教育論の系譜と構造』早稲田大学出版部、1981、pp.25-51 
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も、川本が「三大主要機関」を自己教育の関わりで階位立てて把握し、施設論を学習者の

発達段階に即して組み立てたと位置づけている133。遠藤知恵子は、川本の「三大中心機関

施設」の積極面を 3 点に整理している。第 1 は「施設」による教育形態に意義を見出して

いる点、第 2 は生活の場としての地域の重視、第 3 は「教育の機会均等と社会教育行政の

役割」である134。中山弘之は、川本が「既存の建物の利用と『公館』の設置」を強調し、

「社会教化中心」に期待していたことを指摘している135。松田武雄は、川本の自己教育論

が社会教育行政の近代的組織化の文脈で、行政論･施設論を組み込んで論じられている点に

着目している136。 

本節では、『都市教育の研究』（1926 年）や『社会教育の体系と施設経営』（1931 年）を

中心に、彼が主として都市における社会教育施設をどのように論じたか検討する。 

 

１．都市社会からみた施設の必要 

 

川本は、都市生活が生む孤独から逃れる機能を施設が果たすと考える。孤立しがちな都

市住民、特に農村から流入した労働者に対し、「学校教育に於てその要求に応ずると共に、

社会教育に於ても特に考慮せねばならない」と、学校教育と並行して社会教育が果たす役

割を、施設を視野に入れて考察した。 

都市は遊興者数の多さにみられるように、都市「市民心理の特徴として享楽を求める心

の強いものがあり、又求智向上の精神が旺なる」傾向があるものの、同時に「都市生活の

一種の寂寥を味つた者は隣保相親しみ、隣人相助ける所の社交を要求すること亦熱烈なる

ものがあ137」り、「隣人が相識らず相交らず孤立的生活を送り、そこに社会的感情も協調

融和の情緒も起らず、道徳的に社会的制裁も亦甚だ薄くなつて来て、益々市民生活を無味

にして且つ一種の寂寞孤独の感を起さしめる」と都市社会を観察した上で、「之に対し隣人

相互に或は社交的に相助け相慰め、或は協同して共通幸福の為に努力奉仕する所の施設を

講ずることが最も大切である138」と、近隣住民が集い交流･協同する場の必要を指摘した。

そのためには、集合･集会しやすい狭い地域に施設を設置する必要があるとして、次のよう

に述べた。 

 

 「教化休養等の中心となる所の会館、倶楽部は、その大なるものは、各市に於て公会堂

を有し、又、上流社会の人々の為め倶楽部等が多少あるとしても、一般に民衆的であ

つて、且つ狭い地域の中心となる会館は之を多く有し得ない。然し之を要求する声は

甚だ高いことは、一度大阪市立市民館を一瞥した者の何人も驚異の目を以て肯定する

                                                 
133 柳沢昌一「近代日本における自己教育概念の形成」『自己教育の思想史』雄松堂出版、1987 
134 遠藤知恵子「川本宇之介における『社会教育施設』観の再検討」『社会教育研究』第 10 号、

北海道大学、1990.2、pp.61-73、「日本的社会教育施設としての公民館とその今日的意義」『紀

要』第 29 号、弘前学院大学･弘前学院短期大学、1993.3、pp.19-30 
135 中山前掲 pp.201-218 
136 松田前掲、第 8 章 
137 川本前掲『都市教育の研究』pp.297-298 
138 同 p.297 
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であらう139」 

 

 川本は大阪市営の公営セツルメント、北市民館を例に、近隣社会の形成が大規模な公会

堂によってではなく、狭い地域を対象にした小規模施設を通じてなされるとした。 

 

２．社会教化中心――教育機能を持つコミュニティセンター 

 

 第 1 節の論者同様、川本も施設を構想する際、C･A･ペリーのコミュニティセンターを参

照し、多くの論考で引用している140。 

 彼は 1922 年から 2 年間留学し、アメリカ、イギリス、ドイツ、デンマークで視察研究

を行った経験があり、コミュニティセンターを詳細に紹介している。紹介したのはロチェ

スター、シカゴ、ボストン、ニューヨークの「社会中心（Social Center ）又は共同団体

中心（Community Center ）141」で、これを社会教育のための教育施設としてとらえた。 

 もともと川本は、1921 年にはソーシャルセンターを「社会教化中心」、コミュニティセ

ンターを「自治体教化中心」と訳していた142。両者の違いについて次のように述べている。 

 

「所謂社会教化中心と言ふものは、古い用語のSocial Centerを意訳したものであつて、

現在多く用ひられる Community Center とは多少意味を異にするに至つた。もとは直

接教育の意味が稍多く含まれて居つたが、最近夜学校が発達して、直接の教育方面が

其の方に移つてから現在では殆んどその中心の周囲に居住する市民の純社交、娯楽、

休養の施設となつてしまつた143」 

 

 彼はソーシャルセンターを「社会教化中心」と意識的に訳出した。夜学校と社会教化中

心の違いについて、ピッツバーグ市教育庁発行の『夜学校と拡張事業』（City of Pittsburgh, 

Evening Schools and Extention Work, 1922, p.103 ）の記述、「夜学校と社会教化中心と

の本質的相違は、その組織の性質から見て明である。夜学校は校長の監督と指導の下にあ

つて、学級の形式的組織である。社会教化中心は市民の希望による団体的活動、公衆会合

及び余興等の為めに校舎を使用する組織された市民の団体である144」を例示することで説

明している。彼はその自治的な組織の性格をおさえた上で、あえて社会教化中心という名

称を用いた。 

 アメリカでは 1917 年～1920 年ごろソーシャルセンターから夜学校機能が分離し、社交

娯楽中心のコミュニティセンターになったという。次第にソーシャルセンターという呼称

                                                 
139 同 p.298 
140 川本宇之介『デモクラシーと新公民教育』中文館、1921、pp.624-628、前掲『都市教育の

研究』pp.1036-1037、前掲『社会教育の体系と施設経営 経営篇』pp.339-340、pp.348-351 
141 同 p.298。川本の記述には、Social Center 乃至 Community Center を訳す際に「社会中心」

「社会教化中心」「社会教育センター」「自治体教化中心」などの訳語の不統一がみられるが、

本論では一番多用されている「社会教化中心」を用いた。 
142 川本前掲『デモクラシーと新公民教育』p.623 
143 川本前掲『都市教育の研究』pp.466-467 
144 同 p.467 
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は「稍穏当を欠く嫌があり、現在では〔アメリカでは〕あまり Social Center なる文字を

用ひない様になつた」という。 

 しかし、川本はコミュニティセンターを直接モデルにするのではなく、「単に交友又は隣

交中心等の文字も、亦全然合致しない様にも見えるのみでなく、我が国では、もつと教育

的意味を附加して之を考察する必要があると思ふ」として、「やはり社会教化中心の文字を

用ひたのである145」と述べ、「教育的意味」を施設の機能に特に位置づけている。 

 なぜ教育機能が重要なのか。その主張の根拠は二つあり、両者ともに欧米経験が背景に

ある。 

 一つは、社会教化中心が「自治心涵養」に有効である、という見聞経験である。川本が

ピッツバーグやシカゴ、ボストンなどの「社会教化中心」を視察した際の印象は、「市民、

特にその多くは中流以下ことに下層労働者級の者が、無料乃至僅の金を支払つて、この公

共営造物を利用し、こゝで身体精神二つながらの福祉を増進し且つ、隣人相親しみ相語る

機会を見出し、一夜を愉快に過し、彼等は一日中の疲労も忘れ、喜悦と満足との顔を以て

家へ帰るのを観察することが屡々」であったという。そして、「この活動によつて、全市民

的精神の振興、愛校、愛市の念の涵養に大なる効果のあつたといふことは、事実であると

確信する所があつた。市民教育、自治心の涵養を、単に学校の公民科教授や訓練によつて

完璧を期せられると思つては大間違で、この社会教化中心の如きは、たしかにこの教養の

上に偉大なる効果のある」との見解を示している146。 

 二つ目は、ロンドン市の夜学院（Evening Institutes）などの「施設が貧民の思想を緩

和する点に於て、大切
マ マ

なる効果のあつたことは、報告者がベスナルグリーン（東ロンドン

の中心地区）の男子夜学院を視察した際その主任教師が、戦後 300 万人の失業労働者が英

国に居つた時、その革命的騒擾を惹起しなかつた一大理由は、この夜学院の効多きに依る

と断言したのを見ても、少くとも相当の効果のあつた147」ととらえている点である。 

 彼は都市市民の心理の特徴を「反金権思想」とみて、その「緩和」を意図し、「革命」（都

市民衆騒擾）の安全弁として施設が機能する、と展望していた148。「この〔反金権〕思想

を緩和する為めには、社会政策より見て種々の社会事業があるであらうが、之を教育上よ

り見て、単に修身、公民科等の教授のみによらないで、教育の機会均等を確実」にするこ

とが必要、との観点から「成人教育の点より見て、出来るだけ彼等の要求する教化、趣味、

享楽等を受けしむる為めに、必要なる施設を講ずること」、「隣保社会中心を盛に起し、各

種の階級のものが相接触交際する機会を多くすること」などの教育の機会均等施策を提案

している149。 

川本は、社会事業とは別に公民教育をはじめとする教育の側面からアプローチし、階級

協調、思想善導の機能を果たして社会体制･治安を維持する社会教育施設の必要を説いたの

であった。 

                                                 
145 川本前掲『都市教育の研究』pp.467-468。ただし、同書の別の箇所ではコミュニティセン

ターを「共同団体中心」と訳している（p.298）。 
146 同 p.469 
147 同 pp.303-304 
148 宮坂広作は、この見解をもって川本の「ブルジョア･イデオロギーの露呈」と指摘している

（『日本近代社会教育史の研究』法政大学出版局、1968、pp.346-347）。 
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３．社会教育施設の欠乏 

 

目を国内に転じると現状は貧弱であった。川本は、1921 年の東京市の 21 図書館閲覧人

員数が約 266 万人で、寄席入場者より約 30 万人少なく、活動写真館入場者の 4 分の 1 強

にしかあたらないことを挙げている。また、大阪市では 1921 年に 5 つの図書館、2 つの

公会堂、1 つの市民博物館、市民館、合計 9 館の入場者数が 216 万人余で、上述の同年大

阪の遊興客数 377 万人余より少ないという比較を行い、加えて、大阪市民館（後の大阪北

市民館）入場者数が年々約 10 万人前後の増加をみているデータを示して、公共施設の絶

対数の少なさを指摘するとともに、「市民が如何に甚だしくこの種の公館を要求し居るかを

示して余りある」と市民的要求の存在を指摘している150。 

また、大阪市立市民館 1 館（北市民館１館のみ）の入場者数が 1922 年に約 23 万 5 千人、

1923 年に約 32 万人を数え、ニューヨークの全 162 館の「社会教化中心」が 1922 年に 25

万人に利用され、その他学校プール公開、夜間公開講演会などの利用者数があることと比

べて、次のように述べる。「考へ様に依つては、我が国の都市では、かゝる会合する場所が

乏しい為めに、市民は唯一の市民館に集中するのであつて、米国都市に於ては図書館、運

動場、公会堂、其の他各種の公共集会場が多いから、比較的にこゝに来るものが少いので

あるとも言へる151」と、データ分析と海外比較から施設不足状況を導き出している。 

「中心になる公共的集会の場所即ち小公会堂、倶楽部等を有しないこと」を「最も遺憾

に感じる152」とする施設空間の絶対的欠乏の指摘は随所にみられる。例えば、日本の六大

都市の社会教育行政を比較分析して、「社会教育としては、本邦六大都市中、東京市が最も

よく努力」しているが、「吾人は何となく物足らなく感ずるのは、是等の諸事業諸施設を出

来るだけ統一し、且つ中心となる所の公館、その他の設営に乏しい」ことであると述べ153、

あるいは、都市教育の欠陥として「教化会合の公館の欠乏」について次のように述べてい

る。 

 

「我が国社会教育の根本的欠陥の一は、その教化会合の中心となる公館が無いことであ

る。例へば青年団、処女会、婦人会、又は町会の如き修養団体又は教化親睦を目的と

する団体にしても、常にその中心となる公館例へば、倶楽部の如きを有しない為めに、

統制と徹底とを欠き、その活動と事業とを盛大ならしめ、目的を達することを困難な

らしむるものがある。然らば之を如何にすべきか。之は一大問題である。154」 

 

夏季休業中の児童保護についても、「我が国の社会教育は、その智育たると徳育たるとを

論ぜず、或は体育たると美育たるとを問はず、一切の教化に対する中心である公館や公共

                                                                                                                                               
149 川本前掲『都市教育の研究』p.301 
150 同 p.129 
151 同 p.468 
152 同 p.297 
153 同 p.540 
154 同 p.627 
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的建物に欠乏して居る155」とし、施設の絶対的欠乏を指摘している。 

したがって、「多少おくれても、大小各種の公館」が設けられれば、「よく之を活用する

に至つて、そこに、全市に於ける系統的組織的社会教育が成就し得られる時が来るであら

う156」と、施設の欠乏から脱して広く普及することを主張したのである。 

 

４．学校施設借用による社会教化中心 

 

施設の欠乏の現状から社会教育専用の施設空間を提唱しても、現実的には「本邦都市の

財力を以てしては、社会教育に必要なる設営を建設することは、多くの場合に於て不可能

157」であった。「特別の娯楽場、倶楽部等を設けることは、到底経済上許すことの出来な

い158」、「会館、倶楽部の如きを、到る処に設けることは財政が許さない159」、という状況

で、「徒にその建物等のなき為めに逡巡するの愚を敢てしてはならぬ。現実の要求を成るべ

く解決し易い方法を求めねばならない160」。そこで代替案提示に思考を進める。 

 川本は「現存の建築物即ち校舎を利用することが、最も有利有効である」として、学校

施設借用に着目した。特に徒歩圏内に位置する小学校は「都市の各地区に散在して居つて、

その地区の社会教育の中心となるに最も好都合である161」ため、地域住民の集会･教化の

格好の会場として位置づけていた。 

 校舎使用の現状は、定例的なものは補習学校と尋常夜学校が主で、「自由図書館として十

数校の数教室を夜間に利用するのが、目だつた所の社会教化中心であるに過ぎない。運動

場の開放さへも、之を行ふ区は震災前に於て、極めて少なかつた162」。 

 また、「一時的のものとしては、青年団、少年団の会合保護者会等の会合となり、各区教

育会の講演会等に充てられることはあるが、それも未だ盛といふことは出来ない。各区各

町の町会等もその総会其の他にあたつては、その会場を校舎に求めて居るが、之亦積極的

定期的のものでない。而も是等の社会教化の団体が、よく連絡し、全市又は一区の組織的

の施設をなすことは殆んど全く之なく、各会各団、夫々自己の勝手なことをなすに過ぎな

い。然るに、東京市の夜間利用の学校は、震災前に於て、小学校 196 校中 112 校であつて

しかも、図書館と夜学校の生徒の一部分を除いては、他は殆んど凡てが児童青年であつて、

成人の為めのものは少い」状況で、「真個の社会教育センターとして使用せる校舎は非常に

少い。殊に休養娯楽の方面には、更に小学校舎を利用する処は、比較的少い」と評した163。 

この点を改善するために彼は、校舎建築に屋内体操場･裁縫室･手工･唱歌･理科などの「特

別教室の設置」が必要であると主張した。「特別教室を多く設くる傾向は、我国に於ては、

比較的早くより行はれ、夙に屋内体操場と裁縫室は必ず設けられ、その他手工、唱歌、理

                                                 
155 同 p.634 
156 同 p.634 
157 同 p.987 
158 同 p.1038 
159 同 p.297 
160 同 p.185 
161 同 p.987 
162 同 p.1037 
163 同 pp.1037-1039 
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科等の為めにも之を設けられ」ていたが、この傾向に拍車をかけたのは、1918 年の東京市

余丁町尋常小学校増築に際して、川本が「『設備を通じて行ふ教育』の必要」のため、「ゲ

ーリーの新しい点」（ゲーリーシステム）及び「デュイー
マ マ

の所説等を参照して、暗示を与へ

たことが多少の動機となりて従前、我が国小学校には殆んど顧みられなかつた図書室が、

不完全ながらも、多少近代教育的意義を以て設けられてから」だという164。 

 また物的施設設備だけでなく、「各学校に社会教育委員会の如きを設けて以て、市の行政

部局と学校並にその学校を中心とする町内の市民との間にたつて種々の協力と貢献」を行

うことを構想し、それが「理想的なる公民的精神を養ひ、彼等市民が、学校は子供のもの

のみでなく、自分のものであり、又今迄殆んど挨拶もしなかつた隣人が、互に初めて親睦

の交際をなすに至るの機会も生れ」ると、学校を地域が支える人的組織が公民教育や都市

社会の紐帯形成を促すとした165。 

1926 年、川本は「東京市立小学校復興建設ニ関スル調査報告」（第 1 章第 1 節参照）を

引用し、「米国の教育並に校舎建築の最新傾向と略々其の揆を一にしてゐる」と評価してい

る166。彼は特別教室の設置と利用により、空き教室を最小限にして校舎の最大限の活用を

図るために、既設の東京市立番町尋常小学校を例に検討を行っている167。予備室等をも特

別教室として動員する川本の主張は、特別教室の設置だけでなく、普通教室とあわせて能

率的に利用することで学校への収容能力をあげ、施設空間を無駄なく使うことであった。

加えて彼は、「巨額を投じて建築した校舎を、単にその固有の学校教育のみに用ひるならば、

それは、また、不経済の甚だしいもの168」であるとし、社会教育にも活用せよと説いた。 

 『東京市の実業補習教育』（1928 年）では、独立校舎建設によって実業補習学校を東京

市に設置する場合の試算を行っている169。教室を最大限活用するには、日曜日を除く日の

午前･午後のクラスは週 2 回、夜間のクラスは週 3 回の授業を行えば、ある 1 教室を利用

するクラスを、8 つ設置できる。1 クラスを 30 人とすると、240 人が 1 つの教室を利用す

ることになる。1 校に 10 教室を設ければ、独立校舎 1 校あたり 2,400 人規模となる。10

万人の東京市の青年が通学できるようにするためには、市内に 42 校が必要である。1 校あ

たり土地校舎設備に 20 万円要するとすれば 42 校で 840 万円である。小学校舎借用に要す

る費用を 1 人あたり 10～40 円とすれば 100 万～400 万円を要する。これと比較すれば、

独立校舎は小学校校舎借用の 2～8 倍の経費を要することになるが、独立校舎は 1 教室あ

たり 8 クラス編成、借用校舎は夜間のみ 1 教室あたり 2～3 クラス編成なので、さして変

わらない、という試算である。 

 このように、経済性（コスト）、中立性、公益性、立地性を理由に、学校校舎を社会教育･

地域統合･教化の中心たらしめる借用型･既存施設活用型の施設構想が生まれ、活動に即し

た施設空間改善の必要が唱えられたのである。 

 なお、学校校舎とあわせて、「寺院神社」の「空地を利用して、児童の遊戯場となし、殿

                                                 
164 同 pp.989-990、川本前掲『デモクラシーと新公民教育』p.567 
165 川本前掲『都市教育の研究』p.1039 
166 同 p.1009 
167 同 pp.1016-1022 
168 同 p.1035 
169 東京市政調査会（川本宇之介･川添誠一執筆）『東京市の実業補習教育』東京市政調査会、1928、
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堂其の他の建物」を活用すること、図書館に社会教化の「設備と努力とが欠けて居」る点

を改善すること、「児童遊戯場」「児童相談所」「音楽堂」「美術館」などの将来の発達を期

すること、など学校以外の建物等の活用をも主張し、キリスト教団体の YMCA や YWCA

が「如何に社会教化の上に活躍し、一の社会教化の中心となつて居るか」を例示して、仏

教界や図書館界の奮起を促している170。 

以上のように、川本は社会教化中心を実現させるために既存の建物、特に小学校の施設

空間利用を唱えた。 

 

５．独自施設の提唱 

 

1931 年に川本は『社会教育の体系と施設経営』（「体系篇」「経営篇」）を発表する。ここ

でも彼は社会教育の施設空間の必要性を説き、「三大中心機関」として、「図書館」、「成人

学校」、「社会教化中心」を示した171。 

 第一に挙げた図書館は、「教育的デモクラシー即教育の機会均等の精神に合致する。実に

図書館は民衆の中学校であり、公衆の大学である。又図書館は社会教育の本質中の本質と

もいふべき自由意思による自己教育を最も発揮させる機関である」と位置付けるが、人々

に「未だ十分に之を利用する力のないものは勿論、また之が相当発達した人に於ても」人

格的指導を受けにくい点や、本を「読破すること容易でない又たとひ読破しても、時間と

工夫を、要することが大である」点を難点とした。 

 第二の成人学校は、学校教育の組織をとる成人教育機関を指し、「先輩学者の直接指導に

よつて、質問も出来、精密に疑問の氷釈を与へられて、徹底するもの」であり、図書館の

難点を克服できる、とする。 

 第三には「社会教化中心」が取り上げられた。成人学校のような「稍々束縛的で忍耐を

要する機関があつても、之を利用するに難い人も多々あるであらう。又図書館に入つて図

書を閲覧するといふ様なことに趣味を有しないものは多い。併したとひ趣味はあつても、

その余暇の関係上、時間を多く要することは困難とするものもあらう。又感情教育といは

うか、趣味教育といはうか、是等を特に多く希望するものもあらう。或は時々、一席の講

演や講談を聴く機会を望むものもあらう。又婦人、主婦がその本務、その趣味等の向上の

為めに、互に談じ合ふ機会もあつてほしいと思ふ者もあらう。又かくの如きことは甚だ必

要である」とし、「社会教化中心」が三つ目に提示される。それは、「小地域内で比較的親

密に交際または生活する者をして、聴講、技術練習をなさしめ、娯楽や、趣味を享けされ、

読書せしめ、身体の鍛錬等をなさしめ、相互に知識を交換し隣人の親睦を厚うし、場合に

よつては、展覧会も開けば、又討論会や演芸会等を催す際の中枢施設を称する」もので、

戦後の公民館の一面を連想させる。 

 営造物施設については、「成人学校の施設」の「設営」として説明がなされている172。「こ

こにいふ設営は、成人教育を行ふ所の場所即ち教室なり講堂となる様な所又は建物をさす

                                                                                                                                               
pp.377-378 

170 同 pp.616-621 
171 川本前掲『社会教育の体系と施設経営 経営篇』pp.4-9 
172 同 p.184 
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のである。〔中略〕どうしても、その行ふ場所について之を考へねばならない」と施設空間

考察の必要性を述べた上で、「設営」の「理想的見方」は、「成人教育は、それ自身独自の

設営建物を有せねばならない。たとへばロンドン労働大学の如き、トインビーホールの如

く、又丁抹
デンマーク

の国民高等学校の如く何れも自らの設営を有するのである。之は其の教育の効

果を上げる上に於て、又その設営中にある他の施設たとへば、図書館や娯楽施設其の他倶

楽部と連絡する上に於て、又自らの事業を自ら自由に経営することを得る点より考へて、

特別の設営を有することは誠に好都合であることはいふまでもない173」とし、「独自の設

営建物」を有することを、トインビーホール等をモデルにしながら主張している。 

 また、地域の営造物施設を必要とする根拠に、公営セツルメント･大阪市立北市民館が市

民に歓迎されている実態を挙げた174。彼は同館を開館直後の 1921 年 10 月に視察し、翌月

発刊の『デモクラシーと新公民教育』で説いた施設論との符合から「一層深く本施設に共

鳴を感じ」たという175。彼は社会教化中心のモデルとして北市民館を紹介して「社会教化

中心施設」の章を締めくくっている。 

 

「大大阪の北区の一廓に理想の市域を建設する為めに、たとひ身は大阪市の吏員として

も、所謂吏員としての紛装を解き、スラムの中に身を投じて真にセツラーとなり、社

会苦の行者となつて、地に這ひつゝ、又心には民衆の暗黒生活にむせびつゝも、雄々

しく奮励努力せる尊い人々によつて経営されつゝあることを、私は最後に書き加へ、

そして私は我が社会教育に志す人々は、必ず本館〔大阪市立北市民館〕に来つてその

体験を感得されんことを切望する次第である。176」 

 

以上、川本宇之介の施設論を検討してきた。彼は都市社会、「寂寞孤独」から市民が孤立

し「悪影響」をもたらす娯楽に流れることを防ぎ、自発的に都市経営を担う市民を育成す

る公民教育を成人教育を含めて構想し、その条件として「理想的見方」に独自の単独施設

整備を唱えた。図書館をはじめとする「三大中心機関」のひとつに、「社会教化中心」を、

コミュニティセンターやセツルメントをモデルにして数え、現実的には小学校校舎活用を

施設設備改善の提言によって主張した。 

 

 川本の一連の思考経路と提唱内容は、前節でみた戦間期の他の論者の社会教育独自施設

希求と重なり合う。文部省官僚、都市官僚をはじめ、社会教育関係者など多方面から、学

校教育における校舎と対比させながら、また、海外のコミュニティセンターや国内外の社

会事業施設、セツルメントの総合性をイメージ形成のモデルにして、社会教育専用の独自･

固有の常設営造物施設の必要が唱えられた。社会教育施設概念は、社会教育行政の成立が

そうであったように、学校教育と社会事業それぞれの施設との間にあって影響を受けなが

ら形成されたといえる。 

 構想･提唱された施設論の背景にあったセツルメント、特に都市の公営セツルメントはい

                                                 
173 同 pp.184-185 
174 川本前掲『都市教育の研究』p.298 
175 川本前掲『社会教育の体系と施設経営 経営篇』pp.371-372 
176 同 p.378 
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かなるものだったのだろうか。社会教育と社会事業の両行政が分化しつつあるこの時期、

社会事業において展開していた施設形態がどのようなものであったかを、次の章以降で検

討したい。 
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第３章 都市公営セツルメント 

 

 

 

はじめに 

 

公民館の歴史的性格や教育福祉への問題関心から、公民館の源流の一つに都市公営セツ

ルメントがあることは既に指摘されている。 

小川利夫は、小島幸治の「社会的セットルメントが行詰つて教育的セットルメントが発

達する」という主張に着目し、セツルメントを社会教育学の研究対象に取り上げた177。小

川は、公民館が地域の政治的囲い込みの「歴史的イメージ」を有していることを明らかに

する関心から、その系譜の一つに都市公営セツルメントを挙げた。1918 年から 1930 年ま

でのセツルメント「発展期」に「資本主義的な性格や機能からみていわば相互補完的関係

にある社会教育と社会事業との関係が、理論的にも実践的にも、もっとも顕在化されると

同時に、やがて『衰退・滅亡期』における両者の不幸
、 、

な
、

野合が体制的に準備されはじめた」

ととらえた178。 

末本誠は、公民館の戦前的系譜としての都市公営セツルメントを「明治期の庶民偕楽場

構想につながるもの」と位置づけ、「施設としての専門化・個別化が進み、近代化された」、

「社会問題に対応する教育活動として、集団や組織によらずに、施設を媒介させる体制が

形成された」ところに歴史的意味を見出している179。 

他にも社会教育分野を含む先行研究があるが、都市公営セツルメントをはじめとする都

市施設の実態や性格を実証的に明らかにした研究は少なく、近年、上野景三により集合住宅

の附帯施設に着目した研究がなされている他は多いとはいえない180。 

 都市史や都市計画史研究の領域では、社会政策や社会事業の施設設置施策としてセツル

                                                 
177 小川利夫「わが国社会事業理論における社会教育観の系譜」『社会事業の諸問題』第 10 集、

日本社会事業大学、1962 
178 小川利夫「歴史的イメージとしての公民館」『現代公民館論』東洋館出版社、1965、p.19 
179 末本誠（上野景三と共同執筆）「戦前における公民館構想の系譜」『公民館史資料集成』エ

イデル研究所、1986、pp.732-733。なお、隣保館等に公民館の「源流の一つと見る方法」をと

る末本らの研究に対し、島田修一は「施設の学習文化創造機能の発展史」として歴史をとらえ

る「公民館前史研究の問い直し」を求めている（「民衆教育運動と公民館像の創造過程」日本社

会教育学会編『現代公民館の創造』東洋館出版社、1999、p.125、p.132 
180 上野景三「集合住宅におけるソーシャル･キャピタル形成と社会教育」松田武雄編著『社会

教育･生涯学習の再編とソーシャル･キャピタル』大学教育出版、2012。社会教育や教育福祉の

関心からの先行研究の整理と課題の指摘については、辻浩「社会事業的社会教育史研究の課題

と展望」『日本教育史研究』第 14 号、1995。社会教育学のセツルメント研究として、大橋謙策

「社会教育法制と社会事業」『社会教育法の成立と展開』東洋館出版社、1971、辻浩「戦前日

本におけるセツルメントの展開と教育」『高知大学教育学部研究報告 第一部』第 45 号、1993

など。社会福祉史研究では、西内潔『日本セッツルメント研究序説』童心社、1959、一番ヶ瀬

康子「日本セツルメント史素描」『日本女子大学紀要』文学部 13、1963 以降、相当の蓄積があ

る。 
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メントや共同施設等が取り上げられ、都市の民衆支配装置として機能したことが指摘され

ている。セツルメントをはじめとする施設を通じて、きめ細かく地域に近代化の行政介入

がなされ、受容側の地域と作用しあう歴史が描かれている。例えば、中野隆生の労働者住

宅研究によると、戦間期のフランスの田園都市で住民が集まる場として共同施設配置構想

があったという。民衆への警戒感から集合の場さえ設けなかった 20 世紀初頭までの都市

の状況に比べれば、住民の生活規律を監視･指導･教育するための住民組織形成や自主性喚

起が模索され、住宅公社による住民会館計画の存在が指摘されている181。 

 大正デモクラシーの思潮隆盛期から戦時体制構築期にかけて、福祉国家形成が指向される

歴史の中で、都市の小地域に行政手段･方法として職員や事業を伴う営造物施設を配置し、

相当の量的展開をみせた都市公営セツルメントの経験は、例えば東京市の藍染市民館長･

菅原亀五郎が 1932 年に「公民館構想」を発表したように182、施設構想や施設論、実際の

施設施策展開に影響したと考えられる。 

都市公営セツルメントの登場は、「生活問題対策に労資調和の理念をうちたて、社会主義、

共産主義予防の手段として、積極的にのりだしてきた国家の方策のひとつ」といわれ、一

番ヶ瀬康子は市民館の対象は「市民一般あるいは国民一般であり、労働者としての自主化

を尊重するというあり方とは、およそ逆のものであったのである。したがって、当時の労

働運動とは関係ないばかりか、むしろ、阻止的役割をはたした」とし、「仇花的存在、ある

いは擬似セツルメント」と評している183。都市公営セツルメントは本質的に擬似セツルメ

ントの性格を持っていたがために、戦時期に戦争遂行を地域で支える役割を担うことにな

るが、公的に営造物施設を地域に配置し、教育を含む多様な事業を展開した点は、施設史

の観点からは公民館の前史的存在として形態の類似性から検討対象となる。 

社会教育学や社会福祉学の先行研究は、都市公営セツルメントの施設形態や展開の実態

を十分詳らかにしたとはいえない。本章から第 5 章にかけてやや詳しく、戦間期の都市（主

として東京）で公営セツルメントが設置･投下された行政意図、展開の実態を検証する。都

市公営セツルメントは、量的展開の厚さもあって、都市社会行政（上から）だけでなく住

民各層（下から）の施設要求もみられた。第 4 章以降では、施設要求の諸相や現場職員の

意識、社会事業界の議論などの側面も検討し、公民館に先駆けて公的に施設を設置した戦

前の経験に、施設を介した施策形態の特徴をとらえたい。 

 

 

第１節 都市公営セツルメントの登場 

１．社会行政の成立 

 

 戦間期は都市行政の拡大時期である。小路田泰直によると、それまで名望家自治と官僚

制による専門家行政との適度な合理的結合が指向されていたが、次第に中小資本家層＝名

                                                 
181 中野隆生「膨張するパリとアンリ･セリエ」『メトロポリタン史学』創刊号、2005 
182 菅原亀五郎『理想郷土建設の五型』南光社、1932 
183 一番ヶ瀬前掲 pp.39-43。音田正己も「意識的に階級闘争の緩和剤になろうとした」と指摘

している（音田「わが国セツルメント事業の回顧と展望」『社会問題研究』1958.5、p.9）。 
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望家層を背景に予選という方法に媒介されて選出された市会議員や、さらには市参事会員

が局部的利害を背景に対立･妥協を繰り返す、いわゆる「予選体制」が市政（市長･行政機

関）を支配する状況が生まれた。「『予選体制』の矛盾を一層拡大したのが、一般に中間層

と呼ばれる社会階層の成立と、その生活難問題の社会問題化であり、それを契機におこっ

た都市改良投資への膨大な公共需要の発生」であった184。 

社会問題への対応は、国政では、原内閣以降「社会法的諸権利の拡大により市会――よ

り一般的には議会――そのものに階級協調機能を担わせる方向を志向したのが憲政会であ

ったのに対して、『町会の如き地域的団体』あるいは『職能団体』等隣保共存の関係の中に

階級協調の媒介を見出し、それを『選挙界の廓清』の手段にしながら、官僚の専門的行政

によって都市全体の上からの統合を図っていこうとする所に、政友会･都市専門官僚制の統

合論があった」とされる185。 

内務省では、1919 年 12 月に地方局救護課が社会課と改称し、翌 1920 年 8 月に社会局

に昇格した。1919 年からは民力涵養運動が推し進められた。同年 12 月には協調会が設置

されている。 

社会行政の展開は、他省との所管事項の整理を必要とし、文部省と内務省の間では社会

教育と社会事業の所管をめぐって「権限論争」が行なわれた（1925 年～1927 年）186。こ

れに先立ち、文部省の乗杉嘉寿は 1922 年に、「諸外国に於ける社会教育の趨勢と同じく社

会事業と相並んで社会教育を振興し以て消極と積極、救済と予防、現実的事業と基礎的事

業と相並行せしめ其の効果を大にし社会国家の繁栄と発展を期せねばならぬ。若し然らず

して単に社会事業のみにて此の急迫せる社会問題を解決せんとする時は、如何に努力して

も其の効果は微弱なものである。由来我邦では現実的具体的眼に見えるものには比較的理

解もあり経費を投ずることを惜しまないが、基礎的のものであつて直ちに効果の見えない

事業に対しては其の理解も乏しく随て其の経費を投ずることも少い187」と述べ、社会教育

が社会問題の解決に資するとの見解を示している。 

地方における社会課設置時期をみてみると、1918 年の大阪府、大阪市の社会課設置を皮

切りに、1919 年に兵庫県、長崎県、東京府、神奈川県、東京市、横浜市、1920 年に愛知

県、宮城県、京都府など 8 府県、京都市、神戸市、名古屋市、岡山市、和歌山市の 5 市へ

の設置が進んでいる188。多くの場合、社会課は社会教育と社会事業の両方を担当する課と

して設置された。例えば福島県内務部社会課は、1921 年 4 月に社会教育と社会事業の両

方を担当する課として設置された。社会課の性格は、「第一義的には社会教育業務であり、

社会事業は第二義的に位置づけられていた」。社会教育主事は社会事業の教育的側面を担当

し、「思想善導」が中心的任務であった189。 

                                                 
184 小路田泰直『日本近代都市史研究序説』柏書房、1991、pp.158-166 

185 同 p.280 
186 橋口菊「国民教育の再編成と社会教育行政確立に関する一考察」『教育学研究』第 27 巻 第

3 号、1960 

187 乗杉嘉寿「社会教育局設置意見」『東京朝日新聞』1922.9.16 

188 本田久市「一九二〇年代の社会事業の展開」小林清治編『福島の研究』第 4 巻、清文堂出

版、1986、p.161 
189 同 pp.163-165 
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都市では公共需要拡大に伴って社会行政が成立･進展し、都市官僚主導で社会事業を含む

都市社会政策が積極的に推し進められた。東京市では1919年に社会局･社会課が創設され、

1921 年に救護課を保護課とした。市民館発足の 1930 年 4 月には保護課保護掛を隣保掛と

改称し、隣保事業を行うことを前面に出した。 

東京市の社会教育課（庶務掛･文化掛）は、1924 年 3 月に社会局へ併合されたが、1926

年 6 月には教育局へ移った。この前後の時期の東京市教育局の社会教育事業は、東京自治

会館の事業など着目に値すべきものがあるが190、社会局における社会教化や労働者教育を

はじめとする教育事業は、社会教育課の教育局移管後も行われていた。 

 

２．都市公営セツルメント設置の行政意図 

 

（１）都市公営セツルメントの増加 

米騒動（1918 年）を契機に、都市では社会事業施策が本格的に展開する。営造物を有す

る社会事業施設数が急速に増加したが、特に経済保護施設と社会教化施設の増加が顕著で

あった191。インフラ整備によって社会行政を進める形態が特徴的であった。象徴的な施策

は「不良住宅改良事業」である。都市スラムの住宅整備（スラムクリアランス）を通じて

社会問題の解決を図ろうとする動きは、すでに日露戦後期からみられた。東京における辛

亥救済会長屋（1911 年）、特殊小学校後援会附属長屋（玉姫長屋、1911 年）、東京府慈善

協会小住宅計画（1918 年）などが挙げられるが、これらには浴場、授産所、託児所、洗濯

場、庭園などが附設されていた192。戦間期には公営の住宅、浴場、宿泊所、牛乳配給所、

産院、乳児院、託児所、職業紹介所、質舗、授産場、診療所、食堂など、多くの施設が目

的･機能ごとに建設され、公営セツルメント（市民館、隣保館）も設置された。 

急速な資本主義発展と社会問題の顕在化の一画期である 1897 年193、すでに民間では、

片山潜のキングスレー館を嚆矢にセツルメントが開始されていたが、公営のセツルメント

で全国に先駆けたのは、1921 年創立の大阪市立市民館（のちの北市民館）である。 

大阪市では 14 館の市民館が設置され、東京府では社会事業協会が 1923 年 5 月に事業開

始した交隣園（後の南千住隣保館）を皮切りに、東京市域外の外延部スラムや関東大震災

被災者の避難居住地などに、1925 年までに 6 館が開設された194。東京市、横浜市、京都

市など六大都市でも隣保館、市民館等の名称で公営セツルメントが設置された。 

都市行政や社会事業界でセツルメントの効用は着目されていた。1920 年、第 5 回全国

社会事業大会の特別委員部は、当時激増していた「労働問題解決の補助作用として如何な

る社会事業の施設を最も緊急となすや」の問いに、セツルメント開設が適当と決議してい

                                                 
190 関直規「成人教育の世界都市的構想と社会教育の改造」『弘前学院大学文学部紀要』第 44

号、2008、同「戦前大都市社会教育施設に関する一考察」『日本公民館学会年報』第 5 号、2008 
191 小笠原祐次「社会事業施設の発展と社会事業施設調査」『戦前日本社会事業調査資料集成』

第 9 巻、勁草書房、1994、pp.19-21 
192 『住宅に関する調査』（簡易保険局）積立金運用課、1918（『戦前日本社会事業調査資料集成』

第 8 巻、勁草書房、1994、pp.72-80）、高橋幹夫『明治の団地』住宅総合研究財団、2008、同

『レンガの長屋 玉姫御殿』（小冊子）2009 
193 小路田前掲 pp.160-162 
194 『東京都福祉事業協会七十五年史』東京都福祉事業協会、1996 
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る195。 

公営セツルメントは増加の一途をたどった。田代国次郎によると、1925 年に 4、1930

年に 28、1934 年に 41、1937 年に 61 と増加している196。1920 年代後半から、統計上も

公営セツルメント数がカウントされ始めており、米騒動などの都市民衆騒擾や、関東大震

災などの災害を受けて、戦間期に都市行政がセツルメントを次第に設置し始めたことが分 

 

かる。【表３－１、２】。 

都市に公営セツルメントを設置する意図はどこにあったのだろうか。住友陽文は、国民

国家の枠組みで「国民」が陰に陽に規律規範化されるのではなく、都市官僚が、戦間期に

文化的生活を保障し余暇を規律化するための「公共的文化施設」（図書館･市民館･公会堂･

博物館･公園･運動場）を提供することで、愛市心と公共観念をもつ「市民」を形成しよう

としたと論じ、その一つに市民館を挙げている。1920 年代に都市官僚は、資本の論理･中

央政府の論理から一定自立して、施設整備により労働者をはじめとする都市民衆の穏健化･

従順化（「市民」化）を進めたのであった197。 

 

 

                                                 
195 『日本社会事業年鑑』大原社会問題研究所、1921 
196 田代国次郎「戦前日本のセツルメント施設史序説」『広島女子大学文学部紀要』21 号、1986、

pp.20-28 
197 住友陽文『皇国日本のデモクラシー』有志舎、2011、pp.159-167、p.189 

【表３－１】 全国隣保事業施設数の増加 

年 

度 

施設数（①・②） 典 

拠 

一番ヶ瀬康子による

調査データ（③） 

公営 民営 計 公立 私立 計 

1925 6 15 21 ① 14 42 56 

1926 ― ― ―   15 43 58 

1927 ― ― 59 

② 

― ― 52 

1928 16 73 89 16 73 89 

1929 17 80 97 17 80 97 

1930 28 87 115 28 87 115 

1931 28 89 117 28 89 117 

1932 ― ― 135 37 115 152 

1933         39 113 152 

1934         41 128 169 

典拠史料①； 『日本社会事業年鑑 大正拾四年』 大原社会問

題研究所、1925、pp.21-22、 ②； 『日本社会事業年鑑 昭和

八年』 中央社会事業協会、1933、p.326、 ③； 一番ヶ瀬康子 

「日本セツルメント史素描」 『日本女子大学紀要 文学部』 13、

1963、p.37  

 

【表３－２】東京府内の隣保事業施設数 

年 
私

立 

公

立 
計 備  考 

1923 13 ＊ 13 
＊既にこの時期

に公立隣保館が

開設されている

が、公立の数値

に反映されてい

ない 

1925 22 ＊ 22 

1931 45 11 56 

1935 53 18 
71

＊ 

＊全国 152 館

の 46.7％ 

社会調査資料（第 22 号）『東京府管内隣保事

業並保育事業施設史概要』東京府 学務部 社会

課、1935 
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（２）関一 

関一大阪市長（任 1923 年～1935 年）は、「現今の大都市は新に入つて来る労働者の為

に動もすれば社会上の脅威を受くる。〔中略〕此恒産なく恒心なき貧民窟住民こそ、異日万

一米騒動の如き不祥事の突発する時は忽ち暴民化する階級である」との認識を示していた

198。米騒動に至る日露戦後の都市民衆騒擾を経た支配層は、治安の維持を念頭において都

市政策を推し進めた。 

住宅政策を中心にした社会政策は、労働者を政策の客体･対象とし、階級協調を図るもの

であった。関は、「社会政策は或程度に於て階級間の利害衝突を緩和し、各階級をして協力

して社会全般の為に努力せしめ、且つ、吾人の共同生活に於て社会組織上に於ける分化の

欠くべからざるを認識せしめんとするものなり」と述べている199。 

都市社会政策は、帝国主義段階の世界経済に対応した上からの重工業化政策としての意

味をあわせもち、労働力保全の意味から交通･住宅問題に取り組んだ。都市の中心部から郊

外へ住宅を分散させ交通で結ぶだけでなく、住民の生活の利便性を図るわけだが、その際、

「郊外住民の日常に必要なる機関は各集団の住宅地域内の小中心地に設くる外ないのであ

る。則ち徒歩距離内に日用品購買の便を充たすべき市場、店舗、中等教育程度迄の学校図

書館、二三百人の集会し得る公会堂等を設けて日々の往復を節約せん
マ マ

め、殊に朝夕ラツシ、

アワ〔ラッシュアワー〕の混雑を防ぐ方法を講ぜなければならない」というように、図書

館や公会堂など教育機能を持つ施設の設置も考えられた200。その際、「社会政策、社会事

業から社会教育が位置づけられていく。音楽、活動写真などの娯楽、図書館、公園･遊園地

などがこの枠組みの中に組み込まれ、都市ではそれらを計画的に配置する都市計画が作ら

れていく」動きがみられた201。 

 

（３）都市インフラ設置の一例――公園 

 ここで、公営セツルメントと並んで教化機能を有する都市インフラ設置の一例として、

公園の設置についてみてみよう。1913 年に留岡幸助は、「公園と社会教育とは如何なる関

係があるかと云ふに、近来公園内には益々教育的設備をなす」とし、公園内に音楽堂、銅

像、図書館、動物園、植物園、遊戯場を設備し、視覚･聴覚をはじめ心身の発達を図ること

が期待され、「社会教育を論ずるに当りては公園を逸してはならないものである」と位置づ

けている202。 

都市計画家からも教育機能を持つ公園が提案された。1924 年に石原憲治は、アメリカの

都市計画を参照しながら、公園計画の中に「教育的、休養的及び都市の社交的機関の設備

を有する建築物並に土地の集合」たる「近隣センター（neighborhood center）」「民衆娯楽

館（Community center）」を設ける提案をしている。それは「幼児の遊戯場から老年の市

民の静かなる読書に至る迄、老幼男女総ての人々の必要を満た」し、「市公会堂及び選挙場

                                                 
198 関一『住宅問題と都市計画』弘文堂書房、1923、pp.20-22 
199 関一『工業政策』下、宝文館、1913、p.26 
200 関前掲『住宅問題と都市計画』p.107 、pp.269-272。関の住宅政策については、宮野雄一

「関一と住宅政策」『大阪の歴史』大阪市史編纂所、1986.3 ほか。 
201 大串隆吉『社会教育入門』有信堂、2008、p.49 
202 留岡幸助「一般児童の社会教育」『第五回感化救済講演集（下）』内務省地方局、1913、p.395 
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等」にも利用できるもので、彼は、「『教育』の本質は単に理知を発達せしめるのみではい

けない、同時に学生をして彼の畢生の事業に適せしめ、又職業を与へなければならぬ」の

で、センターの機能がこれらを満たし、「総て良き市民を作る奨励となる」「社会的センタ

ーを政治的良心及び都市の精神を発達させる為めに利用する」像を描いた203。公園の対象

区域を示す「有効半径」は、幼児は 3.7 町（約 404ｍ）、大人は 7.4 町（約 807ｍ）、近隣

センターは 7 エーカー以上の面積、半径 7.4 町とし、狭小･密な設置を想定している204（1

町＝約 109.09ｍ）。 

 大公園も計画し、日本の都市では「教化の中心地」として「駿台公園を以つて代表させ

たい」と構想し、「あのニコライの美を中心として小川町停留場より御茶水迄、更に水道町

〔橋〕まで続く高台と対岸の湯島聖堂とを取り入れて大公園を設定したい〔中略〕是非と

も此ニコライの美を保存すると共に御茶の水の渓谷と丘陵の美を保存したいと思ふ。教育

博物館、音楽堂、公会堂等の教化的施設をも設け日本橋公園の社交的中心地に対して教化

的中心地を設定すべきである」と、教育機能を持つ広域公園を提案した205。 

中公園は各区に、小公園及び児童遊園は有効半径 3 町ごとに配置されるとした。中公園

は「近隣センターとしてその附近に住む人々の社会的、教育的、娯楽的にして且つ体育的

の中心とすることが望ましい。図書館、集会所、体育館、野外運動場、水泳場、中学校、

女学校、実業学校等を互に美を発揮する様に設計配置して、是らの中心地それ自身が同時

に社会的生活のシンボルとして総合的の美を示さねばならぬ。又図書館、体育場及び集会

所は之れを一つの建物の中に纏めるがよい206」と、公園に教育施設を配置して、都市住民

の集合･社交から教育までの機能を果たすとしている。 

こうした構想は、関東大震災後の復興事業で一部具現化される。東京市は公園課長･井下

清のもと小学校と公園を隣接して建設し、小公園は 1930 年までに 52 ヶ所設置された。 

教育機能への着目は、ハードとしての公園の空間･設備設計上の配慮だけでなく、利用す

る児童･市民を指導してソフト形成を図る人的機能にも反映された。東京市では、アメリカ

留学から帰国した末田ますを中心に小公園の巡回、点検、運営、児童指導等を行い、「東京

市公園課勤務児童指導員」を配置し、公園ごとに地元住民で構成される「公園愛護会」が

組織された207。 

京都市では、児童公園には休憩、室内の運動･遊戯、図書（読み聞かせ）などを行う「建

物」が「遊園の一つの大切な設計の中に含まれて居」ると 1922 年にとらえられていた。

京都の「児童遊園」は、託児所や乳児院のような「特殊社会事業」に対する「一般社会事

業」に位置づけられ、子ども全体が対象と想定された。また、「社会的市民訓練」も公園の

目的に数えあげられ、「学校教育は勿論、社会教育に於ても、最大教育目的の一つとせられ

て居る」とされ、公園には「プレイ･グランド･ダイレツクタアー」が「番人でもなく、管

                                                 
203 石原憲治『現代都市の計画』洪洋社、1924、pp.172-181 
204 同 pp.183-184 
205 同 pp.257-258 
206 同 pp.258-259 
207 「公園の女指導員 子供や老人の敬慕の的に…」『東京朝日新聞』1935.1.26、陣内秀信『東

京の空間人類学』筑摩書房、1985（ちくま学芸文庫、1992、p.284） 
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理者でもなく、指導者で〔なくては〕ならない」存在として必要だと説かれている208。 

 社会教育、社会事業のインフラとして職員も配置した公園、というとらえ方が都市にお

いて一般化し始めていたことがうかがえる。東京市では恐慌後、失業者が小公園に集まる

場面がみられた。これに対し、「進歩的な考えをもつ当時の公園課では、地域の広場として

使われている証拠として、こういった動きをむしろ歓迎した209」という。 

 公園が主体形成の装置となる、という見方と、それを実現促進するために指導員を配置

する発想は、職員を伴う施設が社会事業･社会教育の機能を果たす、という期待が示されて

いる。しかし、指導は管理と表裏の関係にあり、「戦時期に入ると、戦争への国民総動員体

制づくりの一環として組みこまれていく宿命をも背負っていた210」のである。 

  

（４）住宅政策と都市公営セツルメント 

 東京市では、復興事業と 1932 年の市域拡張（「大東京」誕生）にあたり「文化都市の様

式化」が謳われ、「大東京になると小学校は合せて五百〔中略〕新市域には二百二十九万円

許りの予算で二十二の市民館をはじめ住宅七、宿泊所四、〔中略〕また旧市にも市民館三、

宿泊所、紹介所各一ヶ所新設の予定。市民保健衛生のための公園は旧市に九十二ヶ所、新

市に二ヶ所あるが新たに旧市に外濠公園外二十ヶ所、新市部に三十二の大小公園を新設す

ることに早くも計画を進めてゐる」と211、公園とともに市民館も都市インフラのひとつと

して同様に位置づけられていた。都市公営セツルメントの設置について次にみてみたい。 

民間の住宅整備でも、インフラを附帯設置することが目指された。早い段階では、例え

ば関西では、箕面有馬電気軌道が開発した室町住宅地（1910 年）には「倶楽部や購買組合

といった施設も会社によって住宅地内に整備212」されている。 

都市行政の動きをみてみよう。都市政策の中で大きな位置を占めたのは住宅政策であり、

中間層や労働者向けの郊外住宅地の建設と並んで、とりわけ 1927 年の不良住宅地区改良

法による「不良住宅改良事業」に力点がおかれた。スラムクリアランスを行うことで都市

下層の住環境を改善し、都市社会の治安･衛生の維持改善と労働力保全を図ったのである。 

 その際、ハードとしての住宅確保だけでなく、生活改善や「思想善導」など居住者の教

化、ソフトの問題にも行政介入を行おうとした。 

佐賀朝は、「1920 年代半ばの『密住地区』においては、これまでの『下層社会』的な共

同性が依然として再生産される一方で、隣保事業などの地域市民管理政策ともいうべき形

態をとった行政の積極的な介入を前提として、近代的な都市市民（あるいは国民）として

求められるような、『市民』としての共同性を組織する形での地域社会の再編が進展しつつ

あった」、「改良事業の課題を達成するためには、狭い意味での住宅改良だけでは不十分で

あり、隣保事業などを通じた住民教化と生活改善などを含めた広義の改良政策が必要とな

                                                 
208 『児童遊園と水泳場』京都市社会課叢書第十二編、京都市社会課、1922.12、pp.9-15 
209 陣内前掲（p.288） 
210 同（p.292） 
211 「一路、文化都市へ！八億円の経費」『東京朝日新聞』1932.9.30 
212 三宅正弘･高橋昭子･丸茂弘幸「小林一三による郊外住宅地経営の特徴について」『日本建築

学会大会学術講演梗概集（関東）』1993.9 



   

70 

 

る」と指摘している213。行政介入にあたって、不特定多数対象の公園よりも目的･手段が

明確にされた施設設置の発想が登場する。 

東京市会は、1922 年に市営住宅設計に際して「比較的下層民を収容する蜂窩式建物内に

は、日常の慰安設備は勿論其修養設備を完備して借家人を惰民ならしめざる事。214」と示

している。また、大阪の関市長は、不良住宅改良にあたって住宅監督制度を併行して採用

した。「此改善ハ全部ノ家屋ヲ建直ストシテ〔モ〕目的ヲ達シ難イト思フ。此改善ハ到底改

築ノ方法丈デハ目的ヲ達シ得ナイトスレバ住宅監督制度ニ依ル指導ニ待ツノ外ナイ215」と

して、関は都市スラムの改善をソフトの問題として考えていた。 

この姿勢は、1930 年代にも引き継がれ、東京市社会局の中村寛も 1931 年に「改良事業

に基いて環境の改善、生活状態の改善を得たるにしても、〔隣保館など〕此の種施設に依つ

て精神的の善導を得ないならば未だ完璧なる施設と言ひがたいのである216」とし、居住者

の「精神的の善導」の必要性を唱えている。後藤文夫内相は 1935 年 12 月に、東京の千住

みどり町職工向分譲住宅竣工･落成式で「堅実なる思想の涵養とに資補する真に時宜に適せ

る施設」と評した217。住宅建設は生活改善や「思想善導」の社会教化を伴ってその効果を

発揮する、というのが都市官僚らの発想であった。 

戦時期に至り、1941 年 3 月には住宅営団法が制定された。その業務には「一団地の住

宅の建設または経営の場合に必要な公共施設（水道･乗合自動車･市場･食堂･浴場･保育所･

授産場･集会所など）の建設･経営」が挙げられていた。川崎市では、戦時期に住宅営団が

集団住宅計画のもと、「建坪の三倍以上の敷地を取り、十分な道路･広場･緑地などを確保し、

集会所･市場･店舗･診療所など公共施設」整備を計画し、川崎古市場
ふ る い ち ば

住宅地が建設された。

近隣住区の考え方の適用としては、「日本ではきわめて初期の事例」「都市計画と住宅政策

がはじめて一体化した」ものとされている218。 

 

 

３．都市公営セツルメントの特徴と普及 

 

（１）住宅附帯施設としての公営セツルメント 

 ソフトの問題に行政介入するためには、集団的共同的に生活改善･社会教化を行う施設を

住宅に附帯して設置する必要がある。 

想定された施設設備の第一は、各住居に装備できない機能を共同施設として置くもので、

便所、洗濯場などである。関東大震災後に帝都復興院理事、1924 年に同潤会評議員、東京

市建築局長を務め復興小学校建設に携わった佐野利器は、1920 年に住宅と共同施設の建設

                                                 
213 佐賀朝『近代大阪の都市社会構造』日本経済評論社、2007、p.296、p.362 
214 東京市市営住宅設計方針（東京市会 委員会可決）1922.7 
215 関一「〔不良住宅ニ関スル資料〕」1926、大阪市立大学学術情報総合センター「関一文庫」

所収（佐賀前掲 p.361） 
216 中村寛「不良住宅改良事業と其の改善住宅」『建築世界』1931.7 
217 西山夘三『すまい考今学』彰国社、1989、p.234 
218 越沢明「戦時期の住宅政策と都市計画」近代日本研究会『戦時経済』年報･近代日本研究 9、

山川出版社、1987。なお、社会教育学から住宅政策･集合住宅への着目は、上野前掲「集合住

宅におけるソーシャル･キャピタル形成と社会教育」 
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が企業も含め必要であると指摘している。都市計画により「土地を整理して、長屋を建設

し、共同家屋を多く造り、簡易食堂、託児所、浴場、小公園等社会的施設をし、共同の力

に依り国家の助により、また多数の雇人を有つてゐる会社では、義務として、それ等の物

を造ること219」を訴えた。 

第二は教育機能を意図的に備えた施設、隣保館の設置である。猿江町の不良住宅改良に

あたって善隣館セツルメントも大きな位置を占めた。1927 年 4 月に東京府認可を受けて

協調会から同潤会へ事業継承し、その際、労働者教育部を新設した。1930 年 3 月には鉄

筋コンクリート 2 階建の大規模なセツルメントが竣工した。その後、大日本仏教慈善会財

団に経営を委託し 1930 年 7 月から事業が開始された220。 

このような隣保施設を伴う不良住宅改良は、居住者の生活改善･思想善導に必要なものと

され、「不良住宅改善に依つて住宅が改良された場合に、其の住民の為に隣保施設及授産施

設を併置することは極めて有効適切なことである221」とされた。1927 年にはイギリスを

範に不良住宅改良法を制定、スラムクリアランスが行われ、その際「附帯施設」として隣

保館等の施設による住民への生活･思想への行政介入が企図された【表３－３】。 

 

【表３－３】不良住宅地区改良法に拠る事業と対象地区内･近隣のセツルメント 

地    区 事業主体 隣保館・セツルメント 地区指定･住宅着工―経過 

猿江裏町  東京市 同潤会 善隣館（同潤会・協調会） 1925-26－1930 完成 

下寺町ほか 9 地区 大阪市 大阪市 天王寺市民館など 1928-28－1942 打切り 

三河島   東京府 東京府 仁風会館（私・仏教） 1928-28－1932 完成 

西巣鴨   東京府 東京府 マハヤナ学園（私・仏教） 1928-28－1932 完成 

下奥田   名古屋市 愛知県社会事業協会 東社会館 1938-29－1932 完成 

南太田町  横浜市 同潤会 横浜市第一隣保館 1928-29－1930 完成 

新川    神戸市 神戸市 イエス団 賀川（私・基督教） 1930-31－1942 打切り 

日暮里   東京市 同潤会 日暮里愛隣園ほか 1933-34－1938 完成 

南千住、四谷旭町、越中島 東京市 南千住隣保館ほか （申請せず） 

養正、崇仁など 5 地区 京都市 京都市 市隣保館 1940？-41－1942 打切り 

水内俊雄「戦前大都市における貧困階層の過密居住地区とその居住環境整備事業」『人文地理』第 36 巻第

4 号、1984、p.14、祐成保志『＜住宅＞の歴史社会学』新曜社、2008、p.150 より作成 

 

 

「住宅改善及地域環境の改良は最も緊要であるが、一面又不良住宅地区を対象とする諸

種の社会事業施設も亦甚だ緊要である。〔中略〕総合事業たる隣保施設の如きものを必

要とする箇所もあれば、公益質舗、職業紹介所、或は託児所の如き施設を特に必要と

する所もある。北豊島郡、南葛飾郡等の各町にあつては、集団的不良住宅地区の他に

                                                 
219 『愛国婦人』第 436 号、1920.3.1、p.3（土井直子「創設期の同潤会における住宅供給理念

の特徴」『東京社会福祉史研究』第 5 号、2011、p.36） 
220 『猿江裏町不良住宅地区改良事業報告』同潤会、1930（『戦前日本社会事業調査資料集成』

第 9 巻、勁草書房、1994、pp.932-939） 
221 早田正雄「社会事業種別漫考」『社会福利』1936.3、p.106 
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散在的のものも相当に存するのであるから、会館式施設と共に方面委員制の必要を痛

感するのである。222」 

 

 このように、不良住宅改良事業は総合性を特徴とする隣保館の「会館式施設」を含むも

のであった。 

 

（２）総合性・地域密着性・分散設置 

 施設を地域に置く意味として特徴づけられたのは、セツルメントの総合性と地域密着性

である。個々別々に職業紹介や託児、社会教化の各事業をそれぞれの施設ごとに行うより

も、一つの施設にこれらの機能を総合し、複数の地域に分散して設置して対象地域に密着

して事業を行おうとした。 

大阪市では、1922 年に「独立した社会事業といふものが斯の如き階級に向つて果して何

れだけの福音を持
マ

来
マ

すであらうかといふ事であります。詰りカードをユニツトとして各社 

 

【表３－４】 大阪市の市民館の概要 

館  名 創 立 所在地 敷 地 延建坪 構 造 戦時期以降の動き 罹災焼失日 

北市民館 1921.6 北 区 384 630.4 

鉄筋コンクリ

ート 4階、地

下 1階 

市民館継続。空襲で

の焼失を免れ、戦後

も継続。83 年に閉館 

（戦後継続） 

天王寺市民館 1926.2 天王寺区 共同住宅敷地内 136.5 

木造 

2階建 

内職斡旋所に転用 

1945.3.14 

大正市民館 1928.5 大正区 110 66.86 1945.3.14 

浪速市民館 1928.7 浪速区 92 195.94 1945.3.14 

東市民館 1928.1 東 区 212 107.47 市民館継続 1945.6.15 

玉出市民館 1929.1 西成区 134 130.25 

内職斡旋所に転用 

1945.3.14 

此花市民館 1930.6 此花区 294 103.92 焼失日不明 

大正市民館分館 1937.4 大正区 300 195.94 1945.3.14 

今宮市民館 1940.3 西成区 270 187.66 市民館継続 1945.6.15 

旭市民館 1941.3 旭 区 329.15 121.62 内職斡旋所に転用 焼失日不明 

港市民館 1941.5 港 区 321.9 158.75 市民館継続 1945.3.14 

東成市民館 1941.7 東成区 260.07 162.92 

内職斡旋所に転用 

焼失日不明 

港市民館分館 1942.4 港 区 243.87 268.22 倒壊日不明 

西淀川市民館 1942.5 西淀川区 500 236.57 
鉄筋コンクリ

ート平屋建 
1945.6.15 

   
（坪） （坪） 

   

『十周年記念 大阪市域拡張史』 大阪市役所、1935、p.781、『六十一年を顧みて』大阪市立北市民館、1983、p.55、

玉井金五『防貧の創造』啓文社、1992、p.94 

 

                                                 
222 『東京府郡部不良住宅地区調査概説』東京府学務部社会課、1928（『戦前日本社会事業調査

資料集成』第 4 巻、勁草書房、1995、pp.884-886） 
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会事業が働くならばよいが、職業紹介所とか子供預所とか云ふものが統一を持たず各々其

の事業本位で別々に働いて居ると云ふ事は是等階級の向上を計る上に何うであらうかとい

ふ事を考へる223」と個別事業への疑問が呈され、大阪北市民館が設置された後、1929 年

に公営セツルメントの意義について次のように述べられている。 

 

「本市ノ他ノ社会事業カ職業紹介、救護施設、医療保護、児童保護、社会教化等ニ夫レ

夫レ機関ヲ設ケテ居ルト同時ニ本館ハ其所在ノ地域ニ徹底シテ教化ヲ試ムル使命ヲ果

サシメン為ニ各種ノ事業ヲ併セ行ツテ居リマス224」 

 

 そしてこうした施設を市内各地に分散して設置した。大阪では北市民館だけでなく、14

館が設置された【表３－４】。大阪市は分散設置について次のように述べている。 

 

「隣保事業は極めて地味な植林事業のやうなもので、成長を期すべきものであつて造る

べきものではないのである。従つて庶民文化生活の殿堂として大市民館を必要とする

半面において、附近居住者の実生活に即した諸施設を行ふための小市民館も必要であ

る。いな寧ろ本事業の性質から考へると、幾多の小市民館を市内各所に分散せしめて、

市民の生活に喰入つた地に這ふやうな適切有意義な事業を行ふための中心機関とした

方が更に効果が多いわけで、ここに〔北市民館の〕僚館天王寺、港、浪速、及び東市

民館の存在が意義づけられるのである。225」 

 

1937 年に至っても、大阪市は「不良住宅地区発生の客観的原因は都市計画法、市街地建

築物法、不良住宅地区改良法等の施行によつて即ち都市の発達に統制を与へることによつ

て取除くことが出来るであらうが、主観的原因はかかる方法によつて取除くことは不可能

であつて、更に居住者に経済的余裕を与へその知識を向上せしめることが必要である。こ

の目的を果す為に本市は右に述べた改良住宅を建設するとともに、この住宅に接近して市

民館を設け住宅事務所と協力して居住者の教化と経済的向上に努めてゐる226」と、市民館

の生活経済改善と教化機能が地域に密着して果たされる意義を強調している。 

 

（３）都市公営セツルメントの普及 

他の六大都市でも戦間期に公営セツルメントが設置された。 

横浜市は、関東大震災罹災に対する大阪府の指定寄附を隣保館建設に充てた。横浜第一

隣保館（1925 年）から第五隣保館（1926 年）まで 5 館が設置され、「教化、保健、衛生、

其の他の社会改良の中心機関として文化の普及を図り、公民観念を養成し福利を増進せん

が為めに或は教育を通じ或は職業を通じ或は娯楽等を通じて、個人的感化の下に市民の教

                                                 
223 『大阪府方面委員事業年報』第 4 号、p.220、1922（佐賀朝『近代大阪の都市社会構造』日

本経済評論社、2007、p.278） 
224 北市民館「北市民館ノ現状言上書」1929、大阪市公文書館蔵、整理番号 13982 
225 『大阪市社会事業概要』大阪市社会部、1929、p.81 
226 『改良住宅に於ける居住者の状況』社会部報告 222 号、大阪市社会部庶務課、1937、p.15、

佐賀前掲 pp.361-362 
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化善導を為し以て其の健全なる発達期するやう務めてゐる227」とされた【図３－１】。 

神戸市では、賀川豊彦が既に 1909 年か

ら葺合区新川地区に住み込んで救霊団

（1914 年にイエス団と改称）による救済･

隣保事業を行っていた。 

行政による不良住宅地区改良事業では、

住宅改良だけではなく、「附帯事業として隣

保館、公設浴場、および理髪館、児童遊園、

託児所、公設質屋がことごとく完備される」

と計画された228。管理事務所も設置され、

附帯事業として「住宅内の少年少女に対し

学習補導、身上相談、手芸、生花の講習、

職業紹介、情操教育等を行ひその成績には

見るべきものがある」と報告されているが、

「附帯施設として隣保館（診療、保育事業

を含む）、公設浴場、児童遊園地等設備の予

定なりしも、財源の都合により本事業より

削除した」とも報告されている229。ただ、

1923 年には県市の援助により神戸青年自

治会館（建坪 45 坪、木造瓦葺 2 階建）が

建設されており、1943 年に神戸市の隣保館

として生田川厚生館が設置された230。 

京都市では、まず被差別部落に 1920 年

以降託児所が、1921 年～1923 年に 4 つの

公設浴場が設置された。公設浴場は衛生改善だけでなく、「地方自治改善のため適当なる集

会場と財源とを供与する」役割を果たし、「有力者を中心とした地域秩序を補強する装置と

して各部落に配置」された。青年団等が経営にあたり、浴場収入が団運営資金になった。 

崇仁浴場は（1923 年）は青年団が経営した。東三条浴場（1921 年）2 階には畳敷の仏

間を擁し「教化及娯楽のため使用され」、養正浴場（1923 年）2 階には 8 畳敷の広間があ

って、「修養娯楽自治等の為にする集会を催す集会室があり簡易の図書を備えて」、「集会ノ

公益ニ使用」され、冠婚葬祭、「思想善導」を行う日曜学校の教場、入隊営行事の会場にも

なった。1926 年には授産場分場も階上に設置されて、これらの経営等を融和団体･田中大

正会が担った。西三条浴場（1923 年）2 階にも青年団事務所が置かれて、1925 年設立の 

 

                                                 
227 『横浜市社会事業概要』横浜市役所社会課、1925、p.105 
228 「やがては神戸第一の文化住宅街！」『神戸又新日報』1932.5.19 
229 『神戸市厚生施設概要』神戸市厚生局、1943、p.49、p.53（灘区都賀地区には 1939 年に隣

保館が建設された。同 p.78）。 
230 杉之原寿一「近代における神戸市の部落改善事業と同和地区の概況」『神戸市社会調査報告

書』別冊、近現代資料刊行会、2003、pp.32-33 

  

【図３－１】横浜第四隣保館（絵葉書･筆者蔵） 

左上・外観  左下・「市民中学会」 
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【表３－５】 京都市の隣保館・社会館の概要 

京 都 市 営 隣 保 館 

館  名 設立 構  造 敷地面積 延建坪 旧  施  設 

樂只隣保館 1924.5 木造 2 階建 271.96 坪 143.95 坪 

京都市託児所及家事見習所 

 

崇仁隣保館は東七條隣保館

（1935 年に全焼）と託児所及家

事見習所が前身 （1 階会議室は

崇仁青年団、在郷軍人会崇仁分

会の事務室に使用） 

養正隣保館 1924.3 木造 2 階建 240.00 坪 153.50 坪 

錦林隣保館 1924.5 木造 2 階建 182.00 坪 126.18 坪 

三條隣保館 1924.12 
鉄筋コンクリート造 3

階建 
121.90 坪 12.001 坪 

壬生隣保館 1924.5 
木造 2 階建（1935 年に

拡張改築） 
350.00 坪 191.90 坪 

崇仁隣保館 1922.7 
木造 2 階建（3 棟） 1931

年に増築 
1152.79 坪 490.51 坪 

改進隣保館 1926.8 木造 2 階建 482.27 坪 278.50 坪 

「地元改善団体タル共立自治会ノ経

営セシヲ昭和七年四月本市ニ移管セ

リ」 

風 害 記 念 隣 保 館 ・ 社 会 館  ほ か 

館   名 設立 構  造 敷地面積 延建坪 経  営  主  体 

京都府立西陣隣保館 1935.9 木造 2階建 715.00 坪 38.16 坪 京都府（後に共済会第三社会館） 

京都共済会第一社会館 1925.9 木造 2階建 277.40 坪 56.50 坪 

京都共済会（後に京都府社会事

業協会） 

 

（第四社会館は東寺境内、第七

は知恩院境内に位置） 

京都共済会第二社会館 1928.11 木造 2階建 372.00 坪 203.13 坪 

京都共済会第四社会館 1933.4 木造 2階建 201.00 坪 99.85 坪 

京都共済会第五社会館 1929.8 木造 2階建 38.00 坪 40.25 坪 

崇仁方面会館 1939.3 木造 2階建 32.00 坪 36.25 坪 

京都共済会第六社会館 1932.5 木造 2階建 177.00 坪 87.00 坪 

京都共済会第七社会館 1933.3 木造平屋建 95.00 坪 55.00 坪 

風害記念醍醐隣保館 1935.11 木造平屋建 78.00 坪   醍醐学区方面委員会 

風害記念向島隣保館 

1935.10 

木造 2階建 305.00 坪   向島学区方面委員会 

風害記念横大路隣保館 木造平屋建 70.00 坪 浄眞院境内 横大路学区方面委員会 

風害記念吉祥院隣保館 木造 2階建 81.19 坪   吉祥院学区方面委員会 

風害記念上鳥羽隣保館 1935.11 木造平屋建 160.00 坪   上鳥羽学区方面委員会 

風害記念右京隣保館 1936.5 木造平屋建 600.00 坪   梅津、太秦学区方面委員会 

左京方面会館 1935.9 

不 明 不 明 

  左京区連合方面委員会 

右京隣保館 
1936.5 

長福寺境内 右京区連合方面委員会 

紫野隣保館（山下会館）   上京第五第六方面委員会 

富 松 会 館 不         明 平安養育院分院 

『京都市社会課季報』1927.7、p.15、 『京都市社会事業要覧』昭和十一年版、京都市社会課、1936、pp.49-50、pp.55-56、

pp.83-84、 『京都府管社会事業施設要覧』京都府学務部社会課、1936.8、 『府下に於ける隣保館並其の事業』京都府

社会課、1940   ＊風害記念隣保館は、1934 年 9 月暴風損害への義捐金を資金に建設 
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美青年団が浴場経営にあたった231。団体によっては財源の 7 割が浴場収益金であった。共

同施設が教化等の機能を持ち、青年団等の拠点･運営補助に用いられていたのである232。 

そして、これら浴場、家事見習所･託児所を母体に市営隣保館が建設された（三條隣保館

は一心浴場を母体の一つとした233）。加えて、1934 年の風災害への義援金を元手に風害記

念隣保館も設置された。隣保館の多くは学区ごとの方面委員会が運営にあたった【表３－

５】。 

名古屋市でも方面委員の関与で社会館が設置され、後に市に移管された【表３－６】。 

 

 

地方都市でも、施設を必要としていた234。広島市の東隣保館（1924 年）、西隣保館（1924

年）、埼玉県社会館（1933 年）235、山口隣保館（1933 年）、金沢市の善隣館（1934～1938

年）など、各地で公営セツルメントが設置された。山口では「市街地に於ける社会事業と

して綜合的社会事業たる隣保館事業の必要を認め県下に奨励するために直接指導の下にこ

の隣保館を模範的に経営すると意気込んでゐる236」とされたように、モデル的に設置して

農村部への普及を目したケースもあった。 

                                                 
231 『京都府社会事業便覧』京都府、1922、p.64 
232 『京都の湯屋』京都市社会課、1924（『戦前日本社会事業調査資料集成』第 8 巻、勁草書房、

1994、pp.144-146）、松下孝昭「都市社会事業の成立と地域社会」『歴史学研究』2008.2、p.15 
233 『京都市社会事業要覧』昭和九年版、京都市庶務部社会課、1934、p.53 
234 重松正史は、和歌山の被差別部落での隣保事業について、「恒常的かつある程度の規模をも

った施設」が拠点として確保される必要を指摘している（重松正史『大正デモクラシーの研究』

清文堂出版、2002、p.331）。 
235 「埼玉県社会館の開館」『社会事業彙報』1933.7、pp.24-25 
236 「山口県隣保館の建設」同 1933.10、pp.16-17 

【表３－６】 名古屋市の社会館の概要 

館  名 設立 構    造 敷地面積 建 坪 職員 備          考 

中央社会館 1937.5 
鉄筋コンクリート  

地下 1階、地上 3階 
884.00坪 839.87坪 32人   

東社会館 1936.5 
木造タイル張 

地下 1階、地上 3階 
606.00坪 484.47坪 14人 

東区方面事業助成会の方面事務

所を母体に設立 

熱田社会館 1935.1 木造瓦葺 2階建 485.12坪 215.80坪 9人 

南区方面事業助成会により熱田有

隣館として 1935年設立、1940年

に市に移管 

南社会館 1938.4 木造瓦葺 2階建 208.51坪 183.13坪 5人 

南区方面事業助成会により内田橋

有隣館として 1938年設立、1940

年に市に移管 

西社会館 1943.6 木造瓦葺 2階建 518.47坪 295.51坪 不明 
西区方面事業助成会により設立運

動が起き、1943年に市営で設立 

港社会館 1943.4 不  明 620.00坪 375.00坪 不明 共同宿泊施設･海風寮を改造 

『名古屋市社会事業概要』名古屋市厚生局社会部、1941、p.46、 『健民事業概要』 名古屋市健民局、1943、pp.142-153 
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金沢市では方面委員が善隣館 5 館の経営にあたった237。金沢においても、「現在ノ如ク

各事業ノ機構ガ分散的状態ニアリテハ到底満足ナル発展ヲ期シ難ク、況ンヤ今後事変ノ長

期化ト共ニ銃後社会事業施設ノ上ニ益障碍ヲ来タスコト至大ナルヲ痛感シ、茲ニ善隣館ヲ

設立シテ物心両方面ノ社会事業ニ最善ノ努力ヲ払フベク238」と、社会事業の総合、経済･

教化両面の事業展開が企図された。 

 地域に密着して総合的に事業展開する公営セツルメント施設を分散設置する、という施

設を介した施策が、戦間期の都市部を中心に、広範に普及したのである。 

 

 

第２節 都市公営セツルメントの展開 

１．東京市の公営セツルメント 

 

（１）小石川隣保館 

 都市に普及した公営セツルメントの展開の実態について、本節と次節で、主として東京

市を例にやや詳しくみてみたい。 

東京市の公営セツルメントは、1928 年設立の小石川隣保館が最初である。1924 年に大

阪府から震災救援義捐金 77 万円寄附の話があり、セツルメント建設に用いることになっ

た。 

1925 年に「錦糸堀公園の一部約一千坪の使用」を復興局長官に願い出たが不許可となり、

その後「本所、深川、浅草方面に物色中同年〔1925 年〕五月本所区中の郷町三十一番地の

一千坪を選定」したが「計らずも町民の建設反対の陳情に逢」った239。当初は建設地を本

所方面に構想･計画していたことが分かる。結局、寄附金のうち 42 万円の工費で、旧養育

院跡（小石川区大塚仲町）に公営セツルメントが建設された【図３－２】。 

総坪数約 1,500 坪、建坪は竣工当時延 785 坪、鉄筋コンクリート地上 3 階、地下 1 階の

大規模な「近代様式」の施設で240、室内には図書（一般･児童）、映写機、ピアノ、舞台設

備、蓄音機、ラジオ、バスケットボール･インドアベースボール等各種の新式体育器具、柔

道･剣道道具などが備え付けられていた。約 500 坪の屋外敷地にはテニスコート、跳躍場、

角力場等があった。 

小石川隣保館は設計当初、その目的として①隣保改善の中心機関たらしむること、②社

会事業の研究者並に事業家に利用せしむること、③社会事業の連絡機関たらしむること、

④本市若しくは一般社会事業団体並個人が社会事業を実施するに便せしむること、⑤其他

市民の生活改善に適当なる事業に利用せしむること、の 5 点を掲げていた。 

「隣保改善」については、「会合講演教育演芸等の施設は其の部落の人にて融和親善せし

め精神的交流に依つて各人の生活の向上を助け相互扶助の精神を助長し知識の修練をなす

                                                 
237 『金沢市史』資料編 12 近代二、金沢市、2003、p.167 
238 「昭和一五年 菊川方面委員部沿革」『方面委員部沿革誌』（『金沢市史』資料編 12 近代二、

金沢市、2003、p.172） 
239 田中法善「小石川隣保館に就て」『東京市公報』1928.8.28、p.1633 
240 『東京市政概要』昭和四年版、東京市役所、pp.161-163 
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の機会を与へること甚大である。本館はより多く此等の機会を作り市民として社会人とし

ても恥しからぬ個人の完成に努力し自治の開発を促さん為に講演講習会補充教育並社交的

機関の設備をなして其の地域に於ける改善事業の中心的機関たらむとするものである」と

施設の役割を位置づけていた241。 

開館後の運営方針には「社会生活の羅針盤」、「市民訓練の苗床」、「社会事業のデパート

メント」、「社会の家」の 4 点が挙げられた242。この方針は館の「本領」となった243。 

また、思想対策の意図も併せ持っていた。社会局は、室内外の運動設備附設の設計変更

を計画した際、体育施設に対して「非生産的遊逸
マ マ

娯楽と履き違いそれ等の設備を贅沢視す

る無理解」が設置の阻害要因となっているとしているが、次のようにも述べている。 

 

 

 

【図３－２】小石川隣保館（のち大塚市民館） 

『小石川隣保館概要』東京市役所、1928（筆者蔵） 

 

 

 

                                                 
241 御厨規三社会局長発 牧土木局長宛「隣保館設計変更ノ件依頼」（理由書添付）1927.5.19 付 

（東京都公文書館蔵･マイクロフィルム） 
242 田中法善「東京市に於ける隣保事業」『東京市公報』1928.3.24、p.561。新聞も彼の表現を

以て報じている（「近く開く社会の家 大塚辻町の市の隣保館」『東京朝日新聞』1928.3.29）。 
243 「本館の本領」『小石川隣保館概要』東京市役所、1928、「本館の本領」『大塚市民館事業要

覧』昭和五年度、東京市役所、1931 

 

「堅実ナル知識ト開発ニヨリテ健全ナル文化ハ

生ル」 左＝図書閲覧室、右＝教室 

 

「健全ナル精神ハ健全ナル身体ニ宿ル体操場」 
 

「隣人相和スル社交室並集会室」左＝社交室、右＝集会室 
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「ゆとり無き実生活の為に動もすれば精神のいびつになり勝ちな下層階級の人々に、清

新な体育の場所と機会とを解
マ マ

放してその運動精神の発達によつて時間と秩序と正義と

の観念を助長し、共同訓練によつて社会と個人との関係を了解せしめ反社会の思想を

緩和し、集団的運動によつて協同生活の向上を計り市民生活訓練の苗床たらしめんと

するに外ならない」 

 

 

 

（２）東京市市民館――託児所の公営セツルメント化 

1930 年 4 月 15 日、託児所及び児童健康相談所（千田町、西平井を除く）9 ヶ所と深川

区第 5 方面事務所が市民館となった（小石川隣保館は大塚市民館に改称）244。これにより

11 館の市民館体制がスタートした245。その後、1936 年には 20 館以上を数えた【表３－

７】。 

東京市では、社会教育課は 1924 年から 1926 年まで社会局にあったが、その後教育局へ

移っている。 

市民館設置前には、建設予定地近辺の社会調査が行われ、地域の実情に即した事業展開

を企図していたことがうかがえる246。市民館は館主催事業だけでなく、市の社会教化の会 

                                                 
244 『東京市社会局年報』昭和五年度、東京市社会局、p.143 
245 『東京市社会局年報』昭和六年度、東京市社会局、p.120 
246 「四谷市民館を中心とする環境調査」社会事業参考資料第 6 号、東京市社会局保護課、1933、

「赤坂市民館を中心とする環境調査」同第 8 号、東京市社会局庶務課、1934、「寺島市民館を

小石川隣保館運営方針 

 

▲隣保館は「社会生活の羅針盤」です。 

社会的に目覚めた特
ママ

志家が平等な見地に立つて、恵まれない人々の密集地域や工業地区の

人々と相会し相語るの機会を作り其等の人々を隣友化して、知識を開発し、生活を向上せし

め再び社会生活の水平線下に落ちないやうに融掖指導する施設であるからです。 

▲隣保館は「市民訓練の苗床」です。 

  一切の職業人を業務の余暇を善用し、一面道徳的訓練に於いて情操陶冶の途を講じ、他面

公民教育に於いて賢
ママ

実なる識見の養成に資し、依つて以つて勤労と協調と自治との精神に富

む市民を産み出す機関であるからです。 

▲隣保館は「社会事業のデパートメント」です。 

  従来の社会事業が別々になして来た職業紹介や、授産事業や、児童保護事業や、救療事業

や、簡易金融事業や、方面委員制度や、教化事業等を隣保館はもっとも有機的綜合施設し、

現代の社会的欠陥を緩和して其の回復と予防とを図らんとする施設であるからです。 

▲隣保館は「社会の家」です。 

  お互が隣保相扶の一大社会的共同精神に基き、隣保館を中心として各種の社会的施設や事

業を自他協同に行ひ、附近居住者の幸福利益を進め誰でもが個人としても、家庭の一人とし

ても、社会人としても善良な生活が出来るやうに努力する運動であるからです。 

田中法善「東京市に於ける隣保事業」『東京市公報』1499 号、1928.3.24、p.561 
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場にもなった。1930 年度を例にみると、白金三光町市民館や東榎町市民館で労働者定期講

座や勤労婦人短期講座が、小島幸治や奥むめをを講師に開催され、他の市民館でも巡回講

座が設けられた247。 

東京市は市民館設置の際に、託児所の保育機能を残したまま施設を市民館として拡大使

                                                                                                                                               
中心とする環境調査」同第 9 号、同課、1936、「砂町市民館を中心とする環境調査」同第 11 号、

同課、1936 など。 

【表３－７】 主 な 東 京 市 市 民 館 の 概 要 

  
託児所等の 

前身館名 
市民館名 区 

開設 

年月 
設計・建築 

1936年以降設置の 

方面館（判明分のみ） 
区 

託児

所 

↓ 

市民

館 

↓ 

方面

館 

↓ 

民生

館 

1 江東橋 江東橋 本所 1921.6 30.2改築 

方面 

事務

所 

↓ 

方面

館 

↓ 

民生

館 

26 中新井 板橋 

2 富川町 富川町 深川 1923.2 30.3改築 27 町屋 荒川 

3 玉姫 玉姫 浅草 

1924.10 

27.7改築 初の

ＲＣ造 2階建 

28 本木 足立 

4 月島 月島 京橋 29 平井町 深川 

5 龍泉寺 龍泉寺 下谷 29.9移転 30 戸越 品川 

6 六間堀 六間堀 深川 
1925.2 

25.3廃止 31 向原 目黒 

7 二葉 二葉 本所 26.4廃止 32 入新井 大田 

8 古石場 古石場 
深川 1925.10 

30.1改築 33 品川 品川 

9 古石場第二 古石場第二 26.5廃止 34 西巣鴨 豊島 

10 押上町 押上町 本所 1926.7 30.3改築 35 渋谷 渋谷 

11 千田町 千田町 深川 1926.9 30.4改築 36 豊島町 豊島 

12 西平井町 西平井町 深川 1926.10   

 

詳 

 

 

細 

 

 

不 

 

 

明 

37 神田 千代田 

13 小石川隣保館 大塚 小石川 1928.7   38 上野 台東 

14 東榎町 東榎町 牛込 1930.1 

「託児並ニ児童

健康相談所」と

して設計 

39 荏原 品川 

15 白金三光町 白金三光町 芝 1930.3 40 上目黒 目黒 

市民

館 

↓ 

方面

館 

↓ 

民生

館 

16   本村町 深川 1931.5 41 羽田 大田 

17   藍染町 本郷 1931.4 42 世田谷 世田谷 

18   久堅町 小石川 1931.11 43 玉川 世田谷 

19   明石町 京橋 1932.3 44 駒沢 世田谷 

20   麻布 麻布 1933.1 

市民館として 

設計 

45 野方 中野 

21   四谷 四谷 1933.3 46 杉並 杉並 

22   赤坂 赤坂 1934.12 47 三河島 荒川 

23   寺島 向島 1935.11 48 本田 葛飾 

24   板橋 板橋 1936.1 49 亀有 葛飾 

25   砂町 城東 1936.3 50 松江 江戸川 

『私たちの保育史』東京都公立保育園研究会、1980、 『託児場の栞』 東京市社会局、1925 （『私たちの保育史』所収）、『東

京府管内社会事業施設要覧（昭和九年三月）』 東京府学務部社会課、1934、 『東京市社会局年報』 （昭和五年度、六年

度） 東京市役所、 『東京市社会事業施設年表』 東京市社会局、1939  より作成 
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用している。託児所の市民館化は、賀川豊彦の東京市社会局入りが関係しているようであ

る。その事情についてみてみよう。 

 

「私〔東京市議・馬島僴〕は、内心賀川氏のホラが実践を伴わぬ事や、彼の宗教心に対

しても疑念を懐いていたので、賀川案なるものが必〔ず〕しも最良であろうなぞとは

考えていなかった。突然、市内に二十五カ所の細民地域に、隣保館を造る、と言い出

した賀川案を、安井〔誠一郎・市社会局長〕氏が直ぐ引きとって市会に持ち出した時

に、私自身は、全く困惑した。反対も出来ず、また賛成もし難いものがあったからだ。

ところが安井氏が、説明するのを議員として聞いていて、私自身、全く驚いた。とい 

うのは、賀川氏の考え方や態度は、多分に空想的で、宣伝的であるのに、局長安井氏

のは、極めて事務的でけれんの無いものだ。官僚陣には、存外頭の良い人物がおるも

んだ。と言って、あっさり賛成したら馬鹿にされるし、反対すれば、われ等の進出す

る場面をせばめられることになりかねない。やっぱり手を挙げて、案を通す外は無か

った。もしも賀川氏自ら提案したのであったら、その時、私は必ず反対論を唱えて、

案をほうむるまでの極論をしたことであったろう248」 

 

この馬島僴の回想によると、賀川豊彦が発案し、安井誠一郎が政策化したということに 

なるが、以下、子細に検討してみたい。 

賀川が堀切善次郎東京市長から社会局長就任を懇請されたが辞退し、嘱託（社会技師）

を受けたのは 1929 年 7 月 25 日で、1930 年 5 月 15 日までの 10 ヶ月に満たない在任期間

で辞している249。安井も同時期に社会局長兼保健局長を務めた（任 1929 年 7 月～1931 年

6 月）。後年、堀切は、「賀川、安井のコンビで社会局をやつていくというようなたてまえ

にしておつた」こと、賀川は「組合主義」の実現を期していたようだが実現に至らなかっ

たこと、馬島僴ほか無産議員と「割合仲良くやりました」といったことを回想している250。 

託児所の市民館化は 1930 年 4 月 15 日であるが、施設は遅くとも 1928 年段階から震災

復興事業の一環として計画され、賀川と安井が東京市に入るころは、耐震･耐火の鉄筋コン

クリート構造の「託児並児童健康相談所」として建設工事中であった。例えば藍染市民館

は託児所として 1928 年 9 月 22 日に着工、市民館として 1931 年 3 月 20 日竣工（4 月開

館）、久
ひ さ

堅
か た

町市民館は託児所として 1928 年 12 月 23 日着工、市民館として 1931 年 8 月

13 日竣工（11 月開館）であり251、賀川～安井の市民館設置政策により、用途が変更され

                                                                                                                                               
247 前掲『東京市社会局年報』昭和五年度、pp.148-152 
248 馬島僴「喧嘩をしそこねた想い出」安井誠一郎『東京私記』都政人協会、1960、pp.220-221。

なお、彼は翌々年にもほぼ同じ表現で回想している（馬島『安井誠一郎小伝』1962、大学書房、

pp.67-68） 
249 『賀川豊彦全集』第 24 巻、キリスト新聞社、1964、p.598 
250 『堀切善次郎氏談話第三回速記録』内政史研究資料第 10 集、内政史研究会、1964、p.5、

pp.21-23 
251 藍染市民館は「東京市藍染町託児並児童健康相談所新築工事精算書」1930（東京市文書、

①営繕＊託児並児童健康相談所、冊の 2, 314.F3.2, 市昭 5-116, 693 東京都公文書館蔵マイク

ロフィルム）、久堅町市民館は「復興事務局長宛 国庫補助ニ係ル社会事業実施設計認可申請」

1930.11.1 提案（同、決裁文書添付書類「出来形概要」）による。 
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たといえる。 

賀川提案には次のような経緯があったようである。 

 

「関東大震災で壊滅した東京へと、賀川豊彦氏（当時東京市社会局嘱託）が大阪で集め

た復興資金を送ってくれたのも特記すべきことである。賀川氏はアメリカのセツルメ

ント事業を視察してきたので、鉄筋コンクリートで出来たこんな立派な建物〔月島託

児所〕が託児所だけでつかわれるのは勿体ない、隣保事業として有効に使われるよう

にすべきであると主張され、市民館の形態をとるようになったのである252」 

 

 月島託児所と月島市民館の平面図を比較すると、部屋名改称に機能の付加や変更が認め

られる。各部屋の変遷をみると、託児所の遊戯室は託児ホールに、保育室はそのまま保育

室に、事務及応接室は乳幼児保育部事務室に、健康相談所は児童相談室･健康相談室･倶楽

部室に、応接室は法律相談室･倶楽部室、乳児及匍匐室は乳児室･倶楽部室、歩行室は市民

部事務室、保母室は館長応接室、待合室は宿直室に変わった253。施設空間の兼用･転用に

より、託児所を市民館化したのである。 

ただ、賀川と安井の東京市役所入り前、小石川隣保館開館直後の 1928 年 8 月の段階で、

市社会局の田中法善は「本市は更らに将来施設拡充さるべき小隣保館の増設を予想」と述

べている254。大塚託児所は小石川隣保館と同時期に別建築で建てられており、隣保館と別

個の施設であった。小石川隣保館の竣工当時、隣保館のさらなる「施設拡充」にふれた史

料は、市が「江東方面に小規模なセツ
マ

ツ
マ

ルメント一ヶ所を建設する計画をたてゝゐるが、

その方は土地の選定に多少手間取るので昭和五年度の事業となる模様255」、小石川隣保館

建設費の「残金の中弍拾万円を割いて昭和五年度の事業として江東方面にも同じくセツル

メントを一ケ所建設する計画を樹てゝ居る256」との記事が確認できる程度である。翌 1929

年の賀川と安井による提案は、馬島の回想の通り突然だったのだろう。 

 当時、託児事業と隣保事業の関係は各方面から論じられていた。1928 年に横浜市の隣保

館では託児を通じて隣保事業が図れる、と次のように述べている。「無産階級の人たちの、

地位を向上するに於ても、将来の市民たる、子女の智能を高め、健全なる心身の持主たら

しむべき、機会を得しむること程、緊切なことはない。そして各世帯との連絡融合の上に

も、子女を介して隣人的友情の交流を図るが、最も捷径である257」。 

 社会教育局長を務めた下村壽一は、「婦人教化をする為にセンターを作るといふ事が必

要」という問題意識から、「託児事業といふものは、社会事業と致しまして非常に盛んにな

りつゝあります。殊に都市にはそれが多いのでありますから、これを教化事業の方と結付

けると婦人教化には大変に都合が宜いだらう258」と述べている。 

                                                 
252 東京都公立保育園研究会編『私たちの保育史』上巻、1980、p.18 
253 『東京府社会事業協会報』1928.2、pp.23-24、『東京市月島市民館施設概要』東京市役所、

1930（前掲『私たちの保育史』上巻、p.144） 
254 田中前掲「小石川隣保館に就て」p.1634 
255 「小石川隣保館 いよいよ落成して開館」『東京府社会事業協会報』1928.10、p.64 
256 「小石川隣保館竣成」『社会事業研究』1928.10、p.24 
257 『事業概覧』隣保資料第一輯、横浜市第一隣保館、1928、p.8 
258 下村壽一『都市教化と婦人』都市教化の諸問題 11、中央教化団体連合会、1936、pp.13-14 
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 セツルメントの現場からは、

谷川貞夫が「しばらく託児所

と称してゐたものが何時の間

にか隣保事業の名乗りを挙げ

てゐ」る状況を指摘した上で、

「託児所の任務は子供の世話

丈ではなくて経済的に教化的

に家庭補導にまで関与するの

が望ましいのですから、かゝ

る意味からすると隣保事業に

まで行くと思ひます259」と述

べている。 

託児所の公営セツルメント

化は、東京のみの特殊な例で

はなく、京都市でも「従来隣

保館としての機能を果せし託

児所及家事見習所を合一し隣

保館として経営」するに至っ

た。託児所は「少年少女を対

象とする各種事業を執行し、

或は町民の集会場として之を

開放する等、実質的に隣保館

の機能を果せし所」であり、

8館中6館が託児所･家事見習

所を母体としていた260。この他、方面委員会や京都府社会事業協会経営の社会館、方面会

館、隣保館があり、一部は託児所が母体だった261。 

託児所を公営セツルメント化することにより、引き続き大きな割合を占めた託児と並ん

で、夜学や社会教化事業をはじめとする事業が行なわれるようになった【表３－８】。都市

社会行政は既存施設＝託児所の機能拡充や兼用･転用による公営セツルメント設置を発案

し展開したのである262。 

 

２．施設空間構成と機能的特徴 

 

建設された公営セツルメントの施設空間構成と機能的特徴をみてみよう。【表３－９】か

ら、大塚市民館を除く平均坪数が、敷地 244 坪（807 ㎡）、総建坪 156 坪（516 ㎡）程度

                                                 
259 谷川貞夫発言「隣保事業座談会」（1936.10.9）『社会福利』1936.12、p.62 
260 『京都市社会事業要覧』昭和十一年度、京都市社会課、pp.48-50 
261 『府下に於ける隣保館並其の事業』京都府社会課、1940 
262 保育からみた隣保事業拡大は、「保姆の隣保活動」『写真でみる「東京の公立保育園史」』東

京都公立保育園研究会、1983、pp.52-53 

【表３－８】東京市 市民館の隣保事業延べ利用者数（1934 年） 

館 名 託児所 夜学部 人事相談部 その他 計 

月島 28196 8326 330 42392 79244 

明石町 17256 5493 111 25483 48343 

白金三光 15561 29 57 5367 21014 

麻布 23405 3440 25 1039 27909 

赤坂 1550 1100 32 1844 4526 

四谷 25603 809 91 870985 897488 

東榎町 17521 7157 3 9880 34561 

大塚 30600 75000 13500 113500 232600 

久堅町 14132 5469 1562 0 21163 

藍染町 17347 10737 2205 21612 51901 

龍泉寺町 25347 6670 51 2645 34713 

玉姫町 17909 7874 1456 2929 30168 

江東橋 28033 2643 140 9931 40747 

押上 18168 22522 47 2461 43198 

古市場 22142 9860 55 13746 45803 

本村町 29539 8541 356 7736 46172 

千田町 13791 0 96 723 14610 

富川町 28326 0 772 16090 45188 

計 374426 175670 20889 1148363 1719348 

『昭和九年 東京府統計書』 東京府、1936 より作成 （人） 
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の規模であることが分かる。東京市の市民館のうち託児所から継承した館は、先に月島市

民館の例でみたように、諸室を兼用する形で施設空間を構成していた。 

 

【表３－９】 東京市市民館の施設規模（1934 年現在） 

館 名 敷 地 総建坪 運動場 構 造 館 名 敷 地 総建坪 運動場 構 造 

月 島 180 196 63 

ＲＣ造 

2階建 

久堅町 200 123 1 

ＲＣ造 

2階建 

明石町 203 184 0 藍染町 200 112 0 

白金三光 274 122 152 龍泉寺町 185 134 0 

麻 布 300 166 90 玉姫町 185 128 0 

赤 坂 322 149 0 江東橋 258 177 105 

 四 谷 543 332 100 押 上 229 122 100 

東榎町 116 122 55 古市場 252 133 119 

大 塚 1749 908 500 
ＲＣ造 3階

建＋地階 
本村町 306 164 183 

大塚を除く 17館の平均…… 

敷地 244坪、総建坪 156坪、運動場 65坪 

『昭和九年 東京府統計書』 東京府、1936 より作成 

富川町 279 192 120 

千田町 122 92 25 
木造瓦葺 

3階建 

    
（坪） 

 

部屋構成の傾向を【表３－１０、１１】に示した。玉姫町市民館から明石町市民館まで

の、託児所の前史があるか当初託児所として設計された館と、その後の四谷市民館以降の

市民館建設としてされた館を比較すると、後者に、第一に、遊戯室と複数の保育室が間仕

切りを挟んで接する空間構成が認められ、第二に、「教室」、「授産室」、「倶楽部室」などの

教化や授産、社交等に関わる機能的特徴を有する施設空間の設置が認められる。これは、

市民館として隣保事業を展開することを意識して、施設空間に教育等の機能を具現化した

ものであろう。 

1935 年に設立された京都府西陣隣保館（後に京都共済会第三社会館）は、保育室、遊戯

室兼会議室に加え、青年室もあった【図３－４】。 

遊戯室と保育室の隣接関係については、朝原梅一が、空間活用の方法と目的・意図を次

のように説明している。 

 

「遊戯室は必要に応じて大きな講堂として利用出来る様に作ることである、それも多数

の聴衆を収容し得るためには、三十坪では畳六十枚しか敷けないから遊戯室の隣の保

育室を講堂に取り込む様に、出来るなら他の総ての室が取り入れられる様であれば、

非常に便利である。更に今一つの保育室は講演の際などには講師の控室にすることも

出来る様に作ることである。〔中略〕廊下も講堂に取り入れることの出来る様にするこ

とである。〔中略〕この様に遊戯室を講堂に兼用することは、（１）母の会、（２）戸主

会、（３）子供会、（４）簡易音楽会、（５）時局講演会、（６）其他各種の集会所とし
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て機能を充分に発揮することが出来る263」 

 

遊戯室の統合拡張によって部屋多数

の集合を可能にすることで、保育機能

だけでなく地域の教化等に使える機能

を持たせた。朝原は託児所が「附帯事

業」によって「幼児の将来を幸福なら

しめる芽萌
マ マ

を育てると共に家庭生活を

向上せしめ、その向上の思想は隣の家

庭から隣への家庭へと伝播して、託児

所の対象地区民一般の生活をも向上す

ることになる264」と、保育から家庭を

経由し、地域の教化･改善が実現する見

通しを立て、これを施設条件として可

能ならしめる空間を具現化しようとし

た。彼が館長を務めた府社会事業協会

の尾久隣保館も、彼の主張の通り遊戯

室に保育室 2 室が接し、拡張利用でき

るようになっていた。 

当時の保育所建築においても、託児

と隣保の両事業を施設空間に反映する

試みがなされている。松村正恒は、「今

日の社会は婦人が単に家庭の良妻賢母たるばかりでなく、直接に社会の有能な一員である

ことを要求している」との認識に立ち、「要するに保育学校〔保育所・託児所〕は一つの社

会教育施設」であり、「幼児から成人に至るまで、人が社会生活を送つて行く上の指針を得

る為に集まる場所とならねばならない」としている265。 

具体的にはイギリスのポートマン保育所をモデルに266、ホールは「両親の集会場、地区

の住民に開放して簡易音楽会、時局講演会を開催するに利用せしめ」、「種々の集会に使用

され、音楽、ダンスの設備があり、リクリエーション･センター」とすること、また、「集

会場として使用する他に、各グループ間の循環に、天気の悪い日は遊戯場として、或は劇

を演じ、食事をする場所として（4－7 歳児）用い、又両親の集会場としても利用される」

施設を描いている267。 

隣保館そのものの建築意匠についての議論は多くはみられないが、多くの人々に親しみ

やすい建築が求められている。1926 年～1940 年と 1946～1952 年に大阪北市民館で勤務

した鵜飼貫三郎は、北市民館について「この地域にやって来て市民館に入ってみるとです 

                                                 
263 朝原梅一『幼稚園託児所保育の実際』三友社、1935、p.102 
264 同「託児事業の特質」『幼児の教育』1931.4、p.8 
265 松村正恒「新託児所建築」『国際建築』1939.9、pp.2-3 
266 同 pp.14-15、pp.29-31 
267 同 p.16、 p.29、 p.31 

 
【図３－４】京都府西陣隣保館 

（京都府上京第二連合方面委員会絵葉書･筆者蔵） 

上・外観、左下・職業練習所、右下・授産所印刷部 
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【表３－１０】  東 京 市 市 民 館 の 部 屋 構 成 

  玉姫町 本村町 藍染町 久堅 明石町 四谷 赤坂 寺島 板橋 品川 城東 

遊 戯 室 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

遊戯室 兼 講堂               1       

保 育 室 2 1 ＊2 2 1 ＊3 ＊3 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2 

乳 児 室 1 1 1 1   1 1   2 1 1 

匍 匐 室 1 1 1 1 1   1 1     1 

日 光 浴 室 1                     

保 母 室       1           1   

調 乳 室     1       1 1 1 1 1 

教   室           1 1 1 1 1 1 

授 産 室           1 1 1 1 1 1 

倶 楽 部 室           1 1     1   

法律相談室   1 1 1               

健康相談室 1 1 1 1       1 1     

相 談 室       1   1 1     1 1 

待 合 室 1 1 1 1             1 

廉 売 場                 1     

和   室   1     1             

控   室     1                 

予 備 室 1       1             

事 務 室 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

小 使 室 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 

宿 直 室   1 1       1 1 1 1 1 

調理・炊事室等 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

浴   室 1   1 1     1 1   1 1 

乾 燥 室             1         

不明（判読不能） 2         4     1 1   

＊印は遊戯室に間仕切りのみで接する保育室。 東京都公文書館蔵マイクロフィルム、東京市文書「東京市本村町託

児並児童健康相談所新築工事大要」1930（①営繕＊託児並児童健康相談所・市民館 冊の 1、317.B4.8,市昭 8-93,611）、

「東京市藍染町託児並児童健康相談所新築工事精算書」1931（同 689）、「板橋市民館新築工事平面図」1935（①営

繕＊託児並児童健康相談所・市民館 冊の 2、318.A2.6,市昭 10-115,029K）、「赤坂市民館平面図」「赤坂市民館電

燈配線図」（同 353）、「向島市民館新築工事平面図」1935（同）、「浅草区玉姫町託児並児童健康相談所新築設計

図」（①営繕＊託児並児童健康相談所・市民館 冊の 3、318.A2.7,市昭 10-115,588）、「東京市明石町託児並ニ児童

健康相談所新築工事大要」東京市建築課、1930（①営繕＊託児並児童健康相談所・市民館 冊の 1 の 2、314.F3.1,市

昭 5-116,194）、「東京市久堅町託児並児童健康相談所新築工事大要」（①営繕＊託児並児童健康相談所・市民館 冊

の 3、315.B4.4,市昭 6-102,82）、「四谷市民館設計図」1932（①営繕＊託児並児童健康相談所・市民館 冊の 2、316.E7.9,

市昭 7-172,649-650）、城東市民館（①営繕＊託児並児童健康相談所・市民館 冊の 4、318.A2.8,市昭 10-116） 
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【表３－１１】東京府社会事業協会隣保館の部屋構成 

館    名 
大井 

隣保館 

交隣園

（南千

住隣保

館） 

王子 

隣保館

①  

王子 

隣保館 

② 

和田 

堀之内 

隣保館① 

和田 

堀之内 

隣保館② 

尾久 

隣保館 

大島 

隣保館 

建   築   年 1925 1923 1924 1935 1925 1937 1925 1925 

機

能 
主な部屋名 2 階建 2 階建 2 階建 2 階建 平屋 平屋 平屋 2 階建 

集会 集 会 室 

○○ 

      

○○ ○○ 

    

保 

 

 

育 

遊 戯 室 ○ ○ ○ ○ ○ 

保 育 室 ○ ○ ２ ○ ○ ○ ３ ○ ４ ○ ○ 

遊戯・保育室の一体化 可 可 可 不可 不可 不可 可 可 

乳児室・匍匐室 ○       ○ ○     

午 睡 室 ○       ○○ ○ ○○ ○ 

教 

育 

 

授 

産 

教    室 ○○ ○ ○ ○ ４         

図 書 室 ○ ○ ○ ○ ○○   ○○ ○ 

授産室・裁縫室     ○ ○ ○       

娯楽室・倶楽部室 ○○ ○ ２ ○○           

会 議 室 ほ か ○○ ○ ○○ ○       ○ 

相談 相 談 室 ○○ ○ ○ ○     ○ ○ ２ 

消費 白米販売所   ○   ○         

医療 医務室・薬局（済生会） ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

水 

回 

り 

衛 

生 

台所 ・ 炊事場 ○ ○     ○ ○ ○ ○ ２ 

食    堂   ○ ○○   ○○       

手洗場・洗面   ○ ○ ○ ○       

浴    室 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

便    所 ○ ○ ２ ○ ２ ○ ３ ○ ２ ○ ３ ○ ○ ２ 

事 

 

務 

事 務 室 ○ ○ ○ ３ ○ ○○ ○ ○ ○ 

保 母 室 ○     ○ ○ ４   ○○２   

応 接 室 ほ か   ○     ○○     ○ 

小使室・宿直室 ○ ○ ２ ○ ３ ○ ２ ○ ○ ○ ○ 

 
玄   関 2 3 5 3 4 2 1 3 

他 運 動 場 ほ か ○ ○ ○ ○＊ ○＊＊ 
○ 

＊＊＊ 
○ ○ 

＊ 珠算神社併設、 ＊＊ 他に母子室 1、2、プール、 ＊＊＊ 別棟で第 1・2小住宅式母子ホーム 
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ね、この建物がセツルメントにふさわしくない建物だと、私は感じておりました。もっと

本当にセツルメントということを考えるなら、1 階が入り易く、かつ親しみ易いというこ

とが必要で、この市民館は、セツルメントをやってゆくのに非常にやりにくいと思ってい

ます268」と回想している（第 4 章【図４－１】参照）。 

 また、1936 年の東京の社会事業関係者の座談会では、中島千枝が「コンクリートにでも

なると気分がいけないんですな。隣保事業の建築も影響を持つて来ますね」と発言し、谷

川貞夫が「其点上智キヤソリツク、セツルメントはいゝですよ。木造をだんだん拡げて行

かれたのですからね」、と述べ、藤野井行仁が「建築は影響を大いに持つて居ますよ。鉄筋

コンクリートなんかの隣保館の建築を見て羨しがるのはいけないですね」と応じている269。 

また、大阪では、「建物を造る場合に我等の最も考慮しなければならない事は、這入り易

いこと、家庭的であること、応用自在であること、等が必要であるといふ事は、既に多く

の経験がこれを證明してをる270」と指摘している。 

 

３．戦時中の都市公営セツルメント 

 

戦間期の公営セツルメントの経験や模索の期間は余りにも短かった。1934 年には、隣保

館を中心に「求心的働き」をなす隣保事業と、「遠心的働き」をなす方面事業との連鎖が展

望され、同年に東京市の市民館では隣保事業と方面事務所機能との統合が、1936 年には方

面館への改称がなされた271。 

1937 年に日本は日中戦争を起こし、方面館は軍事援護など「銃後」の地域社会施設とし

て戦時体制を支える機能を担い、都市民衆を動員する都市支配装置の性格を濃くする。 

東京市の方面館のうち、大塚方面館（旧小石川隣保館･大塚市民館）は、改称の 2 年後、

「傷痍軍人の職業再教育機関」化が提案された。大塚方面館は「理想的方面館だが、この

立派な設備も現在夜間の講習以外は利用されてゐないので、時局柄方面館の転向は最も時

期を得た処置」と報じられ272、1939 年に軍事援護館として開館したが273、空襲で焼失し

た。 

方面館の託児部門は 1943 年に独立して戦時託児所となり、戦時中は新規施設を伴わな

い戦時託児所増設が進められた。方面館は戦争末期に縮小、閉鎖、休止に至り、最終的に

は東京府社会事業協会の隣保館を含む多くの施設が空襲で失われた。 

大阪の市民館は、1921 年設置の北市民館から 1942 年設置の西淀川市民館まで分館を含

め 14 館あったが、戦時中に 10 館が内職斡旋所に転用され、残る 4 館中、北市民館を除く

3 館が空襲で焼失した。 

                                                 
268 座談会「地域福祉発祥の地と言われている“北市民館の 61 年を顧みて”」（1982.7.9）北市民

館記念誌編集委員会『61 年を顧みて』大阪市民生局（北市民館）、1983 
269 「隣保事業座談会」（1936.10.9）『社会福利』1936.12、p.69 
270 大阪セツルメント協会（賀川豊彦･志賀支那人ほか執筆）「セツルメントの建物と設備」『社会

事業研究』大阪社会事業連盟、1929.5、pp.18-21 
271 『日本社会事業年鑑』昭和九年版、p.10、田所祐史「都市公営セツルメントの展開と性格」

『東京社会福祉史研究』第 5 号、2011、p.16 
272 「大塚方面館を改造の段取り 軍事援護館 近く正式決定」『東京朝日新聞』1938.3.25 
273 「至れり尽せりの市軍事援護館 遅くも来月に店開き」『東京朝日新聞』1939.10.4 
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第３節 都市公営セツルメントの対象 

１．対象エリアの規模 

 

1932 年に中央社会事業協会が開催した全国隣保事業並保育事業協議会で、「都市におけ

る隣保事業の発達拡充に関する件」が協議事項にあげられ、「経営の場所」は「小学校連区

を中心とする関係上なるべく小学校付近を適当とす」という意見が出されている274。施設

の対象エリアの範囲・規模としての小学校区のイメージがうかがえる。 

実際、大阪北市民館は対象地域を、1929 年には「本館ヲ中心トスル半径八町ノ地域275」、

1935 年には「凡ソ半径十町内デアリマシテ五十七ケ町」としていた276。1町＝約 109.09m、

人が歩く速さを平均時速 4.5kmとすると、8町は約 873m、徒歩 12分程度、10町は 1,090m、

徒歩 15 分程度の距離である。なお、京都市の公設市場の利用範囲は周辺 5 町程度であっ

たという277。 

東京市の市民館は、新聞で「五町を半径とする円内ごとに一市民館を設置」する計画が

報道されている278。5 町は約 545m、徒歩 7 分程度である。実際に設置された市民館の対

象地域を四谷、寺町、砂町の 4 市民館にみると【表３－１２】、1～4 平方 km のため、概

ね半径 600m から 1km 強で、大阪北市民館と同じくらいのエリアである。 

東京府社会事業協会の隣保館の対象地域は、町内一円ととらえればやや広いが、具体的

に挙げられている「第一次対象区域」は、小住宅供給に対応する関係もあってさらに狭い

エリアである【表３－１３】。 

つまり、施設まで約 15 分以内所要の徒歩圏内ということになる。都市部の小学校区の

広さがイメージできよう。日常的に利用でき、通勤の往復の際に託児が可能な立地で構想

し、具体化しようとしたのである。 

 

２．対象階層の拡大傾向 

 

池田敬正は、「隣保事業は、労働運動対策というより、米騒動の激発に参加したような下

層地域住民対策であった〔中略〕日本では地域の教化あるいは改良を目的としたので公営

セツルメントが成立するのである。〔中略〕公営セツルメントが中心となって、地域住民や 

 

                                                 
274 『日本社会事業年鑑』昭和八年版、中央社会事業協会、p.328 
275 「北市民館ノ現状言上書」1929、大阪市役所（大阪市公文書館蔵、整理番号 13982） 
276 「北市民館ノ現状」1935.11.10 付、大阪市役所（大阪市公文書館蔵、整理番号 13989「昭

和十一年市民館使用絛例」文書綴） 
277 松下前掲 p.11。なお、全国 1790 の幼稚園･託児所施設対象の戦時期の調査では、託児所の

通園圏は 1km 以内が最も多く、続いて 1.1～2.0km となっている。都市では徒歩通園時間 10

分以内、距離約 500m 以内が約 8 割である（『本邦保育施設に関する調査』中央社会事業協会

社会事業研究所･愛育会愛育研究所、1940～42 年調査、1942、『戦前日本社会事業調査資料集

成』第 9 巻、勁草書房、1994、p.864 所収） 
278 「子供の楽園 どんどん殖える細民街の市民館 市民教化の中心に」『東京朝日新聞』

1931.9.19 
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【表３－１２】東京市市民館の対象区域 

四谷市民館を中心とする環境調査』社会事業参考資料第 6 号、東京市社会局保護課、1933、『赤坂市民館

を中心とする環境調査』同 8 号、東京市社会局庶務課、1934、『寺島市民館を中心とする環境調査』同 9

号、同課、1936、『砂町市民館を中心とする環境調査』同 11 号、同課 1936 より作成 

 

 

館

名 
対 象 区 域 平方キロ換算 

世帯・人口 

（ ）は要保護世帯 
要保護世帯主の職業 

四

谷 

市民館を中心とし

て約五百米圏内 

597,683.51 坪 

0.79～ 

1.79 ㎢ 

8,614 世帯、41,575 人 

（946 世帯、3,198 人） 

土木建築、紙工業印刷、露天商、

行商 

赤

坂 
243,631.23 坪 0.73㎢  

3,139世帯、15,050人 

（213世帯、982人） 

大工、石工、鳶職、露天商、古物

商、魚行商 

寺

島 

面積等の記載なし （掲載地図から計算

して、概ね 3.14㎢） 

20,307世帯、83,003人 

（2,957世帯、12,551人） 

土木建築、金属工業機械器具製

造、被服身装製造 

砂

町 

面積等の記載なし （掲載地図から計算

して、概ね 3.79㎢） 

9,995世帯、46,806人 

（2,076世帯、9,556人） 

職工、労働者、小商人、工業、

雑業等 

【表３－１３】東京府社会事業協会の隣保館対象区域 

館 名 町  名  等 対 象 区 域 

平方 

キロ 

換算 

戸 数 

人 口 
居住者の職業 

南千住 
千住南、通新町、新開地、

三輪、三河島の一部 
面積約 5 町平方 

0.05

㎢ 
約 6,000 人 

職工、自由労働者、行商、

露天商等 

王 子  王子町一円 

半径約 4 町の周囲を

第一次対象地区とな

す 

0.6 ㎢ 2,970 人 

職工、労働者、小商人、官

公署雇人、下級事務員、工

業及雑業 

大 井  大井町一円 
第一次対象地区を約

3 町四方 

0.11

㎢ 

518 戸 

2,088 人 

職工、労働者、行商、小売

商、下級俸給生活者、雑業、

無職者等 

大 島  大島町一円 

第一次対象地区を約

3 町四方本館所在の

大島町二丁目となす 

0.11

㎢ 

1,257 戸 

5,395 人 

職工、労働者、小商人、工

業、雑業等 

和田堀  和田堀小住宅一円 面積約 6 町歩 
0.06

㎢ 
約 2,500 人 労働者、俸給生活者等 

尾 久 
尾久小住宅（府社会事業

協会・同潤会） 
面積 7,352 坪 

0.02

㎢ 
約 2,220 人 

労働者、職工、下級俸給生

活者等 

『東京府社会事業協会一覧』 東京府社会事業協会一覧、1927 より作成 
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労働者の自主的運動を支援するのでなく、地域住民の教化や地域改良をすすめることを目

的としたところに、日本のセツルメント運動のひとつの特色がある279」と、対象が下層社

会であった面を指摘している。 

一方、住友陽文は、市民館は教化と共同娯楽を提供する「総合的教化施設」であり、「必

ずしも下層社会のみに対応した施設ではなく、労働者層を含めた、もう少し広汎な都市住

民に対応したもの」であったとしている280。その点を詳しく検討してみたい。 

都市公営セツルメントの展開をみると、都市スラムに立地し要保護世帯を対象の中心と

なったことは否定できない。ただ、下層社会だけに終始したわけではなく、対象階層の拡

大傾向も認められる。 

小路田泰直は、米騒動の際に「職工や労働者の生活は所謂中流階級に対し名誉や対面と

証する余計な負担が無い」ことから「遥に気楽なるべき」とし、「新川貧民部落」などは「概

して貧民窟の生計は一般人に近接していると断言する事が能きる」と報じる記事や、浜口

雄幸の「元来寺内･原両内閣の物価騰貴時代は上層と下層労働者に反して中産階級のみが生

活困難に陥ったが将来は〔1920 年恐慌以後は〕此の生活困難は従来の中流者の上に労働者

を加へた」という発言を紹介して、経済変動が中間層に大きな打撃を与えたことを指摘し

ている281。 

東京市は市民館の事業対象について、「もつともお困りの家庭の方から」と謳いつつも、

今後の館の設置については「細民街といはずこれを市に普及」し、「全市の教化を市民館に

すべて統一する計画」を立てていた282。 

その背景には、市民館初期における市社会局の次のような認識があった。 

 

「中産階級より下層階級への転落、細民の激増ますます愈々深刻を加へ、思想の悪化亦

実に寒心に耐へざるものあり。こゝに於て隣保事業の必要性は益々重く強調されざる

を得ざるに至れり。こゝに鑑み本市はこれが抜本的救済の必要に迫られ、市民館網の

充実を期し、第一着手として昭和五年四月を期し、全市十五の市民館は何れも教化運

動と経済運動とに全力を傾注283」 

 

中間層の生活難、失業に伴う「転落」「無産化」が「思想の悪化」につながるという行政

の危機感がうかがえる。1934 年に東京市は「現在ノ市民館ノ総テガ必ズシモ『細民ノ集団

地域』ニ位置スルトハ言ヒ難イ。従ツテ事業対象ガカード階級以外ノ準カード階級等ニ及

ブ事ナシトシナイ284」と述べ、事業対象の広がりを認めている。 

 

                                                 
279 池田敬正『日本社会福祉史』法律文化社、1986、p.584 
280 住友陽文『皇国日本のデモクラシー』有志舎、2011、p.160 
281 小路田泰直「米騒動はなぜ起こったか」吉村武彦ほか編著『日本の歴史を解く 100 話』文

英堂、1994、p.381（『大阪朝日新聞』神戸附録 1917.6.16）、小路田前掲『日本近代都市史研究

序説』p.234（青年雄弁会編『浜口雄幸氏名演説集』春江堂、1930、p.350） 
282 前掲「子供の楽園 どんどん殖える細民街の市民館 市民教化の中心に」 
283 前掲『東京市社会局年報』昭和六年度、p.120 
284 「市民館事業概況」『東京市公報』1934.1.25、p.143 
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また、東京市社会局長･安井誠一郎

は、隣保事業は「必ずしも細民に対

する個人的接触といふ事のみを主と

しない。殊に公営の施設――近時多

く市民館と称せられる――に於ては

必然的にその事業は集団的となるの

であつて、従つてその施設の場所は

細民地区のみが選定せられるとは限

らない」との見解を 1933 年に示し

ていた285。 

 実際、1930 年代前半には、英会話

や海外の礼儀作法などを学ぶ「外人

接客従業員（ホテル･ボーイ）」の養

成（大塚市民館）や286、「有閑階級

の遊戯」と混同しない料理講習（古

石場市民館）287、低廉で合理的な市

民館結婚式の試み（四谷市民館）288

など、「細民」「カード階級」に限ら

ない事業の広がりもみられた。 

大塚市民館の教化事業に限って対

象（受講者構成）をみると、多くが

区内の小卒で、男子は 20 代前半の

商工業に従事する者、女子は 10 代

後半の事務員や家事手伝などである

【表３－１４】289。 

事業内容の全体的傾向は、参加･

利用者数や開催回数等でみれば、保

育利用の多さと、各種講座・講習の

開設数の多さや内容の多彩さ（華道

や書道から公民教育、実務･職業教育、

労働者教育まで）を認めることがで

きる【表３－１５、１６】。 

こうした対象や事業の拡大について、東京府社会事業協会の岡弘毅は、「極貧階級を対象 

                                                 
285 安井誠一郎『社会問題と社会事業』三省堂、1933、p.305 
286 「かはつた卒業式」『東京朝日新聞』1931.4.1 
287 「市民館の料理講習」同 1931.7.4 
288 「無料で結婚式場提供 四谷市民館の新しい試み」同 1933.5.3、「市民館での初結婚 式場費

金弐円也」同、1933.5.30 
289 大阪でも下層社会より広い対象範囲が認められる。大阪北市民館の講演会参加者は、労働

者･俸給生活者 3 割、学生 2 割、「雑業者」1 割、無職者 1 割であった。（大阪市社会部調査課『余

暇生活の研究』弘文堂書房、1923、p.146。住友前掲 p.160） 

【表３－１４】 大塚市民館 教化事業の受講者 

  
市民 

学院 

家政 

講習会 
  

市民 

学院 

家政 

講習会 

勤労婦人 

補習夜学 

職    業 年    齢 

職 工 26 0 14歳 0 0 3 

商 業 5 0 15歳 0 0 4 

店 員 2 0 16歳 0 6 3 

事務員 3 15 17歳 0 4 6 

家事手伝 0 14 18歳 4 7 8 

製本職 0 6 19歳 0 8 2 

ミシン職 0 6 20歳 3 5 4 

女 工 0 5 21歳 8 7 

7 
女 中 0 3 22歳 7 2 

その他 3 3 23歳 4 4 

合 計 39 52 24歳 3 1 

住    所 25歳 0 3 0 

区 内 26 41 26 歳以上 5 5 1 

市 内 2 7 その他 5 0 0 

市 外 11 4 合 計 39 52 38 

合 計 39 52 学    歴 

   
尋小修 0 0 3 

 
  （単位 ； 人） 尋小卒 13 28 27 

   高小修 0 0 8 

『昭和五年度 大塚市民館事

業要覧』 東京市役所、

1931.4、pp.6-8 より作成

（1930 年 12 月末現在） 

高小卒 20 10 0 

実業卒 4 0 0 

女中退 0 3 0 

女 卒 0 11 0 

その他 2 0 0 

合 計 39 52 38 
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【表３－１５】 東京市市民館の事業概要 （1933 年） 

大分類 事業名称 
開催回数 

（授業延数） 

延参加

者数

（人） 

開催館 

備 考 

大

分

類 

事業名称 
開催回数 

（授業延数） 

延参加者

数（人） 

開催館 

備 考 

社会調査  （ 調査内容・件数等の記載なし ） 

福 

 

 

利 

 

 

施 

 

 

設 

乳幼児保育 

幼 児 218026 
千田町以

外の全館 

教 

 

 

 

化 

 

 

 

施 

 

 

 

設 

華道講習 
123 

(1232) 
16181 「全部」 乳 児 32584 

大正記念会 12 ( － ) 15800 大正記念館 栄養食 126262 
  

時事問題講座 7  ( 14) 5577   牛乳受給者 115371 

英語講座 40 (520) 4976  ※ 裁縫講習 
103 

(4522) 
23034 「殆全部」 

勤労婦人講座 69 (138) 4268   編物講習 97 (1404) 16123 「殆全部」 

婦人講座 25 (238) 3377 「全市民館」 速記術講習 30 ( 432) 5282 「半数」 

実務講座 14 (189) 3153   料理講習 44 ( 333) 5121 「約三分ノ一」 

珠算講習 59 (533) 2782 「全部」 染色講習 6 (   91) 912 「一部」 

労働講座 63 (126) 2630   マッサージ講習 3  (  40) 443 明石町 

書道講習 85 (769) 2080 「全部」 洋裁講習 2  (  21) 216   

公民講座 12 (172) 2071 「大半」 刺繍講習 3 (   30) 205 「一部」 

青少年講座 16 (347) 1892   紋染講習 1  (  24) 120   

簿記講習 14  ( 98) 1642 「一部」 ミシン講習 3  (  16) 108 玉姫 

就職準備講座 3  ( 64) 1097 古石場 簡易授産（編物、裁縫等） 2499 

  
図書指導 12 (150) 1084 明石町 簡易授産（製作品並加工品） 3073 

社会問題講座 2  (   4) 941   
日用品廉売 

白米 受給者 11735 

常識講座 3  ( 36) 917   味噌・醤油 1001 

国語講座 7 (112) 904 押上、千田町 無 料 理 髪 2480   

美容術講習 2  ( 34) 863 大塚 協 同 組 合  組合数 15 （貯金 14 、 福利 1 ） 

小売商店経営講座 5  ( 42) 583 大塚、四谷 慰

安 

施

設 

細民地区巡回慰安会 78 49137   

労働者指導講座 5  ( 82) 410 久堅町 慰 安 会 136 35233 
「各市民

館」 

独乙語講座 3  ( 46) 393 大塚 自由労働者慰安会 68 19173   

美術講座 3  ( 42) 378 「一部」 

自 

治 

施 

設 

集    会 756 回 37000 「大半」 

工業講座  2  ( 34) 320 押上 主婦ノ会 11 団体 3314   

修養講座 5  ( 33) 296   少年少女クラブ 8 769   

政治学講座 2  ( 28) 277 「一部」 女子青年クラブ 9 692   

健康講座 2  (   6) 247   男子青年クラブ 10 472   

楽典研究 2  ( 28) 148 「一部」 戸主ノ会 1 135 玉姫 

茶道講習 1  (   8) 40    

 

貸事務室 900  

 体育施設 体育講習 57 回 4648  1147 時間 教  室 316 
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相 

 

談 

 

施 

 

設 

児童健康相

談 
18504 （件） 

会 

 

館 

 

利 

 

用 

テニスコート 294 

家庭訪問 13752   体 育 室 291 

成人健康相談 5322   ホ ー ル 101 

歯科診療 2116 江東橋、月島他 其他（和室、講習室、保育室等） 71 

職業指導並相談 1927 
  

集 会 室 64 

法律相談 1521 宿 泊 室 56 

身上相談 1182   講  堂 51 

妊産婦相談 1050 「半数」 社 交 室 39 

「市民館事業概況」（最近 1 ヶ年間）『東京市公報』No.2363、1934.1.25、pp.141-143 より作成（件） 

※ 千田、藍染、大塚、久堅、富川町、白金三光町市民館 

【表３－１６】 大塚市民館の教化事業の内容と講師 （1930年度） 

科  目 時間 講           師 科  目 時間 講           師 

市  民  学  院 勤 労 婦 人 補 習 夜 学 

英  語 
33 庄野 数彦   衛  生 20 中野凖三郎 薬剤師・方面委員 

21 岡   邦俊 セツラー・文学士 家庭経済 10 福田  栄一   

社 会 学 24 磯村  英一   読書（上級） 10 岡    邦俊 セツラー・文学士 

社会問題 20 小島  幸治 東洋大学教授 読書（下級） 10 飯沼  美包 嘱託 

法  制 18 千原 要   算  術 8 佐藤  季治 主任 

経  済 16 佐藤  季治 主任 法制一般 7 庄野  数彦 法学士 

公 民 科 
13 内片  孫一 館長 作  文 6 神田荒太郎 嘱託 

13 菅原亀五郎 嘱託 修  身 5 内片  孫一 館長 

自然科学 12 西川 裕 東京工業大学嘱託 外 人 接 客 従 事 員 養 成 講 習 会 

体  育 11 前原  武夫   
英  語 

53 内片  孫一 館長 

歴  史 10 二宮  徳馬 文部省嘱託 20 佐藤 利 マスターオブアーツ嘱託 

音  楽 10 下和田速男 修養団本部 英語会話 50 J・H・コース 立教大学講師 

政  治 8 高橋  清吾 早稲田大学教授 外国事情 40 布   利秋   

科  外 24 （諸名士）   
内外作法 

     其 他 
31 

吉田  団輔 
鉄道省国際観光局 

家 政 講 習 会 長谷川雄三 

裁  縫 44 丸井 まさを   山中  忠雄 ジャパンツーリストビューロー 

手  芸 20 金澤  静子 和洋手芸普及会主 外人心理 30 布   利秋   

廃物利用 20 中林  金六 市嘱託 帝国地誌 24 平井  義富 鉄道省国際観光局 

家庭管理 20 芳賀  敏子   
実習指導 

毎

夜 

石井  春吉 二葉亭支配人 

体育舞踊 18 恒吉  隆子 日本女子大学講師 石井  忠雄 松屋呉服店青年訓練主事 

婦人常識 16 内片  孫一 館長 
    

音  楽 10 小鷹  直治 大塚小学校訓導 

 家庭衛生 10 齋藤 潔 聖路加病院医学博士 

科  外 6 （講話）   
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市民学院 

 「勤労無産青壮年に対する教育の機会均等を標榜して国民生活上須要なる科目を課し彼等の識見を高め特

性を涵養する〔中略〕多分に職業的、再教育的の意味を有すると共に、共働共楽、隣保相扶をモットーとして、彼

らの地位と責任を自覚せしめ以て社会の進展に後れざらしめんとする」 毎週月水金、夜 2時間、全 182回 

家政 

講習会 

「地区内無産家庭婦人の夜学」「智識を啓発し情操を陶冶すると共に家政を合理化して家庭生活の向上に資せ

んとするもの」 毎週火木土、夜 2時間、全 105回 

勤労婦人

補習夜学 

対象地区内の美容術営業の徒弟対象 「極めて平易に興味深く而も実生活に即した智識を授けん」 毎週水金

夜 2時間、3級に分類、自由学習及び質問の時間を設ける 

外人接客

従事員養

成講習会 

 「鉄道省国際観光局、ホテル、百貨店等の絶大なる後援の下に、外人接客従事員の素質を向上せしむると共

に一面刻下の失業緩和の一端に資せん」、 「語学は専ら耳及口の練習習得に努め、和洋風俗、地歴、礼法は

固より、サービス実習の間に於て精神修養をなさしめ」、ホテル、客船、鉄道見学を行う 

 『昭和五年度 大塚市民館事業要覧』 東京市役所、 1931.4、pp.5-8 より作成 

 

とせざる所謂市民館」と東京市の市民館を位置づけ、華道や裁縫などの講習は「殆んど実

益なく、僅かに断片的に芸術心といふか智識欲といふかをかきたてたるに止まり、甚だし

きは失費と虚栄心の満足に終はらしめる場合がないでもない」と、ともすれば都市中間層

指向のカルチャー・センター化する傾向を批判している290。 

 ただ、中間層や「準カード階級」の没落防止のための具体的な事業展開の試みも認めら

れる。 

「カード階級の増大――つまり中産階級の転落が次第にひどくな」っているため、「中産

階級を守るために」消費組合運動への関心もみせ291、大塚市民館では「小売人相談所」「小

売経営研究会」を設けて、百貨店進出で圧迫を受ける小商店を対象に「一店の経営方針」

から「チラシの作り方、チンドン屋の口上や文句に至るまでの一切」について相談･講習を

行い、小売業の転落予防に取り組んでいる292。藍染市民館では小商店等の商工業従事者対

象の講習が開かれた293。また、従来「カード階級のために市設産院の設け」があるが、「カ

ード階級と紙一重の生活環境にある準カード階級に対してはかうした施設が殆んど顧みら

れず、貧困の故を以て妊娠に際して医師にも産婆にも事欠く」状況に対し、市民館に助産

組合が設置された294。 

 江東橋市民館の託児主任は、「カード階級」より上層の人々が市民館利用を求める声を次

のように語っている。 

 

「私方では毎日二銭を持つて来させて居りますが、三十銭出してもよいから子供をも少

し多勢預るようにしてくれないか、何うか役所に願つて、三十銭五十銭と高く出して

                                                 
290 岡弘毅「都市隣保館に於ける授産施設に就きて」『社会事業彙報』1935.4、p.8 
291 「中産階級を守る市の消費組合網 八市民館が試験台」『東京朝日新聞』1931.11.17 
292 「悲鳴をあげる小売商人の味方」『東京朝日新聞』1934.2.23、「大塚市民館の新しい試み」

『東京市公報』1934.2.24、p.354、大迫元繁「小売業者はどこへ行く？」同、p.355 
293 「小店員の商店実務夜間講習 於藍染町市民館」『東京市公報』1934.6.19、p.1144 
294 「社会教化より福利施設へ 妊産婦助産組合生る 全市民館の一大進出」『東京市公報』

1934.3.17、p.501 
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託児所に入れるようにと、町内の世話人が大変に多数から頼まれます。困つて居りま

すのは方面階級許りではありません。外見は粧ふて居りますが内実は苦しくてカード

階級以下のが随分ありますので、託児所へ入れぬのは困るから役所に願はれまいかと

いひます295」 

 

生活難にあえぐ中間層からのこうした要求もあって、1930 年代前半の市民館は「準カード

階級」や中間層にウイングを拡げ、中間層没落防止と思想「悪化」防止の機能も期待され

事業展開していたのである296。 

 セツルメント関係者の中からも、「セツルメントは何所にでも置かれるものだ。全然セツ

ルメントの必要がないといふやうな所はあり得ないと思ふ。僕はセツルメントといふもの

は、さういふ窮民だけを対象とする所に足踏をしてをつちや可かぬと思ふ」という意見が

出ていた297。 

 

３．「カード階級」への再シフト 

 

しかしその後、戦時体制色が次第に強まる 1930 年代中葉以降、次第に対象を下層へ再

度シフトする。満州事変にはじまる戦争の常態化に伴い、生活の困窮化が戦死者遺族など

に広がって、対象が可視的な集住形態のスラムだけにとどまらなくなってきたことも背景

にあろう。 

すでに 1934 年の市民館長会議では、保護課長から「カード該当者以外の者を対象にす

る弊に陥らざるやう注意し、事業施行に当つては可及的不遇階級中心主義を以て臨む事」

が指示された298。それまで「カード階級」外をも対象にしていた傾向への歯止めが求めら

れたわけである。翌 1935 年の新聞は「『中産』よりもカード階級へ」と題し、それまでの

中間層への対象拡大傾向の指摘とあわせて、次のように伝えている。 

 

「東京市の市民館は、在来市民の教化を目的としてゐた関係上、中流階級の利用機関の

観があつたが、昨年末その規定を廃止して方面事務所を合体し、細民階級のために仕

事をするやうになつたので、今やカード階級の指導機関として活気を呈して来るに至

つた。〔中略〕江東橋市民館の館長矢田文□氏は語る――『市民館の仕事として、これ

まで世間から認められてゐたのは託児所であつたが、これも結果的には中産階級の為

の幼稚園化してしまつてゐた。新学期から先づこれを清算してカード階級の託児所た

らしめ、主人と死別又は離別した妻、夫が病気或は妻が働かなければ一家の生計が成

立たない状態にある細民の子供のみを収容することにした〔中略〕』 内職の問題は今

                                                 
295 「託児所保育座談会」『幼児の教育』1931.6、p.25。保育要求の大衆化については、河合隆

平･髙橋智「戦間期日本における保育要求の大衆化と国民的保育運動の成立」『東京学芸大学紀

要』55 号、2004 
296 今和次郎は東京市の託児所･児童相談所を挙げ、「そこらで羨ましがるインテリゲンチヤは

なきや？」と、中間層にも魅力があると評価している。『大東京案内』1929（ちくま学芸文庫、

2001、上 p.328） 
297 大阪セツルメント協会「はしがき」『社会事業研究』1929.5、pp.8-9 
298 「市民館長会議」『東京市公報』1934.6.9、p.1081 
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までどちらかといへば等閑され勝ちであつたが、これは最も重要な仕事で、出来るだ

け力を尽し、一方教化方面の仕事にも大いに働く計画〔一字判読不能〕299」 

 

「中産階級の利用機関」「中産階級の為の幼稚園化」の実態から、再度「カード階級」･

要保護世帯対象へシフトする姿勢が分かる。方面館時代に保母だった鈴木とくは、託児希

望者が「おそるおそる頼みに」方面委員へ行き、区長が受託を決定する「お役所的入所」

手続きで選別される「カード階級」の託児希望者の姿を回想している300。 

 

総体的に通観すると、スラムクリアランスは住宅改良だけでなく、治安対策も動機とす

る上からの生活改善･思想善導目的の教育を伴う附帯施設設置の発想がみられた。その地域

分散配置を実現するために、1920 年代に設置した託児所が施設母体となった。1930 年代

前半には教化等の隣保事業を広く行う市民館が設立され、1930 年代後半に至って方面委員

事業の機能も加わったわけで、施設の機能が増えたことになる。施設は、図書･授産･講堂

兼用の託児など、総合性･多機能性の発揮を可能にしようとする空間構成であった。 

 このようにして、都市社会行政の手で施設による施策の発想が生成されていったのであ

る。第 4 章、第 5 章で、都市住民各層や運動側、職員と施設の関係や、都市公営セツルメ

ントをめぐる議論について検討したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
299 「生れ代つた市民館の大仕事 『中産』よりもカード階級へ」『東京朝日新聞』1935.5.16 
300 鈴木とく『感傷 ほいく野 迷いあるき』全国社会福祉協議会、1975、pp.226-231 
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第４章 施設要求の諸相と職員 

 

 

 

はじめに  

 

前章では、近代化の上からの要請を施設形態に発現させようとした都市行政（官僚）の

発想や施策をみたが、住民各層や現場の職員にとって都市公営セツルメントはどのような

ものであったのだろうか。 

 大岡聡は、「1920 年代には都市名望家の支配体制に代わり都市専門官僚制に移行した。

都市行政による住民生活への介入がなされる、という観点だけでなく、地域社会、都市民

衆諸層の側からのアプローチも必要」と指摘している301。 

小路田泰直は、急速な資本主義発展と社会問題の顕在化を、2 つの点でとらえている。

即ち、「生活水準の上昇が相当大きく公共経済（例えば上下水道･電気･瓦斯･市街鉄道･公設

市場等）の発展に依存する質のものであったために、それが自助論ではなく、ナショナル

ミニマムの思想を育む揺籃」と、「さまざまな階層、性、年齢にまたがる人々の、権利とし

ての生活改善要求を発生せしむる発条」である。そしてこれらが都市行政の公共業務需要

増大と官僚化をもたらしたと指摘している302。 

「中間層の生活難の顕在化とその社会問題化という現象」は、「新たな都市改良投資に対

する公共需要の飛躍的な高まりを意味」し、「国民に一定のミニマム（社会的に承認された

文化的生活水準）を保障することが、国家の義務として観念されるような段階の社会」に

なったことを意味していた。それは一定の生活水準が「人々の権利として認識され始めた

こと」も意味し、「権利としての中間層の生活改善要求が、直ちに都市公共投資の拡大要求

に直結する物質的構造」が生まれ、大正デモクラシー思潮を背景にして、「下から」の要求

が多岐にわたって起こったのである303。 

 社会事業施設もまたその一つであった。東京市社会局隣保掛長･財部叶は、「昨今各方面

から理想的社会の現実的工作として市民館施設要望の声を高めて来ました事は、斯業の一

大展開を前に、転機に立つ社会事業の為め、真に喜ばしき次第」、「今や各方面に於ける市

民館施設要望の声が高まりつゝある」、「新市域にも亦市民館事業施設要望の声が各方面に

台頭」している、と述べている304。担当掛長の言として差し引いてとらえる必要があるも

のの、市民館要望の声の存在がうかがえる。 

しかし、都市官僚がこれらに応じて社会政策として施策化する際の意図は、生存権･社会

権の発想を素地にした要求意図とは異なり、「階級協調」を目した「日本資本主義の独占段

                                                 
301 大岡聡「戦間期都市の地域と政治」『日本史研究』464 号、2001.4 
302 小路田泰直『日本近代都市史研究序説』柏書房、1991、pp.15-16 
303 同 pp.158-164 
304 財部叶「伸び行く市民館事業」『東京市公報』1934.1.25、p.141、「妊産婦助産組合生る」

同 1934.3.17、p.501 
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階･重工業段階への移行を上から促進する」ところにあったわけで305、施策の意図と要望

との間には重なりとズレを内包していたと考えられる。 

大岡や小路田の観点は施設史でも重要である。戦間期には、都市官僚の施策として施設

が地域社会へ投下されただけでなく、住民各層、社会運動の側から施設設置要求があった。

史料的制約があるものの、まず、①中間層以下の生活難を背景とした地域支配層、②政治

的社会的に勃興･進出し始めた無産政党･社会運動、③施設設置周辺地域の住民、それぞれ

と施設との関係をみて、次に、現場の施設職員の意識をみてみたい。 

 

 

第１節 地域支配層 

 

都市ブルジョワジーは早期から都市公会堂建設を担っていた。都市商工業者らによる力

量や地位の向上の象徴として、地域貢献や教化的意図で寄附の形態もとりながら都市公会

堂が主として戦間期に建設された306。しかし、それらは全市的かつ大規模なものが多かっ

た。ここでは、区や学区など比較的狭いエリアの地域の支配層が、公営セツルメントをは

じめとする施設を要求した事例をみてみたい。 

1936 年 6 月に東京市の品川区議会は、市民館設置の建議を東京市長あてに提出した。「市

民館設置ニ関スル意見書」は「救恤ト教化指導トハ刻下ノ急務ナルニモ不拘、社会的施設

ノ挙グベキモノ殆ンド無ク」と指摘したが、東京市による実現はみなかった。しかし、こ

うした動きを反映してか、東京府社会事業協会が分館を設置している307。 

1937 年に東京市本所区の方面委員は、「同区には現在江東橋押上両方面館と隣保館の保

育室があるのみで、昼間工場等に働き、又は内職する母親達のため希望を満たすだけの能

力」がない、そこで「綜合的設備を持つ保育機関を拡充」せよ、と市当局に増設要求運動

を起こしている308。 

関西の大都市でも、早い時期から方面委員による施設要求がみられた。1920 年代、京都

市では方面委員を兼務する学区有力者が、「都市行政に対して積極的な社会事業施設の展

開･配置を要求」し、「地域秩序の維持を図るため、市場･住宅･職業紹介所、浴場、託児所、

医療機関といったさまざまな社会事業施設の配備を行政から引き出そうと」する「能動的

行動」をとった。行政側も方面委員の「地域秩序安定機能に依存」しながら「施設を投下

するという相互依存関係にあった」という309。上下双方向からの施設要求･投下の一致が

みられるのである。京都市の方面委員は、戦時期に至っても児童院増設要求を行っている

310。 

                                                 
305 小路田前掲 pp.187-188 
306 新藤浩伸「都市部における公会堂の設立経緯および事業内容に関する考察」『日本社会教育

学会紀要』No.43、2007 
307 『東京都福祉事業協会七十五年史』東京都福祉事業協会、1996、p.239（ただし、大井隣保

館分館の開館は 1932 年であり、年の前後関係が矛盾している） 
308 「綜合的乳幼児院の増設運動起る」『東京朝日新聞』1937.5.26 
309 松下孝昭「都市社会事業の成立と地域社会」『歴史学研究』2008.2、pp.1-2、p.19 
310 杉本弘幸「1920－30 年代の都市社会事業経営と市政」『新しい歴史学のために』264 号、
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方面委員は行政に施設設置を要求するだけでなく、資金面や運営面でも協力を惜しまな

かった。京都市の第一社会館では、施設設置費用 13,000 円余のうち 3,000 円を下京第六

区方面の寄附が占め、「敷地（二百五十坪余）の選定、借入契約についてはすべて当方面

委員が奔走斡旋した」という。また、第六社会館は、落成式挨拶で京都市共済会会長代理･

相川常任理事が「区の熱心なる社会的要求により生れ出た所のもの」と述べ、祝辞で陶化

学区方面委員代表･太田浅次郎が「当方面に社会館建設の企図あるを知るや直に起ちてこ

れが実施を期し、日夜建設資金造成の為に奔走せり」と述べたように、地区の要求や協力

で建設された。他の社会館等においても、方面委員と篤志家の設立要求や寄附が建設を促

進した311。 

地方都市でも施設設置要求が地域支配層から起きた。金沢市では、「小学校の校長･訓導

や僧侶･商店主･在郷軍人会分会長といった、校下の実情を普段から把握していなければな

らない職業･役職に就いている者たち」で構成される社会改良委員（方面委員）が、「婦人

労働者達のために託児所設置の急務を覚り」、市に建議して職業紹介所や託児所など、下

層民衆の生活安定のための施設拡大を求めた。彼らは「社会政策が下層民衆の生活向上の

ために利用されるよう、強く求める声」を行政に対してあげている312。 

これらの事例にみるように、地域における方面委員の役割は重要である。彼らは自分自

身の生活問題としてではなく、対象地区の貧困格差など都市下層民衆の生活･社会問題の

解決･予防策、方法として、施設で対応するスタイルを都市行政に求めた。佐賀朝は、方

面委員制度をとらえる際「あくまでも地域支配の一環としてこれを位置づける視点が不可

欠」であり、その活動が「社会事業施設や、隣保事業などの新たな都市社会政策と一体と

なり、それらを地域社会に媒介することで実質化し、有機的に機能させていく役割をもっ

て展開された」としている313。米騒動を頂点とする都市民衆騒擾を経験した地域支配層が

方面委員となり、地域を把握し、治安維持の機能の一端を担うに至ったわけだが、彼らが

地域社会の都市下層民衆を中心とした生活経済の必要を満たそうとする際、施設設置によ

る解決を行政に要求したり、施設の資金面を含む協力をしたりする形で実現を図ろうとし

たのである。 

 

 

第２節 無産政党・社会運動 

 

戦間期を中心に、都市では無産者消費組合、借家人組合、無産者診療所、労農救援会な

ど、労働者の自主的な生活擁護運動が進められ、無産者託児所運動、プロレタリア教育運

動、児童文学運動なども展開された314。 

                                                                                                                                               
2007 
311 『京都府方面委員制度二十年史（上）』京都府学務部社会課、1941.8、pp.171-174 
312 能川泰治「地方都市金沢における米騒動と社会政策」橋本哲哉編『近代日本の地方都市』

日本経済評論社、2006、pp.205-206 
313 佐賀朝『近代大阪の都市社会構造』日本経済評論社、2007、pp.277-280 
314 浦辺史ほか編『保育の歴史』青木書店、1981、pp.45-46 
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労働者自身による生活経済に関わる運動だけでなく、都市行政に施設設置施策を要求す

る運動も登場する。施設設置という方法は、都市官僚の社会政策に代位する社会事業施策

と、無産政党や労働組合、特に社会民衆党系･総同盟系の右派社会運動の要求とが一致する

面があった。運動側からすれば、無産勢力の市政進出に伴う権利獲得の可視化･具現化とし

ても、施設要求は目標の一つになるものであった。 

1928 年に小島幸治は、「我国の無産政党が兎角慈善的臭味を脱し切れぬ在来の社会事業

を殆んど黙殺して、彼等自身中央および地方行政の当局に立ち、又は彼等の政治的勢力に

よつて現在の当局者を牽制して彼等の要望する『社会的施設』を行はめんとしてゐる315」

と評している。 

第 3 章でみたように、東京市では賀川豊彦が市社会局に入り、社会民衆党の市会議員･

馬島僴が賀川発案･社会局提案の隣保館設置案に反発を覚えつつも反対できない、という、

自治体の行政･立法双方に社会運動関係者がいる状況も起きていた。 

 1921 年の市制町村制改正による公民権拡大を一背景として、無産政党に限らぬ新しい地

域主体も登場する。男子普通選挙により行われた 1928 年の東京府議選では、浄土宗労働

共済会のセツルメントである江東社会館で 17 年間「朝鮮人、労働者など無産者の教育の

ために力を尽し」、「労働組合の人々からも随分応援され」、「震災の時深川で朝鮮人の救済

や罹災者の収容に努力したので区民からも慈父の如くしたはれて居る」という中西雄洞が、

「無産党から出るのが至当でせうが社会事業、就中私のやつて居る事業には実行力が必要」

という考えから、民政党から出馬し当選した316。 

近年の歴史学はこうした動きを明らかにしつつある。大岡聡は、中西雄洞の例も含め、

都市で下層民衆を背景に「疎外されてきた人びとの『生活』の利害を組織化した政治家が

自治の担い手として、それも無産政党であるか否かを問わず登場したこと」を析出してい

る317。安田浩は、社会民衆党が「都市生活者の為の共同施設の設立」を要求し、施策があ

る程度進み始めたことを指摘している318。 

東京市以外でも似た動きが展開していた。加藤千香子は、神奈川県川崎市と埼玉県川越

市を例に、「名望家秩序」以後の新しい「自治」の様相を明らかにしている。 

川崎市では「無産階級」を自称する市議が現われ、1924 年に市制施行後初の選挙で市議

に当選した遠山健吾が「プロレタリアの人々」対象の「社会事業」推進を主張し、夜学校･

図書館など「精神的方面」と、公設住宅･浴場･質屋･託児所･職業紹介所等の「物質的方面」

の施設設置を要求し、市の事業として計上されるに至った。彼ら新しい地域主体は、「大衆」

の利益を標榜しつつ、実際には「都市の新旧中間層･上層労働者の利害や意識」に対応し、

「交通･衛生･教育などを中心とする都市公共施設を充実させた工業都市のヴィジョン」に

基づく都市建設構想を提起したのだった319。こうした意図は都市社会行政と響き合う側面

を多分に有していたといえよう。 

 また、埼玉県川口町では、社会民衆党が 1932 年の町会議員選挙スローガンに「民衆本

                                                 
315 小島幸治「教育的セットルメント問答」『社会事業』1928.1、p.19 
316 「社会事業家として埋れた十七年」『東京朝日新聞』1928.6.12 
317 大岡前掲 
318 大石嘉一郎･金澤史男編著『近代日本都市史研究』日本経済評論社、2003、p.632 
319 加藤千香子「都市化と『大正デモクラシー』」『日本史研究』2001.4、p.176、pp.184-185 
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位の公会堂を設置せよ」、「衛生組合其の他公共隣保施設の町費と民衆化」、「町営の労働者

住宅を設置せよ」、「無産者住宅地区の改善」、「町立労働学校を設置し公費支弁とせよ」、「簡

易図書館を設置せよ」、「町営病院の設置、無料療養所の公費普及」、「職業紹介所の労働組

合管理」、「無料の助産及び託児場を公営普及化」などを掲げている。公会堂設置は 1933

年、隣保館･無料診療所設置は 1932 年に実現し、労働学校公費支弁は労働公民学校への社

会教育奨励金交付の形で実現した320。地方議会政治勢力の伸長を背景に、社会政策や労働

者利益要求を議会･行政を通じて実現させる動きが認められる。 

都市政策関係者からすれば、こうした無産政党･社会運動の活動家が施策を要求したり支

持したりする状況は、施策推進の好ましい環境だったろう。同潤会は、「労働運動の闘士だ

つた市会議員で、現に同潤会の分譲住宅に居住する職工某氏」の「全くこの市の住民にな

つたと言ふ落付
マ マ

いた気持ちになり、認識を新たにするやうになりました」という発言を紹

介し、「恒産あるものは恒心あり」と述べ、同潤会の住宅整備によって「思想の安定」が得

られる効果があったとしている321。 

 

 

第３節 地域住民 

１．住民にとっての施設 

 

民衆にとって施設はどのような存在だったのだろうか。施設利用者の声から分析するに

は史料的制約が大きいが、その一端を大阪市を中心にみてみたい。 

大阪市北市民館の志賀支那人館長は、開館時に「この附近の人達は、市民館の出現をみ

てなにか喰ひつけない食物をひよつこりと前に出されたやうに、どうすれば好いのか解ら

ずにゐるらしい」と、とまどう様子を例えているが、「しかしそれが食物であることが解つ

てさへ居れば、たとへどのやうにしても喰べるのである、私達の仕事も今は未だ了解され

てはゐないが、しかし直に了解されることゝ思つてゐる、彼等と一緒に幸福を分ちまた文

化生活への階段を登つて行きたいといふ希望である322」と述べ、住民と施設の関係を構築

する決意を示している【図４－１】。 

住民にとって施設は、生活改善や衛生指導、思想善導の形で生活に介入する近代化の装

置の側面を持っていたと思われる。大阪市の市民館は「民衆の間に近代文化の福音を宣伝

普及」することを設立趣旨に謳っていた323。利用者の増加は、志賀の施設運営が都市民衆

の支持を得ていたことを示している。 

志賀は市民館の隣に住み込み、銭湯で人々とともに湯につかるなどして地域に溶け込ん

で住民の生活や意識を把握した。そして館利用者の嗜好に合わせて「今後は純粋な講演会 

                                                 
320 『川口鋳物業に於ける労働運動十年史』下巻、東京鉄工組合川口支部、1934、pp.541-543 
321 『時局と住宅』同潤会、1939、p.12 
322 志賀志那人館長の言「新設の大阪市民館は無産階級の社交倶楽部」『大阪毎日日曜附録』

1921.6.26 
323 『大阪市社会事業概要』大阪市役所、1923、p.70（玉井金五『防貧の創造』啓文社、1992、

p.69） 



   

103 

 

よりも興味中心のもの原理的な講習会よりも極く通俗で卑近なものゝ方が実行し易く又道

義的観念とか智識とかいふ難つかしい問題なども先づ之を映画や講演で普及させる方が民

衆の頭に這入りやすきを知つたので本年度からはこの方針をとつて進んで行かうと考へて

居ります324」と述べている。 

                                                 
324 「理論よりも興味中心」『大阪毎日新聞』1922.4.28 

 

 

【図４－１】大阪市立市民館開館を伝える記事 『大阪毎日日曜附録』1921.6.26 

左上の市民館外観写真内の丸囲み写真は、志賀支那人館長 



   

104 

 

松尾尊兊は、被差別部落の改善の自発的な取り組みを描く中で、共同浴場経営の民主化

を挙げているが、保健衛生や教化で問題解決を図ろうとする動きへの反応を紹介している。

「やれトラホームを治療しろ、やれ貯金が肝腎だ、やれ下水の掃除をやれ、やれ仏さまの

お話を聞け……といろいろさまざま親切にいつてくれる〔中略〕怨み骨髄に徹してゐる憤

怒はトラホームがなおつたつて、貯金ができたつて、仏教講話をきいたつて、さう易々と

は消失するもんではないよ325」という声は、記者の筆を通じてのものではあるが、生活へ

の行政介入への反応の一端を伝えている。 

佐賀朝は、1926 年 2 月に開館した大阪の天王寺市民館を例に、施設を介して住民の生

活や行動形態に影響した点を明らかにしている326。 

同館の前身となる施設「集会所」は、1922 年 9 月に「篤志家の寄附に基き建設せられ

た平家建三五坪を大正一三〔1924〕年一一月に二階建に改築したもので、階下は集会用、

階上は教室に利用」されていた。また、青年たち自らが「信交会」という団体を組織する

動きもあった327。佐賀は、市民館が建設されてからは、地域住民の生活を一部とはいえ改

善する事業が展開され、中でも教化事業は、住民に「共同による社会活動の機会を提供し、

住民の相互扶助や集団的活動を新たな次元や形で促す側面を持った」と推測している。 

特に集団的活動では、1928 年の立ち退き問題において、市民館が住民と市役所の交渉場

所で使われて行政との接点となり、「住民の主体的な集団活動」や「住民側の要求自覚」を

刺激する側面があったと推察している328。施設は治安維持を動機としつつも「住民の結集

や集団行動を抑制したわけでなく、むしろそれさえを〔も〕条件にして住民の活動は展開

した」のであった329。 

 関東でも、例えば東京市滝野川区では、北豊島協同組合の北豊島協同会館があり330、1930

年代に日本労働学校短期講座が行われていた。また、同地の東京府社会事業協会のセツル

メント･王子隣保館では、下松桂馬館長が階級協調の立場で 1924 年から王子学院を設けて

労働者教育を行い、1928 年の大日本人造肥料王子工場排煙反対運動の中で生まれた無産大

衆党北豊島第二支部発会式で、王子隣保館が活用される場面もみられた331。 

労働者街での公営セツルメント実践は社会労働運動との接点が多く、施設利用や隣保館

の事業を通じて、社会労働運動の拠点や会場として施設が機能することもあったと考えら

れる（第 4 節参照）。 

 中間層にとっても、施設は生活難を緩和する期待を寄せる対象であった。行政が「上か

ら」施設を投下したり、方面委員をはじめとする地域支配層や議員が施設設置を希求した

                                                 
325『紀伊毎日新聞』1918.9.14（松尾尊兊『大正デモクラシー』岩波書店、1974、同時代ライ

ブラリー版、1994、pp.190-191） 
326 佐賀前掲 p.296 
327 『密住地区居住者の労働と生活』労働調査報告第 36 号、大阪市社会部調査課、1925、

pp.303-304（位置図は p.33） 
328 佐賀前掲 pp.324-325 
329 同 p.399。大阪の都市地域社会については、酒井隆史『通天閣 新･日本資本主義発達史』青

土社、2011 も参照。 
330 前掲『北区史』通史編 近現代、p.325。会館は労働学校の会場でもあった（第 6 章【表６

－３】）。 
331 同 p.323 
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りするだけではなかった。町会の婦人会が「託児所や授産場はどこに設けたら最も便利で

あると云ふ事」を市行政に訴えるなど、住民が施設要望を伝えるケースもあった332。社会

事業施設は下層社会を対象としていたが、前章でみたように、中間層の施設利用が一時常

態化しつつあった。東京府社会事業協会の大井隣保館では、「比較的余裕のある家庭の奥さ

んから、今度隣組長に推薦された為め、是非幼児の保育を頼みたいと言ふ切なる申し込み

もあつた」という333。 

 

２．加藤義一の住民運動 

 

都市スラムの住民の施設要求は史料的制約があるが、ここではその一端を東京府三河島

町の住民運動にみてみよう。 

東京府は同潤会に委託して、不良住宅地区改良事業として三河島町 8 丁目、9 丁目の千

軒長屋のスラムクリアランスを行い、1932 年に 310 戸のアパート建設に着工した。三河

島共同住宅は 1933 年に竣工し、鉄筋、木造あわせて 509 戸が建設された。 

これに対し、香川県生まれの大工･加藤義一は三河島の千軒長屋の住民を組織して、住民

運動を展開した。住宅の「管理は相当の権能を認められた人を其の掌に当らし、合議委員

会制にして居住者の偽りなき内情を知ると共に、不当なる強制扱を排して民意重点の方法

を執ることが必要」との考えから、「住宅管理に居住者を参与せしめて相談せよ」という「居

住者の自発的な要求」を、東京府への嘆願運動に組織した。 

しかし、当局は「東京府の管理権を侵害するものなりとして絶対に承認せず」と回答し

た。あくまでも施設は設置も管理も「上から」なされるもの、という行政の姿勢がうかが

えよう。 

運動の際、加藤はアパートに隣接する隣保館･授産場新設を同時に要求した。彼によると、

隣保館要求理由と背景は次の通りである。 

 

「元来此の〔三河島〕隣保館新設の導火線は私が久しく主張して来たるものであつて、

〔中略〕然るに愈よ新設する事となるや、之が経営を東京府は行はずして西本願寺社

会部の経営に託し仁風会館と併合する事に決定を見たる由。実に愚策である。私が隣

保館の必要を提唱したる理由は、不良住宅改善に依る住宅諸費の負担に堪えざる居住

者の生活向上を目的として力説して来たのであつて、住宅より離れたる不便の地、而

かも府営住宅に対して何等積極的に働いて居ない仁風会館に託する事は反対である。

334」 

 

彼は住宅に附帯して「父子ホーム母子ホーム隣保館授産場等の設備」を求め、「向上機関

としては府営浴場、府営隣保館、府営授産場、労働市場との連絡等々として行ふならば、

                                                 
332 『婦人の観た東京市政』東京市政調査会、1927、pp.172-173（住友陽文『皇国日本のデモ

クラシー』有志舎、2011、p.188） 
333 前掲『東京都福祉事業協会七十五年史』p.242（『厚生事業』1932.12） 
334 加藤義一『東京府営三河島不良住宅改善の失敗』（パンフレット）1936 （南博編『近代庶民

生活誌』第 6 巻、三一書房、1987、pp.396-407） 
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住宅と生活に即して向上が出来る」と考えた。 

先駆的居住権闘争ともいわれるこの住民運動で、隣保館を住宅に附帯･設置することが生

活向上に必要なものとして住民側から求められた。ということは、隣保館の存在価値･機能

が認められ始めていたといえよう。 

1937 年に至ってようやく「荒川区三河島所在府営住宅ノ福利施設トシテ」三河島隣保館

が建設され、府の方針通り「築地本願寺社会事業部ニ委託」して事業が開始された。東京

府社会課は、「経済的更生ト精神的訓練、衛生思想ノ普及等極力啓発向上ニ努力センガ為福

利施設ヲ充実シ事業本来ノ目的達成ヲ要スル現状ナリ」と記して、行政意図を示している

335。 

 

 

第４節 セツルメント職員 

 

 住民各層、社会運動の側から施設設置要求がみられるようになったのは、既存の公営セ

ツルメントの事業･活動に一定の評価や支持があったことを裏付けている。また、第 3 節

でみたように、集団行動形態を抑制するのではなくむしろ促進したのは、施設職員の役割

が介在しているからであろうと思われる。職員が住民に施設を通じた行動形式を経験させ

たこと（あるいは容認したこと）が、住民の施設受容と要求の促進要因･背景となったので

はなかろうか。セツルメントの職員について、その一端をみてみたい。 

 

１．勤務形態 

 

1932 年 3 月末現在の市民館の職員体制は、15 館中 13 館が「館長、指導手、保健婦、

保母長、小使、雑役婦」各 1 名、「保母」4 名、「嘱託」2 名の計 12 名であった336。相当数

の職員を擁しているが、託児関係の人数が多い特徴がある。 

公営セツルメントの職員の勤務形態は通勤が主流であった。東京府社会事業協会の隣保

館は相当割合の住込勤務の職員がいるが、東京市と大阪市の市民館は、住込は各 4 名に過

ぎなかった337【表４－１・２】。 

東京府社会事業協会の南千住隣保館と東京市営の大塚市民館長を務めた内片孫一は、施

設内部に住込の形態がよいとし、「内部の人は其処だけに専念して、児童などにしても『入

らつしやい』と云つては自分の方へとひつぱつて来るが、〔通勤で〕外に居ると、漫然とし

てこゝだけを中心にすると云ふ一ヶ所の専念さが薄らぐきらひがある」と述べている338。 

しかし、現実問題として施設に職員の居住空間を割くことは難しかったし、所帯を持つ 

                                                 
335 「昭和一四年二月学務部長事務引継書」（社会課事務引継書）1939、『都史資料集成』第 10

巻、東京都公文書館、2011.2、p.149 
336 『東京市社会事業要覧』昭和七年版、東京市社会局、pp.260-288 
337  『昭和九年 東京府統計書』 東京府、1936、『大阪府統計書』昭和十年版、1937 
338 内片孫一発言「セッツルメントの実際（座談会）」『社会事業』1930.6、p.81 
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【表４－２】 東京府社会事業協会隣保館の職員勤務形態 

     

館 名 
通   勤 住   込 総 

計 

うち 

無給者 

Ａ ＝ 事務、託児、教化部門等

の館長、主事、事務員、保母、

小使など 

Ｂ ＝ 講師、医師、法律相談員

等の保育以外の専門家 

 

住込  計 11人の内訳 

＝ 保母 3、助手及小使 3、 

事務員 2、産婆 1、 

図書部事務員 1、主任 1 

Ａ Ｂ 計 Ａ Ｂ 計 

南千住 10 1 11 1 1 2 13 5 

王 子 7 11 18 1 0 1 19 2 

大 井 7 24 31 0 0 0 31 5 

大 島 7 2 9 1 0 1 10 3 

和田堀 4 4 8 5 0 5 13 3 

尾 久 4 0 4 2 0 2 6 0 

計 39 42 81 10 1 11 92 18 

 （人） 

『東京府社会事業協会一覧』 東京府社会事業協会、1927 

 

者は通勤形態にならざるを得なかった339。 

実際に住込形態のセツルメントは、「帝大セツルメントを見るのみであつて、他は何れと

も附かないもの340」だった。官民通じて稀有な例である東京帝国大学セツルメントにおい

てさえも、試験期間や夏季休業時は手薄になり、休み明けになると戻ってこない学生が出

て、「指導者の顔ブレが絶えず変るので接触者、被指導者との間の、親しみ、理解が持てな

                                                 
339 興望館セツルメントで活動した瀬川和雄氏は「一般に、家庭もちの男性がセツルメントの

住込職員になることは考えられなかった」と回想している（2008.8.11、筆者による興望館での

聞き取りによる）。 
340 「セツルメントの従業員」『社会事業研究』1929.5、p.14 

【表４－１】 東京市の市民館館長と職員の勤務形態 

館  名 館長名・職員数① 住込② 通勤② 館  名 館長名・職員数① 住込② 通勤② 

 月 島 丸井玄信、11 0 29  藍染町 菅原亀五郎、11 0 13 

 明石町 川並香順、19 1 17  龍泉寺町 高宮五郎、12 0 10 

 白金三光 折田千春、１１ 0 4  玉姫町 今野壽、11 0 13 

 麻 布 田澤三郎、10 0 15  江東橋 齋藤一暁、11 0 139 

 赤 坂 （不明） 0 8  押 上 近藤誠一郎、14 0 9 

 四 谷 菅美定、10 0 12  古市場 辻松一、10 0 6 

 東榎町 小野盤彦、不明 1 11  本村町 安達正太、10 0 23 

 大 塚 大迫元繁、12 0 74  千田町 佐藤季治、5 0 8 

 久堅町 眞木要、10 1 10  富川町 鎌田海北、12 1 17 

住込 0.9％、  通勤 99.1％ 4 418 

① 『東京府管内社会事業施設要覧』昭和九年三月、東京府社会課、1934 

    館長名の右の数字は同史料記載の職員数（兼任含む） 

② 住込・通勤のデータは、『昭和九年 東京府統計書』 東京府、1936 

（人） 
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い」と指摘されていた341。 

 

２．職員の経歴と意識 

 

市民館職員は市吏員で、セツルメント事業に熱意をもって従事するかが問われることに

なる。馬島僴が 1929 年の東京市議会で「隣保館ナルモノハ、教化事業本来ノ性質ニ鑑ミ、

館長ノ人格ヲ通ジテ、労働者其他ノ無産階級ヲ教養スベキモノナリト信ズルガ、本市ノ場

合ハ唯主事級ノ人物ガ館長トシテ事務ヲ執リツヽアルニ過ギザルノミ」と指摘して、館長

の人選について市長に質している342。 

実際の職員の力量等については不明であるが、市民館職員の中には、後の方面館時代も

含めれば、一部に多彩な職員がいた。 

寺島方面館の浦辺史は、小学校･青年訓練所教員出身で、東京帝国大学セツルメント職員

等を経歴とし、戦後は社会福祉研究者（日本福祉大学教授）だった。玉姫･高橋の両方面館

で保母を務めた鈴木とくは、東京帝国大学セツルメントの託児部保母だった。のち愛育隣

保館（同セツルの後身）、東京都立保育園長を歴任した。 

本村町市民館雇員･松本征二は、東京帝国大学セツルメントのセツラー出身で、東京市社

会局調査掛から市民館に移り、のちに厚生省社会局課長を務めた。内片孫一は、在米 20

年を経て 1929 年度まで東京府社会事業協会の南千住隣保館長を 7 年間務めた後、1930 年

4 月から大塚市民館長を務めた。江東橋市民館長･田中法善は、就任前に愛国婦人会隣保館

長の後東京市社会局で市民館整備に携わっていた。明石町市民館長･川並香順は、埼玉県青

少年感化院、協調会（教務課･労働学校主事）、東京市社会局保護課などを経歴に持ち、戦

後、聖徳大学を創立した。藍染市民館長･菅原亀五郎は、「公民館」構想を 1932 年に提唱

している。大迫元繁は東京市労働課長兼救護課長、同初代社会教育課長、少年団日本連盟

（後藤新平総裁）副理事長、初代宮崎市長などを経て大塚市民館長を務めている。その後、

戦中戦後にかけて淀橋区長、港湾局長、自由党から参議院議員選挙全国区に出馬し落選、

日本科学振興財団理事、全国知事会事務局長、平和島競艇場取締役社長などを歴任した。 

大阪の市民館では、松澤兼人が東京帝国大学基督教青年会時代に志賀支那人に見出され、

市民館主事に就いたが、後に大阪労働学校主事、関西学院教授、戦後参議院議員（日本社

会党）という経歴を歩んでいる。 

このように、戦前戦後に官界、社会運動双方の各分野で活躍した人物も認められる。こ

れらを市民館職員全体に一般化はできないが、館や事業によっては相当の内容の充実がみ

られたことや、市民館事業の経験が、多かれ少なかれ職員経験者の思想形成や実践蓄積に

影響したことが推察できよう。 

このうち、教員出身だった浦辺史は「生活綴り方運動や新興教育運動をやってクビにな

ったものが、隣保館やセツルにもぐりこんだ、ぼくみたいなそういうのはあったかもしれ

ませんね。そして、相変わらず教師だったから、そういうところでも子どもの教育に取り

                                                 
341 半谷玉三『大都市社会事業視察報告書』1931（『戦前社会事業調査資料集成』第 10 巻、勁

草書房、1995、p.933） 
342 「方面委員及一般社会事業施設ニ関スル質疑応答」1929.9.20（『東京市会史』第 7 巻、東

京市会事務局、1938） 
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組んだ」と、「教育という構え」でセツルメントの実践に向き合ったことを回想している343。

公営セツルメントでは、東京帝国大学セツルメントなど民間のセツルメント出身者、元教

員など、社会事業や教育関係者が職員として従事していた。このことは、公営セツルメン

トの教育的、社会運動的性格を形成する一要素であったと思われる。 

初期の市民館には、デモクラシー思潮の影響もあって、社会的デモクラシーの姿勢が濃

厚であった。横浜社会館の左右田喜一郎館長は開館式で、権利主体としての労働者と社会

政策の履行義務を有する行政について指摘して、社会権を先取りする見解を示し344、大正

デモクラシーの価値観を体現していた（第 6 章第 1 節参照）。 

1928 年に市社会局の田中法善は、「隣保館が持つ運動精神は社会連帯の共同責任感の下

に社会デモクラシーを求むる所に在」るとした345。1927 年に横浜市の隣保館では、施設

概要･目的を次のように謳っている。 

 

「均しく『人間』として『生存』する権利を附与せられながら、薄幸にして低級陰鬱な

る『生活』を営まねばならぬ事は、其人としても、社会としても誠に悲しい事であり

ます。しかも又其肉体の中に宿る尊貴なる『知能』『精神』が教養啓発の機会をすら与

へられず、その『人間性』が蠢動のまゝに、暗黒の裡に棄てゝ顧みられぬとしたなら

ば、凡そ之より悲しむべき事柄はありますまい。則ち隣保館は他の諸般の『生活』に

対する社会施設に対応して専ら其力を此精神的方面の打開充実に傾倒する社会施設の

一であります。346」 

 

大阪市の北市民館長･志賀支那人は、労働運動の会場に市民館を積極的に貸していた。例

えば、1923 年 4 月に日本労働総同盟関西同盟会大会が北市民館で開催され、「関西労働運

動界の猛者が集つて議席を埋め、傍聴席にも大阪労働学校教授連や社会主義者、婦人社会

運動家等が多くの労働者のあいだに顔を出し」と報じられている347。社会労働運動への関

与は貸館だけではなかった。『大阪毎日新聞』記者･村嶋帰之によると、「志賀氏の演説は闘

士型の激しいものではなく、静かな座談風のものだったに反し、私はやや扇動演説風だっ

たので、私と一しょになると『ぼくに先にやらせて下さい、その方がやりいいから』とい

って前座を買って出た。〔志賀は〕市民館ホールも労働組合の集会に喜んで提供した348」

という。 

1929 年に大阪セツルメント協会は、「社会の現状が非協同的非デモクラチツクだから、

セツルメントとしては、この急所を狙つて、デモクラチツクな協同の精神を以てその方法

                                                 
343 座談会「『教育福祉』問題の現代的展望」1973.11 開催（小川利夫『社会福祉と社会教育』

小川利夫社会教育論集第 5 巻 亜紀書房、1994） 
344 左右田喜一郎「横浜社会館開館式に際して」（1921.6.13）『左右田喜一郎全集』巻第三、岩波

書店、1930、p.604 
345 田中法善「東京市に於ける隣保事業」『東京市公報』1928.3.24、p.561 
346 『第三隣保館概要』横浜市第三隣保館、1927、冒頭（頁なし） 
347 「新らたに設置される『婦人部』と『国際部』」『大阪時事新報』1923.4.2 
348 村嶋帰之「公営隣保施設の創始」『大阪社会福祉新聞』1961.4（『新聞社会事業と人物評論』

村嶋帰之著作選集第 5 巻、柏書房、2005、p.204） 
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を打立てることが必要」という見解を示している349。 

東京府社会事業協会の王子隣保館館長･下松桂馬と南千住隣保館館長･内片孫一は、次の

ように述べている。 

 

「隣保事業は社会教育の事業だと思ふ。今までの社会教育は特権階級に便利になるやう

民衆を指導することであつたが、それとは異つた意味で義務を履行すると共に権利に

目覚めた完全なる市民をつくるといふことを主眼としなければならぬ。階級的解放に

付ても種々な立ち場から考へ得る。隣保事業は階級闘争の立ち場に立つべきものでな

く、各階級相互の理解をもつて合法的方法で政治的に社会的に進んでは経済的にも民

主々義的社会の建設を期する解放運動だと思ふ。公営は或る場合には干渉を受けるこ

とが多いので旧来の考へ方の社会教育に流れやすい恐れがあるから此立場から考へる

と不便だと思ふ350」 

 

「隣保事業は民主的社会運動であるが故に、他所から来て仕事をする場合でも絶対に此

精神によらねばならない。事業家がどんなに高遠な理想をもち又社会改善を称へても、

対象たる民衆がこれに和して協力するのでなければ、真の社会改善は行はれない。且

つ此運動は決して天降り的命令によつて行はれるべきものではないから、此事業に従

事するものは土地の人々を充分に理解して其仲間の一人となつて指導し得る者でなけ

ればならない。351」 

 

このように、社会労働運動に直接関与せずとも、認識の差こそあれ住民の生活要求や権

利意識に理解を示し、社会デモクラシー実現の意図や意識を抱く職員が少なからずいたこ

とが、施設が住民に受容･支持された背景であろう。 

しかし、多くの公営セツルメントでは1920年代末以降は社会運動等と距離を置いたり、

社会問題との対峙に消極的だったり躊躇したりする例の方が多かったと思われる。 

1930 年に催された座談会では、公私双方のセツルメント職員が政治･社会運動との関わ

りについて言及している。日暮里愛隣園（民営）の谷川貞夫は、「労働学校にかしました関

係から、土地の地主や襤褸問屋から社会主義の巣窟だと思はれ誤解されました。が今回の

選挙で、教室を開放しましたので、一党一派に偏せぬ公平さを土地人に知らしめました」

と述べ、これに内片孫一（東京市大塚市民館）が「僕も政治運動に講堂をかしました。大

胆なことではあつたが。最初無産党に貸すと、既成政党も使用するやうになる」と応じ、

吉見静枝（興望館セツルメント･民営）も「私も青年団や政治運動に、心配しながら貸しま

したが、皆様のお話をうかゞつて安心しました」と述べている352。セツルメントが政治社

会運動とどう関係するか、躊躇したりバランスをとったりしながら模索している様子が分

かる。 

                                                 
349 大阪セツルメント協会「はしがき」『社会事業研究』1929.5、p.12 
350 下松桂馬発言（1928 年 10 月 15 日の隣保館長会議における「東京府社会事業座談会」にて）「隣保

事業の経営主体に就て」『東京府社会事業協会報』1928.11、pp.98-101 
351 内片孫一「セッツルメント事業の方法」『社会事業』1930.6、p.41 
352 前掲「セッツルメントの実際（座談会）」p.89 
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「思想善導」「中立」「階級融和」の立場からすれば、労働者教育の「先鋭化」に対して

警戒し慎重になるケースもあった。横浜市の第一隣保館の前身、公衆集会所の管理規定は、

第 4 条で「政談ニ関スルモノ」「風教ニ害アルモノ」は使用できないことになっていた353。

集会施設が政治･社会運動の拠点になることへの警戒は依然としてあり、隣保共助･相扶の

実現のための方途としての集会を可能にする施設と、集会することで民衆のエネルギーが

政治や社会変革に向かうことを可能にする施設の性格の間にあって、職員の施設管理運営

は次第に前者のみに傾いていく。 

上述の座談会で、出席者はそれぞれ次のように述べている。内片孫一は「千住〔南千住

隣保館〕で労働問題研究をやつて、其筋から誤解されて調査に来られたことがあつたが、

クラブ事業としてこの労働者教育は実に六敷しいですね」、「警察の監視もありますしね」、

谷川貞夫は「二十人程で研究会を開いたことがありましたが、警察の監視が厳重で自分の

故郷まで調査されたことがありました」、原泰一は南千住隣保館で「労働者教育をやり、商

科生〔東京商科大〕の為に S･P･S〔労働学校〕のビラをまかれて、上田貞次郎〔同大教授〕、

内片孫一の両君は呼出されたことがあつた」、下竹房敬（東京府社会事業協会･大島隣保館）

は、「労働者教育もよいが、一方警察からにらまれると同時に、運動者から悪利用されて、

ビラを撒いたりして同志に勧誘されるので閉口しますね」と、それぞれが労働者教育の困

難や社会労働運動との関係の難しさを現場で実感していた354。 

1936 年に至ると、吉見静江は「隣保事業と社会放〔改〕良運動とは紙一重のもので大い

に握手しなければならないと思つて居りましたが、事実に於て果して為されてゐるかどう

か。或はさういふ意識があつてもそれを表面化することは不可能な状態にを
マ マ

かれてゐるの

かも知れませんが……355」と述べ、シンパシーを感じながらも「握手」も「表面化」も不

可能になっていると述べている。 

自己教育活動や社会労働運動と、「思想善導」の公権力装置としての隣保事業の狭間にあ

って、彼らがどのような矛盾や葛藤を感じていたのか、施設を通じて地域に根差した活動

を展開した戦間期のセツルメントの、個別実践研究の蓄積が求められるところである。 

これらは、社会教育史や民衆教育･自己教育運動史の歴史遺産として挙げられる自由大学

運動などの動きに比べれば実に慎重で、可能性のレベルにとどまるものであった。むしろ、

その後戦時体制を地域で積極的に支える役割の方が大きかった。 

しかし、戦間期についてみれば、都市公営セツルメントをめぐる施設要求の諸相と職員

の意識から、施設には都市民衆管理と運動促進の両義的機能があり、両者のせめぎあいが

あることが、職員の役割の大きさとともに認められる。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
353 「横浜市公衆集会所管理規程」1924 
354 同 pp.84-85 
355 吉見静江発言「隣保事業座談会」（1936.10.9）『社会福利』1936.12、p.71 
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第５章 セツルメントをめぐる議論 

 

 

 

はじめに 

 

都市公営セツルメントの創設と量的展開は、社会事業界に議論を起こした。森田明美が

議論の簡単な整理を行っているが356、本章では施設の観点からみてみたい。 

公営セツルメントをはじめとする実際の量的展開に対してなされたセツルメントをめぐ

る議論は、地域配置の総合的施設という意味では初期公民館に通じる議論であり、同じ地

域施設のあり方の議論をみる上で示唆に富む。施設を伴う戦後公民館の性格をめぐる議論

の先駆けでもあるとの見通しに立って、戦間期都市の社会局･社会事業行政をはじめとする

社会事業界の議論を検討する。 

 

 

第１節 経営主体をめぐる議論 

 

公営セツルメントの登場に対してなされた議論では、公営批判を通じて、セツルメント

の本質が民営であるとの主張があった。 

1925 年の『日本社会事業年鑑』は「欧米では官設又は市設（或は公設）のセッツルメン

トと云ふものはな」く、日本の「変則的な官設セッツルメント」は、次第に『年鑑』に掲

載されなくなるだろうと予想している357。1930 年に中央社会事業協会の機関誌『社会事

業』が、特集で社会事業関係者 8 人にセツル経営主体は「公営か私営か」を尋ねたところ、

ほとんどが公営否定か、公営を否定はせずとも私営が望ましい、という回答であった358。

また、牧賢一は「正しき意味での社会教育を本来の使命とするセツルメント事業

Settlement Work こそは自由なる私人に委ねられたる仕事」と、民営を是とし359、生江孝

之、海野幸徳らも民営論だった360。 

一方で都市社会行政の関係職員からの公営擁護論もあった。1932 年の全国隣保事業並保

育事業協議会決議は、「会館其の他の設備並之が経営に相当多額の経費を要する関係よりし

て公的経営も亦必要」との見解を示した361。日本初の公営セツルメント、大阪市北市民館

の館長･志賀志那人も、施設の充実や財政基盤から次のように公営セツルメントを肯定した。 

                                                 
356 森田明美「わが国における戦前セツルメント活動の実証的研究（一）」『清和女子短期大学

紀要』16 号、1987、pp.130-131 
357 『日本社会事業年鑑』大正 14 年版、大原社会問題研究所、p.18 
358 小林正金「日本に於けるセッツルメント事業は」『社会事業』1930.6 
359 牧賢一「無産階級の自己解放に参与するセツルメント事業」『社会事業』1928.7、p.26 
360 森田前掲 p.131 
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「吾々は、私営セッツルメント事業でなければ、夜が明けぬとは思はぬのである。いろ

いろな経営形態があつてよろしい。百花を咲き乱して、五月の花園をつくるがよろし

いとする者である。だから、公営を『変則的な』セッツルメントとはしない。〔中略〕

セッツルメント事業には、細胞構成的の個別的事業と有機体建設的の集団的事業との

二大分野に分けることが出来る。即ちセッツルメント事業には分業が成立するのであ

る。〔中略〕集団的事業、連絡統制、研究、運動、設備の要する事業（他の設備を容易

に利用し能はぬ事業の意味）等は公営セッツルメントによつてなさるべき事業であり、

個別的事業、身上･法律･職業等の各相談、個別調査、設備のいらぬ事業（他の設備を

容易に利用し能ふ事業）等は私営セッツルメントによつて、なさるべき事業である。

なぜと云ふに、公営による時は建物･設備が比較的に容易に且つ大規模になし能ふを得、

これを根拠として統制的機能を発揮し、事業政策を施行するに便利であるからである

362」 

 

 つまり、設備を有する施設の外的条件･環境の有無によって公営･民営の「分業」が成り

立ち、双方の共存･協力で補い合えばよいとしている。東京市社会局の田中法善は、「私設

団体に於て容易に設備することの出来難い特殊な施設を〔公営施設が〕なす」ことが、公

営の「使命の一つであることを認め」、公営が民営の不足を補う考えを示していた363。 

 しかし、実際は公営と民営施設の競合例があった。小石川隣保館に隣接して設けられた

大塚託児所は「隣町仲町にある〔日本〕女子大学櫻楓会託児所から収容児童の対象区域を

同じくするので、該〔大塚〕託児所は落成一ヶ年後の今日みすみす立ちぐされのまゝ」の

状態に陥ったという364。一方、牧賢一はこの「〔小石川隣保館･大塚託児所に〕近接せる某

私設託児所との係争問題」を取り上げ、逆に、「公営事業の無思慮」によって民営が「泣き

寝入りに終る」状況を指摘している365。いずれにせよ、公営民営相互に近接してマイナス

の影響を生じる実際例があったわけである。 

1931 年に早崎八洲は「隣保事業と隣保館事業とに区別する必要に迫られてゐる」のは、

公営と民営の違いが背景にあり、「市は隣保館を建てることは建てるが、その事業は民間の

団体なり個人なりに請負はせることを得策とする」と主張した366。 

 公営セツルメントは、公的な社会保障や社会教育の観点よりも、施設設備を有する点を

根拠にその存在と必要が認められるものであった。 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
361 『日本社会事業年鑑』昭和八年版、中央社会事業協会、p.330 
362 志賀志那人「セッツルメント事業の形態」『社会事業』1930.6、pp.45-48 
363 田中法善「小石川隣保館に就て」『東京市公報』1928.8.28、p.1634 
364 「大塚託児所開所」『東京府社会事業協会報』1928.9、p.55 
365 牧賢一「東京市に於ける社会事業の一般を批判し其のセツルメント事業を論ず」『東京市社

会事業批判』東京市政調査会、1928、p.165 
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第２節 施設のあり方・規模 

１．会館主義・デラックス施設批判 

 

 施設設備を備える公営セツルメントに対し、その内容が大規模であったりデラックスで

あったりすると、「会館主義」の弊害批判を招いた。 

賀川豊彦は、公営セツルメント登場前の 1919 年、国内外のセツルメントの事例から

「会 館 式
インスチチユーシヨナル

殖民事業」を批判している。「会館式になると、あまりに事務的になり、引籠り
、 、 、

主義
、 、

にな」ることを彼は危惧していた367。 

1920 年代以降、公営セツルメントが登場すると、「たゞ建物が立派に出来、其事業形態

さへ完全に出来れば、其処に隣保館が既に出来上つたと思ふものゝ多いことを遺憾とする

368」という声や、事業が「隣保」事業ではなく隣保「会館」事業として進められている、

といった声があった369。 

京都の無産政党議員･半谷玉三の視察報告は全体的に豪華設備批判で占められている370。

横浜市の隣保館に対しては、「鉄筋三階建の如き余り堂々たる建物を持つ事は、この種の事

業の対象である無産階級――特にカード階級の日常生活の環境と余りにかけ放れて、一種

の威圧を感じ、自分の家と云ふ親しみを奪はれてゐるので、折角の施設がその半分の使命

も果してはゐないだらう〔中略〕三百名以上も収容し得る立派な講堂を備へてゐるが、料

金が高いので殆んど利用されてゐないとの事。お役人の仕事にはかうした類が随分ある」

と評し、大阪市の北市民館に対しては「事業項目は健康相談及び診療、児童保育、授産、

少年職業紹介、一般教化其他であるが、項目のみ多くして、実際の成績は何等見るべきも

のがなく、堂々たる建物が徒らにその無能をかこつてゐるのみ」と厳しい。 

 東京市の市民館は、復興建築の時期の建設ということもあって、【表３－９】（第 3 章）

に掲げたように、多くが鉄筋コンクリートの相当規模の施設だった。 

特に批判の的になったのは小石川隣保館であった。その立地と規模内容が地域の実情に

そぐわないとして批判が起きた。 

猪間驥一は「貧困者の友の家として設立される施設は鉄筋コンクリートの建築、室内に

リノリームを敷きつめ、シヤンデリア輝く堂々たる宮殿でなくても差支へ無いのだが、事

業当事者は、さうしたものゝ建設を以て事業の発展として誇らんとする。大塚に目下建築

中の隣保館の如きはこの一例371」と批判した。 

磯村英一は「〔復興事業〕基本計画が、余りに建物の復興にのみ偏した」と指摘、例とし

て小石川隣保館を挙げ、「徒らに堂々たる、然も社会事業としての利用価値少き会館を建設

せるが如き」は「不満足」と評している372。 

                                                                                                                                               
366 早崎八洲「都市社会事業『40A.D.』」『社会事業研究』1931.2、pp.52-53 
367 賀川豊彦「貧民窟殖民館の事業に就て」1919（『賀川豊彦全集』第 8 巻、1962、p.495） 
368 早田正雄「隣保事業戯論」『東京府社会事業協会報』1928.11、p.27 
369 小林前掲 p.76 
370 半谷玉三『大都市社会事業視察報告書』1931（『戦前社会事業調査資料集成』第 10 巻、勁

草書房、1995、pp.945-958） 
371 猪間驥一「東京市社会事業一面観」『都市問題』第 6 巻第 6 号、1928、pp.67-68 
372 磯村英一「帝都社会事業の地方分権確立に就いて」『社会福利』1933.11、pp.3-4 
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牧賢一は同館を「余りにもセツルメント本来の姿と相懸絶した継子である。東京市に於

ける独特の施設とすれば未だよし、隣保館と呼びセツルメントと称するに至つてはもはや

堪へ得ざる僭称」とまで批判した373。 

施設による事業展開を目して多くの隣保館が都市に建設されたが、施設があるゆえに陥

りがちな「会館主義」の弊害が指摘され、事業や機能と物的施設との関係が議論されたの

であった。 

 

２．施設の設置場所 

 

立地や対象地区をめぐる議論を、小石川隣保館開館時の批判からみてみよう。 

 

「〔小石川隣保館の〕設備はまばゆきばかり立派になる筈である。斯うした公会堂式の施

設が取り分け少い東京西北部に設けられる事は、夫自身何等批議すべきでないが、貧

民地区の教化を本来の使命とするソーシアル･セツルメントの名に於て、斯の如きもの

が中流階級住宅地の中心に出来るのは、果して如何あらうか374」 

 

「〔小石川隣保館〕が細民地域

としては首肯し得ざる地域に

堂々四十余萬の経費を投ずる

が如き挙を敢てする事は、〔中

略〕市当事者の切に慎重なる

態度を望むものである375」 

 

 中央社会事業協会の牧賢一

は、館が中流以上の住宅地区

内にあり、事業対象と目され

る「細民地区の氷川下町は約

三丁を、白山御殿町は約六丁

以上を隔て」ており、しかも

両町周辺の「不良住宅は取払

はれる計画のある所」だとし

て批判した376。厳密な意味で

対象地区内に「セツル」する

ことを重視すると、「三丁」（約

327m）の距離も批判の対象

                                                 
373 牧前掲 p.179 
374 猪間驥一「東京市社会事業一面観」『都市問題』1928、p.68 
375 磯村英一「都市社会の特質より見たる帝都社会事業の批判」前掲『東京市社会事業批判』

p.21 
376 牧前掲 p.179 

 

【図５－１】大塚市民館（小石川隣保館）の対象エリア 

『昭和五年度 大塚市民館事業要覧』東京市役所、1931 の掲載地図をも

とに筆者作成。塗りつぶし箇所…「主タル対象世帯地域」、右上の斜線エ

リア…第一方面区域、左下のエリア…第二方面区域、◎…方面事務所 

大塚市民館 

◎ ◎ 



   

116 

 

となった。 

 牧の批判に対し、市社会局の田中法善は「隣保館それ自身の機能からすれば、言ふまで

もなく要保護世帯の密集地域、殊に工場地域に施設すべきである。即ち本市に於いては本

所、深川方面を第一の適地とせなければならないであらう」としつつも、「意を施設の〔市

全体の〕分布上に廻らした時、本市が全市民を対象とする上から此等の欠陥を補ひ、斯業

施設の均等を図る事を念慮とせなければならない」ので、要保護世帯が散在する小石川に

設置した、と反論した。また、「隣接町村の併合より都制実施の実現を見るもの遠ひことで

はない。しかるときは巣鴨町宮下、向ヶ原等も本館の対象地域となるのみならず、現在地

は其の中央部に位するに於いて中央事務を掌理するには最も至便の地点となる」として、

将来の市域拡張後に同館が市全体の社会事業のセンターになることを強調した377【図５－

１】。 

 とはいうものの、立地に難があったことは否めず、6 年後の 1934 年に市社会局隣保掛

長･財部叶は、「開設以来茲に幾星霜、ともすれば従来地の利を得ざるに悲鳴を揚
マ マ

げ」たと

述べている378。 

 

３．小規模・簡易セツルメントの提唱 

 

 牧賢一は 1926 年度と 1927 年度の隣保事業施設費が計 55 万円余であることから、「例

へば下町方面の更に必要なる地区に一箇所十万円としても五箇所の施設が同じ経費を以つ

て設けられる」わけで、不適切な場所に大規模な隣保館を設置するのと、「より必要なる所

に之を分散せしめて幾多の小施設を設くると、果して何れが市民の幸福を齎すであろうか。

問はずして自明である。須らく小石川隣保館の如き施設は社会事業なる名称を捨てて一般

的なる公会堂とし広く対市民事業を目標とすべきであつて、斯る施設を社会事業と称する

ことは爾他の事業団体を誤り又市民を迷はすものである」と小規模施設を主張した379。 

彼の構想する「新しきセツルメント」は、本部とブランチで構成される「小教育的セツ

ルメント網」で、本部セツルメントには「稍々大なるホールと数多の小集会室或はクラブ

室を設け」、「宿泊室」「児童遊園」を設置するが、「ブランチ」セツルメントには「集会室」

または「クラブ室」のみで十分で、「長屋の一戸を借入れ或は特別なるものを造」る、とい

うものであった380。 

実際の東京市の市民館の施設規模は【表３－９】（第 3 章）の通りである。猪間驥一は

「隣保事業の如きは、細民地区に粗末な家を借入れて、主任人物中心の教化指導を行ひ、

該地区に教化徹底した場合には、惜し気なく速かに閉鎖して他に移る、と云ふ方法を採る

のが、寧ろ本来の目的に合するもの」とした381。磯村英一は、「仮設的建物の中に於て之

を行ひ、改善の効果あると共に速かに之を撤去すべき382」と述べ、将来的に撤退可能な施

                                                 
377 田中前掲 p.1635 
378 財部叶「伸び行く市民館事業」『東京市公報』1934.1.25、p.140 
379 牧前掲 p.180 
380 同 pp.174-177 
381 猪間前掲「東京市社会事業一面観」p.68 
382 磯村英一「ソーシャル・センターとしての社会事業」『東京府社会事業協会報』1928.5、p.50 
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設展開を唱えている。田中邦太郎は「堂々たる建物は要らない。社会施設の活動の中心機

関として簡易な隣保館がほしい」と主張した383。 

1930 年に大阪市立市民館のセツラーの後、大阪労働学校主事を務めた松澤兼人は次のよ

うに述べている。 

 

「私は、日本のセッツルメントが、会館式の壮大なものになつてゐるのを見て、甚だ遺

憾に思つてゐるものである。〔中略〕小規模のものが、各地区に多数組織せられること

によつて、大規模なものひとつより、より大なる効果を挙げることになる。セッツル

メントの使命は近隣と接触することにあるのだから、大きいもの一つよりも、小さい

もの多数の方が効果的である訳である384」 

 

 松澤は地域の必要に応じた「簡易セツルメント」を提唱し、「大規模の授産」「医療設備」

など施設的にできないものは他の機関の出張を頼めばよいとした。施設イメージは「木造

二階建の如きもの」で、借用形態も可としている。 

このように、大規模施設批判から、小規模な「簡易セツルメント」を設置する提案が多

くの論者、関係者によって示された。 

 

 

第３節 都市公営セツルメントの性格 

 

経営主体や施設規模だけでなく、施設が多機能で総合的な性格を持つ点に着目した議論

も展開した。まず磯村英一と安井誠一郎を例に東京市の都市官僚の都市公営セツルメント

論を検討し、次にその他の論者のそれを検討することを通じて、施設の性格について総合

性を軸にしてみてみよう。 

 

１．都市官僚の施設論・非施設論 

 

磯村英一は東京市の社会局行政の中にあって、公営セツルメントについて 1920 年代後

半から 1930 年代にかけて論じている。 

1927 年、彼は東京が「隣保共栄の観念」が薄い「全く烏合の衆」の大都市であることを

前提に、ドイツの「一寒村」のエルバーフェルト制度を「そのまゝ応用せんとしてその成

果にまどひ」、スラムが拡散しようとする時に「部落改善の隣保施設を企図せんとする」現

状に鑑み、社会事業施設構想を示した。 

それは、区役所に「社会事業施設を分立且つ集合せしめて之にソーシャル･センターとし

ての機能を持たしめる」構想である。従来の施設は各事業別に施設が「分散的なる為にそ

の効果に於て欠くる事あるを以て、之が廃合をなし同時に地方町村に於けるコンミュニテ

                                                 
383 田中邦太郎「或る地区の実状を提示して東京市に於ける社会事業の徹底を望む」前掲『東

京市社会事業批判』p.95 
384 松澤兼人「簡易セッツルメント提唱」『社会事業』1930.6、pp.59-61 
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ィ･センターに代るソーシャル･センターとす」るもので、その具体的な場は区役所であっ

た。当初彼は「隣保事業の如きは大都市に於ては漸くその固定的施設を不必要とならしめ

つゝあるを以て区役所を以てソーシャル･センターとなし」、「固定的施設」としての公営セ

ツルメントを不要とした385。 

なぜ不要かというと、「公営の隣保事業が〔中略〕稍々もすれば形式に堕し、事業遂行の

精神を没却し易き官公施設が精神的使命を以て最も重要なりとする社会教化運動は
マ マ

、特に

生活問題を基調する隣保事業は〔に〕進出する事はそれ自体に於て大なる矛盾を感ずる386」

と説明している。さらに、彼には区役所を拠点として「移動的隣保改善事業を為す」構想

とともに、「町会の円満なる発達助長」を促して町内会に方面委員事務を委任する構想が視

野にあった387。 

翌 1928 年 5 月にも、磯村は区役所と町会を活用する構想を提唱する。東京市の社会事

業のうち「特に隣保〔と〕方面の両事業」を重要視し、「その一展開策としてソーシャル･

センターを基調とする」とした。彼によると、そもそも「欧米に於てソーシャル･センター

乃至はコムミユニテイ･センターと呼ばれる運動は〔中略〕一の社会教育運動であり、目的

とする所は今日の国家的教育を政府の学校当事者が民衆化せんとする運動なのであつて我

国の文部省が近時『成人教育』の名に依つてその直轄学校又は各地の小学校及中等学校を

中心として行ふ社会教育に類似するもの」とまずおさえる。しかし、その「在来の術語に

制限されない」で、アメリカのコミュニティ･センターを参考に、「ソーシャル･センター」

を「特定地域を限界としての社会事業施設機関の集約的機能の発揮を称するもの」だと規

定し直す。そして「集団的中心」として区に着目し、「都市社会事業をばその一半を区に移

管して、小単位化すると共に従来の区役所をして更に明るきソーシャル･センターとする」

のである388。 

加えて 1,323 の「多数を有する町会の存在」にも「特定範囲の集団生活の総括的機能に

掌つて居る点」から着目し、「集団的中心の一」つに数えた389。町内会への着眼は戦時体

制下の町会･隣組の展開への接続の点で興味深い。 

 このように、磯村は 1927 年から翌年 5 月にかけて、区役所をソーシャル･センターとす

る構想を示して施設を不要とし、組織に着目していた。ところが、1928 年の秋ごろから公

営セツルメントを消極的に是認する。その論理は以下の通りである。 

 1928 年 11 月、彼は教育がセツルメント運動の本質だと確認強調したうえで、明確な指

導精神を持っている民営セツルメントの「意識的根拠が将して無産階級本来の目的に合対
マ マ

〔致〕するや否やは」疑問だと述べる。その疑問は、「意識的に目覚つゝある無産大衆に対

して、単なる観念的同情を寄する事が是なるや否や、更に又之を是なりとして如何なる見

地からして之を教育し、教化すべきであるか、将して階級意識を超越したる大所高所の見

地からして、教化をなし得るや否や、それは結局社会民主々義への完全な屈従ではないか」

                                                 
385 磯村英一「本邦社会行政の現在及将来」『都市問題』1927.11、p.58。この時期の磯村の社

会事業観については、源川真希『東京市政』日本経済評論社、2007、pp.128-130 
386 磯村前掲「ソーシャル・センターとしての社会事業」p.50 
387 磯村前掲「本邦社会行政の現在及将来」p.62 
388 磯村前掲「ソーシャル・センターとしての社会事業」pp.46-51 
389 同 p.48 
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というもので、続けて次のようにいう。 

 

「私営セツルメントを通じて意識的訓練を受けるよりも比較的白紙の立場にある公営セ

ツルメントを通じ、そのデパートメント式の社会施設を利用する事は当然あり得るこ

とである。即ち、茲にきわめて変態的ではあるが、過渡期の現象としてソーシヤル･

センターの性質を有し、比較的多数の社会施設を集合せしめたる公営セツルメントの

或程度の存在を肯定する事が出来ると思ふ。それはセツルメント本来の立場からする

時には明かに邪道であるかも知れない。然しかゝるクラブ式の会合を通じ、ソーシヤ

ル･エキスチエンジの役目を演じる事は、今日の社会状態から押して、公営セツルメン

トの最も得意とする方面ではないかと思ふ390」 

 

「大所高所」から「比較的白紙の立場」で行う公営は、民営よりも「無産大衆本来の目

的に」合致できる、という主張は官僚意識の表れともとれるが、ここで着目したいのは、

公営セツルメントが「比較的多数の社会施設を集合」した「デパートメント式」の総合的

施設設備を備えていることを以て論拠にしている点である。彼の公営セツルメント肯定論

も、他の論者と同様に、施設空間と設備を有する点と総合性を主たる根拠にしていた。 

 具体的にはどのような公営セツルメントを構想したのであろうか。 

 

「将来の方針として所謂教化中心の隣保館を建設するよりも寧ろ小規模なる綜合的社会

館と称するが如き相当永続的生命の存する施設を為し、稍もすれば分散的に経営され

むとする各種社会事業、例へば、人事相談、貸家貸間紹介、乃至は小規模の授産事業

乃至は前段の巡回助産機関迄も併せ行ふ事は、経費の節減の上よりして極めて具体的

の方法ではないかと思はれる。帝都復興の一事業として堂々一ヶ所七万円にも達する

託児所の建設は勿論必要であるかも知れないが、要は共存愛に基く社会施設の総括的

遂行に在るのであるから、之に附帯して各種の施設を為さしめ同時に方面委員の事務

所ともして、附近公私社会事業団体の交換所とするも極めて妙ではないかと思ふ。391」 

 

 託児所の附帯事業の形態で「教化中心」よりも経済保護などを行う「小規模なる綜合的

社会館」を設け、方面事業を含む各種社会事業を総合的に行う提案である。磯村の 1928

年の構想は、先に検討した賀川と安井の東京市役所入り及び、託児所の公営セツルメント

化提案に先立つものであった。 

1928 年当時、東京帝国大学を卒業したばかりの 25 歳の青年磯村は、以上のように恐ら

く苦心して、「過渡期の現象」として「公営セツルメントの或程度の存在を肯定」した。 

その後、市民館が増設され事業展開していた 1933 年に、東京市社会局長･安井誠一郎は

長期的視野に立った公営セツルメント施設観を示している。 

                                                 
390 磯村英一「セツルメント事業の機構とその転向に就いて」『東京府社会事業協会報』1928.11、

pp.4-7。彼は民営社会事業の「宗教的センチメンタリズム」と「人道的センチメンタリズム」

が「清算さるべき運命にある」と説いている（磯村「社会事業に於けるセンチメンタリズムの

批判」同、1928.9、pp.1-5）。 
391 磯村前掲「都市社会の特質より見たる帝都社会事業の批判」p.21 
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「セットルメント発達の始め五年乃至十五年の第一期は、地区の選定や住所の決定、近

隣との近附その他仕事の周知等の準備的事業の為費され、第二期に入つて大体適当な

る事業の確信を得て、固有の会館その他の設備が施される。今日多くセットルメント

はこの時期にある。之を経過すると事業の拡張が行はれ、特別の支部が設けられ、必

ずしも会館に依らざる第三期の事業に入る。我国の隣保事業も大体この第二期にある

ものが多いやうに思はれる392」 

 

 「固有の会館その他の設備」を設置する形態はセツルメント展開の一過程に過ぎず、将

来は「必ずしも会館に依らざる」時期に入る、というセツルメントと営造物施設との関係

を発展段階に位置づけてとらえた。 

また、「純粋の教育的セットルメント或はコムミュニテイ＝センターならばとにかく、居

住的セットルメント殊に隣保相扶をモットーとする隣保館の仕事と方面委員事業とは各種

の点で共通した所が多く、従つてこの両者の連絡提携が密接円満であればその齎す効果も

極めて大なるを期待出来る」としており393、教育機能よりも方面と隣保の両事業を併せて

行う総合的機能に期待している点、磯村との類似が認められる。 

 

２．総合性をめぐって 

 

セツルメントは総合性ゆえに着目され、期待され、実際に建設されたのであるが、総合

性をめぐっても議論があった。 

実際に東京市に市民館が誕生した後、所管の隣保掛長･財部叶は、市民館の性格を「単独

より綜合へ、孤立より連合へ、受動より能動へ」と表現し、「綜合的社会事業施設たらしむ

る立場に於て、各種の分化施設を調整し出来るだけ統合する」ところに求めている。この、

市民館における各種社会事業の「綜合」が、「結局本質的にも財政的にも所謂一石二鳥の利

益を齎らす」と位置づけている394。 

大阪でも、「託児所と称するものを至る所に孤立してポツリポツリと造つたり、職業紹介

所法に根拠を有するためか、職業紹介所をポツリポツリと造つたり、或は小さい図書館を

至る所に造つたりすることが現在までの一つの流行であつたが、是等は隣保事業化するこ

とに於て、最もその能率を発揮するものである395」として、公営セツルメントが各種社会

事業施設の分立的展開を総合化する点を強調していた。 

 諸事業を統合し、総合化する政策は、内実を伴ったのだろうか。半谷玉三は視察報告で

その点に言及している。彼は「綜合的」な施設について、「只ホンの申訳的に『こんな施設

もやつてゐます』と云つた、社会事業の見本を陳列した程度から殆んど一歩も出てゐない」、

「サンプル社会事業を打破せよ」と評し、各種社会事業の羅列に過ぎないと批判した。半 

                                                 
392 安井誠一郎『社会問題と社会事業』三省堂、1933、pp.309-310 
393 同 p.308 
394 財部前掲 pp.140-141 
395 大阪セツルメント協会（賀川豊彦、志賀支那人ほか執筆）「セツルメントの建物と設備」『社会

事業研究』1929.5、p.21 
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谷や牧らは「デパートメント」という表現を批判的文脈で用いていた396。 

当初、小石川隣保館は事業の 4 つの位置づけの一つに「隣保館は『社会事業のデパート

メントです』」と謳い、田中法善も【図５－２】に示した同館の網羅的な事業について総合

性を誇っていた。しかし、開館後の「本館の本領」は「デパートメント」の項目を削除し、

「文化事業の精髄」という表現に替えている397。 

1936 年に谷川貞夫は、「綜合的な形態を備へて居るからそれが即ち隣保事業だと云ふ考

へ方は訂正する必要がある398」と、総合性の内実を次のように問うている。 

 

                                                 
396 半谷前掲 p.989 
397 田中法善「東京市に於ける隣保事業」『東京市公報』1928.3.24、p.561、「本館の本領」『小

石川隣保館概要』東京市役所、1928、「本館の本領」『昭和五年度 大塚市民館事業要覧』東京

市役所、1931.4 
398 谷川貞夫発言「隣保事業座談会」（1936.10.9）『社会福利』1936.12、p.63 

 

【図５－２】 小石川隣保館事業一覧 （『小石川隣保館概要』東京市役所、1928） 
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「極端な言ひ方をすると手当り次第にやつてゐる傾向が窺はれる。はつきりした目標が

あるのかどうか疑はれるものすらある。やつてゐることが抽象的で行きあたりばつた

り的で、夜学もあり、クラブもあり、経済的方面では授産部ありで、それはもとより

必要なものに違ひないけれども、対象との関係に於て果して有機的に動かされてゐる

かどうかといふ点にも問題があるのではないでせうか。〔中略〕この事業はよせあつめ

事業位にしか見られていない場合もあります。399」 

 

 施設に総合性を備えて有機的に機能させるのではなく、事業の寄せ集めに過ぎない、と

いう批判である。米谷豊一も谷川の言を挙げながら総合性が内実を伴っていない状況を批

判している。 

 

「現下の隣保事業はかなり曖昧な立場に於て、所謂その綜合的社会事業の形態を比較的

形式的なる内容に於て漸く整えてゐるかに見られてゐる。〔中略〕なるほど、わが国に

於ける隣保事業の形態は、綜合的といふ語によつて表現されたる単なる概念の上に立

脚せるかの如くにも見られ得るであらう。〔中略〕所謂綜合的形態は、極めて必然的な

ものであらねばならぬ、しかしながら、それがたゞ単に各種の事業科目を綜合的に羅

列するといふことによつてのみ、隣保事業の意義を認めようとするならば、をのづと

対象との繋がりを希薄ならしむるより外ないであらう。400」 

 

公営セツルメントの性格の一つである「総合性」は、事業を施設に集中させることで対

象地域への事業を有機的に展開する多機能性を示すものであったが、ともすれば事業の羅

列になりかねない実態への批判もあり、その内実を問われるものであった。「行き詰まり」

とも指摘されつつ、総合的な多機能施設が地域にあることの模索･試行錯誤を十分に経ぬま

まに戦時体制に突入し、建設資材難もあいまって、施設によらない町内会の編成･動員に政

策の主力が移っていったのである。 

 

 

第４節 教育的セツルメント――教育機能の分化 

１．教育的セツルメント論 

 

これまでみてきた公営セツルメント論の多くは、教育をセツルの本質としつつも、多岐

にわたる地域の社会問題に対し多機能性･総合性を発揮する、社会的セツルメントの主張で

あった。一方で、事業や機能を総合するのではなく、むしろ分化する主張が民間セツルメ

ントの方向性の議論に登場した。特に教育機能に特化する論で、営造物施設像も示された。 

戦間期にイギリスなどで、従来主流であったレジデンシャル･セツルメント（社会的セツ

ルメント）からエデュケーショナル･セツルメント（教育的セツルメント）への変化がみら

                                                 
399 同 p.63-64 
400 米谷豊一「隣保事業の発生的考察」『社会福利』1936.10、p.47 
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れ、日本に紹介された401。セツルメントには大別して「イギリス流の社会教育的セツルメ

ント」、「アメリカ流の地域の総合的な社会事業センター的セツルメント」があるとされて

いたが402、1920 年代後半に前者を紹介することで、主として労働者教育を社会教育とと

らえた上で教育機能を分化した施設論が登場した。まず、大林宗嗣と小島幸治の主張から

みてみよう。 

1926 年、大林宗嗣は『セッツルメントの研究』を著し、イギリスの教育セツルメント協

会を紹介しながら教育的セツルメントを今後の方向性として示している403。 

彼はセツルメントの「事業の中心」を二つに分類した。一つは「集中的中心」で、人々

を会館に集めて労働者の「可能性の開発教導」を行うスタイルをとり、「会館式セッツルメ

ント」と称する。いま一つは「単に事業の事務を取
マ マ

るだけの事務所
オ フ イ ス

」のみ置いて「労働社

会に広く分散して」事業を展開する「分散的中心」「分散的セツツルメント」である404。 

大林は、セツルメントの大きな使命を「労働者階級の社会教育」と位置づけた。議会主

義と労働者教育に力点をおくようになった「労働者運動の大勢」と、教育的セツルメント

に傾斜するようになった「セツルメントが示した大勢」は、「期せずして等しく社会教育の

必要という点に一致し来つた」と分析している405。それは「社会政策の一部たる政府の社

会教育や、有閑階級の市民的文化を以て労働者階級に強要する社会教育とは異なる、社会

運動的な性質を帯びる社会教育」であり、「労働者教育の復興」である406。具体的には「人

間的生活に必要なる科学的知識を獲得する機会を与ふる社会教育」「労働者階級が文化を自

ら創造する機会を彼等に与ふる」社会教育が想定され、「分散的セツツルメント」の形態が

適しているとした。 

欧米のセツルメントは従来の「労働者貧民階級への知識階級の植民と云ふが如き思想を

排し」、「労働者階級の全部に向つての一種の社会教育的傾向」を示していることを紹介し、

そして「成人の社会教育に全力を注」ぎ、「会館と云ふが如き狭き範囲に限る事は社会運動

として広く手が届き兼ねる傾向があるとして会館を必要条件とせず」、「従来の社会事業や

救済事業は之を必要としない」形態の「教育的セッツルメント」が時代の必要であると説

いた。 

 大林は社会教育を労働者教育ととらえ、営造物施設を前提にしない教育的セツルメント

が「小社会
コムミユニテイ

の事業」「大衆的社会事業」として労働社会で分散的に展開すると描いた。その

背景には、学校教育機関の不足から教育を受けることができない青年が圧倒的だという認

識があった。「緊急に迫れる教育上の欠陥を補」い、「現今の社会制度に於て已むを得ざる

当面の社会政策の一端として社会教育を基礎とせるセッツルメントの必要」を力説した407。 

ただし、その場所には「社交室、教室及び講演、音楽、舞踏等の為めの講堂を必要とす

る。其の他に若し一人の舎監の為めの居住室が一つあれば猶ほ幸ひである。〔中略〕その仕

                                                 
401 湯浅恭三「トインビーホールを中心として見たる英国セツルメント事業」『社会事業研究』

1929.3、p.42、p.47、「同（続）」同 1929.4、pp.57-59 などで紹介されている。 
402 池田敬正『日本社会福祉史』法律文化社、1986、p.581 
403 大林宗嗣『セッツルメントの研究』同人社、1926、pp.155-159、p.205 
404 同 pp.202-203 
405 同 pp.41-43 
406 同 p.4 
407 同 p.233 
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事は凡ての成人社会の知的発展に寄与するすべての団体の為めの集会所を供給することで

ある408」とも述べ、施設自体を否定したわけではなかった。 

1928 年、小島幸治は総合的な社会的セツルメントが行詰つて教育的セルツメントが発達

するとの見解を示した。 

 

「私の見るところでは、社会的セットルメントが行詰つて教育的セットルメントが発達

するものと思ひます。〔中略〕新にセットルメントを創める場合、在来の所謂『隣保館』

の型を破つて、専ら教化乃至教育の場所として計画することであります。即ち、傾向

乃至色彩の全然違つた雑多の社会事業を一つの『隣保館』に雑居せしめるのでなく、

大体に於て同じ傾向乃至色彩を有つた社会教育の事業を教育的セットルメントと云ふ

一つの場所に於て提携せしめ融合せしめるのであります。409」 

 

社会的セツルメントは次の点で問題点があるという。①設備面では、「雑多の社会事業る
マ マ

兼営してゐるため教育的設備は勢ひ不充分」、「子供や病人や失業者などの出入りが頻繁で

あるために、教授に必要な『静粛』を保つことが出来ません」、②立地面では、「社会的セ

ットルメントはその性質上貧民窟の中央にあることを原則とするのですが、かゝるところ

は喧しくもあり空気も悪く、労働に疲れた人々を教育する時に必要なる気分の転換を行ひ

フレッシュな気分を与へることが出来ません」、③適性面では、「社会的セットルメントは

多年色々な社会事業、殊に貧民保護の事業を行つて来たゝめに、その間自ら一定の型又は

臭味が出来て了つて、労働を有する青年達が『自由』、『平等』、『独立』の観念を懐いて智

的交際即ち教育教養を受くるために集る場所として恰
マ マ

はしくなくなつた」。 

つまり、根拠はすべて施設にあった。彼はセツルメントで講師を数多く務めており、現

場経験に立脚して、施設にあくまで教育を行う上で必要な条件を求めたのである。 

地域居住者の生活を総合的に扱う「社会事業のデパートメント」たる社会的セツルメン

トは、彼においては「雑多」「兼営」と評され、その「喧噪」と「臭味」が「教育」環境の

阻害要因となる。 

「教育」を「社会事業」から分化･分離して、しかも施設空間的にも別の「場所」を設え

るわけである。もちろん、施設設備は唱えれば建つものではなく、小島は「初めから纏つ

た設備等を必要としません」とも述べている。 

小島は、大林と同じくイギリスをはじめとする教育的セツルメントを紹介しながら説明

した。その歴史的特徴は、従来の「教会などに附設されて独特の設備を有」しないものか

ら 1910 年前後から「特に成人教育に適せる設備をとゝのへ」たものになったところにあ

る。私立であること、組織運営が民主的であることとともに、教育に適した環境としての

独自施設設置が教育的セツルメントの備えるべき要件であった。 

ここでの「教育」とは、主に青年労働者対象の労働者教育を指していた。労働者教育に

集中特化する、ということになる。その内容は、「教養ある人間の教育」、「精神教育」、「成

人教育」であり、参政権拡張によって政治教育を必要とする歴史状況が背景にあった。し

                                                 
408 同 pp.156-157 
409 小島幸治「教育的セットルメント問答」『社会事業』1928.1、p.18。以下、小島の引用部分

は同 pp.18-25 
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かし、それは扇動や宣伝の「偏狭なる所謂政治教育」に終始してはならず、また、「形式化

され或ひは商売化された今日の学校」教育ではなく、「広く深い教養ある人間を造る」ため

の「真の学校、ある
、 、

べき
、 、

学校の創造」すなわち「社会教育」でなければならなかった。そ

れは、「概して偏狭な『宣伝的教育』に堕する恐れがある」労働学校とも異なる「未だ知ら

れざる道」を開くものだと彼は主張した。 

その施設像は、社会的セツルメントでも従来の学校でもない「青年日曜学校」であり、

「今日の学校の狭隘と不潔と雑音と殺風景とに苦しんだものには、その学校の『逆』が即

ち教育的セットルメントの模型」とされ、具体的には住込のセツラーを要せず「教室若干、

講堂一個、談話室
コンモンルーム

一個等がその主なるもの」であった。 

大林や小島に限らず教育的セツルメントへの分化･移行は、他にも戦間期に唱えられてい

た。例えば松本徳二は、1933 年に次のように述べている。 

 

「若し何等かの方法に依て、社会悪を除去し得て、すべての者が経済的平等を得て文化

を享楽し得る余裕を持つとするならば、社会事業は、セツルメントは、すべての民衆

の文化的センターとなるであらう。かゝる事は空想であらうか。いや人類の歴史を科

学的に分析する事に依て、その方向に進みつゝあるとは云ひ得る。〔中略〕経済的、社

会的条件の恢復は救護事業、衛生事業等に依て充さるゝが故に、セツルメントはその

文化的方面、殊に集団的教育方面をこそ受持つべきである410」 

 

生活経済的解決の後にセツルメントが教育文化の専門施設になることを展望している。

教育機能を専門分化し、特化した施設構想は、社会的セツルメントでも学校形式の教育で

もない、労働者教育をはじめとする下からの社会教育を行う場として描かれたのであった。 

 

２．慎重・反対論 

 

一方で、セツルメントが教育に力点を置いたり特化したりすることへの慎重･反対論もあ

った。 

川上貫一は、1926 年の大林宗嗣との『社会事業研究』誌での論争において、民営セツル

メントが地域の社会問題の現実に向き合う事業から離れて社会教育に転じるのは「社会悪

の犠牲者放棄論」であると主張している411。 

1928 年に江崎観隆は、施設設備面を理由に学校教育スタイルの教育＝夜学にセツルメン

トが不向きだと指摘した。彼は「補習学校、〔青年〕訓練所の指導を受け得ない青年が多数

あるを以て、隣保館に於ては出来得る限り彼等青年の境遇の改善を図つて、就学の実をあ

げさせねばならぬ」と、教育機会均等の補完として隣保館での労働者青年の夜学の必要性

を認めつつも、「相互同士の教育を主義として進」む「平民的な自由主義」の性格を持った

                                                 
410 松本徳二「セツルメントの哲学」『社会福利』1933.4、p.13 
411 川上貫一「私設社会事業に於ける新生面」『社会事業研究』1926.6、p.2。大林･川上論争に

ついては、菊池正治「昭和恐慌期の私設社会事業」『九州龍谷短期大学紀要』1993.3、大橋

謙策「社会問題対応策としての教育と福祉」小川利夫･土井洋一編著『教育と福祉の理論』一

粒社、1978 
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倶楽部形式によらなければ効果が期待されないとした。 

しかし、そもそも「然しながらかゝる夜学校のみに於て青年の完き指導が出来るものと

考へる事は大なる誤りである」と主張した。江崎は、「隣保施設に於て学校組織の夜学を敷

く事はその原則に於て誤つたもの」で、「必要条件の一段階として大切な設備に於て既に不

完全勝ち」で、年齢や学歴の異なる青年に一度に教育し得ないし、そもそも「隣保施設の

性質として許されるものでもな」いと論じている412。 

労働学校が衰退した 1936 年、谷川貞夫･中島千枝らの座談会では、セツルメントにおけ

る学校形式の教育に対し、経営面から「事業収入をうまく得やうとすれば学校式にな」る

と認めつつ、「隣保事業を学校の範疇に入れることはいけない」との見解を示し、次のよう

に述べている413。 

 

中島千枝 「大体に於て隣保事業はデパート式になつて来たと云へます。根本は近隣の為

に強化さるべきです。例へば学校式になつて近隣以外の所からも来る様になつたり、

授産部が工場の様になつたり、救護施設になつたり隣保事業が社会の実験所となつた

りすることは極端な行き方だと思ふ。かう云ふことになると使命は一体何だと云ふこ

とになりますか。」 

谷川貞夫 「近隣の為であり、それがその地域の要求に適応するものなら何をやつてもよ

いでせう。だから救済も必要だし教化も必要です。しかしこの仕事もどちらかに専門

になり易いのですが固定してしまつてはいけないことだと思ひます。今のお話のやう

が
マ マ

〔に〕地域外のものを中心とする学校専門になるやうなのはね――。」 

 

 総合性を特徴とするセツルメントが、単一事業に特化することへの警戒感を中島が示し、

これに対して谷川が、地域特性に応じた事業に力点を置くことは妥当としつつも、地域外

から生徒を集める「学校式」の教化には慎重な姿勢を示している。 

都市社会問題の認識と、その解決･克服の方途において、何が求められる事業であるかが、

セツルメントの「行詰まり」状況の中で問われることになる。それは「社会悪の犠牲者」

に対する総合的「社会事業」なのか、労働者教育などの成人対象に限定した「社会教育」

なのか。これらの議論の行方とは裏腹に、現実の戦間期のセツルメントでは総合的な事業

が展開していた。 

大林や小島らが構想･提唱した教育的セツルメントは戦間期に具現化しなかった。労働者

教育は労働学校や労働会館の形で模索され、一定の量的展開をみせる。次章で労働者教育

の施設空間がどのように模索されたかを検討したい。 

 

 

 

 

 

                                                 
412 江崎観隆「隣保施設に於ける青年指導の実際問題に就て」『東京府社会事業協会報』1928.11、

p.55 
413 前掲「隣保事業座談会」pp.68-70 
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第６章 労働者教育施設 

 

 

 

はじめに 

 

都市の社会教育施設の系譜の一つに、労働者教育のための施設がある。本章は、官民双

方が両大戦間期の都市で、労働者教育のための施設空間がどのように構想･展開されたのか

を検討する。 

労働者教育に社会教育の視点から光をあてたのは藤田秀雄と大串隆吉で、労働倶楽部や

キングスレー館などの施設も含めた労働者教育の展開を、社会教育史に位置付けて論じた

414。以降、労働者教育施設研究は盛んではない。社会教育学以外の領域では、小関隆や石

原俊時、中野隆生の研究が施設を伴う展開を明らかにしており示唆に富む415。社会教育施

設史を体系的に把握する上で、その一要素たる労働者教育の施設史研究が必要である。 

佐藤一子は「社会運動団体の施設が一般的に社会教育施設とみなされるケースはほとん

どない。ここには社会運動における社会教育活動への注目の弱さという面と、制度として

の社会教育が自己教育運動と連繋しえなかった事情という双方の問題」があると指摘し、

「社会運動団体等（アソシエーショナルな形態の）学習文化施設の意義をどうとらえるべ

きか」が、社会運動を背景として発達した欧米の施設と、戦後日本の公民館の比較を行う

際の重要な視点だとしている416。 

これを本論の関心からとらえ直すと、戦間期の日本の社会労働運動が、労働会館等の施

設を、運動の拠点と同時に自己教育の場として模索・希求した経験として位置づけられる。

また、行政などの労働者教化の施設の構想と展開も見逃せない。これら労働者教育･教化の

構想と展開の経験の基礎的な把握が必要である。本章では特に施設空間に着目し、教育を

可能ならしめる外的条件としての営造物施設（建物･建造物）からアプローチし、基礎作業

としてその構想と展開の実態把握を行う。 

戦間期の政策や運動が施設空間の必要を感じ、建設する背景には、近代日本における都

市民衆運動スタイルの変遷がある。日露戦後の資本主義発達の下、運動の進展とともに都

                                                 
414 藤田秀雄『社会教育の歴史と課題』学苑社、1979、pp.49-51、大串隆吉「労働者教育」『東

京都教育史』通史編三（第 7 章第 5 節）東京都立教育研究所、1996、pp.460-468、大串隆吉『日

本社会教育史と生涯学習』エイデル研究所、1998、pp.50-60 
415 小関隆「労働者クラブにおけるイヴェントと人間関係」『一橋大学社会科学古典資料センタ

ーStudy Series』No.37、1996、同『近代都市とアソシエイション』山川出版社、2008、石原

俊時『市民社会と労働者文化』木鐸社、1996、中野隆生『プラーグ街の住民たち』山川出版社、

1999、同「膨張するパリとアンリ･セリエ」『メトロポリタン史学』首都大学東京、2005。なお、

石原の研究に社会教育の立場から着目したものに、酒匂一雄「大転換期に、生き方＝学びを変

え、自己も社会も変える」『社会教育･生涯学習の研究』社会教育生涯学習研究所所報、第 9 号、

2009.8 がある。 
416 佐藤一子「草の根に広がる世界の社会教育施設」小林文人･佐藤一子編著『世界の社会教育

施設と公民館』エイデル研究所、2001 
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市では民衆暴動が頻発した。日比谷焼打事件から米騒動までは「都市民衆騒擾期」と区分

される417。自由民権運動以来、運動には出版だけでなく演説という直接の伝達手段が重要

であった。それゆえ政府は、民衆が政治･社会労働運動で集合して集会を開催することを警

戒し、騒擾化することに神経を尖らせたのである。戦間期には都市公会堂の建設が盛んで、

例えば 1926 年に本所公会堂、1929 年に日比谷公会堂が落成しているが、実現までに内務

省が大衆運動の拠点となる恐れを理由に反対している418。 

次第に都市民衆の意思表示や感情の表出が屋外から屋内へ、騒擾発展形態から組織され

た示威行進や普通選挙の投票形態へと移行し始める。都市の政治･社会労働運動が屋内集会

や教育活動を伴って展開する現象形態をとり、そのための施設空間を必要とするようにな

ったのである。 

本章では労働問題･社会問題が顕在化し、都市工場労働者層が形成され、彼らを対象とす

る施設空間が出現した第一次世界大戦後から 1930 年代中葉までの都市を主対象とする。

戦間期の都市工場労働者の教育乃至教化には、行政や企業が社会政策的関心から行ったも

のと、労働組合等が権利獲得のために行ったものとがある。両者とも労働問題解決または

予防を目指して施設を求めたが、その性格･方向性は異なる419。民間の施設論･構想と展開

は、資金難にかかわらず行政に先んじてみられた。本論では「上から」と「下から」の動

き双方を視野に入れるが、特に運動側の施設の量的展開に着目して分析を行う。 

 

 

第１節 労働者教化施設 

１．行政の動き 

 

日露戦後に内務官僚は労働者対策の施設の必要を感じ、海外の事例を研究・紹介してい

る。1907 年に内務省地方局有志は『田園都市』を著し、欧米の労働者教育施設を多数紹介

した420。井上友一は 1909 年にドイツの庶民偕楽場などを紹介している421。だが、国が労

働者教化に取り組むのはずっと後のことで、例えば政府が労働者教育補助費を予算に計上

するのは 1928 年度になってからであった422。 

都市化が進む戦間期に入ると、都市部の府県や市で労働者教化や都市社会政策も視野に

入れた施設提唱がみられるようになる。窪田静太郎らは 1920 年に、「徳性の頽廃を予防す

る方法」の一つに「社会教育」を挙げ、活動写真と並び「公共団体の資金を以て、労働者

                                                 
417 宮地正人『日露戦後政治史の研究』東京大学出版会、1973、田所祐史「一九〇六年の電車

賃値上反対運動再考 ―日露戦後東京市の社会状況と都市民衆騒擾―」櫻井良樹編著『地域政

治と近代日本 関東各府県における歴史的展開』日本経済評論社、1998 
418 新藤浩伸「都市部における公会堂の設立経緯および事業内容に関する考察」『日本社会教育

学会紀要』No.43、2007、p.34 
419 大串前掲『日本社会教育史と生涯学習』pp.49-50 
420 内務省地方局有志『田園都市』博文館、1907（復刻『田園都市と日本人』講談社、1980） 
421 井上友一『救貧制度要義』博文館、1909、末本誠･上野景三「戦前における公民館構想の系

譜」横山宏･小林文人編著『公民館史資料集成』エイデル研究所、1986 
422 『最近社会運動 第一編 本邦最近の社会運動』協調会、1929、p.965 
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或は貧民の倶楽部を作ること」を例示している。「浴場や簡易食堂の設備を造り、将棋其他

の室内遊戯が出来る娯楽室、簡単な読書室、及時々講演や落語、講談を催す部屋も一つ備

へ、其処で慰安と娯楽を求めつゝ社交と徳性涵養との目的を達し得らるゝやうにしたい

423」と、公的施設設置を描いている。 

兵庫県社会課では職員が欧米を視察し、1926 年の帰国直後にウィーンの公民大学

（Volksheim フォルクスハイム）を「一種の労働者学校」として紹介した424。 

東京市は 1925 年に海外の成人教育を調査報告しているが、その中でオーストリアで「労

働会館を建つべし」の議論を受けて「労働者の密集せる区の中心」にフォルクスハイムが

建設された事例などを紹介している425。 

のちに東京市初代社会教育課長や大塚市民館館長を務める東京市労働課長･大迫元繁は、

「労働者の教育、慰安、娯楽、社交等の為めに試みて見たい」都市の「労働施設」に、「労

働合宿所」「労働会館或は隣保館（セツルメントハウス）」を挙げている426。 

東京府は 1920 年に百数十万円の予算で労働会館の建設を企図していたが、60 万円に縮

小して府参事会に提案したところ、「労働者に会合の場所を与える如きは火に油を注ぐに等

し」という意見が出て、労働会館費は予算から削除され427、その後も府立の労働会館は建

設されなかった428。 

これに代わる役割を負ったのが半官半民団体の諸施設である。1919 年に東京府慈善協会

が深川浄土宗労働共済会に依頼し、江東社会館が建設された。1 階に廉売場と簡易食堂、2

階に講堂、図書室、会議室等を設け、「労働者諸君の出入を許し時に其集会にも貸し、来年

から子弟の為に夜学を開く計画もあります又彼等の慰安娯楽を図り、又国家主義的思想を

注入」する方針であった429。 

また、東京府社会事業協会は 1921 年から計画立案を始め、1923 年の交隣園（南千住隣

保館）を手始めに、都市スラムに 6 館の公営セツルメントを建設した430。 

 大阪市では 1921 年に大阪市市民館が開館した（のちの北市民館）。報道は、市民館を「無

産階級のための社会的施設」「プロレタリアのクラブ」と形容したが431、実際は、「労働者

個人に対しては努めて人格の修養、知識の向上は元より同盟罷業其他具体的の問題にも指

導啓発を怠らないが労働団体としての運動には市立である関係上全く干与しない方針432」

で、志賀志那人館長は労働組合に積極的に貸館しつつも、事業の対象は「未組織労働者、

自由労働者、小商人、小中工業者及びそれ等の使用人、下級事務員等々」の青年層とし、

組織労働者は「労働組合が独自のイデオロギイから彼等を教育してゐる」ことを理由に除

                                                 
423 窪田静太郎･今井政吉『貧窮』現代社会問題研究 第 2 巻、冬夏社、1920、pp.240-242 
424 「世界の社会事業施設をば調査研究してきた小田文学士の談」『大阪毎日新聞』1926.4.22 
425 『欧州大陸に於ける成人教育』社会教育叢書第 6 号、東京市役所、1925、pp.56-64 
426 大迫元繁「都市の労働施設」『萬朝報』1921.4.30 
427 「何うなるやら心細い労働会館」『東京朝日新聞』1920.12.6 
428 「府税軽減運動猛烈」『国民新聞』1922.12.28、「東京府予算通過」『東京朝日新聞』1922.12.27 
429 「近く東京に生まれる労働者の集会所」『新愛知』1919.12.10 
430 『本会経営隣保施設一覧』東京府社会事業協会、1926 
431 「新設の大阪市民館は無産階級の社交倶楽部」『大阪毎日新聞日曜附録』1921.6.26 
432 「市民館の使命は（下）」『大阪朝日新聞』1921.6.22 
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外している433。 

1932 年に文部省の小尾範治は、労働者向けの施設について常設の会館がない現状を「遺

憾なことには常置的の永続的のものでない故、その効果は一時的に止ることが多いやうで

ある」と指摘しながら、やや詳しい施設像を描いている434。労働者には「多少贅沢である

と思ふやうな設備が寧ろ必要」で、備品、照明、暖房などを完備した「疲れた身体を休め

ながら教育を受けるやう」な施設が必要としたが435、文部省として独自施設を建設するに

は至らなかった。 

 

２．横浜社会館と左右田喜一郎 

 

先述の大迫は、従来の木賃宿が「思想、風俗、衛生等の点に於て、寒心すべき点が多い、

茲に於て、労働者の清潔低廉なる宿泊所を与え、気風を改善し、労働紹介所と相俟って之

に適当なる仕事を授くる事が出来たならば効果大436」として、労働宿泊施設に労働者教化

や職業紹介等の機能を加える構想を示している。 

これを実際に施設化したのは横浜と川崎で、1921 年に社会館を設置している（神奈川県

社会課は、1926 年 7 月に労働会館の建設計画を発表したが437、実際に建設されなかった

ようである）。川崎社会館は、社団法人神奈川県匡済会（1919 年設立、会長･有吉忠一神奈

川県知事）が労働者の思想善導、労働運動の健全化を目的に、労働者合宿所と簡易食堂、

公設浴場、郵便局、託児所、公設市場（売店 11 店）をまとめて建設したもので、開館式

では労資協調が力説された438。 

横浜社会館は同じく神奈川県匡済会の運営になる鉄筋コンクリート 3階建の大規模施設

で、職業紹介所、裁縫室、郵便局、人事相談所、裁判所和解調停所、医務室、売店、理髪

所、合宿室（66 室）、大食堂、広間（集会所、娯楽室兼用）、談話室（図書室兼用）等、多

機能な空間が集約された（敷地面積 1,164 坪、建坪 1,380 坪余、総工費 458,166 円）。計

画段階から佐野利器が顧問として、成富又三や県営繕技術者らによる設計等を指導した。

当時の新聞は「真に理想的の『労働殿堂』」と報じた439。 

館長には、経済哲学者で左右田銀行頭取の左右田喜一郎が就任した440。左右田館長は開

館式で、「社会政策は経済上の弱者たる無産階級の為
、

めの
、 、

問題ではない、唯之を対象とする

社会全体の為めの問題である」との認識を示し、次のように述べた。 

 

「言葉を強めて曰へば一個の社会組織としての無産階級は社会政策の実行を其の社会に

                                                 
433 志賀志那人「セツルメントによる教育」『社会事業研究』1930.8（『山口正 志賀志那人集』

社会福祉古典叢書 8、鳳書院、1981 所収、p.310） 
434 小尾範治「復興帝都の教育所見」『都市問題』1930.7、p.5 
435 小尾範治『社会教育の展望』青年教育普及会、1932、pp.106-110 
436 大迫前掲「都市の労働施設」 
437 小野修三「神奈川県匡済会と左右田喜一郎」p.39、pp.45-46（『東京日日新聞』1926.7.4） 
438 『川崎労働史』戦前編、川崎市、1987、pp.167-172 
439 『神奈川県匡済会四十五年のあゆみ』神奈川県匡済会、1963、p.65 
440 小野修三「神奈川県匡済会と左右田喜一郎」『横浜市社会調査報告書』別冊、近現代資料刊

行会、2005 



   

131 

 

迫る権利を有し、其の社会は之を実行することを義務づけられつゝあるものなりと曰

はねばならぬ。而して其の此の如き権利を有し、其の此の如き義務を有するは、一に

無産階級の出現が現存社会組織の当然の結論であるからである。社会階級としては各

個人の処為、責任に帰することを得ないからである。而して此の如き政策の実行を求

むるの権利あり、義務ありとせらるゝは、一に其の社会を形成する凡ての人々が各人

によつて実現せらるべき夫々の文化的使命を有し、其の遂行は追う軈
や が

て自由独立する

人格の完成を意味するからである。即ち人が人として活くる所以の道を全うするを得

んが為めである。〔中略〕社会政策は経済上の弱者の存在を以て必然不可避の結論なり

とせらるゝ限りに於て其の社会の当然なすべき義務であり、一件其の対象と目せら

るゝ無産階級の其の社会に対する当然の権利である。441」 

 

彼は社会館の事業が、「我利拝金者」や「温情主義」「慈善主義」者とも「過激なる社会

主義者」とも異なり、「文化的意義を宣揚する」「貴き一個の文化事業に従事」する社会政

策であり、「地方官庁の卑近なる行政事務に類する社会政策的施設も、文化的使命の意義を

茲に求むることを得て初めて文化人の事業として考ふるに値す」ると主張した442。 

左右田は社会的な「文化価値」と個人的な「創造者価値」を「同一物の二面」としてと

らえ、「文化をもって社会生活の最高標準」として「文化価値」の実現に努め、諸文化価値

の間に階層を認めず、並列関係だけを認める「文化主義」を唱導した。「こうした価値の体

系の概念を樹立することで、彼は、道徳や宗教が諸価値のなかでもっとも重んじられたり、

あるいは国家をもって最高とするごとき俗流哲学や倫理学と、はっきり絶縁した」左右田

の、合理的な論理に徹底した思想と実践は、国家を相対化し、思想の自由を脅かす動きに

抵抗したものであったという443。左右田の思想は「大正デモクラシーそのものの価値哲学

であった444」といわれている。 

後に横浜社会館は県の労働者教化の会場になる。1925 年 10 月には横浜労働公民学校が

「知識は最後の力である」をスローガンに開設された。講師は末弘厳太郎、石橋湛山らで、

翌年の労働講座では田澤義鋪、河合栄次郎らが講師となった445。海野幸徳は、「〔横浜〕社

会館は労務者の宿泊所として設置されたが、経営者はこれを、セットルメントとして発展

せしめんとしたようである446」と評している。 

 

３．東京自治会館の構想と実態 

 

東京市では、1920 年に社会局が労働者向けに「市民会館」の計画を立てていた。その概

                                                 
441 左右田喜一郎「横浜社会館開館式に際して」（神奈川県匡済会報告第 2 号、1921）『左右田喜一

郎』第 3 巻、岩波書店、1930、pp.604-605 
442 同 pp.600-607 
443 崎村久夫（執筆責任者）「教養主義とアカデミズム」南博編･社会心理研究所『大正文化』勁

草書房、1965、p.327 
444 三谷太一郎「大正デモクラシーの意味」『新版 大正デモクラシー論』東京大学出版会、1995、

pp.35-36 
445 前掲『神奈川県匡済会四十五年のあゆみ』pp.161-162 
446 海野幸徳「匡済会の発展に望む」1933.7（前掲『神奈川県匡済会四十五年のあゆみ』p.75） 
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要は「労働者が居心地よく出入の出来る階上階下各八十坪の貸席風の建物とし本所深川方

面に一箇所其他山手方面に一箇所建てる、而も其席料等も昼間は五円夜は十円内外とし手

軽に労働者の会合に貸す外講演や趣味の催しやらに使うという小さいもの」である447。 

この計画は、自治会館建設の必要を説いた後藤新平東京市長（1919 年就任）の構想を受

けた案の最初期の一つと思われる。彼が描くのは、講堂、会議室、研究室、談話室、休憩

室、黙想室、娯楽室、図書室、食堂、浴場、理髪所、雑貨売店、運動場が設けられた多機

能な施設である。階級職業の別なく利用でき、「大礼服高官と印半纏庶民とが談笑すれば会

食もする、軍服軍人と前垂掛商人とが、議論もすれば遊戯も」し、「一日の仕事を終えた夕

方より、この会館に集まって、方論談笑の間」に相互理解する会館が「同情と理解との鎔

炉」となり、「資本家対労働者問題」が解決されると後藤は構想していた448。社会問題に

直接対峙せず、施設での集会交流や教化によって労資協調･階級協調を図る構想だった。 

 後藤は構想のみならず会館を設置する。東京市が当初から恒久的に使用する方針で449上

野公園内に建設した東京自治会館である。平和記念東京博覧会（1922 年 3 月～7 月）の東

京市特設館を後藤提案により再利用し、1922 年に社会教育課へ移管、翌年に開館した450。

会館は 2 階建で講堂、陳列室、4 つの教室、集会室などが配された451。 

東京市は自治会館を「自治精神の涵養を其の主要なる存立目的としてゐる社会教育の常

設機関」と位置付けていた452。常設という表現に恒久的営造物の性格が表れている。戦前

唯一といってよい都市自治体の社会教育行政による施設で、後藤の構想から開館まで長年

かかった日比谷公会堂（1929 年）に先駆ける施設であった。 

だが、東京自治会館によって階級協調は実現しなかった。生活空間や地域社会の中に位

置する施設ではなかったし、長期継続した同館の市民講座は中等学校卒業程度の者が対象

だった。労働者向けの講座も開設されたが、後に労務者補導学級として会場を小学校へ移

す。低学歴の市民や工場労働者などには距離を感じる施設であったと思われる。つまり、

上野公園にアクセスできる時間と経済力を有する中等学校卒以上乃至中層以上の、「自治精

神」をもつ「市民」「公民」になることを市が期待する層への成人教育の場だった。中小商

業労働者を射程に入れた性格にとどまるもので453、労働問題解決や階級協調の姿勢は希薄

だった。 

                                                 
447 前掲「何うなるやら心細い労働会館」 
448 後藤新平『自治生活の新精神』新時代社、1919（後藤『自治』（復刻）藤原書店、2009、p.112） 
449 建設前の東京市文書「東京館建設説明」が「本館ハ二階建永久的建築物トシ博覧会終了後

モ時々講演会若クハ活動写真会等ヲ開催」と述べている（東京市役所「東京館建設説明」1921、

東京都公文書館蔵マイクロフィルム「①博覧会＊平和記念東京博覧会 全 1 冊 大正 10 年～大

正 11 年」304.C8.2、市大 11-41、530-531）。また、当時の解説文に「本館は後藤東京市長御

自慢の特設館で、〔博覧会〕閉会後も二十ケ年保存して、市民博物館と公開〔会〕堂の代理を勤

めさせやうとする」とある（大木栄助編『平和記念東京博覧会写真帖』郁文舎出版部、1922）。 
450 『日本の近代をデザインした先駆者』東京市政調査会、2007（江戸東京博物館企画展図録）p.86 
451 関直規「戦前大都市社会教育施設に関する一考察」『日本公民館学会年報』第 5 号、2008

（p.54 に 1934 年度現在の平面図掲載）。東京自治会館に関する研究は、前掲『東京都教育史』

通史編三、pp.441-442、関直規「成人教育の世界都市的構想と社会教育の改造」『弘前学院大

学文学部紀要』第 44 号、2008、同「両大戦間期の公休日利用問題と商工従業員の社会教育」

『日本社会教育学会紀要』No.45、2009 などがある。 
452 『昭和三年 東京市政概要』東京市役所、1928、p.127、同 1929、p.137 
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以上のように、行政は工場労働者対象の施設に取り組んでも限られたものにとどまり、

むしろ失業者や都市下層を対象に、スラムでの社会事業として公営セツルメントに量的展

開を図った。大河内一男は社会事業が社会政策に代位している状況を鋭く指摘している454。

社会問題や労働問題に向き合う工場労働者対象の施設は、自らの社会労働運動を背景とし

て労働者自身が代位する施設建設に待たねばならない。 

 

４．企業体による労働者教化施設 

 

行政以外の「上から」の動きでは、企業による労働力保全･労務管理目的の福利厚生施設

建設や、公正会館（千葉県銚子町）、興風会館（同県野田町）、佐藤新興生活館（東京市神

田区）などの労働者教化や社会教化の展開もある。 

千葉の社会教育史を紐解くと、戦前に生まれた社会教育施設を醤油醸造の町にみること

ができる。ヤマサ醤油の銚子と、野田醤油の野田、2 つの町で 1920 年代に鉄筋コンクリ

ート造の施設が建設され、地域の社会教育の拠点となった（両館とも現存している）。 

 

（１）銚子の公正会館 

千葉県銚子町（1933 年より市制）の濱口儀兵衛（1874 年～1962 年）は、1928 年に濱

口儀兵衛商店を株式会社に改組･近代化して、現在のヤマサ醤油株式会社を発足させた455。

「醤油王」とも呼ばれた彼は、事業の成功をもたらした郷土への「報恩」を社会教育に託

す案を 1924 年に計画、翌 1925 年に私財 30 万円を投じて、図書館等によって「教育的ニ

社会ヲ裨益」することを目的とする財団法人公正会を設立した。 

1926 年には、建築面積 286 坪･鉄筋コンクリート 2 階建の公正会館を建設した（髙橋清

輔設計）。図書室･集会室･社交室･教室･事務室･主事室･応接室等に加え、2 階には約 500

人収容の講堂を備えていた。銚子の小学校に初めて講堂が建てられたのは 10 年後の 1936

年のことだから、集会、図書等の機能を備えた近代建築登場の先駆性･利便性は明らかだろ

う。 

公正会は図書館・夜学・講演会の事業を三位一体で展開し、労働運動対策というよりも、

銚子の教育的文化的水準の向上、生活改善を目して事業が展開されていたといわれている。

公正図書館は夜 9 時まで開館し、一時は開架式を採用していたほど開放的な運営を展開し

ていた。 

公正会は職業教育を重視し、開館年に本科 2 年、高等科 1 年の夜間中学･公正学院男子

部を開校した。高等小学校卒男子を対象に、中学程度の教育を行い、1941 年には実業学校

令に基く甲種商業学校に昇格、公正会館敷地内の木造校舎を増築した（公正商業学校）。 

公正会館の講堂では、一般市民を対象に各種展示会･映画会･音楽会等が開かれ、講演会

                                                                                                                                               
453 関前掲「両大戦間期の公休日利用問題と商工従業員の社会教育」 
454 大河内一男「我国に於ける社会事業の現在及び将来」1938.8（『社会政策の基本問題』日本

評論社、1940 所収） 
455 以下、銚子については『公民館のあらまし』銚子市公正市民館、1953、『銚子市史』銚子

市、1956、手打明敏「大正末･昭和初期千葉県下の社会教育団体の研究」『地方社会教育史の

研究』東洋館出版社、1981、左近正久「銚子市における公民館活動の源流を探る」『月刊公民



   

134 

 

では巌谷小波、菊池寛、前田多門、新渡戸稲造らが講演した。それは市民が「家庭や学校

や地域社会にない近代的な香りのする文化を公正会館を通じて吸収」する役割を果たすも

のだったが、一方、『銚子市史』によると、「昭和初期の銚子の、一部の左傾した進歩的

な青年たちは、そういう文化を公正会館文化と名付け、そしてプチブル文化として軽蔑し

た」とも評されている。 

職員には小山文太郎初代主事･館長（任 1926 年～1932 年）や、評論家で戦後東洋大学

学長を務めた堀秀彦館長（任 1937 年～1939 年）らがいた。事業内容の特色は、彼ら歴代

職員によるところが大きい。 

敗戦後、1948 年に公正会は解散し、公正学院も廃校した。公正会館は市に寄贈され、当

初、銚子市立公正館と改称して引き継がれ、翌 1949 年の社会教育法施行に伴い、市は公

正市民館と再改称、公民館としての歴史を歩んだ。戦後、銚子の社会教育は、三井為友ら

を招いて盛んに活動した話し合いグループ、移動公民館など、本館たる公正市民館と分館

を拠点に多彩に展開した。 

 

（２）野田の興風会館 

1917 年に、醤油醸造家が合同し野田醤油株式

会社（現･キッコーマン株式会社）が設立された

456。1923 年、1927 年と「野田争議」「野田醤

油大争議」と呼ばれる労働争議が発生、とくに

1927 年は戦前日本で最長の 216 日間に及ぶ大

ストライキとなったが、組合側の惨敗に終わっ

た。 

 1927 年の争議に先立ち、1926 年に醸造家を

中心に財団法人興風
こ う ふ う

会の設立案が発表される予

定だったが、大正天皇死去や争議をはさみ、

1928 年の昭和天皇即位を記念して設立に至り、

翌年認可された。醸造家の資産保全会社･千秋社

から 55 万円余の巨費が投じられた。設立動機

は、野田で醸造を営み、大規模経営に至ること

ができたことに「感謝し、共存益世、社会奉仕の実を挙げる」ことにあった。流血を伴っ

て労資が対決した争議の後の、「人心の整理と安定」を目した労資協調･融和の労働対策の

必要もあった。野田は労働者の 8 割が県外出身、銚子は 1 割未満とされ、雇用関係にも違

いがあり、2 つの町は地域の社会的背景や条件が異なっていたといわれている457。 

1929 年に総工費 15 万円をかけて、興風会館が野田醤油株式会社の隣地に建設された。

建物は「ロマネスクを加味した近世復興式」（大森茂設計）、建築延坪約 562 坪で、鉄筋

コンクリート 4 階建（地下 1 階）の、「千葉県庁に次ぐ大きな建物」といわれた【図６－

                                                                                                                                               
館』2009.4 による。 
456 以下、野田については『野田醤油株式会社二十年史』野田醤油株式会社、1940、手打前掲、

『財団法人興風会七十年史』興風会、2000、金山善昭『日本の博物館史』慶友社、2001 
457 手打前掲 p.152 

 

【図６－１】興風会館（2007 年筆者撮影） 
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１】。同年に東京の日比谷公会堂が竣工している。 

地下は西洋食堂、地上は小講堂、集会室、図書閲覧室、主事室、事務室、ベンチで 1,200

席の講堂（2 階席あり）、会議室、社交室、日本間、映写室などの諸室で構成された。 

 開館式での茂木七左衛門理事長による式辞では「教化、救済、社会事業ノ後援其他共同

生活ヲ円満ナラシムルニ必要ナル事業ヲ遂行シ以テ風ヲ興シ俗ヲ更ヘ麗ハシキ社会事象ノ

実現ニ裨補セン」と謳われ、教化、救済保護、保健、民衆娯楽の各事業が行われた。設立

当時は講演会中心の教化事業重視の傾向があった。講演では、山田耕作、鶴見祐輔、井上

準之助、矢吹慶輝、犬養毅、永井柳太郎や陸海軍人らが登壇している。 

加えて、近世の醸造家の救済保護の系譜に連なると考えられる社会事業を展開した点も

金山善昭によって指摘されている。貧困者の医療費を興風会が負担する施療事業を開始

（1930 年）、小児･妊産婦の健康相談開設（1932 年）、野田少年職業紹介所設置（1933

年）と、公的保障を興風会が担っていた。このほか、1940 年からは県内大学生を対象に学

費の無利子貸付を行う育英事業が、1920 年発足の野田謝恩会事業を継承して始められてい

る。興風会図書館は会館の一部を充てていたが、1941 年に興風会図書館独立館舎が新築さ

れ、1979 年に図書館事業を野田市に委譲している。 

 野田と銚子、醤油の街で戦前に発足した社会教育の 2 つの財団法人は、ともに地域社会

への感謝を掲げた。また、両会館とも、部屋構成面では、公会堂や図書室、教室など多様

な機能を施設空間化した戦後公民館との類似が認められ、公民館施設のあゆみの前史に位

置づく。労働対策、思想善導など、戦前の社会経済的背景をもちながら推進した社会教化

事業の中に、一歩離れると漁業･農業が営まれる地方小都市での近代化や、図書、夜学、社

会事業の展開、文芸サークル等の生成もみられ、戦後の文化活動の母胎ともなった。 

1933 年度の銚子市当初予算総額が 29 万円余だったことを考えると、いかに巨額の資金

が社会教育事業･施設に投ぜられていたかが推し量れよう。行政が財政的に行い得ない社会

教化を、施設を通じて企業経営者が自らの問題関心により代行したといえる。 

こうした企業体の社会教化施設は銚子と野田に限られたものではない。例えば香川県坂

出市では、鎌田
か ま だ

醤油関連の財団法人鎌田共済会（1918 年設立）の社会教育館（1922 年建

設。第 2 章第 1 節参照）があり、戦後公民館になっている。戦間期から戦時期にかけては、

倉敷の大原孫三郎の実践や、福岡県八幡の大谷会館（1927 年）、北海道鴻之舞鉱山の恩栄

館（1939 年）など、工業都市における文化施設や福利厚生施設の展開がみられる。動機･

目的はそれぞれ異なるが、労働者を対象に労働時間外の余暇や生活に、施設設置を通じて

関わろうとする動きは、次節にみる労働者自身による運動における施設像形成にも影響を

与えたと考えられる。 

 

 

第２節 労働者による労働者教育施設 

１．黎明期 

 

（１）片山潜の構想と実践 

社会労働運動が労働者教育機能を含む施設の必要を感じ、施設建設を提唱する動きは、
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第１節でみた行政など「上から」の動きよりも先んじて早期からみられる。 

藤田秀雄は片山潜の労働者教育を紹介する中で、労働倶楽部を社会教育施設とし、「今後、

都市における社会教育施設を構想する場合、労働者にふさわしい施設はどんなものかが、

かならず問題になるであろう」と指摘している458。また、大串隆吉は、片山が提唱した労

働倶楽部を「現在の公民館にあたると言ってよい。そうすると現在の社会教育施設の必要

性は言われていたことになる」と述べている459。 

片山の構想と実践を、自己教育運動の黎明として確認したい。1897 年、片山は『英国今

日之社会』で労働者教育の場にロンドンの労働クラブを紹介した。同年に東京市神田区三

崎町にキングスレー館を創設し、職工教育会などの労働者教育を行った460。当初は借家だ

ったが、翌年に会館を建設した461。 

1899年に片山は、労資協調論の一環として協同組合と相携えた労働倶楽部を構想した462。

描いたのは次のような施設イメージである。 

 

「理髪所を設け風呂場を置きて便利を謀り、其他倶楽部員の共働に依りて種々の娯楽を

始め、討論に講演に夜学に其の望みを充し、以て知識を磨き技能を高め交情を厚ふす

る〔中略〕労働倶楽部は各会員が悉皆相楽しみ、又利する場所である。労働倶楽部は

労働者の客間なり、図書館なり、新聞雑誌縦覧場なり、講義堂なり、寄席なり、学校

なり、然り労働者の都てなり463」 

 

このように、彼は教育、娯楽、衛生機能など、多様な機能をもつ総合施設として構想し

た。実際に大宮、石川島（1898 年）等で労働倶楽部設立をみた。大宮では組合壊滅後も協

同組合売店が存続し、1913 年には 1,000 人席以上の講堂を持つ大きな倶楽部を建設した。 

 

（２）鈴木文治の労働倶楽部 

労働倶楽部の様子を鈴木文治の実践にみてみよう464。彼は 1911 年に東京･三田四国町の

ユニテリアン協会の社会事業部幹事になった。協会の建物は 1894 年築の惟一
ゆ い い つ

館だった。

彼は、館周辺の工場地帯の労働者を対象に、まず人事相談所を、1912 年には通俗講話会、

労働者倶楽部を設けた。トインビー･ホールがモデルであった。 

彼は自費で碁盤･将棋盤を購入し、板の間に薄べりを敷いて労働者を集め、「遊戯の相手

をしながら、人生を話し、労働問題を説明した」。とくに幻燈･映画は人気で、彼によると

                                                 
458 藤田前掲 pp.49-51 
459 大串前掲『日本社会教育史と生涯学習』pp.30-31 
460 藤田前掲 pp.28-58 
461 二村一男は、片山潜が「社会主義冬の時代」に潜伏し得た要因に、「単なる頑固さや社会主

義に対する信念だけではな」く、キングスレー館という営造物施設の存在意義があったと指摘

している。（二村一男『労働は神聖なり、結合は勢力なり』岩波書店、2008、p.274） 
462 隅谷三喜男『片山潜』東京大学出版会、1960、pp.58-59 
463 片山潜「労働倶楽部の必要」『労働世界』第 29 号、1899.2.1（片山･西川光次郎『日本の労

働運動』（1901）岩波書店、1952 所収、pp.186-187）。ほかに、片山「再び労働倶楽部の必要」

『労働世界』第 30 号、1899.2.15、同「労働倶楽部」同第 32 号、1899.3.15 
464 以下、鈴木の労働倶楽部実践については、鈴木文治『労働運動二十年』一元社、1931（1985

復刻版） 
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「講話会に余興を多く取り入れるというのも、今の考えではおかしいようであるが、当時、

一般民衆に、演説や講話を聞こうという風習ができておらず、娯楽向きの添え物が沢山な

ければ人が集まらなかったのである。〔中略〕今日では三町、五町も歩けば映画館もあるが、

そのころは浅草まで行かなければ映画は見られなかった。三田四国町付近で映画を無料で

見られることは、余程の楽しみというべきであった」。当時の地理的な日常世界領域と、集

会交流のための娯楽機能の役割が分かる。 

片山や鈴木らの労働倶楽部の実践は、都市における自己教育運動の施設構想と展開の黎

明期の経験だったといえる。 

 

２．労働学校の展開と施設空間 

 

（１）労働学校の場 

第一次世界大戦･米騒動後の労働争議件数は 1919 年に 5 年前の 9.9 倍にのぼり、社会労

働運動は高揚した465。これ加え、普通選挙運動の高揚を受けて 1923 年に「山本内閣が普

選実施の力強き声明をなして労働階級の政治的進出に希望を与へたることは、労働者教育

熱に強き刺激を与へ466」、1924 年～1925 年に労働学校の勃興を見るに至った。戦間期の

労働者教育は労働学校の生成が主軸にある。 

労働学校は、教育の場として施設空間をどこに求めたのだろうか。【表６－１】は官民で

行われた主な労働学校の会場である。会場は、①独立校舎、②労働組合施設（労働会館･

事務所）、③セツルメント、④社会館、⑤宗教施設（教会･寺院）、⑥基督教青年会館（YMCA）、

⑦個人宅、⑧小中学校校舎、⑨その他（工場･公会堂）に分類できる。また、借用会場を求

めて転々とした S･P･S 労働学校（4 ヶ所）や大阪労働学校（6 ヶ所）なども目立つ。労働

学校の経営主体が会場館のそれと同一乃至同系統でない限り、間借りで行われる労働者教

育は不安定な経営を余儀なくされた。 

日本労働学校の主事･木村盛は、労働学校の「七難」に「講師難、教授法難、設備難、校

舎及維持難、授業料徴収難、就学率の減退、就学者に対する冷遇圧迫」を挙げ、「狭小な講

堂で、破れ机を気にしつゝ、昼の労働に長時間疲れ切つた瞳を無理に開いて苦しい勉強に

自己を鞭打たねばならぬと云ふ惨状」を描写し、貧弱な施設設備の改善を訴えている467。 

労働者教育が安定した施設空間を必要とした状況を、本格的な労働学校の嚆矢である日

本労働学校と大阪労働学校にみてみよう。 

 

（２）日本労働学校と惟一館 

日本労働学校は東京労働講習所の発展ではなく、独自に計画されたものだが468、施設空

間の絶対的欠如･欠乏を痛感した経験が継承された。 

                                                 
465 小川利夫「社会教育期の時代的性格と構造的特質」『日本近代教育百年史』第 7 巻、国立教

育研究所、1974、pp.752-753 
466 前掲『最近社会運動 第一編 本邦最近の社会運動』p.960 
467 木村盛「我等の七難」『労働学報』第 14 号、日本労働学校出版部、1926.6（『本邦労働学校

概況』労働者教育資料 No.13、協調会、1929 所収、pp.31-32） 
468 花香実「日本労働学校の開設をめぐる若干の問題」『法政大学文学部紀要』第 28 号、1982 
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【表６－１】 戦間期の主な労働者教育・教化の会場 

労 働 学 校 名 施 設 名 

総  同  盟  系 

日本労働学校 惟一館～日本労働会館 

同上 城北分校 

（日暮里日本労働学校） 

愛隣園 

（基督教セツルメント） 

同上 本所分校 総同盟職業紹介所 

秋田労働学校 不明⇒能代労働会館 

野田労働学校 独立校舎 

埼玉労働公民学校 鉄工組合支部事務所 

⇒川口労働会館 

神奈川労働学校 神奈川労働会館（川崎） 

尼ケ崎、堺労働学校 不明 

神戸労働学校、神戸労働

学院 

兵庫教会⇒総同盟神戸連

合会、兵庫労働会館 

岡山労働学校 不明 

独立・大学拡張・他系統の労組など 

北海労働学校（全労系） 不明（小樽） 

盛岡労働学校 メソヂスト教会 

月島労働講習会 月島労働会館 

帝大セツルメント労働学

校 

東京帝国大学セツルメン

ト 

日本労働学院 日本宗教会館下谷支部 

Ｓ・Ｐ・Ｓ労働学校 

（東京商科大学、社会思

想の会） 

芝公園御成門脇 友愛住宅ホ

ール⇒神田 中央仏教会館⇒

大崎 玉姫クラブ⇒交隣園セ

ツル（府社会事業協会） 

労学院（夜間中学部） 不明（東京・芝） 

基督教産業青年会夜学校 基督教産業青年会館 

日本協同組合学校 不明（本所、賀川豊彦） 

請地工手学校（基督教系） 労働館（東京） 

愛隣公民講座（B・G・ブ

ライス、谷川貞夫） 

愛隣園 

（基督教セツルメント） 

芝、大森、川崎、横浜労

働学校（総連合） 

不明 

関東学院労働学校 関東学院セツルメント 

京都労働学校 

（総同盟系⇒評議会系） 

京都無産者教育協会・評

議会事務所 

大阪労働学校 教会⇒購買組合⇒個人宅

⇒独立校舎（元寺院→→

大阪労働教育会館）⇒全

国労働会館 

大阪市民労働学院（大阪 YMCA） 大阪基督教青年会館 

堺労農政治学校（同上） 不明（西村栄一経営） 

神戸労働学校（久留弘三） 労働文化協会の会館 

九州帝国大学セツルメン

ト夜間労働学校 

福岡隣保館 

（福岡市北濱町） 

行 政、工 場、協 調 会 系 ほ か 

東京労働学校 

（安藤正純） 

浅草本願寺作興館（簡易宿泊

所）⇒独立校舎⇒安藤邸 

中央労働学院（東京） 善光寺⇒独立校舎 

信愛学院 

（有馬頼寧） 

有馬頼寧邸宅内⇒独立校

舎（東京・浅草） 

東京市労働講習会 

⇒東京市民労働学院 

芝中学校⇒東京基督教青

年会館・市内小学校 

東京地方専売局浅草工場

成人教育講座 

東京地方専売局浅草工場 

蔵前工業専修学校 芝小学校⇒独立校舎 

王子学院 王子隣保館（東京府社会事

業協会のセツルメント） 

三輪学院（矢吹慶輝） 不明（東京・下谷） 

神奈川県労働講座 横浜社会館（県・匡済会） 

横浜労働学校 横浜社会館（横浜文化協会） 

横須賀労働学院（海軍工廠） 横須賀社会館 

労働学院（協調会大阪支所） 鶴満寺⇒九條青年会館 

九條労働学校（大阪市労働共済会） 大阪市立九條共同宿泊所 

広島労働問題講習所 広島市袋町小学校 

呉市公民講座 独立校舎（元中学校舎） 

広成人講座（広海軍工廠） 広村公会堂（広島県） 

『我国に於ける労働学校』東京市社会局、1925、浅野研

眞『労働学校研究』三田書房、1925、『本邦労働学校概

況』協調会、1929、後藤貞治「我国労働学校運動史」『社

会科学講座』第 12 巻、誠文堂、1932、『大阪社会労働運

動史』第 1 巻 戦前篇 上、有斐閣、1986、『日本労働年

鑑』大原社会問題研究所、『労働年鑑』日本労働総同盟

出版部･産業労働調査所、『労働年鑑』協調会、『労働』

の 1922 年～1934 年のデータ・記事ほかから作成 
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東京労働講習所は 1920 年に開設され、神田女子音楽学校を会場としたが、翌年に神田

の三崎会館に移った。『労働』は「女子音楽学校は警察の干渉を苦にしてか遂に会場たるを

拒絶せられた。講習も会場のために常に悩まされる会館の必要や切実に感ぜられる469」と、

貸主の忌避や警察の干渉を伝えている。 

この経験は、労働者教育のための「会館の必要」を痛感させるものであった。鈴木文治

は講習所の途絶について「自己の校舎を持たないといふことが重大な欠点であつた」と回

想している470。自前の会場は労働者教育の安定に必要な条件であった471。それゆえ、日本

労働学校は会場を惟一館としたのではなかろうか。 

惟一館はジョサイア･コンドルの設計になる木造 2 階建の会館で、4 つの講義室、図書閲

覧室、教師室、学生室など、教育の施設環境があった。この特徴こそが、労働倶楽部や労

働学校の会場として、広くは社会労働運動の場としての利用を可能にしたといえる。 

1912 年に惟一館で友愛会が結成され、その後 1921 年に労働者教育協会を設立、あわせ

て日本労働学校が開設される472。同協会は会則で「労働者に社会教育を施し且つ労働問題

に関する知識の普及を図る473」と、「社会教育」を行うことを謳った。労働者倶楽部も惟

一館内に置かれ、「仮則」は倶楽部、寄宿舎、体育部（柔道部･剣道部･野球部）、娯楽部、

図書室の設置、講演、研究会等の開催などを謳っている474。ここに、鈴木が 10 年前に模

索した労働者教育や労働倶楽部の組織的･本格的実践が展開するのである。 

しかし、労働学校の会場は「総同盟で使っている会館〔惟一館〕の二室を割いて、一室

を事務室に使っているに過ぎない」もので、「厳寒の冬の夜も火の気一つなく、こわれた机

とこわれたいすに皆で固まつて、一冊の本も互いに貸し合」う状態だった475。その様子を

伝える 1925 年のルポルタージュは、すでに惟一館落成から約 30 年を経ていた粗末な設備

状況を伝えている。 

 

「教室は稍々広い部屋で、正面に黒板、その前に長い机が二十程並んでゐる。教壇の側

には、赤色の校旗と組合旗の置いてあるのが眼に立つ。〔中略〕時々隣の部屋で何やら

大きな声で喋舌るのが聞える。併しそんなのは誰の耳にも入らない。黒板が小さいの

で、講師が少し字を書くとすぐ一杯になる。チョークが終る。すぐ生徒が取り〔に〕

行く。〔中略〕教室としての設備は何もない。たゞ黒板と粗製の机腰掛があるのみであ

る。476」 

                                                 
469 「東京連合会日誌抄」（1921 年 3 月 11 日付）『労働』1921.5.1 
470 鈴木前掲『労働運動二十年』p.309 
471 労働者教育に限らず社会労働運動全体にとって会場問題は長い間の悩みであった。例えば、

二村一男の研究によると、1897 年に神田の東京基督教青年会館で行われた労働組合期成会演説

会では、総支出 24 円 63 銭のうち 18 円 86 銭（76.6%）が会場経費であった（前掲『労働は神

聖なり、結合は精力なり』pp.189-190）。 
472 『労働年鑑』大正十四年版、日本労働総同盟出版部･産業労働調査所、1925、p.361 
473 『日本労働年鑑』第 3 巻、大正十一年版、大原社会問題研究所、1922、p.168 
474 「労働者倶楽部仮則」『労働』1922.1 
475 鈴木前掲『労働運動二十年』p.275 
476 関根悦郎「労働学校参観記」『教育の社会的基礎』平凡社、1925、pp.480-484。創立当初の

川口労働公民学校で机椅子なしで授業を行っている写真が残されている。（東京鉄工組合川口支

部編『川口鋳物業に於ける労働運動十年史』上巻、東京鉄工組合川口支部、1934） 
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（３）日本労働会館 

 惟一館が 1931 年に財団法人の所有となり、日本労働会館としてスタートするまでに、 

労働者教育施設の性格が意識され始める477。 

日本労働総同盟は 1928 年に新会館建設を決め、決議では大講堂、浴場、喫茶室、事務

所、寝室が提案されたが、労働者教育に関する言及はない。提案理由として、惟一館に「一

つの娯楽室」もなく「余りにもミスボラしき為」に、「組合員に第一印象として本部に対す

る期待を裏切り、信頼を薄く」し、「資本家階級より侮りを受ける」という認識が挙げられ

た。労働組合の会館建築としての面目が背景にあったのである。 

戦間期は労働会館に限らず、公会堂をはじめとする会館建築ラッシュがみられたが、都

市公会堂が都市ブルジョアジーの力や都市の体面維持の可視化であったように478、労働会

館も新しい階層として勃興しつつあった労働者の力や体面の象徴であった479。 

同年に建設委員会が発足し、3 階建の大規模構想を示す。「日本労働会館建設趣意」は、

会館が「金城鉄壁」「社交場」「道場」であり、「我等の親しき学校！日本労働会館は我等の

温かき家庭！〔中略〕組合員及其家族の人達は、其清新なる娯楽場に喜んで集まるだらう。

遠隔の地の組合員は、安らかな夢を其宿泊室に結ぶことができるだらう。若き組合員は其

道場に心身を鍛練し、其図書室に正しき教養を培ふだらう〔中略〕数ヶ月間毎月 君の一合

の酒、一個の煙草、一杯のコーヒー、一度の活動見物を節約することに依つて、楽々と出

来上る」施設だと描く。ここから客観的な施設像を析出するのは難しいが、「学校」「道場」

「図書室」の文言に、教育機能をもつ空間がイメージされ始めたことがうかがえる。 

 建設後援会もつくられ、安部磯雄、賀川豊彦、新渡戸稲造、鈴木文治、吉野作造が発起

人に名を連ねた。後援会は、会館が「社会施設的な設備」を備え「心身の鍛練修養の上に

貢献」することを期待し、対内･対外的面目の構想から脱し始めた。寄付金が十分集まらな

かったので新築を断念し、惟一館建物の購入･改造により労働会館化することになる。開館

を迎えたのは 1931 年 9 月である。 

ところで、戦前の労働組合は不動産登記ができなかった。そこで会館を財団法人とした。

寄附行為は「労働者ノ地位ノ向上、教育、相互扶助等ノ事業ヲ行フ」と謳い、事業には「労

働者ノ為メノ学校、講習会、図書館等ノ開設」を挙げた。事業計画全 5 項のうち、第 1 項

は会館の改造･増築で、残りの 4 項では図書館･労働学校開設、講習会･講演会が計画され、

労働者教育機関としての性格を強く打ち出した。 

実態としては総同盟の会館であったが、財団法人化は、各地の分館の法的所有も実現し、

労働者教育の安定した会場確保の大きな一歩であったといえよう。さらに、組合から組織

                                                 
477 設立経緯については、「財団法人日本労働会館設立経過報告」1931（協調会史料マイクロ

Reel 002, No.403-411「日本労働総同盟第弐拾回全国大会報告書」所収、法政大学大原社会問

題研究蔵）及び、渡辺悦次『財団法人日本労働会館六十年史』日本労働会館、1991。以下、日

本労働会館については、特記なき限り渡辺同書 pp.9-54 
478 新藤前掲 pp.34-35 
479 右派の労働会館が体制内で“市民権”を得る動きは、1930 年代中葉以降、総同盟系の労働

会館分館の開館式に県警本部長や警察署長、県知事市長等の首長が来賓として出席し、産業協

力や労資協調の観点から祝辞を述べ、それを『労働』が労働者の地位向上や力を誇るように報

じる例にもみることができる（「九州労働運動のエポツク 小倉労働会館落成式」『労働』1934.11、

「兵庫労働会館落成式に寄せられた祝辞」同 1935.1 など）。 
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上独立したため、左右分裂･合同を繰り返す組合の離合集散と一線を画することが可能だっ

た。 

こうして新たな出発をした日本

労働会館の施設空間構成を【図６

－２】にみてみよう。「労働学校教

室」と特定された部屋が設けられ、

隣の会議室兼娯楽室とは、間仕切

りを外して一室にすることもでき

た。このほか、大講堂、会議室兼

図書室、寝室、小集会室などが設

けられた480。労働学校教室は授業

がないときは小集会で利用してい

た481。労働学校専用の教室や図書

室が引き続き確保され、教育事業

を行う施設空間を整えたのである。 

 その後、日本労働会館は敷地内

に「5 円アパート」や友愛病院を

建設した。労働組合の福利厚生施

設と位置付けられるが、労働会館

の機能補充･拡大の文脈でとらえ

られる。財団法人として会館の維

持経営に資する形で、総合的な施

設展開がみられた。 

 その後、戦時体制が進み日本労働学校は 1939 年に閉鎖された。総同盟も 1940 年に解散

したが、財団法人日本労働会館は解散を免れ、事業を縮小して存続したが、1945 年 5 月

の大空襲で建物は焼失した。 

 

（４）大阪労働学校の変遷 

 草創期から利用できる営造物があった日本労働学校に対し、大阪労働学校は自前の営造

物を持っていなかった。曲折の末に独立施設を有するに至ったわけであるから、施設空間

を持つ意味を経験的に示している。大阪労働学校が営造物としての施設空間をいかにして

模索･獲得したかをみてみよう482。 

大阪労働学校設立前に結成された関西労働組合連合会の事業計画と規約は、労働会館の

建設と労働講座の開設を謳っていたが483、連合会は 1921 年に解散した。同年 11 月に西尾

                                                 
480 「出来上つた日本労働会館」『日本民衆新聞』1931.8.1（財団法人日本労働会館内･友愛労働

歴史館蔵） 
481 「会館めぐり」『労働』1935.6 
482 大阪労働学校の設立経緯と性格については、花香実「大阪労働学校の歴史的意義と性格」

法政大学大原社会問題研究所編『大阪労働学校史』法政大学出版局、1982 
483 「関西労働組合連合会規約」『労働』1921.1、及び松沢兼人編『大阪労働学校十年史』大阪

 

【図６－２】 改造直後の日本労働会館平面図 

『日本民衆新聞』1931.8.1 
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末広と村嶋帰之が中心となり労働学校設立を計画し、「学問は大学の専売ではありませぬ」

と謳う「大阪労働学校設立趣意書」が作られ寄附を募った。趣意書は「労働運動の悪化を

防ぐ為めには労働者を教育し之を善導するより外に策はないのです。労働者教育は実に労

働運動の悪化を未然に防止する安全弁」としたが、寄附を募るために「努めておとなしく

書かうといふので、わざと」この文言を挿入したという。 

しかし、警察部保安課は建築のための関係者以外への寄附募集を不許可とした。「労働会

館の建築が労働運動の一大城砦となるべきことも予測されたので、官憲は容易にこれを許

さうとはしな」かったのである。先述の東京府参事会と同じ見方で、社会労働運動が施設

空間を持つことが対資本･対政府の「一大城砦」を意味すると警察は敏感にとらえた。換言

すれば、施設空間にはそれだけの力が秘められている、ということでもある。 

村嶋は「労働学校の計画は、同時に、労働会館の計画であつた。なぜなら、労働学校の

建築は、階下は各組合の事務所、出版部、法律相談部、図書館その他になつてゐるが、階

上は講堂と教室になつてゐて、労働学校及び講習会の用途に充てられることになつてゐた

からである」と回想した。運動･教育と施設は不可分の関係にあった。この計画は、自己教

育運動さらには社会労働運動が施設建設を組織的に構想した先駆といえる。それまでにキ

ングスレー館などの個人立の施設は散見されたが、この時、組織が教育や運動の拠点施設

を建設･所有する発想が生まれたのである。 

しかし、校舎新築は挫折し、賀川の紹介でキリスト教会（大阪市此花区の安治川教会）

の施設借用により 1922 年 6 月に大阪労働学校が開校した。毎月の授業料収入約 25 円、支

出 35 円の赤字経営で、支出には講師謝礼や家賃 40 円が含まれていなかった。電灯料さえ

支払えず、1924 年に立ち退きを余儀なくされた。労働者教育に必要な施設確保がいかに困

難であったかが分かる。次に、同区江成町の購買組合友愛社 2 階の 6 畳と 3 畳の 2 間に移

った。「入学者四十六名をあの狭い二階に鮨詰に収容し」たという表現に、その狭さが表れ

ている。半年余りで立ち退きになり、1925 年 1 月に同町内の個人宅 2 階の 6 畳 2 間へ再

移転したが、相変わらず手狭であった。 

 

（５）大阪労働教育会館 

その後、有島財団労働教育会基金の補助を受け、1925 年末に同区吉野町の法華宗寺院（建

物 40 坪弱）を購入し移転した。「大阪労働教育会館」と称し、翌年に附属図書館を設けた

484。当時の学生は「元の本堂に机と椅子をならべた一二、三畳（
マ

？）
マ

の板張りの教室で、

裏側に主事の自宅があり、横側に小さな事務室があった485」と回想している。この校舎は

約 8 年間使用された。大阪労働学校はここに初めて専有の独立施設を持ったのである。 

13 年にわたり 1 回も休まず無給で大阪労働学校の講師を務め、経営委員としても一貫し

て実質的に学校を支えたのが森戸辰男であった486。彼は物心ともに援助を惜しまず、夫人

が 1932 年に校舎改築基金を寄附し改築が実現した。当初の計画は鉄筋コンクリート 3 階

                                                                                                                                               
労働学校出版部、1931（村嶋帰之執筆部分）（前掲『大阪労働学校史』所収、p.8）以下、大阪労

働学校については、特記なき限り『大阪労働学校史』pp.8-26 
484 『大阪社会労働運動史』第 1 巻 戦前篇 上、大阪社会運動協会･有斐閣、1986、p.944 
485 前掲『大阪労働学校史』pp.262-283 
486 二村一男「大阪労働学校の人びと」『法政通信』No.123、1982.7 
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建だったが、資材値上がりのため木造 2 階建（約 35 坪）となり、1 階に診療所、事務所、

主事居室、2 階に大、中、小の講堂が計画され、1934 年 1 月に新館が落成した487。 

新館が事業を展開するころに、戦時体制の影響を受けて労働学校入学者が下降し始める

488。大阪労働教育会館は全国労働会館運営の委託を受け、同館 2 階へ 1937 年に労働学校

を移転、大阪労働教育会館は大衆診療所になった。同年、大原社会問題研究所が東京に移

転し、高野岩三郎、森戸などの経営･講師陣が大阪を離れたため、労働学校の退潮は決定的

となり、翌年 2 月に学校を閉鎖した。 

移転先の全国労働会館は、総同盟第 3 次分裂で結成された全国労働組合同盟大阪連合会

の会館（西淀川区海老江上町）で、森戸らが資金提供して 1935 年に落成したものである。

建設基金を募る際に、「低額診療所」「消費組合事務所及び一般無産団体の会場、集会所等

をも兼ねたる会館」の建設を描いている489。同館は組合の拠点に諸機能を加えて構想され、

大中小の集会室、図書室、娯楽室、食堂、会議室、診療室、労働組合・消費組合事務所な

どを有する総合的な 3 階建の大規模労働会館として計画された。 

学校閉鎖後、全国労働会館 2 階の校舎部分は、1939 年から 6 年間大阪市社会部福利課

所管の授産場に使われ、1944 年には会館自体を大阪市に譲渡した。大衆診療所として継続

していた大阪労働教育会館は、1945 年 3 月の大阪大空襲で焼失。労働学校の施設空間は

姿を消した。 

大阪労働学校の歴史は施設の歴史でもあった。「労働学校の計画は、同時に、労働会館の

計画」という構想･計画に始まり、約 3 年はキリスト教会、購買組合、個人宅の借用と、

不安定で施設条件の悪い借用施設形態が続いた。その後 8 年間は寺院跡を専有施設とし、

続く 3 年間は自らの設計で新築した独自施設＝労働教育会館で労働学校を開催した。最後

の 1 年の労働会館利用まで実に 6 つの施設を遍歴したのである。労働者教育が安定した常

設施設を必要とすることが経験されたといえる。 

 

（６）独立施設の意味 

大阪労働教育会館新館落成後に森戸は、政党や組合の労働者教育の多くが「党政策また

は組合政策を主題とする短期の屢々一晩限りの断片的教育」であると指摘し、「この欠陥を

補ふための常設的教育機関」が必要で、それこそが労働学校であると述べている。ただ、

財政基盤が弱く「土地･建物を基本財産として持つ者は〔中略〕極めて稀で、二、三の例外

を覗
マ マ

〔除〕いては、みんな『基本財産なし』である」。彼は「労働学校不振の直接原因」に

ついて論じた関係者の分析を紹介･総合して、財政、講師、生徒、教授法と教課、圧迫干渉

の 5 つの問題に整理した。その第一に挙げる財政の問題では、家賃が財政支出に占める大

きさを示し、「この費用の調査
マ マ

〔達〕が労働学校にとつては最大の難関」だとしている490。 

                                                 
487 前掲『大阪労働学校史』p.104 
488 以下の経緯については、前掲『大阪労働学校史』pp.161-165、及び、前掲『大阪社会労働

運動史』第 2 巻 戦前篇 下、pp.1948-1949 
489 「会館建設に当りまして」全国労働組合同盟大阪連合会労働会館建設委員会、1933、大阪

府立大学人間社会学部図書室 長尾文庫蔵（C0172）

http://www.osakafu-u.ac.jp/library/collection/nagao/Flyer_15.html（2013 年 11 月 5 日閲覧） 
490 森戸辰男「我国に於ける労働者教育について」『月刊大原社会問題研究所雑誌』第 1 巻 第 2

～4 号、1934.8（前掲『大阪労働学校史』p.234） 

http://www.osakafu-u.ac.jp/library/collection/nagao/Flyer_15.html（2013年11月5日
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大半の労働学校は1年から3年程度の期間で休校･閉鎖したが、大阪労働学校は16年間、

日本労働学校は 18 年間続いた。継続期間の長短は、人的な面や、運動組織の離合集散、

弾圧など、さまざまな要因によるが、両校が比較的長く存続したのは、施設空間を所有し

ていたことが大きく、相当数の労働学校が短期間に終わったのは、会場確保難が大きな原

因であった491。 

特に大阪労働学校は独立労働者教育が実現した稀有な例であった。全体的には総同盟に

近い講師陣容ではあったが、組合や政党の左右対立から独立し、積極的中立の立場で経営

され、比較的安定した時期が続いた492。そこには日本労働学校のように内務省や府･市か

らの助成金や宮内省の「御下賜金」を受けることなく、財政的独立を確立していた背景が

あるが493、「独立」の施設を有していた意義は大きい。 

 

 

第３節 労働会館の発達 

１．会館建設の困難 

 

日本労働会館や大阪労働教育会館は、既存建物購入や新築を多額の寄附に頼ったケース

だが、すべての労働者がこれらの会館へ通えるわけではない。東京自治会館の立地同様、

交通アクセスの時間的･経済的余裕を考えると、長時間労働の労働者が終業後、夜間に学ぶ

施設の絶対数の少なさは問題で、身近に学ぶ場が必要だった。地域性や職種ごとの気質･

意識に違いがあったことも、相当数の労働会館が各地域に展開する背景にあった494。 

労働学校隆盛期の 1925 年に、浅野研眞は国内外の労働学校研究を発表し、労働学校の

開催場所を整理している。「特別に労働学校の校舎を所有することは、勿論理想ではあるが、

然し初めから左様には行かない場合が多」く、【表６－１】にみた通り、独立校舎を持つ労

働学校は僅かだった。多くは借用に頼り、浅野は借用先に、①小中学校等の教室、②「寺

院、教会其他の会館」、③「其他適当なる設備の利用」、④「セツトルメントの利用」を挙

げている495。 

労働者教育への無理解･弾圧の状況下では小中学校借用はかなわず496、宗教施設やセツ

                                                 
491 協調会の 1928 年 10 月の調査では、13 校が休止中であり、うち 10 校が「校舎設備其他ノ

都合」「経営上其他ノ都合」を原因として休校乃至閉鎖している。（前掲『本邦労働学校概況』

pp.15-18） 
492 花香前掲「大阪労働学校の歴史的意義と性格」p.353 
493 同 p.371 
494 棚橋小虎は、友愛会が「事務所を本所に移したのは失敗でした。というのは、芝から大崎

にかけての支部は鉄工が主で、労働者もすすんでいますが、東部の方は雑工業で遅れている。

しかし数は多いので、少し啓発しないと差ができてくるというので移転したのですが、自然に

意識の進んだ鉄工組合の諸君が疎隔していった」と回想している。（「『友愛会』の思い出」『労

働運動史研究』第 31 号、労働運動史研究会、日本評論社、1962.5） 
495 浅野研眞『労働学校研究』三田書房、1925、p.201 
496 行政が行う労働者教化の会場は、学校の校舎が利用された。例えば、1932 年度の文部省が

主催して各自治体に委嘱した労働者補導学級の会場は、11 ヶ所中 8 ヶ所が小学校をはじめとす

る校舎であった（『労働年鑑』昭和八年版、協調会、1933、p.299）。 
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ルメントを利用することになる。労働者教育だけでなく、日本の社会運動へのキリスト教

関係者の理解と協力は大きな位置を占めており、日本労働学校も大阪労働学校もキリスト

教の宗教施設利用でスタートしたことは、施設史上に特筆すべきことである。 

総同盟において、初めて自前で労働会館を建設した支部は 1916 年の友愛会室蘭支部（支

部幹事･松岡駒吉）だったが497、他の会館の建設は労働学校の隆盛に一歩遅れて進められ

た。相当数の労働会館は、1920 年代末から 1930 年代前半にかけて、主として総同盟系労

働組合の手で建設された。 

会館建設は費用はもちろん、多くの点で困難な事業だった。神奈川労働会館の徳永正報

は、次のように回想している。 

 

「労働会館を建築するということは容易なことではなく、反面、労働運動者の住居や労

働組合の事務所等は、何処にも貸手がなく、労働運動者が、自由に大ぴらで出入〔出〕

来るような家などはなかなか見つかりもしないし、又あるものではなかつた。〔中略〕

労働会館を建てる等と云えば誰も土地を貸してくれない。それでも苦心してやっと土

地をうまく借りうけたのであるが、建築工事中に地主に労働会館を建てることを感づ

かれ、その入り口に当る土地を他人に譲渡せられ、会館が出来ても出入口が出来ない

というような目にあい、そこで、また智恵をしぼって地主のちがった隣の空地をうま

く嘘八百を並べ立てて借り受け、また水の入らぬ内にと思って、木組が出来、建前し

てある家を真夜中に人夫を動員して移動してしまい、地主から水の入らぬようにして

建て上げた。498」 

 

 建設困難な状況下でも労働者教育の場や労働会館が建設された例があった。 

埼玉県川口町（1933 年より市制施行）では、労働会館の建設運動が 1927 年 8 月ごろに

起こり、1928 年 11 月に川口労働会館が開館した（スレート葺木造 2 階建）。会館は、労

働組合事務所をはじめ、「相談所、小集会所、住宅、売店等に使用され二階は日本まで労働

公民学校の教室、幹部会、研究会、講演会、娯楽室等に使用されて居」た499。 

川口ではすでに 1927 年初夏から労働者教育として短期講座が開催され、1928 年に埼玉

労働公民学校が住宅 2 戸を借り入れて開設されていたが、1929 年 1 月からは新築された

労働会館を会場とした500。 

『労働』は、「『労働者の城砦』労働会館が打ち建つたのだから、資本家達に取つては異

常な脅威となつた」が、その後運動が「常識化」して「今年は警察署長が年始に来ました」

「労働会館は市役所、警察署、郵便局と同様の格式がある」と報じている501。1933 年に

は「市会に於て我が労働公民学校に対し奨励金交付の決議すらみるに至り」翌年交付され

                                                 
497 渡辺前掲 p.63 
498 徳永正報『いばらの足跡三十年（上）』日刊労働通信社、1956、p.224。徳永は日本労働学

校出身。戸越労働会館（1925 年）や神奈川労働会館（1926 年）の建設を担い、日本労働会館

理事を務めた総同盟系の労働運動家。 
499 前掲『川口鋳物業に於ける労働運動十年史』上巻 pp.309-310 
500 同 pp.319-320、p.332 
501 「会館めぐり 町の名所となつた川口労働会館」『労働』1934.2 
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ている502。 

川口町に隣接し 1933 年の市制施行時に合併した南平柳村では、南平柳公会堂が 1929

年 4 月に落成した（トタン葺木造平屋建･建坪約 49 坪）。公会堂は「無産政党借家人組合、

農民組合等の支部分会（班）等の事務所に宛
マ マ

てられ役員会、委員会は総てこゝに於て開催

され、政治問題、労働問題等の各種演説会、講演会、又は宴会、バザー、施米等の配給所

に更に此の地方の唯一の大衆娯楽機関として種々の興業を行ふ等、究めて有効なる大衆集

会所」であった。公会堂内には社会大衆党南平柳班、日本農民総同盟南平柳支部、日本借

家人組合南平柳支部などが置かれたが、1934 年 5 月に「隣保事業（託児･授産等）を行ふ

ことを条件として川口市社会事業協会に寄附することになつてゐ」た（実際に寄附された

かは不明）503。 

千葉県野田町では、1922 年に日本労働総同盟関東醸造労働組合野田支部が発足し、1924

年に野田労働学校が開校した（校長・岡野実、主事・寺田源太郎、関東労働学校連盟所属）。

1926 年には労働学校の施設を持つに至っている。講師には亀井貫一郎、木村盛、松岡駒吉

らを招き、1926 年現在の学生数は 80 人、卒業生は 154 人。当時の会社の寄宿従業員教育

の低調に比して盛んであった。 

 

２．労働会館の施設空間の特徴 

 

データを確認できる総同盟系の労働会館を例に、施設概要を【表６－２】にみてみよう。 

登記で法的所有を確実にするため、財団法人日本労働会館の分館になった会館も多く、

総同盟解散前には全国で 19 館にのぼった。これらの労働会館は、組合勢力の拡大を反映

し、建設費用を組合員の拠金や寄附で賄った。多くは都市及び近郊の工業地帯にあり、会

館は工場に近接していた。 

【表６－２】の間取りから施設空間の特徴が分かる。大抵の会館は、多数が集会できる

講堂乃至広めの和室や集会室を 2 階に配し、1 階に消費組合等の売店、ピンポンや碁盤･

将棋盤、ラジオを備えた娯楽室、図書室、事務室、応接室、管理人室などを配し、中には

浴室や診療所を設置している館もあった。 

労働会館は組合闘争、労働者教育、協同組合、福利厚生、娯楽活動等を行い得る空間を

有した。「労働組合は労働者の学校504」と言われるように、多くの労働学校はほかの労働

組合活動と不即不離の関係にあった。 

鈴木文治は労働会館が各地に建設されることによって「労働組合の各種の有力な活動が、

堅実な基礎を得ることができる505」と述べている。 

 

 

 

                                                 
502 前掲『川口鋳物業に於ける労働運動十年史』上巻 p.341 
503 同 p.309、pp.314-316 
504 「労働組合は労働者の学校 理論と実際の教育」『日本労働総同盟の活動』日本労働総同盟

本部、1932、p.20（友愛労働歴史館蔵） 
505 鈴木前掲『労働運動二十年』（復刻版 p.337） 
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【表 6-2】1930 年代の主な総同盟系の労働会館 

名称・開館年・場所 間取り・用途ほか 

日本労働会館 

ユニテリアン協会 

惟一館 1894 年 

財団法人日本労働会館 

改 築 1931 年 

東京市芝区三田四国町 

屋根裏  所員寝室ほか 

2 階 大講堂、付属室、電

球硝子産業協力委事務

所、小集会室 2、和室 

1 階 事務室、教育出版部

調査部労働学校事務室、

会議室兼図書室、労働学

校教室、会議室兼娯楽室、

管理人室、応接室 

金町労働会館（金町分館）

1931 年、葛飾区金町、モス

リン金町工場前 

2 階 事務室 

1 階 大広間、楽屋（劇場

風）、管理人居室 

城東労働会館（城東分館）

1934 年 

大島町、大小工場林立 

2 階 講堂、控室 2 間 

1 階 事務所、応接室、管

理者居室 3 間 

神奈川労働会館（川崎分

館）新築 1926 年、改築 1931

年、川崎市新川通 

2 階 日本間 2 間、応接室 

会議室、講堂（200 人） 

1 階 事務室、応接室 

潮田労働会館（潮田分館）

1933 年、横浜市鶴見区、工

場地帯、石油労組 

2 階 集会用広間 40 畳 

1 階 事務室、応接間、日

石消費組合店舗 

保土ヶ谷労働会館（保土ヶ

谷分館）1932 年、富士紡 

平屋建 集会室 12 畳、売

店、事務室、宿直室 

平塚労働会館（平塚分館）

1933 年、関東紡績 

平屋建 広間 32 畳、事務

室、売店、宿直室 

川口労働会館（川口分館） 

1928 年、鋳物工場 

2 階 大広間（畳） 

1 階 事務所、売店、待合

室、管理者室、図書室 

市川労働会館（市川分館） 

1934 年、千葉県市川町 

2 階 会議室、応接間、事

務所、娯楽室 2 間 

1 階 講堂、管理人居室 

兵庫労働会館（兵庫分館）

1934 年、神戸市 
2 階建 消費組合店舗ほか 

西宮労働会館（西宮分館） 

1936 年、西宮市 

2 階建 講堂（40 畳）、事

務室、会議室、娯楽室、

応接室、宿直室、浴室 

因島労働会館（因島分館） 2 階 会議室（約 100 畳）、図

1936 年、広島県土生町、造

船工場 

書室、娯楽室、購買組合売店 

1 階 青年部部屋、事務所、

応接室、宿泊室 

分 館 以 外 の 労 働 会 館 

能代労働会館 

1934 年、秋田県能代港町、

秋田製材労組 

2 階 日本間 4 間 

1 階 事務室、消費組合店

舗、会議兼小講堂 

日本縫工会館 1929 年、

北品川、鉄道省被服工場 

2 階建 講堂、事務室、貸

室、管理人住居室 

八幡労働会館 

1931 年、千葉県八幡村 

平屋建、講堂、住居（消

費組合店舗増築予定） 

製鋼労働会館 

1933 年、川崎市 

日本製鉄富士製鋼所、東京製

綱小倉工場近く 

2 階 会議室、図書室、応

接室、婦人集会室 

1 階 事務室、消費組合店

舗、講堂（200 人） 

横浜染色労働会館 

1935 年、横浜市中区 

染色工場中心地 

2 階 広間、当直室、消費

組合店舗 

1 階 事務室、応接室、娯

楽室、会議室 

岳南労働会館 

開館年不明、静岡県清水村、

紡績沼津支部 

平屋建 大広間、事務室兼

図書室、日本間 3 間、管

理人居室 2 間 

大阪労働会館 

1935 年、大阪市北区出入橋

際（堂島） 

2 階 診療所 

1 階 事務室、会議室、事

業部室、応接室、宿直室 

春日出会館 

1932 年、同市此花区 

元住友製鋼所争議団本部 

2 階建 大講堂（300 人収

容）、ピンポンホール、会

議室 

小倉製鋼労働会館 

1934 年、小倉市砂津 

2 階 講堂、会議室、図書

室、婦人室兼客室 

1 階 事務室、店舗、湯殿、

付属室、宿直室 

筑豊労働会館 

1935 年、福岡県飯塚市 

日本石炭坑夫労組 

2 階建 事務室、応接室、

読書室、会議室（日本間

19 畳） 

「会館めぐり」ほか 『労働』通巻 270～291 号、1934～1935、

渡辺悦次『日本労働会館六十年史』pp.62-85、「日本労働会館設

立経過報告」1931、p.151 ほかから作成。この表のほか、戸越労

働会館（1925･東京）、藤岡労働会館（1928･群馬県）などがある。 
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３．総合施設としての労働会館 

 

労働会館には組合闘争等の拠点だけでなく、教育機能をはじめとするさまざまな機能が

あった。3 点に整理してみてみたい。 

第一は教育機能である。労働会館は労働者教育の常設施設であり、これまでみてきたよ

うに労働学校の安定に寄与した。1930 年代の軍需で長時間労働が常態化し始め、労働学校

の継続が難しさを増す中、日本労働会館は「日本労働学校短期講座」を出張講座の形で行 

うなど、穂積七郎らを中心に教育事業を

続けていたが506、1930 年代末に至って

も会場は分館が中心であった【表６－３】。 

各地でも独自に労働学校を開いた。例

えば、総同盟神奈川県連が 1926 年の結

成から 1 年半の間に、神奈川労働会館を

会場に開催した労働講座は 22 を数えた

507。 

これらの労働者教育は、労働会館の講

堂や小集会室、会議室などが人数に応じ

て使われたと考えられる。また、図書室

や読書室の設置も教育機能の施設空間化

として挙げられる。 

第二は、娯楽･集会交流機能である。日

本労働会館改造前に主事･上條愛一は、

「学校に愛着と親しみを増さしむる方法

として図書室の完備、倶楽部室などを設

けて相当娯楽的の設備が必要であるまい

か。労働階級の生活は無味乾燥である。

労働学校も学科の講義以外学校に来れば

買ふことの出来ぬ雑誌や書籍も繙くこと

も出来、時に友人と娯楽や歓談を交へる

ことが出来れば、学校に対する親しみと

温か味と愛着を深くする508」と述べ、集

会交流を生む娯楽設備の必要を強調した。

長年貧弱な施設で青年たちと歩んだ実感に基づいた施設像である。日本労働会館の娯楽室

には碁盤･将棋盤等が備えられた。労働倶楽部の発想を継承するものといえる。 

                                                 
506 前掲『財団法人日本労働会館六十年史』pp.89-101、「座談会 我支部の教育運動を語る」『労

働』1935.11（穂積七郎、谷川甲子松、松岡駒吉、齋藤健一ほか） 
507 日本労働総同盟本部「昭和二年度 全国大会報告書」1927.10 
508 上條愛一『人と人』1927.10、p.17（前掲『大阪労働学校史』p.236）森戸辰男も「通常の

授業以外に労働者図書館、労働者倶楽部の設置其他の方法で好学的な労働者を側面的に吸引す

ることも必要」としている（前掲森戸 p.241）。 

【表 6－3】1938 年度日本労働学校短期講座の会場 

地 方 名 ・ 開 催 回 数 会    場 

本校（東京市芝区）12 日本労働会館 

北豊島地方（滝野川区）9 北豊島協同会館 

大森地方（品川区 大森区）15 友愛館・大森支部連 

吾嬬地方（同向島区）4 革工組合吾嬬支部 

城東地方（同城東区）22 城東労働会館 

沼津地方（清水村）6 岳南労働会館 

市川地方（市川市）15 市川労働会館 

川口地方（川口市）4 川口労働会館 

埼玉地方（草加町）1 埼玉労働組合事務所 

朝霞地方（朝霞町）15 朝霞労働倶楽部 

横浜地方（横浜市中区）3 横浜染色労働会館 

潮田地方（同鶴見区）2 潮田労働会館 

川崎地方（川崎市新川町、角町

原町）13 

川崎労働会館・製鋼労

働会館 

平塚地方（平塚市）2 平塚労働会館 

持越地方（静岡県上狩野村）10 持越労働倶楽部 

本校の主な講師；片山哲、松永義雄、三輪寿壮、石橋湛山、

稲葉秀三、大河内一男、上條愛一、鈴木文治、松岡駒吉、

穂積七郎、赤松常子、賀川豊彦、関口泰ほか 

「財団法人日本労働会館事業報告書」1938 年度（『日本労

働会館六十年史』pp.97-98）ほかから作成。 
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各地の労働会館にも娯楽室や設備が設けられた。例えば、川口労働会館は「慰安所とし

ても無くてはならぬ存在」なので、「用があるときだけ集るのではいけないとあつて、娯楽

のクラブも出来」、碁盤･将棋盤、拳闘用具、ラジオを備えていた509。総同盟ではスポーツ

や囲碁将棋、映画などの余暇利用法が議論され、「何にしても組合の集りの中心になる会館

が必要」と語られていた510。 

こうした娯楽･集会のための備品･設備は、当該地区外の農村部から流入する労働者の紐

帯を固くするアソシエーション施設の機能を果たしたと考えられる。 

第三に、地域･生活支援機能が挙げられる。診療所や薬局、浴場等を備えた会館は、出入

橋診療所を設けた大阪労働会館をはじめ、無産者産院･託児所を備えた能代労働会館や、全

国労働会館、小倉製鋼労働会館などがあり、労働者だけにとどまらない地域の医療衛生の

役割を担っている。無産者診療所などの医療運動との関連は見逃せないだろう。また、協

同組合･消費組合の事務所や店舗を設けた労働会館も目立つ。組合活動が組合員や館周辺の

労働者街住民の生活支援･補助に関わる事業に力点を置き、会館の財政補助にも役立てたか

らである。 

先述の徳永は、組織維持経営のための「恒久的な対策」に教育と消費組合の 2 点を挙げ

ている。1926 年に田島消費組合、1927 年には神奈川鉄工消費組合、製鋼労働消費組合が

設立され、神奈川労働学校出身の青年たちがこれらの経営に関わったという511。教育が会

館の他の機能と結びつく形態が形成されていた。 

大阪労働教育会館では、高野岩三郎の発案で「婦人の啓蒙活動のための婦人クラブ」が

創設されて子供簡単服講習会を開催したり、「地域教育活動の一端として」紙芝居等を行う

「隣人コドモ会」を開催したりした512。これらは、会館が家庭や近隣住民をも対象にした

地域施設であったことを物語っている513。 

川口労働会館は、労働組合の拠点や労働学校の校舎であるとともに、社会大衆党や借家

人組合等の支部事務所でもあり、さらに民衆法律事務所や産児調節相談所も置かれ、政治、

社会労働問題から生活問題まで幅広く対応した。講堂は労働学校のほか、研究会、講演会

や党県連執行委員会、労働組合会議、婦人講習会、労資懇談会、バザー、茶話会、宴会等

に「間断なく、甚だ重宝に利用」された514。 

総同盟がこうした諸機能を持つ労働会館を積極的に建設したのは、1925 年の第 1 次分

裂で反共主義･労働組合主義や産業協力に方針を固め、生活保全的事業を行おうとした背景

がある。必ずしも労働者教育だけのために施設建設を進めたわけではない。同じ時期、企

業は労働力保全目的で福利厚生施設を整備したが515、労働会館は労働者自身による経営が

特徴だった。 

                                                 
509 前掲「会館めぐり 町の名所となつた川口労働会館」 
510 「座談会 余暇利用法について」『労働』1935.8（松岡駒吉、穂積七郎、井堀繁雄ほか） 
511 前掲『川崎労働史』戦前編 pp.591-597 
512 前掲『大阪社会労働運動史』第 2 巻 戦前篇 下 p.1948 
513 総同盟製鋼川崎支部の谷川甲子松は、女性対象の講習や「購買組合方面からも連絡を取つ

て、家庭と組合とを近づけ」る家庭生活方面の活動を紹介している（前掲「座談会 我支部の教

育運動を語る」）。 
514 前掲『川口鋳物業に於ける労働運動十年史』上巻 pp.309-310 
515 社宅研究会編『社宅街』学芸出版社、2009 
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これらの諸機能を併せ持つ施設像は、関係論者からも指摘･提唱されていた。上村種夫は、

セイモーア（英･1928 年）を紹介し、職業紹介所などの労働者対象の施設が「『労働者ビル

デイング』（”the workpeople’s building” ）とも称すべきもの」、「娯楽室、読書室、食堂、

貴重品保管室（a system of lockers）冷温浴室、乃至は低廉なる料金を以て洗濯、繕衣を

行ふ等の諸設備を有する労働者倶楽部」となるだろうと予想している516。 

森戸辰男は 1935 年の全国労働会館開館式式辞で、会館に期待する性格として、①「戦

ひの家」、②「仕事の家」、③「憩ひの家」、④「学びの家」を挙げた。つまり、①遠くは「労

働者階級の解放・社会正義の樹立」、近くは「労働条件の維持改善」のために「出ては攻め、

退いては守る城砦」であり、②組合事務所であり、③「今日の労働者に欠けてゐる娯楽と

社交を与へる倶楽部」であり、そして最後に「特に大切なこと」として、④「労働者が階

級として個人として、社会科学的認識において適切な教育を与へられる学校」でなくては

ならない、と述べた517。 

このように、労働会館は地域の総合施設としての機能を有する「総合労働問題センター

518」たる可能性を持った施設でもあった。教育、娯楽･集会交流、医療衛生、地域･生活支

援の諸機能を労働会館が空間化したのである。労働会館は「労働者」「無産階級」として自

覚･自認する層のアソシエーション･センターであると同時に、労働者街の共同施設の性格

も有していた。 

以上の分析から、労働者教育の施設空間の必要性と、構想され、実現した会館の総合的

性格を見出すことができよう。第 5章第 4節でみた教育的セツルメントの議論を経つつも、

実際は教育に特化しない総合的施設が展開していたのである。 

その背景には、他分野の運動拠点施設の絶対的な不足があるが、地域社会で教育･医療等

の機能を総合的に果たしていたソーシャル･セツルメントの影響も考えられる。大阪労働学

校の主事･松澤兼人が公営セツルメント･大阪市市民館の社会教育担当のセツラーから転じ

たような人的交流があったし519、大阪労働学校主事･井上良二は会館計画時に東京に出張

し、日本労働学校とともに、東京帝国大学セツルメント労働学校などを視察している520。

本章では施設空間に着目して論じたが、労働学校で学生の「自治経営を機に誕生した主事

の存在こそ特筆されるべき521」であることは変わらない。学校運営の実務を担った松澤兼

人や井上良二、上條愛一などの主事や、学生、講師の存在を抜きにして労働学校が語れな

いことは、施設が教育機関として機能する上で職員などの人的要素が必要不可欠であるこ

とを語っている。 

また、本章では日本労働組合評議会系労働組合の教育活動や女性労働者への教育、植民

地での労働学校の展開などへ分析考察が及ばなかった。「支配階級の抑圧は日を追ふて強化

してをり、従つて労働者教育運動もその急進的なものは地下に追い込められ、少くとも公

                                                 
516 上村種夫「将来の職業紹介所」『社会事業研究』1931.1、p.131 
517 森戸辰男「わが政党への構想」『雄鶏通信（世界の文化ニュース）』雄鶏社、1945.12.15 
518 大串前掲「労働者教育」p.463 
519 松澤兼人「大阪労働学校創設の社会的意義」1978（前掲『大阪労働学校史』p.17、p.242） 
520 前掲『大阪社会労働運動史』第 1 巻 戦前篇 上 p.943 
521 藤田秀雄･大串隆吉編著『日本社会教育史』（朝田泰執筆部分）エイデル研究所、1984、p.56 
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然の場所から職場に持ち込まれ、研究会或ひは読書会等の形態522」をとっており、評議会

系組合の理論学習と行動を結びつけた教育活動や新婦人協会の女性労働者教育など、施設

建設を伴わない、データに表れにくい教育運動も展開していたことを忘れてはならない523。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
522 『日本労働年鑑』第 12 巻、昭和六年版、大原社会問題研究所、1931、p.282 
523 大串前掲「労働者教育」pp.464-466 
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第７章 農村公会堂の構想と展開 

 

 

 

はじめに 

 

横山宏は、「およそすべてのものごとの新しいイメージが浮かんでくるためには、それま

でのかずかずの体験がいくつか重なりあい、さらにある一定の条件が与えられたところに、

たちまちにして結実していくものである」と述べている。そして、寺中作雄が公民館を構

想するひとつの背景として、「おそらく彼は〔1930 年代中葉〕当時の農村公会堂や、農会

事務所や寺院、集会所などを利用して、若者たちが集い興じていた風景も少なからず実見

していたことであろう」と推測している524。 

公民館という施設を地域に置く発想は、戦前からの農村公会堂の系譜の延長線上にある。

公民館は長らく農村の社会教育施設であった。小川利夫は「公民館の歴史はまずなにより

も日本の村落の集会所の歴史」と述べた。彼は「公民館的なるもの」の歴史的イメージを

系譜立て、そのうち寺中作雄の公民館構想形成にとって重要なものの第一に農村公会堂構

想を挙げた。ただ、その構想はそのまま現実ではなく、「『上から』画かれた一つのイメー

ジにすぎなかった」という。彼は、農村公会堂構想と都市市民館構想「両岸からの二つの

構想や実践の交錯のなかで、戦前の日本における『公民館的なるもの』についてのイメー

ジは、ようやく国家的な規模で新しく再編成されはじめる」として、「市民館の公民館化構

想」と「農村における公会堂の隣保館化」構想の動きを指摘した525。 

末本誠は、農村公会堂構想は具体化したとし、広村公会堂（広島県･1909 年）を例示し

たが、「国民共同体のシンボル」や「公民教育の機関」の意味や役割を持つもので、構想自

体とも相違がみられたという。都市の隣保館を「農村社会事業の一部として、農村にも当

てはめようという議論」に、「単なる隣保館の充当ではなく〔中略〕農村公会堂への批判、

乃至は公会堂構想の発展」をとらえている526。小川が対象としなかった戦時期の動向も取

り上げて、重要な枠組みを示しているが、その後の社会教育施設史研究では深められてい

ない状況である。 

上田幸夫は、初期公民館の本館を対象に設置場所を検討して学校や役場への併設傾向を

明らかにし、農村公会堂等の「自治」組織の施設への本館併設は必ずしも多くなかったと

した。加えて「公民館の創成期に、地域に最も多くあった共有施設が町集会所や公会堂で

あろう」との推測を前提に、「分館のなかには、地域集会所との併設、転用の例はきわめて

多かったと思われる」、「公会堂、隣保館、集会所などは、戦前どのような経路で形成され

                                                 
524 横山宏「寺中作雄」『社会教育論者の群像』全日本社会教育連合会、1983、pp.341-342 
525 小川利夫「歴史的イメージとしての公民館」『現代公民館論』東洋館出版社、1965、pp.17-20、

同『公民館と社会教育実践』亜紀書房、1999、p.96 
526 末本誠･上野景三「戦前における公民館構想の系譜」横山宏･小林文人編著『公民館史資料

集成』エイデル研究所、1986、p.729、pp.734-750 
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ていったのかということにからんでくるので、いわば『公民館的なるもの』の地域的形成

を追う必要」があると指摘した527。 

また、部落には青年会館･倶楽部（以下、青年倶楽部）もあり、農村公会堂と兼用･附設

されるなど重なる面は大きい。 

上野景三は、1930 年現在の郡部 18,920（1939 年

刊行の調査では 821）の青年倶楽部の存在を示し、

「数量的にははるかに公会堂、市民館をしのぎ、戦

後公民館の実質的基盤となったと推定」した528。 

彼は青年倶楽部が公民館の基盤となったとし、戦

後、農村公会堂構想が農村の中央公民館に、青年倶

楽部論が自治公民館や青年会館、青年の家に継承さ

れると位置づけた529。 

年齢集団の拠点＝アソシエーション･センターと

しての青年倶楽部に比して、農村公会堂はコミュニ

ティの共同･集会施設の性格が強い。青年倶楽部の歴

史研究と同様に、小川が第一に重要とした農村公会

堂そのものを対象にしたアプローチも、両者兼用の

事実をふまえつつ必要になってくる530。 

 

以上のように、先行研究で農村公会堂の把握は重

要とされつつも、「実態を把握する資料がないだけに、

その全体像をつかむことが困難」で、「具体的な展開

過程の不明確さ」が指摘されてきた531。公民館構想

の背景のみならず、施設史研究においても農村公会

堂は「イメージ」のまま語られ、「実体」に迫れてい

ないのが現状だろう。ここで、2 つの資料からその

一端をみてみよう。 

一つ目は、1940･1941 年度の厚生省の調査報告か

ら、農村隣保施設が設置された農村公会堂の名称を析出したものである【表７－１】。ここ

から「公会堂」「部落公会堂」の名称の普及や部落設置の実態がうかがえる。 

二つ目は、同時期の内務省地方局調査から常会の開設場所をまとめたものである【表７

                                                 
527 上田幸夫「初期公民館における『併設』配置の特性」『東洋大学文学部紀要』第 36 集、教

育学科･教職課程編Ⅷ、1982、pp.58-62、p.66 
528 上野景三「青年倶楽部の思想と実践」新海英行編『現代日本社会教育史論』日本図書セン

ター、2002、pp.151-157 
529 上野景三「青少年教育施設の変遷と課題」『子ども･若者と社会教育』東洋館出版社、2002、

p.41、上野前掲「青年倶楽部の思想と実践」p.140 
530 神田嘉延は宮崎県諸塚村を例に、戦前の部落公会堂と人的基盤の戦後自治公民館への継承

を実証した（『村づくりと公民館』高文堂出版社、2004、3 章）。こうした個別研究の蓄積が求

められる。 
531 上野前掲「青年倶楽部の思想と実践」p.146 

【表 7－1】 農村隣保施設設置の農村公会

堂の名称別設置町村数（1940～41 年度） 

名       称 数 ％ 

公会堂、村公会堂 71 

58.6 部落公会堂、部落ノ公会堂、 

支部ノ公会堂 
24 

集会所 6 
12.3 

部落集会所、各区ノ集会所 14 

会所、公会所 9 

9.3 
大字ノ会所、大字会所、区 

ノ会所、区会所、部落会所、 

公会所、部落公会所 

6 

会議所、各区会議所、 

各部落ノ会議所 
3 1.9 

部落会館 3 1.9 

部落集会場 3 1.9 

その他 （集議所など） 6 3.7 

1町村で複数の名称を有す 17 10.5 

合        計 162 町村 

うち、部落・区・大字・支部を名称に冠するもの 

……60 （37.0%）  『昭和十五年十六年度設置

助成農村隣保施設一覧』 厚生省生活局、1942 

（日本社会事業大学蔵）より作成 
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－２】。郡部での常会に、公会堂が 36,082 ヶ所（郡部の 19.8%）使用されており、有志宅･

各戸輪番の計 71,005 ヶ所（同 39.1%）に次ぐ規模である532。農村公会堂は戦時期までに

相当規模の量的展開をみせていたと考えてよいだろう。とするならば、戦前の系譜と公民

館との接続･継承関係を検討するには、これだけ多くの農村公会堂の展開がいかなるものだ

ったのか、史料的制約の条件下でも把握する必要がある。 

 

【表７－２】 常会の開設場所 （1940年） 

開  設  場  所 市   部 郡   部 全 体 

有 志 宅 12589 6.9 52328 28.8 35.7 

公 会 堂（集会所） 2472 1.4 36082 19.8 21.2 

各 戸 輪 番 3430 1.9 18677 10.3 12.2 

 関係都度決定スルモノ 3845 2.1 9602 5.3 7.4 

寺    院 1213 0.7 11315 6.2 6.9 

 神社又ハ社務所 907 0.5 7484 4.1 4.6 

学    校 2032 1.1 5465 3 4.1 

共同作業所 56 0 5246 2.9 2.9 

教 会 所 210 0.1 667 0.4 0.5 

道    場 119 0.1 645 0.3 0.4 

其 ノ 他 1316 0.7 6212 3.4 4.1 

合     計 28189 15.5 153723 84.5 100 

 （件） （%） （件） （%） （%） 

※ 公会堂･共同作業所･道場の計…… 市部 1.5％、 郡部 23.0％ 

長浜 功 『国民精神総動員の思想と構造』 明石書店、1987、p.152  （原史

料の児山忠一･播磨重男 『部落会町内会等の組織と其の運営』 自治館、1940、

p.181 掲載の内務省地方局調査より筆者作成） 

 

戦前に構想され、実際に具現化した農村公会堂をはじめとする営造物施設の機能や性格、

歴史的位置を明らかにすることは、公民館構想及び分館を含む初期公民館の物的基盤、社

会事業と社会教育の関係など、戦前戦後の継承関係を考察するための検討材料を提供する

ことになるであろう。 

【表７－３】は、20 世紀前半の日本における主な農村施設構想と実践の一覧である。官

民問わず、農村社会に施設を介した教育を通じて働きかけるさまざまな動きが戦前にあっ

たことが分かる。本章では、これら日露戦後から戦時期にかけての、部落の農村公会堂を

はじめとする施設構想と、実際の物的施設の展開の中から、主として施策側のそれを追う。 

青年会館･クラブなど青年施設は、農村の青年層を対象にしたアソシエーションセンター

といえる。上野景三らによる詳細な研究蓄積があることから533、本章では第 1 節で青年施

設の必要がどのような点から唱えられていたかをみるに留め、第 2 節で 1920 年代までの 

                                                 
532 児山忠一･播磨重男『部落会町内会等の組織と其の運営』自治館、1940、p.181 
533 『財団法人 日本青年館七十年史』日本青年館、1991 ほか。 
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【表７－３】 主な農村施設構想と実践・施策（1902 年～1946 年） 

年 構想･施策等の施設名称 設置単位･場所 提唱･実践者 主 な 掲 載 著 作 ほ か 

1902   公会堂 一部落一郷村 井上 亀五郎  『農民の社会教育』（横井時敬校閲） 

1907   公会堂 村 横井 時敬  『模範町村』 

1908～ 〇 学校中心自治民育 大阪府生野村 村田 宇一郎  『学校中心自治民育要義』 1910 

1909 〇 広村公会堂 村 広島県広村  同上にて紹介あり 

1910～ 〇 教員住宅兼夜学会会場 部落 秋田県西目村  大鎌邦雄『行政村の執行体制と集落』 

1912   常設公会堂･人民集会所 部落 栗岡 松次  『実業補習学校の新経営』 

1914 
  公会堂 村 石田 伝吉  『理想之村』 

  公会堂 村 山崎 延吉  『農村教育論』 

1925   公会堂 各邑 横井 時敬  『農村制度の改造』 

1928   公会堂 部落 田淵 藤蔵  『農村社会問題と教育』 

1927～ 〇 公堂・部落公堂 熊本県健軍村 長野 長広 1931～1944に施設構想提唱 

1929 
  共同民衆会館 町村、町村連合 伊藤 悌三  『農村の娯楽及生活改善』 

〇 自由学園農村セツルメント 東京府久留米村 羽仁 もと子  （関屋龍吉が 1933年に例示） 

1930   公会堂 村 中澤 辨次郎  『農村問題講話』 

1931   社会教育公堂 
村と各部落 長野 長広 

 『農村教育新論』 

1932 

  村公堂･部落公堂  『青年教育の真髄』 

  公民館 大字 菅原 亀五郎  『理想郷建設の五型』 

  公会堂 50戸の村落 諸井 完蔵  「公会堂中心の村落生活」 

  部落館 部落 片岡 重助  『農村家政学』 

1932～ 〇 東北農村セツルメント 村 羽仁 もと子  吉田幾世「東北セットルメント物語」他 

1933 

  社会教育館 農村 関屋 龍吉  『農村社会教育』 

  村公堂･区公堂（村落公堂） 村と各部落 長野 長広  『日本農村の新経営』 

〇 鳥越隣保館 山形県稲舟村 松田 甚次郎  『土に叫ぶ』  『続土に叫ぶ』 

1934 

○ 震嘯記念館 宮城県漁村部落 （宮城県） 津波被災地の部落単位に建設 

  社会教育館 町村 松尾 友雄  「図書館令第一条第二項」 

  綜合的社会教育機関 村又は部落 吉田 熊次  『社会教育原論』 

〇 修練道場（農民道場） 合宿制 農林省  農山漁村経済更生運動（1932～） 

1935   村落公堂 村と各部落 長野 長広  『経済日本の農業政策』 

1937 〇 生活振興館 市町村又は部落 （静岡県）  国民更生運動（1932～） 

1940 〇 隣保会館（農村隣保施設） 町村と部落 厚生省  厚生次官通牒 

1943～ 〇 修練農場（農民道場） 合宿制 農林省  標準（皇国）農村確立運動 

1944   村公堂･区公堂 村と各部落 長野 長広  『皇村 戦時農村の新建設理念』 

1946～ 〇 公民館 
町村中心 寺中 作雄  「公民教育の振興と公民館の構想」 

部落に分館 文部省  文部次官通牒 

○印は実際に建設されたもの。 小川利夫「歴史的イメージとしての公民館」、 末本誠･上野景三「戦前における公民館構想の系

譜」、 田所祐史「戦前と戦後初期の社会教育施設構想に関する考察」ほか をもとに、筆者作成 
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農村公会堂の構想と展開をみて、次に農村問題が深刻化する 1930 年代の動きを、農村社

会事業･隣保事業との関係を中心にみる。戦前、農村公会堂は文部省が設置を奨励したり転

用利用を促進したりしたわけではない。後述するように、むしろ他省に、農村各部落の施

設を設置･利用する構想と施策が認められる（第 9 章参照）。その意味で、第 3 節で施策登

場前の農村教育や農村社会事業、とりわけ農村隣保事業に着目する。そして最後に第 4 節

で、漁村での施設の一例として、宮城県の震嘯記念館に光をあてて行政の計画的施設設置

の概要を示す（農村での事例については、第 8 章で検討する）。 

 

 

第１節 青年施設 

 

青年のための施設空間の必要は早い時期から唱えられていた。1916 年に小河滋次郎は、

青年団体の専用の拠点として「会員集合の場所たり得べき専用の建物を占有するに至らし

むると云ふことが焦眉の急務」だと主張した534。彼は「青年団体の生命とする所は、〔中

略〕或る一定の場所に集つて会員団欒の間に常に愉快に且つ有益に其の業閑の日時を利用

せしむると云ふことに存する。それ故に青年団体の成立に当ては先づ第一に、会員集合の

目的を兼ねて会務の処理に充つる所の建物を設定するやうに努力せねばならぬ」と、青年

団体構成員の集合･集会のための専用の施設空間を求めている。 

 

「夜学会や図書室や又は運動場などの為めの会堂ではなくして、会堂あるが為めに、副

産物として各種の施設が自然に備はるやうになるのである。なんでもないやうである

がこゝが大に注意を要する大切の点である。会堂は何処までも集会本位であつて、努

めて会衆団楽の機関として能く之を利用するに便せしむべく主力を傾倒する所がなけ

ればならぬ。」 

 

 小河は、施設そのものが事業や活動を生む母胎となる機能を持っているという。それは

集会機能である。事業の会場の必要から施設を求めるのではなく、集合･集会を第一の目的

とし、「会堂が出来て此所に常に多数の会員が集会すると云ふやうなことになれば、色々な

必要に迫まられて自然に会堂内若しくは会堂に所属して夜学会なり運動場なり図書室なり

或はまた各種の娯楽機関の如きも設備せらるゝやうになる」という見通しを持っていた。

一義的に集会施設の必要性を唱え、施設が活動を促進する点に着目したのである。 

 同時期に田川大吉郎は、議会政治振作の方法を論ずる際、青年会が「すでに専属の家を

持つているのもある。もちろん、そうでないのもあるが、僕はこれらの青年会舎に青年会

員が別の政治クラブを作ったらよかろう」としており、施設と活動を併せて考える提案も

みられる535。 

日露戦後から第一次世界大戦期にかけて青年団が次々と設立され、これに伴って青年が

                                                 
534 小河滋次郎「青年団体に就て」『救済研究』第 4 巻第 8 号、1916、pp.774-775 
535 田川大吉郎「立憲思想開発策」『中央公論』1914.5 
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集い、活動する拠点としての青年倶楽部･会館の議論と実際の展開がみられた。 

春山作樹も専用の青年施設の必要を説いている。 

 

「青年会は青年が相互に接触してその間に自然に相互の感化が行われて、それが修養を

高めることにならねばならぬと思う。故に青年会はその集会所を持つことが必要であ

る。そしてその会場はまず第一には青年の倶楽部として利用さるべきであろう。その

青年の club として利用される場合には、そこに Refreshment の設備がなければなら

ぬ。即ち簡易なる食卓が設けられ質素な飲料が供給されなければならぬ。536」 

 

と、集会機能を起点とする施設の必要が指摘され、青年が集うための装置として、集会室、

食卓、読書室、「蓄音器の record、Radio の装置」などが挙げられている。 

地方現場で青年施設を説いた例は、宮坂広作が紹介した愛知県横須賀町の小学校長･成瀬

涓の施設提唱が挙げられる。「はじめから会館式に建築しなければ不便で」あるため、集会

用の講堂や図書室、娯楽室、浴室などを備え、照明等に配慮した建物の必要が唱えられて

いた537。 

実際の展開の場面では、青年団専用施設でなくとも、公設施設の経営委託を青年団が受

けて団活動の拠点とした例もある。京都では公設浴場の 2 階が「教化及娯楽のため使用さ

れ」ていた。ここに拠点事務所を置く青年団が浴場経営委託を受け、浴場収入が団の財源

になっていた538。崇仁浴場では「経営は崇仁青年団直接之に当り別に相談役を嘱託して監

督及相談に当つて貰つてゐる〔中略〕附属事業として理髪、結髪をなして」おり、養正浴

場では「修養娯楽自治等の為にする集会を催す集会室があり簡易の図書を備へ」、収入のう

ち 20 円が「青年団へ補助」されていた539（第 3 章第 1 節参照）。 

【表７－４】は、1930 年度の全国の青年団の「会館･倶楽部」である。郡部をみると、

青年団自身が本部、支部･分団経営の建物を有する形態のものが、11,142 あり、58.9%を

占めている。町村、区、字による設置は 3,340（17.7%）である。 

やや詳しく 1 県の設置例をみてみると、1923 年に神奈川県の青年団が資産として所有

している建物は全 46 棟あり、全て郡部（都筑郡、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡）

にあった。5 郡の青年団体数は 126 であり、建物の保有率は 36.5%である【表７－５】。 青

年団自身も 1920年代～1930年代を通じて、会館の必要を大日本青年団連合会の大会決議･

議決で繰り返し主張している【表７－６】。 

 青年施設は構想とともに実際の建設も相当の規模で農村部に展開したといえる。 

 

 

 

                                                 
536 春山作樹（講義）「社会教育学一般」1931、p.163 
537 成瀬涓『優良男子女子青年団の経営指針』創生社、1928、pp.43-44、宮坂広作『近代日本

社会教育史の研究』法政大学出版局、1968、p.163 

538 松下孝昭「都市社会事業の成立と地域社会」『歴史学研究』2008.2 

539 『京都の湯屋』京都市社会課、1924（『戦前日本社会事業調査資料集成』第 8 巻、勁草書房、

1994、pp.144-146） 
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【表７－４】 青年団の経営主体別「会館・倶楽部」 （1930年度） 

経 

営 

主 

体 

市    部 郡    部 
総 

 

 

計 

青年

団本

支分

団 

区 

 

町 

小 

学 

校 

其 

 

他 

不 

 

明 

計 

青年 

団本 

支分 

団 

町 

村 

区 

字 

小 

学 

校 

其 

 

他 

不 

 

明 

計 

北海道 1 1   2 4 8 690 66 2 10 272 1040 1048 

青 森   1     2 3 36 16   3 6 61 64 

岩 手             15 3   2 9 29 29 

宮 城   1     1 2 78 31 6 13 16 144 146 

秋 田             82 31   1 22 136 136 

山 形             96 51   2 59 208 208 

福 島 1 1       2 84 30   6 55 175 177 

茨 城             125 25       150 150 

栃 木 2 3       5 46 10   5   61 66 

群 馬   2       2 174 31   9   214 216 

埼 玉   1       1 57 25 2 2   86 87 

千 葉             62 4   7   73 73 

東 京 1 6   1 5 13 156 7   5 6 174 187 

神奈川 22 7   5 2 36 464 22   3 7 496 532 

新 潟 1         1 365 95   3 23 486 487 

富 山 4     2 1 7 264 34   25 6 329 336 

石 川 1 3     4 8 476 71   9 34 590 598 

福 井             78 25   2   105 105 

山 梨         3 3 149 15   1 28 193 196 

長 野   5     1 6 53 74   4 116 247 253 

岐 阜             231 63   25 361 680 680 

静 岡 16 1   3 31 51 155 99   16 282 552 603 

愛 知 2 2   1 8 13 187 143   2 177 509 522 

三 重   2     1 3 361 175   4 286 826 829 

滋 賀             92 29   1 117 239 239 

京 都 3 1   1 7 12 171 157   37 183 548 560 

大 阪 29 4     87 120 286 36   2 102 426 546 

兵 庫 10 5   1 39 55 889 467 1   421 1778 1833 

奈 良 3 3 1     7 104 15 2 1 47 169 176 

和歌山         5 5 279 80   2 71 432 437 

鳥 取 3   1   4 8 550 8     86 644 652 

島 根             108 118   43 64 333 333 
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岡 山 21 12       33 504 209   8 143 864 897 

広 島 19   1 1 1 22 568 159   11 58 796 818 

山 口 1       4 5 175 139 1 36 55 406 411 

徳 島 1       1 2 136 9   13 25 183 185 

香 川 1       2 3 131 30   7 10 178 181 

愛 媛 4 4       8 208 84 1 2 77 372 380 

高 知 5         5 81 19 1 1 21 123 128 

福 岡 10 1     18 29 248 163   14 18 443 472 

佐 賀 1       3 4 604 164 10 8 67 853 857 

長 崎 34     1 7 42 216 64   21 116 417 459 

熊 本   2       2 703 10     117 830 832 

大 分 1         1 67 4   1 37 109 110 

宮 崎 2       1 3 19 22     22 63 66 

鹿児島 3         3 472 197   11 384 1064 1067 

沖 縄             35 10     11 56 56 

樺 太             12 1   4 13 30 30 

計 202 68 3 18 242 533 11142 3340 26 382 4030 18920 19453 

市･郡 

ごとの％ 
37.9 12.8 0.5 3.4 45.4 100 58.9 17.7 0.1 2.0 21.3 100   

大日本連合青年団調査部編 『全国青年団基本調査』 大日本連合青年団、1934、pp.228-229 より作成 

 

 

【表７－５】 神奈川県内の青年施設一覧 （1922 年 1 月） 

郡 市 町 村 青年施設名 備  考 郡 町 村 青年施設名 備  考 

横 浜 市 
南太田町西青年会館 最古は 1918

年築 

 

 

 

中 

 

 

 

 

 

 

 

郡 

 

 

北秦野村 
横野支部会館 

  
石川町五六七体育館 戸川支部会館 

久良 

岐郡 

日下村 
永取澤青年集合所 

最古は 1870

年築 

高部屋村 
西富岡支部会館 

村上中里青年集会所 日向支部会館 

六浦荘村 高谷青年集会所 国府村 青年団倶楽部 基金 1,076円 

橘 

樹 

郡 

中原村 宮内支部倶楽部 

最古は 1912

年築 

城島村 

〔城所会館？〕 

  

向丘村 

長澤支部倶楽部 小鍋〔島〕会館 

稗原支部倶楽部 下島会館 

初山支部倶楽部 

伊勢原町 

大竹支部会場（大竹会堂） 1870年築 

城郷村 片倉支部倶楽部 池端支部会場 

  
都 

筑 

郡 

中川村 第二～四、七、八支部会堂 最古は 1910 年

築、最多数建築年

度は1910年（2施

設） 

田中支部会場 

山田村 荏子田倶楽部 松戸支部会場 

都岡村 青年会会堂 比々多村 神戸支部会堂 
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三 

 

浦 

 

郡 

南下浦村 第二支部倶楽部 

最古は 1912

年築 

最多数建築

年度は 1911

年（2施設）、

15年（同） 

 

中 

 

郡 

 

 

比々多村 

笠久保支部会堂 

西浦村 

久留和支部会堂 坪之内支部会堂 

秋谷支部会堂 善澤支部会堂 

芦名支部会堂 白根支部会堂 

田浦町 
本浦倶楽部 串橋支部会堂 

日向倶楽部 栗原支部会堂 

初聲村 高円坊青年集会所 三ノ宮支部会堂 

長井村 
根方青年夜学場 

足 

 

 

 

柄 

 

 

 

下 

 

 

 

郡 

片浦村 

石橋会堂 

  

番場青年夜学場 米神会堂 

鎌 

 

倉 

 

郡 

鎌倉町 

大町青年会館   根府川会堂 

乱橘材木座青年会館

（公会堂） 

建築費 5045

円 
江之浦会堂 

由比ヶ浜青年会館 

鎌倉郡の最

古は 1911年

築 

最多数建築

年度は 1918

年（4施設） 

大窪村 青年会館 81坪 

坂下青年会館 国府津村 東部支部会館 

足柄下郡の最

最古は 1906

年築 

 

最多数建築年

度は 1913年

（6施設） 

永野村 

北部会館 

土肥村 

門川支部会館 

西部会館 城堀支部会館 

南部会館 宮下支部会館 

東部会館 宮上支部会館 

川上村 
後山田青年集会所 吉濱村 第一～五支部会館 

平戸青年集会所 

足柄村 

富水支部会館 

高 

 

座 

 

郡 

海老名村 河原口公会堂 

 

最古は 1909

年築、 

 

最多数建築

年度は 1918

年（4施設） 

蓮王寺支部会館 

座間村 

栗原第一,三～五支部倶楽部 堀之内支部会館 

上宿支部倶楽部 西北支部会館 

下宿支部倶楽部 北之窪支部会館 

河原宿支部倶楽部 久所支部会館 

麻溝村 第一～三、六支部倶楽部 府川〔斎〕支部会館 

相原村 第三支部倶楽部 第八支部会館 

入澤村 
第一,三,五～七,九

支部倶楽部 
舟ケ原会館 

茅ヶ崎町 
青年会館 吹ノ上会館 

〔2会館 判読不能〕 中久野会館 

 

 

 

中 

 

 

郡 

土澤村 

下吉澤集合所 

最古は 1870

年築、 

最多数建築

年度は 1914

年（5施設） 

下宿会館 

吉澤台集合所 中宿会館 

吉澤山入集合所 坂下会館 

矢澤集合所 星山会館 

惣領分集合所 二川青年会多古支部会館 

庶子分集合所 芦子青年会荻久保支部会館 

金目村 川前会館 
 

依知村 上依知支部倶楽部 
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中 

 

 

郡 

 

 

金目村 

 

千順谷会館 

 

 

愛 

 

甲 

 

郡 

依知村 

山際支部倶楽部 最古は 1911

年築、 

最多数建築年

度は 1916年 

広川会館 中依知支部倶楽部 

坪之内支部 下依知支部倶楽部 

日岡青年会館 金田支部倶楽部 

南秦野村 第二、三、五支部 
高峰村 

海袛支部倶楽部 

（2施設） 

秦野町 山谷青年夜学堂 角田支部倶楽部 

大磯町 高麗青年館 三田村 第一支部青年館 

豊田村 
宮下 

小鮎村 

原旗支部倶楽部 

平等寺 白山支部倶楽部 

北秦野村 
羽根支部会館 上飯山支部倶楽部 

菩提支部会館 全 施 設 数 141 

基 金 195 施設中、98 施設（50.3%）が基金を有す 設立時期 
1870～99年  4、 1906～12年 39 

1913～19年 72、 1920～22年 17、 不明 9 

建築

費 

「部内有志ノ寄附金ヲ以テ充テタルモノ最モ多ク、次ハ部落ノ戸主ヘノ割当支出、団員ノ支出、或ハ青年団ノ基本

金ヲ以テ之ニ充テ、建築ニ際シテハ団員ハ多ク労働奉仕ヲシタルモノナリ」 

設備 
一般的設備……「図書、文庫、机、黒板、火鉢、炊事用具、柔剣道具、囲碁将棋盤等トシ、庭内ニ体操場ヲ設ケ器

械体操器具及相撲場ノ設ケアルモノアリ」 

利用 

形態 

「団員ノ集会、戸主会、軍人分会、処女会其他諸種ノ会合場ニ充ツルモノ多ク時ニ補習学校々舎タルモノ、団員合

宿所ニ充ツルモノアリ、尚養蚕共同飼育所繭売買所、部落民ノ一般娯楽場タルモノアリ」 

「青年団体会館ニ関スル調査」1922.1『社会教育ニ関スル調査』第二輯、神奈川県教務課、1923.5、pp.10-14 より作成 

【表７－６】大日本連合青年団大会における施設関係の決議・議決 

年 大  会 内       容 

1925 

第 1 回大会 

第 1 部会決議 

16.運動用具楽器等の備付 

20.会館又ハ集会所等ノ設置 

第 1 回大会 

第 2 部会決議 

各地方ニ完全ナル会館ヲ建設シ之ヲ中心トシテ青年ノ信仰、体育、智育、社

交娯楽等ニ関スル施設ヲ講ズルコト 

1927 
第 3 回大会 

第 2 部会決議 

都市青年団ヲ一層自発的ニ振興セシムル方策如何 

→ 団ノ事業上考慮スベキ点 5.会場（会館）ヲ設置スル事 

1930 
第 6 回大会 

第 2 部会議決 

中小都市ニ於ケル青年団ノ振興対策 

→ 2.会館ヲ建設シテ娯楽、修養ノ施設ヲナスコト 

    3.健全ナル民衆的娯楽機関ヲ設備スルコト 

1935 
第 11 回大会 

第 2 部会議決 

・道府県、郡市連合青年団ニ於テ行フベキ事項 

→ 4.会館、修養道場等ノ設置ヲ促進スルコト 

・単位青年団ニ於テ行フベキ事項 → 7.集会所及共同作業場ヲ設置シ友愛

生活ノ向上ヲ図リ共同的事上練磨ノ機会ヲ多カラシムルコト、 9.事務所ヲ

ナルベク学校モシクハ役所内ニ置クコト 

熊谷辰治郎 『大日本青年団史』日本青年館、1942 より作成 
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第２節 1920 年代までの農村公会堂の構想と展開 

１．日露戦後・地方改良運動期の農村公会堂 

 

青年施設は農村青年を対象に限定したアソシエーションセンターであるが、農村の農民

を広く対象にした施設も 20 世紀に入って構想されはじめる。 

井上亀五郎『農民の社会教育』（1902 年･横井時敬校閲）や内務省地方局有志『田園都市』

（1907 年）が示した原型としての農村公会堂構想は、離農防止のため農村に都市の「文明」

を可視的にも機能的にも具現化する近代化装置として描かれた。宮坂広作は、井上の構想

を「単なる農業技術の指導ではなく、農民意識それ自体の根本的変革（公共心の啓培）を

主張する。下から盛り上がる国民の自発的な公共心のみが、国の文明を進歩せしめるのだ

という、そして封建的割拠のなかで形成された日本農民のミクロコスモス的思考様式を打

ち破ろうとする、近代的発想を示すもの」と位置づけている540。 

 実際に日本で初めて農村公会堂が建設された例は不明だが、例えば宮城県利府村加瀬区

では、1891 年ごろに青年会発起により青年補習教育の場として公会堂を建てている。同村

に本格的な農村公会堂たる「学堂」が建設されるのは、日露戦後･地方改良運動期に入って

からで、「部落開発の意味から教員住宅、小蔬菜園まで附属せしめた学堂の建設を村でも奨

励して、明治四十二〔1909〕年には在加瀬学堂が成り、続いて、森郷、濱田、神谷澤、春

日、澤乙、利府の各学堂も建設され」た「部落公会堂の沿革」がある541。 

日露戦後の農村公会堂の中には公民教育の役割を有するものもあり、兵庫県加西郡の公

会堂（1907 年）や広島県の広村公会堂（1909 年）のように、日露戦争戦没者追悼の記念

として一般有志の寄附で設置され、伝統的な村落共同体に対する国民共同体のシンボルと

しての意味を持つものもあった542。 

全国行脚して地方改良の「伝道」を行った石田伝吉は、1914 年に公会堂建設を提唱した。

彼は、教育機能とともに経済性や衛生に配慮した近代化の象徴として公会堂を描いた。公

会堂を役場･小学校･教員住宅（各字にも設置）･駐在所等とあわせて村中央部に配したとこ

ろに、都市計画的発想もみられる543。 

日露戦後期の農村公会堂の量的把握は困難だが、1914 年に山崎延吉は、農村公会堂等の

設置状況を「特に日露戦争後は紀念事業として之が建設をなす所多く、大正の御代に入つ

て更に多きを致す」と伝えている。彼は「社会教育の発達を促がす極めて有力な施設」た

る公会堂を勧奨、諸機能を兼用して「文明国に存するが如き倶楽部」になると展望した544。 

1888 年の町村制公布に伴い町村を 71,314 から 15,820 に統廃合した後、地方改良運動

では、「一町村を真に一町村たらしむる為にお互の反目の原因となる部落根性を打破」する、

                                                 
540 宮坂前掲 p.161 
541 『更新家庭生活』家庭教育叢書 第一、大日本連合婦人会、1934、pp.239-240 
542 本玉元「公民館の成立過程」『武庫川女子大学紀要』人文･社会科学編、51 号、2003、p.94、

末本･上野前掲 pp.728-729 
543 石田伝吉『理想之村』大倉書店、1914、pp.734-783、p.484。石田伝吉については、郡司美

枝『理想の村を求めて』同成社、2002 
544 山崎延吉『農村教育論』洛陽堂、1914、pp.151-153、『農民教育』二松堂書店、1914 ほか 
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という内務省の意図にもかかわらず545、現場では自治民育の方法として部落単位の働きか

けが認められる。 

その一例を、第１章でみた大阪府生野村の「学校中心自治民育」実践（1908 年～1917

年）にみてみよう。府師範学校長･村田宇一郎は学校中心だけでなく、村内 9 部落の教化

を教員 6 人に分担し、教員住宅に青年会所を附設、戸主会等を指導させた。従来の「命令

召集的に学校に集める」方法から「部落々々へ出張」する方法を採り、青年会の本部を小

学校に、支部を各部落に置いた。村の「統一といふ点から見て非難があるかも知らない」

と、彼は地方改良運動下の部落の位置づけを知りつつも、一国を固めるには一町村を固め、

一町村を固めるには「一町村の単位たる部落から固めねばならぬ〔中略〕一部落にして百

戸内外のものなら、世話の仕様によりては随分教化の功を現はす」と、部落単位の運動の

必要を認めていた546。 

 村田とともに当初から関わった栗岡松次は、実業補習教育は「社会教育の意味が這入り

込んで居るのであるから、之が設備の方面」も重要と主張、部落ごとに公会堂と教員住宅

を設置して行う社会教育を展望した。使用時間が限られる小学校校舎と違って、「常設公会

堂」があれば天候に左右される農作業を邪魔せず教化が随時可能になる。農民に「午後の

一時から学校に集れと云ふ事は頗る無理」なので、「夜間を利用する社会教育」が重要にな

り、「最も有効に且簡単容易に社会教育を施さうとするには、どうしても公会堂の設備」が

必要となる。各大字の教員住宅に「部落の小公会堂」たる「人民集会所」を附設、「部落民

の会合場、其他幻燈会講演会場となす等出来得る限り部落民の教育に利用」すると描いた

547。 

同時期の秋田県西目村でも、部落ごとに教員住宅を建設して地域教育活用を図った例が

みられる548。実業補習教育等との相乗効果を期待して、公会堂や教員住宅を部落単位に整

備する、という具体的で実用的な方法が、この時期の展開の特徴であったと考えられる。 

 

２．第１次世界大戦後――階級協調と共同施設機能 

 

大正デモクラシー思潮のもとでの農民運動側の公会堂施設に関わる動きをみてみよう。 

香川県坂本村では「地主金持階級」所有の公益倶楽部の会館が小作人講演会用に借用で

きなかったため、1924 年に農民会館を建設し、地主との闘争の牙城や「経済的用途」、講

演会等に活用した549。渋谷定輔の農民自治会の綱領（1925 年）は「農村文化の自治的建

                                                 
545 宮地正人『日露戦後政治史の研究』東京大学出版会、1973、pp.2-3 
546 村田宇一郎『自治民育講話』京都府教育局、1914、p.17、籠谷次郎「地方改良運動と村の

学校」『籠谷次郎日本教育史論集』大空社、1993、p.281、同「国民教育の展開」井口和起編『日

清･日露戦争』吉川弘文館、1994、pp.193-195 
547 栗岡松次『実業補習学校の新経営』宝文館、1912、 pp.86-107、p.441 
548 大鎌邦雄『行政村の執行体制と集落』日本経済評論社、1994、3 章。同じ時期の地域と小

学校の関係については、笠間賢二『地方改良運動期における小学校と地域社会』日本図書セン

ター、2003 
549 「オレタチには金がないダガ力がある 団結の力がある!! 農民会館を建てる」「農村文化の

黎明」『土地と自由』日本農民組合、1924.5.10 
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設」をすえ、農村簡易中学･自由大学と並んで公会堂設営を掲げた550。下中弥三郎は学校

教育廃止を主張、「部落には、大てい昔ならば寺、今日では倶楽部があ」り、「こゝに学校

廃止後の教育運動の中心が移」ると想定し、「附録の如く思はれてゐる社会教育」が「正系」

になるため、「倶楽部中心」「部落本位の教育」を唱えた551。 

このように、運動側の主張や実践には施設建設が含まれていた。体制側の動きから施設

像を得、運動･学習拠点として集会可能な施設空間の必要を実感したことも影響しただろう。 

一方、体制側からの施設提唱も登場する。1925 年、横井時敬は 18 年前の自著『模範町

村』（1907 年）を紹介し、改めて農村公会堂を提唱した552。「階級的思想」と因習を打破

するには「公会堂に始むるが最も捷径」だと強調し、また、学校利用は当分やむを得ない

が「毎に利用することは如何であらう」と、「酒宴の悪風俗」を改善する食堂、文庫や娯楽

設備を備えた施設が必要だとした。これらの必要は農業倉庫の必要と同様で、「住民が各自

に倉庫を有つ代りに共同の倉庫を設くる、既に是れ経済であるに相違ない。戸毎に御客の

為めに間取りや設備をなし置くよりは、共同を以つて之れが為めの建物と設備とを経営す

るが経済」的だと説いた。公会堂を「階級的思想を打破し、無用の冗費を節約する、一時

両用の目的」を適える手段として描いたのである553。 

 実際の展開をみると、例えば岡山県馬屋上村では 1926 年に共同済世社隣保館が設立さ

れ、規則には「隣保館ハ農村ノ隣保事業ヲ行フタメニ設ケルモノデ、冠婚葬祭ヲ始メトシ

テ一般生活改善ヲ会館中心ニ行ヒ、一村一郷ノ精神ノ統一、共同輯睦ノ徹底ヲ期シタイト

思フ、由来農村ノ住宅ハ稀ニアル冠婚葬祭ノ為ニ其ノ室数ヤ間取、其ノ他諸道具等ニ多ク

ノ無駄ガアル、今後ハサウシタ問題ハ全部会館デ行フ、随テ住宅トシテハ農業本位ニ実用

的ノモノヲ建設セシムルコトガ大切ナ事デアル、因ッテコノ精神ニ則ッテ隣保館ハ設置シ

タモノデアル554」と謳われた。1930 年、為藤五郎は、福岡県神
じ ん

興
ご う

村の部落公会堂が「社

会教育学校」として機能していると観察していた555。 

三重県越賀
こ し か

村では「諸会合に学校を使用するの止むなき現状」だが「可成学舎の使用は

避くる」ことが望ましく、村の「住宅は諸振舞を考慮して建築さるゝ関係上、不経済且つ

生活上の不便」が多いので、「公会堂を設置して之を緩和す」と説明された556。公会堂は

住宅機能の補完を担っていたのである。 

部落単位の公会堂が、支配装置としての階級協調･融和機能を果たすだけでなく、冗費節

約や生活改善の共同施設機能をも果たす、という施設像と実践は、農村共同体での受容を

導きやすくするものであったと思われる。 

 

 

                                                 
550 渋谷定輔『農民哀史』勁草書房、1970、pp.186-187 
551 下中弥三郎「農村教育改造の基調」『農村教育研究』1 巻 4 号、1928 
552 横井時敬『農村制度の改造』有斐閣、1925、pp.215-227 
553 宮坂広作と末本誠は、農商務省農産課長･伊藤悌蔵が『農村の娯楽及生活改善』（1929 年）

で提唱した共同民衆会館を取り上げている（宮坂前掲 pp.163-165、末本･上野前掲 p.735）。こ

れもこの時期の構想の一つであろう。 
554 「馬屋上村共同済世社隣保館規則」1926（『岡山市百年史』資料編Ⅰ、岡山市、1993、p.701） 
555 為藤五郎『現代農村の教育』東洋図書、1930、pp.177-181 
556 『経済更生運動と産業組合の活動に関する調査』産業組合中央会、1934、p.494 
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第３節 農村問題の深刻化と農村公会堂の隣保館化 

 

 昭和恐慌では農産物価格が暴落（1929年の農産物価格を100とすると1931年は 56.7）、

農村恐慌が深刻化した。1932 年には農民救済請願運動が起き、時局匡救議会が開かれるに

至った。追い打ちをかけるように 1933 年の三陸大地震と大津波、1934 年の東北･北海道

の冷害による記録的大凶作等が続き、1930 年代前半に社会問題の焦点が都市問題から農村

問題へと移り557、施設構想にも変化がみられ始める。 

このように、農村問題深刻化を受けて、部落ごとの実施を目した構想が登場する。地方

改良運動期以降、近代化･階級協調･共同施設の性格を持って構想･展開してきた農村公会堂

は、経済保護･生産力維持向上を含む隣保事業を加味して、1932 年ごろを転換期に新たな

段階へ移行し始める。 

1932 年前後は農村社会問題に対応した農村社会事業の提唱や実践がみられる。羽仁もと

子の東北セツルメント（1932 年～）558や、片岡重助の部落館構想（1932 年）559、賀川豊

彦の農村社会事業提唱（1933 年）560などである【表７－３】。 

第 8 章で検討する長野長広の「公堂」構想（1931 年）561も、菅原亀五郎の「公民館」

構想（1932 年）もこの時期に提唱された。菅原は、「全国に少くとも一大字に一公民館が

建設されることは切望するところであるが、これは経済的見地より中々容易な業ではない。

夫れで差当り小学校、中等学校中に公民館的施設をなし、理想郷土建設の根源地にしたい

と私は考えている。現在公会堂が建設せられている地方は、これに公民館的施設をなすこ

ともよい562」と主張していた。 

これらの構想･実践は農村問題への関心から発しているが、問題の根幹をなす政治経済社

会の構造自体に対峙するわけではない。農村窮乏とそれに伴う小作争議などの社会問題を

生活経済の脅威と「思想の脅威」ととらえて、協同一致して解決･克服･予防にあたらせよ

うとするものであった。経済や思想の安定、社会秩序の安定を図るには、生活圏内の地域

に施設を置いて人を集めて集団的に事業を行う、という発想である。この発想は、地方改

良運動期以来の「自治民育」による地域の政治的囲い込みの構想よりも、さらに生活経済

に具体的に踏み込む隣保事業の内容と方法をもっていた。 

農村社会事業の中でも特に隣保事業は、日露戦後期ごろまでの「窮民」対象の救済的社

会事業から新たな段階に入ったもので、「自治民育」の系譜にも魅力的な方法であり、総力

戦体制下においては自発的動員の面からも期待されるものであったと思われる。 

農村に援用しようとした隣保事業は、歴史的にどのような位置にあるのだろうか。郡司

                                                 
557 『厚生省五十年史』（記述篇）厚生問題研究会、1988、pp.90-93 
558 吉田幾世「東北セットルメント物語」（一）（二）『婦人之友』1939.3,4、松本郁代「農村社

会事業からみた東北地方農山漁村住宅改善調査」『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第 4

号、2004 
559 『農村家政学』三友社、1932、pp.257-258 
560 賀川豊彦『農村社会事業』農村更生叢書 2、日本評論社、1933 
561 長野長広『農村教育新論』同文書院、1931 
562 菅原亀五郎『理想郷建設の五型』南光社、1932、p.269 
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淳によると563、「隣保」の語源は唐の制度を模した律令制の末端行政組織に求められるが、

近代に至って隣保
・ ・

が主体となる相
・

互扶
・

助を意味する和製漢語「隣保相扶」が創出された。

内務官僚らは、村落共同体＝旧村･大字の相互扶助を「古代の美風」の伝統として言説化し

つつ、隣保相扶の主体に合併後の市町村を想定した。1888 年の町村制の上諭で「隣保団結

ノ旧慣ヲ存重」するとされ、1904 年には内相訓令で「隣保相扶ノ誼」が謳われた。国家は

村落共同体の共同性を不断に解体しようとし、国家･国益に直結する体制構築を目指す際、

町村単位の隣保相扶を国民動員イデオロギーとして創出した。 

しかし、共同作業を前提に生産活動を営む農村では、村落共同体は容易に解体されず、

上述のように現場では部落単位の実践が必要だった。総動員体制下には、食糧や兵力供給

の末端基盤づくりの方策たる隣保事業により、国家と直結する町村主体で部落を組み込み、

再編していった。 

一方、「隣保」にはセツルメントの訳語＝隣保事業の用法もある（セツルメントを隣保事

業と訳したのは長谷川良信といわれている564）。第 3～5 章でみたように、セツルメントは

隣保事業として既に 1920 年代に都市スラムを中心に展開していた。これを農村に適用す

るのは困難を伴った。都市の隣保館を農村に適用し、農村公会堂の近代化を図る主張は、

早い時期では中澤辨次郎の所論にみることができる565。 

1932 年の全国隣保事業並保育事業協議会で、協議題「農村に於ける隣保事業の発達拡充

に関する件」への決議は、農村隣保事業の留意点に「字を事業の中心とする」「神社仏閣青

年団事務所公会堂其の他の既設建築物」利用を挙げ、部落単位や物的施設に言及したが、

「保守的気風に固定せる農村住民に対し、近時都市に於て発達せる隣保事業態様の理解を

求むる事は至難中の難事」とも指摘している566。 

1934 年にも、農村隣保事業の普及実態は「未だ実際問題として取扱はるゝ程度に達しな

いと思はるゝ」とされたように567、1930 年代前半の時点では諸構想の提唱に関わらず、

実際の展開は一部に留まり低調だった。 

1937 年に至っても、生江孝之は、本来の隣保事業は都市の「特定地区に於ける地区住民

全体の福祉を増進すべき綜合的事業」であり、1930 年代に登場し始めた農村隣保事業は「都

市に於けるセツトルメントワークと其の意義及び内容を異にする」と指摘している568。 

農村公会堂の隣保館化といっても、都市のセツルメントを農村に単純に拡大適用するも

のではなかったし、実際の展開も容易ではなかった。 

諸井完蔵は 1932 年に、「村にも一つの娯楽の殿堂があつてもよいと考え」、娯楽機関と

して機能する公会堂建設を提唱している569。村の農民教育は本来ならば「学校、講演会、

出版物が役立つのであるが、中等学校は形式本位の教育（農学校と雖も）であるし補習学

校は形骸のみである。小学校はいはずもがな、而かも、小学校は諸種の事情から農民本位

の教育を施すことが出来ない。講演会は余り役立たぬものが、各種団体に依り、一ヶ年総

                                                 
563 郡司淳『近代日本の国民動員』刀水書房、2009、pp.3-15、p.29 
564 長谷川良信『社会事業とは何ぞや』マハヤナ学園出版部、1919 
565 中澤辨次郎『農村問題講話』改造社、1930（末本･上野前掲 p.735） 
566 『社会事業年鑑』昭和八年版、pp.328-332 
567 『日本社会事業年鑑』昭和九年版、p.271 
568 生江孝之「社会教化事業」『日本社会事業年鑑』昭和十二年版、pp.26-27 
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数四回か五回である。出版物は農民――特に青年の―向上心もさることながら、第一にそ

れが購入そのことが円滑にゆかない」と実態をとらえ、「村の文化の中心、農民修養の殿堂

が一日も早く完成することを望ん」だ。諸井は次のように娯楽･修養･社交の機関としての

農村公会堂建設を唱えた。 

 

「全国通津浦々、ありとあらゆる村落に公会堂を建設することを提唱する。勿論今日と

雖も、何等かの様式形式の下に、何処の部落にもあるといふのではないが、公会堂？
マ マ

が

見受けられる。併し之等は一概にはいへないが、多くの場合、村の集会場としての役

割を務めてゐるものであらう。が、私のいふ所のものは断じてそういふものではない、

不断に村人の娯楽と修養と社交？
マ マ

の中心殿堂としての任務を果す所の、村の文化の策

源地であり、村人の慰安と悦楽の泉、従つて明日に溌剌と伸びゆく活力の培養地でな

くてはならない。集会場としての役割の如き、第二次的な附属目的であらねばならな

い。570」 

 

だが、「約五十戸の戸数を擁する一村落」で一戸あたり 100 円を集めれば、5,000 円の資

金、50 円なら 2,500 円、20 円なら 1,000 円の建設資金となるが、「現在の農村では絶対に

不可能と見てよからう」と、窮乏に苦しむ農村での公会堂建設の困難にも言及している。 

1936 年に長野県学務課は、上水内郡津和村、下伊那郡三穂村を候補地に農村隣保館建設

を計画したが、1 館あたりの建設費は 9,000 円にのぼり財源が問題であった。県は三井報

恩会の寄附によって資金を確保しようとした。計画された隣保館は、「託児所、相談所、冠

婚葬祭の式場及び簡単な医療施設等を設ける外、経済更生運動としては副業の共同作業場

にも使用し、更に講習会修養道場等にも充る綜合的施設で、報恩会の寄付は施設費の約三

割程度の見込571」だった。 

農村での隣保事業実施のための施設新築は困難を極め、このような補助や寄附に頼るほ

かなかった。1933 年から松田甚次郎が鳥越隣保館（最上共働村塾）に取り組んだ際も、施

設確保･新築が大きな課題となった。宮坂広作がその困難について紹介している572。 

新築が不可能な多くの場合、既存施設を借用することになる。まとまった統計史料がな

いため、隣保事業で大きな位置を占めた季節（農繁期）託児の会場に、借用･転用可能な農

村施設がどのようなものであったかみてみよう。 

全国的な傾向では、【表７－７】から寺院や学校での開設が目立つことが分かる。託児事

業を母体として隣保館を新規に建設し、託児を中核事業とした例もある。宮城県加美郡宮

崎村の宮崎村隣保館では託児を事業の母体･中核にして、青年対象の夜学校も開設し、農村

社会事業を展開した573。 

【表７－８】は山形県の農繁期託児所の例であるが、同様に小学校や寺院で開設されて 

                                                                                                                                               
569 諸井完蔵「公会堂中心の村落生活」『大日本農会報』1932.5 
570 同 pp.67-68 
571 「農村隣保館の新設計画」『社会事業彙報』1936.4、p.14 
572 松田甚次郎『土に叫ぶ』羽田書店、1938、同『続 土に叫ぶ』羽田書店、1942、宮坂前掲

pp.170-176 
573 田代国次郎「宮城県下農村社会事業の一断面」『東北社会福祉史研究』（2）東北社会福祉史
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いることが分かる。また、学校と寺社を除けば、共同作業場や公会堂、隣保館などの新た

に農村に生まれた共同施設や集会施設等が登場している。 

既存施設借用が託児事業に適しているとは限らず、1935 年に鳥取県では学校、農村公会

堂や青年会館と託児事業との関係を、施設の観点から次のように分析している。 

 

「学校が託児所として使用される場合、前に述べたやうにどうしても、子供に与へられ

る気持が一種の硬さを伴ふ事は否めない。尤も一面には学校に行くと云ふ事が一種の

誇を感ぜしめる点はあるが、少くともお寺やお宮へ行く程の気安さは感じない。この

緊張感がどうかすると子供の自由な行動を不必要に拘束する事になる〔中略〕学校に

於ける託児所の行事は、直ぐ、訓練的になり過ぎて幼児の取扱が生徒の場合と同じや

うな『硬さ』を伴ひ勝ちである。574」 

 

「公会堂、青年会館も唯汚されても大して文句は出ないと云ふやうな考へから使用され

                                                                                                                                               
研究連絡会、1979 

574 『農繁期託児所の実体
ママ

と対策』鳥取県学務部社会課、1935（『戦前日本社会事業調査資料集

成』第 9 巻、勁草書房、1994、p.894） 

【表７－７】全国季節託児所の概要 

開  設  年 施設数 経 営 主 体 

1916～1920 2 
公 

営 

市 40 

1921～1925 128 町 66 

1926 138 村 352 

1927 281 私 

営 

団体 1710 

1928 372 個人 351 

1929 507 計 2519 

1930 536 開 設 場 所 

不  明 555 寺 院 1014 

計 2519 学 校 746 

 

特 設 5 

其ノ他＊ 658 

不 明 96 

計 2519 

＊「其の他とあるは町村の公会堂、神社、個人

の宅等である」p.627 

『全国季節託児所概況』 社会局社会部（1930 年調

査）1931 より作成 

 

【表７－８】 戦前山形県内農繁託児所の設置場所 

 
設 置 場 所 設置数 計 ％ 

学

校 

小学校 （含分教場） 85 

95 56.9 小学校・作業所 9 

学校前の小屋 1 

宗 

教 

施 

設 

寺   院 25 

32 19.2 

教 会 内 1 

神   社 2 

神   様 1 

稲 荷 社 1 

地 蔵 様 2 

そ 

 

の 

 

他 

共同作業場 21 

40 

12.6 

集会室（場）・公会堂 9 5.4 

個 人 宅 3 1.8 

隣 保 館  2 1.2 

貯 炭 庫 2 1.2 

集会場＋神社境内 1 0.6 

旧 役 場 1 0.6 

総町村組合議事堂 1 0.6 

  合    計 167 100 

松田澄子 『子守学級から農繁託児所へ』 みちのく書房、

2009、p.301 より作成 
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てゐる場合が多く、子供のために適当してゐると云ふ理由で選ばれてはゐないやうで

ある。〔中略〕実地調査した範囲では現在県下の青年会館、公会堂は建物が不完全で而

かも狭く託児所としては適当でないと云ふ感じをもつてゐる。多くは是らの建物は、

村の一寸した空地に便宜上建てられたもので殊に夜の集会を主体とするため周囲に充

分の空地を持つ程の自然的な環境にも甚だしく恵まれてゐない。575」 

 

 第 1 章でみた社会教育の小学校利用の困難と同様に、託児事業の小学校利用の困難が分

かる。また、農村公会堂が農民や青年の夜の会合･集会向けに作られていたことも分かる。 

 農村公会堂は体制側から階級協調、共同施設等さまざまな機能を期待されてきた。農村

の窮乏が深刻化する 1930 年代に入り、農村社会事業～隣保事業と関わって新たな農村公

会堂構想が都市のセツルメントを参考に提唱された。構想されるだけでなく、相当規模で

農村公会堂の建設は展開したと考えられるが、資力のない窮乏農村では既存施設借用によ

り託児等の隣保事業を行った。 

1941 年 11 月 1 日付で内務省は「集会所又ハ事務所等部落会町内会等ノ用ニ供スル施設

ニ付テハ資材労力不足ノ際努メテ既存ノ適当ナル施設ヲ利用スル等ノ方法ニ依リ其ノ新設

ヲ抑止スルコト」を指示した576。これは前年の「部落会町内会等整備要領」前後の施設新

設動向を受けていると考えられるが577、それだけ部落ごとの施設建設を指向する動きがあ

ったことをも示しているように思われる。 

本章冒頭でみたように、全国的にも 1940 年時点の郡部公会堂の常会利用は市部より高

い【表７－２】。農村公会堂は資材難になるまでに相当普及したとみられる。各地の農村公

会堂の実態解明とあわせ、学校や寺社が地域の中心として会場提供する施設像を拡大･再考

する必要があろう。 

 

以上、網羅的に把握するには至らなかったが、戦前の農村公会堂を俯瞰した。個別事例

については次節と次章でみてみたい。また、農村には前近代から、寺院、神社以外にも茶

堂や郷倉など集会機能や教育機能を持つ施設があった。中には民衆的必要性から自身の資

力･労力で建てられ、講や寄合の場としても使われていたものがあった。史料的制約がある

ものの、これらが近代にいかに継承したか、実態の解明も今後の課題となろう。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
575 同（p.895） 
576 「部落会町内会等ノ財務其ノ他ノ監督ニ関スル件」地発乙第 413 号、内務省地方局長、

1941.11.1（『内務厚生時報』第 6 巻第 12 号、1941.12、p.59） 
577 新井孝男は、1888 年の町村制公布 50 年を記念した田原館（現千葉県君津市 1938 年）を紹

介している。これも当該時期の農村公会堂の一例であろう（「和室の多用途性を生かす」日本公

民館学会編『公民館のデザイン』エイデル研究所、2010、pp.114-115、図①）。 
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第４節 震嘯記念館 

１．災害と施設 

 

農村恐慌は人間の経済活動の影響･結果として生じたものであるが、自然災害も農村を襲

い、大きな被害と窮境をもたらした。自然災害は地域を壊滅させる猛威をふるい、その再

建･復興の際に、就労･生活難を解決するための施設が構想･建設される例が多くみられる。

都市におけるセツルメントの勃興についても、東京帝国大学セツルメントや賀川豊彦の東

京でのセツルメント実践は、関東大震災を契機とするものであったことが想起される。 

1935 年に京都市では、風水災害を被った地区に風害記念隣保館が 6 館設置され、各該

当学区の学区方面委員会がその経営にあたった（第 3 章【表３－５】参照）。 

本節では、漁村における津波被害からの復興に、行政が施設によって防災や教化、隣保

機能を発揮させようとした事例を取り上げる。もともと漁村には講などの「お籠り」の小

屋として行屋があったが、津波の後に新規に施設を設置する発想が登場した。 

1933 年 3 月 3 日午前 2 時 31 分発生の昭和三陸地震（推定マグニチュード 8.1、最大震

度 5）に伴って発生した津波（昭和三陸津波）は、死傷者･行方不明者 4,156 人、流失等の

家屋被害は 10,085 棟を数える大規模な被害をもたらし、岩手県気仙郡綾里村（現･大船渡

市）では津波の高さが最高 28.7m に達した578。 

東北地方の隣保事業施設の数を 1941年の厚生省社会局の調査にみると、青森 4、岩手 4、

秋田 3、山形 9、福島 8 に比して、宮城は 39 と格段に多い579。内訳は、設置主体別では公

立 30、私立 9、設置場所別では市 0、町 7、村 32 である。調査データのうち 31 が「震嘯
しんしょう

記念館」である（当時は津波を「海嘯」、地震と津波をあわせ「震嘯」と呼んだ。以下、記

念館）。 

疲弊･被災漁村の復興に営造物施設を以てあたったのであれば、地域再建･地域復興に物的

施設設置を手段とする発想があったことになる。 

昭和三陸津波の復興後の被災地の変容をとらえ記録したのは、長らく山口弥一郎のみで

あったが580、1980 年代以降に復興事業に関する先行研究がみられる581。記念館について

は、史料発掘や研究は進んでいない状況であったが、白幡勝美が全記念館の所在地と現状

を調査している582。 

また、2011 年の東日本大震災からの復興への関心から、被災地への施設設置が住民の集

会を可能にし、復興や防災に資するとの指摘がみられる。「とにかく、地域住民たちが集ま

る場所が最も必要とされている583」という指摘や、被災体験の教育･伝承徹底のために高

                                                 
578 宇佐美龍夫『最新版 日本被害地震総覧』東京大学出版会、2003、p.302 
579 『昭和十六年三月 隣保事業施設一覧』厚生省社会局、1941.4（日本社会事業大学図書館蔵） 
580 山口弥一郎『津波と村』恒春閣書房、1943、青井哲人「事後のアーカイビング：山口弥一

郎に学ぶ」『建築雑誌』2011.11、p.32 
581 島崎武雄･山木滋･首藤伸夫「昭和 8 年三陸大津波後の復興事業とその今日的意義」『第 3 回

日本土木史研究発表会論文集』1983 
582 白幡勝美「昭和三陸津波後建設された宮城県の震嘯記念館について」『津波工学研究報告』

第 29 号、2012 
583 布野修司「コミュニティ･アーキテクト（地域建築家）制度の確立へ」『建築雑誌』2011.10、



   

171 

 

地に地域防災拠点となる公共施設を設置する構想584などがある。川島秀一は、昭和三陸津

波の際に建てられた記念館に避難場所と防災教育拠点の機能があったことを紹介し、「一種

の公民館のような役割を持たせた」ことにもふれ、これを「集落ごとに造るという発想」

に対して評価している585。 

 

２．震嘯記念館の建設 

 

昭和三陸津波の被災地には、東京朝

日･大阪朝日両新聞社が呼びかけた義

援金 20 万円余が分配されたが、その

残額は「地震があつたら津浪の用心」

等の標語を刻んだ記念碑の建立に充て

られた586。また、小学校のうち 16 校

には災害記念文庫が設置された。また、

「精神作興及産業開発に資せん」と、

農林技師や社会教育主事などを講師に

「漁村振興青年講座」を被災部落で開

設した587。 

例えば宮城県女川町では、「災害を契

機とし、今後の天災地変を未然に防止

し、最小限度に喰い止めることを誓い」、

記念碑を町内 7 部落に建立し、災害記

念文庫が女川小学校内に設けられた

（図書費 2,120円、書棚設備費 330円）

588。 

こうした復興事業と並んで進められ

たのが宮城県における記念館設置であ

り、30 ヶ所以上に建設された【図７－

１】589。 

そもそも政府は、東北各地の漁村の

                                                                                                                                               
pp.50-51 
584 重村力「集落の復元力と三陸集落の再生の視点」『建築雑誌』2011.10、p.37 
585 川島秀一（講演）「津波と伝承」石井正己編『震災と語り』三弥井書店、2012、pp.43-44。

ほかに、中島直人「計画遺産のアーカイビング 三陸地方の復興計画史からの展望」『建築雑誌』

2011.11、pp.26-29 など。 
586 卯花政孝「三陸沿岸の津波石碑」『津波工学研究報告』8 号、1991、同「三陸沿岸の津波石

碑」9 号 1992、北原糸子「東北 3 県における津波碑」同 18 号、2001、同「蘇えらせよう、津

波碑の教訓」『建築雑誌』2011.11、pp.34-35 
587 『宮城県昭和震嘯誌』宮城県、1935、pp.514-515 
588 『女川町誌』女川町、1960、pp.808-809 
589 前掲白幡研究では 33 館、『宮城県昭和震嘯誌』では 32 館（p.512）、『隣保事業施設一覧』

（1941 年）では 31 館となっている。 

 

【図７－１】震嘯記念館設置分布図（宮城県北東沿岸部） 

【表 7－10】の番号に対応。うち 33（坂元村）を除く 
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都市計画として高地移転などを進める際、「公共的施設」設置を含めて計画していた。内務

大臣官房都市計画課作成の復興計画報告書は、集落を釜石や大船渡など「都市的集落」と

三陸沿岸に散在する「漁農集落」に分類し、後者の復興計画は高地移転を旨とした。その

際、「町村役場･警察署･学校･社寺などの公共的施設は高地移転地の最高所に位置せしめ、

高地移転地の中心には部落民交歓のための小広場を設け、これに接して集会所･共同浴場を

設ける」と、集会所の必要を唱えている590。 

岩手県大槌町の吉里吉里地区では「吉里吉里理想部落計画」が立案された。「部落中央に

共同浴場を設け、産業組合之を経営す」、「診療所、消防屯所、託児所、青年道場等を設く」

とするもので、部落中央に共同施設や青年施設を含む建物建設を伴う施設設置が計画され

ている591。 

 宮城県ではさらに広域に計画的に「震嘯記念館」施設建設を計画した。その経緯と概要

は、「今回の災害を機会として、各部落毎に、復興記念館を建設し、災害を永久に追憶し、

将来の災禍防止避難を眼目とし、傍らこの種の天災に対する知識を獲得せしめ、更に部落

民の会議懇談冠婚葬祭等の諸会合にも利用せしめる公会堂の一種となさんと欲したり。即

ち、将来海嘯等の被害少き場所を選定し、神殿を中心に、図書閲覧室･講堂･炊事場等を設

け」るというものだった592。 

設置目的は、「震嘯災の如き非常時に於ては、部落民の避難場所とし、常時に於ては、共

同作業場及び隣保扶助事業に使用するものなり。而して、共同作業としては、節削、鹽干、

乾魚製造、漁具漁網修繕、藁工品、竹細工、家庭木工等に従事し、隣保扶助事業としては、

託児、講習会、講演会、図書館、職業教育、夜学、母ノ会、子供クラブ、活動写真、人事

相談、その他各種集会に利用せしむるにあり」とされ、記念館条例準則でも目的として「非

常災害ノ場合ニ於テハ避難場所トシ常時ニ於テハ協同ノ精神ニ基キ環境ノ改善近隣居住者

ノ生活向上並善隣関係ノ確立ヲ図」ると謳われた593。 

全国からの義援金の「芳志ニ

応スル」目的で立案された津波

災害の「記念」館ではあるが、

「常時」における事業は、生産

に関わる共同事業、託児、講習、

図書、夜学、相談などであり、

「公会堂の一種」といいつつも

実質上は教育機能をも持つ漁村

隣保館であった。 

計画当初は被災した全部落が

対象とされ、20 坪（坪当り 20

円、建設費 400 円）の記念館が

                                                 
590 「三陸津波に因る被害町村の復興計画報告書」内務大臣官房都市計画課、1934.3、前掲島

崎武雄･山木滋･首藤伸夫「昭和 8 年三陸大津波後の復興事業とその今日的意義」 
591 前掲「三陸津波に因る被害町村の復興計画報告書」、前掲山口 p.137 
592 前掲『宮城県昭和震嘯誌』pp.511-512 
593 同 pp.10-16 

【表７－９】 震嘯記念館計画の４類型 

総 建 坪 数 100 坪 80 坪 65 坪 50 坪 

集会室 42 坪 30 坪 20 坪 15 坪 

集会室 15 畳 12 畳 10 畳 8 畳 

記念室 10 坪 9 坪 7 坪 5 坪 

事務室 6.25 坪 6 坪 4 坪 4 坪 

居  室 10 畳 10 畳 8 畳 6 畳 

 その他……台所、脱衣洗面所、浴室、便所 

総額 4,000 円 3,200 円 2,000 円 

坪単価 40 円 木造屋根スレート葺 外部下見板張り 

『宮城県昭和震嘯誌』 宮城県、1935 
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行政村単位ではなく、部落単位で構想された。1 年後に至っても県に設計図を提出する町

村は少なかった。選定については、「産業並住宅等の復旧、復興の必要に迫られ居り、且又

適当なる敷地の選定に予想外の日子を閲する等、記念館の建設は自然遅れ勝ちの傾向を来

し、震嘯災一周年を迎うるも、県に設計図を提出せるもの唯僅かに、一、二に過ぎざりき594」

という状況で、県は「到底所期のものゝ建設の困難なるを悟り」、公共施設費 10 万円を加

え、坪当り 40 円、建設費 2,000～4,000 円に構想し直して、32 ヶ所の部落を設置対象に決

め、建物規模も 50 坪から 100 坪までの 4 種類（坪当り 40 円、建設費 2,000～4,000 円）

を定めて建設を促した【表７－９】。 

また、部落ごとに「震嘯災復興懇談会」を開催して設置促進を図り595、ときには県係官

を派遣して利害関係の調停にあたらせ、1934 年春から夏にかけて全予定部落の設計図を提

出させた596。施設設置への県当局の姿勢がうかがえる。 

記念館の位置は、「部落民の集合に便利に

して、且つ高台の地を選定597」することと

された。例えば唐桑
か ら く わ

村の場合は、「県から交

付された記念館建設に就てその様式及び敷

地等を協議中であつたが、本県下で一番被

害の多かつた唐桑村では、大澤、只越、宿、

鮪立、小鯖の五ケ所に建設することになり

昨十二日午前十時から役場に村会議員並に

各区長を招集し協議598」して設置場所選定

がなされたと報じられている。 

このうち、宿の記念館は 2013 年現在も

全記念館の中で唯一現存している建物であ

る【図７－２】。 

 設置場所選定で難航した町村もあった。例えば、鹿
し し

折
お り

村では「震嘯記念館建設敷地に県

では同村鶴ヶ浦を指定して来たが、村当局では産業発展上の見地から同村浜地区に建設す

る意向を有してゐるので、前記鶴ヶ浦及び梶ヶ浦、古々汐〔小々汐〕、大浦方面の各部落民

は不慮の災害を考慮すると共に村一番の被害にあつた鶴ヶ浦に建設されたい旨の請願書を

村に提出した599」という動きから分かるように、村と県の間や、村と部落の間に設置場所

選定をめぐる紛糾もあり、選定が遅れる例もあった。この鹿折村のケースでは、最終的に

村中心部の浜地区に建設されることになった（1944 年から村役場として利用）。「上から」

の施設設置促進策が地域の紛糾を招いた例だが、それだけ「下から」も施設を希求してい

たことのあらわれでもある。 

建物は木造で、2 館を除く記念館は平屋建だった。23 館（69.7%）がスレート葺である

                                                 
594 前掲『宮城県昭和震嘯誌』p.15 
595 同 pp.507-511 
596 同 p.15 
597 同 p.10 
598 「記念館建設で唐桑の協議会」『大気新聞』1934.3.13（気仙沼市図書館蔵） 
599 「鹿折の記念館建設地問題で村と部落民反目」同 1934.3.18 

 

【図７－２】 宿海嘯記念館（現･宿集会所） 

（2013 年 2 月 4 日 筆者撮影） 
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のは、スレート屋根材が宮城県雄勝
お が つ

（現石巻市）が一大産地であり、ちょうど 1930 年代

が普及拡大時期にあたったことによるものである600。村によってはさらに村予算を加えて

相当規模の施設を建設した。荻濱村では 1934 年度予算（臨時部）で「記念館建設費」2,632

円 95 銭を計上している601。 

経営主体は「町村、又は、同上町村の社会事業協会に属せしむる602」とされ、複数の職

員を配置した記念館も相当数あった。【表７－１０】 

 記念館の事業は「記念館条例準則」によると、記念事業、展覧、講演会講習会及び青年

教育、図書閲覧、活動写真会･音楽会･演芸会、体育、生活改善、公益質屋、授産･職業補導、

託児、医療法律相談･紹介、倶楽部、浴場･理髪と多岐にわたり、社会教育や隣保事業の施

設の性格が濃厚だったといえる。「準則」では、開館時間は 9～22 時とされていた。 

実際の事業展開の実態を【表７－１０】にみると、1941 年現在では、教化事業を行う記

念館が 30、託児･保育 18、相談 12（人事相談 6、健康相談 5、家庭相談 1）、常会 2、訪問･

共同作業･授産を挙げたものが各 1 館あった。 

 

戦後、一部の記念館は公民館に接続する（第 12 章第 3 節）。近年まで現存していた記念

館は、2011 年の東日本大震災の津波で、宿海嘯記念館を除いて全て失われた。史料的制約

があるものの、実態解明には個別の記念館の研究蓄積が必要である。現段階でいえること

は、記念館は、災害を機に計画的に公的施設を置く発想が施策化されたものであること、

物的営造物だけでなく職員と事業を伴う一定の制度具現化が図られたことである。震嘯記

念館は、公会堂が隣保館化した施設の漁村部落での先駆例といえよう。 

                                                 
600 大沼正寛「集落／民間の状況」『建築雑誌』2011.11、p.36 
601 石巻市史編さん委員会編『石巻の歴史』第 10 巻、近･現代編資料編 4 別冊、1994、p.144 
602 前掲『宮城県昭和震嘯誌』pp.10-11 

 

【図７－３】 震嘯記念館建築工事設計案（50 坪）『宮城県昭和震嘯誌』宮城県、1935 
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第８章 長野長広の公堂建設と施設構想 

 

 

 

はじめに 

 

本章で取り上げる長野長広（1892 年～1965 年）は、1920 年代に営造物施設建設を伴う

社会教育実践を行った人物であり、1930 年代～1940 年代に施設構想を提唱した人物であ

り、さらに、政治家として中央の政治･行政に関与し、戦後公民館が文部次官通牒で示され

た際には文部政務次官を務めていた、戦前戦後を横断する経歴を持つ人物である。 

彼の実践や思想に関する先行研究は少ないが、小川利夫が彼を施設史に位置づけている

603。小川は、菅原亀五郎の「市民館の公民館化構想」と長野長広の農村「公会堂の隣保館

化あるいは市民館化構想」を挙げ、両者が呼応関係にあるとした。都市公営セツルメント

を農村に後発適用する際、農村隣保事業乃至農村社会事業の形態として現れ、1930 年代前

半に都市と農村「両岸からの二つの構想や実践の交錯の中で、戦前の日本における『公民

館的なるもの』についてのイメージ」が再構成される。 

小川が指摘するように「寺中構想の形成にとって重要なのは、第一に農村公会堂構想で

あり、ついで全村学校構想および市民館（隣保館）構想との歴史的関連である」ならば、

まず両者それぞれの構想と展開を詳らかにする必要があるのだが、小川や末本誠の研究以

降掘り下げられていない。 

都市公営セツルメントに比べ、農村公会堂は史料的制約が大きく、その実態はつかみ難

い。社会教育施設史研究において、農村公会堂は「イメージ」のまま扱われることに陥り

やすいのである。農村公会堂実践例の検証の蓄積が社会教育施設史研究に求められている。 

本章では、農村公会堂の建設と、それが社会教育や隣保事業を含む事業を行う場となる

一例として、長野長広を取り上げる。 

彼は早い時期に独自の営造物施設を人的配置を伴って建設し、その実践に基いて施設構

想を提唱した。戦前の「非施設」の状況下で、構想だけでなく実在した農村公会堂が一つ

の「歴史的イメージ」を提供した、という見通しのもと、彼の施設建設と施設構想を検討

する。 

 

 

 

                                                 
603 長野長広についてふれた先行研究は次の通り。小川利夫「歴史的イメージとしての公民館」

『現代公民館論』東洋館出版社、1965、末本誠･上野景三「戦前における公民館構想の系譜」

横山宏･小林文人編著『公民館史資料集成』エイデル研究所、1986（末本分担執筆部分）、安原昇

「公民館の歴史」現代公民館研究会編『公民館の使命と組織』日常出版、1977、p.24、横山宏

「解題」前掲『公民館史資料集成』p.282 
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第１節 長野長広の経歴 

 

長野長広は 1892 年に高知県長岡郡介
け

良
ら

村（現高知市と南国市）の貧農に生まれた604。

1909 年に高知県農学校を卒業後、豊永･上倉･長岡の各村で小学校訓導を務めた。 

「“教育を通じての理想農村建設”を夢見て」中等教員検定に合格、高知県農学校教員に

なり、24 歳で県視学になった。 

東京大学の懸賞論文「我が国食糧政策」で 2 等になって着目され、1920 年 4 月に熊本

農業学校附設の熊本県農業教員養成所（熊本青年師範学校･熊本大学教育学部の前身。以下、

養成所と略）創設時に、初代主事に就任した。熊本県は「専任主事を全国から物色して、

文部省と相談して長野先生に白羽の矢をたて熊本に招へいした。当時先生弱冠二十八歳、

すぐれた政治力をもった積極的な指導者」だったという605。 

彼は木村正義の公民教育論の著作を教科書に、公民教育に精力的に取り組み、所長がデ

ンマーク他へ出張中に予算を獲得して、1924 年に農村実習を開始した。同年、高等官に抜

擢されている。 

1926 年に飽託郡健軍
け ん ぐ ん

村（現熊本市東区）に念願の代用附属健軍公民学校を創立し、校長

に就任、1928 年にはデンマーク国民高等学校を模して高等国民学校を設置した（校長･長

野）。彼はこれを「今農林省が地方に向つて奨励してゐる農民道場に比すべきもの」と 1935

年に回顧している606。この間、健軍村に後述の村公堂･部落公堂を建設した。 

また、当時「日本一の政争県」として政友･憲政（民政）両党の対立が教育界にまで及ん

でいた熊本で、「これを極力防止し県政のボスに一指もふれさせず、遂に教育の政治からの

中立を守り通した」という。両党の反目が影響して長期化した農業学校のストライキも解

決し、戦前戦後を通じて「大調和」「教育権の独立」が彼の信条になった607。 

これら長野の業績に注目した浜口雄幸･立憲民政党内閣の小橋一太文相（熊本出身）は、

社会教育局設置時に彼を社会教育官に抜擢、長野は 1929 年 9 月の着任に伴い熊本を去っ

た。1931 年に宇都宮高等農林学校教授に着任し（～1933 年）、1934～1936 年には満州国

教務部督学官として高等師範学校や満州国立高等農業学校創設などにあたった。 

長野は大麻唯男文部参与官（熊本出身･民政党）にも着目され、同郷･高知出身の浜口首

相の知遇を得た。浜口死去後その地盤を継承して高知県選挙区で 1936 年総選挙に民政党

から立候補、当選し政治家の道を歩む。青年学校教育費国庫補助法案（1939 年）など、戦

前 2 期の議員時代にも教育･農政に取り組んだが、1942 年総選挙で落選（大政翼賛会非推

                                                 
604 長野の経歴と養成所の系譜は彼の著作の他、特記なき限り以下に拠った。熊本県教育会編

『熊本県教育史』下巻、1931、「長野長広氏」『高知新聞』1946.4.13（高知県立図書館蔵）、「几

帳面な努力家形
ママ

」同 1949.1.4、「新文部委員長」『国会』1950.3、「大物の器」同 1953.4、上田

庄三郎『教育界人物地図』明治図書出版、1951、田村真一『現代土佐人物万華鏡』土佐と東京

社、1956、同『次代の土佐を背負う人々』上巻、同、1958、森川渡編著『熊本青年師範学校史』

熊本日日新聞情報文化センター、1991、『高知県人名事典』高知新聞社、1999 
605 岸崎義生「恩師長野長広先生」前掲『熊本青年師範学校史』p.30 
606 長野長広『青年学校の新経営』同文書院、1935、p.246 
607 「保守合同影の立役者」『国会』1950.9、長野長広「新憲法と教育」『教育界』1947.2･3、

同「独立第二年の課題」『再建』1953.2 
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【表８－１】長野長広の主な著作と提唱した施設の名称 

書      名 発行年 発行元 施  設  名  称 

農村教育新論 1931 同文書院 社会教育公堂（村公堂、村落公堂） 

青年教育の真髄 1932 青山書院 村公堂、部落公堂 

日本農村の新経営 1933 明文堂 村公堂、区公堂（村落公堂） 

青年学校の新経営 1935 同文書院 村落公堂 

経済日本の農業政策 1936 巖松堂書店 村公堂、部落公堂 

皇農 戦時農村の新建設理念 1944 照林堂書店 村公堂、区公堂 

 

薦）した。 

「翼賛選挙に敗れてからは新農村建設の構想に没頭し〔中略〕終戦後の日本は〔長野〕

氏の持論をいよいよ政治上に具現する絶好の機会だとして608」、戦後初の総選挙で日本進

歩党から食糧･農業政策を訴えて立候補し当選609、第 1 次吉田茂保守連立内閣の文部政務

次官に就いた（1946 年 6月 4日～1947年 3 月 4日、田中耕太郎文相･山崎匡輔事務次官）。 

文部次官通牒「公民館の設置運営について」（1946 年 7 月 5 日、以下次官通牒と略）は、

長野が政務次官の時に発したものである。次官通牒への長野の関与の度合いや役割は確認

できないが610、彼は文教振興議員連盟副委員長を務め、進歩党では教育部長として文教行

政に関わっていた。後身の日本民主党では国会対策委員長等を歴任し、片山哲中道連立内

閣では内務政務次官を務めた。1950 年には民主自由党と日本民主党連立派が合同した自由

党に入党。同年、衆議院文部委員会委員長に就き、産業教育振興法に中心的に関わる等、

文教･農政分野で活動した611。通算 7 回当選を重ねたが 1955 年、1958 年の両選挙で落選

した。 

文部政務次官の時、熊本時代から面識のあった小原國芳に「文農科大学」（玉川大学）創

立の相談を受けた縁もあって、晩年は玉川学園の最高顧問をつとめ612、1965 年に 72 歳で

死去した。 

 

 

第２節 健軍村での公堂建設 

 

長野長広は「社会教育が民衆を対衆
マ マ

とする以上は、時々これを一堂に会して教育する必 

                                                 
608 「納得と上手な政治 長野氏の『農村行脚感』」『高知新聞』1945.11.20 
609 「農に基盤を」『高知新聞』1946.3.12 
610 長野は教育刷新委員会で戦災学校復興を、第七特別委員会（社会教育）では文化局設置を

主張した（「第二回総会議事速記録」1946.9.13『教育刷新委員会 教育刷新審議会会議録』1 巻、

岩波書店、1995、pp.38-39、「第二十二回総会議事速記録」1947.2.7、同 2 巻、p.82）。公民館

についての発言は、第 1～7 回の議事速記録が欠本のため確認できない。 
611 「教育庁の構想等」『高知新聞』1946.9.8、「美術館建設には熱意が必要」同 1951.12.4、長

野長広「自由党の教育政策」『教育技術』1951.1、同「新しき農村の誕生」『再建』1954.3 など 
612 長野長広「小原教育記念会祝辞」『全人』1948.1（『人間小原論』小原國芳全集 32、玉川大学出

版部、1965、p.225）、小原國芳『日本新教育秘史（2）』小原國芳全集 42、玉川大学出版部、1978、

p.255、『次代の土佐を背負う人々』上巻、同、1958、p.67 
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要がある。随つて社会教育の道場たる公堂を備へなくてはならない613」として、1920 年

代後半に農村公会堂を建設した。そしてその経験を基に、1931～1944 年に著書を通じて

施設構想を提唱した【表８－１】。「社会教育公堂」や「村･部落（区･村落）公堂」等、名

称の異同こそあれ、その施設像に変わるところはなかった。 

 

１．健軍村の概要と公堂建設経費 

 

長野の実践の舞台たる健軍村は、面積 0.69 方里（約 10.7 ㎢）、6 区で構成される現住人

口 4,233 人（1933 年 10 月現在）の農村で、農業 340 戸（畑 94％）、公務自由業 95 戸、

商業 75 戸、工業 40 戸の、「都市隣接村の色彩の漸く加はりつゝある」状況だった614 （1936

年に西隣の熊本市に編入合併）【図８－１】。 

 

日露戦後、飽託郡の青年会組織率は他郡に比して低かったが、第一次世界大戦後、次第

に青年会が設置されていく615。 

長野は農村実態調査を基礎に616、村の教育系統を小学教育･補習教育･社会教育に分け、

                                                 
613 長野長広『農村教育新論』同文書院、1931、pp.461-462 
614 『熊本県飽託郡健軍村勢一覧』健軍村役場、1934（熊本県立図書館蔵）、前掲『青年学校の

新経営』p.169 
615 前田信孝「熊本県における地方改良運動期の青年会」『大正デモクラシー期の体制変動と対

抗』熊本近代史研究会、1996、pp.16-23 
616 長野長広「実業補習学校教員養成論」『補習教育』11 号、1924.1、p.178 

 

【図８－１】 

熊本県飽託郡健軍村地図（1934

年） 

 

『熊本県飽託郡健軍村村勢一覧』

健軍村役場、1934（熊本県立図書

館蔵）より筆者作成 
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教化･生活改善等の実施事項を定めた。 

特に「農村社会教育網を中枢とし、青年を活動の中心617」に据え、「各部落別に召集し

て教育する必要が多いので、その教場に充用すると共に、青年を中心とする一般民衆の社

会教育道場及び各種社会的施設の場所」確保のため、施設建設も実施事項に掲げた。「村民

を収容する村公堂と、各部落毎に民衆を収容する部落公堂」の両方が必要として、1927

年～1929 年に施設を建設した618【表８－２】。 

もっとも、彼は「全村を教育道場と為す社会教育を振興」すべき、と全村学校をも支持 

 

 

 
                                                 
617 前掲『農村教育新論』pp.446-449 
618 同上 p.454、長野長広『青年教育の真髄』青山書院、1932、pp.216-221 

【表８－２】 熊本県飽託郡健軍村の公堂設置概要 

区 
部 落 ・ 

大 字 名 

1933年人 口

（戸数） 

村 

公堂 

部落 

公堂 

建築概要･ 

収容（宿泊）可能人数 ※ 

建  築 

経  費 

施設駐 

在生数 

1 

 新外･ 中山 

 小峰ほか 
631 （102） 

― 1 
木造平屋建、21坪、 

１室、100 （50）人 
850 0 

 三 郎 ― 1 
木造平屋建、12坪、 

？室、60 （30）人 
710 11 

2 
 村上ノ原 

 上村 ・ 坂 
652（104） 1 0 

木造平屋建、20坪、 

１室、100 （50）人 
700 9 

3 

 田 端 

498（73） 

― 1 
木造平屋建、？坪、 

1室、110 （55）人 
904.45 0 

 佐土原 ― 1 
木造平屋建、16坪、 

？室、80 （40）人 
900 13 

4  下 村 818（142） ― 1 
木造平屋建、32坪、 

？室、160 （80）人 
1,700 8 

5  廣 木 278（51） ― 1 
木造平屋建、？坪、 

13室、60 （30）人 
320 8 

6  神 水 1,380（177） ― 1 
木造平屋建、？坪、 

？室、？ （？）人 
1,370 7 

合    計 4,233 （649） 1 7   7,454.45 56 

  
 

（人・戸）    （円） （人） 

長野長広 『農村教育新論』 同文書院、1931、 同 『青年教育の真髄』 青山書院、1932、 同 『青年学校の新経営』 

同文書院、1935、 同 『経済日本の農業政策』 巖松堂書店、1936、 同 『皇農 戦時農村の新建設理念』 照林堂書

店、1944、 『熊本県飽託郡健軍村勢一覧』 健軍村役場、1934、『青年修養特殊施設』 大日本青年団本部、1939  

より筆者作成 （現住人口の合計は 4,257人だが、 『熊本県飽託郡健軍村勢一覧』 の記載数値のまま）。 

※ この欄のみ 1939年現在。建築概要と収容人員の数値に一部疑義があるが、 『青年修養特殊施設』 掲載数字の 

まま。2区は村公堂ではなく、1939年現在の後設の部落公堂の概要か青年用部屋限定の数値と思われる。 



   

182 

 

し619、施設至上主義的な発想はなかったが、常設の営造物施設を指向する特徴は際立って

いた。 

建築が困難な状況下、各区に施設を建設できたのは長野の熱意があったからである。彼

には資金･労力両面に及ぶ協力をとりつける政治的手腕ともいうべき行動力もあった。彼は、

「先づ〔実業補習〕学校の実績を向上し、且つ校下の産業経済、教化、自治その他各方面

の改善振興に貢献」し、「村民をして斯教育の真価を認識」させることから始めた。そして

「村会は全員一致して専用校舎新築を議決し、〔中略〕部落公堂等を竣成し目下内容設備に

尽力」する村の同意と協力を得ることに成功した620。 

【表８－２】の通り、部落公堂の多くは 20 坪前後の木造平屋建 1 室の簡素な施設だっ

た。建築経費は 320 円から 1,700 円まであり、「青年団支部の基本金」や「有志者及び村

出身成功者の寄附」を基礎にした。このほか「村費より支出し県は毎年一定の金額を該村

へ補助するの方法」や、「隣保事業の補助」を得る方法を提示している621。建設費が比較

的低廉なのは、小学校舎移転改築工事の際「旧校舎の一部を分割配給し」たことによる622。

加えて予算も得、1934 年度には農業公民学校費 3,245 円（村予算「歳出経常部」の 11.2%）、

公堂費 105 円（同 0.4%）が計上されている623。 

このように、彼は教育の「実績を挙げることに依つて村民をして其の価値を認めしめ、

漸を追ふて建築624」する方法を採った。実績を信頼の礎にして経費を調達確保し、廃材活

用の方法で建設を実現したのである。 

 

２．部落単位の公堂建設 

 

1927 年に村公堂が竣工した。「建坪

百十九坪之に大講堂、小講堂、結婚式

用室、準備室、台所」が設けられ、「冠

婚葬祭、各種宴会を行はしめ、以て経

費の節約と、精神的道徳的方面の向上

に貢献」したという625【図８－２】。 

だが、これだけでは全村民が日常的

に利用できない。青年層だけで見ても、

実業補習学校と青年訓練所の通学最大

距離は 25 町（約 2.7km）で、「女子は

夜間学校に通学し難く、且つ家事との

                                                 
619 長野長広『日本農村の新経営』明文堂、1933、p.29、同『経済日本の農業政策』巖松堂書

店、1936、p.272 
620 前掲『青年教育の真髄』p.215 
621 長野長広『皇農 戦時農村の新建設理念』照林堂書店、1944、p.255、前掲『青年学校の新

経営』pp.224-225、前掲『日本農村の新経営』p.337、前掲『熊本県教育史』下巻 p.950 
622 前掲『青年学校の新経営』p.174、pp.224-225 
623 前掲『熊本県飽託郡健軍村勢一覧』 
624 前掲『農村教育新論』pp.462-463 
625 前掲『青年教育の真髄』p.217、前掲『経済日本の農業政策』p.256 

 

【図８－２】村公堂（右側の建物）『健軍神社』郷土の誇 

第五編, 熊本県教育会飽託郡支会, 1928.2  口絵 
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関係上昼間と雖も年中学校通学は困難にして、各部落別に教授して通学の時間を節約する

必要626」から 1927 年に 2、1928 年に 3、1929 年に 2 ヶ所と、各区別に部落公堂を計画的

に建設し、区によっては 2 つ設置した627。6 ヶ年計画の「学校施設経営年度計画表」の社

会教育項目には「社会教育機関の基礎確立」のために、1928 年度「各部落に公堂建設」、

1929 年度「部落公堂の内容充実と活用」、1932 年以降を「理想農村建設に貢献」と目標を

定めている628。各区 50～170 戸、半径約 3 ㎞圏の村にしては相当きめ細かい施設配置であ

る【表８－２】。 

長野は「鎮守神を中心とする生活団体たる村落を以つて自治団体の単位629」とし、「社

会教育国策上に於ても村落単位の充実を重要視すべき630」と主張、農繁期には公民教育･

生活改善･農業指導分野を教育し、農閑期には作文･習字･珠算･剣道等の「幾分系統を要せ

ざる」分野を教育するとした631。 

部落公堂は「衛生上、集会上極めて適切なる場所」に設置され、「広さは大体村落各戸数

名宛集合するに充分」で、「区内教化の中心発祥地」とされた。「託児所の子供」「修養部男

女」から、「壮年部」「母の会」「戸主会」までの社会教育の会場となる営造物施設であった

632。 

備品は、「演武の具が備へられ〔中略〕消防の道具が用意されてある。或る所には宴席の

器具一式を備へて生活節約の一端に資せんとし、或る所にはミシン台を備へて一般区民の

使用に供し、或る所には理髪器械を備へてお互ひの散髪をなし、又結婚用具を購入設備し

ては生活改善」を行う、と描かれた633。例示した備品は、国旗･幔幕、黒板･裁板兼用机･

ミシン･ピンポン･蓄音器･ラジオ、託児用の玩具･絵本･運動具、品評会用の器具、図書、生

産品及び産業上･日常生活上･修養上価値ある物品、陳列用郷土資料（「郷土館」）等である634。 

図書･博物館機能も「その一部」とし、「図書を蔵し、最も自由便宜なる方法によつて村

民にこれを閲覧せしめ、郷土館には郷土を主として其他一般の自治的、経済的、教化的資

料を収集陳列」するとされた635。既存施設に附帯的に機能を持たせるのではなく、新設独

自の総合的「社会教育の殿堂」として構想している。 

施設設置は彼だけの発案にかかるものではなかった。熊本では、農村改善方策に「神社

仏閣を中心として之に公園的設備を加ふると共に、公会堂、図書館等を附設善用」が提案

されている（1925 年）636。また、この時期以降青年倶楽部の独立施設が増え637、1928 年

に県社会教育主事は「本県の至る所に皆この会館の設けられてゐるのを見るのは頗る愉快」

                                                 
626 前掲『農村教育新論』pp.416-417 
627 同上 p.454 
628 前掲『青年学校の新経営』p.246 
629 前掲『経済日本の農業政策』p.277 
630 前掲『青年学校の新経営』p.152 
631 同上 pp.212-213 
632 前掲『農村教育新論』p.461、前掲『青年学校の新経営』p.223 
633 前掲『青年学校の新経営』pp.223-224 
634 前掲『青年教育の真髄』pp.212-222 
635 前掲『農村教育新論』pp.461-462 
636 吉田安喜雄「農村振興と娯楽問題」『熊本県農会報』第 29 号、1925.7 
637 『熊本県史』近代編第三、熊本県、1963、p.512 
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と評した638。県教育界で名を馳せていた長野の実践も背景にあると考えられる。 

 

３．施設駐在制度 

 

営造物施設建設だけならば、長野の施設史上の位置づけは例示の一つにとどまるわけだ

が、それのみならず各部落に養成所実習生を――いわばセツルする施設職員を配置する施

設駐在制度が際立った特徴である。 

人件費を措置できない中、長野は養成所生徒を 6部落に 9人程度ずつ長期駐在させた【表

９－２】。動機は実習であるものの、駐在制の有無は施設の性格を大きく左右する。彼は「社

会教育は大字を単位とし各大字に担当教師を置」くべきで、「農家の食を食とし、農家の喜

憂を喜憂として全く農家の生活を体験し〔中略〕村民に直接接触して善導善化に努」め、

「青年、村民の心理を了解し、其の生活の実相に触れて青年の境遇、村民の境遇に振返つ

て事を共にする指導者」が生まれるとした639。生徒は「恰も師範学校に於て生徒が教生と

して附属小学校に実地練習を為すが如き640」存在だった。生徒は「大抵二十四歳以上」の

者で、「入校前多くは教職」経験があり「駐在生又は部落教員と称し部落振興の中心」とな

ったことから641、駐在の適応･即応力はあったと思われる。 

 

「実習の重点は補習教育、職業指導、社会教育の三つで〔中略〕社会教育に当たっては、

一年生の時全員が、健軍村の各部落に一年間を宿泊駐在する制度があって〔中略〕部

落の青年男女と公民館に集合して交流を深め、青年の心情を把握するよい経験を得る

ことになった。642」 

 

これは、1930 年入学の卒業生が約 60 年後に綴った回想である。公堂を「公民館」とと

らえている点は興味深い。 

農村社会教育指導者養成の教育意図を反映し、卒業生の中には町村の社会教育を担い県

社会教育主事補になった者もいた643。養成所第 1 期生･今村亀友は、旧健軍村に隣接する

出水
い ず み

小学校長（任 1939 年～1943 年）の時、学校単位の町内会組織化を主導した。「熊本

市では学校単位の社会教育は行われていなかった。時局対策上から緊要となったので出水

校区よりこれを始めて隣組組織に拡張、それを町内会に発展」させ、その実績により熊本

市社会教育主事となった644。 

                                                 
638 福家惣衛「男女青年団支部経営法」『青年』熊本版、大日本連合青年団、1928.10（熊本県

立図書館蔵） 
639 前掲『農村教育新論』p.451、前掲『青年学校の新経営』p.220 
640 前掲『農村教育新論』p.447 
641 長野長広「熊本県教員養成所の概況」『補習教育』1928.1、p.179、前掲「実業補習学校教

員養成論」p.175、前掲『熊本県教育史』下巻 p.944 
642 葉山武義「大演習の御親閲に感激」前掲『熊本青年師範学校史』p.91 
643 前掲『熊本県教育史』下巻 p.944、前掲『農村教育新論』p.533、前掲「熊本県教員養成所

の概況」p.180 
644 岸崎義生「先輩今村亀友師を偲ぶ」前掲『熊本青年師範学校史』p.86 
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 ところで、部落への教員住宅建設による地域教育活用例が秋田県でみられるように645、

これは長野だけの独創ではない。また、青年倶楽部も各地に建設されており646、類似性が

認められる。だが、これらの附帯的兼用や、短期合宿形態の道場･塾風教育等よりむしろ、

農村の部落ごとに人的配置を伴う独自の教育施設確保を第一義とするところに彼の特徴が

ある。公堂を駐在生の居室にし、デンマークを範として「丁抹の国民高等学校に於ける如

く教員住宅に専用教室二室位を隣接して建築」することによる施設と職員常駐を主張した

647。1930 年代に至っても、引き続き飽託郡教育支会は「各部落ニ集会所及教員住宅ノ建

設」を社会教育方針にしている648。 

 

 

第３節 長野長広の施設建設･構想の背景 

１．学校教育批判と独立補習教育施設希求 

 

長野長広の実践は、どのような彼の体験的･思想的背景に基いていたのだろうか。養成所

卒業生は、「〔長野〕先生は頻りに当時の学校教育の流れに対して鋭く批判され、悲憤慷慨

その極に達すると、あのどっしりした体からほとばしる熱弁はいつ尽きるともわからなか

った649」と回想している。 

長野は学校教育が「教室に閉籠り実生活と懸離れたる概念教育･活字教育に終始」し、「公

民教育･農業教育は第二第三に取扱はれ」て、「児童生徒の個性を尊重し、然もその環境た

る地方の実情、郷土の実態を基調として、国家社会の将来を達観」すべきを閑却している、

と批判した650。 

批判の矛先は教育内容･方法だけではない。「如何なる山村に入るも〔中略〕小、中学校

舎は一際目立つて美しく堂々たる現代式建築651」だが、「児童が一度卒業して、青年教育

の門に入るや〔中略〕机、腰掛は尋常小学校一、二学年のものを以つて代用せしめられ、

その教場に於ける燈光は十分ならざる652」と批判し、設備改善と独立施設の必要を説いた。 

 実業補習教育の施設改善は長野に限らず論じられていたが653、彼は改善実現へ精力的に

取り組んだ。公民学校に 3 つの専用教室を設け、「青年の体格に合わせた机、腰掛を備え、

照明を完備654」した。1924 年から毎年、県実業補習教育大会で「実業補習学校と小学校

                                                 
645 大鎌邦雄「農業補習教育の展開とその意義」『農業総合研究』1992.1 
646 熊本県内の青年倶楽部設立累計数は 60 で全国 3 位（上野景三「青年倶楽部の思想と実践」

新海英行編『現代日本社会教育史論』日本図書センター、2002）。別調査では、健軍村の公堂

が青年会館･倶楽部として掲載されている（『青年修養特殊施設』大日本青年団本部、1939、

pp.50-51）。 
647 前掲『青年教育の真髄』pp.217-223 
648 「熊本県初等教育振興策」『熊本教育』熊本県教育会、1938.4、pp.68-69 
649 坂梨正俊「同期の畏友･岩田君」前掲『熊本青年師範学校史』p.38 
650 前掲『経済日本の農業政策』pp.280-285 
651 前掲『青年教育の真髄』p.213 
652 前掲『農村教育新論』p.333 
653 例えば『東京市の実業補習教育』東京市政調査会、1928 など 
654 前掲『青年学校の新経営』p.183 
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とを兼ねたる農会及実習教室の構造及設備事項」、「独立の補習学校建設を促進する方案」

等施設関連の協議題を提示している。1925 年大会で彼は「地方民育の要道に合せる独立補

習学校の建議
マ マ

〔建設か？〕を論ず」と題して講演を行った655。併設形態が多かった補習学

校の独立を、校舎整備を含め訴えたものと考えられる。 

このように、学校教育批判から、公民教育･農業教育の地域（「郷土」）での実地教育の設

備条件整備として、独立施設を希求する彼の特徴が見出せる。熊本県では、独自の専用教

室を持つ実業補習学校は 1928 年に 10 校に及んだ656。こうした動きは、長野と影響関係に

あったろう。以後もこの傾向は継承され、1939 年に養成所は専用施設の必要を訴えている

657。 

 

２．社会連帯主義・協同主義と隣保事業 

 

長野は農村更生発展計画を教化･経済･自治の運営にまとめ、「挙村一致」のための「中心

人物の養成、農村民衆の教化」を重視した658。社会教育も「文化建設を理想として、自治、

教化、経済の三運営を円満に発展せしめる」べきとしている659。教化･経済とともに、「自

治民育」系譜の「自治」の精神を浸透することが「理想農村建設」の鍵であった。地方改

良運動以来の農村公会堂構想には、日本的「協同一致」理念と階級協調の意図が貫かれ、

彼の公堂建設･構想にも認められる。これらが反都市的姿勢や、全村学校、農山漁村経済更

生運動に至る戦時体制･ファシズムの自発的支えになったわけだが、彼もまたこの歴史的文

脈に位置する。 

彼によると、「個人と社会の関係に於て」、「自由主義」「社会主義･共産主義」「社会連帯

主義」があるという。自由主義は国家の干渉を極小化するため、際限なき競争が社会に格

差と「憂ふべき病態」を生む。その弊害から社会主義が生まれたが、「断然排撃すべきもの」

である。自由主義の弊害を克服するのは社会連帯主義で、「強者･富者の負担を以て弱者貧

者の福利を増進」する考えに立ち、「最も中正にして然も社会機構を変革することなくして、

現代社会疾患を治癒する最善の指導精神」とした660。 

戦後、1950 年に長野は保守「大調和」を理由に自由党に鞍替えしたが、その政見は自由

主義政党内では精彩を欠き、歯切れの悪いものとなった661。占領期には「自由主義対協同

主義」の対抗図式が、冷戦下 1955 年体制の「資本主義対社会主義」の図式に先立ってあ

ったといわれているが662、彼の経歴と戦前来の社会連帯重視の思想は協同主義的であった

                                                 
655 前掲『熊本県教育史』下巻 p.948、前掲『熊本青年師範学校史』p.90 
656 前掲『熊本県史』近代編第三、p.491 
657 村上直『農村青年学校経営指針』熊本県立青年学校教員養成所、1939、pp.9-11（熊本県立

図書館蔵） 
658 前掲『経済日本の農業政策』p.293 
659 前掲『農村教育新論』p.532 
660 前掲『日本農村の新経営』pp.362-363 
661 『高知新聞』は、自由党系の「吉田、鳩山両派」に距離を置き、社共両党の主張に「聞く

べきものが多々ある」と語る彼を、「精力型中間派」「右から左まですうーとよろしくといった

風」と評している（1952.9.9）。 
662 協同主義については、雨宮昭一『戦時戦後体制論』岩波書店、1997、同『占領と改革』岩

波書店、2008、同「占領改革は日本を変えたのか」岩波新書う編集部編『日本の近現代史をど
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といえよう。 

実際、彼は信条に「大調和」を掲げ、政争や争議の調停を担った。「学校教育及び社会教

育に於て、公民教育の振興徹底を図り、天空開
マ マ

闊なる日本精神を創造して〔中略〕協同精

神を基調とする経済自治（産業組合）の完成663」を期すという彼の主張に、教化･経済･自

治運営の強調が認められる。また、ファシズムへの親和性や、菅原亀五郎の「争議より協

調へ〔中略〕個人的生活より社会連帯的生活へ」という主張との共通性も見出せる664。 

吉田久一によると665、「社会連帯」思想は自由放任主義の反省のもとフランスのレオン･

ブルジョア（1891 年～1925 年）やアメリカ型の連帯的社会事業思想の影響を受け、大正

デモクラシー下で芽生え、日本社会事業成立の思想となったものである。「道義的性格と社

会科学的性格を総合し、自由主義と社会主義の中間を志向した西欧近代型の社会改良主義」

の性格が濃厚な社会連帯思想は、日本ではさまざまな解釈で受け止められつつ、昭和恐慌･

農村恐慌を経る中で「隣保」の名のもとに農村社会事業･農村隣保事業へ、さらには戦時厚

生事業へと転換した。 

長野も同様に、社会連帯思想を「隣保への『先祖返り』」に結びつけ、施設構想を熊本を

去った後に農山漁村経済更生運動に呼応して提唱したのであった。彼は社会教育･青年教育

や農村社会事業･隣保事業など、農村に関わるそれぞれのテーマ･分野に応じて、同一の公

堂を施設構想として示しているが、熊本を去った後の施設論では、社会教育よりも経済保

護の場としての隣保事業施設の位置づけが次第に大きくなっている。 

彼は、海野幸徳を参照しつつ「隣保事業即ちセン
マ

ト
マ

ルメントのセツト
マ マ

ルは殖民で、文化

の高き教養の優れたる人が然らざる人と相接触して文化の水準線を高めること」ととらえ

た666。彼の実践が農村セツルメントと評されることもあった。1926 年～1929 年に熊本県

社会事業主事だった三好豊太郎は、長野実践を農村セツルメントととらえ、「熊本県に居つ

た時に一ヶ年に四五ヶ所の建設を見〔中略〕千円至乃
マ マ

二千円の経費を投じて建設を見た」

と紹介し、その普及に賛意を示している667。 

彼の特徴は、農村隣保事業と施設建設を結びつけて論じたところにある。彼は 1933 年

に「農村の隣保事業と其の殿堂たる公堂」と題して次のように述べている。 

 

「隣保事業は一種の教化的社会事業である故に農村には村公堂、一村の各区には区の公

堂を設置して、ここに村民区民を集団せしめ、相互の社会事業的、社会教化的協議を

為し例へば生活改善実行規約協定･家庭教育打各
マ マ

せ等の協議を為すとか、時には講演

会･伝習会･講話会･活動写真・品評会・各種娯楽会等の会合を催し、生きたる公民教育･

産業教育･道徳教育を施し農繁期にはかかる事業を行はないので、農村託児所を此処に

開設するがよい。農村公会堂は実に農村文化事業として必須の設備であるのである。

                                                                                                                                               
う見るか』岩波書店、2010 を参照。なお、社会教育史からの協同主義への着目は、安藤耕己「戦

後における戦前期青年団指導者の『復権』と『協同主義』」『日本社会教育学会紀要』No.46、

2010、p.8 他を参照。 
663 前掲『経済日本の農業政策』p.284 
664 菅原亀五郎『理想郷建設の五型』南光社、1932、pp.356-357 
665 吉田久一『新･日本社会事業の歴史』勁草書房、2004、pp.236-239、pp.247-248、pp.256-257 
666 前掲『日本農村の新経営』p.335 
667 三好豊太郎「農村セッツルメントの諸問題」『社会事業』1930.6、p.96 
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この隣保事業設定には相集合する場所として公堂の必要がある。公堂は著者嘗て設け

たるは村民を全部集合せしめるに足る村公堂と各部落別に集合せしめる各区の公堂で

ある。668」 

 

ここに農村公会堂の隣保館化、都市隣保館の農村への適用をみることができる。1944

年に至っても、農村隣保事業を論じる際にほぼ同じ文章を用いて同様の主張をし、「農村公

堂は実に農村文化事業として必須の設備であるのである669」と述べている。 

1933 年に彼が農村更生計画として示した「農村更生発展の実際運動計画」は、イメージ

を円で図示してが描かれ、外延部に社会事業の一つとして「各部落公堂及村公堂建設」を

挙げている670。彼は青年教育、社会教育、農村隣保事業、農村文化事業と、時機に応じて

その施設構想を適用して部落単位の事業展開を論じた。ただ、共通するのは教育の重視で

ある。円の中核に青年が据えられ、中心の 4 事業の一つに社会教育が位置づけられている

ことからも分かるように、彼においては社会事業へ接近しつつも常に教育は重要な位置を

占め続けた。 

1930 年代に都市（隣保館）と農村（農村公会堂）の両岸から構想や実践が交錯して、戦

前の施設イメージが形成される――図式的にいえば都市の菅原亀五郎、農村の長野長広が

相接近する。本章では、その一方の岸たる長野に、職員配置を伴う独立営造物の施設設置

の観点から光をあてた。両者には共通して「天皇陛下を中心とし、日章旗の下に協同一致

相互扶助の道を講じ〔中略〕調和の極致境671」を目指す「理想郷土建設」という社会連帯･

協同主義的発想があった。双方とも経済恐慌克服や階級対立緩和を目的にし、社会問題そ

のものへの対峙はみられなかった。 

長野は学校教育批判と協同主義的発想を背景に、①地方農村の現場の行政･体制内にあっ

て、独自の営造物施設の計画的建設を具現化し、②その際、部落単位の小エリアを社会教

育･隣保事業の対象にし、さらに、③施設駐在制度による職員常駐を実現した。 

その実践と構想はイメージにとどまることなく、系譜としては戦後の公民館分館構想に

受け継がれることになる。農村公会堂の一部は実際の分館化対象として継承される。1946

年 6 月に文部政務次官に着任し、立案中の公民館施策に接した長野がどのような関与･影

響関係にあったかは不明だが、戦前農村の社会教育と隣保事業について 20 余年の長きに

わたって施設建設実践と施設構想提唱を続けてきた彼は、公民館をまずは彼自身の戦前の

文脈上で理解したのではないかと推察できる。彼は戦後も部落単位の施設像を持ち続ける

ことになるのだが、その検討は戦後を検討する章に譲りたい。 

 

 

 

 

 

                                                 
668 前掲『日本農村の新経営』p.335 
669 前掲『皇農 戦時農村の新建設理念』p.254 
670 長野長広『日本農村の新経営』明文堂、1933、p.410 
671 菅原前掲 pp.356-357 
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第９章 各省の農村施設関連施策 

 

 

 

はじめに 

 

当然ながら窮乏農村自身には諸構想をもとに施設を建設する余裕はない。補助を伴って

施設設置を農村に働きかける行政施策が登場する。 

ここでは農村恐慌以降戦時期までの農林、文部、厚生各省の農村施策を、施設をめぐる

観点からみてみたい。 

農村への政治的囲い込みの最たる施策は、1940 年の内務省の部落会町内会組織化であろ

う。都市社会局官僚においても町内会に早くから着目する動きがあった。 

第 5 章でみたように、磯村英一は施設設置に批判的で、東京市内の 1,323 の町内会（1927

年末現在）を「官公庁との連絡、慶弔、衛生、兵事、祭礼、自警、救済等の事務から学事

人事相談の事務に至るまで」を担う「集団的中心」とし、区役所をソーシャルセンターと

することを既に 1927 年段階で提案している672。施設を設置するよりも、きめ細かい隣組

組織を張り巡らせる発想である。 

実際の町内会の事業は多岐にわたり、社会教育を含むものもあった。例えば、東京市の

本所区町会連合会の「町会ノ事業」8 項目の一つには「学事教育ニ関スル事務」があり、

「(1) 町会役員ハ常ニ町内通学児童奨学ノ為メ学校当局ト連絡ヲ計リ訓育上ノ便益ヲ計ル 

(2) 町会ハ隣町会ト合同シ又ハ単独ニテ公民教育社会教育其他有益ナル講演会ヲ開催シ成

人教育ノ普及ヲ為ス」と位置づけていた673。 

しかし、これら内務省や都市の社会局行政系列の町内会関連の構想や動きには施設設置

は含まれていなかった。むしろ、農村恐慌で窮乏する農村に対する他省の施策に施設設置

の発想がみられる。 

農村施策の構想と展開の背景には、1930 年代の都市と農村の関係が大きく横たわってい

る。農村の窮乏と農民の都市流入、総力戦体制移行に伴う生産力維持向上が問題となり、

農村問題をいかに解決･予防するかが農林省、文部省、厚生省でも課題となった。各省で農

村施策が施設との関わりでどのように発想･立案され、どの程度実現をみたかをみてみたい。 

 

 

 

 

                                                 
672 磯村英一「本邦社会行政の現在及将来」『都市問題』1927.11、同「ソーシャル･センターと

しての社会事業」『東京府社会事業協会報』1928.5 

673 本所区町会連合会「東京市町会統制会分会会則」『東京市町会の調査』東京市役所、p.91、

1934 
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第１節 農民道場――農林省 

１．農山漁村経済更生運動における施設設置 

 

農村で実際に全国展開した施設に、農山漁村経済更生運動（1932 年～1943 年、以下経

済更生運動）のもとでの塾風教育施設がある。運動が開始された 1932 年は、農村施設構

想の転換期にあたる（第 7 章第 3 節参照）。農林省の政策は、窮乏農村への救済的･経済保

護的な農村社会事業から、次第に農業生産維持向上へとシフトし、農林官僚･小平権一らの

指揮のもと、総力戦に対応する農業経済策と精神作興策を以て臨んだ674。 

「農山漁村経済更生計画樹立方針」（1932 年）は、集会所など施設設置による生活改善

を目指している。農村における方針では、「託児所」「医療設備」「理髪設備」「集会所」等

の「農村生活ニ必要ナル共同設備ヲ充実シ以テ生活ノ向上改善ヲ図ル」、「住宅ノ改善、集

会所、簡易図書館、簡易博物館ノ設置、農村ノ慰安設備、公休日ノ設定等ヲ為シ農村生活

ノ改善向上ニ努ムルコト」が謳われている。山村の方針にも「山村ニ於ケル医師ノ定設、

巡回治療、簡易療養所、慰安設備、集会場等ノ設置」が挙げられ、施設設置を伴う発想が

みられる675。 

実際の展開でも施設設置の実現例がある。三重県阿山郡東拓植村では「組合区域内中央

部に倶楽部を設置し、図書、娯楽器具を設置し親睦を図る」例がみられる676。 

経済更生運動が展開中の 1934 年、「農村文化ノ作興ニ関スル事項」の当初の幹事案には、

「農山漁村ガ我ガ国ノ健
マ マ

実ナル国民思想ノ源泉タルニ鑑ミ農山漁村経済更生計画ニ於テハ

農山漁村固有ノ文化ノ維持発揚ニ努メ更ニ進ンデ新ナル農村文化ノ建設ニ向ツテ一層ノ努

力ヲ為スト共ニ徒ニ近代ノ不健全ナル都市文化ヲ模放シ之ニ禍ハサルルガ如キ事ナキ様努

ムルコト」と示され、その方策に「農山漁村ニ於ケル共同ニ依ル図書館ノ整備改善ヲ為シ

有益ナル図書ノ閲覧ニ便スルコト」、「男女青年団等ノ教育教化ノ団体ハ産業諸団体ト協力

シ都市ノ不健全ナル文化ノ移入ヲ防止シ其ノ適正ナル批判ヲ為」す案が挙げられた。 

 これに対し、関屋龍吉（文部省社会教育局長）は「簡単ナ郷土博物館ガ是非必要ダト思

ヒマスカラ、入レテ戴キタイ」と要求している677（結果、「農山漁村ニ於ケル郷土博物館

図書館ノ普及改善ヲ為シ其活用ヲ図ルコト」となった）。 

農村に共同施設や医療衛生、慰安娯楽だけでなく、図書館や郷土博物館をも設置するの

は、農民の都市流入や都市の影響を防ぐ意味があった。その意味で、離農防止の意図は地

方改良運動期と共通していた。農村経済更生中央委員会での有馬頼寧の質問、「農民精神」

                                                 
674 森武麿は、経済更生運動の本質を「たんなる精神運動論」や「静態的な共同体的秩序の再

編強化論」で理解してはならず、「総力戦体制の準備過程として明確に位置づける」必要を指摘

している。「日本ファシズムの形成と農村経済更生運動」『歴史学研究』別冊特集、1971.10（大

門正克･小野沢あかね編『民衆世界への問いかけ』東京堂出版、2001、p.92） 
675 「農山漁村経済更生計画樹立方針」農林省、1932.12.2、pp.26-54（『農山漁村経済更生運

動史資料集成』第 2 巻、柏書房、1985、pp.160-167） 
676 『経済更生運動と産業組合の活動に関する調査』産業組合調査資料 59 号、産業組合中央会、

1934、p.473 
677 「第三特別委員会第二日目議事録」1934.3.29（前掲『農山漁村経済更生運動史資料集成』

第 2 巻、p.291） 
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とは「農民デ留ラシメナケレバナラヌト云フ、所謂農民離村ト云フヤウナコトヲ防止スル

意味ナノカ」に、小平は「農民精神ヲ徹底シテ農山漁村ヲ離レナイヤウニスルト云フコト」

と答え、同時に、「経済更生ヲヤツテモ下ラナイ雑誌ヲ読ンダリ、都会文化ノ悪イモノニ染

ツテハイカヌ」と反都市思想を強調した678。農村でしか生きられないと観念させ、争議を

起こさず生産に積極的･自発的に邁進する主体たる「中堅人物」形成を図ったのである。 

 

２．農民道場と農村教育批判 

 

1932～1942 年に経済更生運動の普通指定町村は 9,153、特別助成町村は 1,595、計

10,748 を数え、全国町村の 81%に及んだ。 

特別助成町村には共同作業場や農業倉庫

など「産業用共同施設」とともに、「農民道

場設置、青年学校施設」「共同炊事場」「農

繁期託児所」「村民集会所」「共同理髪所」

「村の家」「共同浴場」など「生活改善及中

心人物養成施設」も 1934 年から国庫補助

の対象となり、1942 年までに設置数は 43

を数えた679。 

1933 年は運動の転換点で、メルクマール

の一つは農村中堅人物養成だった680。1934

年、農林省は加藤完治の国民高等学校方式

を採って全国に修練農場の建設を始めた

（通称農民道場）。ここに農本主義の影響を

受けた経済更生運動下の塾風教育施設･青

年修養特殊施設が本格的に登場する。1939

年刊の調査は「修練修養道場」等を青年修

養特殊施設として 241 挙げ、別調査は「道

場･塾及訓練所」を 164 挙げた681【表９－

１】。設置できない場合は全村学校方式で教

化網を張った。 

農村に施設を伴う施策が具体化しても、

農民道場の参加者の多くは学費負担可能な

                                                 
678 『第二回農村経済更生中央委員会要録』農林省経済更生部、1934.7 
679 小平権一「農山漁村経済更生運動を検討し標準農村確立運動に及ぶ」1948.1、pp.43-65、『農

村経済更生施設ノ経過概要』農林省農政局、1943.4、pp.18-22（楠本雅弘『農山漁村経済更生

運動と小平権一』不二出版、1983 所収）、田端光美『日本の農村福祉』勁草書房、1982、pp.15-23、

三好信浩『日本農業教育発達史の研究』風間書房、2012、p.493 
680 森前掲 p.91 
681 『青年修養特殊施設』大日本青年団本部、1939（上野景三は 231 としている。「戦前的系譜」

『公民館･コミュニティ施設ハンドブック』エイデル研究所、2006、p.73）、『道場･塾及訓練所

ニ関スル調』文部省社会教育局青年教育課、1939.4（東京大学教育学部図書室蔵） 

【表９－１】 道場･塾･訓練所の設置状況 （1939年） 

道府県 施設数 道府県 施設数 道府県 施設数 

北海道 4 富山 8 岡山 3 

青森 4 石川 1 広島 3 

岩手 1 福井 1 山口 3 

宮城 1 山梨 2 香川 1 

秋田 2 長野 2 愛媛 2 

山形 14 岐阜 2 高知 6 

福島 2 静岡 1 福岡 1 

茨城 10 愛知 2 佐賀 3 

栃木 5 三重 6 長崎 4 

群馬 10 京都 2 熊本 7 

千葉 10 兵庫 11 大分 1 

東京 6 奈良 1 宮崎 2 

神奈川 11 鳥取 1 
合計 164 

新潟 6 島根 2 

道府県立 69、 市立 2、 町村立 10  

公 立 計 81 私 立 計 83 

うち、青年学校ノ課程ト同等以上ト認定サレタルモノ 20、

うち、農業 89、工業 7、商業 2、水産 7、其ノ他 59 

『道場・塾及訓練所ニ関スル調』文部省社会教育局青年教

育課、1939.4（1939 年 2 月現在） 
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中層農民に限られ、しかも 1～2 年間の寄宿･合宿制のため、居住地域で学ぶ形態ではなか

った682。その上、下村湖人らの批判にみるように、かつての人格向上･自立精神養成の側

面はないがしろにされ、塾風教育は農民精神･日本精神訓練に特化していく。 

経済更生運動全体の最盛期は 1938 年ごろで、翌年には特別助成が削られた。1943 年か

らは標準（皇国）農村確立運動が行われ、毎年 300 町村を標準農村に指定し農民道場も重

視したが、「資材がない為めに、必要なる計画が実行困難」だった683。 

農村教育についての当時の議論を、末弘厳太郎を例にみてみよう684。彼は 1932 年に従

来の学校批判から農村教育を説いている。彼は東京帝国大学セツルメントの創始者の一人

であるとともに、農林省の小作問題対策立案に深く関わり、1924 年の小作調停法制定にあ

たって同省にアドバイスするなど685、都市の民間社会事業にも農政にも関係していた。 

 

「農村には至る所に小学校と称する『神聖』なる特殊地域が設けられてゐる。其所には

農民一般の住屋とは比較にならない程立派な建物が建てられてゐるのみならず、神聖

なる国民教育の使徒として数多くの教員が配置せしめられてゐる。〔中略〕小学校は国

家の教育的出張所に過ぎずして、農村及び農村人の生活の内に深く根を下した教養機

関ではない」 

 

と、農村の小学校の現状を批判した。そして「農村教育を徹底的に改善する覚悟がない限

り、教育は永久に農村の厄介物として蔑視されるに違ひないであらうし、農村の自力更生

も亦到底之を充分に実現し得ないであらう」と、改革の方途を示した。 

それは、「農村の行政及び経済と不可分的関係に立つ教育制度」の確立である。それまで

「農村を環境として人を作る教育論」と「農村に活き得べき人を作る教育論」が争われて

いたが、前者については、恐慌下の農村は「もはやかくの如きゆとりをもつてゐない」の

で、「ただ漠然と農村を背景として『人』『文化人』『国民』を作らうとする教育」は価値を

持たない。農村財政窮乏下においても、後者に価値があるならば費用負担は喜んでなされ

るはずである、とする。 

彼が求める農村の教育制度･機関は、「子弟の教養機関とするのみならず、村民すべての

知識的乃至精神的相談所たらしめ、農村社会教育の中心たらしめる等広く農村の文化的中

心たらしめる」ような教育制度･機関である。それは「小学教育乃至実業補習教育の程度に

止まるべきではな」く、「補習教育を義務制とするよりは、社会教育其他の方法によつて農

村青少年に刺激と啓蒙とを施し以て自らより高き知識の必要を感ずるやうに仕向ける方が

遥に効果的」と、方法として社会教育を挙げた。 

具体的には、①「村民の精神的道場」、②「村民すべての智的相談所」、③「農村文化生

活の中心」の機能を持つ教育機関が求められている。①では農村の将来を託する人物を養

                                                 
682 伊藤淳史は、農民政策史研究において、中堅人物以外の大多数の農民や、「生活への介入や

社会教育に関する考察」等への関心が薄いと指摘している（「戦時･戦後日本農民政策史研究の

論点と課題」『歴史学研究』2012.10）。 
683 小平前掲 pp.86-91、pp.98-99、pp.106-107 
684 末弘厳太郎「農村自力更生策としての教育改革」『経済往来』1932.10 臨時増刊（『法窓漫筆』

日本評論社、1933） 
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成し、②は、「人的並に物的設備」すなわち「充分に設備された実験室と試作場と工場」と

技術職員を附設し、「村民すべてがあらゆることについて相談を持ちかける」場、③は「村

民のすべてに向つて解放された図書館や娯楽的設備」と「家事其他に関して適当な指導を

与へ得るだけの人的設備」を持つ、という教育機関像が描かれている。 

そのうえで、「教育制度をそれのみ引き離して独立に改善しようとするのは誤りである。

農村教育の問題は各農村の経済及び行政との関係に於てのみ之を考へることが出来る」と

して、「町村そのものが経済化される必要」つまり、農村が「協同組合化」されれば、医療

や教育の問題を解決し得ると主張し、「内務農林両省の間に従来の行きがかりを徹底的に忘

れて心よりする協働の行はれること」を求めた。 

協同組合化によって「自治組織及び経済」と教育が有機的関係を持ち、教育制度乃至学

校を「子弟の教養機関とするのみならず、村民すべての知識的乃至精神的相談所たらしめ、

農村社会教育の中心たらしめる等広く農村の文化的中心たらしめる」と展望したのである。 

 末弘に限らず、1930 年前後に農村の学校教育や農業学校への批判は随所にみられ、それ

らの中から塾風教育施設の土壌も生まれた。塾風教育施設の多くは、村落の教育的役割の

見直しを求めた郷土教育運動をも一背景にし、従来の学校教育乃至農業学校教育批判とし

て登場した686。その関係か、標準農村確立運動では「殊に学校は利用せざる様に思はれる」

と総括されるに至った687。 

郷土教育運動は、郷土愛育成に重点をおき愛国心に拡大していく側面があり、「疲弊した

農村の自力更生の動きを精神面において補強していこうとするもの」でもあったし688、荒

廃する農村の「革命化」を抑えようとする国の自力更生策に結びつくものでもあった。 

藤井忠俊は「1929 年からの郷土教育運動は都市中心主義教育への歯止めを農村現場も国

家側も双方が意識した」点で重要であると指摘している689。農村施設の観点からみれば、

全国画一の学校教育批判や、都市中心の教育が農村現場でなされることへの歯止めの意識

は、都市セツルメントの農村公会堂への単純な適用をもたらさなかったと考えられる。 

 

 

第２節 社会教育館――文部省 

１．文部省の農村施策 

 

前節で取り上げた農林省系の農民道場や国民高等学校の登場により、これらと文部省系

の農業学校乃至農民･農村教育とが「対立しながら併存する」状況となった690。現場では

                                                                                                                                               
685 庄司俊作『近現代日本の農村』吉川弘文館、2003、p.111 
686 『産業教育七十年史』文部省、1956、p.250、末本誠･上野景三「戦前における公民館構想

の系譜」横山宏･小林文人編著『公民館史資料集成』エイデル研究所、1986、p.737、p.746 
687 小平前掲 pp.99-105 
688 船橋一男「郷土教育」『現代教育史事典』東京書籍、2001、p.435 
689 藤井忠俊「教育のなかの国家と民衆」『季刊現代史』8、1976.12（前掲大門･小野沢 p.125） 
690 内山政照「教育･マスコミと農民」東畑精一･神谷慶治編『現代日本の農業と農民』岩波書

店、1964、p.277 



   

194 

 

農民道場･農業学校双方からの内容的接近がみられたものの691、青年学校施策等を進めて

いた文部省にとって、農民道場は相容れない面もあった。 

1933 年に文部官僚･菊池豊三郎（1934 年より実業学務局長）は、「農民として農村生活

に適応せしむることによつて、万事罷れりとする訳には行かぬ」、農村は都市へ人材を供給

していると述べた。塾風教育について、「文部省に於ても斯る自由なる組織の学校の必要を

認め」ているとしつつも、「農村教育の一面に囚はれて、農村に生れたる青少年の活動分野

を農村に限局するが如き教育に堕してはならぬ」と批判することを忘れなかった692。 

文部省も農村対策に関わろうとした。1932 年に文部省社会教育局は「社会教育に依る農

村更生案」を学務部長会議に提示して翌年成案を示している693。精神教育･公民教育･家庭

生活の合理化等を行う精神運動的なもので、社会教育委員、実業補習学校･青年訓練所、青

年団、婦人会及び女子青年団、学校教員･神職及び宗教家が農村の「更生教育」を行うとさ

れ、団体等を介した農村更生を目し、物的施設や社会事業への関心は希薄であった。 

施設に関わる文部行政独自の農村へのアプローチは、1933 年の図書館令改正による「図

書館附帯施設」規定で、図書館が社会教育の主体と会場になることが企図された。改正で

は「分館」の語句が登場したものの、小エリア設置が進んだわけではなかった。翌年の附

帯施設論争で、文部省の松尾友雄は、私案ながら図書館･実業補習学校･青年訓練所の統合

による「社会教育館」を構想したが、総合された事業に社会事業は含まれなかった。 

本節では 1934 年に文部省の松尾友雄が示した図書館を社会教育館にする構想（以下、

松尾構想）を取り上げて、行政が社会教育施設を構想する際の発想形式の特徴をみる。 

文部官僚らの施設構想や施設の必要への言及は、第 2 章でみたように他にも確認できる

が、このうち松尾構想は、戦前唯一の社会教育関連法たる図書館令の改正に伴う法令解説

を伴い、『図書館雑誌』を通じて全国的な反響があったこと、一部とはいえ、構想が図書館

社会教育として実施に移されたことから、他の構想よりも考察対象として適当と考えられ

る。まず松尾の経歴や背景を確認し、行政による施設構想の一面を明らかにする。 

 

２．松尾友雄と図書館附帯施設論争 

 

松尾構想は、改正図書館令（1933 年）第 1 条第 2 項の「図書館ハ社会教育ニ関シ附帯

施設ヲ為スコトヲ得」という新規定の解釈をめぐる図書館附帯施設論争（1934 年）におい

て、松尾がその意図を説明する中で示した施設像で、「構想」と称するほどまとまったもの

ではない。論争は、石川県立図書館長の中田邦造と松尾との間で展開され、中田は「社会

教育の名において、却て自己教育力の成長を阻止する如き方法がとられてゐるのは、政治

的方便ではあつても教育には属しない694」という批判を行い、図書館の本質を論じた。 

松尾友雄は 1900 年生、日本大学法科卒。「高文合格、文部属、地方警視、青森県警務課

長、地方事務官、茨城県地方課長、同農林課長、知□□□主事、人事課長、愛知県農務課

                                                 
691 三好前掲 pp.494-502 
692 菊池豊三郎「我国の農村教育の現況」『教育』1933.10、藤井前掲 p.109 
693 「社会教育に依る農村更生案」『東京朝日新聞』1932.9.10、『日本近代教育百年史』第 8 巻、

国立教育研究所、p.477、田端前掲 p.20 
694 中田邦造提案『図書館雑誌』1934.5、p.135 
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長」（3 文字判読不可能）の経歴で、論争当時の肩書が社会教育局の文部省属だったことは

確認できる。1942 年 11 月現在で奈良県官房長を務めているが695、それ以上の経歴は不明

である（図書館研究等に彼を成人教育課長とするものがあるのは696、恐らく松尾長造成人

教育課長と混同したがための誤りである。松尾長造は 1891 年生、1917 年東京帝国大学文

科大学哲学科卒、第八高等学校教授、文部事務官、督学官兼書記官、宗教局宗務課長兼保

存課長、社会教育局青年教育課長、成人教育課長兼庶務課長、宗教局長を経て、1940 年に

図書局長。1934 年～1937 年を含む時期に小尾範治の後任として成人教育課長を務めた。

1943 年に文部省を退官、「心理学の専攻者」と評された697）。 

本論で着目すべきは、この論争で松尾友雄が示した社会教育館の構想である698。松尾は

図書館が本を通じた本来の事業以外にも、積極的に社会教育事業（附帯施設）を行う主体

として機能することを求める法令解釈論を展開し、その中で図書館が将来「社会教育館」

となる「運命」をもっている、と主張し「国家の相当な干渉の下に組織的に教育し訓練す

る」社会教育政策を描いていた699。 

 

３．松尾構想の特徴 

 

松尾が「不肖個人の見解で文部省の代弁を為すものでは無い」と付言したように700、構

想は私案であった。改正図書館令に基づき図書館附帯施設として展開し、社会教育館設置

はみなかったが、以下、松尾構想の特徴を 3 つの点から検討する。 

最初に図書館、実業補習学校、青年訓練所の統合についてみてみよう。松尾は「実業補

習学校と青年訓練所とが統一されて青年学校となる機運が動いて来てゐる。これをも
マ マ

一歩

進めて図書館とも一体となり、また博物館についても別に待遇官を置きて、独立の機関を

以て普及せしめやうとする考へを捨てて、之も合体せしむる。また成人教育も民衆娯楽も

体育も此の機関にやらせよ701」と主張し、実業補習学校と青年訓練所と図書館の「三者の

持つ経費と職員とを持つ時は、分立してゐるより却つて円滑に凡てが行はれ、能率的でも

あれば経済的でもあらうことは容易に首肯出来る〔中略〕町村の将来を考へる時、社会教

                                                 
695 以上の松尾の経歴は、『人事興信録』第 14 版、人事興信所、1943、『職員録』内閣印刷局

（1933.7.1 現在）。 
696 例えば、塩見昇「学習社会における図書館」『教育学論集』大阪教育大学教育学教室、1991.7、

p.6。石井敦は「小尾〔範治〕のあとを引き継いだ社会教育課長松尾友雄」としている（前川恒

雄･石井『新版 図書館の発見』日本放送出版協会、2006、p.150）。 
697 前掲『職員録』（1933 年 7 月、34 年 1 月、同年 8 月、36 年 1 月現在）、前掲『人事興信録』

第 10、11、14 版（1934、37、43 年刊）、「文部宗務課長後任」『東京朝日新聞』1932.4.7、「文

部省異動」同 1934.5.24、「試験台に立つ松尾長造君」『教育週報』1940.6.22、「松尾、倉林両

氏に記念品」同 1944.1.8。確認できる彼の論文に、「改正図書館法規の重点」『図書館雑誌』

1933.10、「社会教育の重要性」文部省社会教育局編『話法と朗読法』東洋図書、1935 など。 
698 松尾構想は公民館史研究では十分検討されていない。むしろ図書館史研究で言及がある。

同構想は「公民館構想の原型」、「松尾が冒頭で個人的見解と断わっているにも拘らず、官僚社

会の常識として文部省の事務レベルで既に検討されていたことを物語る記録」ととらえられて

いる（永末十四雄『日本公共図書館の形成』日本図書館協会、1984、p.291）。 
699 松尾友雄「図書館令第一条第二項」『図書館雑誌』1934.2、p.34 
700 同 p.33 
701 同 p.34 
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育館の出現を予感せざるを得ないのである。名前は何れにせよ青年学校（目下進行中の実

業補習学校と青年訓練所の合併したもの）と図書館との合同を見る時、それは実質上に於

て既に社会教育館と云へる702」としている。 

 第二は営造物をめぐる態度についてである。松尾は「社会教育館とでも云ふやうな営造

物が法令上認められて、之が全面的に社会教育を実施する制度」を確立し、「営造物をもう

けさせて、そこに待遇官を置いて之を経営してゆくと云ふ行き方」を構想した703。 

ただ、現実の財政的制約から営造物設置に必ずしも積極的でなく、「場所などは大して問

題で無い。図書館の建物の中に於て〔附帯施設を〕実施する必要は毫も無いのである。講

演会、講習会、補導学校などは公会堂又は小学校を借りて実施すればよい〔中略〕体育等

は青年倶楽部、又はどこかの空家、学校の運動場、川、山夫々其の向に依つて地所を選定

すればよい」とも主張した。とはいうものの、「若し或県に於て図書館の外に社会教育館な

る施設の普及」を行えば、図書館令に定める附帯施設は「事実上其の県には不用の規定と

なる」とした704。当時の文部省の通牒も「図書館ヲシテ地方文化ノ中心機関タラシメン」

としながらも「其ノ建物ハ小学校等ノ一部ヲ使用スレハ足ル」と示していた705。 

つまり、附帯施設＝社会教育事業を行う行政の主体と場こそが必要なのだった。松尾は、

論争の中で図書館の本質が問われはじめると、「本質の究明は之を学者に委するも差支なく、

我々は寧ろ社会教育の振興に関する現業的のことを主に考ふべき」と論点をそらせた。あ

くまでも社会教育を行う主体と場を優先していたと思われる。 

第三に、教育機関の分立と統合をめぐる姿勢と農村中心の姿勢についてみてみたい。松

尾によると、従来の行政は「図書館、博物館、実業補習学校、青年訓練所、日曜学校、幼

稚園（託児所）、成人教育施設、体育施設、民衆娯楽施設（青年倶楽部）等」の普及を分立

的に図ってきたが、「所が町村の財政は到底之等の分立的普及を許さない〔中略〕現代
マ マ

の行

き方では凡ての施設が各町村に普及し、凡ての方面に亘つて社会教育が実施せらるると云

ふことは、恐らく永久に来ないのでは」との懸念を示す706。彼においては、それぞれの法

令による事業を、町村それぞれの施設で行う非能率と実現困難性が問題であり、特に教育

機関の総合化･一本化が目指されている。 

社会教育の各種事業や関係機関の「総合」には、すでに権限論争で分けられた社会事業

分野の事業･施設は含まれていない。社会事業への関心は希薄であった。文部省の実際の施

策における総合は、諸社会事業を含む総合を指さなかった。第 2 章でみた関屋龍吉や吉田

熊次らの構想には、社会事業と社会教育の歴史的関係を背景に双方を視野に入れた面があ

るが、権限論争や社会教育行政成立を経た文部省の施策は、都市公営セツルメントや農村

隣保事業の文脈でも、関屋らの文脈でも発想されず、教化の町村単位での全一的総合とい

う意味で「非施設団体中心707」の全村的組織網構築が目指されたのであった。 

松尾が繰り返し説くのは、各分野で従来「独立的施設の普及を要望して来たのであるが、

                                                 
702 松尾友雄「図書館の附帯事業に関する見解の対立」『図書館雑誌』1934.4、p.103 
703 松尾前掲「図書館令第一条第二項」p.34 
704 松尾前掲「図書館の附帯事業に関する見解の対立」p.102、p.104 
705 松尾前掲提案、文部次官依命通牒「図書館令及同施行規則並公立図書館職員令改正ニ付実

施上ニ関スル注意事項」1934.5.2 
706 松尾前掲「図書館令第一条第二項」pp.33-34 
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一体町村に之等が総て独立的に実現し発達し得る可能性があるかどうか、町村の財政を考

ふる時、遺憾ながら不可能を断定せざるを得ないのである。また町村では人口が少く教育

の対象が少いから、斯うした分立的普及は必要が無い708」というもので、対象は町村（農

山漁村）部であった。彼は地方における「理想郷の建設を以て図書館社会教育の目標とす

べき709」と唱えた。 

他方、大都市は「人口多く且つ財政も比較的豊かなるを以て、諸種の社会教育施設は分

立的普及を適当」とし、「個々別々の施設でなければの
マ マ

社会教育を実施してゆけないと云ふ

のは、同一の事項で充分豊富な用務のある人口の多い大都市に付ては適当」であるとした

710。そして、社会教育を「通俗」「中等」「高等」に三分し、「通俗」は将来の社会教育館

（図書館と青年学校中心）、「中等」は郡市単位の図書館と中等諸学校、「高等」は道府県立

図書館と大学･専門学校の拡張事業で行うと構想した711。 

図書館を除く統合は 1935 年の青年学校令で実現したが、青年以外を含む農村の地域の

社会教育を図書館が担う大きな流れは作られなかった712。社会教育行政は戦時期にますま

す思想善導･精神教化へと進み、1942 年には社会教育局が廃止され、教化局･教学局へと改

編、社会事業との距離をさらに広げていく。 

 

４．賛否と実態 

 

戦間期には早い段階では和田萬吉が図書館が「地方文化の中心」になることを提唱して

おり713、また、川本宇之介などの論者や官僚が社会教育機能を図書館も担うよう求めてい

た。構想における図書館への期待度は高かったといえる。 

例えば行政では、関屋龍吉社会教育局長が 1927 年に「近来図書館の仕事を唯図書閲覧

の機関といふことに止めず、進んでは市民集合の倶楽部たらしむべしと唱へる学者すら出

て来たやうな訳である。説の当否は暫く別としても、図書館の民衆化と云ふことが現代の

緊切な要求であることは之を以ても知ることができやう」と、慎重ながらも時代の趨勢を

認め、図書館が公民教育機関になること、児童図書館の「設備の必要」を唱えていた714。 

関屋は 1933 年にも「図書館は単に読書をさせるのみでなく、公民教育の場所となり、

政治経済外交等の国内、国際の関係等につき公正な判断を下し得る材料を供給する場所と

ならねばならぬ715」と、公民教育乃至社会教育の場として図書館に着目していた。 

図書館附帯施設論争では、図書館令改正や松尾構想に対して図書館界から賛否が示され

                                                                                                                                               
707 碓井正久「社会教育の概念」長田新『社会教育』御茶の水書房、1961 
708 松尾前掲「図書館の附帯事業に関する見解の対立」p.103 
709 松尾友雄提案『図書館雑誌』1934.6、p.161 
710 松尾前掲「図書館令第一条第二項」pp.34-35 
711 同 p.36 
712 長野県小県郡浦里村での、図書館社会教育からの経済更生運動への関わりの一例は、小川

徹･奥泉･小黒浩司『公共図書館サービス･運動の歴史 1』日本図書館協会、2006、pp.189-198

参照 
713 和田萬吉「地方文化の中心としての図書館」（上･下）『図書館雑誌』1924.7･9 
714 関屋龍吉「社会教育の話」『政治教育講座』第 3 巻、政治教育協会、1927、pp.280-295 
715 関屋龍吉『農村社会教育』日本評論社、1933、p.164 
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た。松尾構想は私案だったが、図書館界は図書館の本質や役割に照らして敏感に反応した。 

賛成論の例として、彌吉光長の議論をみてみよう。彼は「図書館は社会教育の戸主であ

る」と述べ、図書館が社会教育の場･施設となることに賛意を示した716。「我々〔図書館〕

は一定の教育檀場を持つてゐる。一定の教授法を訓練法を持つてゐる。社会教育を見よ。

教壇は甲の公会堂、乙の小学校、丙の劇場、丁の遊園地と移動して止まない、朝に A を教

師とし夕に Z を教師とし、不定期にその門戸を開く。A の群衆が集り、B の群衆が集り、

其の時間其場所限りの催物を見分
マ マ

して明日は忘却して行く。それがルンペン社会教育の現

状である。何と定義するか何を分野と定めるか、無統制無方針と申したい位である。我々

は建築を持つてゐる。教壇も教師も、被教育者も一定してゐる。そこには自発的に教育が

進行して行く」と展望した。 

彼が持っているという「建築」の実態は、多くが小学校内の図書館に過ぎなかったが、

ここに新聞、雑誌、ラジオ等を備え、「小『市民館』が出来、村の倶楽部が出来る。それ等

の機関を通じて成人教育も出来る」と描いた。ただし、「図書館を失業救済の一歩手前だと

感ぜしめず社会教育の支柱たらしめることこそ、眞に我々の尽すべき使命」とも述べ、社

会事業とは距離を置いた。むしろ、「当局が最も力を注いでゐる思想問題も、図書を通じて

解決される」ことを期待したのであった。 

 竹林熊彦は、感化院など「社会事業乃至社会施設」と「社会教育機関」を区別した上で、

後者を「単一社会教育機関」と「複合社会教育機関」に区分した。複合社会教育機関とは

図書室を含む多岐にわたる事業を行う YMCA などを指すのだが、公共図書館は単一社会

教育機関であり、複合化によって「果してより大なる教育的効果を収め得るや否や、理論

的にも将た国家の政策としても、詳しく考ふべき余地あるを断言して憚らない」と、複合

社会教育機関になることに慎重論を唱えた717。 

 反対論では橋本八五郎が、図書館利用者の営みは「社会教育と云はずに自己教育とでも

云ふべき」ととらえ、「子守教育も社会教育、託児所も社会教育、故におなじく社会教育機

関たる図書館は、その方面にも、地方の要求に応ぜよと云ふらしき主張、また講演講話も

社会教育、青少年団も社会教育、故に地方に於ける是等社会教育を掌る人的機関が、おな

じく社会教育たる図書館をも、その範囲内に取入れようとするらしき近時の傾向、少々を

かしな現象では無いか」と図書館社会教育の風潮を指摘し、「図書館を、社会教育担当者の

任務に入れんとするなら、陸戦隊があるからとの理由で海軍の指揮を陸軍にゆだねんとす

るもの」と批判した。図書館に対して通俗講演会などの「会合の為めの場所だけを要求さ

れるに止ま」る傾向も指摘し、警戒心を表している718。 

論争の当事者、中田邦造は「図書館でなくても何処でも行ひ得る雑多の仕事を附帯事業

の名において背負ひ込むならば〔中略〕余り頭のハッキリした図書館員とは考へられない」

と、痛烈な皮肉さえ述べ、窮乏農村には精神教化を行う「社会教育館」よりも農村社会事

業を行う「社会館」が必要、と鋭く指摘している719。 

 

                                                 
716 彌吉光長「非常時図書館活殺論」『図書館雑誌』1934.2、pp.46-48 
717 竹林熊彦「図書館社会教育管見」同、1934.8 
718 橋本八五郎「図書館の特殊性」同、1934.5、p.145 
719 中田邦造「図書館は図書館として発達せしめよ」同、1934.4、pp.92-93 
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「図書に関係のない事業に手を出すことを図書館の積極的働を見做すことは余り軽くな

い過失であると思ふ。もし単に町村等の社会事情を主として考へてかゝるならば、そ

こに必要なのは社会教育館といふよりもむしろ社会館であらう。町村では広義の社会

教育の外に広義の社会事業もが行はれることが要望されてゐる。社会教育局の立場に

拘泥せずに、松尾氏の考へ方を推し進めればやがて社会教育館を発展させて社会館に

せねばならぬものでなからうか。そしてそこにおいては民衆娯楽や体育に劣らず医療

施設や不用品バザーなどが要求されることになりはしないだらうか。720」 

 

 松尾構想は私案にとどまったが、図書館令改正だけでは図書館社会教育は展開できなか

った。図書館界の反対･消極姿勢だけでなく、施設的条件においても困難があった。 

附帯施設論争前後の図書館の施設状況は【表９－２】の通りで、9 割前後が独立館舎を

持たず、そのうち、小学校併設が 7 割以上を占め、役場や公会堂、青年会館などに併設さ

れたものもあった。【表９－３・４】から東京･大阪両府と東京市の状況だけをみても、独

立館舎の割合は低い。1929 年に東京市は「現在市立図書館は総数二十館を算するも、独立

の建物を有するものは六館にして他は総て小学校内に設置されてゐる。この点多少遺憾な

きを得ない721」としている。 

施設の実態は、例えば牛込図書館は市ヶ谷尋常小学校内に附設され、普通閲覧室は屋内

体操場、児童閲覧室は教室、書庫は事務室、新聞閲覧所は玄関があてられていた。附設と

いっても専用の図書室さえない状況であった722。市立図書館主催講演会の会場は、「江戸

城講演会」が三越ホール、「江戸城建築史展覧会」が東京自治会館及び三越であった。図書

館で開催されたのは一橋、京橋、深川図書館を会場にした「児童講話会」だけであった723。 

こうした議論と展開の実態について、石井敦は「図書館が社会教育の中心機関とはなり

えないというあきらめも文部省内部に出はじめていた」とみているが、典拠が示されてい

ない724。岩猿敏生は、松尾の主張から「〔図書館界が〕図書館自体の基本的なあり方に固

執して、文部省の政治的行政的な意図通りに、なかなか動こうとしないことに対する文部

省側のいらだち」をみている725。図書館社会教育は広範な展開をみせず、戦前の実態は「非

施設･団体中心」であったが、寺中構想以前から文部省内に施設による社会教育の発想や模

索が認められることは着目に値する。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
720 同 p.95 
721 東京市役所『昭和四年 東京市政概要』1929、pp.141-142 
722 『市立図書館と其事業』東京市立日比谷図書館、1923.3、p.10 
723 東京市役所『昭和四年 東京市政概要』1929、p.144 
724 前川恒雄･石井敦『新版 図書館の発見』日本放送出版協会、2006、p.150 
725 岩猿敏生『日本図書館史概説』日外アソシエーツ、2007、p.219 
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【表９－２】全国図書館の独立館舎と附設・併設先（1931 年・1936 年） 

年 

独立館舎ヲ有スルモノ 独 立 ノ 館 舎 ヲ 有 セ ザ ル モ ノ 

合 

 

 

 

計 

県 

 

立 

市 

 

立 

町 

村 

立 

私 

 

立 

市  立 町  村  立 私       立 

小

学

校

ニ

附

設 

公

会

堂

其

ノ

他 

小 

学 

校 

ニ 

附 

設 

役

場

内

ニ 

附

設 

公

会

堂

ニ

附

設 

不 

詳 

 

其 

他 

小 

学 

校 

ニ 

附 

設 

役 

場 

内 

ニ 

附 

設 

青 

年 

会 

館 

附 

設 

神 

社 

寺 

院 

教 

会 

公 

会 

堂 

・ 

教育 

会館 

不 

詳 

 

其 

他 

1 

9 

3 

1 

44 48 134 112 34 7 2405 103 20 247 749 30 84 55 93 135 4300 

1 1.1 3.1 2.6 0.8 0.2 55.9 2.4 0.5 5.7 17.4 0.7 2 1.3 2.2 3.1 100 

独立館舎 小計 7.8％ 
 独立館舎なし 小計 92.2％  

（小学校附設 74.1%、役場 3.1%、公会堂他 6.9%、不詳・他 8.8%） 

県立 1.0％、 市立 2.1％、 町村立 67.6％、 私立 29.3％   合計 100％ 

1 

9 

3 

6 

41 73 169 192 57 12 2610 124 20 139 813 26 63 46 86 138 4609 

0.9 1.6 3.6 4.2 1.2 0.3 56.6 2.7 0.4 3 17.6 0.6 1.4 1 1.9 3 100 

独立館舎 小計 10.3％ 
 独立館舎なし 小計 89.7％  

（小学校附設 75.4%、役場 3.3%、公会堂他 5%、不詳・他 6%）  

県立 0.9％、 市立 3.1％、 町村立 66.3％、 私立 29.7％   合計 100％ 

『全国図書館ニ関スル調査』文部省社会教育局、1931、『全国図書館に関する調査』同、1936 

【表９－３】 東京・大阪府内の図書館館舎（1931 年・1936 年） 

府 年 

「独立ノ館舎ヲ有スルモノ」 「独立ノ館舎ヲ有セザルモノ」 

総 

 

計 

府 

立 

市 

立 

町 

村 

立 

私 

立 

小 

計 

公 立 私    立 そ

の

他

不

詳 

小 

計 

市立 

小学校 

付設 

町村

立小

学校

付設 

私立 

小学

校 

付設 

寺院

神社

教会 

青年 

会館 

公会

堂 

教育

会館 

東 

京 

府 

1931 0 5 0 2 
7 

(22.6) 
16 1 1 2 0 4 0 

24 

(77.4) 

31 

(100) 

1936 0 12 1 11 
24 

(53.3) 
15 1 0 0 1 0 4 

21 

(46.7) 

45 

(100) 

大 

阪 

府 

1931 1 8 0 0 
9 

(56.3) 
0 1 3 0 0 1 2 

7 

(43.7) 

16 

(100) 

1936 1 8 0 2 
10 

(62.5) 
0 1 2 1 0 0 2 

6 

(37.5) 

16 

(100) 

『全国図書館ニ関スル調査』文部省社会教育局、1931、『全国図書館に関する調査』同、1936 

（括弧内は百分率） 
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【表９－４】東京市立図書館館舎の独立・附設状況（1927 年 3 月末日現在） 

図書館 形   態 図書館 形   態 計 

日比谷 独立建築 氷川 氷川尋常小学校内 

独立建築 4 館 

 

尋常小学校内

10 館 

 

高等小学校内4

館 

 

寺院境内 2 館 

麹町 麹町尋常小学校内 四谷 四谷第二尋常小学校内 

一橋 独立建築 牛込 市ヶ谷尋常小学校内 

外神田 芳林尋常小学校内 小石川 小石川高等小学校内 

日本橋 城東尋常小学校内 本郷 本郷高等小学校内 

両国 久松尋常小学校内 台南 御徒町尋常小学校内 

京橋 独立建築 浅草 東本願寺境内 

月島 月島尋常小学校内 本所 徳寿院境内 

三田 柳田高等小学校内 中和 中和尋常小学校内 

麻布 麻布高等小学校内 深川 独立建築 

東京市役所社会教育課 『大正十五年昭和元年度 東京市教育局社会教育課事業概況』 1927  

 

 

第３節 農村隣保館――厚生省 

１．厚生省社会局の農村隣保施設設置施策 

 

次に、厚生省の施策をみてみよう。1938 年創設の厚生省は、日中戦争を背景に兵力･食

糧供給力確保を目的にした医療･保険等に施策の重点を移していた726。体育局は厚生運動

のもと、都市への運動施設建設等、国庫補助を伴う施設設置を推進した727。この動きは、

戦間期の内務省以来の、施設による施策の傾向･特徴を継承しているといえる。 

農村への施設施策は、戦時下の社会局児童課（1941 年 8 月に生活局に改編）による農

村隣保館設置が挙げられる。1940 年 5 月に厚生次官通牒「農村隣保施設助成ニ関スル件

依命通牒」「農村隣保施設要綱」が発せられ、同年の「部落会町内会等整備要領」に基づく

実施が求められた。「隣保相扶の精神に則り、農山漁村に於ける共同生活の安定を図り其の

厚生福利を増進すること」を目的とし、町村単位･全世帯で組織される隣保協会が保育･保

健･教化集会･共同炊事･相談･生活改善･授産等を行うとされた。厚生省は 1940 年以降毎年

15 万円を予算計上した728。 

 通牒の解説729によると「隣保会館を建設するのを理想とする」と、物的施設を勧奨す

るだけでなく、創設費を半額補助した（上限 1,000 円･経常費補助なし）。 

事務室（兼人事相談室）･集会室（兼講習室）･授産室･保育室･遊戯室･乳児保育室･調理

室（兼調乳室）･健康相談室･診療室･薬局･宿直室等、機能別に室名を挙げており、都市公

                                                 
726 高岡裕之『総力戦体制と「福祉国家」』岩波書店、2011 
727 坂上康博「標的としての都市」坂上･高岡裕之編著『幻の東京オリンピックとその時代』青

弓社、2009 
728 『日本社会事業年鑑』昭和 18 年版、p.225 
729 『農村隣保施設に就て』厚生省社会局、1941.3、pp.26-28 
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営セツルメントと著しく類似している。役場や既設建物の利用も可だが、「場所や建物が散

在してゐる関係上、各事業間の連絡が十分にゆか」ない点に留意するよう求めた。 

「隣保会館は本施設の中心であり謂はゞ本拠であつて、従つて村（町）の中心地区に建

設さるべく、更に部落（支部）毎に其の支部の部落会館を持てば理想的」とし、特に「隣

保相扶の観念の最も強固なる部落を基

礎」にすることで「労働能率の増進」

「農村生活の刷新改善」が図られると

した730。 

また、農村隣保事業は「都市に多く

見る従来の会館中心的隣保館」や「他

動的に地域住民に呼びかける所謂セ
せ

ツ
マ マ

ツルメント事業」ではなく、「生活協同

体」を目指す自発的活動だと差異を強

調したが、間取りや事業の共通性に加

え、「社会事業、教化事業等ニ熱意」あ

る指導者と主事･保育婦･社会保健婦等

の「従事員」配置を求めている点でも、

セツルメントとの形態面の共通性がみ

られる731。 

 

２．農村隣保施設の設置概要 

 

この施策登場前の 1937 年に生江孝

之は、農村隣保事業が「果して如何な

る程度に活動しあるかを覗ひ知るを得

ない」、「研究上不便の感を禁じ得ぬ」

と、全体状況把握のための統計の不備

を指摘しているが732、1942 年の厚生

省の国庫補助を受けた農村隣保施設調

査から、建物（場所）の実態の一端を

みることができる。補助は 1940 年度

316（150,000 円）【表９－５】、1941

年度 301（135,000 円）、1942 年度 300

（135,000 円）と、毎年約 300 町村に

なされた733。 

                                                 
730 『日本社会事業年鑑』昭和十八年版、p.225 
731 「農村隣保施設要綱」1940.5、前掲『農村隣保施設に就て』p.4、pp.39-40 
732 生江孝之「社会教化事業」『日本社会事業年鑑』昭和十二年版、p.26 
733 「農村隣保施設設置数及国庫補助額調」（厚生省生活局保護課調）『日本社会事業年鑑』昭和十

八年版、p.227 

【表９－５】 1940 年度 農村隣保施設設置状況 

道 府 県 
施 設 数 

道 府 県 
施 設 数 

町 村 計 町 村 計 

北海道 0 5 5 滋 賀 0 7 7 

青 森 0 3 3 京 都 7 2 9 

岩 手 2 8 10 大 阪 0 4 4 

宮 城 0 6 6 兵 庫 2 10 12 

秋 田 1 2 3 奈 良 0 4 4 

山 形 0 5 5 和歌山 0 5 5 

福 島 1 5 6 鳥 取 0 9 9 

茨 城 0 23 23 島 根 1 6 7 

栃 木 1 5 7 岡 山 1 11 12 

群 馬 0 6 5 広 島 0 11 11 

埼 玉 0 3 3 山 口 0 6 6 

千 葉 2 6 8 徳 島 1 2 3 

東 京 0 6 6 香 川 1 7 8 

神奈川 0 7 7 愛 媛 4 7 11 

新 潟 0 3 3 高 知 0 2 2 

富 山 0 4 4 福 岡 2 12 14 

石 川 0 12 12 佐 賀 0 3 3 

福 井 0 0 0 長 崎 4 3 7 

山 梨 0 3 3 熊 本 0 3 3 

長 野 0 10 10 大 分 2 6 8 

岐 阜 1 6 7 宮 崎 3 2 5 

静 岡 0 3 3 鹿児島 1 7 8 

愛 知 2 4 6 沖 縄 0 6 6 

三 重 1 6 7 合 計 40 273 316 

『農村隣保施設に就て』厚生省社会局、1941 斜体部分の合計

は史料のまま。町村総合計数は一致）。 
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＊【表９－５～７】は、典拠史料で用いられている 

それぞれの呼称「農村隣保施設」、「隣保事業施設」 

に従った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940 年度～1941 年度に助成を受けた 617 町村のデータによると、農村隣保施設の設置

場所は学校、役場、寺社が多く、続いて、部落公会堂や集会所等を含む町村は 26.3%であ

った【表９－６】。 

建物の形態は、隣保館を新築･増改築した新規設置が 21.4%みられ、1943 年の市制町村

制施行令改正時には隣保館費の予算項目が登場している。1940 年 3 月の別調査では、独

立施設の過半は 2 階建以上の規模を持っている【表９－７】。 

第 7 章第 4 節でみた震嘯記念館も、そのほとんど（31 館）が農村隣保館化し、教化と託

児を事業の中心として運営されていた734。 

農村公会堂の隣保館化が、厚生省の施策のもと戦時期に一定の進捗をみせたといえる。 

厚生省は、ほかにも愛育村創設奨励など、地域で託児、衛生、生活改善などを行う施策

を展開している。こうした農村施策は、教育の側からも着目された。 

                                                 
734 『隣保事業施設一覧』厚生省社会局、1941.3、pp.6-14（日本社会事業大学図書館蔵） 

【表９－７】 隣保事業施設の施設形態 

（1940年 3月現在） 

独 立 施 設 342 

うち平屋 117 

2階建 165 

3階建 10 

4階建 4 

階数不明 46 

借 用 形 態 25 

不      明 3 

計 370 

（施設数） 

『昭和十六年三月 隣保事業施設一覧』 1941.4、厚生

省社会局 

【表９－６】 農村隣保施設の建物例 

（ 1940～1941年度 複数回答 ） 

農村隣保施設の利用建物 
延べ町村

数・％ 

  学  校 （国民学校） 253 41.0 

 役場Ａ 

 （事務所のみ置くものを含む） 
216 35.0 

 役場（Ａを含まない） 154 25.0 

  宗教施設 （寺院、神社ほか） 174 28.2 

  公会堂 （部落公会堂、集会所、 

  会所、会議所、部落会館ほか） 
162 26.3 

 隣保館・隣保会館 

 （新築･増改築･建設予定含む） 
132 21.4 

 青年会館・青年倶楽部ほか 41 6.6 

 共同作業場・共同作業所 28 4.5 

  保 育 所 （幼稚園ほか） 26 4.2 

  診 療 所 （医療所ほか） 22 3.6 

  個 人 宅 （区長宅ほか） 14 2.3 

 産業組合･農会事務所ほか 13 2.1 

 既設建物利用だが、元の用途 

 不明 及び 記載なし等 
58 9.4 

※ 右欄の％は総町村数 617に対する割合 

『昭和十五年十六年度設置助成農村隣保施設一覧』 厚生

省生活局、1942 （日本社会事業大学図書館蔵）より作成 
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 古木弘造は、戦時中に「従来の農村教育と呼ばれたものに於ては、農村に於ける国民学

校（小学校）、青年学校（実業補習学校）或は農業学校、師範学校、時には青少年団、につ

いて述べてゐるに過ぎない」とし、「農村に於ける現実の生活と如何なる関連を持つか」が

等閑に付されている、と評し、「農村の特殊性」「農家の特質」に即した教育として愛育村

の教育に着目している。従来の文部省系統の農村教育への批判から厚生省系統のそれを参

照･評価し、「愛育村に行はれてゐるかゝる方式が農村教育に於ては何故に考へられなかつ

たのであらうか」と述べている735。 

厚生省は、社会問題を局地的･総合的に予防克服する都市公営セツルメントを「隣保相扶」

概念でとらえて農村隣保事業として農村に適用し、諸社会事業を総合･集中した物的施設を

地域へ設置しようとした。その際、部落単位の農村公会堂の隣保館化や新規の隣保館建設

がみられたのであった。 

施設史上重要なのは、専門的職員を置く営造物施設の地域設置が、国庫補助を伴う施策

として登場した点である。ここに両岸から交錯して新しく再編成された「公民館的なるも

の」の施設の施策化が認められる。しかし、資材難や戦争激化で十分定着しないまま敗戦

を迎えることになる。 

 

戦間期から戦時期にかけて、例えば紀元 2600 年事業を契機に都市部の図書館、博物館、

公会堂、総合運動場などの諸施設が構想され、一部は建設実現をみる736。行政が国民練成

や都市計画などとあいまって施設設置により政策を実現しようとする傾向が読み取れる。

これらに、セツルメントなど社会事業施設をはじめとする社会政策の施設構想と展開をあ

わせてみれば、福祉国家の物的施設を伴う政策スタイル形成の一環として、戦間期以来の

公立施設設置をとらえることができよう。 

国策は幾重にも政治的囲い込みの網を打ち、農村社会問題を発端に戦時体制を支える施

策を講じた。農村への施設設置による施策は、文部省よりもむしろ厚生省で、農林省の農

民道場の展開に遅れて取り組まれた。全体状況からすれば施設よりも組織･団体を通じた農

村の網羅的･全村的把握が主流であったが、以上のように施設設置を通じた施策の発想が戦

間期から戦時期にかけて一般化しはじめたといえよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
735 古木弘造「農村教育の『場』について」『興亜教育』第 3 巻第 8 号、1944.8･9、p.7 
736 例えば、坂上康博「標的としての都市」坂上･高岡裕之編著『幻の東京オリンピックとその

時代』青弓社、2009 など 
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第１０章 戦後社会教育施設の可能性 

 

 

 

はじめに 

 

1945 年 8 月 15 日、日本は連合国に敗れた。敗戦は歴史を区切る大きな画期であるが、

戦前と戦後の接続が完全に途絶えたわけではない。社会教育学研究では、戦前社会教育行

政の特徴のひとつに「非施設･団体中心性737」を数え、戦後は助長行政としての「施設主

義」を特徴と位置づけたように、戦前の反省･否定の上で展開する断絶的側面に着目してき

た。戦前の社会教育の性格がいかに戦後に残ったか、という継承的側面にも目が配られね

ばならない。 

社会教育施設史をみる上でも、多くの公民館史が文部省の寺中作雄による構想や文部次

官通牒「公民館の設置運営について」を起点としてきた。その点、小川利夫や末本誠･上野

景三らの戦前の系譜との連続の上に立って公民館をとらえた研究は、戦前戦後を貫戦期的

にとらえて施設史を把握するための重要な先行研究である738。末本誠･上野景三は、「通牒

後十年で三万を越
マ マ

えるに至った公民館が、一片の文書によって、いわば、一から出来上っ

てきたと考える方が無理というべき739」と述べている。 

 前章まで検討してきた戦前の都市と農村、行政と運動それぞれの施設構想と展開は、戦

後の社会教育施設構想と展開といかに継承･断絶の関係を持っていたのだろうか。公民館に

限らず、地域に教育機能を持つ施設を置く発想は戦前から継承されて、さまざまな可能性

を持って胎動していた。結果的に公民館が広く普及したわけだが、公民館以外の諸構想や

模索の「未発の可能性」の中に公民館構想と初期公民館を相対化する視点をすえて、戦後

の公民館における戦前からの継承と断絶を検討したい。 

敗戦後の「新日本建設」のかけ声、「戦後復興」の呼び声には、新憲法の理念的側面の構

築とともに、焼け跡からの物的な「建設」「復興」のイメージが伴う。生産機関にせよ、交

通機関にせよ、教育機関にせよ、戦災で失われた施設設備の復旧と、新たな像を結びなが

ら新設しようとする物的な「建設」がさまざまにデザインされた。 

寺中作雄の公民館もその一つであり、社会教育の再出発を公民館建設の構想に描いた。

『公民館の建設』という書名は、地域を社会教育･公民館で再生するだけでなく、「館」を

「建設」する、という物的イメージを読む人々に与えたであろう。寺中以外にも数多くの

施設構想が戦前との継承･断絶関係を結びながらあったに違いない。その中には実体として

の物的施設建設に至らなかった「未発の可能性」ともいうべき施設構想もあったろう。 

                                                 
737 碓井正久「社会教育の概念」長田新『社会教育』お茶の水書房、1961 
738 小川利夫「歴史的イメージとしての公民館」『現代公民館論』東洋館出版社、1965、末本誠･

上野景三「戦前における公民館構想の系譜」横山宏･小林文人編著『公民館史資料集成』エイデ

ル研究所、1986 
739 末本･上野前掲 p.721 
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1946 年 3 月の国民政治関心調査では「貴方の町村で現在何の問題を速やかに解決すべ

きか」との問いに、米の供出促進 19.4%に続き、「町村民の教養施設を作ること」「部落設

備を作ること」「青年学校を整備すること」が計 17.4%あった740。食糧難にもかかわらず、

教育関係や地域に関わる施設を作ることを相当数の人々が希求していた。物資不足の状況

下でも、施設によって再建の展望をひらこうとする発想があったことは、公民館建設の民

衆的素地という意味だけにとどまらず注目されるところである。何を行うにしても官民と

もに施設･会場難に苦しんだのが敗戦後の状況であり、行政の施設設置意欲、民衆の施設希

求の合致があったといえる。 

 このような状況にあっても、地域によっては公民館施策に前後してさまざまな施設が建

設され始めていた。 

農村では、一部でいち早く青年施設が建設された。「上から」のかけ声なしに青年自らが

建設に動いたのである。茨城県玉川村は、戦前に青年団自主化や協同組合、農民組合の運

動･実践経験を持っていた。敗戦直後、1946 年 1 月には青年団が再建され、最初に「とり

くんだ仕事のうち、最大のものは、各支部ごとに青年会館を建設したことだった」という。

4 支部それぞれに 6～8 坪の青年会館を海軍航空隊兵舎古材を無償で得て建設し、多くは

1960 年代後半まで利用された741。 

 静岡県沼津市西浦地区平沢区には戦前、寝宿を伴う若者組を前身とする区有の建物があ

ったが、1943 年ごろから寝宿が途絶えていた。敗戦後、1946 年に青年団を再結成し、1948

年 1 月には平沢青年倶楽部として建物での宿泊を伴う活動を新たに開始した742。 

 また、農山漁村文化協会は農民クラブを提唱した。古瀬傳蔵は「私の方でずつと以前か

ら実行してゐる農民クラブは〔中略〕部落単位でやつてゐるわけです。大字、或は小字中

心に集りの場所を何とか物色して、そこに夕飯がすんで誰も簡単に集れる〔中略〕できる

ならば、館を沢山にして、十分に利用するやうにしたい743」とその普及を企図している。 

 都市では、空襲により多くの施設が焼失した。労働会館の再建は労働組合の最優先課題

とはならなかったが、官民双方で教育機能を含む労働者の施設構想と建設が一部にみられ

た。 

前章までにみたように、戦前は行政側も運動側も施設の不足に悩まされたが、戦後はそ

れに輪をかけて空襲罹災、資材･物資の絶対的欠乏下にあった。そこで既存施設の借用･転

用がクローズアップされるわけだが、敗戦･占領という状況下で、選択肢に制限が加わった。

例えば神社は、ファシズムと結び付いて果たした機能を GHQ によって否定され、国や自

治体の関与の外におかれた。「公地或ハ公園ニ設置セラレタル神社ニ対シテ公ノ財源ヨリノ

如何ナル種類ノ財政的援助モ許サレズ744」とされ、借用･転用先から神社は外れることに

なる。 

                                                 
740 「国民政治関心調査集計表送付について」社会教育局長発、1946.7.22 
741 池上昭編『青年が村を変える』人間選書 94、農山漁村文化協会、1986、pp.17-28 
742 山崎祐子「青年団による公民館結婚式」田中宣一編著『暮らしの革命』農山漁村文化協会、

2011、p.417 
743 古瀬傳蔵発言「公民館の造り方在り方」（1946.8.27 座談会）『生活科学』1946.10、p.5 
744 「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保證、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」

1945.12.15、連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第 3 号（民間情報教育部）終戦連絡中央事

務局経由日本政府ニ対スル覚書（『終戦教育事務処理提要』第 1輯、文部大臣官房文書課、1945.11、
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社会教育行政においては、残る学校や図書館が戦前と同じく着目された。ただし、新制

中学校の校舎確保の困難が市町村の大きな課題となる中、学校や図書館が社会教育機関と

しての主体や会場となることは難しく、公民館の設置においても併設･転用先としても困難

を伴った。 

本章では、公民館以外の戦後社会教育施設の構想と展開の可能性を、まず労働者教育施

設を対象に、施策、社会労働運動のそれぞれの動きから検証し、次に図書館や学校など文

部省所管の既存の教育施設を対象に検証する。 

 

 

第１節 戦後労働者教育施設の可能性 

１．森戸辰男の社会館構想 

 

1945 年 12 月 26 日に、高野岩三郎、馬場恒吾、杉森孝次郎、森戸辰男、岩淵辰雄、室

伏高伸、鈴木安蔵ら憲法研究会が「憲法草案要綱」を発表した。その中で、「国民権利義務」

として「国民ハ休息ノ権利ヲ有ス、国家ハ最高八時間労働ノ実施、勤労者ニ対スル有給休

暇制療養所社交教養機関ノ完備ヲナスヘシ」が謳われた。 

労働者の権利の一環として、8 時間労働や有給休暇の制度により生じた余暇を療養、社

交、教養に活用する「機関ノ完備」が必要だという発想と、それを国家の使命･役割である

とする発想を法定しようとしたのである。この発想には施設設置のイメージも含まれてい

ると思われる。 

 憲法研究会メンバーの一人、森戸辰男が同じ 12 月に施設構想を発表している。どのよ

うな内容かみてみたい。 

彼は第 6 章でみたように戦前、大阪労働学校をはじめ労働者教育に物心ともに尽力し、

戦後は日本社会党の代議士、文部大臣として政治･行政に関わった、戦前と戦後をつなぐ重

要な人物である。森戸は、敗戦直後の 1945 年 12 月に、前月結成されたばかりの日本社会

党の施設として、一般にも開放される「社会館･人民の家」の構想を発表した（以下「社会

館」）745。発刊日からいえば「憲法草案要綱」や寺中作雄の公民館構想より一歩先んじて

いるが、ほぼ同時期の構想といえる。 

 森戸がイメージする社会館は、「社会運動の域内では、まだ殆んど手が着けられてゐない」

もので、「社会運動に同情のある民芸家」が設計した「清楚で品位のある」建物である。機

能について、建築構造の立体性になぞらえて次のように描いている746。 

1 階は「地域勤労大衆の日常生活の拠点
セ ン タ ア

」で、映画･芝居･音楽会や民衆大会ができる舞

                                                                                                                                               
p.45） 
745 森戸辰男「わが政党への構想」『雄鶏通信（世界の文化ニュース）』雄鶏社、1945.12.15 
746 社会教育学研究で最初に社会館構想を取り上げた小川利夫は、後に「公民館三階建論」を

発案し、1964 年に三多摩社会教育懇談会が理論化した。徳永功は、「三階建論の発想の底には

冨田博之氏のレポート『上海工人文化宮』（月刊社会教育 No.50 一九六二年一月号）があったので

はないか」と推察･回想しているが（徳永功『個の自立と地域の民主主義をめざして』エイデル

研究所、2011、pp.349-350）、建物の構造になぞらえて社会教育の展開過程を提唱する発想形

式は、古くは森戸にヒントを得たのかもしれない。 
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台（講堂）、社交室、食堂、店舗や、診療所、歯科、薬局、調髪所、浴場等の「一連の保健

施設」が配される。社交室は「倶楽部として一般に開放される大きい部屋」と 2、3 の小

部屋からなり、食堂は協同組合経営で、安くて栄養のある食事が家族で食べられ、酒場設

置も一定限度内で認めている。店舗は「生活科学化の諸器具」を啓蒙的に陳列し、書籍を

販売、読書の相談相手が常駐している。 

2 階は「社会的諸運動の本営」「教育運動の本部」で、党と組合の事務所や「教育宣伝運

動の諸施設調査部相談所」が設けられる。「教育施設」として書庫、閲覧室、講堂と小教室

があり、「常設の成人学校･婦人学校･日曜学校のほか、臨時の講習会や講演会や座談会」が

開かれ、教育に「特別の重点」が置かれることが強調され、労働者教育施設としての性格

が位置づけられた。 

以上のような施設機能を有することにより、「労働者･農民･無産市民がそこに出かければ、

運動上の用向も達せられれば同志との連絡もとれ、家族伴れで食事も出来れば映画も見ら

れ、新聞雑誌も読めれば診療も受けられ、勉強も出来れば買物もでき」、その便利さゆえに

利用者増が期待され「おのづとその地方の勤労大衆の公生活の中心点」になり、「一つの

社会的
ソ ー シ ャ ル

拠点
・ セ ン タ ア

」となることが構想された。 

この構想は、戦間期の国内外の諸施設がモデルであった。森戸によると、「私は南独やス

ヰスを旅行したさい、彼地の町々における『
フ

人民
ォ ル ク

の
ス

家
ハ ウ

』
ス

を訪ねて、これは是非我国にもほ

しいものだと思つた。其後さらに、英国におけるセットルメントやアメリカにおける基督

教青年会館を見て」社会館の必要を痛感したという。森戸は戦前に 2 回ドイツへ留学して

おり、彼が挙げた「人民の家」は、おそらくウィーンの公民大学（フォルクスハイム）の

ことであろう。国内では、都市部の基督教青年会館、セツルメントと大阪の全国労働会館

（1935 年）を施設イメージのモデルに挙げ、全国労働会館開館式式辞で彼自身が述べた施

設の性格、「戦ひの家」、「仕事の家」、「憩ひの家」、「学びの家」（第 6 章第 3 節参照）を紹

介している。 

 森戸の施設構想の思想的背景は、「闘争を神聖化したナチス」も「侵略戦争を『聖戦』化

したわが軍閥」も「革命的蜂起に煽動したかつての共産党」も、「非合理的な幻覚の高揚に

力瘤を入れる」ものだと批判する姿勢からうかがえる。「地味な」社会館建設を通じて「労

働大衆の合理性を啓発して秩序的な建設運動」を展開することで「民主主義革命が下から

成就」し、「右又は左からの新な独裁制」や今後「ありうべき反動の嵐」を防ぐと主張した

のだった。その労資協調的性格は、森戸の構想だけでなく、総同盟系労働組合の労働学校

と労働会館の施設構想･経験の継承の歴史的文脈からも理解できよう。 

彼は社会党右派に属し、党の性格をめぐって「国民政党」か「階級政党」かが争われた

党内論争では、前者の論者だった（後者の論者、稲村順三とともに森戸･稲村論争と呼ばれ

る）。こうした彼の立ち位置が手段･方法としての施設提唱と内容に影響したものと思われ

る。その際、戦間期の労働会館の特徴を集大成的に凝縮しようとしていることが分かる。

社会館構想の空間構成と機能は、戦間期の労働会館と類似しており、総合的多機能性がみ

てとれる。大阪労働学校を支え続けた森戸の経験が素地にあるのは言うまでもない。彼は

特に教育に重点を置き、教育と生活や交流、運動を施設空間に総合化させて構想したので

あった。 
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２．中道連立内閣と新日本建設国民運動 

 

施策側でも労資協調が意識されていた。川本宇之介は、1947 年の教育刷新委員会におい

て「言葉は古いかも知れませんが、労資協調で以て〔中略〕両者相寄って747」労働者教育

を行うイメージを示していた。1926年に彼は、ロンドン市の夜学院（Evening Institutes）、

労働者教育協会、成人学校などを挙げ、第一次世界大戦後の 300 万人の失業者が「革命的

騒擾を惹起しなかつた一大理由は、この夜学院の効多きに依ると断言した」報告をその「教

育的効果」として紹介していたが748（第 2 章第 2 節）、戦後も「第一次世界大戦の時、イ

ギリスの労働運動が非常に甚だしくなり、社会革命が起るというときに、あの夜学が非常

にいい緩和策になっておる749」と発言した。労働者教育が労資協調･階級融和により騒擾

予防･都市の治安維持の機能を果たす、との認識を継承し、戦前戦後一貫して抱いていたの

である。 

 こうした緩和策としての施設の発想は、敗戦後の社会労働運動の勃興の中で単純に受け

容れられるものではなかった。戦中の総力戦体制下、工場等の福利厚生施設が産業報国会

を中心に展開していたが750、戦後への接続は高度経済成長期の労働力保全のための企業の

福利厚生まで待たねばならない。敗戦直後の状況を、労政局長が「転換期」として次のよ

うにとらえている。 

 

「戦時中の工場労働者に対しまする教育、福利施設というものは、工場負担でやってお

るわけであります。殊に産報を中心としまして、主として使用者側負担でやっており

ましたが、だんだん賃上げが非常に多くなって、会社が福利施設に出せなくなって、

これを賃上げの方へ持って行くというので、漸次会社の福利施設というものがなくな

りつつありますが、一面教育関係で行きますと、会社がやることはいかん、やれば御

用組合になるという反動的観念から、善悪に拘らず会社がやるものは危ないぞという

ことであります。ただ問題になりますのは、今の施設の青年学校、あの設備でありま

す。これがさっぱりはっきりしないことになっておるのでありまして、我々の方でも

勉強が足りないのでありますが、これを労働会館に寄こせ、労働学校に寄こせという

運動もあります。751」 

 

戦間期の労働学校･労働会館の経験と、戦時期の労働力保全のための厚生施設の経験は、

戦後の労働者の主体性獲得において施設要求を含むことになった。実際、例えば 1948 年

の全日本機器労働組合の闘争方針では、会社側の福利厚生施設への姿勢後退に対し、「従業

                                                 
747 「教育刷新委員会第七特別委員会 第十一回議事速記録」1947.12.19（日本近代教育史料研

究会編『教育刷新委員会教育刷新審議会会議録』第 9 巻、岩波書店、p.41） 
748 東京市政調査会『都市教育の研究』1926、p.303 
749 「教育刷新委員会第七特別委員会 第八回議事速記録」1947.11.28（前掲『教育刷新委員会

教育刷新審議会会議録』第 9 巻 p.10） 
750 末本･上野前掲 pp.750-754 
751 「教育刷新委員会第七特別委員会 第十一回議事速記録」1947.12.19（前掲『教育刷新委員

会教育刷新審議会会議録』第 9 巻 p.41） 
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員に必要なる厚生設備の売却反対」が掲げられていた752。しかし、雇用確保、賃上げ等の

死活に関わる切実な要求が優先され、労働者教育の施設要求や建設は優先課題･闘争方針に

はならなかった。 

森戸や川本の発想は、1947 年春の総選挙で社会党が第一党となり、1947 年 5 月に日本

社会党の片山哲を首班とする中道連立内閣が発足することで、施策化が現実味を帯びる（片

山内閣は 1948 年 2 月に、続く芦田均の中道連立内閣は同年 10 月に総辞職）。特に森戸は

両内閣を通じて文部大臣を務め、1 年半近く政府の一角を占めた（任 1947 年 5 月～1948

年 10 月）【表１０－１】。 

片山内閣は、発足直後の 1947 年 6 月 20 日に「新日本建設国民運動要領」を閣議決定し

た753。そこでは「財政の窮乏と生産の停滞、インフレーションの高進とヤミの横行などの

経済的な悪条件がかさなり合つて、国民の生活苦と生活不安がますます深まり行く反面で

は、道義はたい廃し、思想は動揺し、その結果、社会の秩序は混乱して、国民協同体の基

盤にすら恐ろしい亀裂が生じようとしている」との認識が示され、この「危機」を乗り切

るために「どうしても全国民の間に、祖国再建をめざす積極的な意欲と情熱にみちた力強

く新しい精神」の喚起が必要だとされた。 

森戸も啓発冊子を執筆するなど、この運動推進に関わった754。敗戦の冬に彼が示した「左

右の独裁」や「反動の嵐」を防ぎ労資協調を目指すという社会館構想は、二･一スト中止等

を経た 1947 年～1948 年前後の段階の政治社会状況下でも、彼においては必要だと確信さ

れたと思われる。教育に「特別の重点」を置く社会館構想は、階級融和･協調を性格にもつ

「寺中構想と対立するものではなく、むしろ逆に、寺中構想の法制化を促進する役割を果

たしていった」という小川の見解755を再確認したい。 

運動目標には、「勤労意欲の高揚」、「社会連帯意識に目覚めて相互の友愛と協力によ

つて社会公共の福祉のために貢献する友愛協力の発揮」、「自立精神の養成」、「社会正

義の実現」、衣食住全面にわたる能率的な生活改善を行う「合理的・民主的な生活慣習の

確立」、余暇を善用して開放的な生活環境を作る「芸術、宗教およびスポーツの重視」、

「平和運動の推進」の 7 点が掲げられた。 

具体的方策には、「公民館を活用し、地方の実情に即して新生活の確立を図る」、「憲

法普及会のかつぱつ
マ マ

な活動を促し、同会を主体とする政治教育運動の推進を図る」、「勤

労者の教育を徹底し、職域を中心とするリ
マ マ

クリエーション運動を促進する」などが示され

た。公民館の活用や、政治教育、労働者教育の推進が唱えられ、青年団、婦人会などの社

会教育団体や労働組合などが推進主体に期待された。 

危機突破国民経済会議設置も提唱され、1947 年秋の準備会段階から委員は与野党、労資

を含む各界から構成された（与党＝社会党･民主党･国民協同党、野党＝自由党、共産党、

経営者側＝麻生太賀吉ほか、労働者側＝産別･総同盟･日労ほか、技術者＝浜田成徳ほか、

学識経験者＝有沢広巳、大河内一男、宇野弘三ほか）。 

                                                 
752 『日本労働年鑑』第 22 集、1949、大原社会問題研究所 
753 「新日本建設国民運動要領」『内閣制度百年史』下、内閣制度百年史編纂委員会･内閣官房、

1985.12、pp.309-310 
754 森戸辰男『新日本建設国民運動の性格と目標』公民叢書 13、社会教育連合会、1948.3 
755 小川前掲「歴史的イメージとしての公民館」 
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【表１０－１】 中道連立内閣期の労働者教育施設関連年表 

年 月 日 内 閣 
文 

相 

労

相 
出     来     事 北区労働者クラブ関係 

1945 

8.15 幣  原 

45.10.9～ 

46.5.22 

安倍 

能成 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

敗 戦 

  

  

  

  

  

12.15 森戸構想（社会館構想）発表 

12.26 憲法研究会「憲法草案要綱」発表 

1946   第 1次吉田 

46.5.22～

47.5.24 

田中 寺中構想（公民館）発表 

1947 

2.1 高橋 二・一ゼネスト中止 

5.24 

片山 哲 

47.5.24～

48.2.10 

森 

 

 

 

 

戸 

 

 

 

 

辰 

 

 

 

 

男 

片山内閣発足（社会党首班） 
5月、北区勤労者協同組合協議会

結成 

6.20 新日本建設国民運動（閣議決定）   

  7.12 兵庫県立労働研究所設立 

  米窪、労働教育重視、労働教育局設置の方針発言 

9.1 

米 

 

窪 

 

満 

 

亮 

労働省設置（米窪満亮労相）   

9.6 
米窪労相、労働会館設置構想を局課長 

会議に提案、賛成を得る 

 

 

12.19 
教育刷新委員会第 7 委員会にて、労働クラブ（労 

働省）と公民館（文部省）との関係が扱われる 

 

 

12.26 
閣議「労働基本政策」に「労働教育の徹底」「労 

働会館の設置」 

 

 

1948 

1.6 ロイヤル陸軍長官演説 1948 年はじめ、北区勤

労者協同組合協議会、

労働省と交渉し、労働

者クラブ設立の援助を

受ける 

2 月

末 

教育刷新委員会第 7 委員会「労働者に対する

社会教育」 

2.24   危機突破国民経済会議 

3.10 

芦田 均 

48.3.10～

48.10.15 

加 

 

藤 

 

勘 

 

十 

芦田内閣発足（民主党首班） 

4 
 

 

北区労働組合協議会（議長・奥田民雄 日本油脂労

働組合委員長）、労働者クラブ促進決議 

5 

 

 

 

北区労働者クラブ建設委員会「北区労働者クラブ建設

趣意書」 （北区勤労者協同組合協議会・北区労働組

合協議会が共同提唱） 

7 
労政局長・社会教育局長通達「労働者教育に関する 

労働省（労政局）・文部省（社会教育局）了解事項について」 

11.18 第 2～5次 

吉  田 

48.10.15～

54.12.10 

下条 
増

田 

  北区労働者クラブ発足 

 
全日本民主主義文化連盟「人民の文化会館」建設決議  

1949 
3 

高瀬 
鈴

木 

  北部労働学校開校 

6 社会教育法制定   
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専門分科会の一つ、住宅問題委員会では、「既往の共同住宅（いはゆるアパート）は共同

施設が第二義であつた。今后のものはかゝる施設を第一義的に行ふべきである。資材不足

の現在、住居水準を維持して行くにはかゝる方法による外はない。尚共同施設によつて生

活の合理化を計
マ マ

り、従つて婦人の開
マ マ

放も期待出来る756」と要綱に謳った。戦前来の共同（集

合）住宅の附帯設備を二義的な「附帯」に位置付けず、「生活の合理化」「婦人の解放」が

期待される「共同施設」を「第一義」にせよ、という積極的な発想が現われていたことは

注目できる。しかし、1948 年 2 月 10 日に片山内閣が総辞職、その後 2 月 24 日に会議が

開催されたが、有効に機能しなかった。 

 

３．労働省の労働会館・労働クラブ施策 

 

 住宅と施設の関係は施策化されなかったが、労働会館については動きがあった。1947

年 9 月に新設された労働省の大臣に着任した米窪満亮（社会党）は、「経済危機乗切りの

ため生産意欲を昂揚せしめる方法」として、増産報奨のスタハノフ運動と並行して労働会

館設置を方針に示した。 

それは、「東京を始め大阪、福岡など工鉱
マ マ

業関係主要都市に労働会館を設置し労働者の宿

泊施設、定期的な労働講座ならびにレクリエーシヨン運動にあてること757」を計画したも

ので、労働省局課長会議で賛成を得た。労働会館は全労連からの陳情もあったようだが、

それとは別に、地方には県立または市立のものを建設し、中央では東京･九段の遊就館跡を

候補地として国立労働会館を建設することが計画された758。設備内容と運営は、「宿泊、

講堂、食堂、図書館、酒保、娯楽室」などを設置し、「政府は直接干渉せず自主的に運営」

する、とされていた。 

 1947 年秋には労働会館･労働クラブの設置が労働省で施策化されていた。12 月の教育刷

新委員会では、労働省の賀来才二郎労政局長が労働会館･労働クラブ施策について次のよう

に説明している。 

 

「労働省といたしましては、若しできますならば来年度〔1948 年度〕予算におきまして、

各労働組合の多い中心都市地区に労働会館、乃至労働クラブというものを作りまして、

これが労働組合に対しまするサーヴィスセンターというふうな立場に立ちまして、ここ

に講堂、教育
マ マ

〔室〕、或は図書閲覧室等も設けまして、ここで労働組合の人々が自由に自

主的に労働組合の発達のための研究、或いは受講、その他をやるようにいたして行きた

い。まあ大体かような方法でやっております。現在予算といたしましては大体教育に関

しまして、総予算といたしまして、六百五十一万円、これは多く持っております。それ

からその実施面におきましては約四百七万円の実施費用を持っております。尚地方の労

働教育行政に要する実施面の費用といたしましては大体百万円程度となっておりまして、

                                                 
756 「住宅対策要綱」（国民経済会議住宅問題委員会提出）国民経済会議々案大綱第 10 号（『片山･

芦田内閣期経済復興運動資料』第 2 巻、経済復興会議（2）、2000、日本経済評論社、p.555） 
757 「全国に労働会館」『東京民報』1947.9.9 
758 「国立の労働会館 米窪労働相設立に乗出す」『東京民報』1947.9.10 
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これは地方に配ってやっておる、こういう状況であります。759」 

 

賀来労政局長らによる教育刷新委員会での発言によると、府県、経営側、労働組合側が

3 分の 1 ずつ資金を拠出しあって労働会館を建設しようとするものだという。この施策に

よる比較的大きい労働会館は 1947 年末時点で 3 館あり、新潟市、神戸市の労働会館が「テ

ィピカルな、最もよく趣旨が実現されるようにやって居る、経営されておる」ものだと紹

介された760。 

このうち神戸のものは、1947 年 7 月に既に設立されていた兵庫県立労働研究所を指す

と推定される。同研究所は神戸公共職業安定所の 3～5 階があてられ、「その設備は所長室

一、研究室三、教室二、労働図書館一、事務室一、大、小会議室各一、大講堂一、宿直室

二」であった。事業内容 8 項目の中に、「労働学校の経営」「労働図書館の経営」「労働問

題に関する講演会、研究会、座談会等の開催」「労働クラブの経営」「その他労働文化向上

に関する事業」の 5 項目が含まれ、教育課（課長･村上久信）は労働講座、労働教室、懇

談会、一週間学校、労働問題研究会、地方労働講演会（相生、豊岡）、講演会（尼崎、姫路）

などを精力的に行い、労働者教育施設の性格が濃厚であった761。 

労働会館･クラブ施策の予算規模は、文部省の公民館施策のそれよりもむしろ多いが、 

関口泰の質問、「先程の労働会館と公民館との関係はどうなっておりますか。地方庁の費用

なんかでできておる労働会館というものは、公民館的な性格を持っておるのじゃないので

すか」に対し、賀来労政局長は「そうでございます。併し公民館との調整は、我々の方で

やっておりません。これは予算の規則もありますけれども、一方でわっと一時に出しても、

後はどこかで調整することになると思っております。我々も公民館につきましては、一応

目をつけておるわけであります」と答えている。 

また、係官（文部･労働のいずれの省か不明）は、「理論的には摩擦はなく行けるものだ、

と私共は考えておるのであります。要するに公民館の中の特殊な性格を持ったものが、労

働会館、労働組合組織、労働者のための公民館的性格を持った施設というふうに考えて行

けば、むしろ公民館側でも関係するので、少しも縄張争いをしなくてもいいのじゃないか。

理論的にはそういうふうに割り切れると思います」と述べている762。 

 賀来労政局長らの発言のあった教育刷新委員会の 1 週間後、1947 年 12 月 26 日に片山

内閣閣議で労働基本対策が示され、その第一に「労働組合運動の健全化に関する根本対策」

を挙げた。具体的には、①労働組合法改正、②労働教育の徹底、③労働会館の設置、福利

                                                 
759 「教育刷新委員会第七特別委員会 第十一回議事速記録」1947.12.19（前掲『教育刷新委員

会教育刷新審議会会議録』第 9 巻 p.33） 
760 同上。ほかに、神奈川、愛知、大分の各県で「いずれも県庁（官庁）を主体とする」労働

クラブの計画があったという（ルポ「北区労働者クラブを観る 働く者の歓びと憩いの家」『労

働週報』Vol.12、No.445、産業労働調査所、1949.4.16、p.8）。 
761 『兵庫県労働運動史年表･索引 昭和二十年代』兵庫県文化協会、1984、兵庫県労働運動史

編さん委員会･兵庫県労働経済研究所編『兵庫県労働運動史 戦後 1 占領下の労働運動――昭

和二十年代（上）』兵庫県文化協会、1983、pp.415-417 
762 「教育刷新委員会第七特別委員会 第十一回議事速記録」1947.12.19（前掲『教育刷新委員

会教育刷新審議会会議録』第 9 巻 p.40） 
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共済事業等の助成である763。 

また、1948 年度の労働省労働教育課の事業計画概要には、国立労働会館の設置が謳われ

た。目的は、「政府並に関係団体の行ふ講習会、講演会、関係者の集会に便宜を提供すると

共に、中央労働文庫を設置し、労働教育の振興に資する」とされ、その内容は、「労働文庫、

閲覧室及書庫、労働資料室、労働相談室、講堂、教室、労働クラブ室、事務室」だが、施

設は「既存建物の借用」とされている764。 

しかし、労働会館･労働クラブの設置は公民館のような勢いでは進まなかった。すでに小

野征夫･依田有弘や大串隆吉が明らかにしているように、1947 年から翌年にかけて労働者

教育をめぐる文部労働両省の所管問題等の議論が行われ、教育の論理より国家が価値選択

した政策の論理を貫徹する流れが選択される動きがあった765。それは、1948 年 2 月末の

教育刷新委員会第 7 特別委員会建議「労働者に対する社会教育」、同年 7 月の労働省労政

局長･文部省社会教育局長通達「労働者教育に関する労働省（労政局）･文部省（社会教育

局）了解事項について」における政策論理の優勢に如実に示されている。当然、財政難や

占領政策の転換、文部省の公民館設置政策や 1949 年の社会教育法制定の動きによる競合

関係が影響したと考えられる。施設の観点からいえば、文部省系の社会教育から労働者教

育が都市公民館軽視とともに排除同然になったと同様に、労働省系の労働者教育において

も施設は広範な実現をみなかった。 

 ただ、施設による行政意図の実現、という発想形式が中道政権下で施策化され、内務～

厚生省の系譜を継ぐ労働省において戦後に継承された点は、未発の可能性としてあったわ

けである。 

 

４．奥田民雄と北区労働者クラブ 

 

他方、社会労働運動側でも施設構想や施設建設がみられる。1948 年の全日本民主主義文

化連盟（中野重治理事長）による「人民の文化会館」建設決議もその一例である766。全日

本産業別労働組合会議（産別会議）は、「組合事務遂行の最大の障害の一つは適当なる事務

所を持たぬことにあるので」、「労働会館の設立、獲得運動」を当面の運動方針に掲げたが、

「独自の労働学校、講座は開催せず、国鉄労組、他各組合、日本産業労働調査局と共同で

二十二年六月労働者教育委員会を作り、幹部養成を目的として労働学校を開催」した。第

一回の中央労働学校は、中央労働学園を会場に開催された767。 

労働会館は労働運動の発展に伴って建設されるが、資金･資材不足もあって、占領期は幅

広い動きがみられない。例えば、福岡県田川市では 1953 年に至って「田川市郡における

労働者のセンターとして」田川市労働会館が建設されていた。施設は、「五百人を収容でき

                                                 
763 「片山内閣閣議 [極秘] 労働基本対策 労働省」1947.12.26 閣議、『経済安定本部 戦後経済

政策資料』第 38 巻 労働（1）、日本経済評論社、1996、p.34 
764 『労働年鑑』中央労働学園、1948、p.497 
765 小野征夫･依田有弘「戦後社会教育草創期における労働者教育構想の意義」『日本社会教育

学会紀要』No.14、日本社会教育学会、1978、大串隆吉「覚え書：社会教育における労働者教

育の位置づけについて」『人文学報』No.206、東京都立大学人文学部、1989.3 
766 小川前掲「歴史的イメージとしての公民館」 
767 『労働年鑑』中央労働学園、1948、pp.488-489 
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る講堂、食堂、大小会議室、娯楽室、教室、広場等が完備している。ここには労政事務所

（県の機関）、筑豊労働組合事務所、労働学校、労働金庫等が併設されている768」もので

あった。 

また、学校施設の利用を定めた社会教育法第 44 条は、「学校の管理期間は、学校教育場

支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するよう

に努めなければならない。」と定めているが、労働者教育のための学校の利用も困難だった。 

1949 年、社会教育法制定直後に産別会議は、「われわれは、われわれのための教育文化

活動に十分学校の施設を利用することが出来ることになつているのであるが、従来の実情

は、必ずしもこのことが十分に実行されたとは言えない。『学校教育上支障』があるとのも

つともらしい理由で、学校の施設（講堂、運動場、楽器その他）の利用が拒否された場合

が相当にあつた769」と指摘している。 

施策側が検討を重ねている中道連立内閣期の 1948 年、労働者自身が施設を早期に具現

化させた例がある。東京都北区王子の北区労働者クラブである770。次に挙げる記事は、当

時の新聞報道である。 

 

「働ら
マ マ

くものが働らくもののために運営する労働者クラブが働らくものの手で北区に建

設された。このクラブはさる四月北区労働組合協議会、同勤労者協同組合協議会の共

同提唱で北区の各労組協組など勤労者が建設委員会をつくり五百万円の資金をカンパ

して建設したもので、労働省も後援し資材を割当ててくれた。場所は同区豊島三丁目

豊川小学校□千五百坪の敷地に、百二十坪の講堂はじめ健康生活相談所、幼稚園託児

所、授産場、売店、倉庫など七むね
マ マ

四百九十坪の建物が並んでいる、なお十七日午後

二時から同クラブで AP、UP、テレプレスなど外人記者もまじえてクラブ完成の懇談

会が開かれた。771」 

 

その設立経緯と背景をみてみよう。1947 年 5 月に北区勤労者協同組合協議会（理事長

組合＝日本油脂協同組合）が結成され、その活動の中から「協議会自体の独自の売店、分

荷所、倉庫の施設をもたなければどうしてもうまくゆかない。協同組合運動も発展しない」

と施設の必要を痛感し、同時に「経済的擁護だけでなくその生活と文化の向上」機能を求

め、「労働者の共同施設文化施設をつくろうと云うのが期せずして北区勤協の理想」となっ

た。労働省の労働会館･労働クラブ設置施策構想を発表を知った北区勤労者協同組合協議会

は、1948 年はじめに労働省労政課長等と交渉し、「自主的な労働者クラブ建設については

全面的に援助する。及び所要資材も優先的に割当斡旋する」との回答を得た。1948 年 4

月、北区労働組合協議会も労働者クラブ建設促進を決議し、翌月には北区勤労者協同組合

                                                 
768 福岡県田川市公民館「労働者教育について」『公民館月報』1954.1、p.8 
769 「社会教育法について」（産別会議文化部、北條）『週刊資料』（『週刊情報』改題）No.96、1949.7.1

（大串前掲「覚え書：社会教育における労働者教育の位置づけについて」p.53） 
770 2013 年現在、診療所は王子生協病院・東京医療生活協同組合、保育園は社会福祉法人労働

者クラブ保育園、売店・協同組合は「コープとうきょう」を後身として活動を続けている。 
771 「働くものの手で 北区に労働者クラブ」『東京民報』1948.11.18（1 字判読不可能） 
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協議会と北区労働組合協議会とが共同して、北区労働者クラブの建設を提唱した772。 

構想から設立準備･運営を中心的に担ったのは北区労働組合協議会議長（日本油脂王子工

場）の奥田民雄（1909 年～1993 年）であった。同クラブについては長らく詳細不明だっ

たが、彼の証言（1991 年聴き取り）を、2013 年 5 月に松本園子が公刊した773。その新証

言にも依りながら、労働者自身による施設建設の例をみてみたい。 

奥田は労働者クラブの構想の源について、「外国の手本などはありません」と述べ、彼自

身の生い立ちにあると回想している。「〔中学時代から住んだ大阪市釜ヶ崎の〕貧民窟を見

たり、中国〔上海の石鹸工場〕へ行って中国人の子どもを〔保育を企画して〕見たり、そ

ういう経験が結実して労働者クラブになった」という。北区の協同組合や労働組合で建設

委員会を組織し、労働者クラブは「保土谷化学とか、東京証券とか、そういった北区付近

の組合とよく会合して、うまれ」たのであった774。 

奥田証言の背景に加え、歴史的背景として、戦間期に施設を介した社会労働運動を展開

した経験があったと考えられる。第 4 章第 3 節でみたように、北区周辺は、日本労働学校

短期講座の会場となった北豊島協同組合の北豊島協同会館があり、王子隣保館では王子学

院で労働者教育が開催されるなど、施設に関わる経験が戦前からあった。 

労働者クラブ建設を可能にした要因は奥田ら労働者の尽力が大きいが、資金面と外的条

件にも求められる。 

油脂労働組合の全国委員長でもあった奥田は、GHQ や経済安定本部にかけあって「ド

ラム缶に何万本も残っていた」大豆油や植物油を、石鹸を作るため砲兵工廠等から払下げ

る際、「労働者の施設を建設するんだから」、「ドラム缶一本についていくら寄越せという条

件をつけ」、1,000 万円近い資金を作った。全国委員長として作った資金を北区の労働者に

のみに投じたわけで、彼自身も述べているように「論理的にいうとおかしい」資金の流れ

であった。これに一般からの募金 50～60 万円、石鹸を全国に売った収益等を加え、奥田

個人が「金をつくってきたということにしないで、皆で金を集めたということにし」て、

労働クラブ建設が実現した。「特別な金をつくって出来た、というところにある意味では弱

点があった」と奥田が認める面を持ちながら、1947 年の労働省の労働者教育総予算 650

万円余という時代に、1 施設に対して約 800 万円を投じる労働者施設が建設された。 

また、構想･準備段階の 1947 年～1948 年「当時は、総評対同盟というような労働組合

の対立もなかった」北区の状況があった（奥田自身は戦前来の日本共産党の党員であった

が「労働者クラブをつくるときに、共産党は全然協力しなかった」という）775。 

労働省の労働クラブ建設施策との関係では、奥田は「『労働省後援』としたのは、このほ

うが資材をもらいやすいだろうということでこうしたんです。実際には、たいして後援は

してくれなかった。労働省の方は、全国的にこういった労働者の組織を作ろうとしていて、

僕らの方はそれをいち早く利用した776」と回想している。幅広い労働組合や協同組合の協

                                                 
772 『北区史』通史編 近現代、東京都北区、1996、p.484 
773 「証言 7 奥田民雄 労働者クラブにかけた夢」松本園子編著『証言･戦後改革期の保育運動』

新読書社、2013 
774 同上 p.177、p.181 
775 同上 pp.177-179 
776 同上 p.179 
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力と労働省後援利用は、実効性の高低こそあれ設立を促進するものであったろう。 

奥田が執筆した「北区労働者クラブ建設趣意書」は、同クラブが「労働者の組織が中心

となり、労働者の力を主体として建設しようとするのは、われわれの計画が日本ではじめ

てのもの」であるとし、次のように謳っている。 

 

「労働者といえども、自分達の人間的成長、文化の向上を望んでいるし、新しい知識や

教育をうけたいと熱望している。ところが実際の生活にはそんな余裕はますますなく

なり、身近かなところに、そう云うやうな熱望をみたしてくれる施設もない。〔中略〕

映画館や、キャバレーや商店街は復興しても、働く人々が必要とするような学校や共

同施設は何一つ建てられてはいない。〔中略〕このような熱望にこたえその眠っている

文化的精神的な力を育てゝゆき、労働者階級が人間としてもひけのとらないようにな

ってゆくには、教育と文化の拠点としての物的設備を
マ マ

身近かなところに必要である。

“労働者クラブ”はそう云う希望をみたすものである。777」 

 

労働者の人間的成長のため、身近な所に「教育と文化の拠点としての物的施設」が必要

だ、という「熱望」が切々と綴られており、施設の民衆的必要性がよく示されている。 

労働者クラブは、「労働者大衆の平常の経済的生活と深く結びついて」いることと「労働

者自身が運営する共同施設」であることを性格に位置づけ、次の 13 事業を掲げた。①労

働者のための教育･文化活動、②主婦家族の教育、③娯楽･スポーツ（映画、劇、ダンス等）、

④労働者組織の集会、⑤健康相談･診療、⑥生活･税金･法律相談、⑦簡便な宿泊、⑧図書閲

覧、⑨保育託児所･育児相談、⑩子どもの遊戯、⑪内職及び失業者補導の授産場、⑫協同組

合売店（生鮮食料･衣料店、各種修繕、図書販売、食堂、労働者金庫等）、⑬その他労働者

の生活と文化向上に必要な共同施設778。 

 「北区労働者クラブ建設趣意書」と「労働省後援 労働者クラブ建設図案779」によると、

敷地は 1500 坪で建物は 6 棟あり、①演壇･控室付の講堂･ホール（120 坪、約 300 人収容）、

受付、会計事務室、和室 8 畳、湯沸室、法律相談室、健康相談室（診療所）、小会議室、

②③売店 4 店舗×2 棟、④保育所として、講堂、教室、医務救護室、畳付き託児室、和室

4.5 畳、湯沸室、浴室、事務室、雨天アソビ場、⑤授産場として、加工室、指導室、事務

室、倉庫、湯沸室、⑥売店附属の倉庫からなっており、1948 年 11 月には①～④が完成し

た。どのような事業と施設が求められていたかがよく分かる。 

 設立当初に取り組まれたのが労働者教育だった。1949 年 3 月に北部労働学校が開かれ、

「経済九原則と労働者階級」、「世界の動き」、「労働法規改悪と組合活動」等の労働者の生

活に直結するテーマで、労働組合委員長や民主主義科学者協会の研究者が講師を務めた780。

当時のルポによると、「二月
マ マ

より北区勤労者文化学校を開設し、毎週月、水、金に五時半よ

                                                 
777 「北区労働者クラブ建設趣意書」1948.5（『北区史』資料編 現代 2、東京都北区、1996、

pp.499-501） 
778 同 
779 前掲「証言 7 奥田民雄 労働者クラブにかけた夢」p.189 
780 「北区労働者クラブが労働学校を開講」『北区新聞』1949.3.13（前掲『北区史』資料編 現

代 2、pp.501-502） 
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り七時半まで講座式に行つており、講師としてクボカワ･ツルジロー〔窪川鶴次郎〕、由利

三郎、須川久、中江良介、土方弘平らがなつてい」たという781。 

 発足後、労働者クラブは日本共産党との関係で内外の対立に直面する。奥田によると、

彼は労働者クラブ理事長として共産党員のみを意識的に採用したが、天皇視察を受け入れ

るという理事会の多数決による結論に奥田が従ったことが問題になったり、医療関係者が

全員デモに行くことや、診療所で火炎瓶を作ることに奥田が反対したりするなど、共産党

とことごとく対立したという。加えて奥田自身の個人的･家庭の事情や、労働組合運動に力

を傾注したこともあり「戦闘意欲を失って、最終的には彼ら〔共産党〕と正面きって対決

することを避けて、せっかくつくった労働者クラブ――まあ、僕だけでつくったわけでは

ありませんが――を捨ててしま782」い、1951 年以降姿を消し、雑誌の仕事を始めた。 

中道政権の崩壊とともに労働省の施策から労働クラブ促進が消える783。北区労働者クラ

ブが計画から建設まで歩んだ 1947 年～1948 年は、二・一スト（1947 年･中止）などにみ

られる各種労働争議や、ロイヤル陸軍長官の「日本を反共の防壁にする」旨の演説（1948

年 1 月）にみられる占領政策転換などがあり、戦後日本の方向を定める上で激動の時期で

あった。北区労働者クラブは、労働者教育を含む施設建設実現の観点からいえば、これら

のせめぎ合いの最中に際どい時宜を得て生まれた施設だった。労働者教育、医療、保育、

授産、協同組合等の機能をあわせもつ総合施設の形態をもって具現化した稀な例であるが、

奥田の証言は、「労働者自身の施設」がいかに建設に資金を要するかを示している。 

 

 

第２節 図書館と学校 

１．図書館 

 

戦後も社会教育の施設に図書館が挙げられた。敗戦直後には復員者の失業対策として、

「特ニ知識階級離職者ニ対スル授職」のため、「広ク中小都市、農山漁村ニ図書館、診療施

設、娯楽施設及保育所等文化更生施設ヲ充実スル」措置が例示されている784。 

佐藤得二社会教育局長は 1946 年 4 月下旬の講演で、公民館設置半額国庫補助の予算要

求が全額削られたため既存施設への公民館併設を勧める際、図書館に着目している。彼は

図書館を「色々な人が集つてお互いに教養を高めて行く場所」にするため「もう少し親し

みのあるものにしたらどうか」と提案、図書館に「出来る事ならば一つの講堂を設置」ま

                                                 
781 ルポ「北区労働者クラブを観る 働く者の歓びと憩いの家」『労働週報』Vol.12、No.445、

産業労働調査所、1949.4.16、p.9 
782 前掲「証言 7 奥田民雄 労働者クラブにかけた夢」p.182 
783 同じ時期の他の労働クラブの設立については不明の点が多い。1949 年 2 月に京都府立福知

山労働セツルメントが、旧軍施設の建造物を利用して開設され、1970 年代に至っても労働組合

を含む利用があったことが確認できるが、労働省施策や社会労働運動との関係は不明である

（『府政福天 事務概要』昭和 52年度、京都府福知山事務所･京都府立福知山労働セツルメント、

農業改良普及所、pp.92-100）。労働クラブの展開について今後の研究蓄積が待たれる。 

784 「復員者等ノ失業対策ニ関シ各省ニ対スル要望事項」1945.11.16 閣議決定（前掲『終戦教

育事務処理提要』第 1 輯、p.57） 
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たは借用するよう求めた785。 

また、彼の前任の局長だった関口泰は、1948 年 1 月段階でも「図書館がもっと社会教

育的に乗り出してもらいたい」、図書館が「とに角三千前後あるということですから、非常

に社会教育施設として重要なものじゃないかな」と発言している786。図書館が社会教育施

設として機能することへの期待は潜在的にあったと思われる。 

だが、総じていえば、実務レベルでは図書館への期待は低かった。文部省社会教育課長･

寺中作雄は、図書館併設に困難が伴うことを次のように指摘している。「町村立図書館を公

民館に併合することについては町村に於て異議がある場合があるであろう。何となれば公

立図書館の制度は図書館令及公立図書館職員令の定めるところによって、待遇官吏である

館長、司書、書記等によって運営せられて居り純粋に自治的な機関である公民館の性格及

其の職員の資格と齟齬を来す点があるからである787」。 

社会教育法立法過程においては、図書館施策が手薄になり「図書館の牙城が公民館に乗

り取られる危険がある」と、図書館関係者や部内から「相当に横槍が入った」という788。

寺中は「図書館との関係もめんどうだった。よい図書館のあるところでは、混乱させるか

ら困るという話があった。図書館も公民館運動の一環としてやればいいのだが、どうも危

惧をもたれていた789」、「公民館だけを社会教育の中心に考えられては困る。それに似た施

設として図書館があるじゃないか。公民館をチヤホヤすることは図書館が疲弊することを

意味するということで、図書館側から非常に文句が出ました790」と回想している。 

西崎恵も、公民館構想は「図書館本来の構想であつて、何も事新しく公民館運動などと

言う必要はないとする意見もありまして、おおむね図書館関係者のこの運動に対する態度

は温かくなかつた」と振り返っている791。 

図書館研究では、松尾構想（第 9 章第 2 節）が「戦後に復活して、新しい主役として公

民館が登場」したと推測し792、社会教育関係官僚が「社会教育施設の中心を、自分たちの

作ったこの公民館におき、精力的に補助金を注いでその維持に務
マ マ

めてきた。この社会教育

行政中における公民館偏重が、図書館改革を遅らせる一因にもなったと見るのは、図書館 

関係者の僻目だろうか」とも述べている793。また、「図書館の社会教育館化は戦争の激化

でうやむやになってしまったが、戦後すぐ、いわば見切り発車で、図書館への顧慮なく、 

 

                                                 
785 佐藤得二「社会教育について」（講演記録。講演は 1946 年 4 月 24 日～27 日のうちのいずれかの

日）『公民教育講座』第 1 輯、社会教育協会、1946、pp.37-38 
786 関口泰発言「教育刷新委員会第七特別委員会第十三回議事速記録」1948.1.23（前掲『教育

刷新委員会教育刷新審議会会議録』第 9 巻 pp.66-67） 
787 寺中作雄『公民館の建設』公民館協会、1946（国土社復刻版、1995、pp.220-221） 
788 寺中作雄「社会教育法制定の頃」横山宏･小林文人『社会教育法成立過程資料集成』昭和出

版、1981、pp.230-231 
789 寺中作雄･鈴木健次郎･宮原誠一「てい談･公民館創設のおもいでと忠告」『月刊社会教育』

1961.11、pp.74-77 
790 寺中作雄発言、座談会「三十歳を迎えた公民館」『月刊社会教育』1976.7、p.33 
791 西崎恵『新社会教育行政』良書普及会、1950、p.96（西崎は 1929 年から社会教育局に勤務。

1949 年 6 月より社会教育局長） 
792 前川恒雄･石井敦『新版 図書館の発見』日本放送出版協会、2006、pp.151-152 
793 石井敦編『図書館史･近代日本編』白石書店、1978、p.150 
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【表１０－２】 1947年度末の公立図書館数と併設傾向 

 

併

設

先 

県

立 

郡

市

区

立 

町 

立 

村 

立 

組 

合 

立 

計 

学 

校 

併 

設 

 
 

併 

設 

先 

県

立 

郡

市

区

立 

町 

立 

村 

立 

組 

合 

立 

計 

学 

校 

併 

設 

北海道 

  1 8 1 3 0 13   
 

京都   1 3 1 1 0 6   

Ｇ 0 1 0 0 0 1 7.7 
 

大阪 

  1 5 1 1 0 8   

青森 
  1 2 5 1 0 9   

 
Ｇ 0 1 1 0 0 2 25.0 

Ｇ 0 0 2 0 0 2 22.2   Ｊ 0 0 0 1 0 1   

岩手 

  1 2 14 68 0 85   
 兵庫 

  0 5 8 2 0 15   

Ｇ 0 1 8 17 0 26 30.6 
 

Ｇ 0 0 1 0 0 1 6.7 

Ｙ 0 0 2 0 0 2   
 奈良 

  2 0 4 11 1 18   

宮城 
  1 3 27 71 0 102   

 
Ｇ 0 0 2 4 0 6 33.3 

Ｇ 0 1 9 14 0 24 23.5 
 

和歌山   1 1 1 0 0 3   

秋田 
  1 2 11 0 0 14   

 
鳥取   1 1 1 4 0 7   

Ｇ 0 0 1 0 0 1 7.1 
 島根 

  1 1 1 4 0 7   

山形 
  1 2 10 9 0 22   

 
Ｇ 0 0 0 1 0 1 14.3 

Ｇ 0 0 0 5 0 5 22.7 
 

岡山 

  2 2 2 3 1 10   

福島   1 2 3 5 0 11   
 

Ｓ 0 0 0 0 1 1   

茨城 
  1 2 2 1 0 6   

 
Ｋ 0 0 1 0 0 1   

Ｇ 0 0 1 0 0 1 16.7 
 

広島 

  0 12 36 120 0 168   

栃木   1 2 3 0 0 6   
 

Ｇ 0 8 20 97 0 125 74.4 

群馬 
  0 4 4 4 1 13   

 
Ｙ 0 0 1 3 0 4   

Ｇ 0 0 0 1 0 1 7.7 
 

Ｓ 0 0 0 2 0 2   

埼玉 
  1 3 37 47 1 89   

 山口 
  2 9 11 45 0 67   

Ｇ 0 0 11 16 1 28 31.5 
 

Ｇ 0 0 2 2 0 4 6.0 

千葉 

  6 6 26 57 0 95   
 

徳島 

  1 1 1 1 0 4   

Ｇ 0 2 5 32 0 39 41.1 
 

Ｇ 0 0 1 1 0 2 50.0 

Ｙ 0 0 0 1 0 1   
 

県庁 1 0 0 0 0 1   

Ｓ 0 0 0 2 0 2   
 香川 

  1 2 5 12 0 20   

東京   35 3 1 0 0 39   
 

Ｇ 0 0 0 2 0 2 10.0 

神奈川 

  1 9 2 12 0 24   
 愛媛 

  1 3 6 8 0 18   

Ｇ 0 4 1 2 0 7 29.2   Ｇ 0 0 1 3 0 4 22.2 

 



   

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道 

府県

名 

併

設

先 

県

立 

郡

市

区

立 

町 

立 

村 

立 

組 

合 

立 

計 

うち 

学校

併設 
 

都道 

府県

名 

併

設

先 

県

立 

郡

市

区

立 

町 

立 

村 

立 

組 

合 

立 

計 

うち 

学校

併設 

新潟 

  1 5 13 39 0 58   
 

高知 

  1 1 9 7 0 18   

Ｇ 0 0 4 12 0 16 27.6 
 

Ｇ 0 0 5 2 0 7 

44.4 
Ｙ 0 0 0 2 0 2   

 

Ｇ

Ｋ 
0 1 0 0 0 1 

Ｊ 0 1 0 0 0 1   
 福岡 

  1 9 4 8 0 22   

富山   1 10 15 21 0 47   
 

Ｇ 1 0 2 2 0 5 22.7 

石川 

  1 10 19 90 0 120   
 

佐賀   0 1 6 0 0 7   

Ｇ 0 0 2 17 0 19 15.8 
 

長崎 

  1 2 13 30 0 46   

Ｓ 0 0 0 2 0 2   
 

Ｇ 0 0 6 19 0 25 54.3 

福井 
  0 3 1 0 0 4   

 
Ｙ 0 1 1 0 0 2   

Ｇ 0 1 0 0 0 1 25.0 
 

Ｓ 0 0 1 0 0 1   

山梨 
  1 1 2 3 0 7   

 
熊本   2 1 1 0 1 5   

Ｇ 0 0 0 2 0 2 28.6 
 

大分   1 2 2 0 0 5   

長野 

  1 5 12 51 1 70   
 宮崎 

  2 1 2 0 0 5   

Ｇ 0 0 3 7 0 10 14.3 
 

Ｓ 0 0 1 0 0 1   

Ｙ 0 0 0 3 0 3   
 鹿児島 

  1 0 12 13 0 26   

岐阜   1 3 0 1 0 5   
 

Ｙ 0 0 1 0 0 1   

静岡 
  1 4 6 13 0 24   

 
全国図書館数 総計 1410   

Ｇ 0 0 1 7 0 8 33.3 
 

学校併設の図書館数 小計 380 27.0 

愛知 
  0 7 19 11 0 37   

 
町村・組合立の図書館数 総計 1155   

Ｙ 0 0 1 1 0 2   
 

町村・組合立の図書館の学校併設館数 小計 323 28.0 

三重 
  1 9 4 8 0 22   

       
(館) (%) 

Ｇ 0 1 1 2 0 4 27.3 
 
斜体数字は内数。併設先は、所在地記載欄に「小学校内」等の表

記で明示されているもののみカウントした。 住所のみ記載の図書

館の併設先は不明のため、必ずしも併設図書館の実数とはいえな

い。 

Ｇ＝小中学校、Ｙ＝役場等、Ｓ＝青年学校、Ｊ＝寺院、Ｋ＝公民館

を示す。 

滋賀   1 1 0 1 0 3   
 

『全国図書館名簿』 文部省社会教育局、1947.3.31 現在 

より作成  
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公民館がつくられた」との指摘もある794。 

このように、図書館への着目･期待は戦前同様認められるものの、公民館の構想と展開に

より概して高いものではなかった。1951 年度の公民館費と図書館費に占める国庫補助金は、

それぞれ 2,200 万円、1,400 万円であった。1954 年度に至っては公民館への国庫補助 1 億

3,100 万円、図書館 900 万円であり、公民館は図書館の 14.6 倍に及ぶ。 

1946 年 5 月 1 日現在の公立図書館は 2,544 館で、うち市立 200、町立 564、村立 1,669、

組合立 38 であった。全国 1,799 町のうち未設置 1,169（65.0%）、全国 8,835 村のうち未

設置 6,834（77.4%）で「町において六割、村において八割がこの〔図書館の〕施設をも

つていない795」という状況であった。 

1947 年度末の文部省社会教育局の調査では、公立図書館の総数は 1,410 館であったが、

所在地に小学校をはじめとする学校への併設が記載されている図書館は 380 館（全国の公

立図書館全体の 27.0%）、町村･組合立に限ってみても 323 館（町村･組合立図書館全体の

28.0%）あった【表１０－２】。 

1950 年現在の全図書館数は 1,548 館で、さらに 3 年後には町村簡易図書館の公民館図

書部への転化等により 786 館に激減している796。調査によって館数のカウントに違いがあ

るものの、減少傾向は明らかであり、敗戦による停滞脱却は図書館にはみられなかった。

社会教育施設として図書館が機能を果たす、という戦前の松尾友雄や、敗戦直後の佐藤得

二、関口泰らの着想は施策として展開しなかったのである。 

 

２．学校 

 

戦後、構想（法制）としても、実際にも、社会教育は学校にどれだけ社会教育会場とし

て期待したか／しなかったかについて、空襲罹災校舎の再建、新制中学校校舎確保が大変

だったという大きな事実があるが、以下にみてみたい。 

戦災都市の小中学校の焼失校舎について、「当分ノ間寺院、集会所等適当ナル施設ヲ利用

シテ本来ノ教育形態ヲ整ヘシムル」ことを通牒している797。また、戦災を受けた学校の教

職員学生生徒の宿舎調達について、「工場ノ寮舎、寺院其ノ他建物ノ借入」「武道場、教室

等ヲ夜間ハ寮ニ充当スル」という方法を提示している798。学校自身の校舎難が深刻な状況

であった。 

そのような状況下にあっても、学校変革の構想が提唱され、その中には学校が地域に開

かれることを指向するものもあった。E･G･オルセン（アメリカ）の、学校と地域社会との

関係を重視したコミュニティスクールに影響を受けた地域教育計画づくりがみられた。 

施設面でも学校をいかに地域に開放するかを空間に実現する試みがなされている。建築

                                                 
794 小川徹･奥泉和久･小黒浩司『公共図書館サービス･運動の歴史 1』日本図書館協会、2006、

pp.197-198 
795 郷土教育協会編『日本教育年鑑』日本書籍、1948、pp.176-177 
796 日本図書館協会編『近代日本図書館の歩み 本編』日本図書館協会、1993、p.255 
797 「時局ノ急転ニ伴フ学校教育二関スル件」1945.9.12、国民教育局長ヨリ地方長官（前掲『終

戦教育事務処理提要』第 1 輯、p.124） 
798 「戦災学校ノ工場、寮舎、寺院等建物ノ利用ノ件」1945.10.2、専門教育局長ヨリ学校長（同

p.84） 
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家･遠藤新は、1949 年に「新日本の建設は学校教育の改革と相俟って社会教育の改善によ

らなければならぬと考える。そしてその中心となるものは公民館である。然し日本の現状

は学校の講堂さえも持ち得ない多数の町村があるという実状」に鑑みて、学校の講堂設計

を検討している799。彼は教育改革について「制度は結局人を得なければ立派な運用が出来

ないし、人と制度が揃っただけでよい教育が出来ると考えてもいけない。もう一つ忘れて

ならないものに、環境としての学校建築の問題がある」、「環境は教育を左右する」、「環境

は建築家の領分」として、講堂建築の提案をした。 

従来の講堂の欠点については「代議士諸君に聞くがよい。諸君は異口同辞に『学校の講

堂は御免だ』という。それほど学校の講堂は使いにくい」という。単一空間で天井が高く、

音響･照度･防災等のいずれの要素をとっても性能が劣る従来の講堂では、さまざまな利用

に応えることができない。特に「講堂が町村民の生きた社会生活の上に深く交渉をもつ公

民館の性格を帯びるとき」、使いにくい講堂では「建物が反逆する」ことになる。 

 遠藤は従来の講堂を「三枚におろす」ことを提案し、自由学園の新旧講堂、栃木県真岡

小学校講堂等を実際に設計･建築した。「三枚におろす」とは、講堂の長辺に沿って切り込

みを入れ、中央部に講堂機能を持たせ、両端のエリアを特別教室等で使えるように改造す

るものである。全体的に天井を低くして適切な照度と音響を得るようにし、3 分割された

構造により地震･風災害等に対する耐性を持たせた。彼は、「会衆の多少に応じて建物が呼

吸を合せてくれるという特徴」は、「講堂、公民館に最も重大なる要素」であると主張し、

「私共の生活には伸縮自在な目盛のある建物がほしい。私共の生活に密接しながら人数と

共に伸縮して、ピッタリと呼吸を合せてくれる建物」としての改造講堂を構想し、実現さ

せたのだった。 

 建築家･松村正恒は、1948 年に愛媛県八幡浜市土木課建築係に入庁し、1960 年まで同市

の公共建築設計に携わった。彼は 1957 年にグロピウス『生活空間の創造』（藏田周忠訳）

翻訳に協力したこともあり、その影響も受けている。 

 

「イギリスというのは生涯教育というのはむかしから盛んなところなんですね。あの頃、

グロピウスがちょうどイギリスに亡命して、田舎の学校を設計したのが出ておりまし

て、昼間は学校ですけれども、村民の学校でもある、というふうにやっておりました。

それで私〔中略〕学校の隣で育ちましたでしょう。ところが、あの頃は、夜になると、

青年がきて夜学校をやりよったんですよ。それと、夏休みになりますと、村の青年が、

日曜、祭日なんか、修養の道場にするわけですよ。学校というものは、そういうふう

に活用するものだという、子供のときからの頭がありましてね。生涯教育の場にも、

学校というものはしなければいけないと考えると、どうしてもクラスタータイプにな

るわけですよ。すべて独立して利用するようになるというような。800」 

 

松村は学校建築においても公民館機能を兼ねて設計した。例えば狩江小学校（1954 年）は

                                                 
799 遠藤新「国民に訴える」『新児童文化』第 4 冊、1949.11（『建築家 遠藤新作品集』遠藤新

生誕百年記念事業委員会、1991、p.220、pp.225-232） 
800 松村正恒「炉辺夜話 志に生きる」『素描･松村正恒』建築家会館叢書、建築家会館刊、1992

（宮内嘉久･横山公男による 1992 年の聞き取り）pp.72-73 
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「生涯教育の場として活用してもらいたいと考えております。すべて渡り廊下で連絡し、

特別教室も外から自由に使えます801」という特徴を持ち、クラスタータイプの導入により、

独立した教室･特別教室等が地域の人々の学習にも多用途に使えることを目指していた。 

 こうした建築家の関心は一部のみにとどまらず、後に学校建築計画の際に留意されるこ

とが求められるようになる。例えば 1954 年の日本建築学会の学校建築計画に関する叙述

には、「学校は、地域社会の文化センターとして、他の文化･教育･体育の施設と総合的に計

画されることがある。都市計画上、環境を維持するための文教地区的なもの、住宅地区に

おける近隣住区の中心として他の公共施設との計画、農村における公民館との関連など

種々の問題が考えられる802」とされていた。 

 クラスタータイプは、プラトーン･システム（ゲーリー･システム）の運用を可能にする

設計である。プラトーン･システムは、「学校のクラスが同数のクラス数からなる 2 組に分

れて、一方の組が普通教室を使用しているとき、他の組は特別教室･体育館･講堂･運動場な

どを使用しており、二つの組が一定時間をおいて互に交替するという方式」であるが、戦

後日本では「特別教室が整備されれば普通教室の利用率は低下し、学級数と同数の普通教

室を持つことは、いちじるしくぜいたくとならざるを得なくなる。そこで、普通教室を無

駄なく、有効に利用するために、普通教室をクラス固有の教室とせず、おのおののクラス

が循環して使用するという行き方をとれば、普通教室の数はいちじるしく少くて済ませる

ことができる803」と、早くから「教室の循環使用という意味に広く使用804」された。 

しかし、クラスタータイプの教室で校舎を構成し、プラトーン･システムを導入しても、

その循環使用に社会教育を含める余裕を見出すのは難しかったし、学校が社会教育の主体

や場として機能することも難しかったと思われる。 

 建築家サイドから実際的に社会教育を可能にする施設環境を学校建築に織り込む構想と

設計があった一方で、現場の教員には運用の余裕はなかったのではなかろうか。社会教育

局職員と CI&E の社会教育担当官 J･M･ネルソンとの連絡会議では、成人の夜間学級等に

使うべき「集会場所の不足」が職員から報告された。ネルソンによると、学校施設を利用

することをめぐり「学校長たちはそのような集まりを懸念してい」て、「校長の中には、公

立学校を自分のものとして考えがちであり、放課後、学校施設を成人の利用に役立たせる

ことには慎重な態度をとる校長もいた」という805。 

実業補習学校の系譜にある青年学校は一つの候補であり、次官通牒は転用･併設先の筆頭

に挙げたが、青年学校の多くは学校附設だった。 

東京都小平町の公民館は青年学校独立校舎が母体だったが、設立前の実情は「役場と農

業会とに隣あつておりまして、校舎が町の公会堂的の役割を従来いたしてまいつた〔略〕

町の大小の会合はもちろん、町内のいろいろの団体がこれを利用しまして、きわめて気軽

                                                 
801 松村正恒「木霊の宿る校舎」『季刊 木の建築』第 30 号、木造建築フォーラム、1986.12（『素

描・松村正恒』建築家会館叢書、建築家会館刊、1992、p.123） 
802 石丸健雄「教育計画」『学校建築技術』日本建築学会、1954、p.4 
803 大串不二雄「『新しい小学校建築の手びき』『新制中学校建築の手びき』について」『文部時

報』第 852 号、1948.9、p.4 
804 大串不二雄「学校組織」前掲『学校建築技術』p.6 
805 J･M･ネルソン（新海英行監訳）『占領期日本の社会教育改革』日本占領と社会教育Ⅰ、大

空社、1990（原文 1954）、p.119、p.141 
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に利用されて」いたというもので、独立･専用の校舎というよりも公会堂的性格をも持ちあ

わせていた。青年学校は 1948 年に廃止されたが、小平では校舎に「新制中学が入りこん

でその全面的な利用によつて、〔公民館が〕一応ここに開店休業」してしまったこともあっ

た806。青年学校が公民館に移行する、という施策側の図式は、現場では施設面でも難しか

ったと考えられる。 

 学校開放で校舎の一般利用がどのようになされていたか、東京での模様を新聞の投書が

伝えている。 

 

「一日の休みもなく整美された教室を、何々会、何々クラブなどがしきりに使用を申込

んでくる。しかもその結果は土足によごされ、ミカンの皮、吸いがらの散乱、帰りに

戸締り一つもしなければ、有難うという一言のあいさつもめつたにない。一体このみ

だされた教室はだれがもとのようにきれいにするのか。教室を使う多数のものは直接

町民たちであり、父兄や同窓先輩たちである。さらに同じことが教員自らについても

いえる。何かの会合のあつたあとの教室は前者とさして選ぶところがない。807」 

 

 活発に利用されている状況と、その反面、会場難を背景に場の提供のみに終始している

状況も垣間みることができる。1956 年に至っても、例えば地域青年団体（日本青年団協議

会傘下の団体）の施設利用は、公民館 154,702 回 9,422 団体、学校 157,646 回 11,961 団

体となっており、公民館よりも若干上回るほどであった808。 

教育基本法（1947 年 3 月）では、社会教育を定めた第 7 条の第 2 項で「学校の施設の

利用」が明記された。 

社会教育法制定過程においては、1947 年 4 月段階の「社会教育法草案」では、第 3 章

「社会教育施設」の構成は第 1 節から学校、図書館、公民館、博物館の順で、学校の開放

が筆頭で規定されていた。 

しかし、その後、社会教育法草案の第二案（1947 年 6 月）から「学校施設の利用」と

いう節が設けられ最終節に退き、1948 年 4 月の教育刷新委員会「社会教育振興方策につ

いて」では、「学校は、事情の許す限り、社会教育のために、その施設を開放すること」と、

「事情の許す限り」という但し書きを伴って学校開放が謳われた。社会教育法草案第五案

（1948 年 12 月）に至っては、「学校の開放」が独立章として後方の第 5 章に移動した。 

最終的に、1949 年に制定された社会教育法では、第 5 章「学校施設の利用」となり、

第 44 条で「学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校

の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。」と定められた809。 

社会教育法の中心を公民館の法制化に置くことを寺中作雄が意図して、法に公民館像が

具体的に反映されるに従って、次第に学校施設の借用形態のイメージが後退したといえよ

                                                 
806 有賀三二発言「討論会 公民館」『教育と社会』1947.7、p.15 
807 「かし教室」（投書･東京都教員）『朝日新聞』1948.1.20。この投書は教育刷新委員会でも取

り上げられている（「教育刷新委員会第七特別委員会 第十三回議事速記録」1948.1.23、前掲『教

育刷新委員会教育刷新審議会会議録』第 9 巻、p.69） 
808 『社会教育の現状』文部省社会教育局、1957、p.26 
809 「第一案社会教育法」～「社会教育法草案第五案」横山宏･小林文人編著『社会教育法成立
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う。特に小中学校が社会教育に開放されるケースは、現在に至るまで積極的なものとなっ

ていないのが実状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
過程資料集成』昭和出版、1981、pp.66-88 
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第１１章 公民館の登場 

 

 

 

はじめに 

 

図書館や学校が社会教育施設として期待されても、実際には中心的役割を果たすことは

なかった。戦後、新たに構想され、実際の量的展開もみたのは公民館であった。資材･資金

の絶対的欠乏の中で公民館が、「看板公民館」「青空公民館」を含みながらも、全国各地に

設置された810。構想･施策と受容側の合致点に公民館が位置していた。本章では、主とし

て施策側の構想･施策を対象に、公民館の登場の背景と性格･特徴を、物的施設の観点から

みてみたい。 

いまここで、第 9 章、第 10 章でみた行政諸施策の相関関係下に限って公民館施策の占

める歴史的位置をみると、仮説的に次のようにいえるのではないか。 

戦前の地域統合の施策を全体的にみると、内務省の部落会町内会編成が大きかったが、

「内務省がボタン一つ押すと全国が之に従って一斉に動く811」態勢に類する影響力を、各

省が手段としての施設をも模索しながら農村に試みたのが、1930 年代以降の新しい傾向で

あった。戦前文部省の農村施策は批判の的で、農林省や厚生省が推進する農山漁村経済更

生運動･農民道場、厚生運動･農村隣保施設などに比して、「不振」の感は否めない。 

その意味で、戦後公民館の登場は、敗戦直後にすかさず打ち放った「近来の文部省のヒ

ット」であった812。1947 年にある文部省係官は次のように述べている。 

 

「古くから農村に対する教育の行き方は系統が二つありまして、青年学校、農学校を中

心とする、比較的従順な穏やかな教育のしかたと、それに対して実際の篤農家を中心

とする農業の技術化、それに農民精神というものを加味した教育、これは文部省の教

育に対する謂わば批判だと思いますが、そうした教育と二つあります。農民道場はそ

                                                 
810 施設を伴わない公民館構想の例として、村役場、小中学校、診療所、駐在所、農協、公会

堂を会場に村の社会教育が展開される「文化地帯」を設定した、近藤益雄「社会教育の夢と現

実」『教育と社会』1949.4 がある。 
811 ケーディスの 1947 年の発言『戦後自治史Ⅷ』自治大学校、1966、p.47 
812 佐野利器発言「教育刷新審議会第十八回特別委員会第二十四回議事速記録」1950.6.30（日

本近代教育史料研究会編『教育刷新委員会 教育刷新審議会会議録』第 12 巻、1998、岩波書店、

p.346）戸田貞三は佐野との会話を次のように記している。「先達て文部省で優良公民館表彰式

があつた時、式場で佐野利器先生にあつた。その時佐野博士は私の方に向いて『戦後出来た文

部省関係のいろいろの事業のうちで、公民館事業は先ず第一ともいうべきものでしよう』とい

われた。私も『全く同感です』と答えた。この感じは公民館のことを多少でも見聞した者が均

しくもつ感じである。日本再建運動の企てとしては種々のことが提案せられ、また実施せられ

つつある。これら再建運動のうち最もよく地についたもの、国民生活の実情に最もよく結びつ

いたものは何かと問われるならば、私は公民館と答えたい。」（戸田貞三「公民館と生活設計」

『公民館月報』1950.1、p.1） 
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の系統であります。ただこれは私、文部省におるから申すのではありませんが、長期

間に亘って見れば文部省の教育の方が勝を制するのではないかと思います。その時々

の指導において、時代精神を織込むという点においては、学校教育は遅いので向うに抑
マ マ

されてしまいます。例えば加藤完治が出たころは、その系統の教育は一時刺戟されま

したけれども、最近加藤完治が野に下ったので、指導や精神的な部分が減っておるよ

うです。この点においては農林省と面白くない関係となって、今となっては謂わば連

絡が付け得られないのです。813」 

 

こうした戦前来の文部官僚の自負や対抗意識も公民館施策を後押ししたと思われる。文

部省以外では、厚生省関連で河野通祐の児童厚生施設整備構想などが同時期にみられるが

814、公民館ほどの量的規模の展開はみられない。 

急速に 3 万超の公民館が普及した素地には、第 9 章までに検討した戦前の施設を介した

施策や運動の経験があると思われる。本章では、最初に公民館構想そのものの歴史的背景

を、発案･構想者である寺中作雄個人における戦前戦後の継承関係をみて、次に構想を施策

化する際の特徴を、学校との関係、施設形態に着眼して検討する。独自施設の希求、都市

と農村、部落単位の施設設置に関して、戦前と同じような特徴が戦後に継承してみられる

か、あるいはどのように扱われているかを検討することになるだろう。 

 

 

第１節 戦前の寺中作雄 

 

公民館施策を検討する上で、その中心に位置した寺中作雄の構想の主体的形成要因も見

逃すことはできない。小川利夫は、田澤義鋪、小野武夫、下村湖人、鈴木健次郎らが寺中

構想の形成を支えたとし、彼らと寺中の「比較的自由主義的な官僚主義」が結合する時、

「いわゆる寺中構想の主体的
、 、 、

な形成基盤」が現実的な力を持ち、「敗戦後にもなお根強く生

きつづけた日本的ナショナリズムの一つの表現形態」となったと指摘した。 

たしかに、日露戦後以降の地域統合施策の系譜からみれば、寺中構想は「けっして画期

的なものでも何んでもなかった」し、「歴史における個人の役割」として寺中構想を「歴史

から抽象して不当に過大評価」するものだとする小川の評価は妥当だが815、寺中自身にお

ける「歴史的イメージとしての公民館」の契機･背景を、彼の戦前の経歴にも求めて再検討

する必要がある。 

 

 

                                                 
813 文部省係官（氏名不記載）の発言「教育刷新委員会第七特別委員会 第八回議事速記録」

1947.11.28（前掲『教育刷新委員会 教育刷新審議会会議録』第 9 巻、p.11） 
814 河野通祐「児童厚生施設」厚生省児童局編『児童福祉』東洋書館、1948、森本扶「福祉･

教育･文化の統一に関わる概念と方法論の検討」『日本社会教育学会紀要』No.47、2011 
815 小川利夫「歴史的イメージとしての公民館」同編『現代公民館論』東洋館出版社、1965、

p.9、pp.23-24 
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【 表１１－１ 】寺中作雄の経歴と主な著作 

年 月 日 経 歴 と 主 な 著 作 

1909   兵庫県神戸市生 

    神戸一中、第六高等学校、1934 年 東京帝国大学法学部卒 

1934   内務省入省 島根県警察部 保安課（県属地方課？）警部補 

1936、 1937 
島根県で選挙粛正運動      この頃、浪曲「湖水渡り決死の投票」創作 

富山県 （着任年不明、学務課長） 

1937   司法事務官 

1938 
3 月 文部省入省 文部事務官 専門学務局兼実業学務局 

  応召（3 年間 中国・漢口） 参謀部 報道班員 

1942   文部省 大臣官房 文書課 

1943   文部省 教学局 教学課・思想課 

1944 4 月 文部省 学徒動員本部 

  8 月 文部省 総務局 動員企画課 課長補佐、のち課長 

1945 9 月 5 日 文部省 体育局 勤労課長（10 月 15 日 文化課長？） 

  11 月 22 日 文部省 社会教育局 公民教育課長兼調査課長 

  11 月末頃 宮原誠一調査課長就任に伴い、調査課長を解かれる 

1946 1 月 「公民教育の振興と公民館の構想」 『大日本教育』 

  3 月 6 日 公民教育課長兼社会教育課長 

  3 月 15 日 公民教育課廃止              8 月「町村公民館の性格」『教育と社会』 

  12 月 5 日 『公民館の建設――新しい町村の文化施設』 公民館協会 

1947 6 月 『公民館の経営』 社会教育連合会 

1949 5 月末日 社会教育課長を解かれる（後任 田中彰） 

  6 月 文部省 大臣官房会計課長（～52 年 1 月） 

    『政治思想のはなし』 大地書房、 『社会教育法解説』 社会教育図書 

1951 1/25～5/13 米国視察            8 月 『アメリカの大学財政―視察報告書―』 

1952 1 月 文部省 社会教育局長、国会政府委員 

  3 月 「図書館と社会教育」 『図書館雑誌』 

1955 9 月 社会教育局長退任・文部省退官 

 1955～58 外務省 駐仏日本大使館参事官（パリ）  1956『公日閑日』 日本教育新聞社 

1958   国立競技場初代理事長 

1964   国立劇場初代理事長 

文部省退官後 ㈶学徒援護会、実務技能検定協会会長、目黒区社会教育委員 

1994 10 月 21 日 死去（享年 84 歳） 

「文部省首脳一部異動」『文部広報』1952.1.23、 寺中作雄「図書館と社会教育」『図書館雑誌』1952.3、 寺中『パ

リ物語』東京美術、1967、 『寺中作雄作品集』寺中作雄還暦を祝う会、1970、p.54、横山宏「寺中作雄」『社会教

育』1979.7 （『社会教育論者の群像』全日本社会教育連合会、1983 所収）、 朱膳寺春三「寺中構想とは何か」『月

刊公民館』1982.7、 横山宏「寺中作雄という人」『月刊社会教育』1995.1 、 寺中『社会教育法解説・公民館の

建設』（復刊）国土社、1995 より筆者作成 
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１．選挙粛正運動 

 

寺中作雄の経歴は【表１１－１】の通りである。ここでは内務省入省後携わった選挙粛

正運動に着目したい。 

官民共同の選挙粛正運動は、大分県での 1932 年の試行的実施を皮切りに、1934 年に島

根県が加わり、翌年の選挙粛正委員会令公布によって全国的展開をみた816。講演会のみな

らず、スライド、ラジオ、歌、自動車隊、映画、スタンプなど、啓蒙宣伝方法･手段のユニ

ークさも特徴的であった。1936 年 2 月 20 日の総選挙後、内務省は 5 月に「公民的教化訓

練ニ力ヲ致シテ以テ選挙粛正ノ基礎ヲ培養シ其ノ根底ヲ鞏固ナラシムルト共ニ地方自治ノ

浄化刷新ヲ図リ国民精神ノ作興ニ資セシムル」ことを通牒した。この運動は取り締まりだ

けでなく「公民教育」「公民的教化訓練」の性格を有していたのである817。 

寺中は 1934 年以降の島根時代、選挙粛正運動に「若い熱情を傾倒し」た。政党を弱体

化させた内務省主導の官製運動をして、彼は「近代日本に於ける憲政擁護の最後の国民運

動」と位置付けた818。憲政擁護運動は、歴史的にみて第一次が 1913 年、第二次が 1924

年に起きたものを指す。しかし、彼にとっては動員型の選挙粛正運動は、「党弊排除」の「国

民運動」であり、国民の「自発的」「主体的」参加を目する「地方自治ノ浄化刷新」のため

の公民教育実践であった。 

構想から 30 年後にも自身の原点を再度強調して、次のように回想している。「地方自治

の仕事をしていて、あまりに公民の意識が足りないと。ほんとうに地方自治の精神で地方

から盛り上がる政治で国を支えるべきだということを非常に感じて、紙芝居をつくって地

方を遊説したこともあります。若気の至りでね819」。ジープの運転をこの時代に覚えたと

いうから820、県内各地をめぐったことは想像に難くない。 

 

２．芸能への関心 

 

1937 年の総選挙でも、島根県では多彩なキャンペーン手法が用いられた。浪曲会もその

一つで、寺中作雄作の浪曲「湖水渡り決死の投票」が口演され、「其の成績予想外の顕著な

るものがあつた」という。浪曲全文が残されており、20 代の寺中の「熱情」を垣間見るこ

とができる821。 

その概要は次の通りである。2 月 20 日総選挙に立候補したのは「絶対多数の公政党」、

                                                 
816 杣正夫『選挙啓発史』明るく正しい選挙推進全国協議会、1972、pp.170-229 
817 源川真希『近現代日本の地域政治構造』日本経済評論社、2001、pp.179-186 
818 寺中作雄「公民教育の振興と公民館の構想」『大日本教育』1946 年新年号 
819 寺中作雄･岡本正平･徳永功･島田修一「三十歳を迎えた公民館」『月刊社会教育』1976.7、

p.31 

820 寺中作雄「自働
ママ

車つれづれ話」『自動車整備』1955.8（寺中作雄『公日閑日』日本教育新聞

社、1956） 
821 『島根県選挙粛正運動概要』島根県、1939（1937 年総選挙の運動記録）、pp.36-44。この浪曲

は、福田という「船乗で、平田、境間を貨物船で往復する者だが、船中より湖水に飛び込み、

風波を冒して半死半生で、湖水を泳ぎ切って投票に行った」という「美談」を、1935 年に秋鹿

村（現松江市）村長が紹介したのが発端である。福田は翌年 2 月 20 日の選挙直前に知事表彰を
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「穏健なる立場をとる民友党」、「労働者無産者」を代表する「労政党」、「立憲一新党」の

4 人。公政党候補は、主人公の船乗りの男が困窮の極みにあった時の恩人だった。男は恩

人の政見よりも立憲一新党候補のそれに共鳴した。「正義と情けの板挟み」に苦しんだ男は

棄権するか迷った末、船から湖に飛び込み、投票所へ参じて立憲一新党候補に投票する。

結果は公政党と立憲一新党が各 1 議席を占めたが、公政党当選者は男を訪ね「尊い行為」

を称えた、という「選挙美談の一席」である。 

寺中自身は後に、「官吏生活が始まり、島根県庁の見習時代、選挙粛正運動の一翼の意味

で書いた私の脚本が、地方廻りの新派劇団によって初めて上演されることになった時の昂

奮に似た感情は忘れ難い。松江劇場という田舎の小屋に入り込んで俳優達ともすっかり親

しくなり〔中略〕この劇団はとうとう私の芝居で県下一円で大当りを取り、他府県までそ

れを持ち廻って巡演して行った。松江での上演に味を占めたというわけではないが、戦争

で私は一兵卒で中支に出征し、漢口報道班にされて、そこでまた芝居をやることになった。

中日和平の精神を盛った宣伝劇を私は中国の新劇団のために書いて、上演させることにな

った822」と回想している。高等学校の時、寮誌に歌舞伎の脚本を書いた経験があり823、戦

後は義太夫に凝ったというから824、芸能への関心を若いころから抱いており、地方農村に

アプローチする際にこれを手段･方法として活かしたといえる。 

 横山宏は内務省時代の寺中について「農村公会堂や、農会事務所や寺院、集会所などを

利用して、若者たちが集い興じていた風景も少なからず実見していたことであろう」と推

測している825。寺中個人においては、地方改良運動以来の「政治的･イデオロギー的囲い

込み」の性格をもった官製「自治民育」政策・運動を公民教育として現場で経験したこと、

芸能への個人的関心を村芝居、従軍などの機会にプロバガンダの場へつなげるべく模索し

たことが、彼自身の「歴史的イメージとしての公民館」の意識の主体的形成要因になり、

歴史における個人の役割を発揮することになったといえよう826。 

 

３．寺中作雄における公民館構想への非継承・継承 

 

 1938 年文部省入省の寺中は、第 9 章で扱った図書館令改正･附帯施設論争や経済更生運

動、農村隣保事業等の施策に関与することはなかった。寺中自身が戦前の図書館をめぐる

議論を知らなかったと述べている。座談会で、編集部からの「公民館構想というものが、

戦前、といっても大正の末年から昭和のはじめにかけて、和田万吉という人によって論じ

られておって、それが図書館界に論議をまきおこしたということがあるそうですが、戦後

                                                                                                                                               
受けた（杣前掲、p.195）。 
822 寺中作雄「劇作家修行始末」『明窓』1953.10（寺中前掲『公日閑日』pp.159-160） 
823 同 p.159 
824 横山宏「寺中作雄」『社会教育』1979.7（『社会教育論者の群像』全日本社会教育連合会、1983

所収、p.346）寺中は絵画にも関心を持ち、画集も出版している（『寺中作雄作品集』寺中作雄還暦

を祝う会、1970）。 
825 同 p.341 
826 上原直人は、戦後における寺中の公民教育観形成を検討している（「寺中作雄の公民教育観

と社会教育観の形成」『生涯学習･社会教育学研究』第 25 号、東京大学、2000、同「戦後初期

社会教育観の形成と公民教育論」『日本社会教育学会紀要』第 37 号、2001）。 
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の公民館を構想されるに当って、そのようなことについてはご存じだったのでございます

か？」という問いに対し、寺中は「そういうことはいっこう知りませんでしたね」と答え

ている827。編集部は 1924 年の和田萬吉論文「地方文化の中心としての図書館」828と 1934

年の附帯施設論争を混同しているとみられるが、いずれにせよ、彼はこれらの施策や議論

を直接的意識的に継承して公民館構想に至ったのではない、と推測できる。 

ただ、直接関知･自覚せずともその発想は戦前と共通している。寺中は、農民道場の塾風

教育に批判的だった下村湖人ら戦前青年団関係者や、関口泰らの人脈の支えを背景とし829、

選挙粛正運動で認識した公民教育の重要性を抱き続け、公民館構想に橋渡しした位置に立

つ。彼は 1934 年からの島根県庁時代に田澤義鋪の講演に接したというし、「田澤義鋪や前

田多門、下村湖人の著書や論文はよく読みました」と述懐している830。寺中が読んだもの

は、時期からも具体的内容からも、田澤義鋪『選挙粛正ニ就テ』（講演記録･島根県選挙粛

正委員会、1934）や、前田多門『公民の書』（選挙粛正中央連盟、1936）などが推定でき

る。その意味では、寺中が「歴史における個人の役割」を担い、公民教育の継承の系譜に

あったといえよう。 

 

 

第２節 公民館構想 

１．最初期の社会教育施設イメージ 

 

文部省は次官通牒前の 1946 年 3 月に社会教育施設状況調査を行っている。調査では公

会堂、社会教育館、文化会館、郷土館、民芸館、科学生活館、倶楽部、道場、青年館、少

年教護施設が調査対象に例示され、同年 6 月の社会教育関係の現状基本調査では、公民館

類似施設の現状欄書式の施設例に青年館、社会教育館、文化館が挙げられた831【表１１－

２】。次官通牒策定段階で、文部省が社会教育を行う施設空間としてどの既存施設を想定し

ていたかがうかがえる。 

寺中作雄は「公民館は地方郷土に於ける公民学校、図書館、博物館、公会堂、町村民集

会所、産業指導所の機能を綜合した施設であり、また各種の文化団体の本部、連絡所を兼

ねた町村の教養文化の中枢機関」と描き832、構想発表当初は、「公民館は現在の図書館施

設と青年学校とを綜合したものを基軸」とすると描いた833。戦前の図書館附帯施設論争時

の松尾友雄の社会教育館構想と同じ発想である。図書館と青年教育施設の統合、という発 

                                                 
827 寺中ほか前掲「てい談･公民館創設のおもいでと忠告」『月刊社会教育』1961.11、pp.74-77 
828 和田萬吉「地方文化の中心としての図書館」（上･下）『図書館雑誌』1924.7・9 
829 植原孝行「寺中構想と関口泰の公民教育」『社会教育学研究』秋田大学大学院教育学研究科

社会教育学研究室、第 2 号、1993、上原直人「関口泰の公民教育論と社会教育観の形成」『東

京大学大学院教育学研究科紀要』第 40 巻、2001 
830 朱膳寺春三「寺中構想とは何か」『月刊公民館』1982.7、p.45 
831 『終戦教育事務処理提要』第 2 輯、文部大臣官房文書課、1946.4、p.314、同第 3 輯、1949.3、

p.522 
832 寺中作雄「文化国家建設と公民館」『民主教育』1946.7（寺中前掲『公日閑日』p.262） 
833 寺中前掲「公民教育の振興と公民館の構想」 
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想形式においては戦前の継承がみられるの

である。 

次官通牒は「青年学校の運営と併行」し

て公民館設置を指導奨励し、「新に建築を起

すことは困難であるから成るべく町村中心

地区に在る最も適当な既設建物例へば青年

学校又は国民学校の校舎或は既存の道場、

公会堂、寺院、工場宿舎、其の他適当な既

設建物を選んで施設すること。学校以外に

図書館、博物館、郷土館があれば之を公民

館に併合し、又は之を公民館の分館として

活用する」よう具体的に示しており、青年

学校や図書館、学校などの諸機関・施設へ

の併設をイメージしている。 

 

 

２．対学校・学校批判としての公民館 

 

戦後の社会教育施設においても、学校教育との対比から構想が導かれている。1949 年か

ら社会教育局長を務めた西崎恵は、社会教育行政を戦前戦後を通じて述懐した際、大きな

変化の一つに、「地方の第一線に於て社会教育を実施する機関として公民館を得たこと」を

数えあげている。公民館は戦前の青年学校に対応するものであるとして、「学校教育の偏重

の気風が世間にあつたこと、社会教育が一段低いものに考へられ勝であつたこと」を背景

に、青年学校は学校教育の分野に入るという見方があったが、「名実共に、社会教育の第一

線機関として公民館を持つことが出来たことは、大きな進歩」としている834。 

 次官通牒が出された当時、寺中は公民館構想を説明するにあたって、学校教育への批判

や青年学校との関係にふれながら社会教育･公民館を論じている。 

 

「私は公民館による新しい教育方法によって幾分でも学校教育の方法をまで新しい方向

へ革新したいという野心さえもっている。第一に教育は青少年のみに課せられた義務

の如き観念を脱して、全国民の一生の仕事であり、且つそれは義務であるというより

も権利であるということ、むしろ学校を終えてからの社会、現実と取り組んでの相互

教育こそ本当の教育であり、学校教育は、その教育のための補助作業乃至は準備作業

であるということを国民の総べてが認識するようにありたいと考える。835」 

 

「青年は公民館に於て教育されると共に、また町村全体の民主教育の指導力とならねば

ならない。公民館はその意味で青年学校と密接に提携して進まなければならないので

                                                 
834 西崎恵『新社会教育行政』良書出版会、1950、p.52 
835 寺中作雄「文化国家建設と公民館」（寺中前掲『公日閑日』p.265） 

【表１１－２】 全国の社会教育施設数 

（1946 年 4 月 1 日現在）※ ただし、15府県が未報告 

  施設数 調査時に例示された施設 

公 会 堂 1,916   

集 会 所 1,607 
部落の集会所、倶楽部、 

青年館等 

 修養を目的とせ

る施設 
376 道場、社会教育館等 

 文化の普及を目

的とせる施設 
116 

文化会館、郷土館、 

民芸館、科学生活館 

そ の 他 128 
少年保護施設、厚生施設、 

託児所等 

合    計 4,143   

『社会教育 10年の歩み』 文部省社会教育局、1959、p.9 
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あるが、青年学校教育が公民館教育を指導するのではなく、公民館教育が青年学校教

育を改善し誘導してゆくような体制に於て、沈滞している青年学校教育に新しい力と

光りとが与えられなければならないと思う。836」 

 

「私はさういふところ〔公民館と国民学校、青年学校〕に結びつきがなければなら〔な

い〕と思つてゐます。特に青年学校は青年学校であるとともに、一面公民館でもある

といふ意味の青年学校でなければいかぬと思つてゐます。しかしまた学校といふ観念

を非常に固
マ マ

苦しくとつて学校の体系が崩れては困るといふやうな気持の人もあるやう

な工合で〔後略〕837」 

 

「公民館を一つの手掛りにして、教育体制の革新といひますか、教育のやり方、殊に民

主的にやり直す一つのラツセルになる位のつもりで公民館を作りたい。またそれが可

能であると思つてゐるのです。838」 

 

 教育が「義務であるというよりも権利であるということ」を唱え、公民館が青年学校を

「改善し誘導してゆく」、「教育体制の革新」を推進する「ラツセルになる位のつもりで公

民館を作りたい」との表現に、社会教育･公民館が学校教育や青年教育を変革していく主体

となる期待が表われている。従来の学校への問題意識から、教育の変革の契機としての公

民館を新たに創る発想スタイルは、戦前の社会教育施設構想と共通する面も持っている839。 

ただ、青年学校についてはの CI&E の社会教育担当官 J･M･ネルソンによる修正で、公

民館との結びつきにブレーキがかかった。 

当初、「公民館は大体既設の青年学校などを母体にしてこれに併設するなり、または寺院

や公会堂、工場宿舎などの既設設備を活用して設置せられる」と描かれていた840。大田高

輝によると、実際の当初の施策でも青年学校と公民館は「不離一体ノ関係」と位置づけら

れ、施設的にも併設･共用が構想されていたが、1946 年 5 月 16 日の社会教育局とネルソ

ンとの会議で、ネルソンは公民館を青年学校附設することに賛意を示さず、両者の関係は

積極的なものにならなかった841。何より、1948 年 3 月に青年学校は廃止されることで関

係構築自体が不可能になった。しかし、上述の西崎の述懐にあるように、公民館を青年学

校に対応するものというとらえ方は根強くあり、青年教育の場としても期待されていた。 

 寺中は社会教育法制定後に至っても、学校教育と社会教育･公民館の関係について学校批

                                                 
836 同（p.270） 
837 寺中作雄発言「公民館の造り方在り方」1946.8.27 座談会、『生活科学』1946.10、p.7 
838 同 p.9 
839 永杉喜輔は全村学校を評価し、戦前は「学校教育批判として、農民道場や青年学校が台頭

したのだが、戦争がその芽をつみ、戦後は旧に倍して学校教育中心となった」と回顧している。

彼においては学校教育は「地域から人間を引っこ抜く教育」ととらえられ、公民館は「日本の

土着の文化を底からひきあげるための施設であり、運動である」ととらえられている。彼にお

いては社会教育･公民館は、学校教育批判に発する郷土教育運動の系譜に連なって位置づけられ

るものであったといえよう（永杉喜輔『社会教育の原点をさぐる』国土社、1982、pp.112-113）。 
840 寺中前掲「文化国家建設と公民館」（p.263） 
841 大田高輝「占領下公民館史研究序説(12)」『名古屋芸術大学研究紀要』第33巻、2012、pp.64-65 
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判を土台に論じている。 

 

「従来社会教育は学校教育の補助的な役割を機能的に果すものとされてきましたが、社

会教育は学校教育の単なる補助的な役割を果すものでなく、社会教育独自の領域とそ

の領域における問題を解く社会教育の原理と方法とがあると考えるものであります。

842」 

 

「学校開放という方法が、社会教育の唯一の正統法であり、これ以外にないとすべきで

はないと思う。学校開放はむしろ社会教育の前進のための単なる過渡的段階であり、

社会教育の正しい前進のためには社会教育固有の方法をもたねばならぬと思う。何故

ならば、学校開放の段階はやはり与えられる社会教育であり、社会教育本来の観念で

ある社会人相互の教育力を働かせて、社会人各自の知識、技能、理性、判断力を磨き

あうという、人間の自主性を基本とした社会教育には余り役立たないからである。社

会教育は与えられるだけであってはならない。843」 

 

「学校開放による社会教育活動は、依然学校風な、与えられる教育として終始する嫌い

があり、社会教育団体が結成されても、その活動の場を持たない限り、その運営、事

業が漸次に衰微して竜頭蛇尾に終ることが多いのは止むを得ない。公民館はそれらの

経験に反省して社会人自体が自らその相互教育の場を持とうとする要請から生まれた

教育施設である。844」 

 

寺中においては、学校教育は「与えられる教育」というイメージでとらえられ、学校開

放も過渡期の形態に過ぎなかった。彼は社会教育を学校と対置する中で、「社会教育独自の

領域」と「社会教育の原理」と「社会教育固有の方法」を確立することを目指した。そし

て、その独自固有の領域、原理、方法が実現される実際的な「相互教育の場」、「活動の場」

を施設概念に描き、具体的な施設空間を学校校舎とは別個の、公民館という独自固有の社

会教育施設に具象化させようとしたのである。 

 第 1 章、第 2 章でみた学校施設借用や独自施設論との共通･継承点が発想形式において

見出せるとともに、寺中と戦後社会教育行政が戦前よりも積極的に施設を指向していたこ

とが分かる。 

 

３．施設の希求――「打ち集う」場所としての公民館 

 

次官通牒には、「公民館は全国の各町村に設置せられ，此処に常時に町村民が打ち集って

談論し読書し，生活上産業上の指導を受けお互いの交友を深める場所である」と謳われた。

「打ち集う」ためには空間が必要である。地域の人々が集合し、集会･会合、共同作業する

だけの空間を要する。 

                                                 
842 寺中作雄「図書館と社会教育」『図書館雑誌』第 46 巻第 3 号、1952.3、p.6 
843 寺中作雄「社会教育の前進」『教育行政』1954.3（寺中前掲『公日閑日』p.307） 
844 同（p.311） 
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西崎恵は会合の場所がいかに不足していたかを、名古屋を例に示している。「名古屋市の

西区に公民館がうまれましたが、幾つかの集会室を設けたところが、朝から休む間もなく、

集合
マ マ

室が使用されるので区長などもこのように沢山の集合が今迄は一体どうなつていたの

だろうと驚いたといいます。集会したいと思つても気楽に集会できるところが少ない実状

です。公民館は集会の場所を提供するのです845」 

空間があるだけでは人が「打ち集う」ことにはならない。その空間に人を引きつける魅

力がないといけない。寺中は、「自らの教養のためというよりも、むしろ楽しみのため、ま

たは便利のために喜んでここに来り集まるような気がるな魅力のある場所となるべきであ

り、そのためには売店や小食堂なども施設されて結構であろう846」と描いている。 

 寺中作雄は、人が打ち集うことの社会教育的意味について次のよう述べている。 

 

「『対立はあるが敵対はない』というような関係が相互の間に結ばれることによって、本

当の民主主義が自分のものとなってゆくのであろう。かくして初めて人間が真に性別

や身分や貧富を超越して相互の人格と自由を尊重する習性が養われ、各人を平等に意

識する体制が確立せられるのである。かかる体制が訓練されるためには、何といって

も日本人はもっと団体行動の意義を理解し、頻繁に会合を重ねて、相互の接触を深め

ることが第一である。公民館を通じて皆が語りあい、皆で論じあう機会が多くなれば

なる程、相互の理解と全体の平和が促進せられるのである。847」 

 

「戦後の社会が醜悪であろうと善美であろうと、兎も角人々が相寄って共同生活を営む

社会の中で、打ち解けた集会、自由な社交を通じて相互に導きあい戒めあう間に、相

互の教養を高めるというのが社会教育の本旨である。848」 

 

 「相互」、「団体行動」、「会合」、「相互の接触」、「兎も角人々が相寄って」という表現に、

彼が公民館に人々が打ち集い、相互交流を図ることで融和や協調が実現するとイメージさ

れている。また、施設は個人の集合だけでなく、団体活動の場ともなる849。団体が「活発

な事業を持続発展させるためには、どうしても団体の団体活動の場としての施設をもち、

その要員を確保することの必要に迫られる。かくして各種団体の共同活動の場としての公

民館が、社会教育本来の教育施設として要請される850」のである。 

現実は施設空間が欠乏していた。佐藤得二社会教育局長は、1946 年 4 月の講演で「先

づ第一に施設を確定しなければいかぬ」と、施設空間確保の必要性を強調した851。彼は社

                                                 
845 西崎前掲 p.71 
846 寺中作雄「文化国家建設と公民館」（p.264） 
847 同（p.266） 
848 寺中前掲「社会教育の前進」（p.296） 
849 上杉孝實は、戦後社会教育において「施設本位ということが言われても、実際には団体重

視が続いた」ことと、公民館が「施設設備供用機能において評価されるのであり、集会所でも

代わり得ることになりやすい」点を指摘している（上杉孝實『生涯学習･社会教育の歴史的展開』

松籟社、2011、p.91、pp.128-130）。 
850 寺中前掲「社会教育の前進」（p.310） 
851 佐藤得二「社会教育について」（講演記録。講演は 1946 年 4 月 24 日～27 日のうちのいずれかの
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会教育局が直面している困難な問題の第一に「成人教育のための施設の不足」を挙げ、「こ

の不足に対処するために、『公民館』を設立し、また現存する図書館を拡充」する意見をネ

ルソンに提示している852。学校附設の図書館や青年学校などでの併設による社会教育事業

実施の困難は戦間期から経験済みであった。それでも図書館や青年学校に着目するほど会

場が不足していたのである。 

文部省は「公民館は単なる施設、単なる建物と考へられてはならない853」、「決して立派

な建物、施設の行届いたきれいな建築物のみを目標にしているのではな854」いと念を押し

つつも、次官通牒は施設空間を伴う公民館を理想として、建物を意識して教室、談話室、

講堂、図書室、陳列室、作業室、娯楽室、講師控室等の部屋名を例示することで、社会教

育独自の物的環境たる施設像を具体的に描き、明示していた。 

寺中は「施設を中心にして、日本文化国家創建の礎が打ち樹てられ、世界平和促進の新

しい進発がなされる855」と期待し、「設備を通して社会教育は進められなければならない

856」、「社会教育施設の充実が何を措いても急務857」と施設整備を希求･主張した。 

寺中構想や次官通牒は、「積極的に既設建物と結びつけ、併存させようとしたわけではな

かった858」ものの、現実は厳しく、財政窮乏や物資欠乏のため、既存施設への併設･借用

形態を模索せざるを得なかった。 

 

「新興階級などはこれらの教育文化施設に寄附金などを提供するのは珍らしく、経費の

調達が困難を来した。のみならずインフレの加速度的向上に加えて財政的にますます

容易でなく、また六三制実施によつてさらに圧迫されたことはいうまでもない。新制

中学の建設のために市町村民は相当大きな負担をもち、公民館まではまわりかねる、

それどころか公民館に提供した公共建築物を新制中学に充当しなければならないとい

う窮境にさえあつた859」 

 

４．建物・営造物としての公民館 

 

 「公民館＝建物」ではないと強調しても、受容側が建物抜きにして理解･実行するのは困

難であったと思われる。戦後社会教育が公民館という社会教育施設構想から出発したこと

は、その後の展開に大きな影響を及ぼすことになる。公民館はその字の如く公民「館」で

あり、「協議会」や「協会」などの名称に代表される組織･団体を連想するものではなかっ

                                                                                                                                               
日）『公民教育講座』第 1 輯、社会教育協会、1946、p.90 
852 J･M･ネルソン（新海英行監訳）『占領期日本の社会教育改革』日本占領と社会教育Ⅰ、大

空社、1990（原文 1954）上、p.120 
853 寺中前掲「町村公民館の性格」 
854 寺中作雄発言「討論会 公民館」『教育と社会』1947.7、p.12 
855 寺中前掲「文化国家建設と公民館」（寺中前掲『公日閑日』p.262） 
856 寺中作雄「社会教育の方向」文民教育協会編『学校と社会』文民教育協会、1948.11、p.123 
857 同 p.123 
858 上田幸夫「初期公民館における『併設』配置の特性」『東洋大学文学部紀要』第 36 集、教

育学科･教職課程編、1982、p.47 
859 郷土教育協会編『日本教育年鑑』日本書籍、1948、p.175 
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た。 

「公民館」に限らず、「隣保館」、「市民館」といった施設名称は、「公民」や「市民」な

ど対象や目指す主体像、あるいは隣保事業や方面事業など事業名と、「館」という語からな

る。「館」は元来宿泊することや大きな建物を語義に持つ。語源をみると、「館」という字

を構成する「官」は、軍官が長期間にわたって滞在する場所を意味し、「食」と組み合わせ

て、長期滞在者に食事を供する場所を表すものである860。「館」という名称を付す限り、

建物を連想することになる。戦前、横浜市方面委員の運営にかかる横浜方面館は、当初物

的施設を持たなかったことを振り返って、「本館の名称が或る建築物を表示するかの如く見

えて、しかも普通一般の会又は組合の名辞が表はす意味の語に過ぎない因由は、素と上述

のやうに建設物中心の隣保施設たらしめんと欲した歴史を持つが故であ861」ると説明して

おり、「館」は戦前来、物的建造物、営造物施設を連想させるものであった。 

公民館についても、次官通牒を受容する側は建物をイメージした。本論では政策側を中

心に扱っているが、受容側乃至公民館を担う主体側の動きも重要である。「公民館が地から

わき出でたものではなく、政府から勧奨されたという形になつたために、その創設運営が

積極性を欠いたことは争われない。〔中略〕形式的な『公民館』の称呼
マ マ

をとらなくとも、そ

れぞれの地方共同社会、即ち郷土にふさわしい名称のものが、自由に決定されてよいはず

である。公民館という名称が英語の原語は別として、何か役所臭い匂いを一般にあたえて

いるらしい862」という側面を持ちながらも、各地で公民館設立が相次いだ。その際、「館」

としての公民館建設乃至施設確保を、新築にせよ、転用にせよ、併設にせよ目指したケー

スは多く、何らかの形で多くの公民館が拠点としての施設を指向した。1947 年 8 月末日

現在で学校等の施設に併設が約 40%、既存建物転用が約 55%、新築 5%という状況であっ

た863。 

次官通牒直後の座談会で、下村湖人は「公民館といへば地方では早速立派な建物を建て

なければ公民館にならないといふやうな考へ方が濃厚ぢやないかと思ふ864」と述べ、寺中

作雄が「公民館は館といふ言葉に囚はれて施設の面だけを強調すべきぢやないので、この

公民館にはその背後に町村民といふものが控へてゐる、この公民館には民主的自治的な精

神がこもつてゐる、施設と人と、それから精神との綜合された観念が公民館であると考へ

て頂きたいと思ひます。たゞ施設を立
た

てるといふことであれば、従来でも公会堂もありま

したし集会所もあつた、それらがともすれば蜘蛛の巣を張つたやうな形にあり図書館は埃

にまみれてゐる状態です865」と、空間だけが必要とされているのではない、と既存施設の

現状に言及しながら説明している。 

また、当時の公民館設置の解説書では、「長い間の習慣で、戦時中に盛に強いられた、あ

の精神道場風なものを連想する人もあるでせうし、また『館』とはやかた、旅館などと同

意義にして、まづ何よりも建物を建てねばならない、しかも新らしいものをと思ふかも知

                                                 
860 鎌田正･米山寅太郎『漢語林』大修館書店、1987、p.1107 
861 『事業概要』横浜方面館、1927、p.7 
862 郷土教育協会編『日本教育年鑑』1948 年版、日本書籍、p.176 
863 西崎前掲 p.50 
864 下村湖人発言、前掲「公民館の造り方在り方」p.4 
865 同 p.3 
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れません866」とされ、実際、石川県では「県の設置勧奨に際して市町村側は『公民館』を

建物と理解し、社会教育の運動として理解を得るのに相当の日時を必要とした867」という。 

 この点は国会でも取り上げられた。松澤兼人は質問で「公民館の問題は、どうも建物本

位になつておるのではないかということを伺うのであります。建物を建てることを勧奨し、

建物を中心として事業をすることを勧奨されておるように考えられる」と建物を意識せざ

るを得ない点を指摘し、これに対し柴沼直社会教育局長は「建物につきましては、何と申

しましても、建物は特殊なものがあつた方が確かに便利でございます。従つてこれに関与

する者はみな建物を欲しがるのでありまして、われわれもその気持には同感できる」が、

「精神的な活動だけをしておる町村が現にあるのであります。そういうことも、われわれ

の方の者が地方にまいりましたときは、実例を示して、建物が不便であつても、なおかつ

公民館の活動ができるということを指導させておる」と答弁している868。 

資材･資金がない状況下でも寺中乃至公民館構想が施設を通じた施策を発想していたこ

とは、従来以上に注目すべきである。戦後は戦前よりも営造物としての施設空間確保を指

向していたといえよう。 

 

５．「環境教育」の発現形態としての公民館 

 

寺中作雄は、公民館構想を世に示した「公民教育の振興と公民館の構想」と同じ1946年1

月に、「終戦後の公民教育と選挙」を発表している。その中で、公民教育は「相互教育」、「実

践教育」、「環境教育」の特徴を持つと述べた。 

上原直人は、この論文と、寺中の「人の集まる環境を教育的に施設すること、又教育的

施設に魅力をもたしめて自ら人の集まるような環境を作る」という見解に着目し、「環境教

育」の特徴･性質が「公民館という施設観念として発現し、それによって、あらたに『綜合

教育』という教育内容を示す特徴が前面に出てきたのではないか」と論じている869。上原

が取り上げ、指摘した「環境教育」に示唆を受け、これを手がかりに施設構想の面から考

察してみたい。 

 寺中は「終戦後の公民教育と選挙」で次のように述べている。 

 

「公民教育に適当なる環境とは何か、それは国民生活に於ける精神的且物質的余裕であ

る。われわれは私生活の余暇を単なる享楽や遊興の為に行使するだけの心構へが必要

であり、かゝる心構へを抱かせる様な施設と環境を持たねばならぬ。常住坐臥、われ

われの目に触れ耳に触れるものをして教養の糧たらしむる様に社会施設を改善する必

要がある事は勿論であり、かゝる文化的社会施設を通じて自然の公民教育が行はれね

ばならぬ。其の具体的計画案については別に稿を改めて考へて見たいと思ふ。870」 

                                                 
866 中村國雄編『公民館の造り方在り方』生活科学化協会、1946.11、p.17 
867 『石川県教育史』第 3 巻、石川県教育委員会、1977、p.787 

868 第 1 回国会衆議院「文教委員会議録」第 3 号、1947.7.24 

869 上原直人「寺中作雄の公民教育観と社会教育観の形成」『生涯学習･社会教育学研究』第 25

号、2000、pp.32-34、pp.37-38 
870 寺中作雄「終戦後の公民教育と選挙」『文部時報』1946.1、pp.15-16 
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 上原が指摘しているように、この「具体的計画案」が公民館構想である。寺中は「環境」

を物的施設設置によって具現化させようとした。 

 その後も彼は「環境教育」と施設としての公民館の関係について言及し続けた。1948

年 11 月に、「社会教育は環境教育たるべきである」とし、「社会教育においては、教育的

社会環境を作ることがその要諦である。一堂に人を集めて講演を聞かせるよりも、人の集

まる環境を教育的に施設すること、又教育的施設に魅力をもたしめて自ら人の集まるよう

な環境を作ることがまず必要である871」と述べ、講演などの社会教育の場としての施設空

間の必要からの施設論よりも、施設があることによって「人が集まる環境」が教育的に準

備されることを強調している。 

 1952 年に寺中は、図書館施策を論じるにあたって社会教育施設についてふれている。「私

が最近読んだ書物の中で、従来社会教育は社会教育施設中心でなく、青少年団と結び付い

て国家権力の側にのみ奉仕してきたという風なことが書かれていたのでありますが、この

点は社会教育の直接の責に当るものとして深く考えさせられた」とし、団体中心から戦後

変化した「社会教育施設中心の社会教育が、自主的で積極性があり、合理をめざす『近代

人』の確立を前提としていることを考えますときに、わが国の後進性と結び付いた『近代』

の問題を改めて考えさせられるのでありまして何かわが国での施設中心の社会教育にはそ

んな意味で悪循環がつきまとう」との認識を示している872。 

つまり施設は、施設を利用する自主性･積極性を有す「近代人」確立を前提とするが、「近

代人」確立が立ち遅れている日本で施設中心の社会教育を展開する、という「アポリアを

如何か
マ マ

にして解きほぐすかということが社会教育の一つの重大な問題である」との認識で

ある。 

 

「凡そ教育とは自然的環境と社会的環境とのうえで、生得的な人間の素質を、自然的と

社会的との環境え
マ マ

の人間的営みであるとするならば、社会的環境の整備は、緊急の問

題でありまして、特に社会教育の側に即していえば社会教育施設の整備拡充充実はわ

が国の事情が事情であるだけに、一層の緊急性をもつ873」 

 

ここで用いている「生得的性質」、「自然的環境」、「社会的環境」概念は、1949 年 3 月

に発表された宮原誠一の論文「教育の本質」によっている874。宮原論文が発表された 1949

年 3 月現在、寺中は社会教育課長であった（1945 月 11 月 22 日 公民教育課長兼調査課長

                                                 
871 寺中前掲「社会教育の方向」pp.122-123 
872 寺中前掲「図書館と社会教育」p.6。同論考で寺中は、「戦後館界待望の図書館法の制定をみ

ましたが、社会教育全般のうえからは、図書館は何かエァポケットになつたかの感を卒
ママ

直にい

つて私は抱くのでありまして、社会教育施設と機関との関連のもとに図書館が現在私に抱かせ

るエァポケットの感を解消する方向に、図書館の存在を真剣に考えて、欧米諸国が図書館中心

の社会教育を展開している現状に、わが国の図書館も複雑な社会事情を調整しながら、近付け

たいと考えるのであります」と、補助金が僅少な図書館の整備方針を表明しているが、依然と

して公民館中心の施設整備がなされていた。 
873 同 
874 宮原誠一「教育の本質」『教育と社会』全日本社会教育連合会、1949.3 
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着任～1949 年 5 月 31 日 社会教育課長退任。1945 年 11 月末からは宮原が調査課長）。寺

中においては、「社会的環境」とは具体的には「社会教育施設の整備拡充充実」ととらえら

れ、そしてそれは「緊急性の課題」であった。 

 1954 年に至っても、それまでの施設整備中心の社会教育行政について次のように振り返

っている。 

 

「社会教育は学校教育の傍系、あるいはその従属的分野ではないとの認識が高まった。

社会教育は本来自己教育であり、相互教育であり、また環境教育であって、国家はそ

れに適した豊かな社会教育環境を整備するために必要な援助、奨励、奉仕を為しとげ

るべきであるとする方向が漸次に確立した。政府自ら手を伸べて国民教育を担当、指

導するのではなく、政府或いは公機関は単に国民相互が自ら学ぶに必要な施設、設備、

資料、手段を提供することだけがその任務であるという認識に立ったのである。即ち

社会教育を前進させるために、政府は第一線から退いて、社会教育環境の整備、培養

に努めることになったのである。875」 

 

1947 年 3 月の教育基本法第 10 条で「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂

行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない」と、条件整備が謳

われる一方で、1949 年 6 月の社会教育法第 3 条では「社会教育の奨励に必要な施設の設

置及び運営」等の方法により「環境を醸成するように努めなければならない」と環境醸成

が行政の任務に規定された。社会教育行政において「環境」の語を以て責務とされたのは、

児童生徒が学校教育を受けることを前提にしてその条件整備を行おうとする発想と、「人が

集まる」施設的環境を醸成する「環境教育」認識があったのではなかろうか。 

 

 

第３節 農村の公民館 

１．都市と農村 

 

寺中作雄は公民館を町村＝農村の施設として構想した。彼は「公民館の設置は特に一般

町村を対象に考へ、大都市で既に図書館を有し公会堂博物館美術館を持ち、娯楽機関や啓

蒙宣伝機関を持つた所は、特に之らの機関の綜合されたものとしての公民館を置く必要は

ない」としている876。次官通牒も「都市で市立図書館、博物館、公会堂等のある所は、極

力之ら施設の固有機能を充実発揮せしむる様にし、特に別個の公民館の施設は必ずしも考

へる必要がない」とし、公民館構想は都市部を除くと明記している。 

寺中には、「文化国家建設の第一着手」を「先ず地方農村からすべきである」という意識

があった。その理由は、農村は「放置すれば都会人の営利観念と悖徳文化によって汚辱さ

れる危険にあり、万一世界平和の支柱であるべき農村に営利や復讐の呪うべき観念の萌芽

                                                 
875 寺中前掲「社会教育の前進」（p.295） 
876 寺中前掲「公民教育の振興と公民館の構想」。彼は「町村公民館の性格」（『教育と社会』

1946.8）でも構想の対象を「町村」としている。 
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が芽ばえては、遂に取り返しのつかぬ事態を引き起すこととなることを恐れる877」という

もので、戦前の都市－農村観と変わるところなく継承されている。都市を汚れたものとと

らえ、農村がその影響を受けて社会不安をもたらすという見方である。 

また、都市に公民館が不適乃至設置困難であることは、寺中に限らず指摘されている。

教育刷新委員会では、戸田貞三が「公民館と云うものは、大体町村向のものだ。都会には

こんなものは駄目だ」と主張している878。次官通牒直後の 1946 年 8 月の座談会では、都

市住民に対する見方は相当の観察･体験に基いて示されている。下村湖人は「都会地では中

産以下の人たちには隣保といつた観念が情操的に自然にできてゐると思ひます。ところが

インテリ層は職能の社会では相当興味を持つてゐても、地域社会ではなるべくはなれてゐ

たい、面合臭いといつた感じが濃厚で、地域協同体を作るのに一番邪魔になつてゐます。

これを何とか打破したい」と述べ、寺中は「協同組合の理論だとか必要だといふことはイ

ンテリだけにすぐわかるが、やつてみるとつまらぬ感情問題が入つて、すぐ壊してしまふ。

あれはどういふ風にすればいゝんでせうか、日本人の狭い気持は。879」と述べ、階層や職

域･地域ごとの現状把握を示して都市公民館設置の困難を嘆いている。 

寺中の「都会では設備ができてゐても行けない人は行けない」という発言に対して、村

岡花子（生活科学化協会理事）が、「都会にも田舎がある、取り残されてゐる人が沢山ある

んだといふことを社会教育の面からどうしても教へなければならぬと思ひます880」と述べ、

都市社会教育を視野の外におくことの問題点を指摘している。 

都市は度外視されたわけではなく、寺中は都市公民館設置について「市民の公民啓発機

関としての独立の公民館を持たしめる事については市の自治に委せて置いてよい881」とも

述べている。また、次官通牒は都市部の「図書館、博物館、公会堂等に於て其の附帯事業

として図書資材の貸出を行ひ又各種の会合を開催し努めて公民館的な経営を行ふことにつ

いては、大いに考慮すること」や、「図書館等がある都市でも、別に町内単位で公民館を作

る要望と財政力があれば大いに之を促進すること」を付記しており、都市部の公民館設置

を全て否定してはいなかった。 

実際の展開をみると、都市部の公民館設置は進まず量的展開をみせなかった。それでも、

『東京都政概要』は 1951 年度の公民館事業実績から「公民館の多彩な活動の大衆浸透性

が意外に大きい」と着目しているし882、翌年度の事業実績でも、地域人口の 3 倍に達する

「事業動員数」をみせる東京の公民館を、「都も一市町村一館の理想の下に設置勧奨につと

めている」としている。しかし、実際の設置は「まことに遅々たるもの」で、特に区部で

の普及率は低かった。その理由に「公民館が当初農山漁村の施設として発足し、都市にお

ける社会教育施設として研究が不備であつたためと、都のもつ極度の大都市的性格」が挙

げられている883。 

                                                 
877 寺中前掲「文化国家建設と公民館」（pp.261-262） 
878 「教育刷新委員会第七特別委員会第十六回議事速記録」1948.2.27（前掲『教育刷新委員会

教育刷新審議会会議録』第 9 巻、p.109） 
879 寺中作雄発言、前掲「公民館の造り方在り方」p.9 
880 村岡花子発言、同 p.8 
881 寺中前掲「公民教育の振興と公民館の構想」 
882 『東京都政概要』昭和二七年版、東京都、p.213 
883 『都政十年史』東京都、1954、p.490 
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遅れて進められ始めた都市公民館については、1950 年になって鈴木健次郎が「従前から

の公会堂の運営」への反省から求める都市公民館像を描いている。その反省とは、都市公

会堂が「単なる集会場として月に数回利用されるだけに終わっている」ことである。都市

では「市民の日常の用を充す集会場一つ容易に確保できない実情」があり、公会堂は「漠

然と市民一般を対象とする大集会式の運営が中心」なのである。ほかの娯楽施設には「根

底を流れる企業性」があり、「親しみやすい集会場」「文化施設」としての公民館の必要が

説かれている。 

彼によると、公民館には 3 つの要素が不可欠であって、それは①「常住的な文化環境と

しての公民館」、②「あらゆる文化機能を総合的に運営していく拠点としての公民館」、③

「日常の用をみたす集会所としての公民館」である。特に都市社会は、人間関係や社会関

係が「複雑で異質的な構造を持つだけに、いわゆる隣
、

なき
、 、

社会
、 、

」であるとの認識が示され、

「日常」的に集会できる「常住的」で「総合的」な施設としての都市公民館像が構想され

ている。アメリカのコミュニティセンターを挙げながら、「できるだけ接触の機会を頻繁に

しお互が何等の打算もなく交り得る近隣社会をつくり上げ、失われた
、 、 、 、

地域性
、 、 、

を回復し」、「市

民の現実の必要」や「生活の必要をみたし合う」都市における公民館が謳われた。つまり、

集会、娯楽、社交の機能をもち、日常的に地域で生活現実に根ざした総合性をもって展開

する都市公民館像である。鈴木はそうした性格をもつ施設モデルについて、都市公民館が

「隣保館、民生館の如き性格を強く持つことを力説しなければならぬ」と述べた。 

 

２．部落単位の公民館分館 

 

（１）長野長広答弁と竹下豊次 

上田幸夫は、農村公会堂は本館の転用併設先にはならず、分館施設提供の位置を占める

と推測している884。上野景三は、青年団の青年倶楽部･青年会館が「戦後公民館の実質的

基盤となったと推定」している885。行政の構想時の青年学校等への着目とあわせて、青年

教育施設や農村公会堂が社会教育施設として着目される背景と具体的実態の解明が求めら

れている。ここでは、第 7 章で検討した農村公会堂と公民館分館の関係を中心に、戦後初

期の動きをみてみたい。 

次官通牒は、「公民館は町村に各一ヶ所設ける外、出来得れば各部落に適当な建物を見付

けて分館を設ける」と、町村単位の本館設置と同時に部落ごとの分館設置を描いていた。

次官通牒の翌月（1946 年 8 月）の文部政務次官･長野長広の国会答弁を見てみよう。 

 

「全国約三十万モアリマス所ノ市町村ノ部落、即チ今日デ申シマスト、一常会ヲ範囲ト

スル社会教育、及ビ市町村ヲ単位トスル社会教育ト云フ風ニ考ヘネバナラヌ〔中略〕

公会堂ナリ或ハ寺院或ハ神社等ノ建物ヲ利用シテ常会等ガ行ハレテ居リマスガ、ソレ

                                                 
884 上田前掲 pp.58-62 
885 上野景三「青年倶楽部の思想と実践」新海英行編『現代社会教育史論』日本図書センター、

2002、p.157、同「青少年教育施設の変遷と課題」『子ども･若者と社会教育』東洋館出版社、

2002、p.41 
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等ガ茲ニ考ヘテ居リマス所ノ公民館ト云フ名称ヲ以テ掩ハレルモノデゴザイマス886」 

公民館職員配置への言及がないため、戦後の彼の施設職員観や施設駐在制度（第 8 章）

の継承関係の有無は不明だが、既に 1920 年代に部落ごとに部落公堂を設置する実践を行

ってきた長野は、部落規模のエリアに設置されるイメージを結んでいた。 

教育刷新委員でもあった貴族院議員･竹下豊次（無所属、のち参議院･緑風会）も、1946

年 12 月の貴族院予算委員会において「貧弱なる町村で新たに公民館と云ふ建物を建設す

ると云ふやうなことは殆ど不可能」と指摘した上で、「部落にはそれぞれ大抵の田舎に小さ

いながらも公会堂と云ふものが出来て居」るので、「部落常会と云ふものを活用することが

最も便利」、「生活改善をするとか、其の他の社会教育的の考慮を廻らして其の部落の集り

を活用」することを提案した。長野同様、既設の農村公会堂活用をイメージしている887。 

長野や竹下においては、社会教育乃至公民館の最小単位は常会単位をも含むものであっ

た。「一常会ヲ範囲トスル社会教育」をイメージし、部落を対象エリアとする像を描いた背

景には、それだけ農村公会堂が一定程度普及していた実態や、戦前の長野自身の実践があ

ることが推察される。 

竹下の質問に対し田中耕太郎文相は「市町村別の公民館と云ふことに甘んぜず、社会教

育の浸透の意味に於きまして、部落の方面にも働き掛け」たいと答弁した。実際、敗戦直

後は常会町内会を公民啓発運動や新憲法精神普及活動で利用していた。「社会教育振興ニ関

スル件」（1945 年 11 月 6 日）で「町内会、部落会ノ常会ヲシテ社会教育ノ場タラシムル」

とし、「一般壮年層ニ対スル社会教育実施要領ニ関スル件」（同 13 日）で「地域的ニハ部

落常会又ハ町内常会等ヲ活用」するとし、また、「総選挙ニ対処ス

ベキ公民啓発運動実施細目ニ関スル件」（同 12 月 4 日）では「各

部落（町内会、隣組）ニ於ケル公民教育ノ徹底ヲ期シ」て「公民

の集ひ」を開設する、というように、学校開放と並んで部落単位、

町会単位への着目がみられた888。 

しかし、文相答弁の 1 ヶ月後の 1947 年 1 月に「部落会町内会

整備要領」が廃止され、旧町内会温存のための施設利用に対する

ネルソンの反対もあり889、部落会、常会町内会を活用する途が断

たれた。 

 

（２）農村公会堂の分館化 

ただ、組織としての常会が廃止されても、その財産としての農

村公会堂を公民館として活用しようとする動きはあった。財政事

情等から公民館を新設できないため、分館の転用先に公会堂や青

年倶楽部は引き続き着目され、分館との関係が深かったのではなかろうか。 

公民館数のデータは調査によって数値が異なるが、1950 年代に 2 万超の分館があった

                                                 
886 「第九十回帝国議会衆議院生活保護法案委員会議録（速記）第九回」1946.8.8、pp.101-102 
887 「第九十一回帝国議会貴族院予算委員会議事速記録」第 3 号 1946.12.22、p.2 
888 前掲『終戦教育事務処理提要』第 1 輯、1945.11、pp.166-182 
889 新海英行･大田高輝「占領下社会教育政策と初期公民館構想」日本社会教育学会編『現代公

民館の創造』東洋館出版社、1999、pp.142-143 

【表１１-３】 

公民館分館数 

年 月 分館数 

1951.5 16,585 

1953.5 26,241 

1954.5 27,821 

1955.3 28,525 

1955.9 27,366 

1957.4 26,257 

1958.4 26,551 

『社会教育 10 年の歩み』 

文部省社会教育局、1959、

p.180 
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ことは共通している【表１１－３】。 

1953 年には、全国町村の公民館分館 24,906 館のうち 17,996 館が「町村いずれも属さ

ないもの」で、72.3%（全国の本館分館総数の 52.5%）を占める890。これらは部落の公会

堂や青年倶楽部を指すと考えられ、相当規模の物的基盤があったことを物語っている。農

村公会堂の戦前戦後の接続･継承については、各地域の個別研究の蓄積が必要であるが、こ

うしたデータからも農村公会堂の戦後公民館に占める位置の大きさが推し量れる。 

農村公会堂の分館化は容易ではなかった。例えば山形県十
い

六合
ざ あ い

村の区公会堂の分館化提

案に対して、所有権を失う懸念と「公会堂は部落で苦心惨憺して建てたものだ、それを今

更公民館などと名称を変えては苦労した先輩にすまない。それに分館ということになれば

所有権は町のものになってしまいはしないか」という反対があった891。 

教育刷新委員会においても、1948 年に関口泰が「私のところで、北鎌倉に一つ公会堂が

ある。それを公民館にしようという場合に、それを町に寄附しなければなれ
マ マ

ないというよ

うなことで、何か行き悩んでおる。部落として公民館はやれないというようなことで、ご

たごたしておる。そういう所が外にもあるのじゃないか」あるいは、「私が神奈川の□
ツ

□
ク

□
イ

〔ママ。津久井か？〕で聞いたのでは、青年団がそういうことをやって、青年館という名

前でしたか持っておりました。それを公民館にしようとしておるようでした。それがやは

り青年団が持っておるわけに行かないで、町が持たなければ公民館になれないというので、

公民館にならずにいる例がありました。それなんかも部落のものということになればすぐ

話がつくらしい」と、地域既存施設の公民館分館化の困難を紹介している892。 

戦前の農村施設建設の困難に照らせば、部落や区ごとに建設された公会堂を名称変更す

ることへの抵抗感や、自治体主導の公民館傘下に入ることへの不安は当然だったといえよ

う。 

それでも各地で部落単位の分館設置が進んだ。展開例をいくつかみてみよう。 

長野県中野町の公民館本館は 1946 年 11 月に「青年学校の修練道場」に設置されたが、

その前から各部落の公会堂を利用して討論会が行われ、「区が十一部落に分れているのでそ

れを公民館分館として発足」した893。 

山形県教育委員会田川教育出張所の分析（1948 年 12 月）によると、同県では公民館設

置促進が「極めて遅々としている」ため「公民館運動不振の原因」をまとめ、その第 2 点

目に「設置したいが建物がない」を挙げた。その克服のための町村長宛ての行政指導では、

「殆どの町村には公会堂、集会所、作業所等転用できる建物がある」「新しい建物のみが公

民館ではない。町村唯一の公民館よりも、活発な部落公民館の活動こそ、当地方の現段階

に望ましい」と示している894。  

広島県雄鹿原村でも「各部落ごとに集会所というものが一つづつありました〔中略〕そ

れを部落の公民館にかんばんをかけ替えようじやないか」と農村公会堂を公民館にした。

                                                 
890 文部省「全国公民館設置状況」『公民館月報』1953.11、p.8 
891 須藤克三『村の公民館』農村新書 14、新評論社、1956、pp.86-89 
892 「教育刷新委員会第七特別委員会 第十六回議事速記録」1948.2.27（前掲『教育刷新委員

会 教育刷新審議会会議録』第 9 巻、p.107、p.109） 
893 「表彰された公民館」『教育と社会』1949.2、p.57 
894 佐藤源治『占領下の山形県教育史』占領下の山形県教育史出版協賛会、1980、p.591 
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後に村が中心に「一つ相当のものを建てなければいかん」ということになり、本館が建設

された895。 

兵庫県日高町では、本館は青年学校廃校に伴って校舎を転用したが、「部落が十六あつて

その部落に公会堂が一つづ
マ マ

つあるので、それを分館にし」たという896。 

1947 年に文部視学官･駒田錦一は熊本県を農村実態調査し、「若者組といつた風習がまだ

残つてゐる。各部落部落にクラブ、俗に寝小屋といふものがあり〔中略〕充分公民館の母

体となる897」と青年倶楽部に着目している898。後の共同研究でも「『部落』が社会生活の

基礎単位をなしているという前提899」を指摘している。 

熊本県内の農村公会堂や青年倶楽部の量的展開は、他県に比して著しい。熊本県では

1946 年 9 月 19 日に県内務部長発で「公民館設置運営要綱」が出された。1954 年の熊本

県内の村の分館数は 1,675 で全国一を数え900、翌年の県内全市町村の分館数は 2,167 で、

福岡（2,733）、長野（2,700）に次いで多い901。 

熊本市では 1951 年まで公民館はなく、旧熊本市内エリアでの社会教育事業の会場は、

県立女子高等学校や小学校の講堂があてられており、財政難のもと戦災学校復興と新制中

学校設置が優先だった（熊本市の社会教育費の計上は 1949 年度、公民館費の計上は 1950

年度から）902。一方、1931 年～1940 年に熊本市に合併された近郊農村部の旧町村エリア

には農村公会堂があったため、戦前の養成所実習地だった健軍･画図
え ず

などのそれを 1952 年

に最初の分館にした。公堂･農村公会堂の戦後への継承といえ、戦前の施設展開が戦後の分

館の基盤になったと考えられる903。 

 

（３）「部落根性」と消極的な分館設置姿勢 

一方で、部落単位の分館の展開に慎重な姿勢が文部省にみられた。先述の教育刷新委員

会での関口発言や「部落の〔公会堂〕は、分館にしなければいかんのですか」という発言

を受けて、戸田貞三は部落の公会堂を「部落有のものとして、それをその町なり村の、一

                                                 
895 「表彰された公民館･続」同 1949.3、p.49 
896 同 p.50 
897 「農山漁村はどう動きつつあるか」『教育と社会』1947.1、p.21 
898 静岡県西浦村平沢区に同様の事例がある（山崎祐子「青年団による公民館結婚式」田中宣

一編著『暮らしの革命』農山漁村文化協会、2011）。 
899 駒田錦一･矢野峻･吉田禎吾･小林文人「都市近郊農村における小集団活動の展開」『九州大

学教育学部紀要 教育学部門』第 8 号、1961 
900 「昭和 29 年度全国公民館設置状況」小和田武紀編『公民館図説』岩崎書店、1954、p.33

（復刻版、全国公民館連合会、2008） 
901 片岡了「政策史」日本公民館学会編『公民館コミュニティ施設ハンドブック』エイデル研

究所、2006、p.462（典拠･文部科学省『社会教育調査報告書』） 
902 『熊本市戦後教育史』資料編、熊本市教育委員会、1994、pp.275-281 
903 『熊本市戦後教育史』通史編Ⅰ、熊本市教育委員会、1994、pp.169-170、pp.248-250、p.287。

合併による熊本市域の拡大に伴って、近郊農村の農村公会堂等の公民館分館化が進み、1960

年には本館 1、分館 36 となった。熊本市では自治公民館を「地域公民館」と呼び、社会教育行

政も市立公民館設置とともにその拡充･活用を図った。地域公民館は、1988 年には 266 館（健

軍が位置するエリア内は 31 館）、現在では 439 館を数え、増加傾向にある。前掲『熊本市戦後

教育史』通史編Ⅰ p.530、「市立公民館、地域公民館の分布図」熊本市教育委員会、1988（前

掲『熊本市戦後教育史』資料編 p.1005、pp.1006-1009）、山城千秋「公民館 実践の動向⑥九
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つの分館として行く」と見解を示したが、その際、文部省の深見吉之助事務官は、「公民館

は村中心で、共同生活なり、社会訓練なりを受けるというので、もしそれが部落部落にで

きると、かえって今までの部落根性というものが助成されるだけで、それをなくしてしま

って、村全体で融合させようというのが、公民館提唱の一つの狙い所でもあるのでありま

す」、「農村部では先に〔本館を〕拵えて行って分館ができて行く」と述べ904、村単位の公

民館本館設置を優先し、分館設置には消極的であったことがうかがえる。 

次官通牒を発した直後、寺中は公民館設置運動が「部落から盛り上つてくることは必要

ですが、あまり部落にばかり力を入れると部落根性になりがちですが、やはり結集の基準

は町村におくといふやうな行き方がよいのではなからうかと思う905」と述べている。 

戸田貞三も「部落の中に又公民館ができる場合もあるだろう。併しそれは何々町の公民

館の分館として使うのであって、一つの町としては一つの公民館、一つの村には一つの公

民館、あとは分館、こういうふうにすることが運営上非常によく行くだろう。そうしない

というと、各部落毎に争いがあっても困るから、それで一つの村が纏まって社会教育のた

めに皆熱心になるようにするためには、一つの村全体を一区域とする一つの公民館を作る

906」と、部落中心より町村中心の公民館を優先している。 

 第 7章でみたように、そもそも日露戦後･地方改良運動期以来の日本の地域統合政策は、

部落･農村共同体の解体を企図しながら、交通手段が未発達で農村共同体の圏域が狭かった

ことを背景に、現場では部落単位でのきめ細かい働きかけを必要としていた。ある内務官

僚は、地方改良運動で行われた「部落有財産の統一ということは、一つは部落根性をなく

しよう。町村は一町村として固まらなければいけない」、「一町村を真にたらしむる為にお

互の反目の原因となる部落根性を打破して行こう」という意識で政策遂行にあたったと回

顧している907。 

公民館施策においても、農村部落ごとの公民館･分館よりもむしろ村全体をエリアとする

公民館が優先された。文部省は当初は本館中心に考えていたといえよう。 

 

（４）分館中心主義 

しかし、「はじめ一市町村一公民館といった考えのもとに進捗した公民館の建設も〔中略〕

昭和二十四年度中頃から分館
、 、

中心
、 、

主義
、 、

の運営がみられるようにな」り908、社会教育法制定

後の 1950 年には全国に約 15,000、翌年には 16,585 の分館が設置されていた909。公民館

施策においても、町村中心という施策側の意図にかかわらず、部落単位の分館設置が重視

                                                                                                                                               
州･沖縄」『日本公民館学会年報』第 6 号、2009、pp.142-144 
904 深見吉之助文部事務官発言「教育刷新委員会第七特別委員会 第十六回議事速記録」

1948.2.27（前掲『教育刷新委員会 教育刷新審議会会議録』第 9 巻、pp.109-110） 
905 寺中作雄発言、前掲「公民館の造り方在り方」p.5 
906 戸田貞三発言「教育刷新委員会第六十四回総会議事速記録」1948.4.9（前掲『教育刷新委員

会 教育刷新審議会会議録』第 4 巻、p.5） 
907 「昭和三八年六月一四日 香坂昌康氏談話速記録」『内政史研究資料』第 3 集、内政史研究

会、1964 
908 鈴木健次郎「分館の当面する諸問題」『公民館月報』第 32 号、1951（同『公民館運営の理

論と実際』社会教育連合会、1951、p.262 
909 『社会教育 10 年の歩み』 文部省社会教育局、1959、p.180 
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されることになる。 

鈴木健次郎は、公民館は「部落聚落が単位にならなければならない」としたが、同時に

分館施設は「公民館の本質的発展を考えて建築されたものは極めて少ない。多くの場合、

既存建物の転用であるために、古い施設にまつわりついている惰性が清算し切れず」、運営

も「部落根性に裏付けられて、分館運営の孤立化を導く傾向に陥」りやすい、とも指摘し

ている910。 

1950 年代の「昭和の大合併」期には分館は 27,000 前後の規模を維持するが、合併に伴

う旧町村本館の分館化も考えられ911、占領期の部落単位の公民館分館研究が待たれる。 

町村合併促進法が 3 年間の時限立法で成立し（1953 年 9 月）、1947 年に 9,895 あった

町村が 1956 年には 3,743 に減少した（市町村全体で 1947 年 10,504 → 1958 年 3,701）。

市町村全体で 1953 年 5 月に 7,973 館あった本館は、1957 年に 507 館減少して 7,466 館と

なったが、分館は 26,241 館から 16 館微増して 26,257 館、公民館全体 33,731 館の 77.8%

を占めた912。 

合併前の村のエリアは、概ね現在の中学校区エリアにあたる。さらに部落単位に分館を

設置すると、相当きめ細かい施設配置となる。これが合併によって旧町村が分館の単位と

なり、地域住民の生活圏域から地理的距離が離れることになった。合併による行政単位拡

大は、地域基盤･単位の変化をもたらし、公民館のエリアの変化を招いた。それでも、1953

年現在の小学校数 26,352 校、中学校 12,920 校という配置規模に比して、公民館分館が 2

万 6 千館の横ばいの規模であった事実は、初期公民館の地域基盤を考える上で重要だとい

える。 

 

公民館構想は施策化の過程で、ネルソンらの指導で民衆自身の手による社会教育の民主

的展開を指向していったし、展開の場面では、地域によっては現場での設立･運動の過程で

民主的な運営が模索されていた。従来の研究では、物的施設の側面は重要視されてこなか

ったが、本章では施設の観点から公民館の登場を改めて検討した。 

公民館施策の契機となり推進力となった寺中構想は、戦前の選挙粛正運動を源とする公

民教育や学校批判を起点としていた。また、施策化前から人々が「打ち集う」空間として、

「環境教育」を具現する空間として、営造物施設をも指向していた。寺中の構想は施策に

も反映され、特に農村が創設の場として想定された。「部落根性」への警戒から、施策レベ

ルでは町村単位の公民館設立が優先されたが、展開のレベルでは部落ごとの既存の農村公

会堂が、公民館分館の設置場所となる例も多く、1949 年ごろからは現場では分館中心主義

が叫ばれるなど、部落ごとの施設設置の量的展開をみた。 

青年学校など青年教育施設と図書館の統合化、町村（農村）中心設置の特徴、都市への

態度など、本章でみた公民館設置をめぐる構想･議論と展開は、戦前と類似･共通点が多い。

戦前の施設による施策展開を図ろうとする発想形式の特徴･萌芽を継承し、さらに積極的な

施策推進が文部省の公民館施策においてなされたといえよう。 

 

                                                 
910 鈴木前掲（pp.261-267） 
911 片岡前掲 pp.78-79 
912 同 
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第１２章 初期公民館と社会事業の関係 

 

 

 

はじめに 

 

初期公民館と社会事業の関係について、社会教育史研究でさまざまな研究者がこれまで

に言及してきた。 

千野陽一は、初期公民館の性格を ①生産復興･生活向上、②失業救済･生活安定、③文化･

教養活動を中心内容とする 3 タイプに分類している。生活要求と事業が響き合う側面が着

目され、福祉法制等が「未整備の当時にあっては、公民館にその役割をもとめざるをえな

かった」と推察した913。社会事業と関わる事業は主に②であろう。 

小林文人は、教養･文化中心の活動と並んで、①生産復興型、②自治振興（行政滲透）型、

③生活福祉型の初期公民館事業を挙げ、特に③が「社会福祉関係事業まで含んで広く期待」

され、多彩に実施されたことに注目している914。そして、「社会福祉的事業の事例は、公

民館が教育あるいは文化に関する事業にせまく限定されるのでなく、地域ないし住民の福

祉･労働･医療など生活全般にかかわる切実な諸課題にトータルに取り組む姿勢を先駆的に

教えている。その基礎には、地域に生きる人びとすべての人権、とりわけ『健康で文化的

な最低限の生活を営む権利』（憲法二五条）を含めての生存権の保障にかかわって公民館も

また一定の役割を果たすべきだという権利認識をみることができよう」と評価した915。 

生活保護法との関連政策や優良公民館例を挙げることで、先行研究は初期公民館に対し

一定の評価を与えてきた。背景には、生活課題･社会問題に切り込むべき現代公民館への期

待や問題意識があると思われる。 

大橋謙策は、同様の問題意識を強く持ちつつも、初期公民館の「社会福祉との関わりは

そんなに多くない」、「社会福祉行政サイドでは意識されない」とみている916。大橋は、「戦

前のセツルメントの中心は隣保館で、その役割を公民館が担えないかと考え」、職員論でも

提起した。また、「公民館が文化教養に傾斜することにより、地域住民の生活ニードに結び

つかない」ため、「社会福祉の増進に寄与する」公民館の目的が「死文としか位置づかない

のだろうか」と問い、公民館構想が「社会教育法にくみ込まれる過程での変容」が社会事

業的事業減少の背景だと指摘した917。 

                                                 
913 千野陽一「初期公民館活動の性格」小川利夫編『現代公民館論』東洋館出版社、1965（千

野『現代社会教育論』新評論、1976、pp.135-147） 
914 小林文人「公民館の制度と活動」『日本近代教育百年史』第 8 巻、国立教育研究所、1974、

pp.901-903 
915 小林文人『公民館の再発見』国土社、1988、pp.23-24 
916 大橋謙策「地域福祉と社会教育の相乗効果と課題」日本社会教育学会編『現代的人権と社

会教育の価値』東洋館出版社、2004、p.200 
917 大橋謙策「社会教育法制と社会事業」吉田昇編『社会教育法の成立と展開』東洋館出版社、

1971、同「地域福祉施設･コミュニティオーガニゼィション･公民館」『月刊社会教育』1973.9、
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辻浩は、初期公民館が「理念的にも、実態的にも、法的にも、社会福祉とかかわりをも

つものとして広がっていった」ととらえ918、また、「社会教育と社会福祉の連携が必要だ

からといって、両者を無限定に統合するのは危険である」として、「歴史的に形成されてき

た社会教育と社会福祉の固有の役割に目を向ける必要」を指摘している919。 

このように、先行研究は公民館事業に占める社会事業の位置に光をあててきたが、両者

の歴史的関係についてはさらなる実証的な解明が待たれている。 

戦前、社会教化は社会事業の積極面とされてきたが、社会教育行政は学校教育や内務行

政から集中･独立した歴史がある920。戦後、社会事業との関係を初期公民館は積極的に結

び得たのだろうか。公民館の歴史的イメージが農村公会堂や市民館･隣保館に求められる以

上、これらが戦後公民館といかなる接続関係にあったかも問われることになる921。都市と

農村の両岸から交錯して再編成され始めた社会事業･隣保事業的施設像は、戦後公民館に継

承されたのだろうか。構想と展開それぞれにおいて社会事業をどう位置づけていたのか。 

本論では、教育福祉の問題意識から社会事業（特に授産事業）に考察対象を限定し、公

民館構想発表から社会教育法制定、社会福祉法制整備を経る 1950 年代までを視野に、初

期公民館と社会事業･社会福祉の関係を、主として構想･政策面の議論から考察する922。 

初期公民館には、その総合的な性格ゆえに社会事業だけでなく、公民教育、青年教育等

の側面もある。そのため、現代の問題意識に応じた角度からアプローチすることが可能だ

ろう。学校との関係や GHQ の占領政策など検討すべき要素もあり、本章で検討対象とす

る社会事業的事業は初期公民館の多面性の一部に過ぎない。しかし、「万能」「総合」「よろ

ず屋」とで形容される初期公民館像の把握からさらに踏み込む一契機となるであろう。 

 

 

第 1節 公民館事業と社会事業との関係構築の可能性 

１．「工場」としての公民館 

 

1948 年に井内慶次郎は戦災による「国民経済生活の深刻化は、いわゆる要保護者と一般

国民との限界を著しく不明瞭にし」た、と窮乏の広範化を指摘している923。敗戦後の生活

                                                                                                                                               
「軌跡」『月刊ケアマネジメント』2007.1、p.58、同「公民館職員の原点を問う」『月刊社会教

育』1984.6。佐藤進の反論「『原点』を問われている立場から」（同 1984.8）があるが、大橋は

公民館には「実際生活がない」、「公民館主事には期待できない」との状況把握から、論争は「不

毛の論議だからやりたくない」としている（前掲「軌跡」p.58、大橋･宮城孝･田中英樹「鼎談 大

橋地域福祉論」『コミュニティソーシャルワーク』1 号、2008.5、p.93）。 
918 辻浩「教育福祉と福祉のまちづくり」『月刊社会教育』2013.8、p.5 
919 辻浩「社会福祉と社会教育法」『社会教育法を読む』社会教育推進全国協議会、2003、p.128 
920 橋口菊「国民教育の再編成と社会教育行政確立に関する一考察」『教育学研究』第 27 巻第 3

号、1960 
921 小川利夫「歴史的イメージとしての公民館」前掲『現代公民館論』、田所祐史「戦前におけ

る農村公会堂の構想と展開」『日本社会教育学会紀要』No.49-2、2013 
922 本章では吉田久一の見解（『新･日本社会事業の歴史』勁草書房、2004、p.293）に従い、原

則として社会事業と表記する。 
923 井内慶次郎「授産場の問題」『教育と社会』1948.5、p.56 
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難は深刻を極め、引揚･復員者増に伴い 1947 年、1948 年には 460～608 万人（人口の 5.4

～7.4%）が旧生活保護法に基く保護を受けていた924。1945 年末には「生活困窮者緊急生

活援護要綱」が閣議決定され、授産施設等が生業の指導･斡旋を行うとされた。 

公民館はこうした状況下で生まれたわけだが、1946 年 4 月に公民館構想を初めて紹介

した記事が「公の工場」、「よろづ相談所」と報じたように925、困窮者増に即した生産･生

活復興に関わる施設像が認められる。 

また、公民館施策を待たずに類似施設が生まれている。公民館設置の文部次官通牒直前

の 1946 年 5 月に、東京都牛込区では社会館 4 館（津久戸社会館、市谷社会館、早稲田社

会館、仲之社会館）が設置された926。区長が「相当の熱意」を持ち「牛込区内の有識者が

非常にこれを協賛し、委員会を作つて盛んに活動」し、「ミシンも十六台備えつけて、実質

的には社会館が公民館の機能」を持っていた。翌 1947 年 3 月の新宿区発足後、区内公民

館 4 館は「社会教育あるいは社会事業的ないろいろの活動をつず
マ マ

けております。ただ遺憾

なこと〔には〕これら四つの公民館は終戦後相当の活動をしておりましたが、最近あまり

活発でないような状態」だったという927。 

 その後、1951 年 5 月に旧牛込区役所（牛込公会堂）に新宿生活館（館長･塚本哲）が設

置された。授産場、ミシン、公益質屋、簡易洗濯所、理容室、保護室、児童図書、結婚式

場、内職指導などの施設設備、事業が位置づけられ、「生活相談及び指導」「教化厚生」「児

童保護事業」「経済保護」を展開した928。 

第 1 次吉田内閣（1946 年 5 月発足）の文部政務次官･長野長広（進歩党･第 8 章参照）

は、1946 年 6 月ごろ新潟県小千谷町の「公民館工場」を視察している。小千谷では文部

次官通牒前の段階から、車庫、乾繭所の廃屋、納屋などをミシンによる衣服修繕、藁工品

製作の工場にしていた。小千谷公民館長によると、長野は文部省予算から 100 万円の補助

を約したが果たすことはなかった929。 

佐藤得二社会教育局長が 4 月の講演で「地方産業のリンクの一つとして何か小さい工場

を附設してやつて見たらどうか930」と述べているように、公民教育だけでなく授産事業等

を行う「工場」施設をヒントに、生活問題解決を目指す公民館像が描かれ始めたわけで、

文部官僚はこうした事業を行うことに関心を抱いていたといえよう。 

 

 

 

                                                 
924 「生活保護実施状況調」（木村忠二郎『改正生活保護法の解説』時事通信社、1950、pp.181-182） 
925 「町に村に公民館」『朝日新聞』1946.4.29 
926 『全国公民館一覧表』文部省社会教育局社会教育課、1947.8.31 
927 『東京の公民館 30 年誌―基礎資料篇―』東京都公民館連絡協議会、1982、p.388、「討論会 公

民館」『教育と社会』1947.7、p.14、「都下における公民館の現状」同 1948.9、pp.40-41、p.46 
928 山城安太郎「全国公民館巡りの記」『公民館月報』1952.4、p.9、塚本哲「社会福祉と社会

教育」『月刊社会教育』1960.12 
929 広川利兵衛「公民館創始記」『新潟県公民館誌』新潟県公民館連絡協議会、1961、pp.108-110、

『小千谷市史』下巻、小千谷市、1967、pp.647-649。視察は次官着任の 6 月 4 日以降と考えら

れるが、5 月との記録もある（安原昇「公民館略年表」『月刊社会教育』1976.7、p.85）。 
930 佐藤得二「社会教育について」（1946.4 講演）『公民教育講座』第 1 輯、社会教育協会、1946、

p.38 
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２．社会事業をめぐる構想・施策・議論の諸相 

 

（１）寺中構想と文部次官通牒における社会事業 

文部次官通牒「公民館の設置運営について」は、CI&Eの社会教育担当官J･M･ネルソン

が着任するころには原案ができあがっていたようである。「文部省から出す文書は一部一句

もすべて司令部の承認をうけることになっていたので、公民館の通牒も勿論翻訳して司令

部に提出しなければならなかった。〔中略〕この人〔ネルソン〕が来た頃、通牒案は殆んど

その原案ができ上って居り、局議でも盛んに揉み上げた上、佐藤〔得二〕局長も私の書き

流した原案をそのまま承認して下さった931」という寺中作雄の回想によれば、1946年4月ご

ろには原案ができていたことになる。 

1946 年 7 月 5 日、 文部次官通牒「公民館の設置運営について」が発せられた（以下、

次官通牒）。 

次官通牒には「託児所、共同炊事場、共同作業所等の経営を指導」、「簡易な医学、衛生 

                                                 
931 寺中作雄「社会教育法制定の頃」『社会教育』1954.6（寺中『公日閑日』日本教育新聞社、

1956、p.291） 

文部次官通牒「公民館の設置運営について」1946 年 7 月 5 日（抄） 

 

……尚本件については内務省、大蔵省、商工省、農林省及厚生省に於て了解済であるこ

とを附記する。 

 

六、公民館の事業 

(5) 其の他の事業 

１ 上各部の活動の外下の事業も行ふこと。 

ニ 託児所、共同炊事場、共同作業所等の経営を指導すること。 

ホ 簡易な医学、衛生事業及其の指導をなすこと。 

３ 公民館に於ては農村又は其の他の社会事業、慈善事業団体の委託を受け又は之等と

緊密な連絡の下に之に協力する様な事業を行って差支へないこと。 

４ 公民館に於ては冠婚葬祭等に関する設備を充実し、町村民にも努めて之を利用せし

めるよう奨励すること。 

 

(6) 運営上の注意 

公民館の運営に付ては町村内に於ける各種文化団体、各種産業団体との協力連繋を保

つ必要があるのは勿論であるが、尚中央に於ける下の如き各種文化団体、産業関係諸団

体と緊密に連絡し其の協力を受けること。 

イ 財団法人社会教育連合会  ロ 恩賜財団母子愛育会  ハ 中央社会事業協会  

ニ 全国農業会  ホ 社団法人農山漁村文化協会  ヘ 大日本教育会  ト 財団法人

社会教育協会  チ 財団法人日本女子社会教育会  リ 財団法人農村青年協会  

ヌ 財団法人大日本生活協会 

（社会事業に関係する箇所のみ抜粋） 
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事業及其の指導」、「社会事業、慈善事業団体の委託を受け、又は之等と緊密な連絡の下に

之に協力する様な事業」が明記され、連絡協力を受けるべき団体に、筆頭の社会教育連合

会に続き母子愛育会、中央社会事業協会が提示され、社会事業を関連づける姿勢が明確に

なった。 

また、通牒内容について内務･大蔵･商工･農林･厚生各省が了解済と附記された932。既に

4 月に「内務省、農林省などでも尽力することになつて居」るとされ933、早い段階で他省

の了解を得ていた。 

文部省公民教育課長（のち社会教育課長）寺中作雄は、公民館構想を 1945 年 12 月の文

部省の局議で発表し、翌年 1 月の論文で世に問うたが934、この論文でも次官通牒直後発行

の論文でも社会事業への言及はなかった935。社会事業を公民館事業に含める意識は、最初

期は極めて希薄だったと思われる。彼においては戦前の選挙粛正運動から連なる公民教育

観が「社会教育観の基底部」にあり936、発想の起点であった。「『社会教育館』でいいじゃ

ないかということをいう人」もいたが、「公民館」という名称には「私的な気持ちから出て

いる面もあります」と回想しており937、公民教育への思い入れがうかがえる。 

しかし、後年彼は「厚生、福祉、労働、農林、商工、水産、建設等にまたがる行政指導

を社会教育に一本化して公民館の窓口で集約的に受入れる」方向に変えようとしたと回想

している938。また、学校教育に追随する「文部省的な社会教育でなくて、もっと地方自治

体の更生とか、産業の振興とかということを根拠にした設備と人を伴った社会教育」を指

向し、「そういう意味では、公民館は文部省の行政ではない。厚生省や産業省などが一つに

なって、地方自治に即して構成」しようとしたとも回想している939。次官通牒や旧生活保

護法制定（1946 年 9 月）までに、社会事業が他行政領域とともに次第に視野に入ってき

たのではなかろうか。 

ただ、社会事業部を「其の他の事業」に分類したように、社会事業と社会教育の積極的

な組織化･統一の方向性を示したとはいえない。寺中が初めて社会事業にふれたのは、おそ

らく 1946 年 12 月刊行の『公民館の建設』であろう。翌年の『公民館の経営』最末尾の数

頁には「社会事業と保健施設――その他の事業」があてられ、「特に授産所は困窮者に家内

工業その他適当な職業技術を与える施設で、要保護者更生の第一歩であり、生活相談所と

共に公民館の担当すべき重要な任務の一つ」とされていた940。寺中における社会事業を行

う施設イメージは、古木弘造が着目したそれと重なる（第 9 章第 3 節）。寺中が挙げた事

                                                 
932 大橋謙策は次官通牒の附記に着目し、積極的社会事業が文部省に移管される可能性につい

て仮説を示している（「『社会事業』の復権とコミュニティーソーシャルワーク」『日本社会事業

大学研究紀要』第 57 集、2011、p.25）。 
933 佐藤前掲 p.37 
934 寺中作雄「公民教育の振興と公民館の構想」『大日本教育』1946.1 
935 寺中作雄「町村公民館の性格」『教育と社会』1946.8 
936 上原直人「寺中作雄の公民教育観と社会教育観の形成」『生涯学習･社会教育学研究』第 25

号、東京大学、2000、p.38 
937 寺中作雄発言 座談会「三十歳を迎えた公民館」『月刊社会教育』1976.7、p.31 
938 寺中作雄「公民館の思い出」『月報 3』1977、pp.1-2（小林文人編『公民館･図書館･博物館』

亜紀書房、1977） 
939 前掲「三十歳を迎えた公民館」p.29 
940 寺中作雄『公民館の経営』社会教育連合会、1947、pp.104-106 
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例も厚生省系統の施設･事業だった。それは 1945 年 2 月竣工の山梨県中巨摩郡源村の愛育

会館で、1937 年に恩賜財団愛育会の愛育村指定を受けて母子保護等を全村的に行った拠点

施設であった941。 

 

（２）長野長広答弁と社会教育局長・社会局長共同通達 

次官通牒の 2 カ月後、1946 年 9 月に旧生活保護法が制定された。前月の国会審議では、

通牒されたばかりの公民館が取り上げられた942。当時、文部政務次官は長野長広が務めて

おり、その答弁から長野における戦前戦後の連続性･継承の一端がうかがえる。 

平川篤雄（無所属、のち国民協同党）は、衆議院生活保護法案委員会（1946 年 8 月 8

日）で、「公民館ノ仕事ト云フヤウナモノト、生活保護、或ハ厚生省デ考ヘテ居ラレル国民

文化ノ問題ト云フヤウナモノト、非常に密接ナ関係ヲ持ツテヤツテ戴カナケレバ本当ノモ

ノニナラナイ」という観点から、「特ニ困窮者ナドノ生活指導ニハ、特殊ナ具体的ナ方策ヲ

御持チニナツテ居ルデアラウカ」があるかと質問した。 

答弁に立った長野次官は「精神的ナ方面ノ開拓」を公民館が行い、「生活困窮者ニ対シテ

ハ、私ハ一面ニ於テハ精神的ノ或ハ慰安、精神的ナ方面ノ開拓デアリマシテ、此ノ貧窮ト

闘ツテ新シキ生活ヲ打立テルト云フヤウナ問題ニ糧ヲ与ヘルコト、是等ハ公民館ノ非常ナ

大事ナコトト思ヒマス」と答弁している。 

例示したのは、製粉機などを設備した公民館が行う粉食用穀物加工、ソーセージなど畜

産物加工、水産物加工で、「困窮者ニハ非常ナ味方デアリ、又非常ナ便利ヲ与ヘ」また、生

活困窮者が「ドウシテ次ノ自分ノ境涯ヲ再建設シヨウカト云フ所ヘ参リマシタ時ニ、是〔公

民館〕ガ相談役トナツテ、或ハ場合ニ依ツテハ職業紹介所等ト連絡ヲ取ツテ新シキ仕事ナ

リヲ世話ヲシテ上ゲル」役割を担うとした。 

他省との事業重複については、相互に「御手伝ヒ」を行う関係を「今後ノ社会教育ノ行

キ方」と述べた。 

また、衆議院建議委員会（1946 年 10 月 3 日）で「女性の道義頽廃に対する政府の施策

に関する建議案」提案をした和崎ハル（民主党）の質問に、長野は「公民館ヲ中心ト致シ

マシテ差当リ厚生省ト連絡ヲ取リマシテ、社会問題ノ解決」を図ると答弁したが、例示し

たのは結婚難対応、職業紹介、「講演、講習、オ花デアルトカ、茶」等に過ぎなかった943。 

「長野も公民館の設置が省内で強調されていることは知っていたが、具体的構想につい

て何の知識も持っていなかったよう」だと推測されたように944、彼の認識内容には疑問が

残るが、戦前の彼の農村隣保事業実践や「社会教育公堂」提唱を考えれば945、生活経済の

問題に取り組む施設像継承をみることができる。彼は次官通牒で産業部＝産業振興に位置

づけられた事業を、相談事業とともに公民館における生活困窮者への生活保護事業ととら

                                                 
941 『山梨県史』通史編 6 近現代 2、山梨県、2006、pp.253-268 
942 第 90 回帝国議会衆議院「生活保護法案委員会議録（速記）第九回」1946.8.8、pp.101-102 
943 同「建議委員会議録（速記）第十一回」1946.10.3、p.92 
944 前掲『小千谷市史』下巻、p.648 
945 なお、長野は自由党の教育政策の一つに「社会文化及び教育施設の整備充実」を掲げ、公

民館等の整備や社会教育における職業教育などを謳っている（長野長広「自由党の教育政策」

『教育技術』小学館、1951.4、pp.12-13）。また、1951 年に彼は産業教育振興法制定（議員立

法）に中心的に関わることになる（同「産業教育振興法の制定に際して」『職業指導』1951.8）。 
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えたのであった。 

これらの答弁は次官通牒の直後であり、また、同年 12 月 18 日の文部省社会教育局長･

厚生省社会局長通達「公民館経営と生活保護法施行の保護施設との関連について」（発社第

122 号、以下共同通達）に先駆けるものである。この時点で社会教育が福祉（貧困･生活困

窮）にいかに関わるかの長野の考えが開陳されている点で興味深い。 

 共同通達は、生活扶助･医療･助産･生業扶助･葬祭扶助の保護事業と、宿所提供･託児･授

産の各事業を公民館事業に含めるよう提示した。さらに、「公民館運営委員と民生委員とは

協力して社会事業と社会教育との緊密な関連を図るよう配慮すること」や、国･県費からの

財政的補助が謳われた。内務省、大蔵省、商工省、農林省、厚生省の了解を得て打ち出さ

れた公民館施策であるが、半年を経ないうちに、これらの省の中から厚生省の生活保護が

取り上げられたことは、初期公民館と社会事業との関係を考える上で重要な展開であると

いえる。 

 

共同通達が発せられた一背景に、１カ月前開催の全国民生委員大会（1946 年 11 月）が

挙げられる946。大会では民生委員の「使命遂行についての当面もっとも緊要と認められる

具体的方策」が諮問された。答申は「民生委員事務所若くは民生館の設置を拡充」、「特に

                                                 
946 山本健慈･井上英之「市民団体･グループとのネットワーク」日本社会教育学会編『現代公

民館の創造』東洋館出版社、1999、pp.364-365。保護施設との関連を「町村に決定を委ねる形

式をとりながら実質上否定した」と想定している。市民館や菅原亀五郎の施設提唱等への共通

認識形成により決議と共同通達が生まれた、という重要な指摘がなされているが、典拠が示さ

れていない。 

通達「公民館経営と生活保護法施行の保護施設との関連について」（抄） 

1946 年 12 月 18 日 文部省社会教育局長、厚生省社会局長（連名） 

 

……生活保護法が施行されているのであるが、各市町村に於ては本法律施行に伴う各種

保護施設と公民館の事業とを緊密なる関連に於て考慮することが出来、これにより其の

施設内容の充実を図ることも適当な方法と認められるので、先事項御留意の上右の事業

を公民館の計画に取り入れるならば、町村振興の中枢機関たる公民館の機能を一層発揮

しうることを、各市町村に示唆するよう格段の配慮をせられたい。 

 

 一 生活保護法の保護 生活扶助、医療、助産、生業扶助、葬祭扶助 

 二 上記のほかに、下記の施設も同法の保護施設となりうる 

     宿所を提供する事業、託児事業、授産事業 

三 公民館において、一、の保護又は二、の援護を行わんとするときは、公民館の中

に生活保護法による保護施設を含みうること。町村は公民館に於て此等の事業を

為すか否かを決定すべきであること。 

 

七 公民館運営委員と民生委員とは協力して社会事業と社会教育との緊密な関連を図

るよう配慮すること。 
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文部省に於て計画中の公民館の運営に就ては民生委員が中心になって、積極的に参画協力

し得る様に文部省と連絡せられたい」とし、農村の「社会施設の整備拡充」を求める建議

では、授産施設と並び「町村公民館の活用」を挙げた947。これらが共同通達に影響したこ

とは推察可能で、両者の関係構築の可能性が読み取れよう。 

 

（３）松澤兼人と川本宇之介の主張 

片山内閣期（1947 年 5 月発足）には、戦前に大阪市立北市民館と大阪労働学校で主事

を務めた松澤兼人（社会党）が、公民館と社会事業の関係を 1947 年 7 月に国会で取り上

げている。 

 

「公民
マ

事業
マ

は公民の生活改善の事業まで含めなければならないと思うのでありまして、

〔中略〕公民館設置を勧奨せられるに至つた重要な理由の一つは、町村において各種

の事業が統一的に運営されていなかつたということを述べて、その総合的な運営をは

かり、町村生活全体の向上刷新に寄与させることが、その重要な理由であるというふ

うに言われておるのであります。従つて生活保護法に基く保護施設も、だんだんと公

民館に統合して運営させることが適当であるというように言われておるのであります。

私はその趣旨から、憲法二十五条の、健康で文化的な生活を営むその中心の建物、中

心の事業として、この公民事業というものを運営させていかなければいけない。都会

にありましては、貧困者のために、あるいは勤労者のために、こういつた社会教育事

業あるいは生活援護事業というものが行われなければならないと同時に農村におきま

しても、そういうことが行われなければならない。外国におきましては、あるいはト

インビー・ホールであるとかいうようなソシアル･セツワ
マ マ

ルメント事業というものがあ

るのであります。これがわが国においても一時発達いたしましたけれども、最近にお

きましては、戦時中からずつとこれがとだえておるのであります。私はそういう事業

が官製で行われるということは、必ずしも希望するものではありませんが、もしこの

公民館の事業を普及させることが、文部省の現在の御方針であるといたしますならば、

ソシアル･セツツ
マ マ

ルメントの精神をこの中に織りこんでいく。それは文化的であり、か

つ保護衛生の面まで含んだものでなければならないと考えるのであります。従つてそ

の厚生関係の面は、あるいは厚生省から文部省が委託を受けて管理をする、運営をす

るというような連絡をいたしまして、そういう生活援護の面まで、私どもはこの公民

館の事業としてやつていくことが必要であるのではないか、こういうふうな考えをも

つておるのであります948」 

 

松澤は、社会権の一つたる生存権を謳った日本国憲法第 25 条を具現化させる施設･事業

として公民館をとらえ、生活保護も公民館の総合性に含めるよう求めた。憲法第 25 条の

生存権保障は当初の GHQ による草案にはなかったが、森戸辰男によって提起され明文化

されたものである949。彼はトインビー･ホールを例示しながらソーシャル･セツルメントの

                                                 
947 『民生委員制度四十年史』全国社会福祉協議会、1964、pp.417-423 
948 第 1 回国会衆議院「文教委員会議録」第 3 号、1947.7.24、p.14 
949 塩田純『日本国憲法誕生』NHK 出版、2008、pp.204-211 
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精神を公民館に継承すべき、と主張した。戦前社会事業実践の経験を施行されたばかりの

新憲法理念につなぐ、特筆に値する先駆的質問である。 

柴沼直社会教育局長の答弁は、文部省方針は松澤の質問内容と「まつたく同じ」という

もので、「実はいわゆる講義とか講習とかいうことだけをするつもりで公民館を考えたので

はな」く、生活保護も含まれ、「社会教育というこの表題と、むしろ従来の観念から申しま

すと、やや逸脱したような見地から、公民館というものを計画」したと述べ、「教育という

部面にとらわれるということはいたさないつもりでございます」とも述べた。また、産業、

生活保護、文化･公民一般を「すべてにひつくるめて、ここで生活に即した活動を現わして

いきたいというところにねらいがある」と、生活保護に焦点を絞った答弁ではなかったも

のの、社会事業的事業を公民館事業に含める姿勢を示した。 

戦前戦後を結ぶいま一人の人物に川本宇之介がいる。1948 年 4 月、彼は教育刷新委員

会で公民館について「昔の市民館あたりが狙っておるのと、言葉だけでは同じ」と市民館

をイメージしつつ、「社会生活の向上」を建議に謳うことを提案した。戸田貞三が「公民教

育をやればいい」と反論しても「アメリカ流に言えば何かもっと欲しい」と重ねて求めた950。 

結果、建議「社会教育振興方策について」には、公民館は「公民教育及び産業指導を行

い、かねて健全なる社交娯楽等の発達をうながし、もつて社会生活の向上と産業の振興を

図ることを目的とする」と明記された。産業振興が強調されている点とあわせて、当初の

寺中構想の拡大･発展といえる。 

戦前からセツルメントの議論または実践に関わってきた長野、松澤、川本らが、中央行

政や立法の場で生活保護やソーシャル･セツルメントを取り上げ、当局も肯定的であった意

味は大きい。これらは寺中の公民教育･自治振興を動機とする当初の公民館像から幅を拡げ、

社会事業と関係づける一つの可能性を示唆するものといえよう。 

 

 

第２節 公民館像の受容と授産事業の展開 

１．公民館像受容の諸相 

 

こうした施策側の公民館像は現場でどのように受け止められ、展開したのだろうか。地

域によって様相は異なり、把握には各地の実践の研究蓄積が必要だが、近年では益川浩一

らの初期公民館研究の他は盛んとはいえない951。ここでは断片的ながら、社会事業との関

わりにおける受容と展開を俯瞰してみたい。 

福岡県水
み

縄
の う

村では、公民館設置反対意見の中に「目下農村に必要なものは、精神･文化に

関するものより、生産･経済･金融の如く直接村民の利益に関連するもの」という声があっ

た952。田代元彌は「文部省の発案は全く独自の新生面を拓いたもので〔中略〕経済的な要

                                                 
950 「教育刷新委員会第七特別委員会第二十一回議事速記録」1948.4.9（『教育刷新委員会教育

刷新審議会会議録』第 9 巻、岩波書店、1997、p.151） 
951 例えば、益川浩一『戦後岐阜社会教育史研究』開成出版、2013 など 
952 林克馬『公民館の体験と構想』社会教育連合会、1951、pp.22-23 
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素と狭義の文化的な要素とを結びつけた創意は高く評価されるべき」としている953。岡本

正平は、後年「とりわけ産業振興、あるいは生活振興、時には失業救済、引揚者の授産的

なものもやるという総合的なものになった。ですから、単なる文化機関にしなかったこと

が、ちょうど戦後の荒廃した中で公民館が受け入れられた大きな要因になったのじゃない

か954」、「産業施設としての意義を強調したことも今までにないことであった。さらに生活

保護法の施設も併せて考えるような、きわめて巾の広いものであった955」と回想した。同

様に、鈴木健次郎も公民館が「社会福祉事業的活動の中心となり、また産業振興の企画の

中心に立った」と回想している956。 

このように、産業振興や生活保護に「総合的」に事業展開することが好意的に評価され

ており、当時の優良公民館表彰では保健や福祉を事業とする公民館も表彰対象となってい

る。一方で、須藤克三は文部省の「公民館の運営指針みたいなもの」をみて、農林省や厚

生省も「役場の経済課も、保健課も、厚生課もいらなくなってしまう」と感じた957。総合

的というより、実現可能性を疑う総花的な印象を抱いたと推察される。 

公民館を既存の社会事業施設＝セツルメントとして理解しようとする動きもあった。次

官通牒を報じた記事は、公民館を「いままでの地方セッツルメントや青少年団、生産
マ マ

協同

組合あるひは公会堂などが果して来た役割を含めて広汎な性質を具備するもの」と説明し

た958。泉広は「農民クラブ、農村隣保館（農村セツルメント）等々の名で、昔から農村に

既に実行もされ、奨励もされていることを唯名前を替えて、官庁流儀の高圧的に出るのを、

流行の民主的ふん装で呼びかけて居」り、「隣保館までも公民館に看板塗り替えを」してい

る、と公民館を農村セツルメントの後継施設ととらえた上で政策批判している959。また、

長野県更級村では「昭和三年頃、只今の中労委の末弘〔厳太郎〕さん（当時帝大の法学部

長）あたりがセツルメントを推奨した、これがつまり公民館だと思う」と理解しようとし

た960。田代元彌は都市の市民館や民生館などを、公民館として他に得られる「セツルメン

トその他社会教育事業の設備」ととらえている961。 

 

２．授産施設と公民館 

 

初期公民館事業の展開で目立ったのは授産事業であった【表１２－１】。戦前も隣保事業 
                                                 
953 田代元彌「公民館の成立と運営」『野間教育研究所紀要』第 2 輯、野間教育研究所、1950、

p.45 
954 前掲「三十歳を迎えた公民館」p.30 
955 岡本正平「公民館十年の歩み」『社会教育』1957.5 
956 鈴木健次郎「公民館創設のころ」『月刊社会教育』1961.9、p.47 
957 須藤克三『村の公民館』新評論社、1956、pp.89-91 
958 「地方民主文化の泉」『民報』（東京民報）1946.7.13（同じ文面で「郷土色も豊かな公民館」『朝

日新聞』1946.7.13） 
959 泉広『農村文化』農業協同組合研究会、1947（横山宏･小林文人編著『公民館史資料集成』

エイデル研究所、1986、pp.263-266） 
960 「本村公民館の在り方」『さらしな』1948.1（天田邦子「初期公民館活動の展開と公民館像」

『紀要』18 号、上田女子短期大学、1995、p.92） 
961 田代前掲 p.49 
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に授産事業が含まれていたが運営は困難

だった962。戦時中は軍事援護事業等で授

産施設が増設された。 

戦後に至り、1947 年 7 月に厚生省社

会局長通知「授産施設の設置運営につい

て」が出され、2,000 ヶ所以上設置され

た963。敗戦直後の社会事業施設の量的展

開の中心は授産施設で、例えば 1948 年

の埼玉県内の保護施設は 33（うち生活保

護法に基づく施設 26）あり、うち授産所

は 29（同 23）にのぼった964。中には国

庫補助制度悪用の不良施設もあり、1949

年 8 月に「授産施設の整理について」、

1950 年 4 月に「授産事業の刷新につい

て」の社会局長通知が出され、規制強化

によりこれらを一掃した。1948 年に

1,263 あった授産施設は、1950 年に 257

に激減している965。緩和措置がなされる

のは、厚生事務次官通知「授産施設の運

営について」が出される1955年である。 

敗戦直後の授産施設激増は公民館事業

にも影響した。施設転用の場面では、生

産･共同施設に並び授産施設が「有効な役

割を演」じ、生活福祉も公民館の総合的

性格を構成することになる966。 

1948 年 5 月に井内慶次郎は「民生委員の運営になる授産場も単に救
マ

食
マ

事業としてでは

なく、もつとひろい見地から見なおされる必要に迫られ」たと指摘した。「その見地は公民

館の授産場の構想と不可分」と述べ、「いたずらなセクト主義を排し」て「綜合的に結集」

し、「公民館での授産施設構想の中に従来の授産場が発展」すると展望した。「産業教育施

設としての性格が要請される」授産事業、という見解に、これを教育に位置づける姿勢が

表れている967。 

また、当初社会事業への関心が低かった寺中は、1948 年 6 月の東京都社会教育研究大

会で「授産授職を加味した民生館の可否」を問われ、「公民館に授産施設を持つことは結構

だと思います。なお、その地域の人々の要求によつて社会教育
マ マ

〔社会事業か？〕方面の仕

                                                 
962 岡弘毅「都市隣保館に於ける授産施設に就きて」『社会事業彙報』1935.4 
963 高野剛「高度成長期の授産『内職』事業」『経済学雑誌』大阪市立大学経済学会、2005.3、

p.108 
964 『生活保護法事務提要』埼玉県、1948、pp.138-140 
965 丸山一郎『障害者施策の発展』中央法規出版、1998、p.198 
966 小林前掲「公民館の制度と活動」pp.900-901 

【表１２－１】 初期公民館の社会事業関連事業例 

県 館   名 事 業 ・ 設 備 等 

青

森 

大湊町公民館 

授産、生活・医療扶助 

（軍需産業解体による失業問題解

決目的） 

藤代村公民館 簡易診療所 

藤崎町公民館 
トラホーム診療所 

（旧隣保館を転用） 

新

潟 
小千谷町公民館 授産場 

富

山 
高瀬村公民館 

授産場、共同浴場、理髪所、製粉機

（役場と協同組合宿舎を利用） 

石

川 

大屋村公民館 授産場、農機具修理工場 

久常村公民館 授産場 

長

野 
中野町公民館 授産場 

広

島 
川辺村公民館 理髪所 

井内慶次郎「授産場の問題」『教育と社会』1948.5、「表彰され

た公民館座談会」『教育と社会』1949.3、公民館研究会編『優

良公民館の実態』1952、岡本正平「公民館十年の歩み」『社会

教育』1957.5 より作成 
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事を公民館としておやりになることも結構」と答えた968。社会事業を公民館と結んだとい

うよりも、経済保護の生活要求に応えるため、授産事業を含めたといえよう。 

 

３．社会教育法制定後の公民館と社会事業 

 

1949 年 6 月に成立した社会教育法は、公民館の目的を次のように謳った。 

 

条文は「社会福祉の増進に寄与すること」も掲げているが、産業振興等の文言はみられ

ない。これについて、1949 年に寺中作雄は「本法では公民館が、社会教育の施設として取

りあげられ、社会教育そのものの目的の中に産業の振興なり、経済生活の充実なりが含ま

れている意味において特に掲げなかつたに過ぎ」ないと説明した。また、公民館の「間接

の目的」は「社会生活の面よりいえば生活文化の振興、社会福祉の増進」であり、「公民館

における教育が観念の論理や形式に拘泥した教育でなく、むしろ職業教育、産業教育、生

活教育の如き郷土生活に最も必要な教育を実施して究極的には産業の振興や経済生活の充

実を目的としていることを暗示している」と述べた969。 

社会教育法制定後に至っても、公民館と社会事業との関係について言及する論者が少な

からずいた。松澤兼人は、社会教育法制定の半年後も「公民館が単に文化センターという

ばかりでなく〔中略〕保健センターであり、経済センターであり、綜合的にソシアル･セン

ターでなければならない」と、従来の持論を主張している970。 

1950 年に鈴木健次郎は、都市公民館が「隣保館、民生館の如き性格を強く持つことを力

説しなければならぬ」と述べ、セツルメントのイメージを挙げている971。 

岡本正平は 1952 年に、「共同炊事、託児所の開設、共同浴場とか農繁期における労働力

の保護のための対策は当然公民館において考えねばならぬ972」とし、「産業、経済の振興

を目指すことは公民館最大の努力点であり、これを抜きにしては公民館は考えられないに

もかかわらず、実は案外この問題が地方では物議をかもし、いわゆる公民館の限界という

問題にまで発展しているようである。産業振興などゝいうことはそれ自体が専門的技術的

                                                                                                                                               
967 井内前掲 p.56 
968 「公民館、図書館について」『教育と社会』1948.9、p.49 
969 寺中作雄『社会教育法解説』社会教育図書、1949、p.101 
970 松澤兼人「社会教育の新しい出発」『教育と社会』1949.12、p.2 
971 鈴木健次郎「都市公民館のありかた」『社会教育』社会教育連合会、第 5 巻第 6 号、1950.6

（鈴木健次郎『公民館運営の理論と実際』公民館叢書 2 号、印刷庁、1951、p.69、『鈴木健次郎集１』秋

田県青年会館、1974、pp.60-66） 
972 岡本正平「農繁期と公民館」『公民館月報』1952.6、p.1 

社会教育法 第 20 条（目的） 

 

公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学

術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情

操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 



   

261 

 

のものであり、夫々の専門機関があるから社会教育の
マ マ

タッチすべきではないというほどの

ことらしいが、公民館で行う産業振興ということは〔中略〕知識や技術の習得ばかりでな

く、現実を歴史的な過程において把握するとともに、将来の理想的な観点から洞察してそ

の産業のあるべき姿を探究すること973」と述べている。 

以上のように、法制定後に至っても現場に関わる機会の多かった公民館関係者に、産業

振興を主軸にとらえながら、授産･隣保･託児事業等の社会事業を公民館事業に位置づける

姿勢が認められよう。また、戦後に至っても地域社会教育施設像を結ぶ際、都市公営セツ

ルメントのイメージは一つのモデルであった。 

1951 年度の優良公民館表彰では、都市公民館が「当然民生館的な役割」をもち、「授産

的な、あるいは生活相談的なものへの配慮があってよい」とコメントされている974。また、

社会教育局は 1954 年に公民館の施設設備を示す際、「相談所的機能」では、家庭･健康･法

律･児童･教育･産業等の相談室を、「相互の福祉」機能では、診療所･託児所･共同加工所･

共同炊事所･簡易共同浴場等を挙げており、共同施設的設備とともに社会事業もイメージさ

れている。また、公民館は「最も切迫した問題を解決するための相談相手となり、これに

必要、適切な知識を与えて、それぞれの人々の実際生活の向上に役立つものでなければな

らない〔中略〕福祉施設には、公民館本来の仕事に属していないものもあるが、住民の生

活と公民館を一そう深く結びつけるために、極めて必要」とも述べている975。 

 

 

第３節 社会事業の継承・非継承面 

１．公民館への期待と継承の側面 

 

次に、公民館に対する社会事業側の反応をみてみよう。 

厚生省では 1945 年 11 月に社会局に引揚援護課が新設され、1946 年 3 月に援護課とな

った。4 月には所管事項に隣保に関する事項が加えられたが976、戦時期からの隣保施設設

置施策は引き継がれなかった。 

1951 年に厚生技官･植山つる（のち厚生省保育課長･母子福祉課長）は、公民館の動向に

ついて、「単なる講座的、学校感覚的な事業の区域を脱して、直接住民のため生活実践にそ

の社会革新の始動力が醸されるステーシヨンとなつて、寧ろ社会福祉増進運動え
マ マ

と、その

歩みが従来の公民館と異なる新らしい展開を見せている〔中略〕こうした傾向が逐次社会

福祉行政の中に取り入れられ、一面社会福祉事業と公民館事業との歩み寄りが全国市町村

を通じて見られる現状である。即ち社会事業の民間事業としてある隣保
セ ツ ル メ

事業
ントワーク

なども公民館

事業と同じ目的を持つ一つの例」と述べている977。 

1953年に、同和地区に隣保館を設置する補助金が国予算に計上されたものの、1956年の

                                                 
973 岡本正平「産業振興と公民館」同 1952.7、p.1 
974 公民館研究会編『優良公民館の実態』大蔵省印刷局、1952、p.339 
975 文部省社会教育局編『社会教育の方法』学陽書房、1954、pp.205-211 
976 前掲『民生委員制度四十年史』p.292 
977 植山つる「わたくし達の生活と公民館」『公民館月報』1951.5.1、p.10 
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全国民生委員児童委員大会で、総合生活相談所（福祉事務所）の公民館設置が答申された

ように978、厚生省は隣保館設置に積極的ではなかった。隣保館の法定は、1958年の社会福

祉事業法改正による第2種社会福祉事業としての隣保館位置づけまで待たねばならない。国

庫補助（隣保館運営補助制度）が実現したのは1960年のことであったが、それでも極めて

限定的なものであった979（法改正では、隣保事業は「隣保館等の施設を設け、その近隣地

域における福祉に欠けた住民を対象として、無料又は低額な料金でこれを利用させる等、

当該住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うもの」と規定された）。隣保

館の「法制化をめぐっては民間的自由と主体性からの慎重論」が民間にもあり、1955年の

学生セツルメント連合結成など民間の再建の動きをみつつも、「戦後、社会福祉理念の成立

によって、地域統合と結びついた隣保事業の曖昧な性格は否定的にみなされ」る傾向があ

った980。 

戦前社会事業施設の公民館への接続･類似例として、都市部では金沢市の善隣館があるが、

その後社会福祉法人として社会福祉事業法を根拠にした981。『金沢市史』は、戦前の「善

隣館に慣れ親しんだ金沢市民にとって、この公民館はなじみが薄かったようであり」と記

している982。 

農村部では、静岡県磐田郡富岡村は、1941 年に生活改善運動、お母さん学校、1942 年

に愛育班訓練、保健婦による保健衛生改善などを戦時中から推進しており、1946 年 1 月

に富岡村隣保館を起工し、その後これを公民館とした系譜を持つ。青森県南津軽郡の藤崎

町公民館（1948 年 6 月開館）は旧隣保館の施設を公民館に転用したもので、トラホーム

診療所を公民館に開設している。 

戦時中の厚生省の施策として設置された農村隣保施設が公民館に転用された例もある。

1933 年の昭和三陸大津波後、宮城県に建設され 1940 年以降に隣保施設になった震嘯記念

館（第 7 章第 4 節）のうち、少なくとも宿海嘯記念館、廻舘（大島）震嘯記念館、杉ノ下

（長磯）海嘯記念館、大谷海嘯記念館、雄勝震嘯記念館の 5 館は戦後公民館になった983。

白幡勝美と中島久人の研究で指摘された内容を含めれば984、10 館が公民館と直接間接に継

承関係にあると推測できる。 

一例として雄勝震嘯記念館と公民館の関係をみてみよう。宮城県雄勝町雄勝地区の中堅

青年団体･民生会により公民館設置運動が起き、青年団や婦人会の協力を得て 1947 年 6 月

に公民館設立委員会が発足した。8 月には町当局が「雄勝記念館を公民館ならびに民生館･

                                                 
978 前掲『民生委員制度四十年史』p.754 
979 『金沢市史』通史編 3 近代、金沢市、2006、p.749、大北規句雄『隣保館』解放出版社、2012、

第 3 章 
980 永岡正己「セツルメント運動･隣保事業」日本地域福祉学会編（大橋謙策編集代表）『新版 地

域福祉事典』中央法規、2006、p.93 
981 前掲『金沢市史』通史編 3 近代 pp.546-556、pp.748-753 
982 同 p.751 
983 『隣保事業施設一覧』厚生省社会局、1941、白幡勝美「昭和三陸津波後建設された宮城県

の震嘯記念館について」『津波工学研究報告』2012、『本吉郡誌』本吉郡町村長会、1949、『唐

桑町史』唐桑町、1968、『大島誌』大島郷土誌刊行委員会、1982、『気仙沼市史Ⅳ』気仙沼市、

1992 
984 白幡前掲、中島久人「津波対策していても東日本震災で被災した石巻市鮫浦･谷川浜」

http://tokyopastpresent.wordpress.com/2011/06/22/（2013 年 10 月 28 日閲覧） 

http://tokyopastpresent.wordpress.com/2011/06/22/（2013年10月28


   

263 

 

授産所として使用する件、及び設置資金の使用等を町議会に提案し」た。8 月から記念館

改築に着工し、改築後の公民館は「教室（成人･婦人学級室）･談話室･講堂･図書室･作業室･

音楽室･娯楽室･事務室･割烹室･運動場にわかれておりまして、おのおの修養･娯楽機関とし

て一通りの設備」を有する施設となった985。 

隣保館の公民館への継承･接続の正確な量的把握には、各地の初期公民館研究の研究蓄積

が今後必要とされている。 

人的側面では、戦前、協調会のセツルメント･善隣館の館長を務めた龍野定一が東京都の

北区公民館館長･全国公民館連絡協議会会長を歴任した例や、北市民館主事･館長を務めた

鵜飼貫三郎が 1953 年から豊中市公民館長を務めた例のように、職員面でも戦前社会事業

からの継承の系譜がある。これについても今後の研究が待たれるが、同一従事者が隣保事

業から公民館事業に移行した場合、社会事業的発想で事業に取り組んだ可能性がある。 

 

２．都市公営セツルメントの総合性喪失と非継承の側面 

 

しかし、全体的にみて都市市民館、農村隣保館が公民館の母体になることはまれだった

と思われる。都市セツルメントの多くは既に 1930 年代後半以降衰退の一途をたどってい

たが、加えて戦災で壊滅状態にあった。 

 東京市の市民館の後身、方面館は戦争末期に戦時託児所化していたが、敗戦直後直ちに

事業を開始したのは保母たちによる野外保育･移動保育であった。1946 年 3 月制定の都保

育園使用条例により、方面館併設の 9 保育所を含む 20 ヶ所が保育園と名称を改めて開園

し、占領期以降数を増していった986。 

遅れて 1946 年 4 月に方面館が再開され、同年 10 月に民生館に改称した。民生館は 30

館近く設置され、1947 年には区に移管された。【表１２－２】は戦前の託児場～市民館～

方面館～民生館の系譜を一覧にしたものである。 

民生館のスタートにあたり、東京都は保育事業･機能を民生館組織に入れようとしたが、

保育園の「独立運営」を求める運動が園長･保母から起きた。彼女たちは、保育園が「民生

館の組織下に入れば社会救済事業としての色彩が濃くなり」、子どもが民生館事業の「単な

る手段」になってしまうことを危惧した。それまで「〝また方面館の託児所か〟といった

一般の軽蔑的な観念」や、「『方面館の子』即ち『貧困者の子』という極印」があり、民生

館傘下では「子供に肩身の狭いおもいをさせる」という懸念を抱いていた987。また、民生

館事業は「間口が広く館長の力は分散され、独立の場合におけるよう集中した運営ができ

難く、事業の発展を妨げ〔中略〕いちいち館長の決裁を仰がねばならないでは、一刻一刻

が勝負の生きた人間相手の事業は澱んでしまいます」と述べ、「従事者の専門的な教養」の

必要を力説し、「保育園独立運営の必然性」を唱えた988。 

                                                 
985 鈴木貞（公民館設立委員長･雄勝中学校長＝初代館長）「公民館設置状況報告」『雄勝町史』雄勝

町、1966、pp.505-508 
986 東京都公立保育園研究会編『私たちの保育史』東京都公立保育園研究会、1980、p.218 
987 同 pp.218-219。山下正一も保育園独立を回想している（「創立当時の思い出」『写真でみる

「東京の公立保育園史」』東京都公立保育園研究会、1983、p.104）。 
988 前掲『私たちの保育史』pp.220-2221 
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【表１２－２】 東京市・都を中心とした市民館～民生館等の年表と諸施設数の推移 

年 月 出     来     事 

典 

 

拠 

市

民 

館

数 

方面 

民生 

事務

所 

託 

児 

所 

数 

公 

民 

館 

数 

1919 12 東京市社会局設置 

 
 

 

 

 

1920 

10 東京市方面委員規定制定 （社会局救護課保護掛） 
 

12 東京最初の方面事務所が下谷区 4 ヶ所に設置される ② 

 

6 

1921 6 社会局保護課方面掛設置、江東橋託児所 （東京初）開所 ② 12 ⑫ 1 

1922 1 東京市方面委員規定制定 

⑫ 

 

 

1 

1923 6 児童健康相談所 3 ヶ所設置。9月 関東大震災 
 

4 

1924 12 大阪府知事から震災救護義捐金の東京市への寄附打診  
 

7 

1925     
 

8 

1926     
 

9 

1927 7 月島託児場を初の鉄筋コンクリート造で改築 
 

9 

1928 8 〇小石川隣保館  （東京初の公営隣保館）開館 ② 1 ⑫10 

1929 4 託児場を託児所に改称、 救護法成立 （1932.1施行） ＊ 1 ⑫10 

1930 4 
〇市民館 11館設置 （託児所及児童相談所 9 ヶ所を市民

館に合併。施設転用） 
① 11 32 ⑫12 

1932 10 
市域拡張「大東京市」誕生。 

新市域 20区に方面事務所 64所設置 
＊① 15 

35 （合併前） 

99 （合併後） 

1933   水上方面委員制度、区役所に区社会課設置 ②③ 17 100 16 

託児所数

は市民館

数の内数 

1934 12 

〇市民館と方面事務所の統合 （隣保、方面両事業の機能

統合）、東京市社会局保護課隣保掛廃止、事業掛新設 
③＊ 

17 
  

新市域の 3市民館（向島、城東、板橋）新設を市会承認 ③ 

1935   
 

＊ 18 99 16 

1936 10 〇市民館を方面館に改称 ＊ 24 
   

1937   （日中戦争） ＊ 27 93   

1938   大塚方面館を軍事援護館に転用方針 『東京朝日』 3.25 

 
  

 

 

1939   軍事援護館開館（大塚方面館廃止 『東京朝日』 10.4  

1941 12  （日米開戦） 
 

1942 

3   ＊ 40 93 
 

9   ④ 42 91 
47  

1943 9 方面館託児所 45所が戦時託児所になる ⑪   
 

1944 5 
方面館・事務所を区へ移管（⑤）、公私の幼保を戦時託児

所に切り替え（⑪） 
⑤⑪ 40 93 167 
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1945  

〇方面館・事務所の縮小・閉鎖・休止。方面館保育の疎開

6 ヶ所（⑪では 7 ヶ所） 
＊    

 

 
（敗戦） 12月 寺中作雄、文部省局議で公民館構想発表 

     

1946 

3 保育園 9園分離 （3月 12日に、都立 9保育園開園 ⑫） ＊ 
 

86 ⑪30 
 

4 〇方面館再開 ＊ 20 25 
 

⑪ 1 

10 
〇方面館・事務所を民生館・事務所に改称。民生委員令、

民生館民生事務所条例 
⑤ 23  

 

1947 4 

民生館、民生事務所を区に移管。12月 児童福祉法 

（1948年 4月 全面施行） 
⑥ 25 94 

 ⑪ 5 

区内都立保育園 14園を区へ移管、8園新設 ⑪ 公私計→ 99 

1948 
 

7月 民生委員法施行。10月 保育園を区から都に再移管 ⑪ 27 108 
 

⑪6 ⑦8 

4 
（⑦+2；都直営の水上民生館＝月島、出張所＝箱崎）、（公

民館数⑦；主に郡部、内 独立館舎 2） 
⑦ 

27

+2 
107  

 

1949 

3 （公民館数⑧；主に郡部、内 独立館舎 5） ＊ 29 106 27 

⑪ 9 

⑧12 
6 

社会教育法成立 

⑧＋2 ； 都直営の水上民生館＝月島、出張所＝箱崎 
⑧ 

28

+2 
108 

 

 
『民生館民生事務所に関する調査報告書』  左記 27 108 

1950     
 

  
 

⑪12 

1951 

1 東京都社会福祉協議会設立 

⑪ 

福祉事務所 
 ⑪18 

⑨20 

5 新宿生活館開館（都立） 

10 
〇民生館・事務所廃止。福祉事務所になる （区 23、市 5、

郡 3、島 3） 社会福祉事業法成立 
34  

1952 10   
  

⑪20 ⑩21 

1953 7 
保育園数 301（都立71、市町村立・私立230）、（公民館数

⑪； 内 私立 5）  
（公私計→） 301 ⑪21 

寺脇隆夫編・解説 「 『昭和二十四年九月／民生館民生事務所に関する調査報告書』（〔東京都〕民生局保護課）」 

『東京社会福祉史研究』 第 4 号、東京社会福祉史研究会、2010、pp.132-138 の記述（＊を付した部分）を軸に、 

①『東京市政概要』 昭和七年版、東京市役所、②同 昭和八年版、③十年版、④十七年版、と、⑤『東京都政概

要』 昭和二十一年版、東京都、⑥同 二十二年度版、⑦二十三年版、⑧二十四年版、⑨二十六年版、⑩二十七年

版、及び、 ⑪ 『都政十年史』 東京都、1954、⑫ 『私たちの保育史』 東京都公立保育園研究会、1980 と 『東

京府管内社会事業施設要覧（昭和九年三月）』 東京府社会課、1934 の記載を加えて作成。 
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その主張の背景には、戦時中の方面館の経験があった。方面館長が行事での挨拶で「四、

五才の子を前にして『本日はまことにきんかい（欣快）のいたり…』等と云ったりして子

ども達のことなど全然考えない989」といった職員の実態があった。 

園長たちの運動は実り、民生局長の裁定で都立保育園の単独運営、女性園長の地位確立

がなった。結局、保育園は民生館組織には入らず、戦前に託児所を施設空間的にも母体と

して機能を拡大した市民館～方面館～民生館の流れから、保育が分化したわけである。 

保育園の民生館からの分離独立達成は、施設史の観点からすれば、機能分化の動きの象

徴的な出来事といえる。つまり、多機能な地域総合施設を指向する公営セツルメントから、

ひとつひとつの機能ごとに単独施設が分化･分立していく傾向が読み取れる。 

民生館は保育機能を除く諸機能を発揮し得たのだろうか。1949 年の都民生局保護課の調

査報告によると、民生館は「公的な社会事業の綜合施設としての機能を発揮」することを

期待され990、「社会施設をも含めた綜合施設」、「保育、職業、補導、授産、簡易診療等の

必要なる施設を有する公的綜合施設」であるべきだと位置づけている991。事業展開が「積

極的な福利教化事業を伴ふことが必要」とされているにもかかわらず、その実態は「生活

保護法による保護の実施に集中」され、福利教化事業としての「職業補導、授産、内職の

斡旋、講習会の開催」は、「真に実績をあげつゝあると認められるものは、その半数にも満

たないのではあるまいか」と報告されている992。同報告書の結語が、「物的設備の整備拡

充」と「従事職員の専門化」により、「民生館をして綜合施設としての機能を営ましめるよ

う整備拡充し、これに次いで地区の特殊性を有する民生事務所より逐次民生館に昇格し、

全民生館民生事務所をその地区の特性に適合する綜合施設にするよう整備されることが今

後の課題」としているように993、総合施設を目指しつつも実態は多機能とはいえなかった

ようである。 

結局、民生館・民生事務所はこの調査報告の 2 年後、1951 年に廃止され、福祉事務所

となる994。 

歴史学の立場で都市公営セツルメントの系譜を描いたものに、源川真希の研究がある。

民生館が廃止された 1951 年に都が創設した新宿生活館（塚本哲館長）を「戦前の隣保館･

市民館を引き継ぐ」ものとして位置づけ、「戦前的隣保事業の延長線上にあった」としてい

る995。生活館に至る東京の社会政策･福祉政策の展開に「戦前防貧政策･厚生事業との構想

上の、そして担い手の連続性996」を認めた。生活館は 1965 年以降、区市に移管され、美

濃部都政期に地域福祉センターが生活館の系譜に位置づけられたが、「地域に根差した防貧

                                                 
989 手塚やえ（品川保育園長）の回想（同 p.222） 
990 『民生館民生事務所に関する調査報告書』1949.9、民生局保護課（東京都）、p.20（寺脇隆

夫編による覆刻・翻刻資料掲載の『東京社会福祉史研究』第 4 号、2010 では p.152） 
991 同 p.32（p.163） 
992 同 pp.3-4（p.143） 
993 同 pp.32-33（p.163） 
994 同、寺脇隆夫の解説（pp.131-140）、三和治『生活保護制度の研究』学文社、1999、第 6･

7 章 
995 源川真希『東京市政』日本経済評論社、2007、p.217 
996 同 p.332 
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政策という戦前以来のスタイルは衰退していった」ととらえられている997。 

塚本哲は、社会福祉と社会教育は「もともと別なものとは考えてはならない〔中略〕両

者の関係は車の両輪であるというよりも一つの物体の側面どうし998」ととらえ、東京都の

新宿生活館館長として開館以来、授産･公益質屋等の事業に取り組み、公民館の一種として

紹介もされた999。社会教育と社会事業が同一のものの各側面だとする認識を持ち、事業･

実践に携わった職員の存在は着目に値するが、全体状況としては総合施設としての公営セ

ツルメントはその「系譜」を途絶えていくことになる。 

大阪市の市民館は、分館を含め戦前に 14 館設置されたが、1937 年に 7 館で援護事業と

して授産事業が開始され、のち 10 館が内職斡旋所（授産所）になった。残る 4 館のうち 3

館が空襲で焼失し、唯一戦災を逃れた北市民館は事業縮小の一途をたどった1000。 

その状況を、同館に 1926 年から長く関わり、1946 年 10 月から 1952 年 3 月までは館

長職にもあった鵜飼貫三郎は、保育その他の機能分化を次のように回想している。 

 

「それまで、北市民館のセツルメント事業は、経済保護の施設、医療･診療の施設、児童

保護の施設、教化の施設、等々いろいろなことをやっておりました。ニードがあるも

のはみんな取り上げようという態度でやっていたわけです。〔中略〕ところが、それら

が法の下にだんだんはまっていくと、生活困窮者には生活保護、授産事業は授産所、

保育は保育所、診療も健康保険ができるということで、だんだん別
マ マ

れていってしまい

ました。そうすると、残ったのは、法律相談とか身上相談といった個別相談、それに、

今の公民館でやっているような社会教育的な分野の活動とか、学童保育といった活動

に絞られてきて、だんだんと守りが狭くなってきたのです。〔中略〕社会教育的な施設

に転換しようと思っても、それは教育の領域だから福祉行政としては手が出せない

1001」 

 

社会福祉史で指摘されているように、「民間活動は実質的に機能分化した取り組みが多く

なり、公立隣保館は地域の文化施設的傾向をたどり、専門的施設の発展や公民館との機能

分化の間で本来の働きは縮小し、全体に衰退傾向をみせてきた」のが大きな流れである1002。 

 衰退傾向のセツルメント機能を公民館が積極的に継承したかという点について、社会事

業関係者は反発･否定している。 

西脇勉は、公民館について「『とんびに油揚げさらわれた。』という俚諺があるが、セッ

                                                 
997 同 pp.274-275 
998 塚本哲「社会福祉と社会教育」『月刊社会教育』1960.12、p.114。岡本正平も、同一のねら

いのもとに両者が二つの側面を構成しているとしている（岡本正平『社会教育講義』南窓社、

1978、p.188）。 
999 山城安太郎「全国公民館巡りの記」『公民館月報』1952.4、p.9 
1000 『大阪市域拡張史』大阪市役所、1935、p.781、『六十一年を顧みて』大阪市立北市民館、

1983、p.55、高野前掲 pp.112-113 
1001 鵜飼貫三郎「大阪市立北市民館回想」（望月彰ほか名古屋大学社会教育研究室の聞き取り。1982

年調査）『信州白樺』第 59･60 合併号、1984、p.285 
1002 永岡正己「セツルメント運動･隣保事業」日本地域福祉学会編（大橋謙策編集代表）『新版 地

域福祉事典』中央法規、2006、p.93 
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ツルメントを既成概念的に把握していた社会事業側としては正にこの感なしとしなかった

1003」と回想している。 

公民館現場では「社会福祉的なねらいをもってやりましたが反発され」た例や、「農協や、

社会福祉関係の団体とのまさつも、かなりあった」という1004。これらは公民館が社会事業

にウイングを拡げていたゆえの反応だが、社会事業関係者にとっては公民館事業がセツル

メントを継承したものととらえることはできなかった1005。 

戦前来の社会事業論者･牧賢一は、「本来公民館の仕事は社会事業の領域で長い歴史をも

っているセッツルメント事業（隣保事業）から変形したもの」なので、「公民館が社会福祉

協議会がやろうとしていることまで含めて、申し分のない活動をしているなら、そこに重

ねて協議会をつくることは不要」であるが、「実際に公民館があるべき姿になっていない」

から 1951 年に中央社会福祉協議会を結成したという1006。社会福祉の側からのこの指摘は

重い。 

社会事業が公民館事業に含まれる可能性はあっても、両者が結びつくことはなかったの

である。社会事業側の評価や反発だけでなく、社会教育の側からも社会事業的事業の否定･

切り捨てが、施設に関係させながらみられるようになる。最後に、終章でその動きをみて

みたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1003 西脇勉「セツルメントと公民館」『四国学院大学文化学会論集』16 号、1969、p.45 
1004 鈴木健次郎「公民館創設のおもいでと忠告」『月刊社会教育』1961.1、p.75、岡本前掲「公

民館十年の歩み」 
1005 笹川孝一は、鈴木健次郎が説く共同施設や授産施設などの限界を指摘している（笹川･大串

隆吉「戦後民主主義と社会教育」碓井正久編『日本社会教育発達史』亜紀書房、1980、pp.275-276）。 
1006 牧賢一『社会福祉協議会読本』中央法規出版社、1953、p.286（大橋前掲「社会教育法制

と社会事業」p.213） 
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終章 「施設主義」と公民館 

 

 

 

第１節 公民館の「行き詰まり」と施設論 

 

初期公民館はその総合性を「万能」「よろず」と評されながらも地域住民に受容されてき

たが、次第に「行き詰まり」が指摘され始める。 

その時期は、朱膳寺春三は 1948年から1949年にかけて1007、小林文人は1950年前後1008、

と研究者によって見解が若干異なるも

のの、いずれも社会教育法制定前後で

ある。また、千野陽一は 1949 年から

1950 年にかけて行き詰まりがみられ、

1950 年から 1951 年にかけて生産復

興･生活向上、失業救済･生活安定の公

民館事業が姿を消したとし1009、上田幸

夫は文化･教養を中心とする公民館活

動に転換する節目は、「1948 年の青年

学校廃止から」としている1010。 

セツルメントも1920年代末以降「行

き詰まり」が指摘されたことがある。

その際、第 5 章でみたように「会館主

義」批判、総合性を特徴とする社会的

セツルメントへの批判があり、「教育」

に特化した教育的セツルメントの提唱

をみた。小島幸治や大林宗嗣らの「教

育的セツルメント」提唱において特化･

転換しようとした「教育」は、社会問

題を解決･克服する主体の確立のため

の青年労働者教育を意味していた。 

初期公民館の「行き詰まり」におい

ては、社会教育法制確立過程の中で、

                                                 
1007 朱膳寺春三「創設期における公民館について（三）」『月刊社会教育』1963.3、p.86 
1008 小林文人「戦後社会教育施設の展開」『日本近代教育百年史』8、国立教育研究所、p.920 
1009 千野陽一「初期公民館活動の性格」小川利夫編『現代公民館論』東洋館出版社、1965（『現

代社会教育論』新評論、1976、p.143） 
1010 上田幸夫「公民館発達史の時期区分とその課題」『現代公民館の創造』東洋館出版社、1999、

p.87 

【表 13－1】社会教育と社会事業の関連法制整備 

  社 会 教 育 社 会 事 業 

1946.9   旧・生活保護法 

1946.11 日本国憲法公布 1947.5 施行 

1947.3 教育基本法   

1947.6 教育施設局設置   

1947.12   児童福祉法 

1947.7 教育委員会法 少年法 

1948.7   民生委員制度発足 

1949.5 文部省設置法   

1949.6 社会教育法   

1949.6 
社会教育局に社会

教育施設課設置 
  

1949.12   身体障害者福祉法 

1950.4 図書館法   

1950.5   新・生活保護法 

1951.3   社会福祉事業法 

1951 産業教育振興法 社会福祉協議会発足 

1951.12 博物館法   

1952 市町村教育委設置   

1953 合併促進法 
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施設中心の政策が生まれ、初期公民館の総合性から社会事業等を排除して「教育」に特化

することが目指された。その際の「教育」は労働者教育を指さず、むしろ労働省との政策

的住み分けが企図され、公民館は「文化･教養」のための施設に変質していくことになる。

その動きを、特に社会事業との関係に着目してみてみたい。 

 社会事業を含む「万能」公民館から各機能が分化し、「文化･教養」中心の「教育」に特

化された公民館に変質していく背景の一つには、各行政領域の法制確立がある。社会事業

との関わりだけでみても、1950 年代前半までにそれぞれの法制が整備された【表１３－１】。 

岡本正平は、公民館万能論（運動論）から施設論への変化を、1976 年に次のように回顧

している。 

 

「時代が進んでくるに従って機能分化ということが、当然やってきて、公民館はむしろ

施設として徹すべきだ。つまり、村づくりの総本部としてなんでもかんでも自ら行う

のはどうかということです。万能論的な未分化なものから、むしろ機能分化をはかり、

施設としての公民館の役割を明確にすべきではないかというのです1011」 

 

「社会教育法ができてから、公民館は確かに教育的な施設としてかなりきちっと出たと

思うのである。〔昭和〕二十一年から二十四年〔1946 年から 1949 年〕までには、地

方の行政機構もだんだん整備されたし、生活も安定してくるし、今まで万能的なもの

が分化する立場になってくる。社会教育のプロパーの形になったのは当然です。私は

社会教育法が早くできるように推進したうちの一人なんだけれども、社会教育法がで

きてからの公民館の受け取り方もいろいろありましたね。総合機関としての公民館が

教育機関としての機能が出過ぎて、全体的な役割が少し狭められたという感じを持っ

た人もいた1012」 

 

「〔昭和〕二十七、八〔1952、1953〕年ごろから起ってきた公民館万能論という悪口に

対して、施設中心論が出てきた。その根拠は、社会教育法にあるんだと。最初は公民

館の性格規定は、あいまいというか、それだけにおもしろみがあったのですけれども、

それが法律ができてから公民館の教育機関としての性格規定がだいぶはっきりしてき

たから、あくまでも教育の場として公民館はあるんだということになった。特に施設

課ができてからそういう感じが出てきたのですね1013」 

 

鈴木健次郎も1961年に、公民館創設期を顧みて次のように述べている。  

 

「資金資材の調達もできず、新しい館舎の建設よりも、部落集会で学校･寺院の一室など

を転用し、さしあたり、公民館の機能面を重視したのであった。〔中略〕公民館が住民

の生活確立のための運動として、社会福祉事業的活動の中心となり、また産業振興の

                                                 
1011 岡本正平･田口清克「鈴木健次郎と公民館論」『鈴木健次郎集』第 3 巻、秋田県青年会館、

1976、pp.89-90、pp.91-92 
1012 岡本正平発言、座談会「三十歳を迎えた公民館」『月刊社会教育』1976.7、p.33 
1013 同 p.35 
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企画の中心に立ったのも、このご
マ マ

ろのことであった。公民館のこうしたあり方は、そ

の後、公民館万能論とか、施設を忘れた公民館とか、いろいろ論議もされたが、当時

公民館がおかれた窮迫した世情と、これを打開せんとした当時の人びとの切実感を無

視してはならない。このようなきびしい実践の中に培われた国民的関心こそ、今日の

公民館のバック･グラウンドであるといっても過言ではあるまい。1014」 

 

社会教育法制定の 1949 年ごろまでに地方行政機構の整備、生活経済の安定といった周

囲の状況が整い、機能分化が進む中で公民館万能論が批判され、教育機関としての性格規

定がなされ、施設中心論が出てきたという。 

公民館普及の第一線の現場にあった岡本や鈴木の回想からは、社会教育法制定推進の側

にありながらも、草創期における総合性の「おもしろみ」や、「人びとの切実感」とともに

あった初期公民館への未練のようなものがにじみ出ているように思われる。 

 

 

第２節 施設重視施策への転換 

 

 文部省では、社会教育法制定を進めつつ、1949年には社会教育局に社会教育施設課を設

置し、施設重視へとシフトし始めていた。 

1950 年に西崎恵社会教育局長は、社会教育における人的条件を重視しつつも、「個人的

な偶然的な条件に余りに多くよりかかりすぎていた」とし、「物的な条件も重視されなけれ

ばなりません」と説いた。しかし、「社会教育のための施設が非常に乏し」いことから「常

住的な文化的刺激を住民に与え得るような施設を充実」しなければならない。そのために

は「従来のように住民を学校の講堂にでも集めて天降り的な講演をしたり、お祭り騒ぎの

大会をやつたりしても」効果がないため、「施設中心の社会教育が展開されなければならぬ」、

「この傾向の正面に大きく浮び上つているのは何と言つても公民館」と論じた1015。 

 公民館への国庫補助は、1953 年度までは運営費補助金として交付されていた。1951 年

度から公民館建築への国庫補助が、文教施設整備費からの公立社会教育施設整備費補助と

して始まった。1951 年度は 15 館（申請館は 72 館）、1952 年度は 24 館（申請館は 70 館）

に交付されている1016。1954 年度からは運営費補助を打ち切り、代わって公民館設備費補

助金が交付され始める1017。 

1953 年に文部省は「本年度あたりから、公民館の運営が壁につきあたつてきたようにい

われるのは、人の力にのみ頼る公民館の運営に行きず
マ マ

まりをきたしたというべきで〔中略〕

近来徐々に公民館新築の気運が漲つてきた1018」としている。1958 年に文部省は、「〔昭和〕

29 年〔1954 年〕からは施設、設備に補助を行い、施設と設備の助成に努力を傾けるよう

                                                 
1014 鈴木健次郎「公民館創設のころ」『月刊社会教育』1961.9、pp.46-47 
1015 西崎恵『新社会教育行政』良書普及会、1950、pp.39-40 
1016 『社会教育の現状』1953 年度版、文部省社会教育局、p.164 
1017 同 p.90 
1018 文部省社会教育施設課「最近の公民館調査に現われた傾向」『公民館月報』1953.5、p.11 
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になった1019」と、公民館の「行きずまり」と施設整備を関係づけ、施設整備補助に力点を

入れ始めたとしている。 

創設当初の借用、転用、併設形態容認から、次第に専用･独自の公民館施設を新築する方

向へと進み、国庫補助も図書館や博物館に比して格段に大きな予算が措置された。施設を

介して社会教育を行うことを奨励･助長する行政施策、施設を作ることを主眼とする行政施

策が、1950 年代前半に成立し始めるのである。 

1959 年末には、公民館建築･設備の基準が定められた（「公民館の設置及び運営に関する

基準」1959 年 12 月 28 日、文部省告示第 98 号）。基準策定の理由を、社会教育局の国会

答弁資料は「当初は、ともかく多数の公民館設置を目標としていたので一定の基準を設け

ることが困難であったが、相当に設置も進んだ現在（昭和三十三年四月現在設置率八八％）

においては、施設、設備等の充実整備に努めなければならない1020」としている。 

1954 年の文部省社会教育局編『社会教育の方法』は、「社会教育施設（施設による社会

教育）」と題した節を設けている。そこでは、「一般の人々の研修、向上のために必要な、

設備、施設を整備し、これを最も利用し易い状態においてそれらの人々の利用に供し、研

究向上の機会を与えると共に、こうした施設を積極的に多数の人々に利用させるよう、施

設の方から、ひろく、普ねく、働きかけを行う社会教育の方法が『施設による社会教育』」

である、と定義し1021、特に都市における機能分化と施設の関係について、次のような見解

を示している。 

 

「農山村などで、財政上の関係から、充分な施設、設備を持つことのできないところで

は、財政の許す範囲内で、なるべく多くの要素を併せ具えることができるように施設

全体が高度に利用される工夫をなすべきである。また、都会などでは住民の生活上、

文化上、また産業上の要求が非常に高度になり、多様になつて来るので、自然にこれ

らの要素の、専門化した施設を必要とするようになる場合がある。例えば、図書館、

博物館、公会堂、各種試験所、研究所、保健所、児童相談所等々の如く独立施設がで

き、公民館は慰安、休養、集会の施設程度のものとして残るだけで、社会教育綜合施

設などとしては殆んどその意義を失つてしまうようにも考えられないことはない。然

し、実際には、それらの専門化したものが一体として運営されたり、一部専門施設が

独立しても大部分のものは残存する上に、その独立したものもその機能の一部が残つ

たり、あるいは、分散した施設が公民館によつて連絡総合されて、活用されたり、専

門化した施設が、各地域から遠く離れていたり散在していたりして利用に不便なのに

対し、地域の公民館が、それらの施設の分館、支所等の役割を勤
マ マ

め、専門施設の地域

綜合ブランチといつた形になつたりして、いずれの場合も、地域の社会教育綜合施設

としての意義を失わないでいるのである。〔中略〕公民館施設というものは、都市にお

いても、農村においても、専門施設というよりは、周囲の状況に応じて各種の社会教

育上の機能が充分発揮できるような施設であればよいわけで、公民館活動の振興を図

                                                 
1019 『社会教育 10 年の歩み』文部省社会教育局、1958、p.178 
1020 「第三十回国会（臨時会）『社会教育法等の一部を改正する法律案』に関する答弁資料」文

部省社会教育局、1958.9 
1021 文部省社会教育局編『社会教育の方法』学陽書房、1954、p.200 
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るには、先ず、公民館施設をそうしたいろいろな機能を十分発揮できるようなものに

して行くことが必要であると思われる。1022」 

 

 「各種の社会教育上の機能が充分発揮できるような施設であればよい」、というときの、

「各種の社会教育上の機能」が何を指すかは明らかにされていない。機能分化した後の公

民館には「慰安、休養、集会の施設程度」の機能しか残らない、という見方からすれば、

公民館における社会教育の独自機能は非常に限定されたものに過ぎないことになる。専門

化･分化した各領域の独立施設が持つ機能の一部を、公民館がブランチとして連絡総合すべ

く持てるようにするところに、公民館施設の特徴が位置づくのだろうか。もしそうならば、

「連絡総合」されるべき領域の一つである社会事業も、「施設による社会教育」確立に際し

て位置づけられるべきであるが、社会教育と社会福祉の法制整備や復興進展とともに、文

部省は公民館における社会事業的事業を排除･否定し始める。どのような「論理」で排除･

否定したのかを次節でみてみよう。 

 

 

第３節 「施設主義」の登場 

 

1958 年に文部省は 10 年余を振り返り、「ともすると教育施設であることの認識がおろ

そかになった」ため、「社会教育施設としていささか疑問視される公民館も現われるように

なった」と評した1023。 

「公民館のしおりの産業部の事業の項に、『産業指導のため必要ある場合は各種の副業設

備例えば製材事業、食料品加工、ホームスパン、軟皮、藁工品肥料生産、民芸品製造、農

具修理、自転車修理等の作業場を設けて各種の団体に利用させ又個人の申出によって農具

の修理に応ずるなどの便宜を与えること』とあること、その他の事業の中に、『託児所、共

同炊事場、共同作業場等の経営を指導すること、簡易な衛生事業及びその指導をなすこと』

とあることから、この種の事業に力点が置かれ、公民館の教育機関としての性格が曖昧に

なることが屡々あった」とし、「『住民の福祉に貢献する』ことを直接目的とするかの如く

受取って、社会福祉事業に主力を注ぐ公民館が少なくなかったり〔中略〕すべての社会教

育活動は公民館で企画実施さるべきであると云った考え方で運営されている公民館が随分

多かったりする有様」ととらえた。 

この状況は、地方の現場で「産業指導や村づくりの指導を公民館が行うというような誤

解を生じ、自治体の他の行政部門の事業との間に摩擦を生」み、この「考え方で進むこと

はとうてい不可能」とまで述べた。社会事業だけでなく、「生産･生活を再建しようとする

『村づくり･町づくり』運動の総合的機関としての性格をふりすて1024」、ここに文部省の姿

勢が転換した。 

その際、教育行政の目指す方向は施設整備による「環境醸成」だとされた。「公民館はよ

                                                 
1022 同 pp.206-207 
1023 以下の引用は前掲『社会教育 10 年の歩み』p.178 
1024 小林前掲「公民館の制度と活動」p.910 
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ろず屋でなくて教育機関であり、行事屋でなくて施設であることが強調されることになっ

た。本省においてもこの点を明かにするとともに〔昭和〕29 年〔1954 年〕からは施設、

設備に補助を行」うことになったと、既に進められ始めていた施設整備施策を位置づけた。

公民館の総合性から社会事業を排除し、教育環境醸成を物的施設整備と限定的に解した施

設論が登場したのである。 

 ここには、生活困窮やその背後の社会問題に対峙する社会事業的事業を「教育」ではな

い、として埒外に置く文部省の姿勢と、施設設備の整備のみを以て教育行政が使命とする

環境醸成である、として論点をずらし、すりかえ、専門職員配置等の他の環境醸成施策を

ないがしろにする飛躍がある。 

本来ならば、地域の課題、社会問題を教育的側面からアプローチするあり方、社会教育

の本質と機能･方法を再検討することになるわけだが、「教育」に特化するという題目のも

と、その「教育」の本質を不問にしたまま施設整備という環境･条件の強調にシフトしたの

である。 

第 12 章でみたように、敗戦後の広範で切実な生活経済の立て直し等のニーズに応え、

授産事業等を産業振興と位置づけつつも公民館事業化するなど、社会事業との関係構築の

可能性が 1950 年代まで認められていた。しかし、社会教育の本質を問い直すことなく、

教育行政の使命を施設整備に局限する意味での「施設主義」へ飛躍することによって、社

会事業を公民館事業から明確に排除し、結果として社会教育と社会事業は積極的･組織的関

係を結び得なかったのである。 

そもそも社会教育学では、施設主義は団体主義の対概念であり、社会教育の内的事項の

自由を保障する戦後教育行政の制限的規定を指す1025。しかし、この場合においては、教育

行政による物的施設の条件整備を限定的に指すことで、「総合性」「機能」よりも「施設」

が強調される図式になった。戦後においても社会教育行政による社会教育関係団体への位

置づけは軽いものではなく、団体活動の拠点としての施設と対立することなく重なってい

た1026。「万能」「よろず」と時に揶揄的に評される公民館の総合性と、公民館の役割を整備

された施設提供に限定するとらえ方が対比されることになり、「公民館は機能か施設か」と

いう問題の立て方を生んだ。総合性･機能性と施設性を対比すること自体、問題の立て方と

して無理がある。 

このことは、「施設主義」の社会教育行政が進み始めた 1960 年代初頭から指摘されてい

た。七里公章は 1963 年に「公民館を『教育機関』として規定するか、それとも『綜合施

設』と考えるか」をめぐり、「社会教育の『教育』とは何かという点を、実はもっとはっき

りさせないと、ケリがつかない」と、「社会教育の『教育』の本質と在り方」の議論の不在

を指摘している1027。 

同年、小川利夫は「いわゆる公民館『万能主義』というのは、一般には、公民館施設論

の『限界主義』にたいする公民館機能論の立場、つまり『公民館は施設よりも活動が大切

                                                 
1025 宗像誠也『教育と教育政策』岩波書店、1961、同「教育行政」『教育基本法』新評論、1966、

三井為友「社会教育」同、石井山竜平「社会教育の法と制度」長澤成次編『社会教育』学文社、

2010 
1026 上杉孝實『生涯学習･社会教育の歴史的展開』松籟社、2011、pp.128-131 
1027 七里公章「公民館の将来を診断する」『月刊社会教育』1963.10 
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であり、活動する人的組織が重要である』とする考え方をさしているようです。しかし、

『施設か機能か』といった二律背反的な問題発想は、発足直後の公民館運動論にとっては、

それなりに重要な意味をふくんでいたにしろ、今日ではすでにナンセンスだと思います。

それは、『施設設備は公民館の必要条件であり、機能活動は公民館の十分条件である』から

だともいえますが、元来一定の『公民館活動』は一定の『公民館経営』を必要とし両者は

その意味において、つねに統一的にとらえられるべきものだからです1028」と指摘している。 

また、小川は「総合社会教育の『総合』とは、『ますますアミの目をこまかく、すべての

「対象」をつかむ青年教育、婦人教育、成人教育それぞれのおおもと
、 、 、 、

を「総合」する行政』

の意味においてか、あるいはさらに広く、学校教育および一般行改
マ マ

をもふくめての『総合

的作用の根元』の意味においていわれているようですが、いずれにしろ、そこでは教育の

独自的機能の問題、つまり何がどのように学習され教えられるのか、という過程の問題が、

きわめてアイマイにされていると思うのです1029」と、「総合」の中身と、そこでの教育独

自の機能を問題にしていた。 

 

 

おわりに――「施設主義」以降の議論 

 

社会事業との関係希薄化は、朝鮮戦争特需による経済好転、社会福祉法制整備や、社会

教育法制定、市町村教育委員会設置等による「教育」への特化も背景にあるが、その「教

育」とは何を指すのかが問われねばなるまい。 

文部省の「施設主義」の登場は、戦後社会教育の議論の「呼び水」「たたき台」となり、

さまざまな提唱･政策の素地となった。「機能か施設か」をめぐる論争を経て、1960 年代以

降、「万能主義」へ疑問を呈する議論、総合社会教育施設への賛否をはじめ1030、その後の

宇佐川満の自治公民館論と小川利夫からの批判（自治公民館論争）を生む。さらには、「施

設主義」が示さなかった社会教育･公民館の本質を、公民館三階建論や「新しい公民館像を

目指して」（三多摩テーゼ）提唱、あるいは文部省の「進展する社会と公民館の運営」や全

国公民館連絡協議会の「公民館のあるべき姿と今日的指標」などの形で、社会経済状況に

即した施設･職員像を含む構想が高度経済成長期に生まれることになる。 

また、1976 年の座談会で、田口清克は公民館の「建物が形骸化し、内容が行きづまって

きている」ととらえ、「もう一度鈴木理論の原点に返るべき」とコメントしている1031。こ

のように、事業の行き詰まりが施設のあり方と関わって繰り返し指摘されることになる。 

これらは、社会事業やまちづくりと関わって教育の独自機能が果たす役割を問うことを

不問にした「施設主義」に代えて、社会教育の本質と公民館の関係に向き合った住民、職

                                                 
1028 小川利夫「公民館『万能主義』への疑問」『月刊社会教育』1963.10、p.17 
1029 同 p.22 
1030 宮崎俊作「総合社会教育施設不用論」同 1966.2、三井為友「『総合社会教育施設不用論』

に答える」同 1966.4、小川利夫「公民館『万能主義』への疑問」同 1963.10 など 
1031 岡本正平･田口清克「鈴木健次郎と公民館論」『鈴木健次郎集』第 3 巻、秋田県青年会館、

1976、pp.89-90、pp.91-92 
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員、研究者等の公民館関係者の努力ととらえることもできる。 

その中で、営造物施設に対する社会教育･公民館研究は、他領域に比して盛んとはいえな

かった。上田幸夫は、「『社会教育施設総論』は、社会教育本質論を内包して、その意味す

るところは深く、それゆえ、『総論』研究の乏しさは、単に施設論に止まらない社会教育の

理論課題が厳しく問われているといわなくてはならない1032」と指摘している。 

公民館における社会事業の位置が議論の俎上に載るのは、小川利夫、大橋謙策らによる

教育福祉論を待たねばならなかった。公民館が教育に特化するときの「教育」が、「文化･

教養」を指すのか、成人の学校を指すのか、その観点だけでは社会問題や社会的弱者の権

利保障が抜け落ちるのではないか、という考察が教育福祉論等の形で生まれるわけだが1033、

地域課題に即した個々の優れた実践を除いては、制度･政策的に公民館の「施設主義」は変

更されることはなかった。こうした議論を後目に、施策は高度経済成長に伴う税収増を背

景にして、施設整備を次第に進めて行くことになる。 

小林文人は、1960 年代から 1970 年代にかけての「施設設備のモダーン化・デラックス

化は単純には、住民の学習活動にとっての“自由”“自主”“参加”といった権利的諸側面

を拡充することには結びつかなかった。逆に、管理体制の強化とか利用空間の制限とか、

あるいは使用料金の高額化などといった工合に、住民の自由な活動を制限したり、あるい

は排除したりする1034」ような「悪しき施設主義」の実態が発生したことを指摘している1035。 

「施設主義」が、営造物を建設して維持管理する意味に矮小化されて理解され、施設管

理論が先行し、「職員は施設に立てこもり、住民の活動も施設としての公民館のなかで始ま

るという『施設主義』が一般化」する事態が起きる。ここで本論の戦間期の歴史検証と照

らせば、セツルメントの「会館主義」批判が想起されよう。 

そして、これら施設の耐震化の必要や、老朽化、耐用年数期限を迎えた 21 世紀に入っ

て、2006 年の教育基本法「改正」により、教育の「条件整備」の語が姿を消したのである。 

 末本誠は、小川利夫の公民館「近代化」論を公民館の性格と照らして検討しており、示

唆に富む1036。施設主義登場後の上述の議論や公民館像提唱は、「公民館の教育･文化施設と

しての独自性と地域性の関わり、ないしは複合性･総合性と専門性の関わり」が焦点となっ

ていた。小川には「『歴史的イメージとしての公民館』からの解放が必要」、「公民館に期待

される多様で複合的な諸機能を村落的共同の諸機能から明確に分離し固有の機能を確立で

きない」との問題意識があり、これらを克服するために「公民館を地域住民の学校、民主

的な『成人の学校』として積極的に位置づけ限定しよう」というねらいがあった。 

その上で、末本は、それでも「注意しておきたいのは、このような小川の議論において

も都市および農村において住民を伝統的な地域の紐帯から一端切り離したのちも、共同性

                                                 
1032 上田幸夫「解説」『社会･生涯教育文献集 V 別冊』日本図書センター、2001、p.1 
1033 公民館の「教育」特化、「教育機関」化をめぐっては、小川利夫「公民館論の再編成」社会

事業大学編『戦後日本の社会事業』勁草書房、1967、大橋前掲「社会教育法制と社会事業」、

小林文人「公民館における学習権創造の歩みと課題」同編『公民館の再発見』社会教育実践双

書 4、国土社、1988 など。 
1034 小林前掲『公民館の再発見』p.29 
1035 同 p.51 
1036 末本誠「現代公民館と地域的共同の創造」日本社会教育学会特別年報編集委員会編『現代

公民館の創造』東洋館出版社、1999、pp.31-36 
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から解放された自由な住民による『新しい地域性を支える生活連帯意識の確立』を目指そ

うとしていた点である。この点では、小川の主張は単純な公民館＝学校論ではなく、そこ

にはやはり地域施設としての公民館の複合性や総合性への積極的な関心が存在したという

べき」、「『近代化』論によって『成人の学校』としての専門性の確立が強調されるものの、

公民館の性格がこれのみに単純化され単一化したわけではなく複合性や総合性と一体とな

った形で、いわば後者は前者をその一要素として複合的に発展してきている」、と分析して

いる。 

小川においては、「初期公民館論の複合性と総合性が容易に村落の共同体的諸機能に熔解

してしまうという欠陥の自覚」があり、そこからの解放を「成人の学校」に限定していた

こと、それでも公民館の学校化を単純に指向せず、公民館の地域における「複合性と総合

性」は捨象されないような「教育」への特化が構想されていた、という末本の指摘は、初

期公民館の「脱皮」「発展」の可能性を感じさせるものである。 

以上、初期公民館を素地にした戦後公民館の議論を概観したが、本論の観点からすれば、

戦前からの継承と断絶、連続と非連続の長いスパンで議論をとらえることもできる。 

小川は小島幸治の「社会的セットルメントが行詰つて教育的セットルメントが発達する」

という展望に着目し、戦前においても総合的施設が教育に特化する見通しが語られていた

ことを、戦後復興期以降の公民館を展望する歴史的考察材料にしている。戦前における「教

育的セツルメント」は、「デパートメント」と称される総合的なセツルメントから、主に労

働者教育を念頭においた成人学校的な教育施設への発達が描かれていた。小川においても

「成人の学校」が構想されるわけだが、彼の構想は、施設論や教育福祉論をも含み、戦後

社会の急激な変容とその中での社会的弱者に視線が向けられており、現代的発展があると

いえる。 

小林文人は、初期公民館構想が、敗戦後の「民衆と地域を振興･復興する総合的文化施設

の提唱であった」とし、その画期的意味として「館としての施設主義」、「民主主義･住民自

治主義」、「地域主義」があると指摘した1037。その構想は自己教育の理念に乏しいものであ

ったが、社会福祉的事業の要素をあわせもち、「公民館が教育あるいは文化に関する切実な

諸課題にトータルに取り組む姿勢を先駆的に教えている」ととらえている。これは、本論

でいうところのセツルメントの地域総合施設の性格と一部共通するものであって、初期公

民館構想の「先駆」性は、戦間期のセツルメントの性格に源を発しているということがで

きよう。 

また、「悪しき施設主義」によって、公民館の地域主義的性格が特に都市型公民館で失わ

れた、とも指摘している。小林は、「都市型公民館のひよわな体質」を、公民館の地域主義

の喪失にみて、「新しい地域主義的な方法論」の構築を唱えた1038。具体的には公民館実践

における「地域主義の再構築」追及のために 5 点の課題を提示している。それは① 地域

的視点の具体化、② 地域課題を基軸にした集会･調査活動、③「館外事業」体系化と館内

事業の「館外」化（出張講座、移動公民館等）、④ 自治公民館ないし住民自治組織の活性

化、⑤ 公民館主事の「地域主事」的な役割、である1039。集会、交流、自治がなされる地

                                                 
1037 小林前掲『公民館の再発見』p.22 
1038 同 pp.50-52 
1039 同 pp.52-53 
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域を喪失した公民館への警鐘と解決の方途が示されているわけだが、ここにも地域の生活

を全体としてとらえて、総合的な性格をもって「地域にセツルする」セツルメントの性格

との共通性が見出される。 

戦前の公民館前史の系譜を見出すことができるこれらの先行研究の考究は、物的施設だ

けでなく、事業や職員のあり方の重要性を物語っている。また、現在とは社会経済状況は

異なるものの、戦前の諸施設や初期公民館が示唆するものは、生活問題に即した事業を取

り上げた実践面だけではない。公民館がもつ地域性や総合的性格の中で、「文化･教養」以

外の生活課題･社会問題をいかにとらえ、他行政領域の事業としてだけではなく、住民主体

の社会教育としていかに位置づけるか、という問題を投げかけている。公民館と社会事業･

社会福祉との関係、ひいては、一般行政との関係における固有性･独自性確認と連携のあり

方は、社会教育のとらえ方から考えなくてはならないだろう。 

しかし、施設空間の必要性は減じない。戦後も公民館は、保育室の設置運動、青年の居

場所、ロビーの活用のように、住民要求を契機として教育と福祉、労働などの問題が、施

設空間的にクローズアップされる現場であり続けている。 

また、社会事業との関係では、教育と福祉の関係模索は現在も続いている。経済成長に

よって見えにくくなっていた貧困･格差、社会的排除などの問題が顕在化し、近年は少子高

齢社会と相まって広範な人々を覆う社会問題となっている。生存権･社会権に向き合うべき

公民館事業の理論と実践が求められているのである。 

営造物施設の取り上げられ方、実態と、社会事業･社会福祉と社会教育の関係が、初期公

民館期以降どのようなものであったか、本章でふれた議論に加え、展開の実際を明らかに

することが残された課題である。 

本研究は、施設を通じて社会教育を行う発想が、社会問題に関わって戦前から連綿とし

て都市と農村に立ち現われ、さまざまな形態で地域社会教育施設が模索されたことを分析

した。その中で、学校をはじめとする借用形態から、社会教育独自の施設構想が生まれ、

官民で実際に施設が模索される動きがあったことを明らかにした。施設希求･構想の際に参

照されたセツルメントの地域性、総合性は、初期公民館の性格とも重なるものであった。 

また、戦前の経験の継承と断絶を体現する寺中作雄を中心に、公民館という営造物を伴

う社会教育施設が構想され、戦後に広く普及された施設形態をみて、そこでの社会事業と

の関係構築のあり方に戦前の継承と断絶をみた。そして、1950 年代に、社会事業をはじめ

とする事業を捨象し、物的施設整備を行政使命として強調する「施設主義」の登場を指摘

した。 

地域に位置し、身近に「打ち集う」ことができ、歴史的に総合的機能を有する建物を持

つ公民館の施設形態は、可能性に富むものであり、時代時代に現出する社会問題に向き合

う社会教育の場として貴重なものである。本論では半世紀を通観したが、施設の重要性･

必要性は常にあった。「施設主義」にとどまることなく、同時に、施設論を抜きにすること

もない社会教育論の創造が求められているといえよう。 
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